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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成21年第３回伊豆市議会定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田宣夫君） 本日の出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、会

議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田宣夫君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職

員の出席を求めましたので、ご報告を申し上げます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（飯田宣夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。４番、森島吉文議員、５番、

松本覺議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（飯田宣夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月25日までの24日間としたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月25日までの24日間と決定いたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（飯田宣夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員より、法に基づく例月出納検査結果報告並びにそのほかの議長の会議・行事等に

つきましては、お手元に配付の報告書のとおりであります。 

  続きまして、一部事務組合議会から報告の申し出があります。 

  初めに、伊豆市沼津市衛生施設組合議会の報告を行います。 

  ２番、梅原泰嗣議員、お願いします。 
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〔２番 梅原泰嗣君登壇〕 

○２番（梅原泰嗣君） おはようございます。 

  過日、８月20日木曜日に開催されました平成21年第２回伊豆市沼津市衛生施設組合協議会

定例会についてご報告いたします。 

  議案につきましては、平成20年度当施設会計の決算の審議及び承認です。 

  この施設は、土肥、戸田地区のごみ処理並びに火葬施設であり、昨年度の歳入総額は２億

4,056万9,099円に対しまして、歳出総額２億3,003万1,022円との報告でした。 

  内容につきましては、大きな修繕もなく、全体として昨年度対比3.9％の減になります。 

  審議につきましては、議員より、昨年度対比ごみ焼却量は減っているが、重油使用料が多

くなった理由はとの質問に対し、ごみの分別が進み、助燃剤となっていたプラスチック製品

の搬入がなくなり、焼却炉内の温度を維持するために燃料の重油を多く使用することになり

ましたとの回答がございました。 

  審議に続き、平成20年度決算につきまして採決され、賛成多数にて承認されました。 

  また、関連した諸般の報告で、土肥戸田火葬場運営検討委員会より、土肥戸田火葬場の今

後の運営に関する提言について報告されました。内容につきましては、組合火葬施設の老朽

化等により、今後廃止の方向で進めたいというような内容の提言でした。この提言書につき

ましては、後日、皆さんに配付する予定だそうですので、ご確認ください。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 続きまして、田方地区消防組合議会、３番、稲葉紀男議員、議会報告

をお願いします。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） 田方地区消防組合定例会について報告いたします。 

  ８月25日に招集されました平成21年度田方地区消防組合第２回定例会の報告をいたします。 

  ３議案が上程され、議案審議、監査委員による審査意見などを経て採決され、いずれも全

員一致にて可決されました。 

  最初に、議案第８号 平成20年度田方地区消防組合歳入歳出決算の認定についてです。 

  歳入総額15億7,678万6,755円、歳出総額15億5,996万7,375円、差し引き残高1,681万9,380

円となりました。これは前年度に比べて歳入で25.1％、約５億2,783万円、歳出で25.2％、

約５億2,625万円の減となりました。原因は、平成19年度に実施した田方南消防署庁舎建設

の完成により、かかった費用が減少したためであります。 

  歳入総額の97.7％は２市１町からの分担金であり、そのうち伊豆市は約35.5％の５億

4,633万円を負担しました。歳入はすべて自主財源です。 

  歳出を目的別に見ますと、消防費が全体の86.2％を占めています。性質別では人件費が

83.8％の約13億円となります。 

  次に、議案第９号 平成21年度田方消防組合補正予算（第１号）についてです。 
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  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,708万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ15億8,517万5,000円とするものです。歳入は、高規格救急自動車に対する国庫補助金

及び県支出金の額の決定に伴う補正です。歳出は、総務費用として訓練棟の改修工事費750

万、消防基金積立金823万円外に充てられます。 

  最後に、第10号議案 田方消防組合監査委員の選出についてです。 

  伊豆の国市より選出された飯田晃司氏の任期満了に伴う選任ですが、飯田晃司氏が引き続

き選任されました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○議長（飯田宣夫君） 日程第４、行政報告を行います。 

  これを許します。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  ９月の定例会に臨み、行政報告申し上げます。 

  まず、１つ目として、安心安全のための施策について。 

  このたびの地震で被害を受けられた市民の皆様に、改めてお見舞いを申し上げます。通常

の生活になるべく早く戻られるため、そして観光地として悪影響が残らないように、可能な

限り早期の復旧に努めてまいります。 

  また、伊豆市においても新型インフルエンザの患者が発生いたしました。いずれも重篤な

症状にはなっていないようですが、９月は市内行事も多く、また、10月には国民文化祭が始

まることから、拡大防止と予防策に万全を期してまいります。 

  ２つ目として、緊急経済対策の効果について。 

  ５月に発売開始した伊豆市元気もりもり商品券は、既に78％が使用されています。これは

約１億7,000万円が市内に回った計算になりますが、使用実績においては地域間の差がかな

り大きくなっているのが気になるところでございます。 

  次に、本年５月１日から開始した利子補給の拡充について。 

  短期経営改善資金は、５月以降７月末までの３カ月間で20件の利用がありました。４月の

利用実績が１件であったことから、一定の効果があるように思われます。小口資金は、５月

以降３カ月間の利用が52件あり、昨年１年間の実績が10件、本年４月の実績がゼロであった

ことから、市内中小企業の方々のニーズにかなりおこたえしているのではないかと判断をし

ております。 

  ３つ目として、観光の動向について。 
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  観光入り込み客数は、市直営施設の実績を見ますと、６月、７月にかなり落ち込んでいる

ようです。期待していた夏も、梅雨が８月まで残ったことと、11日に発生した地震の影響が

深刻でございます。伊豆にはもともと観光資源が豊富にあり、このたびの地震でも大きな被

害を受けていないことから、サービスの質の向上といったソフトの充実を観光関係者ととも

に図り、現下の厳しい状況をまずは生き残るために尽力してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で行政報告は終わりました。 

 

◎報告第１０号、報告第１１号の上程、説明、質疑 

○議長（飯田宣夫君） 日程第５、報告第10号 平成20年度伊豆市健全化判断比率の報告につ

いて及び日程第６、報告第11号 平成20年度伊豆市資金不足比率の報告についての２件を一

括して議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第10号 平成20年度伊豆市健全化判断比率の報告及び報告第11号

 平成20年度伊豆市資金不足比率の報告について、一括して提案理由を申し上げます。 

  この議案は、地方公共団体の財政の健全化に対する法律により、監査委員の意見をつけて

報告をするものでございます。 

  詳細につきましては、総務部長に説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 本件の報告について補足説明の申し出がありますので、これを許しま

す。 

  総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、報告第10号、報告第11号について、補足説明を申し上

げます。 

  １ページ、報告第10号をごらんいただきたいと思います。あわせて、申しわけございませ

ん。決算概要報告書の14、15ページ、15ページの下側に、やはりこの健全化判断比率、これ

にかかわります用語の説明等ございます。あわせてごらんいただきたいと思います。 

  まず、報告第10号につきまして、本年度の指標でございます。昨年度からこの地方公共団

体の財政の健全化に関する法律、これに基づきまして監査委員の審査を経て議会に報告し、

公表するという形になっております。 

  昨年度の数字でございますが、実質公債費比率、本年14.4でございますが、昨年15.1でご

ざいます。それから将来負担比率50.0、本年でございますが、昨年は62.2ということでござ

います。 
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  それではまず、実質赤字比率でございます。これについてはいわゆる実質赤字額がないと

いうことでございますが、ここで言う一般会計でございますけれども、この対象となるのは

一般会計の決算それから公共用地取得事業特別会計、天城北道路の用地取得事業特別会計、

この３つの会計の実質赤字額を、いわゆる交付税での算定で持ちますところの標準財政規模

で除した比率ということになります。20年度は、伊豆市にあっては一般会計、これは３会計

の実質赤字は生じておりませんので、なしということになります。早期健全化基準というこ

とで13.22ということになっております。これがこの数値を超えると、健全化計画を策定す

る必要があるということでございます。 

  次に、連結実質赤字比率でございます。これは一般会計のほかすべての特別会計、企業会

計の実質赤字額を合計しまして、先ほどの実質赤字比率と同様、標準財政規模で除した比率

でございます。平成20年度伊豆市にありましては、老人保健医療特別会計で実質赤字が生じ

ております。また、水道事業会計において、純損失を生じておりますが、ここで言う実質赤

字は純損失ではなく、流動資産から流動負債を差し引いた数値でございますので、水道事業

会計の貸借対照表を見ていただいて、実質赤字、これが生じていないということができよう

かと思います。また、老人保健の医療の特別会計の実質赤字につきましても、他の会計の実

質黒字分で相殺されますので、20年度伊豆市にあっては連結実質赤字は生じておらず、なし

と、比率もなしということになります。同様に、健全化計画を策定する必要のある早期健全

化基準は18.22％ということになります。 

  次に、実質公債費比率、融資14.4でございますが、これはやはり一般会計それから特別会

計を加えた中で、すべての連結会計の中での公債費比率ということで、前年度15.1ポイント

に比べまして0.7ポイントの減ということになっています。低いほど当然いいわけでござい

まして、よくなっているということでございます。これは新たな起債、これらの抑制それか

ら一般会計の公債費がピークを過ぎ、年々少しずつ減っているということが原因でございま

す。これが25.0％を超えますと、早期健全化計画を作成するということになります。 

  算定方法でございますけれども、まず、一般会計と天城北道路用地取得会計の元利償還金

それからこれに特別会計における元利償還金、これらに充当される繰出金それから一部事務

組合の元利償還金に充当されたとみなされる負担金、それから元利償還金相当と想定されま

すところの債務負担行為、これらの数字が入ってまいります。この数字は、主にすべての会

計にかかわる元利償還金に充当された地方交付税を除く一般財源の割合を示すということに

なっております。 

  現状の伊豆市におきましては、いわゆる水道、簡易水道、下水道、農業集落排水の各会計

の繰出金それから駿豆学園、伊豆市沼津市の衛生施設組合、田方地区消防の各一部事務組合

の負担金、それから老人ホーム、保育園の建設利子補給に係る債務負担行為、これらの元利

償還金が生じてまいります。これらを含めた中で、全体的に伊豆市としての実施公債費比率

という形であらわされます。 
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  それから、将来負担比率でございます。これは50.0ということになっておりまして、前年

62.2％よりも12.2％の減となっております。これも将来負担が低くなっているということで、

低いほどいいわけでございますが、これは一般会計それから特別会計、これらを含めて新規

の起債、これの抑制、それから一部事務組合にありましても新たな起債の抑制、利子補給に

かかわります新規の債務負担行為も起こされなかったということによります減少でございま

す。健全化計画を作成する必要のあるのは350％ということで、これが以上になりますと健

全化計画を作成しなきゃならないということになります。 

  算定方法をもう少し詳細に言いますと、まず、一般会計の地方債の現在高、これに元利償

還金へ充当を目的としました特別会計の繰出金、一部事務組合への負担金の将来見込みを、

国が定めた算定方法により算出し、合計します。さらに利子補給にかかわります債務負担行

為額、退職手当額、退職手当相当の見込み額、これは全職員ということになります。これら

を合算したものから基金、市営住宅の使用料などいわゆる元利償還に充当可能な財源、それ

から元利償還金への交付措置見込み額、これらを差し引きます。これらを分子としまして、

分母は20年度の標準財政収入額から、平成20年度の元利償還金への交付税措置額を差し引い

た数字となります。 

  将来負担比率といいますのは、主に現在の地方債の残高から考えますと、将来的に当然見

込まれる元利償還金それから現在いる職員から考えます将来に見込まれる退職金の合計額、

これが当該年度の一般財源に対してどの程度の割合になるかということを示すものでござい

まして、いわゆる交付税措置等をされている特定財源は除いた実質的な負担比率ということ

の一つの目安ということになります。 

  概要報告書のほうでごらんいただきたいと思いますが、まず、大きな要因としまして先ほ

どから言っていますいわゆる市としての借入金、これがどういう状況かと。実質的な借入額

がどうか、将来的な負担はどうかということが、大きな数字の要因になってございます。ま

た、将来負担すべき職員の退職手当の企業で言います引当金、これに相当する額、それらを

勘案した数字ということになります。 

  起債につきまして言えば、その上の起債制限比率の算出基礎というのをごらんいただきた

いと思いますが、合併しまして予算、４町の予算を組んだ中で、平成17年度、これを元利償

還金のピークということで、起債は年々、起債残高については年々減少しております。 

  14ページの一番下の地方債現在高の算出基礎の年度末の起債の残高というのをごらんいた

だきたいと思いますが、平成16年174億ございますが、平成20年には146億という状況でござ

います。 

  もう１枚、12、13ページ、前ページを見ていただきますと、左側で、20年末の、下にござ

いますが、地方債の残高というのがございます。ここに一般会計それからいわゆる特別会計、

公営企業における特別会計、これらの起債残高等が載っております。この指標については、

こうした借入額、これらが基本的に大きな数字となって、将来的な負担比率を標準化して見
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ていこうというものでございます。 

  本年20年度の結果でございますが、参考までに19年の状況等を、近隣の町村の状況を申し

上げますと、実質赤字比率、連結実質赤字比率、これについてはほとんどの町村で赤字は出

ないわけでございますが、熱海市では連結実質赤字比率というのが数字が出てまいります。

これは人の市のことはいいわけでございますが、いわゆる水道事業それから温泉事業、これ

において赤字額を生じているということで出てまいります。それから実質公債費比率でござ

いますが、いわゆる公債費比率は、やはり比べますと比率としては高いほうであると。将来

負担比率、昨年度の60という数字は、やはり東部都市の平均から言うと、それよりも若干70

ぐらいが東部都市の平均でございますが、それよりも若干いいかなと。さらに本年50という

ようなことで、本年の数字の比較ではございませんけれども、参考までにということでござ

います。 

  それから11ページ、すみません、報告の第11号については、資金不足比率の報告というこ

とで、これはいずれも資金不足比率を生じていないというものでございます。これは公営企

業会計に関しまして、資金の不足額を事業の規模で除した数値でございます。先ほど連結赤

字の比率のところで申し上げたとおり、平成20年度に純損失を生じています水道事業会計に

おいても、資金不足を生じているわけではありません。また、他の公営企業会計にあっても

資金不足は生じておりませんので、資金不足比率はいずれの会計においてもなしということ

になります。これが20％を超しますと、経営健全化計画を策定する必要が生じてくるもので

ございます。 

  なお、今後となります事業の規模でございますが、事業収益の額から受託工事収益の額を

差し引いた額を指すものでございます。 

  以上、報告２号についてご報告申し上げます。よろしくご審議いただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番。 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄、質問させていただきます。 

  私はいつも言っとるんですけれども、説明書が欲しいと。だれも難しい説明書をつくって

くれと言っているんではないんですよ。今、総務部長が説明した原稿を読んでいるわけです

ね。ああいうものをぜひ我々にいただけないですかね。言っていること、わかりますか。何

が欲しいのか。例えばですよ、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率、これ概要報告書を見ると、15ページの下のほう、全部、例えば実質赤字比率、当該

地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率と書いてあ

るわけですね。以下、全部、分母は標準財政規模ということが書いてあるわけですね。全部

これ比率なわけですね。ということは、分子が何かということを総務部長は説明したんです
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から、こういうものですよということを説明書をつくるべきだと、僕は思うんですよ。それ

で、まず説明書を出しなさいということ。議員の皆さん、わかってますか、これ。説明書な

しでわかるはずないんです。 

  それで、質問、１つ。標準財政規模は幾らなんですか。 

○議長（飯田宣夫君） はい、答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 標準財政規模でございますが、107億3,592万1,000円でございま

す。 

○議長（飯田宣夫君） ほかに質疑はございますか。 

  19番、三須議員。 

○１９番（三須重治君） 19番、三須です。 

  ５ページですけど、特別会計のこの資金不足比率というのは、結局一般会計から補てんし

なければ経営して、運営していけないという特別会計があるわけですよね。そうすると、こ

れ補てんをしていくその数字自体が、補てん金そのものが資金不足という見方、一般ではそ

うですよね。だから、これを補う能力があるということは、一般会計のほうの財政が順当に

いっていると。これが資金不足比率がここに数字が載っかってくるというときは、財政が、

一般財源の財政が破綻しなければ、ここに数字が載ってくることはないと。健全化だという

そういうような感じがするわけですけど、そうすると各特別会計が一般会計から補てんされ

てペイしてますよということになると、いずれもこの資金不足比率というのはこういうバー

が引かれているようなことになるわけですかね。その辺ちょっと伺います。 

○議長（飯田宣夫君） はい、答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 一般会計から繰出金をしている云々は、直接この資金不足比率に

は出てこないものかなと思っていますが、その本来の持ちます資金、剰余金といいますか、

そういうものが最終的にないというような状況の場合には、実質的な赤字ということで資金

不足を生じるという形になろうかと思います。あわせてそうしたこの財政指標については、

いわゆる特別会計それから公営企業会計等も含めた特別会計それから一般会計、これの全体

のバランスの中でどうかと見るのがこの指標でございまして、そういう意味で先ほどの連結

の実質の赤字というような形の中で、単に一般会計だけではなくそういう繰出金等の負担を

生じている部分、そういうものも勘案した中での一つの財政指標であるということでご理解

いただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 血のめぐりが余りよくないから理解しにくいんだけど、ここの資金

不足比率に数字が載ってくるという状態は、どういう状態のときにここに数字が載っかって

くるんですか。 
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○議長（飯田宣夫君） はい、答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） これはいわゆる事業の規模に対して資金の不足額、これが資金不

足が上回ったときという形になります。そのときに資金不足額という形で出てまいります。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） その資金不足額を一般会計から補っていける能力があるときには、

あくまでもそれでペイされている考えで、ここに数字は載ってこないわけですよね。そうす

ると、一般会計が破綻しない限りは必ず補てんできますよね。補てんしている間は、ここに

数字が載ってくることはないということですね。違うわけですか、その判断では。 

○議長（飯田宣夫君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） そうではなくて、あくまでその会計の実質的ないわゆる赤字とい

う場合には、ここに出てまいります。先ほど言いましたのは、いわゆる連結決算における実

質赤字比率という形で出てくるということでございまして、それぞれの会計ごとにここでい

う資金不足額というのが出てくる場合がございます。いわゆる事業収支として一般的に成り

立たないというような、例えばここで数字が出るのは、近隣の例で申しますと例えば病院事

業とか、先ほど言いましたいわゆる熱海市における水道あるいは温泉事業会計、これらの場

合はここに数字が出てくるというケースになります。通常の場合は、通常の経営をしている

場合には出てはまいらないということになります。 

○議長（飯田宣夫君） 20番、木村議員。 

○２０番（木村建一君） すみません、同じことをお尋ねします。今、その資金不足比率、こ

こに数字が載る場合は、実質的な赤字の場合に載ってくる、こうご説明でした。ちょっと具

体的にお尋ねしますけども、この中の特別会計の中の天城温泉会館事業特別会計、実質的に

は資金、天城温泉会館の収益だけでは賄い切れない、維持管理できないもんで、毎年のよう

に何千万かこの特別会計に入っているわけですね。そうすると、実質的には赤字と私は見る

んですけれども、一般会計で入れないと経営できないもんで、そうするとこれは実質的な赤

字というふうに私は見たんですが、今のご説明ですと。そういうことじゃないというふうに

受け取らざるを得ないんだけれども、なぜなのかお尋ねします。 

○議長（飯田宣夫君） はい、答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 実質的に、いわゆる資金の剰余額というのを、多分天城の温泉会

館でも持っております。いわゆるその段階では、資金不足額は生じないということになりま

す。また、申しわけございません。細かな数字的なところといいますか、それについてはま

た全協等でご説明申し上げさせていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） はい、木村議員。 
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○２０番（木村建一君） ちょっと何ていうかな、全協というのも、詳細はね、いいんです。

また全協でって、詳しく説明って、わかるんです。外郭的にやっているからわかるんだけど、

いわゆる今、天城温泉会館あたり資金がないわけですよね。その資金って何なのっていうの

がわかんないもんだから、こういうやりとりになっちゃうんですよね。資金がないから、い

わゆる貯金ていうかね、ないもんで、何千万って一般会計からずっと入れてるじゃないです

か。で、大変だからということでどうしようかという話になりまして、今指定管理者を募集

している状況なんですよね。その辺の関係がよくわからないんですよ。資金に剰余額って何

なの。その辺だけちょっとお答え願えますか。よくわからないんですよ。 

○議長（飯田宣夫君） はい、答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） えっと、説明がなかなか的確でなくて申しわけないかなとは思っ

ていますが、いわゆる資金不足額として流動負債から流動資産を引いたもの、それから解消

可能な資金の不足額ということになります。当然天城の温泉会館の会計として見ると、いわ

ゆる資産そのものもございますので、そういうものをまず勘案しますし、それからいわゆる

繰り出し可能な財源がある場合にはそういう形になりまして、天城温泉会館の場合でも資金

不足額等は生じないという形にはなります。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） これで質疑を終結いたします。 

  以上で報告を終わります。 

 

◎議案第６０号の上程、説明、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第７、議案第60号 伊豆市監査委員の選任についてを議題といた

します。 

  ここで鈴木監査委員には退席をお願いします。 

〔代表監査委員 鈴木健範君退席〕 

○議長（飯田宣夫君） それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第60号 伊豆市監査委員の選任について提案理由を申し上げます。 

  本選任案は、地方自治法第196条に基づく監査委員の選任同意についてお願いするもので

す。 

  任命したい者は、鈴木健範氏でございます。 

  鈴木氏は、平成17年９月から監査委員を務めていただいており、参考資料の略歴のとおり

でございます。氏は、この９月28日に任期が満了となりますが、豊富な知識と経験を有して
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おり、執行部及び住民からの信頼も厚く、引き続き監査委員としてその任に当たっていただ

くことが最適であると判断いたしますので、監査委員として再任したく、議会の同意を求め

るものでございます。 

  なお、任期は、平成21年９月29日から平成25年９月28日までの４年間です。よろしくご同

意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。本件につきましては人事案件でありますので、質疑、委員会付託、討論を

省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 異議なしと認めます。 

  それでは採決します。 

  お諮りします。議案第60号 伊豆市監査委員の選任について、同意することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第60号 伊豆市監査委員の選任について、同意することに決定いたしました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時１１分 

再開 午前１０時１１分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま監査委員に同意されました鈴木健範氏にごあいさつをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

〔代表監査委員 鈴木健範君登壇〕 

○代表監査委員（鈴木健範君） 皆さん、こんにちは。ただいま選任されました鈴木健範でご

ざいます。 

  私、以前、４年前に、前遠藤監査委員の後を、病気で退任ということでつきまして、４年

間やらせていただきまして本当にありがとうございました。また、この大役をまた再選、あ

と４年間やれということでご指名を受けましたものですから、いろんな面で日本の国の政治

も、あしたからどうなるかということで皆さんもけんけんごうごうとしていると思いますけ

れども、それにつけ、また伊豆市、また地方議会もどうなるかということを皆さんもご心配

だと思いますけれども、そうかといって地方の自治あるいは住民の生活があるわけですから、

私も監査委員として指摘することは指摘するし、また職員さんの希望事項、要望事項を聞き

ながら、行政の潤滑油として無理のない政治といいますか、地方自治ができるような形でぜ
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ひご協力したいと思いますので、また今後とも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

どうも、よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） どうもありがとうございました。 

 

◎議案第６１号の上程、説明 

○議長（飯田宣夫君） 日程第８、議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第61号について提案理由を申し上げます。 

  平成20年度の伊豆市一般会計歳入歳出決算につきまして、地方自治法第233条第３項の規

定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 

  平成20年度の一般会計は、普通建設事業費である工事請負費や委託料の減、また、他会計

への繰出金や公債費の減少などにより、19年度決算より15億1,072万円の歳出減となりまし

た。また、定額給付金給付事業や地域活性化生活対策臨時交付金事業である天城中学校耐震

補強工事、本庁舎改修工事等において９億9,131万円の予算繰越措置を行いました。 

  決算の詳細につきましては、会計管理者に説明させますので、よろしくご審議くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  会計管理者。 

〔会計管理者 河野英世君登壇〕 

○会計管理者（河野英世君） それでは、伊豆市の一般会計に関する決算の概要の報告をさせ

ていただきます。 

  お手元決算書の８、９ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳入合計の欄をごらんいただきますと、20年度最終予算額は19年度からの繰越額３億

4,604万6,000円を含めて156億804万6,000円でした。これに対しまして決算額、歳入総額が

150億125万6,383円、歳出総額につきましては、13ページを見ていただきたいと思いますが、

140億5,737万2,739円となりました。したがいまして、形式収支額は９億4,388万3,644円と

なりました。19年度の決算では、歳入決算額が163億3,975万1,328円、歳出につきましては

155億6,808万9,644円でしたので、比率的には歳入が8.2％、歳出が9.7％の減。ただし形式

収支は22.3％の増となります。 

  決算書の268ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳出決算額は、先ほど申し上げましたとおり140億5,737万2,739円でしたので、歳入総額
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から歳出総額を差し引いた形式収支が９億4,388万3,644円でしたが、21年度への繰越予算の

財源となるべき金額6,672万9,000円を控除した実質収支額は、８億7,715万4,644円となりま

す。 

  次に、歳入につきまして申し上げます。 

  歳入につきましては、決算書の４ページ。まず、歳入につきましては、市税を中心とする

自主財源は65億6,788万9,590円で、歳入に対する構成比は43.8％でした。金額的には、19年

度の決算額と比較しましては４億5,881万円減少しております。 

  市税の関係につきましては、ただいまごらんいただきました決算書４ページ及び決算概要

報告書31ページをお開きいただきますとさらに詳しく載っておりますので、お開きいただき

たいと思います。 

  市税の収入済額は49億1,983万3,239円で、前年度比較では5,778万566円減少しております。

各税目別で見ますと、ふえておりますのは個人市民税と軽自動車のみということです。 

  それから、市税につきましては、決算書の末尾278ページにも徴収率等が記載された市税

の徴収に関する調書が掲載されておりますので、後ほど合わせてごらんいただければと思い

ます。 

  続きまして、市税以外の収入について、簡潔に順に説明を申し上げます。 

  決算書につきましては４ページからと、決算概要報告書につきましては25ページをお開き

いただきたいと思います。ただし、決算概要報告書のほうは千円単位となっております。決

算書は円単位までですので、そこのところをご承知おきいただきたいと思います。 

  まず、２款の譲与税ですが、自動車重量税、地方道路譲与税とも減少しておりまして、減

少額は合わせて817万7,000円、率としてはマイナスの2.8％でした。 

  ３款利子割交付金は19万4,000円の減少、率としては1.1％の減少でした。 

  続いて４款配当割交付金、これにつきましても726万7,000円の減少。減少率では52.7％で

ほぼ半減ということになっております。 

  ５款株式譲渡割交付金も798万6,000円、率では74％の大幅な減少でした。 

  ６款地方消費税交付金2,987万3,000円、8.1％の減少でした。 

  次の７款のゴルフ場利用税交付金ですが、これにつきましては603万648円、率では3.9％

の微増といいますか、増加でした。 

  ８款の特別地方消費税交付金については、19年度同様に収入はございませんでした。 

  続きまして、９款自動車取得税交付金は2,615万8,000円、率としては13.5％の減少となっ

ております。 

  10款地方特例交付金につきましては、３項の地方税等減収補てん臨時交付金、これが607

万6,000円と昨年になかった収入、なかったといいますか、皆増ということと、地方特例交

付金が1,641万5,000円とほぼ倍増したことによりまして、2,249万1,000円の増加でした。 

  11款の地方交付税につきましては、１億9,869万3,000円増加しております。内訳としては、
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普通交付税分が１億6,889万1,000円、特別交付分が2,980万2,000円、2,000円の増加でした。 

  12款の交通安全対策特別交付金は124万6,000円、12.1％の減少でした。 

  それから、続きまして13款分担金、負担金の決算額につきましては、２億5,510万3,551円

でございました。内訳としましては、まず、分担金に分類されるものが農地災害復旧関係で

99万8,100円、それから負担金に分類されるものが保育料を主とする民生費関係分が１億

1,657万8,920円、それから給食費等を主とする教育関係が１億3,488万291円となっております。 

  14款の使用料及び手数料は１億6,449万518円で、内訳としましては使用料が１億3,948万

3,985円、手数料が2,181万8,143円でした。 

  続きまして、国庫支出金及び県支出金ですが、国庫支出金は８億5,842万4,387円で、

1,505万2,255円の減少となっております。県支出金につきましては７億2,975万2,864円で、

１億8,468万3,922円の減少でした。国庫につきましてはほぼ同程度の収入があったわけです

が、県支出金につきましては合併特例交付金が8,163万円ほど減少したほかに、農林水産関

係で4,493万2,703円減少したことが原因かと思います。 

  17款財産収入につきましては4,683万1,962円で、2,889万2,024円の減少でしたが、これは

財産、土地の売払収入等が2,863万7,013円減少したことによるものと思います。 

  18款寄附金につきましても4,608万5,266円の決算額で、1,600万9,220円の減少となってお

りますが、これにつきましては19年度で収入がございました大仁自家用車組合からの寄附金

1,750万円が20年度ではなかったと、これが原因と思います。 

  19款繰入金につきましては、合計で１億6,898万9,629円で、２億7,287万4,734円減少して

おりますが、これは19年度との比較で、財政調整基金からの繰入金が、19年度が２億3,900

万円、これが20年度では１億円、それから減債基金からの繰入金が同様に7,500万円から

3,000万円、斎場基金からの繰り入れが7,900万円から1,112万円、1,112万3,580円とそれぞ

れ減っていることが原因でございます。 

  20款繰越金につきましては、19年度収入として計上された繰越額が９億4,462万8,054円、

このうちの繰越事業費充当財源を除いた純剰余金が８億787万394円でした。20年度の決算額

では、同様に７億7,311万5,723円で、純剰余額は６億6,256万2,680円でした。 

  21款諸収入につきましては、5,292万2,652円の増加となっておりますが、これにつきまし

てはコミュニティ施設の助成金、これが1,250万円増額したほか、田方地区交通災害共済組

合の開催による分配金収入2,806万3,610円、これがあったことが要因と思います。 

  最後、22款の市債につきましては８億2,250万円。これにつきましては実施される、充当

される事業との関連により、19年度に比較してほぼ半減ということになっております。 

  以上で歳入のほうを終わらせていただきます。 

  続きまして、歳出の状況につきましてご報告させていただきます。 

  全体としては、支出済額は140億5,737万2,739円、21年度への繰越予算は９億9,130万7,000

円ありますので、最終予算額からこれらを差し引いた５億5,936万6,261円が予算に対する不
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用額ということになります。 

  お手元の決算概要報告書26ページをごらんいただきますと、各款別に決算額と対前年度と

の比較が記載されておりますので、そちらをごらんいただきたいと思います。 

  それから最後になりますが、基金の残高につきまして、決算書の277ページと決算概要報

告書12ページをごらんいただきたいと思います。 

  一般会計に所属する基金につきましては、20年度中の取り崩し額が１億4,162万3,580円で

ございましたが、20年度中に５億4,452万1,274円を積み立てましたので、差し引きでは４億

289万7,694円の増加となっております。 

  以上、大変雑駁ではございますが、20年度一般会計の概要の報告とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  本決算につきまして、監査委員から決算審査の意見書が提出されております。 

  ここで、監査委員から決算審査意見書の補足説明を求めます。 

  鈴木監査委員。 

〔代表監査委員 鈴木健範君登壇〕 

○代表監査委員（鈴木健範君） 監査委員の鈴木でございます。 

  ただいま議長から求められました議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の

認定についてにつきまして、伊豆市長からの審査依頼に基づき、去る７月26日から22日まで

の９日間にわたり、関係部課長に出席を求めまして説明等を聴取いたしました。その結果を

意見書にまとめましたものですから、意見書につきましては大変たくさん正誤がありました

ことをここでおわび申し上げます。 

  まず、地方自治法、一般会計は地方自治法の第233条の２項による規定により、平成20年

度伊豆市一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財

産に関する調書について、関係資料を参考に審査した結果、平成20年度の一般会計には計数

的にも正確であり、内容も正当なものと認定したことを報告いたします。 

  意見書の詳細につきましては、皆さんに配付してありますものをごらんになっていただく

ので、主な意見だけ申し上げます。 

  決算の概要でありますが、歳入総額が150億125万6,000円に対し、歳出総額が140億5,737

万2,000円の差し引き９億4,388万4,000円で、翌年度の繰越財源を6,672万9,000円を引きま

すと、実質収支額は８億7,715万5,000円となりました。この結果、前年度と比較した歳入総

額において8.2％、歳出総額につきまして3.7％、それぞれ減額になっております。 

  主な要因といたしましては、歳出につきましては、新火葬場を初め中学校の耐震工事と大

型工事の減少が大きく、また業務の効率化による改善も寄与しているものと思われます。ま

た、財政運営についての歳入ですが、不況による税収の落ち込みが大きく、一時的な経済対

策の効果、増加があるものの、自己財源の確保が必要です。滞納整理の執行体制が強化され
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たもののさらなる徴収率の向上等に努力をお願いしたいと思います。 

  次に、歳出ですが、大型はこれで前年度の終了により、本年度は後年度に負担が予想され

る基金等の積み立てを行っております。今後は多くの大型案件が予定されておりますので、

計画的な財政運営を期待します。 

  終わりに、今後も事務事業の執行に当たり、合法性、正確性、経済性、有用性の項目に十

分留意され、より一層効率的かつ明瞭な予算執行をされますよう、また市民の目線に立った

行政運営を推進いただくようお願いを申し上げまして報告させていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で監査委員の説明は終わりました。 

  ただいま議題となっております議案第61号に対する質疑は、９月11日開催予定の本会議に

おいて行います。 

  議案に対する質疑通告期限は、９日の正午となっておりますので、ご承知ください。 

 

◎議案第６２号～議案第７５号の上程、説明 

○議長（飯田宣夫君） 日程第９、議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてから日程第22、議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済

組合会計歳入歳出決算の認定についてまでの14議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第62号から議案第75号まで、一括して14件について提案理由を申

し上げます。 

  平成20年度の伊豆市特別会計等の決算につきまして、地方自治法第233条第３項及び地方

公営企業法第30条第４項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでご

ざいます。 

  特別会計を含む各会計の決算の詳細につきましては、それぞれ担当する部長に説明させま

すので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  まず、議案第62号、議案第75号について、総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは議案第62号 伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出

決算の認定について補足説明を行います。 

  決算書の３ページを、まず、ごらんいただきたいと思います。 

  歳入総額845万674円、歳出総額810万1,000円でございます。歳入歳出差し引き額34万9,647
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円となるものでございます。 

  会計のまず歳入についてでございます。８ページ、９ページ、事項別明細をごらんいただ

きたいと思います。目が少ないものですから、まず、土地財産運用収入ということで、決算

額198万7,691円でございます。９ページの備考欄をごらんいただきたいと思いますが、財産

の貸付収入ということで、186万9,600円でございます。それから、財産の売払収入というこ

とで、土地売払収入630万1,050円ということで、これは本立野の下街道、この土地の用地の

売払収入でございます。 

  10ページ、11ページ、歳出でございます。それらの基金の取り扱いを財産管理費というこ

とで810万1,000円積立金といたしました。 

  13ページの基金のところをごらんいただきたいと思いますが、その下の土地開発基金の残

高でございます。本年度会計におきまして810万1,000円の積み立てをいたしまして、本年度

決算、本年度末の現在高9,574万741円の土地開発基金としてのいわゆる現金として保有して

いるということでございまして、その下が会計運用それから土地保有、面積ということで一

覧になっております。 

  以上が公共用地の決算でございます。 

  それから、飛びますが、議案第75号の田方地区の交通災害共済組合の会計歳入歳出決算の

認定ということで、別冊で行っておろうかと思います。 

  まず、この交通災害共済組合の今回歳入の決算書を提出する経過からでございますが、ご

承知のようにこの一部事務組合、19年度において交通災害共済事業を終了しております。そ

ういう関係から、今回この決算認定をもって解散手続に入るという形になります。 

  簡単に経過を申しますと、田方地区の交通災害共済組合、これ昭和44年に旧田方の９町村

で構成する一部事務組合ということでスタートいたしました。以来、交通事故による災害救

済制度として運用してまいりましたが、平成３年度を境にしまして加入率が非常に低下して

きたというようなことで、17年度には加入率が50％を下回りまして、18年度には共済見舞金

が加入会計を上回る赤字運営ということになりまして、この事業を19年度においてこの交通

災害共済事業を終了して、本組合を解散することと決定したところであります。 

  これに伴いまして、20年度におきまして加入の義務はないわけでございますが、前年度加

入者に対します共済見舞金の給付それから組合解散にかかわります諸手続を行ってきたとこ

ろでございます。解散にかかわります組合の議決は、本年の２月20日に組合議会定例会にお

きまして決定したところでございまして、解散告知は21年の３月31日ということになります。

この20年度の決算について今回提出するものでございますが、この組合の解散に伴いまして、

この組合の管理者、函南町にお願いしてございましたが、おきましてこの決算調整をして、

組合でこれを決算いたしました。これを現在３町で構成していることになってございますが、

この３町において決算を受けまして、監査委員の監査、これを付しまして、その意見を受け

て今回それぞれの構成市町村の議会でこの認定をしていただくということでございます。こ
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の手順としまして、この認定にかかわります議会の各町の議決を得まして、知事に報告して、

住民に公表するという手順でございます。 

  組合会計の決算の20年度の概要でございます。 

  まず、決算でございますが、歳入総額9,852万7,830円、歳出総額は1,433万7,000円であり

ます。歳入は、２ページ３ページをごらんいただきたいと思いますが、財産収入、基金の繰

入金、繰越金等でございまして、歳出につきましては組合の事務経費であります総務費それ

から事業費、総務費の見舞金とそれから共済事業費等でございます。これによりまして歳計

の剰余金が8,419万830円生じましたので、組合解散に伴いまして構成市町村であります伊豆

市、伊豆の国それから函南町、均等配分ということで、伊豆市におきまして2,806万3,610円

を、この剰余金の配分額として伊豆市にいただきました。これを先ほどの諸収入等で受けま

して、財政調整基金のほうにこの基金を積み立てるという一般会計での処理をしているとこ

ろでございます。 

  以上、２決算について説明を申し上げました。 

○議長（飯田宣夫君） 途中ですけれども、ここで休憩をとりたいと思います。 

  再開を10時55分としたいと思います。休憩します。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５４分 

 

○議長（飯田宣夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、議案第63号、議案第68号、議案第69号、議案第70号、議案第73号、議案第74号の

６議案について、建設部長。 

〔建設部長 小川正實君登壇〕 

○建設部長（小川正實君） それでは、私のほうからは平成20年度の伊豆市特別会計歳入歳出

決算書のほうで説明させていただきます。 

  17ページ、天城北道路用地取得特別会計でございます。 

  この会計につきましては、国の代行といたしまして市が、旧町の修善寺町でございますけ

れども、15年度、16年度、新市になりまして16年度でございますけれども、天城北道路の用

地を取得するための会計でございます。市がその財源といたしまして、公共用地先行取得債

をおこしまして、天城北道路の用地を先行取得いたしまして、国が４年分割で市から用地を

買い戻すというそういう会計でございます。15年度、16年度と用地取得がございましたけれ

ども、以後は国によって行っているという状況でございます。したがいまして、平成20年度

が最終年度となりました。 

  23ページをお開きいただきたいと思います。収入につきましては、国の支出金3,583万

5,217円、前年度繰越金56万1,845円でございます。 
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  支出につきましては25ページになりますけれども、市の元利償還金、これが3,577万695円

でございます。したがいまして、差し引き残額62万6,367円が生じましたので、これを一般

会計へ繰り入れまして、この会計を閉じさせていただきます。 

  続きまして、議案第68号、109ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第68号 平成20年度伊豆市簡易水道事業特別会計でございます。 

  歳入総額8,318万2,448円、歳出総額8,115万8,658円、歳入歳出差し引き額202万3,790円と

なりました。 

  年間総配水量につきましては、43万7,405立方メートル、これは前年度より減少しており

ます。 

  それから年間有収水量につきましては、35万4,294立方メートル、前年度につきまして

は36万2,467ありましたので、これも減少しております。したがいまして、有収水率につき

ましては、本年度81％、前年度とほぼ同じでございます。 

  また、給水原価につきましては、201.74円という数字が出ております。これは１立方メー

トル当たりの総費用プラス償還金でございまして、これは後ほどまた上水道のほうでもちょ

っとご説明いたします。供給単価につきましては70.92円ということで、これは給水１立方

メートル当たりの収益になった給水料金でございます。したがいまして、130.82円という赤

字となっております。 

  １ページお開きいただきまして、111ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  使用料につきましては、2,334万4,670円、前年度に対しまして3.0％の減少、減額になっ

ております。 

  繰入金でございます。4,915万円、これは前年度に対して52.5％という大幅な増額になり

ました。したがいまして、歳入総額8,318万2,448円、これは16.9％の増となっております。 

  もう１枚、ページをめくっていただきまして、113ページでございます。 

  歳出でございます。 

  簡易水道費5,350万7,332円ということで、20.6％の増額になっております。これは八木

沢・小下田等の土肥簡易水道事業の関係でございまして、実施計画業務委託料等、これらが

大幅に増額になっております。 

  それから公債費でございますけれども、これも9.7％増額の1,137万6,991円、これは毎年

続けております持越・金山の配水管の布設がえ工事が主なものでございます。この充当され

る簡易水道債が影響しております。したがいまして、歳出総額8,115万8,658円、14.3％の増

となりました。 

  続きまして、議案第69号 平成20年度伊豆市下水道事業特別会計でございます。 

  歳入総額16億324万6,062円、歳出総額15億6,947万3,341円、歳入歳出差し引き額3,377

万2,721円でございます。 
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  経営状況の概略を申し上げます。処理区域内人口１万8,697人、前年度に対しまして230人

増加しております。処理人口１万5,663人、処理人口につきましても153人ほど増加しており

ます。水洗化率でございますけれども、これは処理人口を処理区域内人口で除したものでご

ざいまして、83.8％、前年度並みでございます。総処理水量430万6,433トン、有収水量324

万7,478トン、これは総処理水量につきましては177トンほど増加しておりますけれども、有

収水量になりますと288トンばかり減額しております。有収水率につきましては85.6％でご

ざいましたのが、75.4％に落ち込みました。この有収水率の大幅な減でございますけれども、

やはり施設の老朽化による不明水等の増大が原因と思われます。 

  次のページをお開き願いたいと思います。 

  歳入について概略を申し上げます。 

  まず、２の使用料でございますけれども、３億1,476万4,782円、前年度に対しまし

て5.5％の減額になりました。 

  国庫補助金につきましては、事業の関係でございますけれども、１億7,450万円ほどでご

ざいまして、5.1％の増でございます。 

  繰入金につきましては、８億3,344万5,000円ということで、前年度に対しましては9.7％

の減額になっております。 

  繰越金でございますけれども、これは8,208万8,585円で、これも7.6％の減少になってお

ります。 

  市債でございますけれども、いろいろ事業を縮小してございますので、市債１億7,810万

円、前年度に対しましては23.5％の減額になっております。 

  歳入総額16億324万6,062円、8.8％の減額となっております。 

  次のページをお開き願いたいと思います。 

  歳出でございます。 

  下水道建設費につきましては、４億3,616万8,074円、これは10％の減額になっております。

また、その下水道の管理費でございますけれども、３億8,646万3,585円、これも2.3％の減

額です。 

  公債費につきましても、７億4,668万7,358円ということで、前年度に対し6.1％の減額と

いうことで、支出のほうも縮小してきております。 

  それから歳出総額につきましては15億6,947万3,341円ということで、全体といたしまして

6.3％の減額となっております。 

  続きまして、157ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第70号 平成20年度伊豆市農業集落配水事業特別会計でございます。 

  歳入総額１億2,808万7,306円、歳出総額１億1,631万2,509円、歳入歳出差し引き額1,177

万4,797円となりました。 

  この概要をちょっと申し上げますと、処理区域内人口2,952人、前年度に対しまして178人
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の減少でございます。処理人口につきましても2,703人、処理区域内は351人という大幅な減

少を来しております。水洗化率につきましては、本年度91.6％、前年度は97.6％という数字

が出ております。 

  それから総処理水量36万5,749トン、有収水量30万134トンでございます。有収水率につき

ましては82.1％、率といたしましては前年度並みでございます。 

  １ページ、次のページをお開き願いたいと思います。 

  収入でございますけれども、まず使用料でございますけれども、2,982万4,960円で１％減

額しております。それから一般会計の繰入金でございますけれども、8,164万4,000円という

相当な大きな額でございますけれども、3.2％の減額をしております。 

  歳入総額といたしましては、１億2,808万7,306円ということで、前年度に対しましては総

額で4.5％の増額になっております。 

  もう１枚、ページをめくっていただきたいと思います。161ページでございますけれども、

歳出でございます。 

  業務費といたしまして、4,639万2,710円でございますけれども、これは前年度に対して

6.4％の減額になっております。これは主に処理場の管理業務を委託しているものが、業務

委託が1,562万2,000円ほどございます。 

  それから施設費でございますけれども、これは798万7,511円、前年度に対しては大幅な中

身になっておりますけれども、20年度につきましては日向、加殿の中継ポンプ場等の改修工

事がございました。 

  総額１億1,631万2,509円ということで、３％の増額になっております。 

  225ページをお開き願いたいと思います。 

  平成20年度の上水道事業会計でございます。 

  次のページの226、227をごらんになっていただきたいと思います。 

  このページは、３条の収益的収支、この数字は税込みでございますけれども、これについ

てご説明いたします。 

  収入につきましては、事業収益で申し上げますと５億6,110万9,460円ということで、対前

年比としましたら5.1％の減額を来たしております。 

  支出につきましては、事業費５億4,539万4,172円ということで、対前年比としましては

4.8％の減額でございます。 

  次のページをお開き願いたいと思います。 

  資本的収入及び支出なんでございます。これにつきましても税込みでございます。 

  まず、収入につきましては、資本的収入２億5,800万円でございます。 

  内訳を申し上げますと、２億2,850万円が企業債でございまして、下水道会計のほうから

出資金といたしまして2,950万円ほど受けております。 

  支出につきましては、資本的支出の合計でございますけれども、決算額６億9,082万6,374
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円、これは大幅な増でございますけれども、新八幡配水池関連の工事が入っておりますので、

大幅な増額となっております。 

  総額１億4,174万6,084円となっております。 

  １ページ、次のページをお開き願いたいと思います。230ページでございますけれども、

損益計算書でございます。先ほどの３条収支を、今度はこれは税抜きにしてございます。税

抜きで説明したものでございます。 

  営業利益6,725万3,251円に対しまして、営業外支出が7,435万103円となりました。経常損

失718万1,532円が発生しております。過年度損益修正損145万5,721円と合わせますと、855

万1,086円の欠損が発生いたしました。これにつきましては、233ページのほうをごらんいた

だきたいと思います。この欠損金につきましては、利益積立金760万1,052円、それから建設

改良積立金95万34円を充てます。 

  続きまして、234、235をお開き願いたいと思います。 

  これは貸借対照表でございます。これにつきましても税抜きで資産資本の期末における状

況を明示してございます。 

  資産合計64億4,260万8,155円、右のページにいきまして、負債と資本の合計64億4,260

万8,155円ということで同額となっております。 

  236ページをお開き願います。 

  事業報告でございます。年間総配水量864万3,062立方メートルということになりまして、

61万8,109立方メートルの減量となりました。年間総有収水量546万6,760立方メートルでご

ざいまして、37万3,821立方メートルの減量となりましたが、有収水率につきましては昨年

とほぼ同様、63.3％となっております。 

  供給単価につきましては、これは先ほどちょっと簡水でも触れましたけれども、給水収益

を有収水量で割った金額が94.13円、前年度は93.47円でございます。それから給水原価、こ

れは総括原価を有収水量で割ったものでございますけれども、97円95銭、前年度が93円18銭、

前年度はどうにか黒字でございますけれども、本年度につきは3.82円の差はマイナスの差が

出ております。これが欠損に影響してございます。 

  その他主な建設工事は、237ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  続きまして、253ページをお開き願いたいと思います。 

  平成20年度温泉事業特別会計でございます。 

  そこで、ちょっと皆さんに大変申しわけないんですけれども、数字に間違いがございまし

たのでご訂正をお願いしたいと思います。 

  256ページでございます。下に、資本的収入額が資本的支出額に不足するという文章が３

行ほどございます。その真ん中の行でございますけれども、当年度分損益勘定留保資金3,435

万6,171円とございますけれども、申しわけありません。2,228万634円と訂正願いたいと思

います。本当に申しわけありません。 
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  それでは254、255、前のページにちょっと戻っていただきたいと思います。 

  このページは、３条の収益的収支、税込みについてでございます。 

  収入につきましては7,851万6,281円、対前年比は4.8％の増でございます。 

  それから、支出につきましては6,205万9,489円でございまして、これも14.5％の増となり

ました。 

  次のページをお開き願いたいと思います。 

  ４条の資本的収支についてご説明いたします。 

  温泉事業につきましては、資本的収入はございません。ゼロでございます。 

  それから、支出でございますけれども4,547万1,300円、これはすべて建設改良事業でござ

いまして、公債費の償還金もございません。この先ほど訂正をいただいたところをちょっと

読み上げます。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,547万1,300円は、過年度分の損益勘定留保資

金894万9,829円、それから当年度分損益勘定留保資金2,228万634円、それから建設改良積立

金を取り崩し、1,207万5,537円及び消費税、及び地方消費税、資本的収支調整額216万5,300

円で補てんいたしました。 

  それから、258ページをお開き願いたいと思います。 

  損益計算書でございます。 

  これも先ほど上水道でご説明いたしましたとおり、税抜きの数値になっております。 

  営業利益459万293円に対しまして、営業収益と合わせますと、当年度純利益525万3,684円

となりました。 

  また、前年度繰越利益剰余金と合わせますと627万6,931円の未処分利益剰余金が発生いた

しました。 

  261ページをごらんいただきたいと思います。 

  これにつきましては利益積立金27万円と、建設改良積立金500万円を積み立てます。 

  次に、262、263ページをごらんいただきたいと思います。 

  これも税抜きの貸借対照表でございまして、資産、左の262ページでございますけれども、

７億3,139万1,671円に対しまして、負債プラス資本、右のページ、263ページになりますけ

れども、７億3,139万1,671円ということで対比しております。 

  264ページをお開き願いたいと思います。 

  事業報告でございますけれども、給湯戸数は１戸増加いたしまして336戸となりました。

年間総給湯量は152万61立米ということで、４万4,135立方メートルの増となりました。 

  その他主な建設工事につきましては、右側にございますのでごらんになっていただきたい

と思います。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 続きまして、議案第64号、議案第65号、議案第66号の３議案について、
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市民環境部長。 

〔市民環境部長 渡邊玉次君登壇〕 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは議案第64号、議案第65号、議案第66号の３議案につ

きましてご説明を申し上げます。 

  まず、29ページの国民健康保険事業でございます。 

  平成20年度の国民健康保険事業につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の施行

に伴いまして、大幅な医療制度改正が行われました。国民健康保険条例及び税条例の改正を

行ったところでございます。 

  まず、国民健康保険の条例の改正でございますが、これまで住民健診として実施されてき

た健診事業は各医療保険者に義務づけとなったことから、特定健診、保健指導を国民健康保

険の事業として規定する内容改正を行ったところでございます。 

  また、10月１日から、出産に伴う産科医療補償制度の導入に伴いまして、出産育児一時金

に３万円を加算するという改正も行っております。さらに税率改正でございますが、10月か

らの年金からの特別徴収の開始に伴います改正、後期高齢者医療制度の改正に伴う各税率の

改正を行ったところでございます。税率につきましては、もう皆さん既にご存じかと思いま

すので、省略をさせていただきます。 

  平成20年度末における国民健康保険の加入状況でございますが、75歳以上の後期高齢者医

療保険制度が開始されたことに伴いまして、世帯数は6,792世帯、１万2,398人で、うち退職

者医療被保険者が1,051人となっているところでございます。 

  さて、決算額につきましてご説明を申し上げます。 

  歳入総額42億6,893万3,000円、歳出総額39億7,493万6,000円で、収支において２億9,399

万7,000円の歳入超過となったところでございます。平成20年度は、基金からの繰り入れを

１億4,440万円行ったところでございます。これを控除した実質収支においては、１億4,959

万7,000円となりました。前年に比べ１億2,131万2,000円の増加となったところでございま

す。これは一般被保険者のうち退職被保険者が、資格がありながら届け出がなされていない

被保険者について、職権で退職者の適用を行った結果として、遡及適用に伴う過去５年分の

金額を交付されたことによるもので、平成21年度に遡及分の国庫負担金の返還を行う財源と

して繰り越しをするというものでございます。 

  歳入のうち、国民健康保険税は平成20年度からの制度改正に伴いまして、現年度の調定総

額10億2,903万1,000円となり、３億4,387万6,000円の減額となっているところでございます。 

  現年度分の内訳は、一般被保険者分として医療分６億2,314万5,000円、介護分が8,429

万6,000円、新設の後期支援金分２億622万2,000円、退職被保険者分として医療分6,932万

5,000円、介護分2,248万7,000円、後期支援金分が2,355万6,000円となっているところでご

ざいます。 

  収納率の状況を見ますと、一般被保険者分の現年度は89.24％、退職被保険者分の現年度
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が96.24％となっており、いずれも前年に比べまして下がっているという状況にあります。

これは収納率の高かった75歳以上の被保険者が、後期高齢者の医療制度のほうに移行したこ

とに加えまして、これまでの滞納税額の占める比率が影響いたしまして、収納率をさらに引

き下げる結果となったというものでございます。 

  伊豆市の全体の収納率も69.4％で、6.53％の低下となりました。過去の滞納税額のうち５

年経過に伴う徴収権の消滅等が発生したことから、20年度においては不納欠損として3,658

万9,000円の処分を行ったところでございます。 

  20年度からの制度改正の中で、新たに65歳以上の加入者に対する財政負担調整として創設

されました前期高齢者交付金は、平成20年度が対象となる給付は11カ月分でございました。

概算の算定額も11カ月分として、支払基金より８億5,220万4,000円が交付されたところでご

ざいます。 

  国庫支出金は、医療制度改正に伴う財政負担の軽減から６億9,296万6,000円となり、前年

度と比較しますと１億4,172万1,000円の減額となりました。 

  退職者医療交付金は、今年度から65歳までに変更となりましたが、資格があるのに手続が

されていないため、今年度から資格の職権適用を実施した結果、５年間の遡及適用となった

ため予算額１億8,208万円に対しまして４億6,206万9,000円が支払基金より交付されるとい

う形になりました。 

  続きまして、保険財政の安定化共同事業及び高額共同事業の交付金でございます。これは

65歳以上の前期高齢者が、高齢者分が調整の対象から除外されまして、一般被保険者の医療

費も比較的落ちついていたことから、拠出金に対する交付率は高額分が57.8％、保険財政共

同安定化分が83.4％になりまして、県の財政調整交付金、これは4,261万1,000円及び国保連

合会からの補てんとして1,022万円を受ける結果となりました。 

  続きまして、歳出でございますが、保険給付において退職者医療制度が65歳までとなった

ことから、一般分の保険給付費は前年比５億2,256万3,000円増加し、20億3,890万2,000円と

なりました。このうち負担調整の対象となる65歳以上の前期高齢者医療分は、11億1,873

万1,000円となっております。また、退職被保険者分は対象が65歳までとなったことから、

退職分の保険給付については２億5,509万5,000円で、６億7,252万5,000円の減額となりまし

た。この減額分は一般被保険者の前期高齢者分として支出されたことになります。 

  老人保健の拠出金でございますが、20年３月の診療分をもって終了し、４月分の医療費か

ら後期高齢者医療保険となったことから、8,111万7,000円となり、新たに後期高齢者医療納

付金として５億1,331万6,000円を支出させていただきました。平成19年度の老人保健拠出金

が６億6,724万2,000円でしたので、制度改正に伴う75歳以上の財政負担の軽減は7,280万

9,000円となりました。 

  医療制度改正のうちの一つとして新たに開始された特定健診、保健指導事業については、

今年度の目標でありました受診率が35％でございましたが、この35％はクリアしましたが、
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40歳代、50歳代の受診率が低いという結果もありまして、さらなる受診率の引き上げのため

の受診勧奨をどうしていくかが今後の検討課題と考えております。 

  続きまして、老人保健特別会計でございます。 

  65ページをお開きいただきたいと思います。 

  老人保健事業でございますが、４月からの医療制度改正がございまして、平成20年３月の

診療分までの診療報酬の支払いと、３月までの支給費及びこれらに係る高額医療費の支給の

みとなったため、決算額は歳入３億8,703万5,000円、歳出３億8,821万9,000円、差し引き

118万4,000円の歳出超過となりました。この不足額につきましては、平成21年度に精算され、

会計処理を終了することとさせていただきます。 

  医療給付費は、３月診療分及びそれまでの過誤調整分として３億3,461万円、支給費は高

額医療費など1,608万円となっておるところでございます。 

  続きまして、後期高齢者の医療特別会計でございます。 

  209ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４月からスタートした後期高齢者の医療制度でございます。政府の見直し対応から保険料

の軽減対策の見直しや制度説明対応など、当初から混乱が生じることとなりました。医療給

付に関する事務のうち、市の業務は、申請書類の受付と保険料の収納業務となっております。

このうち特別会計で処理しているのは、保険料収納のための事務費と、収納した保険料を後

期高齢者医療の広域連合へ納付するための保険料の管理に伴う経費でございます。後期高齢

者医療の運営主体は、県内市町が参加しています広域連合として実施し、各市町は各種申請

受付などの窓口事務と、保険料の収納事務が主なものでございます。保険料賦課決定などは

広域連合の事務となっておるところでございます。 

  保険料は所得割と均等割となっており、一人一人が納税義務者となっております。平成20

年度、21年度の保険料は、所得割6.84、均等割３万6,000円となっており、２年ごとに見直

しがされることになっております。平成20年度の後期高齢の保険料は、特別徴収が調定額１

億8,387万円に対しまして、収納額１億8,436万9,000円、普通徴収7,694万9,000円の調定に

対しまして、7,362万9,000円で収納率は98.92％となっているところでございます。 

  収入済額のうち特別徴収で52万2,800円、普通徴収で２万2,100円が還付未処理となってお

ります。これは年金からの引き落としのため、死亡等に伴う精算から社会保険事務所への返

還となるものや、ひとり暮らしのための死亡後の還付先が特定できないなど、介護保険と同

様の問題が発生したことによるものでございました。 

  なお、歳出については先ほども申し上げましたように広域連合の負担金として、３億1,785

万4,000円が主なものとなっているところでございます。いずれにしましても国政が慌ただ

しい状況ですので、今後、この制度がどのようになっていくか、非常に我々も危惧しておる

ところでございますが、それらの動向に注視しながらこの医療制度を進めていきたいという

ふうに考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第67号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 鈴木俊博君登壇〕 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） それでは、議案第67号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計

の決算につきまして補足説明をさせていただきます。 

  特別会計の決算書の79ページ、お開き願いたいと思います。 

  平成20年度伊豆市介護保険特別会計、歳入総額でございます。25億9,330万4,663円。歳出

総額25億7,535万3,924円で、したがいまして歳入歳出差し引き額は1,795万739円となりまし

た。 

  以後は、お手元の決算概要報告書、こちらの６ページ目、お開き願いたいと思います。 

  ６ページ目の冒頭、（６）介護保険特別会計で、ここで万円単位での調整になりますが、

概要ということで朗読の説明をさせていただきたいと思っております。 

  歳入総額は25億9,330万円、歳出総額は25億7,535万円で、収支は1,795万円の黒字となり

ました。平成20年度は、2,146万円を介護給付費準備基金へ積み立て、基金残高は２億9,130

万円となりました。また、国の施策により、介護従事者の処遇改善のため緊急対策として

2,225万円が支給され、基金を増勢し、平成21年度からの介護給付費用に充当します。 

  歳入では、被保険者の1.2％増に比例して、保険料も対前年度比454万円増の４億3,982万

円となりました。また、保険給付費の増に伴い国庫支出金、県支出金が増となり、歳入総額

は対前年度比3,197万円の増となりました。 

  歳出では、保険給付費が2,762万円増の23億5,533万円となり、歳出全体の約91％を占めて

います。介護予防事業や包括的支援事業の充実により、地域支援事業が対前年度比2,818万

円の増、１億1,371万円となりました。歳出総額は、対前年度比7,313万円の増となりました。 

  以上が決算の概要でございます。細かい内容につきましては、この概要書の94ページから

103ページ、それから特別会計の決算書の中の80ページから105ページ、ここに決算書がござ

いますので、ごらんいただきたいと思います。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第71号、議案第72号の２議案について、観光経済部長。 

〔観光経済部長 鈴木誠之助君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） それでは、平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計につ

きまして状況をご説明申し上げます。 

  湯の国会館のほう、前年度の実績につきましては、決算概要報告書112ページに載ってご

ざいますので、ご参考にごらんになってください。 

  歳入総額は、7,896万1,949円、歳出総額は7,540万6,629円でございます。 

  歳入の前年比につきましては776万7,664円の減、歳出につきましては710万2,987円の減と

いうふうな形になりました。いずれも減額になっておりますが、昨年度はボイラーの取りか
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え工事を実施しております。歳入では基金からの繰り入れ、歳出はボイラーの取りかえによ

る工事費の減というような形になっております。 

  湯の国会館は毎週水曜日を休館日としておりまして、営業日数は昨年の場合、年間311日

でありました。年間入館者数につきましては７万6,917人、前年比1,281人の増、101.7％で

ございます。レストランの利用者数は１万1,334人でございまして、前年比約同数という形

になろうかと思います。 

  176ページになります。歳入につきましてでございます。使用料、手数料、入館料といい

ますか、5,089万640円でございます。前年対比162万7,000円余りの増となっております。こ

れにつきましては、入館数の増でございます。使用料につきましては、入館料と温泉使用料、

温泉使用料につきましてはグリーンリバー、山翠への給湯料、温泉スタンドの使用料という

ような形になっております。 

  手数料につきましては、浴衣等の貸出料でございます。 

  使用料及び手数料は、歳入全体の65％を占めております。 

  繰越金につきましては421万9,997円、前年度繰越金でございます。 

  諸収入につきましては、収益事業収入でございます。レストランの食事それから飲み物、

それから売店の収入というような形になっております。 

  続きまして、178ページになります。 

  歳出でございます。 

  総務費は、5,709万1,878円でございます。昨年比849万7,088円の減となっております。 

  総務管理費の分につきましては、職員給与費、職員４名の給料。 

  一般管理費でございます。一般管理費の主なものについても、臨時職員11名の賃金という

ような形になっております。また、昨年度の工事内容につきまして、修繕も載っております

が、決算概要報告書の112ページ、（３）に工事等の概要を載せてありますので、ごらんい

ただきたいと思います。主に女湯の天井の改修ということで、120万7,500円を実施してござ

います。 

  事業費でございます。昨年、1,831万4,751円、昨年比13万9,410円の増というような形に

なっています。レストラン費の主なものといたしまして、臨時職員の賃金それから賄い材料

というような形になるわけでございます。昨年は中国食材の事件によりまして、賄い材料費

も野菜などの高騰の影響を少し受けているのではないかなと考えております。 

  以上、湯の国会館事業でございます。 

  続きまして、191ページ、天城会館事業特別会計でございます。天城会館特別会計につき

ましても、決算概要報告書113ページに概略載っておりますので、同時にごらんいただけれ

ばと思います。 

  歳入総額は１億503万7,825円でございます。前年比115万2,467円の減、歳出総額9,705

万5,073円、前年比615万9,719円の減でございます。歳入歳出差し引き額798万2,752円とな
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りました。 

  天城会館につきましては、毎週火曜日を休館日としております。営業日数は年間310日で

ございます。 

  それから旅館組合、それから観光協会の支部の事務所が入っております夕鶴会館につきま

しては、308日の営業でございます。会館の利用者につきましては、３万5,024人、前年比

6,333人の減、84.7％でございました。夕鶴記念館の利用者は246人でした。 

  それでは、192ページになります。 

  使用料、手数料でございます。2,502万8,978円で、前年比でございますが、468万3,590円

の減でございました。温泉の使用料それから劇場使用料、夕鶴館記念館使用料という、手数

料につきましては浴衣等の貸し出しでございます。 

  続きまして、繰入金でございます。一般会計繰り入れでございます。5,940万円、前年

比1,010万円の増というような形になっております。 

  繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

  諸収入でございます。収益事業収入でございます。これはレストランの飲料、売店収入そ

れから雑入につきましてはテナント、ワサビ屋さんとミカン屋さんの施設負担金というよう

な形になっております。 

  歳出でございます。194ページになります。 

  総務管理費につきましては、職員給与費、職員２名から一般管理費で臨時職員13名の賃金

それから需用費、燃料費、電気料というような形になっております。修繕料につきましては、

113ページ、（３）工事等の概要でごらんいただきたいと思います。温泉使用料等ございま

した。昨年度は湯ヶ島財産区の源泉を、毎分72リッター使用しておりました。 

  以下の事業費でございます。1,752万6,382円、前年比143万297円の減という形になります。

臨時賃金それから賄い材料、売店の売店材料費というような形になります。３万5,000人余

りと年間利用者が減っている状況でございまして、昨年度の収益が250万円、温泉の維持を

続けるための燃料等々でございますが、それだけで350万円というような形でかかっており

まして、歳入の50％強を一般財源から補てんしていただいているところであります。平成10

年の９万8,000人余りの利用者を最高に年々減少しております。市民の利用については、１

万4,000人というような横ばいをしておりました。ご存じのとおり、本年度４月より温泉事

業につきましては休止しております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  これより、各特別会計の決算審査意見書について、監査委員の補足説明を求めます。 

  鈴木監査委員。 

〔代表監査委員 鈴木健範君登壇〕 

○代表監査委員（鈴木健範君） では、平成20年度伊豆市特別会計、企業会計の決算審査及び
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運用基金の議会の報告について報告いたします。 

  いろいろな数字の羅列が多いものですから、私も同じような形になると思いますけれども、

しばらくお聞きいただきたいと思います。 

  では、議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第63号 平成20年度伊豆市天城北道路用地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第64号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第65号 伊豆市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第66号 平成20年

度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第67号 平成20年度伊

豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第68号 平成20年度伊豆市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第69号 平成20年度伊豆市下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第70号 平成20年度伊豆市農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第71号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第72号 平成20年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての11件及び議案第73号 平成20年度伊豆市上水道事業特別会計の

認定について、議案第74号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計決算の認定についての２件

を、一般会計と同時に並行して審査をいたしました。 

  つきましては、その結果の細かいことにつきましては監査報告書に出ておりますのでごら

んいただきたいと思います。 

  審査の結果、平成20年度伊豆市公共事業会計から12件の会計決算は、関係帳簿及び証書及

び事業報告に基づきまして関係資料を審査した結果、各会計とも計数的に正確であり、内容

も正当なもので、認定いたしました。 

  つきましては、各会計の主な意見のみ申し上げます。 

  平成20年度伊豆市公共用地取得特別会計歳入歳出決算。初めに、平成20年度歳入決算とし

てありますが、財産としている土地が15カ所あり、現在、５億349万6,000円であります。さ

らに土地開発基金として、預金分9,574万1,000円、会計運用分として公共用地特別会計の基

金の運用により取得している土地２億8,459万円及び土地保有として同基金より直接取得し

ている土地１億3,310万6,000円、合計でおよそ５億1,343万7,000円があります。これらの土

地につきましては、処分等を進めている関係もありますけれども、再検討して、早期に対策

を練っていただきたいと思います。 

  次、平成20年度伊豆市天城北道路用地取得特別会計歳入歳出決算。これは先ほど当局のほ

うからありましたんですが、国にかわって用地を取得するということで、平成20年度はもう

国からの国庫金も委託金として受け入れましたものですから、歳出で3,577万円の起債の元

利償還完了いたしました。平成20年４月に大平のインターチェンジ側の工事が完了しまして

供用開始されておりますので、起債の償還も完了した、特別会計の目的は達しましたので、

20年度をもって終了いたしました。剰余金の60万6,000円は、平成21年度に一般会計の繰越



－34－ 

金の一部として処理されます。 

  それから、平成20年伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算。この決算であります歳入

決算は42億6,893万3,000円、歳出決算は39億7,493万6,000円で、実質収支は２億9,399万

7,000円の黒字決算となっております。 

  歳入決算の内容は、国保税、国庫支出金は減少しておりますが、医療制度改正に伴う交付

金の増額及び国庫安定化のための一般会計からの繰り入れ等により前年度比微増になってお

ります。 

  歳出決算は、給付金が前年度比１億6,390万5,000円の減等により、医療費改正による減が

大きいことです。 

  国民健康保険事業をめぐる環境につきましては、高齢化の進展、医療費が増加しておりま

すので、厳しい方向に向かっていることは確かであります。また、国保税の収入未済額も

年々増加しておりますので、負担の公平化という立場あるいは財政の財務の安定化というた

めにも、収納率の向上と、また健診事業を求められている特定健診あるいは保健指導のさら

なる普及を望みたいと思います。 

  次、平成20年度伊豆市老人保健特別会計歳入歳出決算。歳入額は３億8,703万4,000円、歳

出決算は３億8,821万9,000円で、実質収支額は118万4,000円の赤字となっております。これ

は翌年度です。本年度の充当金で補てんしております。この会計は、20年４月から医療制度

の改正のため、20年３月分までの医療費診療報酬の支出と、あるいは支給にかかわる高額医

療費の支給等の支払いになっております。歳入は交付金、国・県支出金及び繰入金であり、

歳出は20年３月分の診療費の要するに過誤調整分で、平成21年度は調整金関係の扱いのみの

取り扱いとなります。 

  次、平成20年度伊豆市介護保険特別会計。この会計は歳入決算25億9,330万5,000円、歳出

は25億7,535万4,000円で、実質収支額は1,795万1,000円の黒字決算となっております。 

  歳入決算は、国庫支出金の3,799万2,000円、6.7％の増加。国の施策として、介護従事者

処遇改善臨時特別交付金2,225万2,000円等によるものです。 

  歳出決算は、保険給付金の2,762万5,000円、1.2％、地域支援事業2,818万1,000円、33％

の増加が主なものです。 

  介護保険の収納状況は４億3,980万5,000円で、前年度比454万9,000円で、１％の増となっ

ております。これは国保と同じように、今後は介護の予防事業と、それから予防者の把握を

するとともに、保険料の負担公平性の見地と事業の財政運営の安定化のため、保険料の収納

率の向上に一層の努力をお願いしたいと思います。 

  次に、伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。歳入決算は8,318万3,000円、歳出決算

は8,115万9,000円で、実質収支額は202万4,000円の黒字決算となります。伊豆市の簡易水道

は、給水人口3,562人、給水戸数1,299戸で、年間給水量は35万4,294立方メートルです。今

後も有収率の向上と、それから安定供給に努力したいとともに、伊豆市全体の水道事業の改
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正の中で、地域の要望にこたえて上水道事業と同じような形で連動するような形に持ってい

けたらと思います。 

  平成20年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算。歳入決算は16億324万6,000円、歳出

決算は15億6,947万3,000円で、実質収支は2,707万3,000円の黒字決算となっております。 

  歳入決算は、使用料、手数料３億1,539万8,000円で、前年度比1,788万1,000円の5.4％の

減少です。国庫補助金は１億7,450万で、前年度比850万、5.1％の増加。地方債が１億7,810

万円で、前年度比5,480万、23.5％の減少が主なものです。 

  歳出決算は、下水道建設費４億3,616万8,000円で、前年度比4,863万円、10％の減少、下

水道管理費は３億8,646万4,000円で、前年度比898万9,000円の2.3％の減少です。公債費は

７億4,668万7,000円で、前年度比4,873万円、6.1％の減少が主なものです。 

  工事関係は、中伊豆地区の梅木、柳瀬、宮上、戸倉野及び修善寺地区の牧之郷の管渠の布

設工事を実施しております。公債費は３億7,520万円の借換債を起債しまして、償還額の減

少となりました。区域内流域の水洗化率は83.8％で、引き続き強力な加入推進が重要な課題

です。また、下水道事業の財政負担は喫緊の課題であり、今後の下水道整備事業については

人口が少なく広い地域での事業になることから、合併浄化槽等を含めた伊豆市全体の下水道

計画の再検討が必要ではないかと思われます。 

  続きまして、平成20年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算。歳入総額は１億

2,808万7,000円、歳出決算は１億1,631万2,000円で、実質収支額は1,177万5,000円の黒字決

算となっております。 

  歳入決算は、使用料、手数料の2,980万5,000円で、前年度比30万1,000円、1.0％の減少、

繰入額は8,164万4,000円で、前年比266万円、3.2％の減少が主なものです。 

  歳出決算は、業務費4,639万3,000円で、前年度比317万5,000円、6.4％の減少が主なもの

です。供給地区の水洗化率は91.6％で、地区によっては処理能力いっぱいの稼動のところが

あります。 

  以上、これにつきましては現状を、繰入金額を少なくするように努力をお願いしたいと思

います。 

  平成20年度湯の国会館事業特別会計決算。歳入決算は7,896万2,000円、歳出決算は7,540

万7,000円で、実質収支額は355万5,000円の黒字決算となっております。 

  歳入決算は、使用料、手数料5,089万1,000円で、前年度比13.0％の増加、繰入金はなく、

前年度比666万3,000円の減少、諸収入は2,385万1,000円で、前年度比65万8,000円、2.8％の

増加であります。 

  歳出決算は、総務費の5,709万2,000円で、前年度比849万7,000円、3.3％の減少、事業費

は1,831万5,000円で、前年度比139万4,000円、8.2％の増加であります。当施設は、営業努

力により固定した来店客もあるようで、本年度は施設の大規模な修理でなく、総額で246

万7,000円の負担でありました。一般会計よりもここは繰り入れを生じなかったことは、営
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業努力が認められております。今後は、施設の経年による老朽化あるいは近隣の同様施設の

迎合等により、より経営環境が厳しくなると思いますけれども、良質な温泉があるものです

から、サービスを資源としてさらなる努力を期待したいと思います。 

  次に、天城温泉会館事業特別会計。歳入総額１億503万8,000円、歳出決算は9,705万5,000

円で、実質収支は297万5,000円の黒字決算となっております。 

  歳入決算は、使用料が2,502万9,000円で、前年度比468万4,000円、15.8％の減少、繰入金

は5,940万で、前年比1,010万、20.5％の増加、繰越金は297万6,000円、前年度比210万6,000

円、41.4％の減少、諸収入が1,763万3,000円で、前年度比446万2,000円の20.2％の減少であ

ります。 

  歳出決算につきましては、総務管理費の7,952万9,000円で、前年度比472万9,000円、

5.6％の減少、事業費は1,752万6,000円で、前年度比143万1,000円、7.5％の減少でありま

す。当施設は、施設の中で最も経営の厳しい施設でありまして、毎年多額の繰り入れを行っ

ている事業でございますが、事業の根幹である温泉を今度廃止したということと、また、近

隣の類似施設の競争で、ある事業があり、今21年度より指定管理者を募集しているというこ

とで、早急に方向を掲げていただきたいと思います。それで、ここが資金を投入して、黒字

決算で、決算上は黒字になっておりますけれども、これは当面の４月のスタートから手元資

金がないと、特別会計なものですから、補正とか借り入れを起こさなきゃならないというこ

とで、一部当初の運転資金を先の投入という形で黒字のような形になっておりますけれども、

４月の資金の確保のためではないかと思われます。 

  次に、伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算です。歳入決算は３億2,440万8,000円、

歳出決算は３億2,198万2,000円で、実質収支額は242万5,000円の黒字決算となっております。

本会計は本年４月からスタートした制度で、市の業務は申請書類の受付と保険料の収納業務

となっております。このうち特別会計で処理しているのは、保険料の収納のための事務費と、

収納した保険料を、静岡県後期高齢者広域連合への納付のための保険料の管理の経費となっ

ています。 

  以上、それから次は、これ一般、特別会計の中の区分と、それからあと２点、伊豆市上水

道事業会計。この会計は、事業収益が５億6,110万9,000円で、前年度比に比べ2,995万2,000

円の減額、事業費は５億4,539万4,000円で、前年度に比べて2,738万9,000円の減額となりま

した。また、本年度は安定した気候であったため、給水制限や断水等の発生はありませんで

した。年間配水量は864万3,000立方メートル、年間有水量は5,546万7,000立方メートルとな

り、前年度比37万4,000立方メートルの減少。これは老朽管の更新、漏水等の修理等を実施

しておりますが、有水量は63.3％で、その効果は今のところあらわれておりません。 

  建設改良工事では、新八幡配水池の建設に関連する送水管の布設工事、茅野地区の導水管、

古川地区の送水管の更新を実施した。財政面では給水費の節減の努力にも努めましたが、不

況による有水量の減少及び材料費の高騰や修理費の増加により863万7,000円の赤字の計上と
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しております。今後とも水道事業の安定化のため、料金の見直し、今検討されていることで

ありますが、早期に方向性をつけていただければと思います。 

  次に、伊豆市温泉事業特別会計。平成20年度の総収益は7,481万4,000円で、前年比に比べ

346万1,000円の増で、これは平成16年度に54升分を計量制に移行したために、その使用料が

順調に伸びたことや、預金利息等の営業収益が増加したことによるものです。総費用は6,956

万1,000円で、前年に比べ843万7,000円の増加、平成19年度に実施した中途施設の改良工事

等による減価償却費の増加により、事業費が前年度比497万6,000円の、事業費が843万7,000円

増加の6,956万1,000円となりまして、純利益は前年比497万6,000円の減の525万3,000円とな

りました。本年度の配湯戸数は336戸、１日平均配湯量は4,153立方メートルで、年間配湯量

は152万立方メートルです。この事業は土肥地区の温泉事業を引き継いだものであり、今の

ところ順調に推移しておりますもので、今後の施設の更新等を計画的に進めていただければ

と思います。 

  それから附則で、昨年度から始まりました先ほど報告がありました地方公共団体の財政健

全化の方針によります健全化判断比率、資金不足等につきましては、すべての指標は早期健

全化の基準の中であることを確認したところであります。今後ともこの法律に基づく数字に

ついては見守っていければということと、あと先ほども国のほうから来ている健全化比率の

数字とかにつきましては、なかなか分厚い資料を当局のほうもつくっているようで、なかな

か事業の計数を上げるのも大変な仕事になっておりますが、これも健全化を目標とするため

にはやむを得ないことではないかなと思っております。 

  以上をもちまして報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で監査委員の説明は終わりました。 

  ただいま議題となっております議案第62号から議案第75号までの14議案に対する質疑は、

９月11日開催予定の本会議において行います。 

  各議案に対する質疑の通告期限は９日の正午となっております。 

  ここで休憩をとりたいと思います。再開を13時とします。 

 

休憩 午後 ０時０９分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで監査委員より追加説明の申し出がありましたので、これを許します。 

  鈴木監査委員。 

〔代表監査委員 鈴木健範君登壇〕 

○代表監査委員（鈴木健範君） すみません、先ほどちょっと追加のこと漏れましたものです

から、一部、追加させていただきます。 
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  まず、最初に、議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済組合会計歳入歳出決算の認

定につきまして。これにつきまして、私どもも８月12日の日に同組合の管理者である函南町

総務課長及び伊豆市の関係の課長の出席を求めて説明をいただきました。 

  まず、地方自治法第232条により、平成20年度田方地区交通災害共済組合会計歳入歳出決

算関係帳簿及び証書類を参考に審査した結果、計数的にも正確であるということで認めまし

たので報告いたします。 

  この田方地区の共済組合は、昭和44年に旧田方郡の９町村で構成する一部事務組合として

設置されました。交通事故による災害共済として運営されてきましたが、しかしながら時代

の変化とともに平成３年度を境に加入率が低下しまして、さらに個人情報保護に対する住民

意識の変化及び民間でも同様な制度の充実がありまして、平成17年度には加入率が50％に下

がったということで、18年度は赤字運営になったと。19年度におきまして共済の運営が一部

困難になりましたもので、組合において解散することを決定いたしまして、20年度について

は加入事務もなく、前年度の共済の見舞金等の支払い等組合の解散に対する諸手続を行って

おります。 

  本年度の決算額は、歳入総額9,852万7,830円、歳出決算は1,433万7,000円となりまして、

実質収支額は8,419万830円となっております。これは本年度をもちまして解散するというこ

とで、各３市町に分配金として１市町当たり2,806万3,610円の配分をしております。この配

分につきましては雑入になると思いますけれども、今後の交通安全の対策に使っていただけ

ればという希望を申し述べておきます。 

  それから、あと資金運用状況につきまして、これは決算の報告、決算審査とは別に条文が

ありますもので、意見書を別に作成しておりますので一部報告申し上げます。 

  審査の対象及び審査の期間及び審査の方法につきましては、審査報告書の結果の中にあり

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

  審査意見としては、それぞれの目的に効果的には運用されておりますが、今後とも運用に

当たっては十分に検討及び目的に合った原資の充実に努めるとともに、財政状況の厳しい折、

さらに効率的な運用に努力されるようお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で監査委員の説明を終わります。 

  ここで鈴木監査委員は退席しますので、よろしくお願いします。ご苦労さまでした。 

 

◎議案第７６号～議案第８３号の上程、説明 

○議長（飯田宣夫君） 日程第23、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）から日程第30、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）まで

の８議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 
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  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第76号から議案第83号まで、一括して提案理由を申し上げます。 

  一般会計は今回が５回目の補正となり、８月11日に発生した地震に伴う災害復旧工事費の

ほか、人事異動による人件費の調整や子育て応援特別手当交付金の追加、指定ごみ袋製造委

託等の衛生費や、天城北道路関連事業、下水道特別会計繰出金、修善寺駅周辺整備事業など

の土木費、平成20年度決算剰余金の２分の１以上の基金積み立てなど７億70万円を追加する

内容となっております。 

  また、特別会計は平成20年度事業の精算に伴う償還金の処理、さらに人事異動による人件

費の調整、補助事業決定に伴う下水道建設費の増額等が主な内容になっております。 

  各会計の補正の詳細につきましては、それぞれ担当する部長に説明させますので、よろし

くご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第76号について、総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、議案第76号 伊豆市の一般会計の補正予算（第５回）

について説明を申し上げます。 

  お手元に９月補正予算の概要という３枚のものが行っておろうかと思います。まず、そち

らをごらんいただきたいと思いますが、今回の補正、９月補正額でございます。７億70万円

ということで、累計で151億2,909万2,000円となるものでございます。 

  概要資料の大きな事業別分類としまして、その下にございます当初予算以降の追加変更す

る事業については、２億1,932万6,000円となります。 

  次のページ、緊急雇用創出事業ということで307万9,000円ということで、観光施設の管理

事業に充てるものでございます。 

  それから災害復旧の事業ということで、８月11日の地震に伴います道路・農地等という事

業に3,800万円。 

  それから基金ということで、基金の積み立て、決算剰余金の２分の１以上の積み立てとい

うようなことで、基金への積立分が４億4,000円でございます。 

  今回、３ページのほうにそれらの事業内訳で事業内容が書いてございます。それらを見な

がら予算書のほうの事項別の説明をさせていただきたいと思います。 

  補正予算のほうの、まず歳出、56、57の事業別のほうをごらんいただきたいと思います。 

  まず、全般通しまして人件費補正ということで上げさせていただいています。当初予算か

らの異動等によります人件費の異動分でございまして、トータルで申し上げますと、給与費

では1,841万ほどの減、職員手当では1,359万の減でございますが、共済費の率、これが上が
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ったというようなことで、3,375万の増というようなことで、一般会計のトータルの人件費

補正として182万4,000円、これを補正をいただくものでございます。 

  人件費についての説明については省かしていただきまして、追加事業あるいは補正の事業

の主なものについてご説明申し上げます。 

  まず、57ページの下ほどの２行目、電波遮へい対策事業等補助金3,445万円でございます。

これは４共聴組合の地デジ、地上デジタル対応、これへの改修工事の補助金でございまして、

今回、本柿木・年川・小土肥・土肥、この４組合に対する補助金でございます。これについ

ては100％国から来るというような形の事業でございます。 

  それから、その下の電算事務事業で、三島、伊豆市、伊豆の国市の電算センター協議会の

負担金の減、1,000万円でございます。 

  59ページ、税務総務費で、税の過誤納還付金、これを500万円増でございます。 

  その下の、４地方税電子申告管理事業394万8,000円の増でございまして、電子申告システ

ムの構築にかかわります事業でございます。 

  ２枚めくっていただきまして63ページ、一番下にございますが、住宅手当緊急特別措置事

業ということで267万4,000円でございます。これは次ページも細目でございますが、失業者

に対します住宅手当の事業それからこの住宅確保の就労支援員への賃金という経費でござい

ます。これも国庫から100％来るという事業でございます。 

  それから次の次、67ページ、国民健康保険事業ということで、これへの繰出金、これを

1,361万増させていただくものでございます。人件費、出産育児一時金等の増による増とい

うことでございます。 

  69ページ、ここはそれぞれの会計の決定によります返還金等の精算事業でございます。 

  71ページ、保育園一般事業の中で、修繕料70万円、保育園一般事業としましては72万2,000

円でございますが、保育園の遊具の修繕料を計上いたしております。 

  その下のさくら保育園の管理運営事業で、ブランコの新設工事ということで94万円でござ

います。 

  それから、子育て応援特別手当事業ということで、2,876万1,000円でございます。これも

すべて国庫事業でございますが、20年の２次補正でこの特別手当制度を出されて運営してい

るところでございますが、いわゆる21年度版といいますか、期間がこれに対して１年ずれた

２次以降の児童に対する手当というようなことで、３万6,000円の対象として760人を見込ん

でいるところでございます。 

  それからもう１枚、75ページの一番下になります。環境美化事業ということで84万9,000

円。ございますように投棄ごみの収集撤去の業務委託料ということで、いわゆる粗大ごみと

いいますか、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の処理費の委託料でございます。 

  77ページ、中段下でございますが、廃棄物の減量対策事業ということで488万3,000円でご

ざいます。これはごみの有料化に伴います準備の印刷製本費ということで、ごみの出し方の
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便利帳であるとか、ごみの処理券それから指定ごみ袋の製造委託という費用でございます。 

  79ページ、上段、清掃センター管理事業ということで163万7,000円ということで、その下

にセンターの施設改良工事150万ということでございます。これもごみ有料化に伴います事

務所前の改修工事でございます。 

  その下の粗大ごみ処理事業60万円ということで、これも同じく有料化に伴う施設備品とい

うことで、分解用の小型機械、計量はかり台の購入費用でございます。 

  それから１枚、もう１枚めくっていただいて83ページ、一番下になりますが、有害鳥獣の

捕獲事業ということで、380万円でございます。 

  次のページ、めくっていただきたいわけですが、設計監理業務委託料ということで350万

円、その他は整備でございますが、食肉加工施設の設計委託費ということで、今回ここで計

上させていただくというものでございます。 

  それから一番下にございます治山事業、測量設計の委託料200万円ということで、これに

つきましては上船原の宮ノ沢流路工の設計委託ということでございます。 

  それで、また89ページまでめくっていただきます。中段、観光振興事業で、観光ハイキン

グガイド養成事業補助金ということで、37万円でございます。 

  その下の段へいきまして、修善寺自然公園管理事業ということで、これは災害関連でござ

いますが、修繕料で虹の郷の匠の村の５号棟、これの屋根等の修繕費で134万3,000円でござ

います。 

  天城ふるさと広場管理事業ということで170万円でございます。 

  次のページでございます。天城ふるさと広場の山荘、これの屋根及び天井の漏水の補修工

事で70万円でございます。 

  観光施設の運営事業ということで4,200万。これは湯の国会館の特別会計への繰出金とい

うことで、用地取得にかかわります費用4,200万円でございます。 

  その他の観光管理施設ということで、吉奈・船原遊歩道整備委託金ということで、これは

森林組合へ先ほど緊急雇用創出事業ということでお話をさせていただきましたが、それをも

って全額この遊歩道の整備に充てるというものでございます。 

  その下に観光施設の整備工事ということで、495万4,000円挙げてございます。この内訳と

しましては、浄蓮の滝の駐車場部分にあります電話ボックス、これの解体。それから土肥・

山川のポケットパークの欄干の改修、恋人岬のステラハウスの修繕、入り口のドアそれから

受水槽等でございます。 

  それから災害関連で、萬城の滝の遊歩道、恋人岬の展望デッキ等の経費がこの中に入って

おります。 

  一番下の道路管理事業、土木費になりますが、土地購入費ということで135万4,000円でご

ざいます。これは天城にございました、宿にございました森林管理署の道路、これをいわゆ

る拡幅部分といいますか、周りの部分を市道に足して借りていた部分、これを今般、森林管
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理署のほうでこの財産の処分をしたいというようなことで、道路として借りている部分、こ

れの土地の購入費でございます。 

  93ページ、天城北道路関連事業ということで、2,150万円の追加補正でございます。 

  道路測量設計委託料としまして、橋梁設計の見直しそれから境界杭設置、これに伴う委託

料。アクセス道の新設改良工事につきましては、1,930万円。当初１億4,400万ほど予算計上

してございますが、これの実施に当たって1,930万ほど補正させていただいて、予算額１億

6,330万円で執行したいというものでございます。 

  次の95ページ、下水道事業会計の特別繰出金に3,029万9,000円、修善寺駅周辺整備事業で

1,300万ということでございまして、これについては、まず、来年度からのまちづくり交付

金対象事業として採択するための業務委託ということで900万円。それから、修善寺の駅舎

の再建築費の算出業務委託ということで、いわゆる補償費等の算出、これにかかわります委

託事業分でございます。 

  97ページ、防災対策事業として231万2,000円でございます。これは新型インフルエンザの

予防対策というようなことで、これに伴います消耗品の整備をしておこうということで、い

わゆる消毒液、石けん、マスク、防護服セットでございます。これについては、防災のほう

で一部助成があります。27万4,000円ほどですが、そういうこともありまして、教育関係、

福祉関係、それらを含めた一括してここで消耗品として計上して購入しようということであ

ります。 

  99ページ、上段の教育センター事業ということで110万円でございます。これについては、

平野啓子さんの朗読会、これにかかわる経費ということで、講師の謝礼とバス借上料、これ

は児童生徒のバス借上料分でございます。 

  下になります。修善寺の東小学校の管理運営事業140万円でございます。維持補修工事で

ございますが、放課後児童クラブ、この移設によります改修工事と備品購入費でございます。 

  教育費については職員給与費等でございますので、割愛させていただきますが、105ペー

ジまでめくっていただきまして、学校教育費、中伊豆の給食センター事業ということで35万

7,000円ということでございます。当初委託料の不足額、追加分といいますか、それを35

万7,000円追加させていただくということであります。 

  107ページ、107ページは災害復旧費関係でございます。今回の地震等の災害によります災

害復旧事業でございます。 

  農地災害復旧事業としまして1,000万円、測量委託料として30カ所を見込んでいるところ

でございます。 

  それから、農業用施設の災害復旧事業ということで280万円、重機借上料80万円、それか

ら農業用施設災害復旧工事となっております。農道関係でございます。農道筏場、月ヶ瀬、

貴僧坊、この３カ所の復旧工事費200万でございます。 

  林業用施設ということで560万でございますが、測量設計委託１カ所分100万、重機借上料、
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これは林道の崩土の除去等15カ所分460万円でございます。 

  応急災害復旧事業でございます。1,260万円ということで、測量設計委託料３カ所分400万

円、重機借上料６カ所60万円、それから小災害復旧工事11カ所800万円でございます。 

  109ページ、これも学校の天城中のグラウンドの対策でございます。地すべり調査委託料

ということで700万円になっております。前回補正で応急対応というようなことで1,000万円

上げさせていただいたものでございますが、この根本的な原因究明というようなことで本格

的に調査をしてこの対策に当たろうという経費でございます。 

  最後が基金の積立金でございます。 

  内訳としまして、財政調整基金に１億4,000万、環境衛生施設整備基金積立金としまして

３億、ふるさと伊豆市応援基金積立金としまして29万5,000円ということで、４億4,029万

5,000円を基金として積み立てるものでございます。 

  戻っていただきまして、歳入のほうになります。 

  51ページ、地方特例交付金それから普通交付税、これらは交付決定によります増額補正分

でございます。 

  国庫支出金、これにつきましては先ほど申し上げました子育て応援の特別手当、これのほ

うで100％の国庫補助金、住宅手当、これも100％の国庫補助、それから共聴組合の地デジの

補助金、これも100％補助金でございます。 

  その下の緊急雇用創出事業、これは県の雇用対策の緊急創出事業で、これも県補助100％

で307万円。 

  その下が、新型インフルエンザの対策費で、大規模地震対策の総合支援事業補助金という

のを持ってまいります。27万4,000円でございます。 

  次のページは、中段で、この財源として繰越金ということで、１億9,942万2,000円を当て

込むものでございます。 

  臨時財政対策債の追加分、これは発行可能額の決定によります追加分の2,310万円。 

  以上が歳入財源のほうでございます。よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第77号、議案第78号の２議案につきまして、市民環境部

長。 

〔市民環境部長 渡邊玉次君登壇〕 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは、議案第77号、議案第78号につきましてご説明をさ

せていただきます。 

  まず、国民健康保険特別会計でございますが、第２回になります。 

  歳入歳出それぞれ2,768万7,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を42億1,065

万7,000円とさせていただきたいという内容でございます。 

  補正予算の主なものについてご説明させていただきます。 
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  歳入の１款国民健康保険税は、本算定に基づきます退職分の調定額が予定を下回ったため、

減額とするものでございます。 

  ３款の国庫支出金につきましては、介護従事者処遇改善に関連しまして、臨時交付金が交

付されることとなったための予算計上と、出産育児一時金の４万円引き上げに伴います影響

額のうち、２分の１が補助金で交付されるという内容でございます。合計407万7,000円を計

上するものでございます。 

  ４款の療養給付費等の交付金でございますが、退職分の国民健康保険税減額に伴う補てん

として、医療分、後期支援分について追加を見込むもので、1,770万円を計上させていただ

きました。 

  ９款の一般会計繰入金は、人件費の増額に伴う出産育児に伴うもの及び出産育児一時金引

き上げ分の２分の１のうち、３分の２が交付税措置されることから繰り入れるものでござい

ます。 

  続きまして歳出でございますが、２款の保険給付費のうち２項２目の退職分高額療養費に

つきましては、当初予算額に対しまして７月末現在で既に1,318万3,000円を支給しており、

予算に不足が生じることから追加をお願いするものでございます。 

  ４項の出産育児一時金については、４万円引き上げの影響分として25件分を予定したもの

でございます。 

  11款の諸支出金は、後期高齢者医療制度への移行が75歳の誕生日の翌日となっていること

から、高額療養費の負担限度が国民健康保険、後期高齢者医療保険双方で差し引かれること

から、限度負担額を２分の１に見直す法改正が本年１月から行われました。が、20年４月か

ら20年12月分についても遡及して特別給付を行うこととされたための予算措置を行うという

ものでございます。 

  以上が国民健康保険の第２回の補正の内容でございます。 

  続きまして、議案第78号でございます。後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）でご

ざいます。 

  歳入歳出それぞれ60万円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億2,823

万円としたいという内容でございます。 

  補正予算の主な内容は、平成20年度に還付未済となり、繰り越したものについて予算から

の還付となることから、所要額を予算措置するものでございます。また、繰越金のうち事務

費繰入分について平成20年度決算において不用額が発生したため、平成21年度の繰入金を減

額するという内容でございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第79号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 鈴木俊博君登壇〕 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） それでは、議案第79号 平成21年度伊豆市介護保険特別会計
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補正予算（第１回）につきまして補正の説明をさせていただきます。 

  135ページをお開き願いたいと思います。 

  今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ679万円を増額して、歳入歳出総額をそれ

ぞれ27億119万円とするもので、内容は、平成20年度の決算確定に伴う国庫の支出金等の精

算、それと地域支援事業の包括的支援事業費等の補正をするものでございます。 

  138、139ページ、事項別明細におきまして主なものをご説明させていただきます。 

  まず、歳入でございます。 

  ３款２項３目の地域支援事業交付金、これは包括支援事業の任意事業でございます。この

２万円から、５款２項２目の地域支援事業交付金、包括支援事業費・任意事業費9,000円ま

で、これにつきましては前年度の精算に伴う過年度分の収入を計上するものでございます。 

  また、８款１項１目の繰越金572万2,000円は、歳出に係る増額補正に伴う財源として補正

をするものでございます。 

  次に、歳出でございます。 

  次の140、141並びにその次の142、143にかけてご説明申し上げます。 

  まず、４款２項１目の包括的支援事業費76万9,000円でございます。これは職員の人事異

動に伴う職員給与分の不足分、この計上でございます。 

  また、７款１項１目の第１号被保険者保険料還付金46万2,000円でございますが、これは

被保険者の死亡それから転出等に伴います保険料の還付未済分、これを計上させていただき

ました。 

  それから、２目の償還金440万3,000円でございますが、これも前年度の精算に伴う国及び

支払基金への返還金を計上してございます。 

  また、次のページの142、143ページ、ここの７款２項１目の一般会計繰出金115万6,000円

でございますが、これも前年度の精算に伴う一般会計への返還金を計上したものでございま

す。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第80号、議案第81号及び議案第83号の３議案について、

建設部長。 

〔建設部長 小川正實君登壇〕 

○建設部長（小川正實君） それでは、145ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第80号 平成21年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算。歳入歳出それぞれ7,904

万9,000円を増額しまして、18億5,404万9,000円とするものでございます。 

  補正の主な内容といたしましては、沖ノ原ポンプ場の工事費の減額、それから管渠工事の

追加を予定したものでございます。 

  ページをめくっていただきまして、148ページをごらんいただきたいと思います。 

  地方債の補正でございます。一番上の公共下水道事業でございますけれども、2,960万円



－46－ 

を2,480万円にするものです。480万円の減額になりますけれども、これは沖ノ原ポンプ場の

工事の工事費が減額されたことによるものでございます。 

  それから流域下水道事業の1,060万円ですけれども、これを1,180万円、これは浄化センタ

ーの建設負担金の増によるものでございまして、120万円の増です。 

  次に、特定環境保全公共下水道事業２億1,670万円を２億5,180万円、3,500万円の増でご

ざいますけれども、これは管渠工事の追加をしたいということで増額させていただくもので

ございます。 

  151ページをごらん願いたいと思います。 

  歳入の部でございますけれども、一番上の公共下水道事業費補助金920万円の減額になり

ますけれども、これは先ほど申し上げました沖ノ原のポンプ場改築更新工事の減でございま

す。 

  その下の一般会計繰入金、総額が増額になりましたので、一般会計の繰入金を3,029万

9,000円ほど増額をお願いするものです。 

  繰越金につきましては、1,300万円の減額になりました。これは汚水使用料の減額が予想

以上に大きかったものですから、1,300万円の減額とさせていただきます。 

  それから市債でございますけれども、１番、公共下水道事業債480万円の減額、これは先

ほどの沖ノ原のポンプ場の減額です。流域下水道事業債、これも建設負担金の増額でござい

ます。３番の特定環境保全公共下水道事業、これにつきましても管渠工事を追加したいとい

うことで、3,510万円の増額をお願いするものです。 

  153ページをお開き願いたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １目公共下水道事業費の２公共下水道事業でございますけれども、1,590万円の減額。こ

れは先ほどの沖ノ原ポンプ場でございまして、日本下水道事業団に業務を委託してございま

すけれども、これの事業団の入札によりまして減額になりましたので、変更契約となります

ので1,590万円の減額といたします。 

  それから、流域下水道は先ほども申し上げました建設費の負担分の増額でございます。こ

れは確定いたしましたので、増額補正とさせていただきます。 

  155ページをごらんいただきたいんですけれども、先ほど申し上げました管渠工事の増額

追加ということなんですけれども、一番上の２特定環境保全公共下水道事業、これにつきま

しては、今、中伊豆地区それから大平地区の実施設計とか測量調査を1,000万円減額いたし

まして、下水道計画区域の再検討をしようということで、プラス200万円の増加をお願いす

るものです。差し引き800万円の減額というものでございます。 

  管渠工事の9,040万円の増加でございますけれども、下水道工事の下水道事業計画の見直

しということにあわせまして、今本当に必要としている大平それから中伊豆の城の区域です

けれども、集中的に実施、早急に完成させたいということで県に相談いたしましたところ、
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県のほうでも補助金をいただけたものですから、ここでお願いするものでございます。

7,904万9,000円の増額になります。 

  それから、159ページをお開き願います。 

  議案第81号 平成21年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算。歳入歳出それぞれ

106万5,000円を増額いたしまして、２億1,145万5,000円とするものでございます。 

  これにつきましては、163ページをごらんいただきたいと思いますけれども、増額収入の

ほうにつきましては前年度繰越金を充てさせていただきます。 

  そしてその内容でございますけれども、次のページの165ページをお開き願いたいと思い

ます。共済費を６万5,000円増額しなければならないということと、工事請負費の関係でご

ざいますけれども、管渠維持補修工事が相当多くなってきております。そのために100万円

を増額させていただくものでございます。 

  続きまして、175ページ、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算でござ

います。 

  次のページの176ページを、ちょっとここで説明させていただきます。 

  収益的収入及び支出の欄でございますけれども、水道事業収益、３のその他営業収益でご

ざいます。これを782万2,000円増額をお願いするものでございます。これは修善寺地区の富

士見平地区の、水道を加入することによりまして、富士見平の方々から加入分担金といたし

まして782万2,000円納めていただくことにいたしました。13ミリにつきましては88戸、それ

から30ミリが１戸ございまして、こういう782万2,000円という金額になります。 

  それから、支出のほうでございます。水道事業費用の１原水、浄水、配水及び給水費の補

正額598万5,000円でございますけれども、これも非常に漏水工事等がふえつつございまして、

598万5,000円ほど増額補正させていただくものでございます。 

  そして、その下の資本的収入及び支出でございますけれども、これは建設改良費が221万

7,000円減額となっておりますけれども、これは４条の人件費の、人事異動によります４条

の人件費の減額補正でございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第82号について、観光経済部長。 

〔観光経済部長 鈴木誠之助君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） それでは、議案第82号 平成21年度伊豆市湯の国会館事業

特別会計補正予算についてご説明申し上げます。 

  167ページでございます。 

  歳入歳出をそれぞれ4,379万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億3,321

万2,000円とするものでございます。 

  168ページをお開きください。 

  歳入の部でございます。 
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  会館使用料でございます。3,200人、平均単価560円ということで、179万2,000円を増額い

たします。本年度の利用実績、５月の連休で1,500人の増、７月が900人、８月が1,100人と、

入り込みのお客様がふえてございます。また、本年９月には５連休という日がございまして、

これらについてもお客様の入館を期待しているものでございます。 

  歳出でございます。 

  人事異動によりまして２名の職員が交代してございまして、179万2,000円の増となります。 

  諸支出でございます。湯の国会館の敷地は５筆ございまして、合計4,221.54平米を３名の

方から借地しておりますが、そのうちの１人より1,235.49平米、坪数でいきますと374.4坪

を買ってほしいということの申し出がありました。市では鑑定評価額をもとに敷地の造成、

田んぼから宅地したものですから、敷地の造成経費それから土地の使用貸借権などを考慮し

まして、地主とお話し合いをいたしました。結果、4,200万円、坪当たり11万2,000円になり

ましょうか、地主側の了承を得られましたので、今回補正するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  各議案に対する質疑は、９月11日開催予定の本会議において行います。 

  各議案に対する質疑の通告期限は９日の正午でございます。 

 

◎議案第８４号～議案第９５号の上程、説明 

○議長（飯田宣夫君） 日程第31、議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正から日程

第42、議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正についてまで、12議案を一括

して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第84号から議案第95号まで、一括して提案理由を申し上げます。 

  今回提案するものは、伊豆市の条例の制定及び一部改正につきまして議会の議決を求める

ものでございます。 

  それぞれの議案の詳細につきまして担当する部長に説明させますので、よろしくご審議く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  議案第84号について、市民環境部長。 

〔市民環境部長 渡邊玉次君登壇〕 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは、議案第84号につきましてご説明をさせていただき

ます。 
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  今回の一部改正につきましては、出産に係ります経済負担の軽減を目的とした国策として、

全国一律に４万円を加算するものでございます。対象の期間は、平成21年10月１日から平成

23年３月31日までの間の出産となっております。根本的な負担のあり方については国におい

て現在検討していくということとなっておりまして、健康保険法等の一部改正に倣い、附則

で時限的に規定をするという内容でございます。この引き上げに伴いまして、10月１日の出

産から、産科医療補償制度いわゆる３万円でございますが、加入の場合は合計で42万円とい

うことが支給されることになります。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第85号、議案第86号、議案第87号及び議案第88号の４議

案について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 鈴木俊博君登壇〕 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） それでは、議案第85号 伊豆市立幼稚園預かり保育条例の制

定についての補足説明をさせていただきます。 

  まず、本条例の制定理由でございますが、預かり保育とは、幼稚園の降園時間後、おおむ

ね午後２時ごろになりますが、その後に保護者の都合で保育ができないとき、一時的に幼稚

園で園児をお預かりする事業です。現在、保育所の子育て支援に対するニーズが多様化して

いる中、昨年度、市が実施した次世代育成支援に関するアンケートでも、回答者の22％の保

護者が預かり保育の利用を希望してございます。このため、市では子育て支援事業の充実を

図るため、市内５幼稚園すべてにおいてこの預かり保育を実施するため、本条例の制定を提

案するものでございます。 

  なお、預かり保育は午後２時から６時までの４時間とし、保育料は利用１回につき２時間

以内300円、２時間を超える場合には600円のご負担を願うものでございます。なお、この料

金の設定につきましては、多く利用すると思われる幼稚園児の保育園保育料との合算額と、

保育園児の平均保育料との比較また近隣市町の状況等を勘案して決定したものでございます。 

  それでは、185ページ、お願いいたします。 

  目的でございます。 

  市立幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯で、幼稚園の管理下において園児を当

該施設で預かり、保育することにより、幼児の心身の健全な育成を図るとともに、保護者の

子育てを支援することを目的とするということでございます。 

  実施する幼稚園につきましては、先ほど述べさせていただきましたとおり５すべての市立

の幼稚園で行うということです。 

  それから、実施日及び保育の時間でございますけれども、３条の関係でございます。実施

日につきましては、月曜から金曜まででございます。ただし、国民の祝日に規定する休日と

か、学年初め、また夏季、冬季、学年末の休業日、そして園長が定める日、もう一つが、園

長が必要と認めた休業日、これについては除くということにしたいと考えております。それ



－50－ 

から保育の時間につきましては、先ほど申しましたとおり、幼稚園の降園時間から午後の６

時までというものでございます。 

  それから対象児、第４条の関係でございます。預かり保育を実施する幼稚園に在園する園

児ということです。そして、保護者が預かり保育を希望する園児を対象とするとしてござい

ます。 

  それから、保育料の徴収につきまして、第５条でございますが、先ほど申したとおりでご

ざいます。２時間以内300円、２時間を超える場合には600円ということです。 

  それから、第６条には減免規定を設けてございます。市長が特別な理由があると認めると

きは保育料を減額し、または免除することができるということです。現在のところ生活保護

を受けている世帯については、これを適用せざるを得ないのかなと思っております。 

  保育料の納入につきましては、第７条で当月分を翌月の10日までということでしてござい

ます。 

  この条例の施行は、22年４月１日ということで提案するものでございます。 

  それから次に、議案第86号の伊豆市保育所条例の一部改正についての補足説明をさせてい

ただきます。 

  この条例の改正の理由でございますが、伊豆市の幼児教育の目標とする子供像を達成する

ためには、小規模の園を統合し、適正規模の園児数を確保する必要がございます。また、園

運営につきましても、適正規模による合理効率的な運営が求められていますが、少子化の進

展などによりこの目標達成が大変厳しい状況となってございます。このため、適正な園児数

によるよい環境の中で心身の健全な子供を育成する方策として、幼稚園、保育園の一元化施

設、認定子ども園の整備や少人数の保育、幼稚園の統廃合などについて、関係する保護者な

どにご意見を聞くなどし、市の幼稚園、保育園の再編成に取り組んでまいりました。つきま

しては、この取り組みの中で議案にございますとおり、土肥保育園を移転し、土肥幼稚園に

認定子ども園を開設、また、中伊豆地区にございます大東保育園を廃止するため、本条例の

改正を提案するものでございます。 

  なお、この大東保育園の廃止に関しまして、次の議案にございますとおり新たにさくら幼

稚園をさくら保育園に開設し、認定子ども園を整備したいと考えてございます。 

  それでは、議案の189ページ、新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

  第２条の名称及び定員についてですが、改正前の表中、伊豆市立土肥保育園の所在地、土

肥830番地の１を土肥幼稚園の所在地であります土肥655番地の26に移転するために改正され

ます。 

  また、改正前表中の伊豆市立大東保育園を廃園するため、この項を削除いたします。 

  この施行でございますが、187ページに戻っていただきまして、平成22年４月１日からと

いうことでしてございます。この件についての補足説明を終わります。 

  次に、議案第87号 伊豆市立学校設置条例の一部改正について補足の説明をさせていただ
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きます。 

  本条例の改正の理由でございます。さきの議案第86号でご説明したとおり、市立の幼稚園、

保育園の再編成に取り組む中で、幼稚園に係る整備を行うために本条例の改正を提案するも

のでございます。 

  193ページの新旧対照表でご説明申し上げます。 

  第２条の関係の別表第３についてでございますが、改正前の表中、伊豆市立月ヶ瀬幼稚園

を廃園するためにこの項を削除します。そして改正後の表中、伊豆市立さくら幼稚園を伊豆

市市立さくら保育園の所在地であります八幡521番地に新たに開設すべく、これを追加する

ものでございます。 

  前のページ、191ページに戻っていただきまして、附則でございますが、この改正条例の

施行期日は、平成22年４月１日としてございます。 

  それから、次の議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について補足

の説明をさせていただきます。 

  まず、条例の改正理由でございますが、修善寺老人憩の家は、昭和49年３月に60歳以上の

高齢者を対象に、心身の健康増進を図る目的で、旧修善寺町において建設がされ、築35年が

経過しております。現在の維持管理の状況は、シルバー人材センターに管理委託をし、利用

者は年々増加の傾向にありますが、老朽化の進行により設備などの修繕箇所もふえておりま

す。当然ながらこの施設の維持管理には光熱費など多くの経費がかかりますが、すべての市

民の皆さんが利用するわけではありませんので、受益と負担の公平性を図り、将来にわたり

健全な施設維持をしていくために、平成22年４月１日から、この老人憩の家で特別の設備で

ある温泉入浴設備の利用について新たに使用料を負担していただくため、この条例の改正を

提案するものでございます。 

  なお、この施設は高齢者の方が利用されることから、この入浴施設の有料化について市内

の高齢者、関係団体に取り組みの説明や意見聴取を行ったところ、回答いただいたすべての

団体から有料化についてのご理解をいただいておりますことをご報告させていただきます。 

  それでは、議案の197ページ、新旧対照表でご説明を申し上げます。 

  まず、第９条の使用料、利用料についてでございますが、改正前は施設すべてが無料でご

ざいましたが、改正後は入浴施設を利用しようとする者は、大人１人１回200円の使用料を

納入しなければならないことに改めます。 

  次に、第10条の使用料の減免についてですが、入浴の有料化に伴い、新たに市長が特別な

理由があると認めるときは、使用料を減免また免除することができる旨の規定を追加いたし

ました。また、この10条の追加に伴い、改正前の第10条を繰り下げ、第11条に改めるもので

ございます。 

  ページ戻っていただきまして、195ページ、この条例の施行期日でございます。平成22年

４月１日からとしてございます。 
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  なお、会館の時間でございますが、現在、午前９時半から午後４時半、また休館日につき

ましては毎週月曜日と、12月27日から１月５日までの年末年始、これについては現行と変わ

りがございません。また、和室４部屋ほどございますが、これにつきましても使用料は従前

と変わらず無料ということで考えてございます。 

  以上で補足の説明を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第89号、第90号の２議案について、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 間野孝一君登壇〕 

○教育委員会事務局長（間野孝一君） それでは補足説明に入る前に、大変恐縮でございます

けれども、訂正を１カ所していただきたいと思います。 

  ページ数で201ページになります。201ページの表がありますけれども、表の左上に別表

（第８条）と書いてございますけれども、７条の誤りでございます。７に訂正をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、199ページ、議案第89号 伊豆市市民文化ホール条例の制定についての補足説

明をさせていただきます。 

  現在、社会教育法に基づく修善寺中央公民館施設として使用していますホール、舞台、ラ

ウンジを、新たに地方自治法第244条第１項に規定する公の施設として有料コンサート、講

演や文化的講演、展示、販売ができる多目的な施設での有料、有効利用と文化の振興に努め

る施設とするため、利用の制約がある伊豆市公民館条例の中から削除し、新たに伊豆市民ホ

ール条例を制定するものでございます。 

  それでは、199ページの条例文に基づいて概要を説明させていただきます。 

  条例名は、伊豆市市民文化ホール条例。 

  １条に設置ということで、市民の文化の向上及び地域の活性化を図るため、伊豆市民文化

ホールを設置する。 

  ２条で名称及び位置を定めております。文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称、伊豆市市民文化ホール、位置は伊豆市小立野66番地の１。 

  施設の構成を３条で定めております。文化ホールの施設は、次のとおりとする。ホール、

ラウンジ。 

  ４条で休館日それから５条で利用の承認ということで、文化ホールを使用する者は、あら

かじめ市長の承認を受けなければならない。市長は、前項の承認の際、管理上必要な条件を

付すことができるということです。 

  ６条で利用の不承認それから７条で使用料の納付ということで、別表、先ほど訂正をいた

だきました別表の使用料を納付しなければならないということになっております。 

  それから８条では、使用料の減免。市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を

減免し、又は免除することができる。この部分につきましては、詳細については規則、規定

等でこれから定めていくよう、今準備をしているところでございます。 
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  それから９条で使用料の不還付、10条で特別の設備、11条には利用の目的の変更等、14条、

15条までを条文化してございます。 

  附則として、この条例は、平成22年４月１日から施行するということになっております。 

  別表でございますけれども、別表の中の施設使用料でございます。 

  使用区分といたしまして、使用の時間帯を午前、午後、夜間、昼間、昼夜、全日という区

分に分けてございます。それから、施設の会場の区分でございますけれども、ホールそれか

らホールの使用料として入場料をとらない、徴収しないで、可動式の座席を使用しない場合

と、それからラウンジという施設、この３つに分けてございます。入場料をとる、それから

入場料の単価によりまして４段階に分けて、それぞれの使用料を定めてございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第、失礼いたしました、203ページをお願いいたしまして、議案第90号

 伊豆市公民館条例の一部改正についての説明をさせていただきます。 

  これは伊豆市修善寺中央公民館施設として使用していますホール、舞台、ラウンジを、た

だいまご説明を申し上げました、議案第89号に上程させていただきました伊豆市の市民文化

ホールの条例の中に取り入れましたこと、それから修善寺中央公民館の第３会議室、これは

生きいきプラザの２階部分にある会議室でございますけれども、第３会議室、第４会議室に、

平成22年４月１日より東部健康福祉センター、東部保健所修善寺支所が入り、使用されるた

め、第３会議室、第４会議室を伊豆市公民館条例から削除をする。このため既存の第１会議

室から第６会議室の会議名の第５会議室を第３会議室に、第６会議室を第４会議室に改め、

また、修善寺中央公民館に新たに修繕寺図書館横にあります視聴覚室を加えることにより、

本条例の７条関係の別表１の修善寺中央公民館の施設使用料の表を改めるものでございます。 

  それでは、恐れ入りますけれども、205ページの新旧対照表を見ていただきたいと思いま

す。 

  改正前の公民館の室名を書かれておりますけれども、ホール、ホール舞台、ラウンジ、こ

の部分につきましては、改正後はここが市民文化ホールの条例のほうに移行しますものです

から、これがなくなります。 

  それから次に、そのラウンジの下にございます会議室でございますけれども、第１会議室

から現在は第６会議室まであるわけでございますけれども、全部の会議室を総称して会議室

という定義にしてございますけれども、今回は第５、第６それぞれが、それが第３、第４と

いう、現在の第３、第４が保健所の施設になりますものですから、現在の第３、第４がなく

なりますものですから、個々に会議室の室名を表示しまして、第１、第２、第３、第４と細

かく分けてございます。それと、公民館横の視聴覚室を新たに中央公民館施設と結びますも

のですから、視聴覚室それから改正前では和室という一言で表示してございましたけれども、

和室は２つございますので、第１と、和室の第２という格好で表現をさせていただきました。

工作実習室はそのままということでございます。 
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  料金につきましては、今までと同様という内容になってございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、議案第91号から議案第95号までの５議案について、建設部長。 

〔建設部長 小川正實君登壇〕 

○建設部長（小川正實君） それでは、議案第91号から議案第95号までの補足説明をさせてい

ただきます。 

  議案第91号から議案第95号につきましては、伊豆市の合併協議会におきまして、使用料及

び新規加入金等については現行のとおりとし、早急に新市の水道審議会において審議すると

いうこととされていました。このたび料金の統一を前提とした料金改定を行うものでござい

ます。 

  最初に、議案第91号でございます。伊豆市下水道条例の一部改正でございます。 

  前提となる改定の基本方針を申し上げます。 

  汚水使用料につきましては、従量料金制をとります。そして基本料金、水量料金２部料金

制といたします。旧町の料金体系、使用料単価を統一することでございますが、当分の間、

営業温泉汚水は、旧修善寺町の区域のみに適用いたします。同時に、上水道の給水料金の改

定がございますので、汚水の使用料金、この総額は前年度並みとする。それから、井戸水な

どの自家水を利用した場合につきましては、市長が特別認定する使用料とするという項目を

つけてございます。 

  そういうことでございまして、一般汚水につきましては、基本料金262.5円、１月262.5円

でございます。水量料金につきましては、１立方メートル89.25円ということになります。

営業温泉汚水につきましては、基本料金月262.5円それから水量料金につきましては63円、

１立方メートル63円でお願いするということでございます。 

  続きまして、215ページをお願いいたします。 

  議案第92号 伊豆市農業集落排水処理施設条例の一部改正でございます。 

  農業集落排水につきましては、下水道条例を準用するということになっております。した

がいまして、基本料金262円50銭、水量料金が89円25銭ということになります。ただし下水

道と違うところは、営業温泉汚水というものが、流入がございませんので、その欄は設けて

ございません。 

  続きまして、223ページ、議案第93号をお開き願いたいと思います。 

  伊豆市給水条例の一部改正でございます。 

  給水条例の改定の前提となる料金改定の方針を申し上げます。 

  日本水道協会の料金算定要領を基準といたします。それから従量料金制といたしまして、

基本料金と水量料金の２部料金制といたします。 

  料金体系は、口径料金といたします。それから口径20ミリ、口径25ミリの基本料金は、生

活用水として配慮いたしまして、口径13ミリの1.5倍それから20ミリにつきましては３倍に、
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特別に設定をいたします。それから、地域によっては極端な料金の高騰を招くので、激変緩

和を講ずる。そして、この激変緩和に至るまでの料金の決定のプロセスを申し上げます。 

  まず第１に、日本水道料金の算定要領に基づきまして、基準となる５年間の費用を、総括

原価を求めまして料金を算定するということ、それを基準の料金として設定いたします。 

  次に、激変緩和措置といたしまして、基本料金及び伊豆市全体の基本料金そして土肥地区

の水量料金の調整を行う。 

  ３番目といたしまして、さらに20ミリ、25ミリの基本料金を特別設定をするという基本方

針、作業のプロセスでございます。したがいまして、基本料金は13ミリ643円、20ミリ965円、

25ミリ1,929円、30ミリ4,053円、以下、ちょっと説明は省略させていただきますけれども、

議案のとおりでございます。 

  それから、激変緩和措置でございますけれども、附則の３、４、５に表現してございます

とおり、第１段階といたしまして平成22年４月から24年３月、基本料金を210円といたしま

す。それから平成24年４月から26年３月、これを第２段階といたしまして、13ミリの基本料

金を420円、それから26年度には目標に到達するということで、26年４月より統一をいたし

ます。 

  なおかつ水量料金につきましては、土肥地区につきまして第１段階71円、第２段階84円を

設定いたしました。 

  続きまして、233ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部改正についてでございます。 

  この簡易水道につきましても設定方針を申し上げますと、上水道給水料金に準ずる。ただ

し、飲料水供給事業でございますけれども、与市坂、上猫越、下猫越、吉奈新田、数沢、土

肥川の各飲料水供給施設の創設時の加入者につきましては、22年４月から24年３月は32円、

24年４月から26年３月までは64円ということで、その後は統一させていただくということに

いたしました。 

  続きまして、241ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正でございます。 

  これはいわゆる加入金でございます。加入金につきましては、新旧の加入者の間の負担の

公平を図るため、それから水道需要の抑制、そして水道財政基盤の強化を図るというような

こういう目的で定められたものであると推測されます。今回の給水料金の統一を目的とした

改定に伴いまして、見直すことといたしました。本来、拡張期は過ぎたものですから、需要

抑制という要素を持っている加入金の徴収につきましては、やめたらいいのではないかとい

う意見もございました。しかしながらいまだに施設は改良未済それから老朽化が非常に著し

いこと、また、職員の人員削減等をこれから考えていかなければなりませんので、こういう

条件の中で今後も施設の建設改良は重要であると。よって、加入金の徴収を徴収継続するこ

とといたしました。 
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  見直し方針といたしましては、21年度、本年度でございますけれども、大野、富士見平地

区につきましては、旧来より親メーターによりまして一括給水、一括徴収をしておりました。

しかし、このほど各戸給水、各戸徴収に変えるに当たりまして、約90戸より分担金を納めて

いただくことといたしました。また、今後、簡易水道の経営統合を進めることを考えますと、

負担の公平をやはり保っていく必要があるんではないかということ、そのためには上水道事

業の半分を占める旧修善寺町の分担金徴収条例を基本にして調整することといたしました。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） それでは、ここで10分程度休憩したいと思います。14時30分というこ

とでお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

再開 午後 ２時２９分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第９６号、議案第９７号の上程、説明 

○議長（飯田宣夫君） 日程第43、議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更についてか

ら日程第44、議案第97号 市道路線の変更についてまでの２議案を一括して議題といたしま

す。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第96号及び議案第97号について提案理由を申し上げます。 

  議案第96号は、平成20年９月12日に議決をいただきました伊豆市特定環境保全公共下水道

土肥浄化センターの建設工事委託に関する協定の変更について、議会の議決をお願いするた

めに上程するものでございます。 

  また、議案第97号は、国土交通省による前ノ沢堰堤の建設に伴い、道路法第10条第２項の

規定により市道前ノ沢柿原井線の終点を延長するものでございます。 

  詳細について建設部長より説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願いい

たします。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  建設部長。 

〔建設部長 小川正實君登壇〕 

○建設部長（小川正實君） それでは、議案第96号の補足説明をさせていただきます。 
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  この協定につきましては、20年の議案第96号で可決をいただきました協定書でございます。

協定書といっても契約書と同じでございます。日本下水道事業団に対しまして土肥浄化セン

ターの改築更新工事を、事業執行の委託をしたものでございます。当初、６億2,000万円で

委託したわけでございますけれども、事業を遂行していく上で、事業の内容について変更が

生じました。そのためと、入札執行によりまして工事金額が減額となりましたものですから、

その分を事務費を含めまして１億5,200万円減額するものでございます。 

  それから議案第97号の補足説明をいたします。 

  この市道路線の変更は、国土交通省により建設される前ノ沢堰堤の施工地内にある赤線を

つけかえるわけでございますが、去る６月議会におきまして補正をお願いした建設省の補償

工事で行うものでございます。この補償工事で行うに当たりましては、前提といたしまして

このつけかえ道路を市道とすることが前提でございますので、このたびこの前ノ沢柿原井線

の終点を延長いたしまして、上白岩1971番地から上白岩2284に変更し、298メートル延長す

るものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  各議案に対する質疑は、９月11日開催予定の本会議において行います。 

  各議案に対する質疑の通告期限は、９日の正午となっております。 

 

◎静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（飯田宣夫君） 日程第45、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第７条の規定により、

市長から６人、町長から４人、市会議員から６人、町議会議員から４人をそれぞれ選出して、

計20人をもって組織されることとされています。 

  このたび市会議員から選出すべき議員のうち３人が欠員となっており、その補充のための

候補者を募ったところ４人となりましたので、選挙が行われるものです。 

  この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、すべての市議会における得票総数により

当選者を決定することとなりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のう

ち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。 

  そこでお諮りします。選挙結果については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投

票のうち候補者の得票数までを報告することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則

第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することと決定いた

しました。 

  選挙は投票で行います。 
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  直ちに議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの出席議員数は20人であります。 

  次に、立会人を指名いたします。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人に６番、西島信也議員及び７番、杉山誠議員

を指名します。 

  次に、候補者名簿を配ります。 

〔候補者名簿配付〕 

○議長（飯田宣夫君） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 配付漏れなしと認めます。 

  それでは、投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票は無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（飯田宣夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（飯田宣夫君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  会議規則第29条では、職員の点呼によって順次投票することになっておりますが、投票に

支障がないと思われますので、議席番号順に１番の議員から順次投票をお願いいたします。 

〔投  票〕 

○議長（飯田宣夫君） 投票漏れはございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。 

  西島議員、杉山議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

  開票をお願いします。 

〔開  票〕 

○議長（飯田宣夫君） それでは、選挙の結果を報告します。 

  投票総数 20票 

       有効投票 20票 
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       無効投票 ０票 

  有効投票のうち、三好陽子君 11票 

          高林一文君 ０票 

          滝口達也君 ０票 

          土屋源由君 ９票 

  以上のとおりです。 

  議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  次の本会議は、９月８日午前９時30分より一般質問を行います。よって、この席より告知

いたします。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４２分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田宣夫君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、17番、鍵山議員より欠席の届けがありますので、お知らせいたします。 

  ただいまから平成21年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田宣夫君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（飯田宣夫君） 日程に基づき、一般質問を行います。 

  なお、質問に先立ち、質問者と答弁者にご注意を申し上げます。 

  質問者は簡単明瞭に、また議題外にわたらないよう、答弁者にあたっては質問の趣旨に沿

い答弁をいただくようお願いいたします。 

  今回は16名の議員さんより通告されております。質問の順序は、議長への通告順といたし

ます。 

  １回目の質問では全項目について質問し、２回目以降は一問一答といたします。また、質

問時間は申し合わせにより質問のみ30分以内、質問の回数は同一議題について再質問を含め

５回までといたします。 

  なお、第１回目の質問については、議員及び答弁者はいずれも登壇することとし、再質問

については、いずれも自席にて起立の上お願いをすることといたします。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（飯田宣夫君） 最初に、７番、杉山誠議員。 

〔７番 杉山 誠君登壇〕 

○７番（杉山 誠君） おはようございます。 

  ７番、杉山誠です。通告した内容に従い、一般質問をさせていただきます。 

  初めに、防災体制の整備について市長と教育長に伺います。 

  ８月11日に発生した駿河湾沖を震源とする地震により、当市でも多数の災害が発生しまし

た。幸い人的被害は少なかったものの、地震直後の行政からの情報は住民に全くと言ってよ
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いほど伝わらず、多くの人が不安な時間を過ごしたと言われています。 

  政府の地震調査委員会が今後30年以内に発生する確立が87％あると予測している東海地震

は想定される規模がマグニチュード８程度とされており、今回の地震と比べはるかに多くの

被害が起きることは確実です。行政として、今後これらの大災害に備えて住民の生命と財産

を守り抜くためにたゆまぬ努力を重ねていただきたいと思いますが、今回の地震発生を受け

て、市の初動体制と防災無線による広報やメールによる情報配信など緊急時の情報伝達にお

ける問題点の検証と今後の対応、また自主防災組織の機能状況の検証、さらに災害時要援護

者の安否確認や避難支援など今回の地震の教訓と今後の対応策について伺います。 

  また、今回の地震は早朝に起こりましたが、これが学校や保育園などに子供のいる昼の時

間帯に起きた場合の対応策をどのようにお考えでしょうか。 

  次に、「建設業と地域の元気回復事業」について市長に伺います。 

  地域の建設業は、地域経済や雇用のそれぞれ約１割を担う基幹産業であるといわれていま

すが、建設投資の減少や価格競争の激化、景気の悪化などにより建設業を取り巻く環境はか

つてないほど厳しい状況におかれているとともに、地域経済も同様に厳しい状況になってい

ます。こうした状況の中、国土交通省は地域における問題意識を共有した上で、建設業団体

や地方公共団体などの地域関係者が協議会を構成し、地域の合意形成等を促進しながら異業

種との連携等による地域活性化に資する事業の立ち上げを支援する「建設業と地域の元気回

復助成事業」をスタートさせました。 

  この助成事業は建設業の活力再生と地域活性化が目的で、地域の建設業団体が保有する人

材、機材、ノウハウ等を活用し、地方公共団体や農業、林業、観光、環境、福祉等の異業種

団体との連携により、協議会を設立して建設業の活力の再生と、地域の活性化を図ろうとす

る場合に連携事業の検討や試行的実施に必要な経費を助成するもので、助成額は１協議会当

たり2,500万円とされています。 

  既に第１次募集で104件の助成事業が選定され、９月に第２次募集があるとのことです。

地域経済の活性化のため、積極的に応募を検討されてはいかがでしょうか。 

  次に、子供の医療費助成のさらなる拡充について市長に伺います。 

  伊豆市における子供の医療費助成制度は、本年４月より対象年齢が小学校入学前から小学

校６年生までと大幅に引き上げられ、多くの保護者から喜びの声が寄せられています。少子

化が著しく進んでいる当市において、重点施策の一つとして厳しい財政をやりくりして進め

ていただいたところではありますが、早くも、この10月からは伊豆の国市で小学校６年生ま

で、そして西伊豆町では中学校３年生まで完全無料化を決定しており、近隣市町との子育て

にかかる経済負担の不公平感はいつまでも解消されません。子供にかかる医療費の無料化や

対象年齢のさらなる引き上げが望まれます。 

  しかし、財政力の低い当市において、さらなる拡充を進めるためには市単独では難しく、

県の制度改正が求められますが、県との協議の状況や無料化に対する市長の所見を伺います。 



－65－ 

  次に、校庭や園庭の芝生化について市長と教育長に伺います。 

  近年、国庫補助金を活用して校庭や園庭の芝生化をする自治体が全国に広がっています。

文部科学省では芝生化の効果として、まず教育上の効果では、芝生の弾力性がスポーツ活動

に安全性と多様性をもたらすことや環境教育の生きた教材として活用できること、そして環

境保全上の効果として、強風時における砂じんの飛散防止や降雨時における土砂の流出防止、

そして夏期における照り返しや気温上昇の抑制効果があること、さらに地域のスポーツ活動

において、幼児から高齢者まで、さまざまなスポーツを安全かつ快適に実施できることなど

を上げています。しかしながら、芝生化は高額の施工費用がかかる上に維持管理も大変であ

るなどの問題から敬遠されがちでありました。 

  こうした中、コスト面の問題を解消する芝生化の手法が注目を集めています。通称鳥取方

式と呼ばれるもので、苗代の材料費が安く、特別な土壌改良も必要ないため低コストで施工

が可能であり、しかも維持管理が簡単で維持費が安く済むというポット苗移植法です。この

鳥取方式とは、ＮＰＯ法人グリーンスポーツ鳥取が提唱し、普及に取り組んでいるものです。 

  芝生は成長が早く丈夫なティフトンという品種を使い、ポットで育てた苗を50センチ間隔

で１平方メートル当たり４株ほどまばらに植えて水やりを続けると秋までに一面に繁茂し、

芝生化できます。１平方メートル当たりの施工費用は、マット上の芝を敷き詰める従来の方

法が5,000円から１万円ほどかかるのに対して、鳥取方式だと高くても100円程度で済みます。

しかも維持管理の作業は水やり、芝刈り、施肥だけなので、専門業者に任せなくても普通の

人でも行うことが可能で維持管理費も低コストで済みます。従来の方法では１平方メートル

当たり2,000円から3,000円であるのに対して、鳥取方式では50円から150円程度です。また、

除草剤や農薬を一切使用しないので環境上も安心と言われています。 

  既に、この鳥取方式により芝生化を行った幾つかの小学校や保育園の子供や保護者から寄

せられたアンケート結果を見ても、「芝生化に満足している」とする回答があらかたを占め

ており、子供たちの様子にも大きな変化が認められるとされています。伊豆市においても校

庭や園庭の芝生化を進めてみてはいかがでしょうか。 

  最後に、新型インフルエンザの本格的な流行に対して、当市の対策を市長と教育長に伺い

ます。 

  国内で新型インフルエンザの感染者が広がり、本格的な流行が始まったと宣言されました。

伊豆市内でも感染者の報告が聞かれるようになりました。新型インフルエンザ患者の症状は

季節性のものとほぼ変わらないものですが、妊婦や基礎疾患を持つ患者などでは重症化や死

亡の危険性が高くなるとされています。９月下旬から10月上旬に流行のピークを迎えること

が予想されていますが、国や県、医療機関と連携した情報共有や機動的連携体制はどのよう

にとられているでしょうか。 

  また、ワクチン接種の優先順位など、重症化しやすい高齢者や妊婦、基礎疾患のある人、

そして乳幼児などの「高リスク者」対策についてお考えでしょうか。 
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  さらに、何らかの持病を持つ高齢者が多いとされる介護、福祉施設での集団感染を防ぐ対

策、そして新学期が始まり、一気に感染が広がる可能性があるとされる学校や保育現場での

対策、これらを含めて基本的予防のための市民、地域、事業所への啓発活動について当市の

対応を伺います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの杉山議員の質問に対して答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの杉山誠議員の質問にお答え申し上げます。 

  まず最初の防災体制の整備につきまして、市の初動体制についてでございますが、勤務時

間外に大規模地震等の災害が突発的に発生した場合に備え、当市では突発地震災害等初動体

制を定めております。その中で各庁舎の近隣の職員を指名し、緊急参集することとなってお

り、今回は震度６弱の地域がございましたので、これを発動し、午前６時に伊豆市災害対策

本部を本庁舎内に設置をいたしました。 

  また、土肥地区には全国瞬時警報システム、通称Ｊ－ＡＬＥＲＴ（Ｊアラート）を平成20

年度に整備いたしました。土肥地区は震度４が観測されましたので、今回の地震により２分

後に地震情報が作動し、地震が起こってから３分後に津波注意報が作動しております。 

  また、消防庁では、経済危機対策に基づいた平成21年度補正予算において全国瞬時警報シ

ステムを全額国費によって全国一斉整備する予定となっており、この機会に修善寺・中伊

豆・天城湯ヶ島地区にも整備する予定をしておりましたけれども、補正予算の扱いについて、

ちょっと不透明な部分がございますので、その成り行きを見守っているところでございます。 

  また、地震等の災害発生後の同報無線や防災フリーメール等の緊急情報の発信につきまし

ては、担当する職員を配備し、緊急情報、災害普及の見込み等の情報提供に当たることとし

ております。 

  ただ、今回におきましては、被害の程度が少なく、ライフラインにかかわる被害も非常に

少なかったために土砂災害警戒情報の同報無線広報をいたしましたけれども、地震緊急情報

としての同報無線、防災フリーメールの情報は発信しておりません。 

  ただ、今回の場合には、初めての経験で防災スタッフの担当が電話応対等に忙殺をされて、

やるべきかどうか、やらなくていいということではなくて、物理的にできなかったというこ

ともございます。したがって、ここはスタッフの配置、役割を含めてしっかり検討をしてま

いりたいと考えております。その際、どのタイミングでどういう内容を出すべきなのか、最

初の地震が起こったという情報が必要なのか、しばらくして被害情報が必要なのか、市民の

皆さんにお渡しするべき情報の中身についても、しっかり検討をしてまいりたいと思ってい

ます。 
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  次に、自主防災組織の状況ですが、今回の地震に対する自主防災組織における活動状況の

検証、災害時要援護者の安否確認や避難支援につきましては、現在、各地区自主防災会長あ

てにアンケート調査を実施し、現在取りまとめているところでございます。 

  確かに自主防災組織によって、活動したところ、ほとんど動かなかったところ、差異があ

るようでございます。自主防災会の防災活動状況及びその際の課題並びに被害の概要等を把

握し、今後の防災施策の参考として、これからしっかり詳細を検討をさせていただきたく思

います。 

  また、災害時要援護者対策につきましては、本年７月に区長、自主防災会長さんに情報の

提供を周知徹底し、緊急時における協力体制をお願いしたところでございます。また、民生

委員さんの協力をいただきまして、個人ごとの支援計画の策定を進めております。 

  続きまして、「建設業と地域の元気回復事業」について、本事業の１次募集の情報をいた

だいたときに、観光協会及び商工会の各事務局に説明、協議をさせていただきました。第１

次の募集期間は３月末から５月末までですが、協議の中で、「ハウスで八百屋」であるとか、

あるいは「道の駅 天城越えに野菜販売所を」などの意見があったようでございますが、い

ろいろな提案などを具体的に集約することができず、また計画を策定するに至りませんでし

た。 

  本事業の応募主体は、ご指摘のとおり建設産業団体を必ず含むこととなっており、第２次

募集期間は９月１日から30日となっておりますし、議員ご指摘のとおり、さまざまな事業分

野にわたり、また事業期間も平成23年２月までの設定となっておりますので、第２次の応募

について、現在関係する機関や市民の皆様、意欲のある方々との協議を進めております。た

だ、９月の２次募集にノミネートできるかどうかについては今不透明な状況でございます。 

  続きまして、子供の医療費助成のさらなる拡充について、これは県知事選挙前に静岡県市

長会として知事候補皆さんに要望をお渡ししました。その中に、第１項目めとして医療費が

市町ごとに差があるのは好ましくない、したがって県で統一をしてほしいという要望を提出

してございます。 

  その結果、現川勝知事が選挙に勝たれ、マニフェストの中にもそのことが指摘されており

ますけれども、９月３日の市長会の席上で回答いただきましたところ、明確なお答えはいた

だけませんでした。その際に知事のほうから、これから検討をするけれども、まず市町が汗

をかいてほしいというようなことを言及されました。だから、その市町が汗をかきなさいと

いう内容が具体的にちょっとはっきりいたしませんので、この市町の負担のあり方というも

のをこれから他の市長さん、町長さんとも相談の上で改めて知事のほうにもお願いをしてま

いりたいと思っております。 

  芝生化につきましては、後ほど教育長さんのほうからお答えいただけると思います。 

  最後に、インフルエンザの件につきまして、今回の新型インフルエンザは感染者の多くが

軽症のまま回復しており、抗インフルエンザ薬が有効であるなど通常の季節性インフルエン
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ザと類似するところが多いとされておりますが、非常に感染力が強く、また免疫を持ってい

る市民、国民がほとんどいなかったためでしょうか、夏期にもかかわらず急速に感染拡大が

続いたのは実情でございます。厚生労働省は全国的に本格的な流行期に入っているとの見解

を示しており、当市内でも夏休み明けに児童生徒の集団感染の懸念がなされていたところで

はございますけれども、危惧していたような広がりは現時点では見えておらない状況で、幸

いにも急速な拡大が当市内では起こっていない。 

  ただし、専門家の中では11月以降、より強度の強いインフルエンザ発生というものが懸念

をされております。しっかり、そのために準備と対策、予防策に怠りなきを期していきたい

と思っています。 

  まず、国・県や医療機関と連携した情報共有や機能的連携体制については、保健所と市町

との打ち合わせ会や保健所、医療機関、消防、警察も交えた打ち合わせ会などたびたび開催

しておりまして、情報共有や連携強化を図っております。 

  ２番目の重症化しやすい高齢者、妊婦、幼児等の高リスク者対策については、現在、健康

相談、健康診断のときなどに新型インフルエンザの注意点の説明や会場入り口への消毒薬の

設置を行っています。 

  ３つ目の介護、福祉施設での集団感染を防ぐ対策については、内容は３点ございまして、

１つ目として、介護、福祉施設において施設ごとに感染症対策マニュアルの作成等、職員へ

の予防対策の周知指導、２つ目として、介護サービス利用者の皆様への予防対策の啓発指導、

３つ目として、高齢者への予防対策は、介護予防事業参加者及び健康相談など、皆様お集ま

りいただく機会に予防対策を周知をさせていただいております。 

  学校現場は教育長さんにお任せいたします。 

  最後に、基本的予防のために、市民、地域、事業所等への啓発につきましては、これまで

に啓発チラシの全世帯への配布やホームページへ随時新しい情報を掲載し、また広報紙への

掲載、回覧板等により、うがいや手洗いの励行、マスクの着用等の啓発活動を行っていると

ころでございます。特に基礎疾患のある方や妊婦、幼児、高齢者を中心に重症化する傾向が

全国的にございますので、こうした方は十分に注意いただく必要がございます。 

  市民の皆様には、栄養と休養を十分にとっていただくなど体調管理を万全にして、うがい、

手洗いなどの基礎的な予防対策に努めていただくようお願いを申し上げるところでございま

す。 

  なお、今回のインフルエンザは非常にインパクトが弱毒性ということで、過度に対応策に

走ることなく、例えば学校で授業が終わるごとに手洗いするというようなことは余り必要が

なく、しっかりとした指先のつめの中までの手洗い等を朝晩ぐらいでいいのではないかとい

うような専門家のご指摘もあります。ただし、この冬以降予期されます、より強度の強いイ

ンフルエンザの対策のために、しっかり体制を整え、可能な限り準備をしてまいりたいと考

えています。 
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○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 私のほうからは、学校、園の防災体制の整備について、最初にお

答えを申し上げます。 

  学校及び園では毎年防災計画、あるいは防災マニュアルを策定しておりまして、その防災

体制の準備をしているところであります。小学校区域において、地域の方々と年に一度連絡

会を持ち、有事に備えているところであります。 

  子供たちが学校、園にいるときに災害が起きた場合は、学校、園内においての災害時の計

画に従って運動場等に避難をすることになっています。その後、保護者への引き渡し計画に

従い、順次、保護者に引き渡しをすることになっています。 

  なお、交通の遮断等、保護者が学校に来られない子供については、保護者が引き取りに来

られるまで責任を持ってお預かりするということになっております。 

  続きまして、校庭や園庭の芝生化についてについてでありますが、芝生化については、園

児のけがの防止、温度上昇の抑制等に有効な手段であるというぐあいに理解をしております。

しかしながら、幼稚園、保育所においては、園児が外遊びをする際、いろいろなラインをグ

ラウンドに引いたり、消したりということが頻繁にあります。このような状況から、園庭全

体を芝生化するということについては現時点では不適当であるかと思っております。また、

遊具の周辺、乳児が遊ぶスペース部分にかかわる芝生化については、安全を確保するという

意味では適当であると考えております。したがいまして、議員ご提案の方法などについて、

今後、調査・研究をしてまいりたいというように思います。 

  鳥取方式というご提案でありますが、若干勉強もいたしました。成長が早い品種である、

あるいは低コストで管理がしやすい等、大変利点のあるところだというぐあいに我々も思っ

ております。ただ、伊豆市においては、かつて修善寺南小学校で芝生化を試みたことがあり

ます。校内の芝委員会等をつくり、水まき、施肥、草取り等を行いました。しかしながら、

芝生の管理、あるいは維持が非常に困難であって、わずか７年間でこの事業が終わりになり

ました。この過去の反省を踏まえて、低コストとはいいながら1,000平方メートル以上の校

地への定植、水まき等を考えると、なかなか難しいものがあるなというぐあいに率直には思

っています。しかしながら、いずれにしろ、ご提案のことについては検討の余地があると思

いますので、今後、調査・研究をしてまいりたいというように思っております。 

  最後に、インフルエンザの問題でありますけれども、８月末から各小学校等において何例

かの発症がありました。現在の予防策としては、うがい、手洗いの励行等、あるいは毎日の

健康観察カードによる体調の管理と把握をしております。また、学校においてアルコール等、

消毒薬やマスクの準備をしているところであります。 

  万一インフルエンザの症状が見られた場合は、無理をして登校、登園することなく、自宅

待機ができるように要請し、爆発的な感染を防ごうと考えております。家族等が感染し、濃
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厚接触者となった場合も、特別な措置として自宅待機を要請し、出席停止の扱いとしている

ところです。 

  教育委員会としては、校医、保健所、こども課、健康増進課、あるいは高等学校等と連携

をとりながら感染の実態を把握するとともに、感染の拡大防止を最優先にしながら取り組ん

でいこうと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問はありますか。 

  杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 再質問させていただきます。 

  まず、防災体制の整備についてですけれども、今回の地震、まず聞かれたのが、多くの人

たちがどういうことが、今どういう状況になっているのかわからないという、そういう声が

たくさん聞かれたわけで、ただいま市長に答弁いただいたように、被害の規模がある程度低

い程度だったから、どこまで情報を伝えていいかということでございましたけれども、やっ

ぱり住民の不安というのは、まず取り払っていく必要があると思うんです。 

  その上で自主防災との連携をスムーズに行いまして、地域の被害の掌握、あるいは被災者

の支援等が必要になってくるんですけれども、まず、その情報の伝達方法なんですけれども、

今回の地震は規模が小さかったものですから、通信機能、電話等がそれほどひどい状況にな

らなかったんですけれども、大規模震災の場合は、携帯電話から含めて一切の電話回線は使

えなくなるということが、これは明らかですので、その場合にいかに地域との連絡を取り合

うかという、このことがしっかりできていないと、せっかく対応マニュアルがあっても、そ

れが機能できないもので、まず最悪の場合の連絡体制、それをどのようにお考えか、お聞き

します。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まさに、そこはこの広い伊豆市の中で、またかつてのように農協の有

線システムがなくなった中で、どのように正確に、しかも速やかに市民の皆さんに情報提供

しようか非常に苦しいところです。そこで先ほど申し上げましたように、最初は若い方から

中心になるかもしれませんけれども、メールでの一斉発信は有効であろうと。今回、私自身

も、正直な話、10時ごろまで試してみたんですが、携帯電話はほとんど通じず、ただメール

はずっと通じていたと思います。したがいまして、一斉配信で、そこの受信された方から家

族に、あるいは近所に伝えていただく、そこが一つ有効なんだろうなという気がしておりま

す。 

  同報無線につきましては、既にシステムとしてあるんですが、今回のように地震の後でも

聞こえなかった、理解できなかったようなご指摘もあり、どのようにこれから使っていくべ

きか、それから同報無線のこれからデジタル化等もございますので、一体その巨額の数十億
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円のお金をかけて、どこまで本当に効果があるんだろうかということを検討していきたいと

思っています。 

  もう一つは、今ちょっと別の事業体で検討しているんですが、何とかローカルラジオ放送

局ができないかとか、他の市町にありますようなコミュニティ放送がないものですから、あ

れは一方通行になるんですけれども、かなり正確に速く情報提供できるんですが、テレビ局

は無理でも、何とかラジオはできないかなと考えてはおるところですけれども、これは市が

事業主体にはなれませんので、いろいろな組み合わせの中で、多分、例えば同報無線とメー

ルとかですが、組み合わせの中でやっていくしか実行の可能性がないのではないかと考えて

いるところございます。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） メールは確かに確実に使えるということですので、対応を広く普及し

ていっていただきたいと思います。これ、なかなかなれるまでが大変なんですけれども、な

れてしまうと、かなりやっていますので、皆さん、対応できるようになると思います。 

  それから、無線機、消防団員が役によって違うんですけれども、持っておられる方が─

以前は各地区にほとんど１台ぐらいあったんですけれども、それだと相互に通信が情報交換

できるものでいいかと思ったんですけれども、今、消防団員の減少で地区に消防団員がいな

いところもあるもので、それがちょっとあれかなと思うんですけれども、今ちょっと、その

現状がわかりましたらお願いします。 

  それから、同報無線なんですけれども、確かに屋外のは大雨のときは聞こえないのは事実

ですので、戸別の受信機というのは必要だとは思うんですけれども、なかなか今からという

ことは、それは難しいと思うんですけれども、１つには、市長も言われましたＦＭラジオと

いうか、そういうものなんですけれども、これは緊急告知のＦＭラジオというのがあって、

行政から発信をすると自動的に電源が入るというのがあるそうなんです。 

  それを取り入れているところもありましたので、ちょっとお伝えしたいと思うんですけれ

ども、これは兵庫県の伊丹市いうところで、この緊急通信のＦＭラジオを各自治会長さんと

か、あるいは要援護者の方とか、そういう情報弱者というか、メールも使えないというよう

な、そういう方に貸与、お貸しして、緊急時の情報を円滑かつ正確に行政のほうから流すと

いうシステムを取り入れている自治体もありますので、こういったものも検討したらいかが

かと思うんです。 

  また、伊東市では、たしか防災戸別受信というかラジオか、どちらかちょっとはっきりわ

からないんですけれども、有料で希望者に各戸に配布をしたというようなことも聞いており

ますので、このようなラジオシステムというか、こういうものも検討の価値があるかなと思

います。 

  それから、あと自主防災の地域によって非常に対応に差があるというのは、これは私も伺

うところですけれども、やっぱり区長さん１人だと、区長さんの仕事の関係もあるし、なか
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なか重荷じゃないかなということを感じております。それで地区ごとに区長を補完するよう

な仕組み、これを行政でできないものかと考えているんですけれども、最初に質問いたしま

した職員の配置なんですけれども、各地区にほとんど市役所職員が在住していると思うんで

すけれども、そういう方に地域担当をしていただいて、地域の情報、あるいは自主防災の手

助けというか、行政との連絡役を補っていただけるようなシステム、それができないかと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

  あと防災士という一つの資格もあるそうですので、そういった研修などはできないかなと

も思います。そういう点、確かに行政だけでは、すべての災害に対応することはできないと

いうことは十分承知しておりますけれども、やっぱり自治会だけでも、それぞれの自治会で

無理なところもありますので、それを何とか補完するようなシステムをつくって、自治会の

状況の厳しいところでも住民が安心できるようなシステムを行政として取り入れていただき

たいと思うんですけれども、今の通信手段、それから職員の各地域ごとの配置とか、そうい

うことはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 同報無線の戸別受信機、あるいは防災を主たる目的としたＦＭ受信機

の必要な方々への配布等は、ぜひ考えさせていただきたいと思います。 

  ただ、問題は、今回自分で何を情報発信するかというところが、まずそもそも非常に難し

かったんですね。今回５強を超えておりましたので、自動的に陸上自衛隊の飛行機を２機発

進しました。台風が通過しているときだったものですから、２機とも途中で帰ってしまった

んですね。昼ごろまでに私に入った情報では、大規模ながけ崩れはないという状況だったん

です。ただ、午後になって出歩く余裕ができて、土肥支所で県警のヘリの写真を見て初めて

小土肥地区、それから小下田地区で海に面したがけが四、五カ所がけ崩れがあったのがよう

やくわかったんですね。それが海岸で人が住んでいないところでしたから、それが内陸部で

起これば現状把握までに数時間かかっていたことになるんだろうと思います。 

  したがって、どのような状況で、どのような情報収集が自分でできるか、そのためのツー

ルが自分にあるのかということも含めて、最終的に市民の皆さんにちゃんと正しい情報が届

くシステムまで総合的にぜひ検討させていただきたいと思います。議員ご指摘のことは、ぜ

ひ前向きに検討させていただきたいと思います。 

  自主防災組織につきましても、大変地域状況によって差があるようでございまして、これ

は私は未確認情報ですから、あれですが、市内では修善寺の皆さんが非常に訓練とか準備が

進んでいるやに聞いております。また、これも仄聞したところでございますけれども、沼津

市の原地区というところは、非常にこういった活動がふだんからしっかり行われていると聞

いております。 

  そのような地区の現状とか、やっていることも拝見し、やはりうまくいっているところは
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素直に勉強させていただきながら、これからどのような体制をとり、どのような準備を、あ

るいは訓練を進めさせていただくのか、もし防災士とか─現在でも防災指導員の皆さんに

対する研修は年に１回やっているんですが、どのような内容にしていくべきかも含めて、少

しこれは内容を検討をさせていただきたいと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 続きまして、災害時の要援護者なんですけれども、一応市のほうでは

避難支援計画が策定済み、そして名簿の整備を進めている、そして個別計画も進めていると

いうことなんですけれども、名簿の作成状況、これはどの程度いっているでしょうか。名簿

がしっかり整わない分には戸別計画もできないものですから、その辺お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 要援護者の名簿の整備状況でございますが、民生委員会にお

願いしてございまして、民生委員が各地区を持っている中で、それぞれの方と接触をされて、

中には登録しなくていいという方もございますので、これは登録しない、されど状況は把握

しているという状況で、ほとんどが整備されていると認識しております。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） ほとんど整備されているということですから、問題はないと思います

けれども、こちらから手挙げ方式だと参加してくれる方が限られているということなもので

すから、地域によっては全対象者に郵送で直接、必要ないと思う人だけ断ってくださいとい

う、断らなければ全部名簿に載せますよということをやっている自治体もあるそうですので、

そういう方法だと、かなりの数で要援護者を掌握できると思います。 

  伊豆市の場合は、ほとんど掌握されているということでよろしいですね。わかりました。 

  あと、そういった方たちの安否確認とか避難支援に、今度、自主防災、あるいは民生委員

さんがかかわってくるわけですけれども、そういう方たちへの情報提供、これは当然、災害

時には提供されると思いますけれども、その辺のところもしっかり実際にそれが機能するよ

うに、しっかり整備していただきたいと思います。 

  あと保育園なんですけれども、学校のほうからは保護者への連絡ということでいただきま

した。これ、保育園、学校、両方を含めて回答をいただきたいんですけれども、最初に言い

ましたように、電話が通じない状況でどのように保護者に連絡をするように考えているか、

最後にそれをお願いします。保育園、学校、両方です。 

○議長（飯田宣夫君） じゃ、初めに教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 先ほど来から連絡、あるいは伝達方法がなかなか難しいというこ

とで学校のほうでも苦慮しているところです。現状では、もし地震があって学校でとめ置く

場合は、とりあえずは電話連絡網はありますので実施はする予定でありますけれども、特段

今考えているところはありません。まず安全を考えていくということをしているところです。 
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○議長（飯田宣夫君） 次に、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 幼稚園、保育園の関係でございますが、やはり学校と同じ体

制で考えております。連絡網がございまして、普通、電話が通じれば、次から次へと連絡が

行くという形になるでしょうけれども、議員ご指摘のとおり、電話が主になりますので、そ

れがない場合どうするのかと。先ほど市長が申しましたように、メールのまず方法があるの

かなということ。それから、一般的に同報無線等を使わせていただきまして、学校もそうで

しょうし、幼稚園、保育園、保護者にも、そういう引き取りの関係の連絡をしていきたいな

と思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） ５回過ぎましたので質問はできませんけれども、その辺のところをし

っかり整備していただかないと実際の場合に混乱しますので、お願いしたいと思います。 

  メールの配信については、学校の災害時だけではなくて、日常の連絡にも使えるような方

法も採用しているところがありますので、前にも質問させていただいたんですけれども、い

ろいろな問題があるということだったんですけれども、セキュリティーとかそういうことは

かなり今安全になっていますので、保護者あてのメール配信だと、学校から、これからいろ

いろな行事の予定とか、あるいは不審者情報であるとか、そういうものが配信できるような

システムがありますので検討されたらいかがかなと思います。 

  次に、建設業と地域の元気回復事業について伺いますけれども、かなり実情を聞いてみま

すと、これ、具体的に集約して申請するところまでいかないというのが実情のようでござい

ます。ただ、これは、やっぱりこういう通達が来た場合に、素早く動かないと、なかなか締

め切り期間が、特に今回は緊急経済対策の中で出されたものですから、応募期間が短いとい

うことでなかなか具体的に話し合いが進まなかったと思うんですけれども、いろいろお話を

伺っていますと、どうも行政の取り組みがいま一歩積極的でないというか、何をしていいか

わからないというような業者とか観光協会、あるいは商工会の意見もございますので、やっ

ぱりこういう情報が入ったら素早くしっかり整えていただいて、行政として関係者に流して

いただきたいと思うんですけれども、今回の場合はどんな状況でそれらの関連する方たちに

情報を提供されたでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 今回の場合、第１回の応募につきましては、商工会のほう

にお話をしました。商工会のほうから自分らもちょっと聞いたわけでございますが、その業

務の中で役員会、初めは事務局が聞きまして、青年部のほうで検討をいたしました。市長報

告のとおり２件ほどありましたが、なかなか応募という段階には至らなかったという点でご

ざいます。 

  今回、第２次募集につきましても、情報を商工会の青年部のほうは持っております。建設
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業者の方々と協議した中で、現在の情報ですと第２次募集は40件、それに二百数件の応募が

あるといった中で、まだまだちょっと具体的な事業として応募するという段階には至ってい

ない状況でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 建設業も含め地域の産業が衰退している中ですので、たとえ緊急の政

府の予算だといっても、やっぱりこれらをふだん活用しているところもありますので、ぜひ

積極的にこれからのいろいろな事業に対して前向きに、これらが活用できるような取り組み

をしていただきたいと思います。 

  次に、子供の医療費の助成の拡大ですけれども、せっかく、先ほども述べましたように、

伊豆市で拡大を小学校６年生までと対象者を拡大していただいたんですけれども、既に西伊

豆町で10月から中学３年生まで無料化するということで、よくお話を伺ってみますと、西伊

豆町は子供の数が少ないから、それほどの財政負担ではないというような話も聞こえてくる

わけですけれども、伊豆市としては、県の明確な回答がない中で、希望というか目標という

か、いろいろシミュレーションをしていただいたんですけれども、いろいろなやり方がある

と思うんですけれども、まずは完全無料化、あるいは対象年齢の拡大、それを今度は中学３

年生なんですけれども、そういった市長自身のお考えを伺いたいんですけれども。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ことしの４月から、今まで未就学児であったものを小学校６年生まで

子供の医療費助成を500円までにした結果、4,200万円の予算が必要となりました。この500

円を無料にすることによって、さらに5,200万円が必要になります。5,200万円というのは、

おおよそ市内のすべてのバスに対する補助金であるとか、天城温泉会館に対するこれまでの

補助金の額に相当するもので、つけたいのはやまやまですが、すぐにこれも頑張りますとい

う財政力は残念ながら、ない。それは、全くそれをやらないということではなくて、今子育

て世代の親御さんにとって、ここが一番必要なのか。 

  私は来年４月から小学校、中学校の通学費を無料化にしたいということで今教育委員会に

お願いしているんですが、いろいろな方の話を伺うと、高校生の通学費の負担が物すごく大

きいんですね。これは修善寺の駅の横の方と遠い方とは、この周辺の方とは違いますから、

全部の皆さんということではなくて、特定の地域になるんですが、したがって伊豆市の中で

安心して子育てをするためには、一体どこの負担が重たいのか、どこをまず軽減してあげた

らいいのかということを今研究しているところでございます。 

  したがって、これは全くやらないということではなくて、どの優先順位でやっていくのが

いいのかについて少し時間をいただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 市長のお考えもわかります。確かに子育て支援というのは一つだけで
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はなくて、いろいろな面から支援していくということで、今言われていますような、お金を

与えるだけというのは本当の子育て支援ではないと思います。やはり出産から教育まで、す

べて含めて、いろいろな状況に応じて援助していく、それが必要だと思います。 

  そういった意味で、子供の医療費なんですけれども、小学校６年生まで拡大して、受診者

がふえた、ほぼ倍ぐらいの受診者になったということが言われていますけれども、それはや

はり不要受診がふえるということは言われていたんですけれども、私はそれは必要に迫られ

て、今まで病院へ行きたくても行けなかった親たちが安心して病院へ連れていけるようにな

ったんではないかというふうにとらえております。 

  事実、夜間子供がぐあい悪くなっても、本当に若い方たちですと、給料日前、家にお金が

本当に幾らもないといった状況があるそうで、１回夜間救急に駆け込むと、やっぱり万単位

のお金が必要になるということで、非常に受診を抑制していたという声もありますので、今

回小学校６年生まで１回ワンコイン、500円玉握りしめて病院へ行けるんだということで非

常に喜びの声が広がっております。そういった意味で、病弱な子を持つ親というのは、これ

は本当に深刻な問題だと思います。 

  ですから、中学３年生まで確かにお金はかかるんですけれども、市の状況を見てみますと、

小学校６年生まで今の制度を拡大して、ほぼ6,300万の予算。中３まで拡大すると、これ、

シミュレーションなんですけれども、6,500万ということなんですけれども、ちょっと私の

見方が違うかもしれないですけれども、それほど中学生になると医療費もかからないという

ことなんですね。ですから、近隣と比較するわけではないですけれども、親御さんたちは本

当に比較しています。伊豆の国市はいいなという声をたびたび聞くわけですので、効果とし

て、本当にソフトの面で子育て支援するという心が伝わるんではないかと思いますので、何

とか積極的に考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

  それから、県の制度なんですけれども、これは県会のほうの６月議会のを見させていただ

きました。公明党の蓮池章平議員が質問していまして、市町によってやっぱり財政力が違う

から、財政力の豊かなところでは中学３年生まで今無料化していますと。そういうところに

県が一律に支援するということは、豊かなところには、さらなる財政支援になる。そして、

財政力の低いところは財政圧迫になるということで、県で一律に支援するというのはいかが

なものか。 

  やっぱり財政力に応じた支援が必要ではないかということを訴えていましたけれども、県

のほうも、昨日県の担当者に電話で伺いましたところ、確かに川勝知事が公約でうたってい

たものですから、実現はしたいと。無料化、あるいは中学３年生まで、それを具体的には言

えません。でも、それを進めたいという県の意向はありますということですので、ぜひ県の

ほうとさらに話し合いをしていただいて、先ほど市長が伺いましたところで、余り明確な県

のほうの前向きな答弁がなかったようなんですけれども、県として、それをやっていく意志

は私は直接聞いていますので、ぜひ県との協議も進めていただいて、この医療費助成の拡大
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を進めていっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 県内23の市町さんがどういう意向かというのは、それぞれ多少違うか

と思うんですが、私は県が全額やってくれるということではなくて、県という範囲内で一律

にして、そして市町の財政力に応じて、しかるべき負担金を出したらいいんではないかとお

願いしているんですね。ですから、できればそのような方向で、市町の全く負担ゼロという

ことではなくて、そのような形でなるべく早く県との実質的な意見交換ができればと思って

います。鋭意進めさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） じゃ、次の校庭、園庭の芝生化に入らせていただきます。 

  教育長、試験的にやってみたいというような意向だと伺ったんですけれども、確かに教育

長が言われましたように、後の管理、これに問題があるということは言われています。ただ

単に保護者、あるいは地域に負担をかけるということでは、これは長続きしないと思います。

これはやはり今実際にやって成功しているところでありますけれども、負担に感じさせない

ような、地域、あるいは私の子供が行っている学校を私たちの手で守るんだというような、

その連携を生む大きな力になっているというところが成功しているところであると言われて

います。 

  ここに芝生化を行った学校のアンケート調査が幾つかあるんですけれども、芝生化をやっ

て、子供が非常に生き生きと外遊びをするようになった、はだしでも遊び回れる。それで実

際に、これは記録も上がっている。50メートル走の記録が上がっているという、今まで全力

で走っていたようだけれども、やはりどこか転ぶと怖いという意識が働いて全力を出せなか

ったんではないかというようなことも言われています。 

  あと問題になっている保護者の方の負担というか、そういうことなんですけれども、それ

も成功しているところでは、うまく地域コミュニケーションを醸成させる手段として、この

芝生化をきっかけにして学校に参加するようになっていたということがありますので、こう

いった面もぜひ積極的にとらえていただいて、負担をかけるというんではなくて、何度も言

うようになりますけれども、これを学校、地域、保護者のコミュニケーションの場にしてい

ただくというようなことで、ぜひ、全部とは言いませんけれども、伊豆市でも進めていって

いただきたいと思います。 

  次に、新型インフルエンザ対策ですけれども、今言われているのは、感染が急激に拡大し

たときに病院の受け入れがパンクしてしまうということが言われているんですけれども、そ

のためにも感染を防ぐ対策を今とっていただいているようなことを徹底していただく必要が

あると思うんですけれども、余り安心して─毒性は少ない、重症化する率が低いというこ

とでは、やっぱり行政としての危機管理が不十分だということもいえますので、高リスク者、
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妊婦さん、あるいは持病を持っている方、特に腎臓病ですか、透析患者さん、そういう人た

ちは非常に危険が、重篤になる心配があるということなので、行政としてどこまでそれがで

きるかということはわからないんですけれども、病院からのそういう情報を行政として市民

に伝える、これは必要があると思いますので、今、行政から市民に伝えられている情報とい

うのは、回覧で、うちのほうはおそいかもしれないですけれども、先日回ってきました。 

  あと、これが感染がまた広がって本格的な流行が始まったよということが言われた後で、

行政からどういうふうな方法で市民にそれが伝達されていますでしょうか。実際、今のとこ

ろ。ちょっとお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 感染が拡大した場合の取り扱いでございますが、市でも豚イ

ンフルエンザの行動計画も現在策定中で、ほぼでき上がっている中で、その位置づけもして

取り組んでまいりますが、やはりホームページ、それから回覧、それから状況によったら同

報無線なんかも活用させていただいて、状況の伝達、また皆さんに拡大防止のお願いをして

まいりたいということで思っております。 

  それから、先ほど議員おっしゃいました透析患者について、または妊婦さんについてご留

意をというお話でございますけれども、これにつきましては、先ほど市長が答弁したとおり、

それぞれの機会をとらえて、その方たちには重症化しないようにというお話をしているとい

う状況でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 今、市内で何人の方が感染されているか掌握されていますか。 

○議長（飯田宣夫君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 昨日までの状況でございますが、一般市民の方の情報は入っ

てございません。ただ、これは県の取り扱いの中で、10名以上の従業員がいる中で１週間の

うちに２人以上感染者が出た場合には報告義務が保健所にございますので、そういったもの

につきましては公表が県のほうからされると。したがいまして、そのルールが一般の市民に

はございませんので、その情報は当方には入ってございません。 

  ただ、つかんでいる情報といたしましては、小中学校、それから幼稚園、保育園の施設の

関係でございますが、昨日の状況ですと、小中については感染者ゼロ、それから１保育園に

おきまして２人の方が感染しているという状況がございます。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 最後になろうかと思うんですけれども、今はまだ確かに感染の広がり

が余り見られないということなんですけれども、非常に感染力が強いということは確かです

ので、昨日病院へ行かれた方に伺いますと、一家で１人感染すれば、ほぼその家族は感染す

ると考えてくださいということで、予防的に治療薬を配布している病院もあるそうです。で
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すから、やっぱり感染はこれから広がるということは十分に想定した上で対策をとっていた

だきたいと思います。 

  もうこれ以上広がらなければいいんですけれども、その場合、急激に広がり始めた場合に

は、やっぱり回覧とか文書通知じゃ間に合わないもので、自分はこういう住民に、確かに文

書もいいんですけれども、今そういう危ない状況にあるというのは、むやみに心配させる必

要はないんですけれども、同報か何かで手洗い励行とかマスクの着用とかは呼びかけてもい

いと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） やはり拡大ということの状況がわかるというか、ございます

れば、そのような早急に皆さんにお願いをしていく方法、これを検討してまいりたいと思っ

ております。 

  当然ながら医療機関にかかると思いますので、医療機関でも、そういう方には当然感染の

拡大、移さないようにというふうなことのご指導もされると思いますが、いずれにしても早

急に皆さんにご留意を願うような方法を検討してまいりたいと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） これで杉山誠議員の質問を終了します。 

 

◇ 森 島 吉 文 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、４番、森島吉文議員。 

〔４番 森島吉文君登壇〕 

○４番（森島吉文君） ４番、森島吉文です。 

  ２点ほど市長に伺いたいと思います。 

  １番目、平成20年度伊豆市入札結果の内容について。 

  平成20年度は発注件数171件、落札金額15億6,000万ほどでした。伊豆市内業者が参加でき

る入札は96件、うち86件を市内の業者が落札しました。総金額は８億9,000万ほどでした。

その請負金額の内訳を見ると、地域別格差、ランク別格差が少しですが、あるような気がし

ます。建築、土木合わせての金額は６億2,000万です。土肥地域は、その６％、天城が９％

という状況です。ランク別では、Ｃ、Ｄの業者に仕事は回らず、20社ほど受注が皆無の状態

でした。 

  このほかに伊豆市内に下請業者として240社ほどが存在します。この人たちは市からの直

接請負の機会がほとんどありません。もう少し目線を下げると、この人たちの存在が見えて

くると思います。地域別にもランク別にも、なるべく等分布に工事を計画し、分離発注、随

意契約をふやし、市内業者に発注するなど何か対応できるものがありましたら伺います。 

  ２番目、伊豆市発注の新八幡貯水池構築工事について。 

  この工事は、株式会社Ｍが平成20年６月10日に予定価格２億6,472万を２億2,100万で、落
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札率80％で落札しました。既に本年３月10日に完成となっています。市内業者も下請業者と

して工事に参加、完成を目指し尽力したことと思います。 

  以前、下請負代金が未払いだとの声を聞きましたが、最近また同じ声を聞きました。伊豆

市内の業者数社に2,000万前後の未払金があるそうです。市の発注の工事でもあり、早急の

解決を願うものですが、市としての対応策はあるのか伺います。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの森島議員の質問に対し、答弁を願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

  市の発注工事を市内業者に均等に割り付け、市内業者の育成を図られたいという議員の考

え方、全く私はそのとおりだろうと考えております。しかしながら、市の発注工事も厳しい

財政状況の中で年々縮小しております。工事内容にもよりますが、可能な限り、工事を分離

発注し、緊急工事以外は各工事費をなるべく下げていただく努力をする等により工事箇所を

ふやすことも考えられます。１件の発注額は、その際少額のものとなりますけれども、工事

や修繕箇所のなるべく近くの地域に所在する市内事業者さんを選定して発注するよう促して

いるところでございます。 

  なお、平成20年度の工事の地域別格差で、修善寺、中伊豆地区に集中したことは、天城北

道路や県道天城湯ヶ島線などの国・県の整備に関する市の附帯工事、火葬場建設、独鈷の湯

などの災害工事など一定の地区にまとまったためと考えております。 

  ランク別格差につきましては、県からの補助金の配分による事業や合併交付金、あるいは

合併特例債の対象事業、さらに災害などの大規模工事が集中したものと考えております。 

  市内事業者の皆さんに直接請負の機会をとのことですが、伊豆市が発注する入札に参加す

るためには、競争入札参加申請に基づき作成される指名業者登録簿に記載されていなければ

なりません。平成20年度に伊豆市内の事業者で申請があり、登録された事業者は、建設業関

係で71事業者、その他の業種で61の業者さんでございました。市では、その他の事業者さん、

特に零細企業の事業者の皆さんにも市の仕事をしていただけるように、市内建設工事等事業

者の一覧表を作成して、発注担当部署の職員のだれもが利用できるようにしております。 

  なお、20年度実績はまだ整理されておらないのですが、平成19年度に発注された小規模修

繕工事等の実績は、小規模修繕に該当するものの総数が1,585件、金額で約２億5,700万円と

なっています。そのうち指名参加申請のない市内事業者さんがやっていただいたものは92事

業者、395件、約1,900万円となっております。 

  続いて、新八幡貯水池築造工事について、その未払金の問題でございますが、この工事は

平成20年度事業として伊豆市水道事業が発注した新配水池の建設工事でございます。当初よ

り下請業者が見つからず、着工がおくれましたけれども、竣工のほうはおおむね予定どおり

なされました。その後、下請の企業の皆さんへの支払いがおくれているとの報告がありまし
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た。企業間の問題であることから安易に市が介入することはできませんが、担当する課長に、

支払いについて、できる範囲で受注をされた業者さんを指導するよう指示したところでござ

います。 

  また、法的措置となると、下請代金支払遅延等防止法があり、公正取引委員会に届け出る

という方法があります。近傍では、財団法人しずおか産業創造機構がその取扱窓口となって

います。 

  なお、今回の入札方法は制限付き一般競争入札でございまして、一定の要件が整えば、ど

のような企業も参加できるものですが、今後は参加条件、制限の仕方について、もう少し検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  森島議員。 

○４番（森島吉文君） 今、分離発注工事をふやすと、等分布に計画をしたいと答弁いただき

ましたけれども、随意契約ですね。随契というのは即悪いという、世間では市民の皆さんは

思っていると思いますけれども、その中でも不落随契と特命随契、少額随契というのがあり

ますけれども、不落随契というのは競争入札をやって不落の場合に随契へ移行すると。それ

は仕方のないこと。 

  特命随契というのは、やはり特許、パテント、特異な技術を持っている人、それであと法

令で決まっているとか、土肥の下水の６億200万ですか、あれらは法で守られていると。そ

して公募しても公募がないと。災害時とか、それぞれ特命随契があると思うんですけれども、

注意点は、やはり競争性がないために値段が高どまりするという、そういう欠点があります。

一般競争入札でも落札率が高どまりしているということは、要するに競争力がないともいえ

ると思います。それと見積書を本人からとるために、やはり業者に価格操作がされやすいと、

そういう欠点。これらは平成18年度ですか、法令改正、見直しが行われまして、必ず公募を

行うこととされています。 

  少額随契というのは、私が先ほど言った、この少額随契を指すもので、予定価格が130万

円以下ですか。県では250万以下だと思いますけれども、特徴は、やはり少額随契は小規模

事業者を救うと、そういうことが書いてあります。そして、中小企業対策として好ましいと。

そういういいところがあるわけですけれども、反面、平成18年度に改正されましたように、

高度な透明性と競争力を保てということを要求されています。これらの透明性と競争力を持

って随契をふやしていただきまして、法令上でやってもよい随契はどんどん計画して、小規

模事業者を救っていただきたいと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 非常に難しいというのは、何が難しいかというと、片一方が正しくて、

片一方が間違っていれば非常に簡単なんですね。正しいほうをやればいい。このような問題
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は、１つは、まず市の財政をなるべく負担を軽くしなさい。つまり、どんどん競争をさせて、

なるべく安い価格で受注をさせなさいという市民の皆さんのニーズがある。もう一つは、市

内の事業者さんをちゃんと守りなさいというニーズがあるわけですね。これは両方とも正し

いわけ。両方とも、市民の皆さんとしては、なるべく市は負担を軽くしなさい、なるべく市

内の業者を守りなさい。この中で１つには、どちらを選択するかということは主権者の皆さ

んが判断することですから、本当は議会の皆さんにも一定の意思表明をしていただきたいと

思うんですが、我々は行政として責任がございますので、一定の法律の枠の中で機動的にや

るという責任はあろうかと思っています。 

  したがいまして、私が市長になってからは、分離発注できるものは、そして、それによっ

て市内の事業者さんが請け負える事業であれば、なるべく分離発注すべきだろうと思います

し、地域制限も、それから、なるべくこれからは─うちは３つの支所長が権限を持ってお

りませんが、これからどのように機動的に地区の皆さんのニーズにこたえるため、あるいは

小規模の災害対策に速やかに対応するためにやっていくかについては、その仕組みを含めて

来年度からもう少し迅速に対応できるように今考えております。その中で、また皆さんから

の議会のご要望とか、地区の皆さんからのご要望も承って成案を得ていきたいと考えていま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員。 

○４番（森島吉文君） 余談ですけれども、随契の権威である、この間、森議員と話をして、

随契をどんどんやってもらいたいということを言ったら、1,000万ぐらいまでいいだろうと

いう心の大きなお答えをいただきましたけれども、ご指導いただきましたけれども、余談で

はありますけれども。 

  そして、伊豆市では、ランク別の請負金額は決まっていますけれども、沼津市では、例を

とりますと、例えば、それはＡはＡの金額、ＢはＢの金額、ＣはＣ、ＤはＤと、その不可侵

条約というんですかね。違うランクの人は入らないという、完全に分けてあるわけですけれ

ども、伊豆市ではＡランクがＤランクの500万まで請負金額が迫っていると。これらがＣ、

Ｄランクの人たちが仕事が薄くなるという１つの遠因ではないかと思いますけれども、地域

性もありますけれども、せめてＡはＢまでとか、ＢはＣまでとかというランクで、ランク分

けといいますか、領域というのをしてはと思いますけれども、これについてはいかがでしょ

うか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） その問題も昨年来たびたび耳にはしております。全体としての事業費

が少なくなってもおりますので、上が下に、あるいは大都市圏から地方に流れ、その結果、

こちらのＡランクさんが押され、そしてＢランクさんが押される。したがいまして、構造そ

のものは日本全体としての事業費がこのまま確保されるのか、あるいは減り続けるのか、そ
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こは、今、市でできることは当然あろうかと思いますが、その全体の構造が変わるかどうか

については、新しい政権とそれから新しい知事が公共事業をどのようなふうに考えておられ

るのか、地方の国土開発をどのように考えておられるかによって相当程度影響が出てくるだ

ろうと思っています。 

  市の中では一定のルールに基づいて今ランク性をやっておりますので、全く見直さないわ

けではございませんし、運用の部分でもう少し柔軟にできるかなと思うところもございます

けれども、結局小さなパイの中の取り合いになってしまうところで、先ほど前の議員のご質

問にあったように、新しい産業のほうに建設業の方も出ていくようなことも考えないと、今

ある建設事業だけのパイの配分では、ちょっと未来にわたって、将来にわたって、その産業

者として存続していくのでは難しいのではないかという危惧も持っております。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員。 

○４番（森島吉文君） 地域性、ランク別、分離発注、随意契約をバランスよく計画していた

だきまして、中小企業を助けていただきたいと思います。 

  ２番目です。民民の問題だからなかなか難しいという、対応がなかなかできないという答

弁ですけれども、市とその業者との間で契約を結んだわけですけれども、その中で契約約款

というのがありますけれども、その中には、総則の中で日本国の法律を厳守し、契約を履行

すると、完成するまでには、こういうことを守りなさいと。 

  建設業法では、下請負代金の支払いという基本的な部分があります。元請負人には工事完

成後における支払いを受けたときは、下請負人に対し、当該支払いを受けた日から１カ月以

内に、かつできる限り短い時間内に支払いしなさいと。元請負人は、前払い金─今度は前

払い金ですね。支払いを受けたときには、下請負人に前払い金、それも払いなさいと。 

  それで伊豆市の契約事務規則ですか、その中には、こういうことをして不祥事をした場合

には、該当すると認められる者をその事実があった日から２年間、競争入札に参加させない

と。ある程度契約のときから終わって支払いの済むまでは、市としても、このような中を見

ると、下請負人名簿を出しなさい、支払い内訳を出しなさいという、その管理する立場にあ

るわけですね。 

  だから、伊豆市も民民の問題だとは一概には言えないと自分で思うわけですけれども、そ

れで入札ボンド制度というのがありますけれども、入札して契約に入るまで、その間にドタ

キャンですか、土壇場でキャンセルがあった場合に、物すごい工事が大きい場合には市民に

影響を与えるわけで、損害を与えるわけですけれども、これらは経営審査ですか、指名業者、

一般競争で来た場合に審査するわけですけれども、こういう遠くから来ている、わけのわか

らないと言ったら失礼ですけれども、遠くから来た場合には、経営審査とか、そういうもの

で書類上審査をするわけですけれども、それらを入札ボンド制度というのは、その取引して

いる銀行に担保を負わせるわけですね、損失の担保を。ですから、公共の書類上の審査だけ

でなくて、民間の情報が入るということですね。 
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  要するに銀行がこの会社はだめだと思ったら、粉飾決算でもやって、わからなくしている

場合には、銀行がちゃんと見た場合には、銀行のほうから情報が入る。その入札ボンド制度

というのがあります。 

  そして、これは再発のために、下請代金の保全のため支払ボンド制度の確立、入札ボンド

制度の確立と。支払いボンド制度というのは、やはり支払いが完結するまで担保をとってお

くと。そして、支払いが完結したら、その担保を返してやるという、両方の入札ボンドと支

払いボンドという、最初と最後にそういう制度がありますけれども、それとあと駆け込みホ

ットラインですかね。 

  建設課でも、管理する課に駆け込みのホットライン、お金をもらえないとか、なかなかト

ラブルがあるとか、安全も守らないとか、いろいろな見積もりも安くて、もうどうしようも

ないとか、そんなものがありますけれども、入札ボンド制度と支払いボンド制度、そして駆

け込みのホットラインなど設置ということですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、当初の民民だからといって市の責任もあるのではないかという

ところは、全体として入っていくのは難しいだろうと思うんですね。元請と下請さんは、や

はりそこでの契約関係があるわけですから、それは通常の売買と同じで、仕事をする、代金

を支払う、それはもうそのとおりやっていただかなければいけないわけで、そのような市が

元請に発注した、そこは公共工事ですけれども、その中の純粋な民間の経済対策に対して行

政側が詳細にわたり指導していくというのは、あるいは立ち入っていくというのは、やはり

限界があるんだろうと思います。 

  その際、やはり大規模工事、特に市内の事業者さんではできない技術、できない規模の工

事を発注するときに、どの程度市側に事業者さんを審査する能力があるのか。これは物すご

い技術力のある職員を採用すればいいんですけれども、本当に数十年に一回の事業のために、

そのような能力がある人間を雇うこともできませんし、ある程度コンサルなり、信用会社な

りに、もう問い合わせる以外に現時点ではちょっとないんだろうと思うんですね。 

  ですから、先ほど契約の仕方について考えていきたいと、発注の仕方についてですね。こ

れは市として、企業の内容について、どのような手段で我々は事前に審査できるのかという

ことについては、まだ改善策があるのかもしれません。 

  なお、入札ボンド、支払いボンドについては私は詳細を承知しておりませんので、建設部

長から答弁をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 入札ボンド、支払いボンドにつきましては、私もまだ勉強してお

りません。名前は聞いております。これはアメリカのほうの方式だそうです。詳細につきま

しては契約担当のときにちょっと読んだぐらいで、詳しいことはわかりませんので、これは
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勉強させていただきます。 

  それから、もう一つつけ加えさせていただきたいんですけれども、経営状況の審査ですけ

れども、これは経営事項の審査につきましては、指名競争業者の申し込みのときに、県のほ

うで経営事項を審査してございまして、それを市のほうでは使わさせていただいているよう

な状況でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員。 

○４番（森島吉文君） 民民のほうでなかなか立ち入りができないということですけれども、

一応この辺の契約の約款から先ほど読み上げましたけれども、市のほうでも十分、間にチェ

ックする項目があったと思いますけれども、その辺を目を光らしてやっていただきたいと思

います。 

  そして、あと一つ、これらの処分というんですか、処分というのは考えているでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 今回の場合については、先ほど言いました今後の入札不参加とか、

そういう点については考えてはおりません。 

  いずれにせよ、検査体制といいますか、その辺のところの見直し強化というのは必要かと

は思っておりますけれども、今回のケースはそういうケースではないのかなというふうには

思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員。 

○４番（森島吉文君） 契約の事務規則とか、そういうことで処分は決まっているわけですか

ら、処分を考えていないなんて言わないで、こういう不祥事があった場合には、どんどんと

向こうの会社へと、じゃ、指名停止しますよと。向こうの会社も公共工事はあちこちでやっ

ているそうですけれども、そういう圧力を、こういう悪いことしたときは毅然たる態度で、

伊豆市がそういう態度で示さなきゃまずいと思います。それについて、どうですか。もう一

度お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 先ほど市長が申したように、なかなかその辺のところの実態がつ

かみにくいという部分も現状ではあるわけでございまして、今後の指名の段階で検討はさせ

ていただきたい項目ではあると思いますけれども、現状ではそういうことでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員。 

○４番（森島吉文君） 何か市民の─建設業者が2,000万もひっかかっている状態で、４社

ですよ、これね。４社ですけれども、それらをきちっと調べるとか何とかじゃなくて、市の

ほうから救ってやるぐらいの調子でやってもらわないと困ると思うんですよね、できる範囲

の中でね。法律を犯してもいけないですから、実情を調べて、そして、どんどん指名停止と
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か通告したほうがいいと思うんですけれども、ぜひ、うんと言っていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） それでは、新八幡の件について具体的に申し上げます。 

  確かに森島議員が申されるとおりに、ある業者の下請の市内業者の方です。その方は、わ

かっているんですけれども、その方がほかの業者の方で1,000万から2,000万円の支払い遅延

が発生しているという情報はいただきました。ただし、どこの業者とか、そういう明確な情

報提供はなかったわけです。そして、これは市長のほうにも相談いたしまして、業者の指導

に当たったわけなんですけれども、うちの新八幡を担当したＭという会社、ここの役員に連

絡がとれまして、支払いのことをしっかり払うようにお願いしたところなんですけれども、

役員といたしましたら全国を飛び回っておりまして、そういうことは知らなかった、直ちに

対処するという、このご連絡だけはいただいたんですけれども、その後の連絡はなくなって

しまいました。 

  それから、市内業者の方からも、その後何の連絡もないものですから、我々も確実な処分

の対象とする根拠がなくなってしまいましたので、指名停止という段階には、ちょっと至ら

ないんじゃないかと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ５回終わりましたけれども、意見だけなら結構です。 

○４番（森島吉文君） 同じ意見をちょっと。答えがなかったもので先ほど聞いていたわけで。 

  もう一回いいですか。 

○議長（飯田宣夫君） はい。 

  森島君。 

○４番（森島吉文君） これよりほかにも低価格の落札工事が20年度ありましたけれども、市

外の業者、それが50％後半から80％を割る七十七、八％で低落札率での工事がありましたけ

れども、担当部局がチェックした施工監理の中での安全管理と品質管理と工程管理、経済性

でそのチェックの度合いをちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、低価格での落札、五十数％から70台というのは、ちょっ

と私は入札の結果を全部目を通しているんですが、ちょっと記憶がないんですね。公共工事

で80を切った記憶がないものですから、どの件をご指摘かわからないんですが。 

○議長（飯田宣夫君） 森島議員、もう６回目ですので、よろしいですかね。 

○４番（森島吉文君） はい。 

○議長（飯田宣夫君） また、直接お話をしていただいて、また報告していただくようにお願

いします。 

○４番（森島吉文君） またお話しさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） これで森島吉文議員の質問を終了します。 
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  ここで休憩をします。11時10分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時５９分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 梅 原 泰 嗣 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、２番、梅原泰嗣議員。 

〔２番 梅原泰嗣君登壇〕 

○２番（梅原泰嗣君） 議席ナンバー２番、梅原泰嗣。 

  下水道事業計画について一般質問をさせていただきます。 

  特定環境保全公共下水道事業計画、以下省略して下水道事業と呼ばせていただきます。 

  伊豆市では、修善寺、中伊豆、湯ヶ島地区において下水道事業を計画に基づき実施してお

りますが、今回は中伊豆地区の白岩処理区を例にとり、質問させていただきます。 

  白岩処理区も本管並びに枝管の布設工事は白岩、八幡地区が終了し、今後、菅引、地蔵堂、

筏場地区に向けて工事が予定されています。住宅が比較的に密集している地区から住宅が点

在している地区に今後工事を進めるわけですが、この地区は本管の延長に対し受益戸数が少

ないので、１戸当たりの工事費用高が懸念されます。そこで住宅密集地区と住宅点在地区を

区別し、住宅点在地区においては市が事業主体となって各戸に合併浄化槽を設備する方法も

あるのではないかと考えます。 

  今回の質問ですが、今後、白岩処理区において住宅点在地区でも従来どおりの計画で行う

各戸に下水管を配管する費用と、各戸に合併浄化槽を市負担で設置する費用を試算し、その

工事に必要な金額を比較検討し、必要であれば、22年度ないし23年度以降の下水道工事計画

の変更を行う必要があるのではないかと考えますが、住宅点在地区の下水処理について検討

する余地があるのでしょうか、質問します。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの梅原議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  下水道事業はどこの市町でも大変大きな問題になっておりまして、将来負担が非常に大き

なウエートを占めており、また伊豆市でも毎年８億を超える一般会計からの繰り入れによっ

て何とかやっているという状況でございます。さらに、伊豆市の場合には、同程度の人口を

有する函南町や長泉町に比べ、その数倍の面積を有しておりますので、下水道事業の効率化
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というのは喫緊の課題だろうと考えております。その上で、議員ご指摘のように、集合処理

方式の下水道というものは住宅密集地では効果がございますけれども、伊豆市にとっては大

きな負担になっていると。このことから建設コストの安い合併浄化槽が注目されており、ま

た市でも検討しているわけでございます。 

  建設コストだけに注目すると合併浄化槽は確かに効率的なのですが、その際、適正な管理

がなされて、その能力をしっかり発揮してもらうような維持、整備が大切になってまいりま

す。したがいまして、下水は行政のほうで管理いたしますけれども、合併浄化槽は個人でつ

けていただいて、その補助制度だけということで、そもそもどのような設備投資の仕方、維

持管理の仕方、それから負担を市民の皆さんになるべく公平に負担をしていただく仕方、そ

のようなものを現在検討を既に開始をしております。そして、全体として公共下水がいいの

か、合併浄化槽がいいのか、それぞれのメリット、デメリットを十分考慮し、維持管理を含

めたトータルでの検討をなるべく一、二年内に成案を得られるように指示をしております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  梅原議員。 

○２番（梅原泰嗣君） ありがとうございました。 

  ただいま市長さんのほうから、一般会計から年間約８億円の支出をしておるというご回答

をいただきました。６月の議会のときも、たしか松本議員さんから、この下水道に対する不

公平さというようなご質問があったかと思いますけれども、それとちょっと関連するかもし

れませんけれども、私は先ほど、今、市長さんがおっしゃいました後のメンテナンス、ある

いは管理ですか、そこのところまでちょっと考えておらなかったわけですが、あくまでも工

事に対する効率というか、費用対効果というところだけの質問しか考えていませんでした。 

  これは、いろいろ都市計画ですかとか、いろいろ白岩処理区におかれましても既にもう、

この工事が始まったのが平成４年ですから、かなりもう17年間も経過しておるということと、

工事が非常に長期にわたっておるわけですね。都市計画そのものも、たしか昭和57年度です

から、もう既に26年たっておるという計画だと思います。この都市計画につきましては、必

要があればでしょうけれども、５年に一回ぐらい見直すというような報告もありますので、

何を言いたいかというと、１つ質問したいのは、都市計画をつくったときに、同じ白岩処理

区、中伊豆地区におかれましても、配管をするところと、もうここはしないよという、要す

るに地区外と、配管する地域と分けてある、既にですね。 

  そういうことを考えますと、昭和57年度のときには、もう汚水と下水を一緒に処理できる

という合併浄化槽というものがもう既にあったでしょうか、それをちょっと教えてください。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 私も、浄化槽法ができまして合併浄化槽になった年というのは、
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ちょっと把握しておりません。 

  それから、議員が申し上げられているのは、多分、白岩処理区の当初計画の区域の問題で

しょうか。中伊豆地区には都市計画は引かれておりませんので、この特環下水道のこの区域

の問題だと思いますけれども、そのときの合併浄化槽はなかったと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 梅原議員。 

○２番（梅原泰嗣君） ということは、やっぱりこういう長期にわたっておりますので、そう

いった処理施設の性能というか、機械の性能も進歩しているわけですね。そういったことも

考慮してもらいたいというのが１つあります。 

  それからもう一つ、現状を見ておりますと、この白岩処理区においても、今、白岩地区と

か八幡地区は既にもう配管を設置してあるわけなんですけれども、その利用度というんです

かね。１年前の統計の資料なんで申しわけないんですけれども、たしか48％ぐらい。だから

半分ぐらいしか─かなりの高額を出して浄化槽の配管を行っても、それに市民の方が管を

つないで利用している、その利用率というのが半分なんですね。約50％。 

  こういう状況を考えますと、その原因が何かというのもちょっと僕もわかりませんけれど

も、やはり市民の皆様がせっかくやるんであれば、利用しやすいというか、そういうことも

考えると、私はもうこれからは合併浄化槽だなというふうに、特に先ほど市長さんもおっし

ゃいましたけれども、この非常に伊豆市は広いということですよね。 

  ですから、当初の─今、小川部長さんもおっしゃいましたけれども、中伊豆はそういう

都市計画はないんだよということなんでしょうけれども、そういう状況を考えますと、もう

積極的に合併浄化槽にしていただいて、私は合併浄化槽にした場合は、たしか、これ、環境

庁か何かから補助金が出ますですね。それ以外、市民の方が負担しているわけですけれども、

その市民の負担分だけでも市で負担していただいてやったらどうかなという、その程度の私

の意見なんですけれども。それで、後の維持管理につきましては、これは市民の皆様に個々

でやっていただくということによって、今、一般会計約８億というのを食っているという、

そういったところに非常にメスが入って市税が軽減できるかなというように考えております。

いかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私はちょっと性格的に理屈っぽいものですから、その事業の役割だけ

に注目するんです。そうすると、家庭用排水が出る、それをきれいな水にして川に流してあ

げるということの機能さえ公共事業としてできればいいと思うんです。それが下水であろう

が、流域下水や特環下水でやろうが、合併浄化槽でやろうが、それは市が設置して市民の皆

さんからは同じ金額をいただくのが一番いいだろうと内心は実は思っているんですね。ただ、

そこで現に今、下水につないでいる方と合併浄化槽を使っている方で、これだけの負担の開

きがある。 
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  それから、合併浄化槽を今、私が役割だけに注目して下水と同じように整備しようとする

と、今度は今まで200万、300万で整備された方と、これから市でやる方の間に不公平が生じ

る。そうすると、その幾つかのパズルの中でどれが一番公平さを追求できるかというところ

で、今、担当にも検討してもらっているんですが、どこでバランスをとろうかということな

んですね。 

  確かに中伊豆地区で、せっかく下水を引いておきながら接続率が50％で、そこも問題なん

ですが、そこの例えば負担金の19万円を一度に支払うのがきついんであれば、その支払い方

等は、もうすぐにでも工夫はできるんですが、仕組みとしての公平をどこに求めるかという

ところで今なかなか苦労しております。 

  ずっとこのまま計画どおりつくると、どんどん非効率なものができるだけですので、でき

れば来年度末くらいをめどに将来計画を見直しをして、新たな計画というものを整備をして

いきたいと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 梅原議員。 

○２番（梅原泰嗣君） 今、市長さんのおっしゃるとおりで、やっぱりいろいろ難しい建設当

初の要件とかあって、今おっしゃったそういうバランスですか、確かにあると思います。し

かし、先ほどおっしゃったように積極的な検討をお願いして質問を終わります。どうもあり

がとうございました。 

○議長（飯田宣夫君） これで梅原泰嗣議員の質問を終了します。 

 

◇ 稲 葉 紀 男 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） ３番、稲葉紀男です。 

  発言通告書に沿い、地震関係について２件の質問をいたします。 

  去る８月11日早朝に発生した静岡地震では、幸い大きな被害、災害はなく済みましたが、

東海地震への恐怖はますます募ります。東海地震が予想される規模はマグニチュード８程度、

伊豆市での最大被害は、死者45名、重軽傷者合わせて775人、建物被害は大破891棟、中破、

一部損壊合わせて5,900棟と想定されています。その中で市が所有する建物の倒壊による被

害の軽減化対策は行政の最大の責任であり、何よりも優先して推進しなければならないこと

の一つと考えます。また、山間地、急傾斜危険地域の多い伊豆市においては、土砂災害の防

止対策についても喫緊の課題です。そこで地震対策に関して、市長及び教育長へ２件の質問

をいたします。 

  １件目、建築物の耐震対策についてです。 

  １、108施設、206棟ある伊豆市の公共建築物の耐震性能は今どのようになっていますか。

また、耐震改修はどのランクを目指すものですか。 
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  伊豆市全体の小中学校の耐震化率とその耐震性能ランクはいかがですか。各幼稚園、保育

園について特に詳しく伺います。 

  ここで耐震性能ということですが、静岡県では建物の地震に対する強さを４つの段階に分

けています。これは東海地震を想定したときの建物の耐震力でございまして、一番強いのが

Ⅰのａ。これは東海地震が来ても軽微な被害にとどまり、継続使用できる。次がⅠのｂ。倒

壊する危険性はないが、ある程度の被害を受ける。ランクⅡは耐震制性能がやや劣る、倒壊

する危険性は低いがかなりの被害を受けることも想定される。問題は次のⅢ、最低のランク

で、耐震性能が劣る、倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定されるという

ことでございます。こういうランクに、今、伊豆市の建物がどういう状況にあるかというこ

とでございます。 

  伊豆市耐震化改修計画、これは県の指示により、平成21年、ことしの４月に計画を作成し

たものでございますが、その促進計画の基本方針、それから今言いましたどのランクに建物

をするかという目標値、及びそれを達成するための具体的な方策はどのようなものですか。

一般住宅を含む民間建築物及び特定建築物、これは３つに類別されます。１つは災害時の拠

点となる建築物。２つ目は不特定多数の者が利用する建物。３つ目は特定多数の者が利用す

る建築物。アパート等ですね。それぞれについて伺います。 

  ３つ目、想定される東海地震の規模マグニチュード８に対して、住民が安心して避難でき

るランクⅠａ及びランクⅠｂの耐震性能を持つ避難場所は各地域、学区等においてどの程度

ありますか。十分ですかという質問でございます。 

  次に、土砂災害防止対策と災害時の復旧についての質問です。 

  １、今回の地震の現場点検に伊豆市の職員はどのようにかかわりましたか。 

  去る８月11日早朝発生した静岡地震、震度６弱の翌12日、国交省の職員66名が各地より伊

豆市に集結し、14日までの３日間、市内799カ所の緊急点検を行いました。その結果は、応

急対応の必要がＡランク、これはなし。今後、維持点検を行う必要のあるＢランク、これが

12カ所。応急対応の必要性のないＣランクが787カ所であったと伺っています。 

  隣の伊豆の国市では、県の沼津土木事務所と伊豆の国市の職員が10チームを編成し、作業

したと聞いております。市と県や国との現場でのチームワーク、共同作業は生きた情報交換

や今後の経過観察の点からも大切なことと思いますが、今回はどのような共同作業がなされ

ましたか。 

  ２番目です。地震の被害についてですが、個人の屋敷の裏山、これの崩壊、あるいは地滑

り等の復旧に対してどのように考えておられますか。国や県、市からの補助制度は何かあり

ますか。 

  ３番目、土砂災害防止対策についてです。 

  急傾斜地の指定基準に満たない区域、あるいは土砂災害整備基準（砂防法や土砂災害防止

法）等に満たない危険区域の整備、災害防止に対して国や県、市の補助制度はございますか。 
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  また、県の治山整備事業や森林法、保安林、自然災害防止事業としての補助を受ける基準

はどのようなものですか。また、その手続はいかにしたらよろしいのですか。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの稲葉議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） ただいまの稲葉議員のご質問に対して、お答え申し上げます。 

  まず、108施設、206棟ある伊豆市所有の公共建築物の耐震性能については、平成21年３月

現在で耐震工事が必要な建物は14棟、耐震診断の実施済みで耐震工事を必要とする建物が９

棟、それから耐震工事が済んだもの、または耐震工事の必要のない建物が183棟となってお

ります。 

  伊豆市では、想定される東海地震に備えた建物の安全性の確保に努めているところであり、

県が定めた東海地震に対する耐震性能をあらわすランクⅠを現在目指しておりまして、今後、

耐震診断、耐震補強が必要な建物につきましては計画的に進めてまいります。 

  学校のほうは教育長さんにお答えいただくとしまして、幼稚園、保育園15カ所の耐震化率

につきましては86.7％となっております。 

  耐震性のランクですが、修善寺東保育園が最も弱いランクⅢであり、これは本年度に耐震

補強工事を実施をいたします。また、牧之郷幼稚園については、耐震診断を実施しておりま

せんので、今後速やかに耐震診断を実施し、耐震性能を明らかにするとともに、幼稚園、保

育所の再編成をあわせ、園児を保護者の皆さんにとって安全・安心な園づくりに向けて早期

に取り組んでまいりたいと考えています。 

  質問の２番目につきまして、伊豆市耐震改修促進計画では、想定される東海地震による人

的被害の軽減を目的として、民間建築物、これは住宅等でございますが、これと特定建築物

の耐震化を促進しております。目標とする耐震化率につきましては、それぞれ平成27年度末

を目標年次とし、公共建築物及び災害時の拠点となる建築物につきましては100％、住宅に

ついて90％、民間特定建築物につきましては85％を目標としております。 

  目標達成のための具体的方策については、国及び県と共同で推進している「ＴＯＵＫＡＩ

－０」と呼ばれている事業、これにより大規模地震に弱いとされる昭和56年５月30日以前に

建築された木造住宅に対して無料の耐震診断や耐震補強計画の策定、耐震補強工事への補助

金制度により耐震化を図っているところでございます。公共建築物及び災害時の拠点となる

建築物につきましては、教育施設を重点的に進めております。 

  ただ、実際には古い木造住宅、私ごとですが、柿木の私の家も築100年を超えているんで

すが、耐震診断は無料ですから、やっていただいたんですが、さて補修するとなると、なか

なかお金がかかりまして、これは市内の皆さん、特に古いご先祖様からの家に住んでおられ

る方は共通の問題ではなかろうかと考えております。 
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  ３つ目につきまして、市では19カ所の公共施設を避難所として指定しております。その内

訳は、修善寺地区が７カ所、土肥が４カ所、天城湯ヶ島が３カ所、そして中伊豆が５カ所と

なっています。現在建てかえ中の修善寺南小学校の体育館、修善寺東保育園を除き、どの避

難所もランクⅠａ、またはⅠｂ以上の耐震性を有する施設の強度が確保をされています。 

  ただし、避難所として指定されている小中学校の校舎についてはランクⅡの位置づけがな

されているところもありますので、実際に避難所を開設する際は、地震発生後、避難所の建

物を調査した上で使用可能と判断された部分を避難所として開放することになります。 

  また、被災状況にもよりますが、これらの指定した避難所をすべて開放しても被災された

市民の皆さん全員を収容できるわけではありません。他の公共施設や仮設避難所の建設、地

区ごとに設置されている公民館、県管理の施設、民間施設をお借りして避難所として活用さ

せていただくことも念頭に入れております。 

  次に、大きな２番目で、今回の地震の現場点検に市の職員がどのようにかかわったかとい

うご質問につきまして、今回は地震の後で国土交通省の緊急災害対策派遣隊、通称でＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥと呼ばれておりますけれども、そのチームが12日より伊豆市に派遣をされまし

た。この情報は県を通して伊豆市の建設部に入りまして、調査は国・県が行って、実際の調

査は国が、このＴＥＣ－ＦＯＲＣＥがされたんですが、伊豆市は市民への広報と協力をお願

いしたいというようなご連絡でございました。 

  市は直ちに同報無線にて市民にこのような調査を行う情報提供をし、国交省調査班16個班

が現地調査を実施する際、管内図の提供と調査箇所までの案内をさせていただきました。調

査結果については、15日14時から東部の総合庁舎において、私と建設課長がその報告をいた

だきました。 

  現場点検への伊豆市の職員のかかわりについてですが、地震発生から午前７時半ごろまで

は突発地震災害等初動体制にて、それぞれの集合場所に集合をして、情報の収集、避難所の

開設、それから７時半以降は通常の部局体制で対応しておりました。その際、役割分担をし

ておりますので、特に伊豆半島の中で被害が多かった当市としては、市の職員は独自の市内

の情報収集に当たっておりました。また、市道、農道、林道、河川、水路、宅地等、107カ

所の災害の現地確認を市の職員が行い、また応急対策も検討をしておりました。 

  また、建設課においては、初動体制での情報箇所及び直接、建設課への情報提供により、

崩土の除去、あるいは落ちてきた転石等の除去等に当たっていたのが実情でございます。 

  次に、個人の屋敷の裏山の崩壊等の対処への補助制度があるかということでございますが、

現在、民家の裏山の崩壊などに対する制度はございません。ただし、その崩壊地が土砂災害

警戒区域の指定がなされているか、あるいは急傾斜地崩壊危険区域指定地であるか、または

保安林である場合は、市において復旧対策をとることができます。 

  現在、伊豆市においては急傾斜地崩壊対策事業を県とともに実施し、個人の家屋を守る工

事を実施しています。県内では面積が広いものですから、静岡市と浜松市に次いで３番目の



－94－ 

事業費で現在11カ所の工事をしておりまして、今後もこの施策を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  最後に土砂災害防止対策について。 

  急傾斜地崩壊対策事業や県営の治山事業がございますが、急傾斜地の指定基準に満たない

区域、土砂災害警戒区域に指定されていない場所の国・県、あるいは市の補助制度は現在ご

ざいません。 

  補助を受ける基準と手続につきましてですが、基準は公共急傾斜地崩壊対策事業、これは

県が施行するものでございますけれども─の採択基準は、傾斜度が30度以上、がけの高さ

が10メートル以上、人家の戸数が10戸以上。ですから、急傾斜で10軒以上の集まりであれば

県としてやっていただくと。県費補助による伊豆市の急傾斜地崩壊対策事業は、傾斜度が同

じく30度以上、がけの高さは県の基準の半分の５メートル以上、人家の戸数も県の半分の５

戸以上と採択基準が緩やかになっています。 

  また、県営治山事業の補助を受ける採択基準は、山林であり、次の保全対象の一つに該当

することとなっています。これは５つ条件がありますが、主要公共施設の保護、例えば病院

でありますとか、学校を保護するような場合。２つ目が定期バスを運行する道路に面してい

る場合。３つ目が関係農地が３ヘクタールのため池、これを保護するため。４つが人家５戸

以上の保護、５つ目は農地５ヘクタール以上の保護。すみません、６項目ありました。６項

目めとして、利用面積が500ヘクタール以上の林道の保護となっております。 

  その手続については、後ほど部長から答弁をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 伊豆市内の小中学校の件について、お答えをいたします。 

  建物面積が200平方以上及び２階建ての建物については、市内には62棟ありまして、耐震

化率は90.3％となっております。それから耐震性能ランクについてですけれども、Ⅰａ、Ⅰ

ｂ及び補強済みの建物Ⅰｂ相当というのを含めると51棟というぐあいになっております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 災害採択の手続でございますけれども、簡単に申し上げますと、

災害が発生いたしまして、直ちに職員が災害の現場に向かいます。そして、至急、災害箇所

の準備調査を行います。そして、その災害補助の対象箇所の選定を行いまして県のほうへ報

告いたします。それから国・県のほうの災害査定の査定が入ります。 

  それから、建設課といたしまして対処しましたことは、崩土の除去等、応急的な対応につ

きましては今回の９月補正のほうへ予算を計上させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 
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  稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） 建物の耐震についての質問です。 

  学校関係で、先ほど目標はⅠａ、ｂだと。ただし、まだⅡのランク、あるいはここで見ま

すと天城中学校の体育館、これはランクⅢ。これは21年度に補強するということですね。そ

れから、中伊豆中学校の３階の小さいほうの建物、これもランクⅢ。昭和39年に建てた３階

建ての校舎です、これはランクⅢ。これは平成21年に補強設定して、22年に補強するという

ようなこと。まだまだ、要するにⅠのランクに満たないところが数カ所あると思います。こ

ういうところを計画的に至急進めていただきたいなと思っております。 

  私がびっくりしましたのは、幼稚園、保育園関係が未診断、あるいはまだ未実施のところ

が牧之郷。熊坂保育園につきましても、あるデータでは19年度に補強したけれども、ランク

がⅢであったと。９月１日のインターネットを開きますと、19年度に補強をこれからするん

ですね。今は未診断であるということで、データがちょっと一貫性がないところがございま

す。 

  土肥中学校の３階建ての大きいほうの建物、これは昭和55年に建てられた建物ですが、８

月23日の時点での調査ではランクⅢ。これは平成19年に補強済みということです。ところが

わずか数週間後の９月１日の日に調べますと、同じ建物がなぜかⅠのａと、最高のランクに

なっているということです。 

  これ、確認しましたら、単なる転記上のミスだということでの説明ですけれども、本当に

そうならばいいんですけれども、ここらは間違いないことでしょうか、伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 土肥中は補強済みでありますので、Ⅰｂ相当というランクで今処

理をしてると。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） Ⅰａとインターネット上はなっているんですけれども、それで間違い

ないでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 確認いたしますけれども、昨年度補強をしております。正確なラ

ンクについては、ちょっと今確認をいたします。 

○議長（飯田宣夫君） じゃ、総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 今の土肥中の校舎の件でございますが、一応ランクのⅠａという

ことでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） 次に、市が所有する公共建築物の耐震性能及び耐震化の目標設定の件

でございます。 
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  現在、耐震性能が劣り危険性の大きいランクⅢの建物及び耐震診断をしていない40の建物

についても、平成27年度までに耐震化率100％にするという計画がなされております。これ

は、かなり費用的にもなかなかきつい事業だと思いますが、ここらについての具体的なタイ

ムスケジュール等について具体的な計画はございますでしょうか、伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 現在すべての施設についての個別の計画はございませんが、耐震

性の劣るランクⅢのもの、これを重点に教育施設、あるいは広域避難所となるような人の集

まる施設、こういうものを重点的に優先的に進めてまいるということでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） 計画的に着実に実行していただきたいなと思います。 

  次に、伊豆市には地震によって倒壊した場合において、その地域に接する道路の通行を妨

げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建物というものが、建物の件数にして

84件、いずれも民間施設でございますが、ございます。これについても、27年度末を目指し

て耐震化率を上げていくという計画がございますが、民間の建物でございますし、いろいろ

難しいことも絡んでくるのかと思いますが、これらを具体的にどうするのか等、考え方、計

画等をご説明伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 民間の施設というのは非常に難しさというのがございますが、基

本的には「ＴＯＵＫＡＩ－０」という制度の中で、そういう個人の民施設、若干の補助でご

ざいますが、そういうもので積極的に進めていただきたいということで、現状、非常に戸数

も限られておりますけれども、実施するものは。これらの啓発活動を進める中で進めてまい

りたいというふうには思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） 地震について最後の質問になりますね。 

  今のプロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業、これは耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための総合支援事業と伺っております。これらについて、国や県、あるいは市の補助をいた

だいて対策を練るということでございます。 

  その中で、住宅の移転、がけ地近接等危険住宅の移転事業、これは国が２分の１、県と市

が４分の１ずつの補助。それからもう一つ、先ほど個人の家の規定に満たないところの擁壁

等は難しいと言いましたが、伺っていますけれども、これは今の地震のほうからの対策で擁

壁整備事業、これは住宅宅地基盤特定治水等整備事業ということで、地震対策のほうから耐

震の支援をするという制度もございます。ここらをかなり柔軟性を持った運用ができるのか

なというようにも考えますが、これは例えば緊急避難路等の道路を含むというところのあた
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り、うまい使い道があるかどうか、そこらの可能性があるかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 今のは、土砂災害防止のほうの２回目ということでよろしいですか。 

○３番（稲葉紀男君） そうしてください、はい。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） まず、住宅の移転等については、正直、事例等もございませんの

で、個別個別にやはり相談に応じていきたいと思っておりますし、利用できる制度について

は十分利用していきたいというふうに考えております。 

  また、災害等の公共施設の保全対策、それから今言う緊急路の保全対策、これらについて

も助成制度等もございます。そういうものも大いに活用はしていきたいというふうには考え

ております。個別個別で考えていきたいというふうには思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） 個別個別に温かい気持ちを持って対応していただきたいというふうに

理解してよろしいでしょうか。 

  次に、項目の２の３回目になります。 

  伊豆市の防災計画総合についてでございますが、これはやはり防災計画は国の法律、県の

条例等に基づいて伊豆市における防災計画を立てるということになっておりますが、伊豆市

のこの防災計画、総合的な計画の例えば目標とか、あるいは性格とか、あるいは具体的な方

法、法制度等について、伊豆市の計画がちょっと探したところ見当たらないんでございまし

たが、どこにあるのかをちょっと伺いたいと思います。 

  平常時の対策、平常時の教育、広報、訓練、災害防止の対策、３番目に地域防災設備緊急

整備計画、４番目には地域防災応急対策、これは注意情報が発令され、また警戒宣言が発せ

られてから東海地震が発生するまで、または発生するおそれがなくなるまでの間に行うべき

対策等々、それから５番目に災害応急対策、地震災害が発生した場合の対策、それから最後

に復旧、復興対策等々についての条例だと思いますが、こういうものについてお伺いをいた

します。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 議員おっしゃるのは、全般的な防災計画という意味でよろしいで

しょうか。 

○３番（稲葉紀男君） はい。 

○総務部長（平田秀人君） これについては、伊豆市の防災計画というので当然ございます。

また、地震対策、これに対しての特別編といいますか、地震に対応する特別な計画というこ

ともございます。 

  先ほどからの耐震化の促進計画というのは、個別な建物の目標数値というものを立てたも
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のでございまして、大きくは、その防災計画、それが伊豆市の防災対策の柱となるというも

ので既に策定はされているということでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） また後ほど、ゆっくりさせていただきます。 

  最後の質問ですけれども、今回の地震が発生した場合の緊急的といいますか、一時的な対

応について、先ほど伊豆市の規定があると。そして、それにのっとって粛々と各職員が行動

を起こしたという話を聞いて心強いものを感じたわけです。当然、職員は現場での対応等々

があったと思いますが、そこで質問をいたします。 

  今回の緊急時において速やかに災害本部に参集した職員、これの職員数と、それからその

参集率といいますか、それを伺います。これは、ちょっと試すようで申しわけないんですが、

こういうことで職員の市の災害に対する意識の程度というものがうかがえるのかなと思いま

して、質問をいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 今回突発型という形でございまして、うちのほうでは、こうした

ときに、ある程度徒歩で最寄りの支所に参集できるという体制を一つはとっております。本

部、それから３支所、そこに2.5キロ以内の職員、これについては突発地震に対応して、最

悪の場合、どこでも登庁して、そこで本部、あるいは支所を立ち上げるという形の体制をと

っておるわけでございます。 

  今回何％の動員率かというのは、正直、掌握してございません。時間等によって変化もあ

りますが、突発型で想定した９割方の職員は出ていただいたというふうに思っておりますし、

その職員で本部、それから避難地への派遣職員の体制というものを整えるということでござ

います。通常は、それ以外の職員については、そのときの状況に応じて参集をして体制を整

えるという形になっております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 最後になります。 

  稲葉君。 

○３番（稲葉紀男君） 最後です。 

  伊豆市の防災計画の中でも、たしかに自分の身は自分で守りましょう、地域のことは地域

で守りましょうというパターンは何とか地域でこたえましょうというのが大きな方針のよう

ですけれども、一方では、地域住民では、地域だけでは、あるいは個人だけでは対応できな

いこと等々たくさんございます。そういうところでは、ぜひ今後も地域と一体化して、行政

がより風通しのよい防災計画を推進することをお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで稲葉紀男議員の質問を終了します。 
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  ここでお昼の休憩をとりたいと思います。再開を午後１時といたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 内 田 勝 行 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、８番、内田勝行議員。 

〔８番 内田勝行君登壇〕 

○８番（内田勝行君） ８番、内田勝行です。 

  通告に従い、１件の質問をさせていただきます。 

  ｉリーグについて。 

  ｉリーグとは、一言で言うと伊豆市版の婚活です。つまり、結婚相手を探す活動のことで

す。市長は、６月５日の定例議会において人口減少危機宣言を出しました。その直後、人口

減少に歯どめをかける対策としてｉリーグを発足させました。この素早い対応に感服をいた

しております。 

  ７月には初イベントを開催。市長夫妻も参加され、ｉリーグへの熱い期待が感じられまし

た。この活動が功を奏することを願っております。 

  質問いたします。 

  ①イベントに参加した感想はいかがですか。 

  ②今後実績を上げるために、どのように発展させていくのか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの内田議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、現状でございますが、市のホームページの上で募集を行っておりまして、８月27日

現在、男性194人、女性118人、合計312人の方が会員登録をしていただいております。これ

までの結婚相談が三十数名であったことを考えると、この二、三カ月で10倍ということで、

やはりネットでの登録というのはやりやすいのかもしれません。また、これを運営する上で、

市の職員とそれからサポーターと呼ばれるボランティアスタッフ10人ほどにお手伝いをいた

だいております。 

  既に２回イベントをやっておりまして、７月19日に萬城の滝で34人、それからつい先日、

９月５日には40人余り、これは土肥海岸で実施をいたしました。 
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  第１回目で、私も偵察に行きたいわけではなかったんですが、絵ということで見させてい

ただきましたけれども、やはり同世代の人たちが市の担当職員であったり、あるいはボラン

ティアの人たちであったり企画実行しているということで、そのイベント自体が非常に自然

な形で行われている。私は途中、退席をして帰りましたけれども、後で結果報告を聞きまし

たところ、１回目も２回目も非常に満足度が高い、楽しかったと。先日の土肥のほうで参加

してくれた女性の半分ぐらいが、実は前、１回目に中伊豆に行かれた方、つまり楽しかった

ということだったろうと思うんですね。ですから、余りこれは成果を急ぐことなく、同じよ

うなやり方で会員が安定してふえていくというようなことをやっていただければというよう

なことで担当にも指示をしております。 

  実績を上げるためにということですが、あと数回やってみて効果があるようであれば、近

隣の市町に同じような仕組みを提唱申し上げようと思っています。実は先ほどの312人の登

録のうち伊豆市の市民の方は51人。やはり婚活という性格上、余り地元ではやりたくないの

ではないかということで、三島でありますとか、お隣の伊豆の国市とか静岡とかからの登録

が多いと。これは目的が同じですので、どこかの市の功績ということじゃないわけですから、

こちらの方が伊東に行ったり、熱海の方がこちらにいらしたりというようなことをやってい

けば、もう少しいろいろな事業ができるでしょうし、おのずと成果は上がっていくのではな

いかと期待をしているところでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  内田議員。 

○８番（内田勝行君） ありがとうございました。 

  今、前向きな答弁で期待が高まりましたが、人と人を結ぶには、なかなか容易ではないわ

けで、今回のこのｉリーグを結果いかんではなく、長期的に見ていただきたいとそういうふ

うにお願いします。 

  それから、ちょっと確認ですが、ｉリーグは総務課、それから結婚相談の対応には市民課

でいいですか。後ほどお答えください。 

  それから、これで男女の出会いの場の創出、２つの婚活事業が始まったわけですが、この

事業が互いの相乗効果を発揮して実績が上がるのを期待しておるわけです。 

  そこで質問をしますけれども、今、発表のありました312人のその内訳をちょっと知りた

いんですが、私の手元にもありますが、伊豆市が54人、沼津42人とありますが、男女の内訳

がわかれば、男性何人、女性何人というのを知りたいです。それが１つ。 

  それから、次の質問は、新聞に出ました。見た方もたくさんおると思いますけれども、結

婚相談の会が結婚希望者登録制度をスタートしましたよと、こういう記事が出ました。私の

ところにも数人から問い合わせがありまして、これとｉリーグとどのように違うのかという

質問がありました。私も勉強不足で、この結婚希望者登録制度というのをよく理解していな

かったものですから、後ほど返答するというふうなことで電話を切ったわけですが、市民に
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はどうも非常にわかりにくいと。なぜ２つあるのか。 

  それと、これを読みますと、結婚希望者登録制度、これは市内に定住する意思のある20歳

以上の独身男女、こういう条件を満たさないと登録はできませんよということなんですね。

先般、私は市外の女性の方から頼まれまして、この登録制度の書類をもらいに来ました。そ

うしたところが窓口で確認をされました。市内に住んでくれるんですねというふうな確認を

されまして、そのとおりですということで書類をいただいてきました。これは、今までこう

いうことはなかったわけですが、なぜ今こういうことを、結婚相談の会がスタンスを変えた

といいますか、方針を変えたといいますか、その辺がわかれば。 

  これは市長もご承知のとおり、結婚相談員は委嘱してありますよね。市長の裁量にはいか

ないとないと思いますが、今の質問に答えられる範囲で、もしわかれば教えていただきたい。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 去年、たしか３回だったと思います。結婚相談員の皆さんと話をして

まいりました。今までのふれあいパーティーと少しやり方を変えて、いろいろなやり方をや

っていただけないだろうかと。事前申し込みしなくても参加できるとか、いろいろな事業を

やっていただけないだろうかと、そんなことを意見交換しながらやってまいりまして、この

春先だったと思いますが、役割の違いということを私はようやく１年にして気がついたんで

すね。 

  結婚相談員の皆さんは、市民から相談をいただく、結婚のあっせんの相談をいただく。そ

の方々に結婚していただくような環境をつくるお手伝いをするのが仕事であると。そうする

と、圧倒的多数の千数百人の登録していない方々は、その範疇の外なんですね。このｉリー

グというのは、そこの性格が全くないわけです。市民である必要もないし、今、結婚相談に

登録してある、ないにかかわらず、とにかくネットで、当然身元はちゃんと確認させていた

だきますけれども、基本的にはもうニックネームで呼び合うような、そういうような、もう

ちょっと非常にやわらかいものなんですね。 

  ですから、そこの役割が全然違うということに、ようやく１年がたって気がつきまして、

それで結婚相談の皆さんは、その結婚相談の会に登録されている方、これ、基本的に市民の

皆さん、あるいはこちらに住む意識のある方々に対して市民相談として引き続き事業をやっ

ていただくということで、今、市民課にあるわけです。 

  こちらのほうは、それとは別に、もう少し活動がやわらかくて、すぐこの人たちに結婚し

て伊豆に住んでもらうということじゃなくて、ひょっとしたら伊豆の人たちとどこの人たち、

あるいは極端に言えば、三島の人と熱海の人が出会って伊東に住むかもしれないということ

もあり得るわけですね。それくらいやわらかくしておいて、活動そのものをまず活性化しよ

うというのがこの事業ですので、基本的にねらいが違う、役割が違うということで総務部と
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市民環境部に置いておりますけれども、基本的に競合するものを並べているわけではござい

ません。 

  したがいまして、その中でお互いに伊豆市民同士、あるいは片側が伊豆市民の方、あるい

は伊豆に住みたいけれども、これから結婚に向かうにつれて何か相談があるということであ

れば、こちらにシフトしていただくこともあるかもしれません。そこは相互に連携をとりな

がらやっていきたいというように考えております。 

  先ほど申し上げましたとおり、全体の中で男性194人、女性118人なのですが、できました

ら市ごとのそれ以上の内訳は差し控えさせていただければ。というのは、非常にこういった

ことを出すことを皆さんちゅうちょされるというか、できれば、これくらいの数字で抑えて

いただければありがたいんですが。 

○議長（飯田宣夫君） 内田議員。 

○８番（内田勝行君） ちょっと私、質問を落としました。こういう質問がありました。 

  この結婚希望者登録制度、これに登録しないとふれあいパーティーに参加できないのかど

うかという質問があったんですが、先ほど言ったように私はお答えできなかったものですか

ら、１つその辺を教えてください。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） その質問を伺いまして、私どものほうもＰＲの仕方を工夫しなければ

いけないのかと今思いました。先ほど申し上げましたように、別の事業ですので、それぞれ

独立的にやっているんですが、もしそのような誤解が市民の皆さんに生じているとすれば、

この２つの事業の違いについて何らかの形で徹底をしてまいりたいと思っています。ｉリー

グとふれあいパーティーは別のものですので、どちらかに参加してなければ他方に出られな

いとか、そういうことは全くございません。 

○議長（飯田宣夫君） 内田議員。 

○８番（内田勝行君） それでは、よくわかりましたんで、最後に少し提案ということで話を

させていただきます。 

  ご承知の方も多いと思いますけれども、奈良県が主催しておりますなら出会いセンター、

括弧してなら結婚応援団というのがあります。これは、テレビで頻繁に最近紹介をされてお

ります。私も数年前それを見まして提案をしたことがあったわけですが、そのときはなしの

つぶてで消えてしまったわけです。これを少し話させていただきます。 

  このなら出会いセンター、結婚応援団、これは平成17年４月に開設をされました。これは

私が説明するより奈良県のホームページを開けば、そこに載っております。 

  昨日、私は状況を─状況というのは、今までどのくらいのカップルが結婚したかという

ことを知りたくてなら出会いセンターに電話しました。そうしましたところ、事務局の高田

さんという方に丁寧に状況を話していただきました。これまで結婚したカップルの数、平成
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17年４月から開設して今日まで届け出のあったもの、これは申告ですね。申告、報告があっ

たものが124件。一月平均３組だそうです。ところが調べてみますと、実際はこの倍ぐらい

のカップルが結婚しているというふうなことを言っていました。今、プライバシーの問題等

で追跡調査ができないと。ですから、正確な数字は把握していないというふうにもおっしゃ

っておりました。すごい数の、年間30組ぐらいですかのペースで結婚をしております。 

  これはｉリーグと大きく異なっているのは、その点を申し上げますと、ｉリーグは新聞で

もご紹介していますように、登録をしまして、それでイベントを企画、それで参加していた

だくということなんですが、ｉリーグは行政は関与していません。一言で言うならば、個人

や、あるいは行政ではなかなか人と人を結ぶことということには限界があるということです

ので、じゃ、だれが何をしているかといいますと、これは企業。結婚を応援する企業、ある

いは県等、あるいはＮＰＯですね。そういう人たちがイベントを企画して、そして実施をす

ると。 

  じゃ、行政は何をするんだということになりますと、ｉリーグと同じように会員がいるわ

けですね。ですから、イベント情報を集約してイベントを会員に流す、あるいは登録の申し

込みを受けると、そういう事業をするわけですね。ですから、イベントの内容が非常にユニ

ークで豊富だと。だから参加者が予想数を毎回上回ってくれますというふうな話がありまし

た。 

  月にイベントの数が20回から、多い月で25回というイベントの数をこなしておると。企業、

店舗の参画している数が変動するそうですが、30社、あるいは20社というふうなことで、こ

れをやることにおいて、企業、店舗も自分の利益に結びつくわけですね。だから、一石二鳥

とは言いませんが、お互いにお店の営業にもなるといったことで、あるいはイベントがたく

さんありますので、参加するほうも選ぶ楽しさ、そして参加する楽しさ、そういうものが相

乗効果として、これだけの数の結婚成立を促している、そういうふうに思っておるというふ

うな話がありました。 

  私は、これを今しろとは言いませんが、市長が先ほど言いましたように、数回やった後で

という話がありましたが、私もそう思います。ｉリーグはまだ立ち上がったばかりですので、

これをすぐ動かすというのはいかがなものかと思いますので、今後の状況を見ながら、この

なら出会いセンター方式、それも勉強をしていただいて、取り入れられるものは取り入れる

と、そういうふうにしたらいいのじゃないかと思います。 

  また、ｉリーグは今、２回の出会いの場を提供したとおっしゃっていましたが、私の経験

でいきますと、こういう結果が出るのは早いカップルで６カ月、遅いカップルでは２年間ぐ

らい時間を要するわけですね、ゴールインするまでに。その間にほとんどのカップルは消滅

するわけですが、なかなか結果が出るまでに時間がかかると。ですから、気長にこれはやら

ないと、即効性がありませんので、その辺も十分加味していただいて、ぜひ軌道に乗るよう

に頑張っていただきたいとお願いを含めまして、一言、市長の感想を聞いて終わります。 
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○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ならの出会いセンターというのは、これは県ですか。ぜひ成功例を勉

強させていただきたいと思います。 

  ただ、伺っていて、私は非常にｉリーグに似ているのではないかと実は思っていたんです

ね。確かに市がやって、市の広報の職員が担当ということになっていますけれども、私も総

務部長も彼らのイベントに全く口を挟むこともありませんし、予算もつけていなくて、すべ

て会費の中で運営をして、今サポーターが10人登録されているんですが、うちの２人とその

サポーター10人で、どんどん独自に独立的にやっていただいています。したがいまして、イ

ベントの内容も、かなりこれからもっともっとユニークなものになっていくだろうと思って

います。 

  今のところ２カ月に１回やりたいということですが、そのサポーターの10人の皆さん、や

っぱり仕事をしながら手伝っていただいていますので、２カ月に１回というのもかなりハー

ドだと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、これが効果がある程度確認できれ

ば、周りの市町にも声をかけて、伊豆半島域内ぐらいで同じ事業を共有しながらやることに

なれば、事実上毎週とか２週間に１回と同じぐらいの頻度になるんだろうと、そのような域

内連携ができればなというように考えております。 

  奈良県の成功例はぜひ勉強させていただきたいと思いますので、またアドバイスをいただ

ければと思います。 

○議長（飯田宣夫君） これで内田勝行議員の質問を終了します。 

  ここで内田勝行議員より、急用のため早退したいとの届けが出ておりますので、これを許

可します。 

 

◇ 杉 山 羌 央 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、10番、杉山羌央議員。 

〔１０番 杉山羌央君登壇〕 

○１０番（杉山羌央君） 10番、杉山羌央です。 

  去る３月議会の折、私の一般質問において森林対策に関する問題を質問させていただきま

した。森林面積３万100ヘクタール、森林率83％に及ぶ我が市では森林の適正管理が急務か

つ最重要課題の一つであるとの共通認識をいただきました。今後の森林整備の進め方として、

間伐促進法等を利用して特定間伐等促進計画を策定して21年度より実行するとのことでした。

美しい森づくり基盤事業として市も間伐を実施したいと考えている、また大量に出てくる間

伐材の有効利用を図りたい、早急に検討をする旨、ご答弁をいただきました。 

  しかしながら、さあ、あしたからというような課題ではなく、多くの専門的な知識と体力、

資金力と技術力が必要であります。特に技術力につきましては、昔は天城営林局の直営国家

事業が地元に置かれ、関係従事者も多数就労され、その技術継承も高水準でなされてきたと
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思われますが、国産材の割高感から林業の衰退は急降下となり、官民問わず山は荒廃してい

ったのは周知のとおりであります。近隣の林業就労者はごく少数で、高齢化が一段と進んで

おります。なおかつ労務災害の比率も高く、３Ｋ職業の一つでもあります。ですが、市内面

積83％の森林維持管理は必須課題であり、全国的な問題であります。 

  天竜地区や木曽、長野地方の人たちだけの技術力では立ち行かない状況です。森林事業の

早急なる構築とともに、林業従事者の育成、すなわち山のプロを育てる学校の設立でありま

す。最近では、全国の若者も都会の生活とは別の生きがいを模索して、自然と触れ合う生活

を求めている人たちが数多くいるとのことです。知識をつけ、技術の向上を図り、自然との

共生を身につけることを目的にする施設は、伊豆市には最適の事業だと思われます。新しい

施設をつくる必要はありません。既存施設の有効利用により、附属設備の充実で十分ではな

いかと思われます。実施訓練は広大な市有林を活用すれば一石二鳥であります。林業職業訓

練所、または森林学校の創設は森林問題、人口問題の一助になると思われますが、市長の所

見を伺います。 

  次に、児童の交通安全と通学路の点検について、教育長にお伺いいたします。 

  交通量の増加に伴い、児童生徒の交通安全が脅かされている箇所が市内には数多くあると

思われます。すべての学校のすべての危険を取り除くのは大変難しいことですが、学校ごと

の点検と対策はどうなっているでしょうか。詳細は結構ですが、把握されているのかどうか、

点検されているのかどうか、ぜひお伺いをしたいと思います。 

  また、先日、大見小学校入り口の横断歩道の押しボタン信号横に車両が激突し、ガードレ

ールを突き破り川に飛び込むという事故が発生しました。幸い夏休み中で児童の往来はなく

大惨事を免れましたが、現場は信号待ちをして立っていますと、右からの車が真っすぐ歩道

に向かってきて、目の前で曲がっていく状態です。 

  私もその場所に立ってみましたが、わかっていても恐怖を感じます。多分に構造上の問題

があると思います。周辺道路も農道の利用で、通学時と通勤車両が重なって大変危険です。

学校再編問題にも大きな要因となります。通学環境の整備も重大な課題であります。事故が

発生する前に対策について早急な対応を望みたいと思いますが、所見をお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの杉山議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  先に市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  ３月にも一般質問で質問いただきましたけれども、そのときには間伐の推進についてご回

答申し上げております。 

  伊豆市におきましては、特定間伐等促進計画というものを策定して、５年間で300ヘクタ

ールという、かなり大きな目標を立ててやっておりますが、平成20年度はそのうち森の力再
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生事業、流域育成林事業、しずおか林業再生事業などにより、間伐事業の実績は、昨年、平

成20年度、79.8ヘクタールとなっております。また、利用間伐を年間５ヘクタールの目標と

していますが、昨年度は大平柿木の県営林1.8ヘクタールを実施しておりまして、いずれも

やはり目標をなかなか達成するのは難しいような状況にございます。 

  他方、このような実績、あるいは計画の目標達成のプロセスとは別に、伊豆市というのは

83％が森林で覆われているわけでございますので、これをいかに活用していくか、収益事業

にしていくかというのは、やはり将来にとって非常に大事なことだろうと思っています。 

  そこで養成所をつくってはいかがというご質問でございますけれども、建物が必要かどう

かはともかくとしても、若い人を養成していくシステムというのは絶対に必要だろうと考え

ています。 

  残念ながら、昨年、森林組合の工場のほうがなくなってしまいましたけれども、これはデ

メリットもあるんですが、いいほうに考えれば、森林組合の皆さんと、それから製材業の皆

さんですみ分け、それぞれの役割分担をはっきりできるということで、その若い人たちをど

ちらにどういうふうにしていくのかと。山の管理、山の手入れ、それから木を出すまでの仕

事なのか、そこから製材にしていくのか、あるいは建築業の一部の方がされているように、

そこから先の大工さんの仕事の訓練をしていくのか、それぞれの若い人たちの希望に応じて、

どこの分野でどういうような技術をつけていただくかということを考えますと、１つの学校

というよりも、教えていく、お互いに協力をしながら後継者を指導していくシステムという

のは、なるべく早く考えていきたいなと考えています。 

  その大前提が、１つは非常に体力的にきつい仕事でございますので、いかに機械化を進め

られるかということ、これは切り出しのための林道も含めて。それからもう一つは収益を上

げられるかどうか。したがいまして、行政としては、林業を営んでいる皆さんに対して機械

化を推進する、その支援策をしっかりつくって若い人たちが入りやすい環境をつくる。もう

一つは、これは県や国の事業と相まって、少しでも収益力を高められるようなビジネスとし

ての環境整備に協力をさせていただくということだろうと思います。 

  いつも先進事例の勉強で恐縮なんですが、これも林野庁から京都の日吉町というところが

非常にいい先進事例があるということで、ぜひこれも近いうちに、その勉強をしてまいりた

いと考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 児童の交通安全と通学路の点検について、お答えをいたします。 

  子供たちが通学路として利用しています道路、歩道等、道路設置者のもと管理されている

ところであり、利用目的上支障のある場合は道路設置者、もしくは管理者が補修、改良を行

っているというぐあいに承知しております。 

  市内の各小学校においては、例年、「交通安全を語る会」というものを開催しております。
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その会は、ＰＴＡ、警察、教育委員会、市の交通安全担当者等が出席しており、この中で議

員ご質問の児童の交通安全、あるいは通学路についてのご意見等を伺っております。この席

で提言された案件について、その場で対応できるものは、その席上において、他のものは関

係機関等の対応をお願いしているところであります。 

  また、学校においては、年度始めの下校指導、あるいは家庭訪問の際に通学路について点

検確認し、問題があれば教育委員会等へ連絡をいただいているところであります。 

  いずれにしろ、交通安全には十分気をつけて留意していきたいと思います。 

  大見小学校入り口の件でありますけれども、議員からご指摘がありましたし、我々も現場

へ行ってみました。県道がカーブしているところで、元消防車両の出入り口があったため大

きく入り口を広げている状態であります。多少不便になるかもしれませんが、小学校で差し

支えのない場合、歩道とガードレールを設置して、出入り口としては絞り込むこと等、改善

案を検討して、建設部等を通して県のほうに要望してまいりたいというぐあいに考えている

ところです。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１０番（杉山羌央君） 最初の森林関係でございますけれども、市長のほうから一貫したビ

ジネスで難しい問題、るるあるというふうな答弁でございました。私も全くそのとおりだと

いうふうに思います。 

  伐採、搬出、それからそれを搬送、それで処理。それで最後には、それがビジネスとなる

というところまでが一貫してできなかったために、逆に言いますと森林事業というものが衰

退したというふうに考えられるわけですけれども、ぜひ、喫緊の問題でありますので、技術

者の養成とともに、いろいろ職人さんの養成という意味では、建築関係の方は結構、伊豆市

にはおいでになるわけですけれども、何せ森林の従事者というのが少なくなっております。 

  天城営林局─今は営林署といいますか、管理署ですか、そちらのほうへ来る方も、冬に

なると長野のほうからわざわざ出張して大々的にやっているのが現状でございます。地元の

人たちは、どうしても技術力、機械力も含めて弱小のためにやれないというのが現状のよう

でございますので、ぜひビジネスまでになるシステムというのは、なかなか容易ではないと

思いますけれども、ぜひ一刻も早く進めていただいて、伊豆市の83％の面積が商売になれば

いいというところまでいきますかどうかわかりませんですけれども、ぜひご尽力のほうをい

ただきたいと思います。 

  次に、交通安全でございますけれども、先ほども申しましたように、なかなか小学校、中

学校合わせますと数が多いものですから大変な作業になるとは思いますけれども、くどいよ

うですけれども、あの現場を見ますと、あの事故の直後にたまたま私は通ったものですから、

余りの事故のすごさといいますか、ガードレールを突き破って下の川へ落ちちゃったという
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んですから、あそこに子供がいたらどうなんだろうというふうな震えが来ました。 

  そんなこともございますので、ぜひそのことも含めまして、今、教育長のほうから前向き

に検討をするというふうにいただきましたので、これで私の質問は終わりにさせていただき

ますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） これで杉山羌央議員の質問を終了します。 

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 20番、木村建一でございます。 

  まず最初に、学童保育の利用料の軽減の問題について教育長にお尋ねします。 

  まず、第１は、学校の長期休み、夏休み、春休み等々あるんですが、この長期休みに学童

保育を利用したいときに、現状の利用料は月単位ですから、例えば夏休みの７月に数日間利

用しても7,000円の利用料を払うことになります。親の負担を減らして、安心して子供が過

ごせるように日割り計算での利用料に変更する考えはあるでしょうか、お尋ねします。 

  ２つ目です。２人以上の学童保育利用をしたい家庭もいらっしゃるんですけれども、２人

目からの軽減をしませんか。 

  ３点目、母子、父子家庭の利用料の軽減をしませんか、お答え願いたいと思います。 

  ２つ目の大きな質問です。 

  市長にお尋ねします。 

  上水道料金ということが今回も提案されておりますけれども、統一というものの大幅値上

げだと私は考えております。その見直しについてお尋ねします。 

  １つ目です。市長は地区懇談会で、市民に示した上水道料金案は市民が理解をしていない

んだということで、６月議会の全協だったでしょうかね、そういうふうなお話をしました。

したがって、６月議会での水道料金改定を見送りました。それ以降、市民への説明会は行わ

れておりません。まずは有言実行、市民への説明と理解を求めるための具体的行動をすべき

ではないでしょうか。 

  ２つ目です。21年度の予算の建設改良費と、そのわずか数カ月後に計算した同年度の水道

財政計画の建設改良費がなぜ違うのでしょうか。前議会での答弁では、会計処理の性格の違

いと、これだけでは市民はわかりません。建設改良費の違いの説明及び理由にならないので、

市民にわかるように説明を求めます。 

  ３点目です。今後の建設改良費、当時は17億5,600万円ということでした。これを５カ年

間で終わらせなければならないということを言っていましたが、その理由を求めます。 

  いろいろ６月議会の議事録を読んでみますと、どうも何か全部よせというふうな雰囲気に

とったんですが、そうではなくて17億のすべてを先送りしなさいよという質問ではありませ
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ん。５年でこの17億何がしか、すべて行わないと水道水の安定供給はどの地域で問題になる

のかということになるわけですね。その辺の具体的な説明を求めます。 

  ４つ目に、料金改定案を見ますと、いろいろと軽減対策案というのはありますけれども、

どっちに転んでも２人世帯などの高齢者など生活弱者に、その値上げのしわ寄せが及ぶこと

になっておりますけれども、どのようにお考えでしょうか。 

  最後の質問、教育長にお尋ねします。学校数の減少、今、再編成が行われていますけれど

も、学校数の減少先にありではなくて、通学手段などさまざまな分野から広い視点から子供

にとって、よりよい学校はどうあるべきかということをぜひとも検討願いたいと思います。 

  具体的な質問をいたします─ごめんなさい、市長にもお尋ねしたいです。 

  １つ目は、市長は前議会で子供に犠牲を強いてはならない、だから学校再編成だという答

弁をなされておりますけれども、子供への犠牲が、私は人格形成でどのように起きているの

かということをぜひとも知りたいので、お答え願いたいと思います。 

  ２つ目、どの地域でも通学手段が大きな課題になっておりますが、通学手段は学校の位置

と同じように、子供の教育にとって私は大きな比重を占めていると考えております。再編成

をゴールとして進むのではなくて、それらを含めて、通学手段等々も含めて幅広い視点から

保護者、市民の間での議論をすべきではないでしょうか。 

  ３つ目です。さんざん、これは教育って何ということで教育長といろいろな論議をしてき

ましたが、教育の原点は子供の間での競争などで刺激し合って切磋琢磨することというふう

に、根本的なところでこういうふうに考えているのかどうかお尋ねします。 

  ４つ目、最後の質問です。再編計画によって小学校の数が減ります、学級の数が減ります。

それによって地方交付税への影響が当然出ますけれども、今どのくらい、その影響額は出る

とお思いでしょうか。わかりやすい答弁をお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの木村議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  先に市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  学童保育については、後ほど教育長さんからあると思いますが、水道につきまして、まず

６月議会以降の行動について、本年２月から３月にかけて地区懇談会を開催してまいりまし

た。その中で水道料金の統一の必要性及び審議会から答申をいただいた料金案を提示させて

いただくとともに、伊豆市の水道料金のあり方、考え方、方向性などの基本方針は示させて

いただきました。この料金案を６月議会に上程する予定でおりましたけれども、まだ検討の

余地があるということで再検討に入ったわけでございました。 

  ただ、その時点で論点整理、そしてその中で、どれが検討をすべき課題として残っている

のかということは既に明らかでございましたので、そこから先は行政の責任として、段階的

措置の実施の要領であるとか、あるいは口径に応ずる基本料金のあり方でありますとか、そ
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のようなことを行政のほうの責任として再検討し、今回の案としてまとめさせていただいた

わけでございます。 

  それから、21年度予算と料金算定の21年度の建設改良費の数値が、前回は21年度途中から

水道料金の統一を考えておりましたので違った数字になっておりましたけれども、今回はそ

この数字は合っております。 

  算定期間中の建設改良工事を５年間でやらなければならないということでございますが、

これは、もうこれまでも再三建設部長からありますとおり、まず５年間の必要な事業を洗い

出し、その事業を水道料金として負担していただくというような考え方になっているわけで

ございます。 

  その中で、後ほどまたご議論の中であろうかと思いますが、例えば水道管として鉄管を利

用していたために経年劣化が激しく、特に修善寺の瓜生野、横瀬、天城湯ヶ島の田沢地区内

で赤水が非常に発生しやすく、地元の皆さんから再三苦情、要望をいただいております。ま

た、天城湯ヶ島茅野地区内の石綿管など、水道事業創立当初に布設した管などが老朽化して

いるため漏水が危惧されている。実際にはご案内のとおり有収水量63％程度ですので、相当

な漏水が起こっているだろうと推測しているわけでございます。また、修善寺古川地区内の

既設管が河川の中を横断して危険のあるところ、それから同じく修善寺の牧之郷地区内の電

車の軌道わきを走っているもの、土肥地区内の耐震性のない配水池など多々ございます。こ

のようなものを優先順位をつけて、当初５年間でやるべきであろうという事業も少し先延ば

ししたものもございますけれども、いずれにせよ、なるべく早く手をつける、維持補修すべ

き事業だろうと考えているところでございます。 

  それから、生活弱者に値上げのしわ寄せが及ぶのではないかということに関しましては、

水道というのは市民の皆さん、どなたにも必要なもので、負担が高くなる、高い負担をお願

いする、これはほかのバス代とか電気料と同じで、どのレベルにすべきかというのはいろい

ろな議論があろうかと思いますけれども、確かに高齢者の皆さん、負担は地域によって高く

なろうかと思います。ただ、生活弱者というのは、私はどういうとらえ方をすべきかと思う

んですが、生活について非常に生活費負担が高いところということで考えれば、きょう別件

で申し上げました、例えば高校生２人を抱えている若いお父さん、お母さんの世帯、あるい

は大学生とさらに弟さん、妹さんがいるような世帯というのも事実上の固定経費が非常に高

くて、そういった意味では、公共料金というのはどの世帯にとっても低くあるべきだろうと

いうことは当然考えられます。 

  ただ、公共料金の水準そのものを全体を下げてしまうと、他方、今度は支払い能力のある

方、あるいは裕福なご家庭にとっても、そこは負担が軽減されるわけであって、伊豆市の財

政力において全市民に対して公共料金を低く抑えられることは政策としていかがなものとか

と。それは前回も申し上げましたとおり、公共料金は公共料金、福祉は福祉で一応整理整頓

して議論すべきではないだろうかと考えているわけでございます。 
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  それから、学校については、最後、私のほうから一つだけ申し上げたいんですが、教育振

興審議会のほうで２月に答申をいただいております。これを成功させましたのは、今12ある

小学校をどういうふうに統廃合するんだという議論をすると、もうあっちは残せ、こっちだ

という議論に必ずなる。そして、いいのか、悪いのかという議論になる。そこで、まず客観

的に市民の皆さんの代表、教育振興審議会の中でどのような学校がまずある得るべきなのか。

そして、その次にどこがいいのかという二段階で議論をしていただいて、その前段階のほう

の適正規模、もちろん教育の内容というのは規模だけではないのは重々承知しているんです

が、内容はやはりプロの先生方がまず第一義的に考えていただいて、それを我々が支援する

という立場ですので、規模にはどのような規模が最適であるのかというご議論をいただいた

わけです。その中で小学校については12ないし18学級、つまり１学年２ないし３学級が一番

望ましいという結論を答申をいただいているわけです。 

  それが伊豆市でできないかといえば、頑張ればできるわけです。頑張れば２クラス、３ク

ラスの学校ができる。そして、土肥だけは船原峠を超えない限りは２学級はできないわけで

すが、それでも７人、10人のクラスと30人の１クラスでは違うだろうというような議論をい

ただいた上で、このようなことを教育委員会のほうで３月25日に計画をつくっていただきま

した。 

  その間に、先ほどの水道と同じように市民の皆さんからご議論いただいて、ご意見をいた

だいた上で教育委員会は計画をつくりましたので、実は当初の教育振興審議会の案と教育委

員会の案と、その間に私どもが申し上げました内容というのは違っていて、最終的に３月25

日に教育委員会が整理をしたと。そこのやり方というのは、私は伊豆市の意見集約の仕方と

して、非常にいいやり方だったんじゃないかというように考えている次第でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 学童保育のことについて、お答えをいたします。 

  本事業の趣旨は、保護者が労働等により昼間、家庭にいない小学校低学年児童の健全育成

を目的とする事業であります。この中で事業の保護者は、この事業にかかわる人件費の一部、

原材料等の児童にかかわる実費の額を負担するとしておるところであります。 

  議員ご質問の日割り計算のこと、２人目からの軽減のこと、母子家庭、父子家庭の軽減の

問題について、現在の経済不況の状況等も踏まえ、どの点にどのような軽減をいていくか前

向きに考えてまいりたいというぐあいに考えております。 

  通学手段にかかわる問題でありますけれども、保護者、地域との話し合いも何回か行いま

した。また保護者、地域の方への広報に今後も努めてまいるとともに、学校再編準備委員会

等の中で地域の方々のご意見を十分聞きながら、よりよい通学方法が設定できるようにした

いと考えているところであります。 

  教育の原点の問題でありますが、なかなか大きな話で難しいわけですが、基本的なことは
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我々が常に考えているのは、確かな学力、豊かな心、健やかな体、俗に言う知・徳・体のバ

ランスの問題であり、これらを総称して生きる力をはぐくんでいくということがますます大

事になっているというぐあいに考えております。また、基礎的な知識、技能、思考力、判断

力、表現力等、学習意欲を重視しながら調和的にはぐくむことが必要であるというぐあいに

考えております。 

  学校は、とかく学力重視だけを強調されがちでありますけれども、豊かな心をはぐくむと

いう特別活動という分野の領域も大切にしていくことが非常に重要になっていると考えてい

ます。望ましい集団活動や体験的な活動を通して豊かな学校生活を築くとともに、公共の精

神を養い社会性の育成を図ります。特に、よりよい人間関係を築く力、社会に参画する態度、

あるいは自治的能力の育成等を重視しているところであります。 

  伊豆市の子供たちにとって、教科指導だけでなくて、この特別活動の領域である児童会活

動、クラブ活動、学校行事等への活動を通して、集団等のかかわり、自治的能力の育成、集

団への所属感、あるいは連帯意識を深めることをはぐくむことを重要視しているところであ

ります。これらの活動をするには、ある一定程度の人数の集団が必要であると考えたところ

であります。また、地域での遊びの減少もあり、社会性などの育成の場が学校しかなくなっ

てきているという状況も考えると、１学年２クラス等を考えたわけであります。 

  次に、地方交付税の問題でありますが、市の財政担当室にて見込み額を算定いたしました

ので、お答えをいたします。 

  21年度の基準単位費用が今後も変わらないという前提で、学級数及び補正係数の変化によ

る影響のみを算出した結果でありますが、平成22年度から実施する小学校再編成において、

21年現在、学校数12、学級数79がありますが、毎年、段階的に再編成を進めていったとして、

学校数４、学級数49というぐあいに考えますと、普通交付税の影響額は約2,746万円の減少

になると見込んでいるとの算定をいただいたところであります。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

○２０番（木村建一君） 市長に先に答弁させてください、聞いているんだから。犠牲を強い

ているというお話はどうですかということにお答えいただけますか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 私が、この今の現状で子供に犠牲を強いているということではなくて、

子供を犠牲にしてはならないという言い方を再三してまいりましたけれども、ことしの成人

者の数、つまり20年前の出生数は伊豆、伊豆の国市ともに450人だったわけですね。平成20

年度は少しふえましたけれども、それまで続けて170人台。伊豆の国市は400人ぐらいの出生

数でございますので、この20年の間に子供は、伊豆市の旧４町の子供は半分になっているわ

けです。それは先般も申し上げましたけれども、私も含めて、我々大人、私も母が９人兄弟、

私は４人兄弟、自分の子供は２人で、１人はいないわけですから、伊豆市にいないわけです
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から、私も含めて私たちの世代が今の子供たちをこの人数にしてきて、今の子供たちに自分

たちの友達が少ない責任はないわけです。 

  そして、そのような子供たちの数の中で教育振興審議会から答申をいただいたように、本

当は18、つまり３学級という学校をつくりたい。ただ、伊豆市の場合には地域が子供をはぐ

くむという伝統、この伝統は残したい、地域特性を生かしたいということで、それに伊豆市

の地域特性を加えて２学級でも、我々の伊豆市の目標としては２学級でいいだろうというこ

とで教育振興審議会に答申をいただいたわけです。 

  それは、私が先ほど申し上げましたように、統合ではなくて再編成、つまり伊豆市に今小

学校をつくるとしたら、どういう学校がいいですかということで、では今の12で、６人、７

人の学校を残すというメリットを通学距離以外で比較した場合に、今の12を残すほうのメリ

ットがどこかにありますかということも、もうこの半年来伺っているわけです。私の問題認

識はそこにあるわけですね。 

  そこで議員ご指摘の、では、どういう人格形成の問題が起こっているんだというご質問だ

と思いますが、私は教壇に立ったことがございませんので、すべて耳に聞いている、先生か

ら聞いている、学校で聞いているだけで、幾つかの具体例はございますけれども、それはこ

こで申し上げると個人の学校と子供さんが特定できますので、この場では控えさせていただ

きますけれども、現場の先生方から、小規模であるほうが教育の環境として望ましい、ある

いは単学級のほうが望ましいということは全く聞いておりません。どの先生に伺っても、本

当は二十五、六人の３学級が一番いいけれども、伊豆がそれが無理であれば、やっぱりクラ

ス替えは何としてもできるような学校にしてほしいというのが現場の先生方からのご意見で

ございました。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  木村議員。 

○２０番（木村建一君） 学童保育の３つの利用料の件についてお尋ねしましたが、前向きに

ということでしたから、その前向きについて、もう少しお尋ねします。前向きに答弁お願い

します。 

  御存じのように、学童保育というのは共働き、ひとり親の小学生の放課後の生活を経済的

に保障するということと、もう一つは、そのことを通して親の働く権利と家族の生活を守る

という、こういう役割を持っているんですね。教育長が言われるように、今本当に経済的な

生活が大変な中で、それでも一生懸命、皆さん子育てなさっていると。そうすると、私はや

っぱり、市長もいろいろな子育て支援だということをお話をなさっておりますけれども、あ

る一部だけ統一することもあるんですけれどもね。やはり若者が住みたくなるよと。と当時

に、さらに他の自治体から見たときに、ああ、伊豆市に行きたいねという中の私は一つだな

と思っているんですね、この問題は。 

  それで、実質的に、１つ目、ちょっともう少し具体的にお尋ねしたいのは、先ほど言った
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ように、夏休み１日でも２日でも、７月入ると7,000円なんですよね。そうなったんですね、

今。これは、やっぱりどうたって考えられない。現実に夏休みは、はっきり言って朝から夕

方までになっちゃうもので、このときには教育長御存じのように、学童保育へ預けたいとい

う親御さんがふえてくるんですよ、当然のこととして。でも、現実にこういう7,000円負担

なんですかとなっちゃうから、控えちゃうという意見がやっぱりあるんですね。 

  じゃ、これを7,000円じゃなくて日割りにしたら何か財政的な不都合があるかと、大した

ことないですね。ただ、子供がふえるもので、施設関係がちょっと心配になるぐらいで、親

の負担というのは何も関係ないんだから、それはすぐやるべきじゃないのかな。前向きとい

うよりも、ぜひ答弁願いたい。こういうのは、やっぱりもうすぐに直しますというぐらいや

っていただきたい。 

  それから、２人もそうなんですね。２人からとなると、やっぱり今の経済状況なんて、１

人は預けるんだけれども、２人目なると、たかだか7,000円というかもしれないんだけれど

も本当に深刻なんですね。ぜひ、この点もどういうふうに考えて。 

  それから、母子家庭、父子家庭。伊豆の国市は、もう既にやられています。お尋ねしまし

たが、約１割強の方がこの減免制度をやっているんですね。母子家庭、父子家庭、前年度の、

ここの場合ですよ。伊豆の国市では、市町村民税が、いわゆる市民税が非課税世帯のこと。

どういうことかというと、調べると多分、年収ですよ。所得じゃないです。年収200万ぐら

いなんですよね。この方は非課税世帯になるんですよ。そうすると、それに対して年収200

万円、今、日本国じゅう200万円の派遣社員問題と大騒動していたんだけれども、それにほ

ぼ匹敵するぐらいのひとり親家庭なんですよ。だから、それは支援をして、安心して、きち

っと保育料というか学童保育料も心配なくてやれるようにしましょうねという姿勢をぜひね。

検討しますということを言うけれども、どういうふうに検討されるのか、ちょっとお尋ねし

ます。お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） それでは、市長。 

○市長（菊地 豊君） 学童保育については、現在、教育委員会のほうが所管になっているん

ですが、私のほうから基本的な考え方について申し上げたいと思います。 

  議員がご指摘のとおりは、私は個人的には、その方向であるべきだろうと思っているんで

す。なぜかと申しますと、いろいろな場合で申し上げてきましたけれども、これからは地域

全体、大人全体で子供を育てていくようにすべきではないだろうか。ただ、実際にいろいろ

なところでご意見を伺うと、まだまだ伊豆市の中に、やはり親が責任を持つべきだ、あるい

は親の都合で保育させているというようなご意見、ご議論はやっぱりあるんです。 

  そこをまだ意見集約をしておりませんので、実は私も個人的には夏休み１日預けたら１日

の料金で検討すべきではないかと思っているんですが、今はまだ、そのようにいろいろな方

から、それを使われている方、あるいはそこを担当している方、あるいはそれにかかわって

いる方の意見を実は集約していないものですから、今、担当の部、部長、あるいは教育長に
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答弁を求めても具体的な方向はまだ出てまいりませんので、私が全体の考え方について申し

上げて。私はなるべく、私が市長をやっている間は社会が子供を育てるように持っていきた

い。ただ、伊豆市では、まだそこの意見集約が終わっていない。それまでの時間をちょうだ

いしたいと、こういうことでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 事務局長。 

○教育委員会事務局長（間野孝一君） 今、木村議員からお話がございましたように、伊豆の

国市では、母子、父子家庭での非課税世帯については免除という状況であるということは、

そのとおりであります。私どものほうも、余り隣接の市町の情勢を見ながらというのも、い

いときと悪いときがあって、議員さんのほうも否定的な場合が多いものですから、今回その

調査をさせてもらった内容については具体的に説明は差し控えたわけでございますけれども、

現実的にはお話をさせていただきますと、４市１町について、この３点の取り扱いについて

の一応どんな状況かは調べさせてはもらってございます。その中で、この３点の場合の状況

がどうなのかということになりますと、４市１町とも一長一短で、全部がこの３点を網羅し

て、減免なり、日割り計算をしているというところは１市も１町もありませんでございまし

た。 

  その中で私どものほうも、教育長が先ほどお答えいたしましたように、どの点といいます

か、１点目、２点目、３点目の項目で、どの項目について、どんな方法を考えていくのがよ

いのかということを前向きに検討していきたいという、まだその段階でございますので、も

う少し具体的にというお話ございましたけれども、近隣の調査をした上で、また財政的なも

の、それから例えば１つには日割りの中でも、夏休み中、長期の休みのときには朝から夕方

まで子供さんを預かるわけでございますけれども、それでおやつ代が入って7,000円という

ようにいただいておるわけでございますけれども、普通の長期休みじゃないときには、３時

ごろから夕方６時ごろまでで7,000円ということもありまして、その辺のお金のことも今度

は考えなければいけないのかなという気が─一方の減らすほうばかりじゃなくて、今度は

いただくほうの金額は、それじゃ、どうなのかということがありますものですから、その辺

も含めながら前向きに検討させていただきたいというご説明をさせていただきました。お願

いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 木村です。 

  前向きということで、前向きに受けとめます。 

  ただ、今、論議になった、市長が言われた親が面倒を見ないというのが、よくあるんです

ね、世の中に。でも、今回のこの件について言うならば、そうではなく、男女共同参画とい

って女性も働きましょうという世の中で、それは昔々のことですよ。親がちゃんと家庭見て、

帰ったらお母さんがお帰りなさいという社会をつくりましょうねと。ましてや、今回の学童

保育の実際に預けている方に対してどうしましょうかという提案なんだから、じゃ、これ、
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親が面倒を見るべきだという根本的な考え方をずっと、もし市が持って、そういう人がいる

から、ちょっとこの辺については検討させてくれというんであるならば、学童保育そのもの

の存在意義そのものが問われなくちゃならないということじゃないですか。そうではないと。 

  今の世の中、特に日本社会は男女共同参画がすごくおくれていますからね。実質的にＯＥ

ＣＤから指摘されながら、いろいろなことをやっているんだから、そういう立場で親が面倒

を見るべきだというところを出発点にするんじゃなくて、どうしたら本当に両親ともども片

親が働いている家庭に対して支援をしていくのかという、そういう立場で、ぜひともこの辺

は教育委員会のほうで、前向きにと言いましたから12月議会をまた楽しみにしていますので、

どの辺が充実されるのかを。お願いしたいと思います。 

  次に、水道料金についてお尋ねしますけれども、私は市長が新聞報道等、たしか全協でも

話したと思うんですけれどもね、６月で。市民の皆さんに十分に説明と理解がなっていない

から、だから先延ばししたんだよと。これは名前言っていいのかな、いいでしょうね、公的

だから。伊豆日々新聞に、議会上程まで３カ月あるので、いろいろ機会を利用して市民に説

明し、理解を求めていくと、こういうことを言っているんじゃないですか。だから、私はそ

の間、どうするのかなというふうに思っていたら全然やらないと。 

  やっぱり最終的に決めるのは、確かに我々、市民の負託を受けた議員が最終的に物事を決

めていくんですけれども、根本というのは、やっぱり主権というのは住民にある、国民にあ

ると。そのところの立場がきちっとなって直接的に意見を聞く場というのは、今までで市長

だってやってこられたわけですから、今回だって内部的に検討の余地があるからやるという

んじゃなくて、まだまだ市民の皆さんはわからないところたくさんあるじゃないですか。 

  ましてや、今回の件について言うと、ほかのところでは、例えば、ちょっと若干振り返っ

てみると、国民健康保険税の財政状況こうですよということを全部広報でお知らせしたり、

それからごみ有料化問題については、相当いろいろな周知徹底はね、中身はおいておいてで

すよ、いい、悪いはおいておいて、住民の皆さんに広報を通じて周知徹底しているじゃない

ですか。今度のこの水道料金の改定問題について、ないですよね、全く。それこそ一回こん

な紙っぺらもらって住民の皆さんに値上げを説明しただけ。なぜ、この数字なのかわからな

いといって、後から議会側に報告されたということだから、その辺はやっぱり僕はまずいと

思うんです。今回の提案自体だって、根本的な問題。 

  それから、この間もずっと新たに提案された、水道料金の値上げ案なんですよ。それにつ

いて住民の皆さんにずっと聞きましたよ。たくさんの不満がもうはびこっています。何でこ

の料金なのかとわからないと。全体として引き上がるわけですよね。 

  それで、あす多分、出てくるでしょうから、私も、これ、賛同するからやりましたけれど

も、住民の皆さんから、直接市長あてじゃないですね。決めるのは我々議会だから、議長あ

てに多分あしたなのかな、市民がやっぱり市民の皆さんの我々の意見を聞いてくれというこ

とで陳情書が出ているんですよ。多分1,000以上になるのかなと、ちょっとわかりませんけ
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れども、私は集約しているわけじゃないから。その辺もちゃんと執行部として、長として、

その辺はとらえておいてください。 

  それで、具体的にお尋ねしますが、地方公営企業法に基づいて料金を見直しているという

ことで前議会で建設部長は答えました。もう一度確認のために、地方公営企業法の基本原則

についてお話ししながら具体的な質問に入りますけれども、どういうふうに書いているか。

「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに」─ここからです、重要なのは。

これも大事なんだけれども、「その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営され

なければならない」と、こういっているんですよね。じゃ、その立場に立って具体的に２つ

のことを質問しますね。 

  負担の公平性ということを重視して今回の料金体系を採用しましたということですよね。

いわゆる負担の公平、何が公平なのかということについて２つお尋ねします。 

  ２人世帯の高齢者、だれが生活弱者なのかという、見方が違うとか市長は述べられていま

したけれども、まさに今、２人世帯がどんどん、この伊豆市の中に多くなって、高齢者です

よ。年金生活者が多くなっているんですよね、現実に。その方たちが20立方メートル、30立

方メートルあたりを使っているんですよ。その方々が今度は上がるわけね、現実にね。そこ

の点はどうなのかなと、もう一度お尋ねします。 

  ごめんなさい、３つになっちゃうけれども。 

  それから、水道水というのは命ですよね。生活にかかわるんですよ。これを断ち切られち

ゃうと、昔のように川から水をくんできて、自分でやるのはできないですよ、もう生活様式

変わっているから。そうすると、一般の商品では、通常は大量生産、大量供給をしてどんど

ん物づくりをやっていけば、単位当たりの生産コストが下がるから値下げになっちゃうんで

すよね。そうですよね、一般的には。使用すれば使用するほど料金が割安になるという仕組

みはとっているんですよ、一般的にはほかの商品は。ただし、水道は何で違うのか。考え方

の問題です。やるかどうかは、またお尋ねしますけれども、水道事業でこうじゃないよと、

２つの理由で、こういうたくさん使えば使うほど、物の値段を下げるということはしません

と。全国的にそうですよね、大体が。 

  １つ目は、水の浪費を抑制して合理的な水使用の促進を図るために、ほかの自治体を見る

と使えば使うほど高くしているんですよね、立米当たりの単価を。それを採用しろと言って

いるんじゃないんですよ。考え方の問題ですよ、水道料金どうあるべきか。多く使う人がな

るべく節約するようにしましょうという呼びかけですよ。少ししか使わない人は、浪費しな

いようにと、それ以上使えないんだから、浪費って余りその点は問題にならない。 

  ２つ目、大事なことは、水道料金というのは個々のサービスの供給に基づく原価をもとに

決定されるべきなんだけれども、一般の使用者と比べて─ここからですよ。大量の水を消

費する人は、その水の需要にこたえるために施設整備により多額の費用が必要とされるんで

すよ、大口の人たちは、たくさん使う事業所とか何か。だから、その方々に対して適切な負
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担を求めるというのは一般的なんですよね。そうではないですかね。 

  ただ、今回の提案を見ると、もうゼロから始まって、ずっと最後まで同じですよ。それで

逆にいって、しわ寄せが一番ちょっとしか使わない人に行っている。本来、その方々だけ、

小口しか使わない人ばかりの人口だったら大きな施設をつくる必要ないですよね。その辺ど

ういうふうに考えますか。 

  それから、３つ目です。建設改良費をどのように負担すれば公平になるのかという問題で

すよ。 

  ここが大きな今度は分かれ目、考え方、今回提案される条例になるけれども。こういうこ

とですよね、前言っていたのは。人口も衰退している、産業も衰退しているから、今のうち

に将来５年間かけて、今回提案された14億何がし、15億ですよね。約15億の建設改良を整備

したいんだと。じゃ、その金、だれが出すのということなんですよね。だれが保障するのと。

今、市が提案している中身を見ますと、この約14億のうちの約３割ですよ。３億円は起債で

すよね、借金ですよ。あとの残り約11億円は現金でいただきますよという方式ですよね、５

年間で。だから、料金はぐんと上がるんですよ。でも、水道施設というのは、じゃ、５年間

で終わりますか。20年、30年先使えるじゃないですか、設備を使えば。だから、本当に負担

の公平というんならば、20年、30年先の方々も、それを利用する人も応分の負担をしてもら

いましょうねといって、水道料金の基本的な維持費プラスその設備投資費の借金分、起債分

を少し上乗せてして長期にわたってお金をいただくというのは、これは水道料金体系なんで

すよ。それが全く違うんですね、考え方が。 

  だから、今ある人にお金をいただきますよというのじゃないですか、そういう提案でしょ

う、今回だって。違うんだったら、首を振っているから、あとで説明してください。 

  それから、これを十何億、早く整備しないと、どんなことを前、言っていたかというと、

５年間必要な整備をしないと修繕費用がかかると言いましたね、部長はね。こう言ったんで

すよ。で、調べました、修繕費用はどうなっているのか。平成18年、19年、20年、約4,000

万から5,000万ぐらいですよね。ちょっと、その年によって当然修繕費違うんだけれども、

17年度から大体同じぐらいですよ、4,000万から5,000万、行ったり来たりしているんですよ。 

  今度の将来計画を見ますと、約15億円で今回整備をしても、この後５年後、６年後のこの

財政計画、水道計画を見ると、将来の修繕費だって4,200万ですよ。今回提案しているのは、

そうですよね。修繕したって4,200万、今までと変わりませんというんだったら、一体全体

何のために設備投資するのか。ましてや、繰り返しますが、５年間必要な整備をするのは修

繕費用がかかって、この水道会計にしわ寄せが行きますというような前の６月議会でお答え

だったんですよ。実際には、そうではないですよね。また同じようなお金がかかる、設備投

資しても。その辺がどうしてもわからない。説明してください。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、そもそも何のためにこれをやっているかということで、もう合
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併協議の中に、そして伊豆市総合計画の中にあるわけですね、水道料金をなるべく早く統一

をと。伊豆市になって伊豆市の公共料金だから、それが当然だと思うんですが、これについ

て反対という方は私は聞いていないし、いなかったんだろうと思います。 

  ただ、現に126円から34円まで幅があるわけだから、そこは一気に統一するのは無理だか

ら段階的にやりなさいという、いろいろなところからのご要望があったということも、これ

はほぼ共有されているんだろうと思います。その中で６月に上程をあきらめて今回見送った、

その中には、全体の負担は、じゃ、どうなるんだということで、少し水準を下げてでも、ま

ず統一をするべきではないかというご意見がかなりあって、そのために基本料金も三段階に

したわけですね。643円ではなくて、200円、400円、600円ということにしてということで、

この料金の統一の仕方、すべきだという方と統一の仕方について余りご異論はないのだろう

と思います。 

  ただ、問題は、では統一するんであれば、どの水準に料金設定をするかということがほと

んど焦点だろうと思うわけですね。そうすると、１つは、この５年間の事業は適切かどうか

という話、これは後でまた建設部長からも、もし必要であれば事業の必要性について申し上

げますけれども、先ほど申し上げましたとおり、まだ膨大に整備しなければいけないところ

が、実際に４割近くの水が漏れているかもしれない。いろいろなところで温かい水、赤水の

改善の要望がある中で、そうそう延ばしていい事業が全体の中であろうとは考えにくい。 

  そうすると、もう一つは起債、もしくは一般会計からの繰り入れで当面やりなさいと。起

債する場合には、全部事業が終わって今回の５年間で料金負担をとれば別ですけれども、次

の５年間もやはり事業があるわけですね。その次の５年間の事業まで、その中で起債がゼロ

ではないわけですから、ですから、今この事業のために起債をふやせば、結局は我々が我々

の後ろの世代からとるという、そこの不公平が当然出てくるわけですね。やはり今、我々は

起債と一般会計からの繰り入れというは可能な限り抑制すべきだろうと思います。 

  それから、大口使用者については、これは民間企業の商品の場合には、その中に利益が入

っていますから、10個売れるものを100個売れば、それは企業のほうは利益率を下げること

によって大量消費のところ、大口顧客に対してサービスをすることは当然あり得るべきです

が、公営企業の場合には、利益はすべて株主である市民のほうに戻るわけですから、ですか

ら、そこはだれかがその利益を圧縮をして大口にサービスをするということは公営企業では

なかなか起こりにくいんだろうと。要するに、そういった特段の配慮というのは余りインセ

ンティブがないんだろうと思います。 

  その中でいろいろ検討した結果、料金水準、５年後の料金体系として、前回と違いますけ

れども１立方、95円ということで水道審議会の答申をいただいたやり方で、ただ、事業を見

直ししましたから96円ではなくて95円という設定をしているわけです。その中で基本的な考

え方として、私はおおむね皆さん、どこもご異論はないのではないかと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 
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○建設部長（小川正實君） 少しわかりづらかったんですけれども、大口使用者と２人世帯の

高齢者等の少額使用者との関係でございましょうか。 

  大口使用者は施設に負担をかけるから、逓増料金制度というのが確かにございます。これ

は、段階的に使用量によって単価を上げるという方法もございます。ですけれども、私ども

が今回とったのは、逓増料金制をとらないで普通の従量料金制を採用したという、このあた

りは、これは考え方の問題ではないかと思います。 

  どちらが公平かどうかという問題だと思うんですけれども、それと小口の方なんですけれ

ども、一番少ない方ですと、例えば市長が高いところに設定するということで湯ヶ島の例を

とってみますと、湯ヶ島は20立米までは2,520円です。ですけれども、新料金になりますと、

確かに20立方メートルですと新料金は3,200円程度になりますけれども、15立米あたりでは

新料金のほうが安いですね。これは先ほども申し上げました─先ほどは言いませんでした

けれども、今回逓増料金制をとらない、しかも基本水量制をとっておりませんので、基本料

金プラス水道料金という形になりますので、基本料金を1,286円とった場合には10立方メー

トルのときに約2,200円程度になりまして、湯ヶ島より安いことは事実でございます。これ

は計算してみると、よくわかるんですけれども。 

  それから、建設改良を行うときに起債を起こしたほうが有利じゃないかというお話なんで

すけれども、確かにといいますか、起債で補てん財源を賄うのか、内部留保資金で補てん財

源を賄うのかという問題はございます。起債を借り受けても償還金が発生いたします。これ

が３条の費用のほうに計上されます。これが増額になってきます。減価償却費につきまして

は同じ額が計上されます。 

  この料金のいただき方というんですけれども、この建設改良費に充てるために料金をいた

だいているという解釈は、ちょっと間違っていると私は思います。これは監査委員にも指摘

されているとおり、３条はあくまでも建設改良のほうへの、３条の料金収入を直接、建設改

良の収入のほうへ持ってくるわけじゃございませんので、ぜひその点のご理解をいただきた

いと思います。 

  とりあえず、そんなぐらいの回答なんですけれども。 

〔「修繕費」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） 修繕費でございますが、修繕費は、これはたとえ建設改良をやっ

たところでも、施設的には徐々に改修されていくから少なくなるわけなんですけれども、相

変わらず改修されない部分につきましては工事がだんだん修繕が大きくなっていく可能性が

あります。こういうことがありますので、あくまでも推計値なものですから、改良をしてい

く上で修繕費が減る。ですけれども、老朽していく部分もありますので、修繕費がそれにふ

えるというところで、料金算定の推計値なものですから、我々は4,280万円ですか、今度新

しい数字で4,280万円程度なんですけれども、これを一応料金算定の数値として推計させて

いただきました。 
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  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 具体的なことを聞きますけれども、建設改良費が例えば１億円にな

った場合は、水道料金は今までどおりなのかどうか。連動するじゃないですか。お金かける

んだから、そのお金はどこから持ってくるということですよ。起債するのか、皆さんからい

ただくのかということじゃないですか。違うんですか。 

  具体的にお尋ねします。もし仮に、極端な話、14億円の建設改良費ですよね、今度の計画

は。それ、１億円だったら水道料金幾らになります。同じですか、違うでしょう。同じかど

うか、違うかどうか、答えてください。 

  だから、ほかの自治体だって全部そうなんですよ。今、市長は将来の人からお金をもらう

のはいかがかなと言ったんだけれども、そうではないんですよ。今も払うんだから。今、建

設改良５年間でやれば、今いる人が借金をする分を払っていくわけだから、違うんですかね。 

  それから、私は市長が言うように、料金の統一の問題については別に何も皆さん論議して

いないけれども、今回の料金値上げの統一の基準はどこに置いているかと、市長も前の議会

のとき答弁なさったんだけれども、私は、講演会のときに直感的に一番天城の高いところに

合わせるんだということで、何かそこから出発したのかなと思うんで、現実の数字を見ない

で何でそういうふうな発言をなされたのかなと、ちょっとわからなかったんですけれどもね。 

  統一そのものについて、やっぱり６年たってから、やる必要があるのかなということは、

だれしも思っていることなんですよね。市民もそうですよ。ただ、今の料金をみんなどう考

えているかと。天城は下がって、土肥が上がって、中伊豆、修善寺あたりが上がるか、下が

るか、こうなってくるでしょうと、上と下とという見方をしているんですよね。天城に行っ

たとき、何で全部下がらないで、ほんのちょっとしか立米使わないところが値上がりするよ

うな、そういう料金体系なのと、おかしいねと。私たちは６年間、一番高い水道料金でずっ

と我慢していたのに、また上がるんですかということですよ。それに対して、どう答えます

か。 

  修繕費のことについてお尋ねしますけれども、前の答弁と違うんですよね。前は５年間で

必要な整備をしないと修繕費用がどんどんかかりますと。だから、これを早く設備をちゃん

と整えなくちゃなりませんとお話しなされたんです。そうであるならば、そうであるなら修

繕費用が今度の将来、確かに将来見えませんかもしれませんけれども、ただ、将来ですから、

わかりませんの、4,200万円の─毎年ですよ、５年間の4,200万、修繕費だっておかしいで

しょうと言っているんですよ。修繕費ゼロにしろとは私は何も言っていない。５年間分直る

んだから、じゃ、さらに古いところありますよというんだったら、そこの古いところをちゃ

んと計算して出してくださいよ、今度の推計値は。 

  それがないのに、修繕費用がかかる、かかるといって、５年間で早く直さないと大変だと。

修繕費用のそのかかるお金が水道料金等々にはね返ってくるかと言っていたんですよね。だ
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から、早く設備投資しないと修繕費用ばかりかかっちゃって、どんどんふえていきますよと

いう話だったじゃないですか。でも4,200万円で、今度だって何にも修繕費も変わらない。

じゃ、何が変わらないから修繕費用は今までと同じように５年間整備したという4,200万円

なのかを説明してください。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、私の選挙前の議論のときに、私はいろいろなところで水道料金

は合併協議ですから統一をしますと。その際、一番高いところに統一しますということは確

かに申し上げております。それは、やはり市長になる前、数字もわらない、データがわから

ない、実績の事業がわからない中で、ただ、私は当選した後、あいつはうそをついたと言わ

れることは嫌なので、常識的に考えて清水町や長泉町のような水道料金にできるわけがない

以上、多分一番高い水準に合わせざるを得ないだろうなと、こういう政治的な発言をしたわ

けです。その後、市長になり、スタッフができ、そして事業をちゃんと担当するものがつき、

その水準と後で市長として出す水準が違うのは、これは木村議員も政治長いですから、そこ

の違いはおわかりいただけると思うんですが、今回、市長として数字を出したわけです。 

  だから、その出す水準がこれだけの長い水道管の維持、補修し、これから整備する中で、

それから将来、さらに簡易水道の問題もでき、いろいろな問題が出てくる中で、およそ安い

ところに合わせるというのは、そのためにはやはり一般会計から持ってくる以外には私には

ちょっと非常に考えにくい。料金だけで自己実現しながら、さらに低い水準というのは、ち

ょっと手品でも使わない限りは無理なんではないでしょうかという気がいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 先ほど５年間の建設改良費が１億円だったらという話なんですけ

れども、そういうことはあり得ないんですけれども、例えばそういうことになれば、１億円

の投資はございます。その施設の減価償却が３条の費用に計上されます。その１億円の財源

を起債で賄ったとすれば、起債は当然支払利息が発生しますので、減価償却と支払利息が３

条の費用に計上されます。その３条の費用、これを料金収入で賄うということですので、例

えば５年間で１億円でしたら、確かに議員のおっしゃるとおりに給水料金には、それほど影

響、小さな影響であるということは確かで、14億より影響は小さいということは確かです。 

  修繕費のことなんですけれども、修繕していけば直って修繕が発生しなくなる部分もござ

いますけれども、まだ手つかずのところは非常に漏水がまたふえていくという部分もござい

ます。これは定かではございませんので、それはどっちが勝って、どういうふうに修繕費が

上がるかということはちょっと推測できませんので、例えば修繕箇所を全部拾い上げて、そ

の計算をしろと言われましても、実際の作業といたしまして、ちょっとできかねます。そう

いうことなものですから、日水協の料金算定の要領におきましても、これはあくまでも推測

で行っております。 
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  それから、旧天城湯ヶ島町の水道料金が下がって土肥が上がれば、もうちょっと低いとこ

ろじゃないかという、そのご議論もわかるんですけれども、現在、私が細かく詳細を周知し

ているわけじゃないんですけれども、16年から合併以来、新八幡配水池はやってきました、

新しく。ですけれども、施設の老朽は相当我慢して見送られてきていると思います。そうい

う意味で、新料金を算定した場合に、これは議員がおっしゃられるのは平均なところへ来る

んじゃないかということなんでしょうけれども、要するに施設の改修をやってこなかった分、

確かに今後、新しく建設改良やっていかなきゃならない部分は存在しています。ただ、これ

を今後やらなきゃならない事業を５年間で全部やっているわけじゃないんです。例えば、20

年、30年の予想はつきませんけれども、10年程度の中期の建設改良は、これは持っているわ

けであります。そのうちの22年から25年の分を建設改良費を平準化した上で、この５年間の

建設改良費をとって料金算定の根拠にしているわけです。ですから、この投資のお金を料金

でいただこうという、そういう直接的なものじゃないんです。 

  それから、４月でしたかね、全協のころお出ししました経常収支の概要、ちょっと私の記

憶が間違っているのかもしれませんけれども、もしかしたら激変緩和措置をやる前の経常収

支の概要というものをお出ししたと思います。Ａ３の横の長い表なんですけれども、その一

番下に給水原価という数字があると思います。この給水原価が最初、当時は119円ぐらいだ

ったと思います。今は、この間の資料ですと115円ですね。ちょっと違いが出ておりますけ

れども、確かに市長の方針といたしまして高いところに設定すると市長がおっしゃいました

けれども、それは市長は施設を見た段階で、これは相当お金がかかるぞと、私はそういうふ

うに解釈しておりましたので、我々も料金改定の作業の中で高いところへ合わせるという作

業はちょっと難しいんです、これは。そうではなくて、５年間の総括原価を給水料金でいた

だこうという、こういう決まりきった作業でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） １つだけ聞きます。 

  今、３条４条だとかいろいろ言っていましたけれども、簡単に言って１億円の改良費だっ

たら料金に影響しますと言いましたよね。じゃ、影響するじゃないですか。そうではないん

ですか。最初しませんと、今度しますと言っている。14億の建設改良費、１億円にして料金

に影響しますと言ったじゃないですか。 

  普通一般的に、料金というのは、じゃ、どうするのと。今までの起債分と─今まで起債

やっていますよね。それと、今、現状の水道料金を維持するためのということでプラスしな

がらやっているんじゃない。全国平均、どこ見たってそうですよ。だから、設備投資どんど

んしなければ、当然料金だって、そんなに上げなくて済むじゃないですか。３条予算の試算

がどうのこうの、そんな難しいことじゃなくて。 

  もう明確に言っていたですよね。14億に１億円だったら、今の料金じゃありませんと。だ
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から、14億かけた分がここに来るんですよ。だから、その14億をどこでだれが払うのかとい

うことなんじゃないですか。どう見たって、あの中身見たって３割しか借金していませんか

らね。そうではないですか。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） どなたが払うのかというご質問なんですけれども、これは５年間

に給水サービスを受ける市民が全部払うのかと、そういう意味なんですか。５年間、給水サ

ービスを受ける市民が14億を払うのかと、そういう意味なんでしょうか。そういう意味だと

しますと、それは違うと思います。 

  これは、あくまでも減価償却費を賄っていただくということなんです。借金をすれば、支

払利息を負担していただくという。ですから、この耐用年数なり、起債の償還年数がござい

ます。その年数だけ繰り延べられているわけでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村君。 

○２０番（木村建一君） １億円使ったら料金下がりますよと言ったんだから、その説明をし

てください。14億と１億円の改良費だったら、料金は違うと言ったんだから。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 14億円の設備投資と１億円の設備投資では料金への反映の額が違

うということなんです。１億円でも料金は発生いたします。14億円でも発生します。ただし、

私が先ほども申し上げたのは、１億円の減価償却費、これが１億円なりの減価償却費が３条

に計上されるわけです。14億円の設備投資をやれば、14億円に対する単年度の減価償却が３

条に上がります。単純に言えば14倍になるわけです。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。あと４分25秒です。 

○２０番（木村建一君） あと委員会のほうで、またじっくりと─委員会じゃない、条例の

ほうで審議しますけれども、道路問題について、ちょっと時間の関係もありますから、通学

手段の問題についてお尋ねしますけれども、何だか、ちょっと考え方をお尋ねしたい。 

  先に統廃合ありなんですよね、聞いていると。そして通学費はくっついてくるんですか、

そういう考え方で今やられているんですか、お尋ねします。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長、答弁願います。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 基本的には、そういう考え方になります。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） そうしますと、具体的にお尋ね、歩くということをどう考えている

のかということなんですよ。子供たちが歩いて集団登校をしたりなんかして、通学というの

は子供の成長に私は物すごく大事な要素があると思っている。というのは、歩くことによっ

て、暑いねとか、寒いねとか、空がきれいだね、トンボが飛んでいる、チョウチョが飛んで
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いるねとか、花がきれいだねとか、いろいろなことを見る、聞く、さわる、いろいろなにお

いを通学の中で体験するんですよね。学校の中でできないものをやるわけじゃないですか。

だから、すべてがすべて歩いているわけじゃないんだけれども、歩いて通学する児童生徒の

数を今回の統廃合で少なくせざるを得ないということですよね。だから、そこまでひっくる

めてやる、本当に人間的成長というのは、そういうところまで考える必要あるんじゃないで

すか。 

  それから、より具体的に聞きますと、下校時間の問題について、バス時間というのか、ち

ょっと調べましたけれども、１年生と６年生では、終わる時間が約１時間違うんですよ。１

年生でも曜日によって約１時間の差があります。６年生でも曜日によって約40分間の差があ

るんですよ。もうばらばらですよ。これをバス会社に頼んで下校時間に合わせてくださいと

いったら、とてもじゃない、バスの便が幾らあっても足りない。そうすると、待機をする、

どこかの教室の片隅に、そこで待たせるという作業ですか。 

  去年よりもことしのほうが多分学習時間がふえたんですよ。子供たちの本当に伸び伸びす

るという学校の中に、通学するまで、あなたたち待ちなさいねという子供たちをふやすとい

うことが今回の学校再編成の一つの私は課題じゃないかな。その辺もひっくるめて、やっぱ

りやる必要があるんじゃないだろうかと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 確かに歩く話は我々も議論をしましたし、デメリットの部分にな

るなというぐあいに思います。ただ、それ以上に、再編成して一つにまとまって、いい効果

を上げるほうを重要視したということであります。 

  それから、下校時間の問題についても大分心配をしましたし、実は松崎町でここ二、三年、

そういう問題で大分いろいろな話があったということを松崎町の教育長には聞きましたけれ

ども、帰りは今の考えでは２本、バスを用意していただくという考え方でいます。 

  それから、完全に再編成し終わった学校については、極端に言えばバスに合わせて教育課

程のほうをいじってもらうというように考えていきたいと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 木村です。 

  いずれにしても、じゃ、通学時間がうまくいかなかったら、結局はよすんじゃなくて、も

う統廃合先にありきなんですよね。先ほど言ったように、全体をひっくるめて、学校に行く、

帰ってくるということも含めて全部を子供の教育環境というようにやっぱり私は考えてほし

いと思うんですね。 

  中伊豆のほうも行ってきましたけれども、さまざまな課題がありますよね、あそこはね。

どう埋めるのかなと思って、逆に私はじっと注目しているんですけれども、本当に大変な作

業をやろうとしているんですよ。住民の皆さんの要求、すごいですよね。安全に子供たち
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─あと１分ぐらいかな。 

  すみません、時間なくなっちゃうんで。ちょっと一般的にいうと、通常、平常どおりにや

れるときのことを、みんな人間というのは考えるんですよね、平常時のこと。今回、インフ

ルエンザの質問出たんだけれども、ある方が、やっぱりお母さんたち、ある意味で心配して

いましたよ。インフルエンザがずっとはやっているということ。集団登下校のときに今度バ

スの中にどんと入るわけですよね、みんな一斉に。それ、本当に大丈夫と。何か事あったと

きに─どこかが遠くなっちゃうんですよ、子供たちが。その距離は長くなりますよ、物す

ごく。そのときに本当に大丈夫なんですかというようなところを質問しましたけれども、そ

の点のことはどう考えますか。 

  次回また、本来の教育そのものの論議、またやっていきたいと思うんですけれども、質問

します。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） インフルエンザのことまで考えて再編成のことは、話しとして考

えたことはありませんでしたけれども、確かにそれは重要な問題だなと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） じゃなくて、ただインフルエンザの問題じゃない。通常じゃなくて、

何か事あったときの問題が今までの学校の施設よりも、再編成することによって、その課題

というのは大きくなりますね。ただ、そうですねじゃなくて、それに対する対策をちゃんと

考えているんですかということを聞いているんですよ。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） それはインフルエンザの問題ばかりじゃなくて、地震の問題もあ

るでしょうし、台風の問題もあるでしょうし、それはきりがない話であります。今後、それ

については十分検討をしながら遺漏のないようにはしていきたいと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） これで木村建一議員の質問を終了します。 

  ここで休憩をしたいと思います。再開を14時55分にいたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 

再開 午後 ２時５５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 大 川   孝 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、11番、大川孝議員。 

〔１１番 大川 孝君登壇〕 

○１１番（大川 孝君） 11番、大川です。 
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  私は通告してあります３項目につきまして一般質問をし、その答弁を市長に求めます。 

  １番、商品化されたミネラルウォーター天城の水に関してでございます。 

  21世紀になりましても水は人をも含めた地球上のすべての生物の重要な命の源であること

を、これまでどれだけの人が気づいていたか、水を一面的にとらえてきたことへの反省を21

世紀は抱えているような気がいたします。水問題がこの世紀は大きくクローズアップされて

くるものと思うわけです。 

  さて、月ヶ瀬の梅組合地内に天城湯ヶ島町時代に設置いたしました天城の水の製造工場が

あります。そこで質問をいたします。 

  １つ目といたしまして、この水の製造は何を目的で事業を始めたことでしょうか。 

  ２つ目、この水の事業の開業は、オープンはいつでしたか。当時の建設費用はどのくらい

かかったでしょうか。 

  また、今から２年ぐらい前から製造を中止しているようでございますが、今後の対応方針

はいかがでしょうか、お聞きしたいと思います。 

  ２つ目であります。中央道修善寺道路の無料化に関して。 

  この件につきましては、今までもあらゆるチャンネルを使いまして県に無料化の要請をし

てまいったようですが、思うように進んでおりません。ことし７月の川勝新知事就任に伴い、

知事には深刻なこの伊豆地域経済の実態を理解してもらう中、伊豆市が中心になって無料化

を推進していかなくてはならないと思います。東名沼津インターより接続される東駿河湾環

状道路は、当初より無料というふうに聞いております。東駿河湾環状道路の建設費は中央道

や修善寺道路の比較になりません。この点につきまして、市長の対応を伺います。 

  ３つ目といたしまして、平成22年度の予算に関してであります。 

  そろそろ平成22年度の予算編成を組む時期になってきましたが、増税論議の前に徹底した

歳出削減が先決であり、事業仕分けが重要であると考えますが、市長の所見を伺います。 

  以上、よろしく答弁お願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの大川議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答えを申し上げます。 

  まず、１つ目の月ヶ瀬の梅組合でやっておりますミネラルウォーター天城の水に関して、

月ヶ瀬地域では昭和44年に農業構造改善事業により梅園を造成をいたしました。その後いろ

いろな事業を経て、平成７年に月ヶ瀬に加工所を新設し、梅シロップと天城の水を生産する

本格的な施設が稼働をいたしました。水の事業は、それより以前に昭和60年から、古いほう

の施設でミネラルウォーターの販売を開始をしたと聞いております。ただ、目的が記録に残

っておりませんで、伝え聞くところによると、当時はいろいろなところの水の事業というの

がはやったというか、推奨された時期があったようでございます。詳細は、申しわけござい
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ません、記録に残っておりません。 

  58年に梅シロップ工場が設置されたときの建設費は、記録として残っておりませんで、平

成７年に月ヶ瀬に工場を新設したときの事業費が総額で１億2,000万円、これはシロップと

天城の水を合わせた工事費でございます。 

  それから、平成19年６月からミネラルウォーターのほうは販売の中止を決定して現在に至

っておりますけれども、現在、月ヶ瀬梅組合のほうで水事業再開を目指し、その取り組み体

制や販売方法の見直し等の検討をしている作業だと聞いております。 

  ２つ目の伊豆中央道修善寺道路の無料化につきまして、当該道路の無料化は渋滞の緩和、

出口や横瀬の安全性の確保、あるいは通勤負担の軽減など伊豆半島全域にとって非常に大き

な意味があるものと考えております。私は、少なくとも東駿河湾環状道路が伊豆中央道と接

続される３年後には何としても無料化を果たしていただきたいと考えています。 

  これも直接ではございません。伝え聞くところによると、国の当局から伊豆中央道修善寺

道路の無料化というのは、これは地元の要望によって有料道路でもいいからつくってくれと

いうことでつくったのであって、これを無料化すると天城北道路や河津下田道路の建設を遅

滞させるという説明をしている方もあるようです。 

  ただ、この東駿河湾環状道路、そして将来、建設が構想として示されている伊豆縦貫道は、

いずれも無料の道路。これからは高速道路以外は有料の道路はつくらないという国の方針で、

その伊豆縦貫道ができるまでの間、暫定的に中央道につなぐということでございますので、

私は理論的に中央道修善寺道路が無料化になっても筋は通るだろうと考えてはおります。 

  ただし、今月３日に行われました静岡県市長会の席上、知事のほうから伊豆スカイライン

の通行量を一律に200円にするということに触れられましたけれども、伊豆中央道修善寺道

路の無料化には全く触れられませんでした。私は優先順位の中で、どうして中央道修善寺道

路ではなくて伊豆スカイラインなのか、知事がそこを判断をされた根拠は実はわからないの

ですが、伊豆半島全体の利益にかかわる要望の優先順位について、まずは伊豆半島全域の関

係者の中で意思統一することが必要なんだろうというように考えております。 

  最後の平成22年予算に関して、事業仕分けは行財政改革を進める上での外部委員による事

務事業評価の一方法だというのが構想日本の定義だそうでございます。ただ、私は伊豆市の

規模からいって、数十万の政令指定都市とか中核都市と違いまして、あえて事業仕分けをや

る事業規模ではないのではないかと考えております。 

  当市においては、現在、平成22年度から５カ年の集中改革プランの見直し作業を進めてお

ります。既に19年度より約560の事務事業の評価を、これは担当部局で実施してまいりまし

たけれども、さらに改善の余地や課題を含む事業については中立的な立場で評価できる評価

委員会を組織し、事務事業の改善や予算編成への反省をすることも選択肢としてはあろうか

と思います。ただ、私は既に議会のほうで行革委員会をつくっていただいておりますので、

行革委員会のほうで、そこを徹底して見直していくことも、もし議会にお願いをできればと
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思っております。 

  つまり、伊豆市の場合には経常収支比率が非常に高く、投資的な事業というのは非常に小

さくなっています。その中でまちづくりにかかわるもの、あるいは危険な箇所の補修であり

ますとか、道路の改修でありますとかいうのは、地区の地元の皆さんの要望も強いでしょう

し、恐らく焦点というのは補助金のあり方なのではないかと思うんですね。別の組織で補助

金の有効性に関する評価も行いますけれども、ぜひ、そこのところも行革委員会のほうで評

価をいただき、もしその中で不要なもの、効果の低いものがあればご指摘をいただければと

思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  大川議員。 

○１１番（大川 孝君） １番目の水の件でございますが、今はシロップのほうの関係は操業

しているような話のようですが、天城の水は中止にしているというようなことですが、天城

の水の製造については今後はつくらないという考えですか。それとも、どういうふうな考え

でしょうか。まず、その辺を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほども申し上げましたとおり、まず、第１当事者でございます月ヶ

瀬の梅組合のほうでは、再開を目指して、今検討しているところだと聞いております。 

  また、私がいろいろなところで本件に関して情報収集したところ、販路が確保できれば、

水源さえあれば事業として成立するだろうと。販路はいろいろなところでお手伝いするよと

言ってくださっている方もいるんですが、現時点で安定供給ができる水源、これが確保でき

れば水事業というのは可能性はあるのではないかと考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） 水をつくる製造機械装置は、市の一つは財産ではないかと思うわけ

です。それを梅組合さんのほうに委託してあるかどうか、そういうのは私ははっきりわかり

ませんが、この水というもの、をせっかく天城湯ヶ島町時代に天城の水として商品化されま

して販売するような状況になっていたわけですね。そうしてみますと、やはりせっかくの製

造機械装置を有効に利用する意味でも、またミネラルウォーターというのは、ご承知のよう

にペットボトルで大体、製造する会社によって違いますが、最低は１年もつ、また２年、３

年という長い、そういうふうな商品期限もあるわけですが、伊豆市民の災害時、そういうも

のにも、いざというときには、水が断水したときとか、生活水とか、いろいろな意味では広

く、困ったときには、もう手っ取り早く在庫を放出してお使いになることができるというこ

とでございまして、せっかくのこの装置があるわけですので、機械を整備するところがあれ

ば整備をして、きちんとしていく必要があるのではないかと思うんです。 

  そういう意味で、先ほども申しましたように、天城の水をこれからも生産して、災害時に
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は、住民の救援物資として利用してもらうのも大変必要じゃないかと思うわけです。また、

日常生活においては、安心して生活ができるように市民にも広くＰＲして、天城の水を活用

してもらうことが急務でもあろうかと思います。 

  災害時の断水や予想される東海地震など、備えあれば憂いなしです。天城の水は伊豆市の

ブランドです。そういう意味でも、ぜひとも梅組合云々でなく、市が伊豆市民の財産のそう

した機械装置を備えているのであれば、それなりの生産、販売、そうしたもの、また住民に

利用していただくということが大変これからのこうした時代には、この水は必要じゃないか

と、その辺について、もう一度ひとつご答弁いただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これも繰り返しになりますけれども、水源が確保できて、販路が確保

できればビジネスとして成立する可能性があると聞いているわけでございます。ただ、その

販路については、いろいろな方と今相談をしているところで、水源が確保できれば、その方

向でやっていきたいと、また月ヶ瀬梅組合のほうも、そのような方向で考えているように聞

いているということでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） いずれにしましても、こうした貴重な設備を我々、この地域の天城

湯ヶ島町時代に事業化して、ミネラルウォーターとなるもので製造してきた実績もあるわけ

でございますので、シロップばかりをお使いになるのでなく、あわせまして、やはり天城の

水として広く一般市民、またいろいろの先ほど申し上げましたような災害とか、そうしたこ

とが起きた場合にも、自前でそうした商品がすぐ市民の皆さんがお使いになれるというふう

なことも考えていただきたいと思うんです。そういう意味で、幅広い生産、販売のプロジェ

クトを新しくつくってまでも、ぜひやることが大変必要じゃないかと思います。財産の有効

利用をさらに推し進めていただきたいと思います。 

  それでは、２番に行きます。 

  この道路の無料化でございますが、国政では新政権が高速道路は無料化するとマニフェス

トで発表しましたが、利用者にとっては大変大歓迎ではないでしょうか。地方の、しかも半

島にある中央道、無人料金所で200円、修善寺道路が有人料金所で200円が無料にならないと

いうことは、地域の声が十分に今まで伝えられていない証拠ではないかと思います。 

  伊豆地域住民の生活道路として、また観光不振に対しましても週末のささやかな観光の来

遊に利用されるお客様に対しましても無料化運動を起こす必要があると思います。そこで、

伊豆市だけでもいいですから、署名運動をして県知事に強く要望していくことが急務である

と思いますが、所見を伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 非常に危惧されるところも多いんですが、高速道路が無料化になり、

またガソリンの暫定税率が廃止されますと相当な規模の財源がなくなります。その中で今ま

では東駿河湾道路140億ですか、マイナス１％ぐらいの公共事業の中で特段の配慮で３％ぐ

らいの予算がつけられてきたわけですね。そうすると、そこから５兆円ぐらいの財源が国の

中でなくなることが行われるとすれば、果たして今までどおりの予算が天城北道路、あるい

は伊豆縦貫道に来るだろうかというところが非常に今、私のみならず、伊豆半島の市長、町

長が危惧しているところでございます。 

  なお、先般、県内の市長会において川勝知事は、南から整備をしたいと。下田から河津方

向にまず着工したいというようなことはおっしゃっておりましたけれども、中央道修善寺道

路については言及されることはありませんでした。私どもも頑張ってまいりましたけれども、

首長１人ではやはり影響力が小さいものですから、今、伊豆半島サミットの枠組みの中で、

この道路についてはどのように考えて─あるいは県と国が全く体制が変わりましたので、

一体、今までのような要望活動がいいのか、いらないと言われるのか、別の地域の声を吸い

上げていただけるシステムができるのか、できないのか、戦略局で全部決めるのか、そのあ

たりが全く見えておりませんので、私どもとしては、しばらくの間は新しいシステムの動か

し方について少し見させていただく以外にはないのではないかと考えているところでござい

ます。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） 先ほど冒頭に市長が、この道路をつくるに当たっては地元は有料で

もいいから、ぜひつくってくださいというような当初の話も当時あったというふうな話です

が、果たして、それが本当にあったかどうかというのも私は疑問に思うわけでございますが、

いずれにしましても、全国のこうした高規格道路を見ましても、ましてや今度の新政権、先

ほども述べたように無料化していくということであれば、我々のこんな小さな、日本列島、

いや、半島です、伊豆半島、そうした小さな地域で生活している道路の、例え200円であっ

ても、これはやはりそういう交付金等の関連があるかわかりませんが、行政で余り声が大き

く出せないならば、市民に対して嘆願要望ですね、署名運動なんかをして、そして新知事に

対しても、ぜひお願いしますということを、そうした無料化においてのもう少し突っ込んだ

一つ姿勢を出していただき、本来ですと伊豆の国市とか伊豆半島全域の皆さんにも同じよう

にあれですが、そうした市民の声をそうした文面によって見てもらうということが非常に実

感がわくのじゃないかと思いますので、そうした試みも何でもいいからぶつけて、やってみ

ると。そうすることによって、道路の有料化が早く無料化になろうかと思いますので、その

辺についてはいかがでしょうか。もう一度お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ２つ判断基準がわからないところが実はありまして、１つには、私は

高速道路にもならない基幹道路で地域の偏在性があるところは料金を徴収し、そして静岡県
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東部に集中しているような地域の中の生活道路は無料化するほうが効果があると思っている

んですが、ただ、新政権のほうは、そういったところは有料のところを残して、幹線道路の

ほうを無料にするという方針で今おっしゃっていますので、それがこれからどうなるのかは、

そこは静観せざるを得ない。実際に静岡県内で15有料道路があって、13は東部に集中してい

るわけです。本当はそこを申し上げたかったんですが、ちょっと今、全体の判断基準がわか

らない。 

  もう一つは、別件でも申し上げましたけれども、知事は非常に何か要望したときに、「市

町は汗をかいていますか」という必ず反問をされるんですね。例えば道路、その他社会イン

フラをつくるときに、伊豆市として汗をかくという意味が実はまだわからないんですね。賀

茂地域の場合には、明らかに合併協議が破綻したことをご指摘されていることは全体の文脈

からわかるんですが、ほかの市町に対して汗をかくという知事の意味が具体的に正直言って、

まだとらえ切れておりません。そこを少し、しっかり知事のほうのご意向を伺ってから、

我々としての地元の側としての努力すべき姿をご提示申し上げないと、ただ要望しても、恐

らく知事はわかったとはおっしゃらないだろうというのが、ここ１カ月間いろいろな会合で

拝聴している印象でございますので、少し時間をちょうだいをしたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） いずれにしましても、方法を変えて、今までのようなやり方でいき

ますと、有料はそのまま存続していくというようなことのようですので、やはり新しいいろ

いろな方策を考えて、そして行政が余り先頭に立つことができないようであれば、市民のほ

うからいろいろの仕掛けをこしらえて、国や県に対してぶつけて、この経済の低迷している

窮状をよく理解していただく中、一日も早く無料化していくというふうに、ぜひひとつ推進

をしていただきたいと思います。 

  それでは、３つ目でございます。 

  先ほど市長は、事業仕分けは当市にとっては余り必要がないでしょうと、委員会もいろい

ろとそうした行財政改革の委員会ができたからというようなお話もありましたが、そうばか

りではないと思いまして、ちょっとお話しさせていただきますと、平成２年の秋ごろより、

バブルが崩壊して日本経済が未曽有の大不況に見舞われて、長いトンネルから容易に抜け出

せない中、世界不況にも影響され、現在まで低成長が続いております。つまり、税収が思う

ようにふえないということですね。そして、何よりも国家の財政力を今後考えたときには、

生活を脅かす新型インフルエンザや予想される東海地震などの対応を十分に整え、市民生活

を守る意味でも、常に自立に向けた健全財政を念頭に予算編成をしなければならないと思い

ます。議会も率先して行財政特別委員会を設置しました。税金の使われ方を精査し、徹底的

に無駄を省き、民意が反映される予算にすべきであると考えます。 

  そこで、予算編成をするときに、何をポイントに市長は考えますか。また、予算編成の始

めには市の皆さんは事業仕分けをしていると思いますが、その必要性は何でしょうか。お聞



－133－ 

かせいただければ、ありがたいです。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 事業仕分けに限らず、行財政の運営だということだと思いますが、私

は基本的には、やはり歳出を小さくして、皆さんに申しわけないですけれども我慢をしてい

ただき、ごくわずかな投資的経費を将来に向けての可能性のある分野に集中をさせていただ

きたいということで平成21年度も組み、22年度もその方向でやっていきたいと考えておりま

す。 

  市の中では、当然、不採算事業を見直すということ、それから不良債権を処理するという

こと。これは一般の民間企業と同じだろうと思うんですね。大変地元の反対があった中で天

城温泉会館の事業を凍結をし、そして不良債権、幾つか施設がある中で船原ホテルの寮から、

あとふじみ荘、それから万天の湯と行く予定だったんですが、ちょっと頓挫しているもので

すから、そちらは少し時間がかかっているんですが、いずれにしても不採算事業は今また新

たな方法で検討していることは議員ご承知のとおりでございます。 

  ただ、歳出削減の中で、私は非常に難しいと思うのは非常に種類が多い補助金だと思って

います。ほかのところは事業の数と規模が大きくありませんので、この規模であれば、しっ

かり議会、あるいは市民の皆さん、あるいは関係する皆さんと勉強した中で整理はできるん

だろうと思うんですね。ただ、自分がざっと見て、やっぱりあれだけの数の補助金の効果を

評価をしていくというのが非常に難しい。 

  それから、これは賛否両論必ずありますので、地域の皆さんと話をするだけでは恐らく整

理がつかいないのではないか。そこは、やはり市長とは違った立場で市民を代表しておられ

る議会の中でその一端を担っていただければ、一番民主主義の手法としてはあり得る姿では

ないかと考えているわけであります。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） まず、事業仕分けというのも、私もいろいろちょっと勉強をしてか

じったわけですが、予算編成の始めには事業仕分けが非常に重要だということのようでして、

この事業仕分けの生みの親は構想日本というところで、今から19年ぐらい前に設立、そうい

う行財政改革をしなければならないと、国や県や市町村においてですね。そして、有志の自

治体が共同で始めて、非常に現在までその成果があらわれているようでございます。 

  そういうことで、事業仕分けの必要性は、国や地方自治体が行っている行政サービスの、

そもそもの必要性や予算書の項目ごとに議論して、この事業は不要である、あるいはこの事

業は民間に任せるべき、あるいは市がやるべき、県や国と分けていく作業だというようです。

官か民か、国か地方かの前に事業の要否について議論し、外部のものは参加して、公開の場

で議論することが特色になっているようでございます。 

  そこで、事業仕分けの効果というものには何があると思いますか、答弁をいただきたいと
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思います。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 事業仕分けが有効なのは都市部、例えば東京都とか横浜市とか大阪市

のような大きなところで、民間のエネルギーがあって、自分たちができるのに行政でやって

いって、そこに入っていけない。本当は自分たちがやれば、もっと効果的にできるし、ビジ

ネスとしても成立できる。だから、そこについては、しっかり切り離して外に出しなさいと

いう環境があるところは事業仕分けが非常に有効なんですね。うちの場合には、いろいろな

協会で、伝統的な協会も、とにかく行政がやってくれと。業界からも、とにかく行政がやっ

てくれという要望が物すごく多い中で、一部は先般のワサビの組合の方のように、自分たち

でやるから原材料だけ頼むという、こういうのは非常にありがたいんですけれども、そうい

うエネルギーとポテンシャルがない中で事業仕分けというのは、構造日本はやっぱり国の形

とか大都市圏の中で考えていますので、ちょっとうちの場合とは違うんだろうと。 

  ですから、伊豆市のような場合には、事業仕分けというよりもグレーばかりですから。や

はり行政と民間と地域の皆さんで、いかに一緒にやっていくかというところのほうが全体の

行政の効率化としては効果があるのではないかと私は考えているわけであります。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） 事業仕分けというものには余り効果と申しますか、伊豆市の予算編

成では余り効果が生まれないようなご答弁のようですが、この構想日本というところが、事

業仕分けの効果というものに、効果には非常に無駄の削減につながると。そして、作業結果

は予算編成の参考になるというふうに言われております。それから、地方に対する国のコン

トロールが事業を見てわかるわけですね。それから、市民は事業の具体的な内容、税金の使

われ方を知ることができる。このように事業仕分けをすることは、行政改革の切り札として

身の丈に合った施政運営をしていくことが求められており、大事であると私は考えます。 

  最後に、これから予算編成をされる際、健全財政を目指す中で無駄金を排除する意味で、

特に委託費、補助金、施設費などに注力して、今後の予算編成には例えば議員や市民も入れ

た中でそうした作業をして、あわせてきめ細かな情報を透明性で市民に公開していくことが

望まれると思いますが、市長の所見を伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 確かにご指摘のとおり、委託費、施設費、補助金が１つ論点になろう

かと思います。施設費のほうは、施設をなるべく今一元管理するように、普通財産、行政財

産、それから教育委員会の施設を含めて一元管理できる方向で今検討しているところです。 

  委託費は、先ほど申し上げましたように、補助金とともに、なるべく私は委託費は減らし

て、市の職員の企画力でやってもらうようにと働きかけているんですが、委託費も含め、先

ほど言いました補助金も含め、そこは全く民間人だけの外部の機関をつくるよりも、私はせ

っかくつくっていただいております行革委員会のほうでしっかり評価をしていただければ、
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民主主義の一手段でもございますし、ぜひそこは一肌脱いでいただければありがたいなと考

えています。 

○議長（飯田宣夫君） 大川議員。 

○１１番（大川 孝君） いずれにしましても、22年度予算のほうの編成もこれから進んでま

いると思いますが、私が今申し上げましたようなことも、ぜひとも参考にしていただきなが

ら、なかなか伊豆市の財政も厳しい中、運用を誤らないように、うまく配分をしてお願いし

たいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで大川孝議員の質問を終了します。 

 

◇ 室 野 英 子 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、15番、室野英子議員。 

〔１５番 室野英子君登壇〕 

○１５番（室野英子君） 15番、室野英子です。 

  通告に従い、一般質問を行います。 

  障害者支援制度の条例化を望む。 

  市長に答弁を求めます。 

  伊豆市障害福祉計画（第２期）は、平成18年度障害者自立支援法の成立、施行を機に策定、

障害福祉サービスの実施計画を綿密に目標数値を定め、現在施行されているものです。障害

者の地域生活への移行促進に関する事項には、地域生活が可能である障害者が共同生活介護、

共同生活援助など入所施設と自宅の中間的な位置づけを持つ居住の場から各種サービスを利

用しながら地域生活をすることを推進することとし、平成23年度末において地域生活へ移行

する人の目標量を設定すると明記されています。 

  保護者の高齢化による家族の介護力が低下しています。そこで共同生活介護（ケアホー

ム）、共同生活援助（グループホーム）の整備の必要性が高まっています。現在、市内ＮＰ

Ｏ法人によるケアホーム、グループホームの設立のために設立準備委員会が立ち上げられ、

かなり具体的な検討がされている段階であります。しかし、実現には独自の意欲のみででき

得るものではなく、広く市や県・国などの福祉関連機関との連携のもとに進めていく必要が

あるのはご承知のとおりです。まず、そのために伊豆市として支援制度の条例をつくること

が必要です。計画の早期実現へ向けて条例制定を望みます。 

  なお、市が条例化する支援制度は、県がまちづくり支援などで実施する支援と整合性を持

たせてほしいと望むものです。市長のご所見を伺います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの室野議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申します。 

  市では、障害者の皆さんが入所、入院といった施設の生活の場から、住みなれた地域で生

活できるように各種サービスを活用しながら在宅生活に向けての支援を行っているところで

ございますけれども、保護者の高齢化が進み、在宅生活を送ることが困難な家庭もふえてお

りまして、ご指摘のケアホーム、グループホームの整備は伊豆市としても非常に必要なもの

であると考えております。前年度作成しました第２期伊豆市障害福祉計画にも、その整備促

進を位置づけさせていただきました。 

  このような状況の中で市内ＮＰＯ法人がグループホームの設立に向け、動いていると聞い

ておりますけれども、この制度にかかわる現行の補助制度では、まず市の支援に対し、県も

あわせ支援する制度となっていますことから、まず市において、この補助制度を整備する必

要がございます。したがいまして、このＮＰＯ法人の設立の動きにあわせて国・県の補助制

度がいかなるものかという調査、研究や市の補助制度の整備のあり方、また地域自立支援協

議会や関係機関などにご意見を聞くなどをして、この計画の早期実現に向けた取り組みを進

めてまいりたいと思っています。 

  議員ご指摘の条例が必要ではないかということですが、これも今、いろいろな先進事例の

情報を集めておりますけれども、条例が必要なのか、あるいは要綱のほうがむしろ運用がし

やすいのか、今、担当部署で検討をしておりまして、なるべく早く成案を得たいと考えてお

ります。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  室野議員。 

○１５番（室野英子君） 今、市長の答弁にもありましたけれども、県から補助支援を受ける

場合の受け皿として、伊豆市にその支援制度がないということが残念な結果になっていると

私は思っています。ぜひ条例化に向けて早い対応をお願いして、それを期待して質問を終わ

ります。 

○議長（飯田宣夫君） これで室野英子議員の質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 本日は議事の都合により、これにて散会をいたします。 

  次の本会議は、あす９日午前９時30分より一般質問を行います。この席より告知いたしま

す。 

  本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田宣夫君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、17番、鍵山堅一議員より欠席の届けがありますので、お知らせいたします。 

  ただいまから平成21年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は19名であります。定足数に達していますので、会議は成立いたしました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎一般質問 

○議長（飯田宣夫君） 前日に引き続き、一般質問を行います。 

 

◇ 三 須 重 治 君 

○議長（飯田宣夫君） 初めに、19番、三須重治議員。 

〔１９番 三須重治君登壇〕 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  通告に従いまして、市長に２件、教育長に１件、答弁を求めます。 

  最初に、教育長に教室へのエアコンの設置について質問をいたします。 

  22年の梅雨入りまでには土肥小学校の教室へエアコンを入れますと、市長は８月21日の臨

時議会において発言をされました。本来ならば発言者に対し質問をすべきですが、この件は

単なる施設整備にとどまらず、教育的見地から判断すべき重要な事柄だと思いますので、教

育長に質問いたします。 

  心身を鍛え、五感の成長著しい幼少期、本当に子供たちのためにエアコン導入が必要なの

か、また導入するにしても最良の利用方法はいかにすべきか、弊害はどうなのか等々、全国

の教育関係者の間で検討がなされている最中だと耳にしますが、その実態を伺うとともに、

教育現場を統括する長として、教育的見地から土肥小学校へのエアコン導入についての所見

を伺います。 

  次に、市長に日本一の学校とはについて質問をいたします。 

  今の子供たちは大人の犠牲になっていて気の毒だ、学校再編をして日本一の学校をつくっ

てやるんだ、今までの学校再編に対する市長の発言を要約すると、このようになると思いま

す。しかし、日本一の学校の中身が全く見えません。具体的に、市民にわかりやすく説明を

してください。 

  もう１点、子供たちが大人の犠牲になっているとは何を指しているのか、具体的に示して

ください。この子供が大人の犠牲になっているというのは、きのう木村議員の一般質問に対

して、今犠牲になっているということではなく、将来犠牲にしたくないということだと答弁



－139－ 

がありましたが、私は以前、こういう市長の発言があったというふうに認識をしております

ので、この通告に従って、この答弁を求めます。 

  次に、学校と人口の相関関係について。 

  私の住む紙谷は修善寺小学校や修善寺保育園が桂川の対岸にある地区です。学校に近いエ

リアは市街化区域になっていますが、ここ十数年の間に住宅の建設が相次ぎ、新しく住民と

なった方も多く、空き地がなくなってきております。その中には若者も多く、彼らにこの地

を選んだ理由を尋ねると、学校と保育園が近い、そして田舎のために土地が比較的安かった

と全員が答えます。裏を返せば、学校と保育園がなければ彼らはこの地を選ばなかったこと

になります。人が住む、特に若者が住む第一条件は、子育てしやすい環境です。その環境が

悪化すれば、人は離れていき、地域の疲弊につながることはだれが考えてもわかることです。

地域のかなめだった学校を学校再編という政策のもとに安易になくすということは、人口減

少危機宣言に全く逆行することだと思いますが、市長の所見を伺います。 

  地域の重要性は、今さらお話しするまでもありません。人の日々の営みの中に子育てや教

育があるのであって、教育だけを切り離して考える市長の考えは理解しがたく、この点につ

いても市長の所見を伺います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの三須議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  先に、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまのご質問に対してお答え申し上げます。 

  まず、私に対する質問の１つ目の日本一の学校とはということなんですが、今、議員から

ももう一度指摘がございましたけれども、私は発言としては、今の子供たちが大人の犠牲に

なっていて何か被害を受けているということではなくて、過去の発言は、子供たちを大人の

犠牲にしてはならないという意味のことは申し上げました。ただ、現実の問題として、一部

の小学校では既に複式学級が行われ、今のままの学校で続けば必ず複式学級が出てくるわけ

です。そうすると、そこの子供さんたちは１授業45分、先生に教育をしてもらえる権限があ

るわけですね。 

  ところが、学校は場所が決まっている。これは行政が、大人が決めた。そこがどこの学区

かも大人が決めた。そして、そこの子供たちは先生と半分しか接することができない。そこ

を大人が子供たちにもう決めつけてしまっていいのだろうかと。伊豆市に生まれて育った子

供たちは、どこに住んで、どこに生まれても、ちゃんと先生方、45分授業をしていただける、

友達がたくさんいる、運動会も元気にできる、そのような意味で子供たちに今の状態を続け

ることというのはいかがなものかと、こういうことを申し上げたわけでございます。 

  次に、日本一の学校の中身ですが、これは日本一ということは価値観の問題ですので、そ
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れぞれの地域や学校ごとに特性があっていいのではないかと私は考えています。一番大切な

ことは、先生方、そして子供たち本人、そしてそれを支える伊豆市の私たち自身が日本一の

学校をつくるんだと、そういう意気込みだろうと考えています。私個人としては、ふるさと

の伝統文化と、この美しい自然環境を敬愛し、教育内容が充実し、知育・体育・徳育のバラ

ンスがとれた学校ではないだろうかと個人的には考えています。 

  次に、学校と人口の相関関係ですが、私は今ある12の小学校を統廃合するという観点でや

ると、どこをなくす、どこに移すということになるので、そうではなくて、仮に今の伊豆市

に新しい小学校をつくるとしたらどのような形がいいだろうかということを問題認識として

教育振興審議会で議論をいただきました。その結果、やはり昔より子供さんが減っている中

で、兄弟も少ない、地域の友達も少ない中で、学校ではクラスがえができる人数の生徒さん

にしたほうがいいだろうという、こういう答申をいただいたわけでございます。今後、配置

については、教育委員会のほうで関係地区の方々とご議論いただくことになると思いますの

で、その過程をしっかり見守っていきたいというように考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 教室へのエアコン設置の件についてお答えをいたします。 

  土肥小学校の校舎でありますが、日差しが差し込む季節において、土肥小学校の教室、非

常に暑く、気温が上昇しています。特に風雨の強い日に窓をあけることもできない。子供た

ちは非常に蒸し暑い中での汗を流しながら授業を受けざるを得ないというのが現状でありま

す。決して良好とは言えないと考えています。 

  また、最近、授業日数等も増加して、本年でいえば７月23日まで学校があり、８月26日か

ら始業式という状況が続きます。また、夏季休業中の学習支援の機会も多くなってきている

のが実情であります。そういう意味で、６月から９月の学習環境としては整備の必要がある

だろうというぐあいに思います。 

  また、三須議員ご指摘のように、心身を鍛える五感の成長著しい幼少期、エアコンが必要

かどうかという確実に肯定するデータもありません。また、子供にはある程度我慢をさせる

べきだと、あるいは子供にはぜいたくだと、あるいはコスト的に無駄ではないかと、あるい

は冷房病、クーラー病は心配ないのかと、エアコンをつけることで子供たちが外へ遊びに出

ることが減るんではないか等々のご議論があるのは承知をしておりますが、土肥小学校に限

り、夏の学習環境に関しては設置する方向で検討してまいりたいと今考えているところであ

ります。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問、三須議員。 

○１９番（三須重治君） 通告の順番に従って再質問をさせていただきます。 

  私は土肥小学校へエアコンを入れることがだめだなんてことを一言も言っているわけじゃ
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ありません。ただ、私もほかの何人かの知り合いの先生に伺いました。しますと、やはり土

肥に限らず、どこの学校も暑いんですよと。もう夏の猛暑のときには子供たちがぐったりし

て、本当に勉強に集中できないと。やはりそういう環境は土肥に限らずあるそうです。だか

ら、そういったときに、土肥に最初に入れましょうと、その次はこういうふうにしていきま

しょうとか、伊豆市全体の中にそのあたりの議論があって、まず第１に土肥からいきましょ

うということならば他校への説明もつくわけですが、やはり土肥だけを特出して他校の計画

は何もないということになると、そこに不公平感というものが出てくるじゃないかと。何も

エアコンの設置を反対しているわけじゃありません 

  ただ、田方郡の中でもやはりまだエアコンの設置はないけれども、教室へは扇風機を入れ

ているとか、そういう学校もあるそうですが、土肥の場合でも遮光フィルムを張って太陽光

を遮断するだとか、エアコンであるとか、除湿器であるとかという、そういったまた方法も

考えられるわけですが、そういったものをもろもろを判断した中で、やはり一つのエアコン

導入というものが答えとして出てくるんじゃなければ少し唐突過ぎるだろう、私はそういう

ふうに感じます。そこのところをもう一度再質問いたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 確かにおっしゃるとおりのことが言えるんだろうと思います。国

のほうでも、かつては小中学校へのエアコン設置については補助対象にもなっていませんで

したし、つけるという考えはなかったようでありますが、調べたところ2003年から新築、増

改築のときに２分の１、それ以外のときは３分の１補助というように補助対象にもなってき

ているという現実の問題もあります。伊豆市においても、このことを土肥小にまずつけてみ

てどうなるかというようなことを考えながら、あるいはどういうときにエアコンをつけてい

くかというようなことを実験的にしながら、他校へのことも考えていきたいというふうに思

っています。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 同じく教育長に質問しますが、今、学校の中でもやはり一部は子供

たちの避難場所、特に図書館であるとか、そういうところは夏、汗びっしょりになって子供

たちが図書館へ行ってそこで本をめくると、やはり本も傷んだり、本の保管的にも非常に問

題があるんだと。だから、せめて図書館ぐらいは、それでやはり子供たちも、ああ、暑い暑

い、図書館へ逃げ込もうというような避難場所の一つぐらいあったらいいなと、そんな声も

あるそうですが、やはりここを先んじてやるという大義というものが僕はどうしても必要だ

と思います。そこはやはり、そこの部分をぜひ今後説明してもらいたいと思います。そのあ

たり、少しもう一回答弁を求めます。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 質問の意味はよくわかります。ただ、土肥小学校、私は赴任して
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仕事をした経験はありませんが、代々、土肥小に勤務する職員はもう非常に悲鳴を上げてい

るというのが実態でありますし、毎年10月以降、予算等の請求が各学校から上がってくる中

に、土肥小だけです、エアコン、エアコンと毎年そのように、調べてみましたらついていた

ということを考えますと、他校に比べて環境としては若干悪いんだろうなというように思い

ます。そういうことも考えますと、土肥小からまずやってみたいというように思わざるを得

ないというのが本心であります。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） これは教育長に再度のあれですが、だろうなというのはなるたけ使

わないでいただきたいんですよね。やはりしっかりした検証のもとでやっていかないと、説

明を聞いた人たちが納得しないという部分があると思いますので、ぜひその辺は、だろうと

いうのはこれからないようにぜひお願いしたいと思います。 

  それから、次に日本一の学校ということで市長に再質問いたします。 

  先ほどの答弁でも、市長が弊害的に挙げている部分は複式の部分を強調していますよね。

複式というのも確かに、いろんな市長がかわる前から複式の学校に対する議論というのはい

ろいろされてきました。それと今回の統合とは全く違うなと。今回は複式以外も入っていま

すよね。二十何人の学校、クラスでも少ないんだよと。 

  それと、話に聞きますと、大変そういう定数が非常に少ない学校というのが、やはり日本

の場合ですと離島が多かったり、山間僻地が多いということで、６割が小規模学校だと全国

で聞くわけですよね。そうしたら、単純にそういうところの子供はまともに育たないのかと

いう、そういう疑念が出てきますよね。そんなことは絶対にないと思うわけですが、私も複

式学級のある程度弊害というのは自分でも認めますが、それでない20人程度の１クラスがど

うしても弊害になると、人間が成長していく上でそれではというデメリットが起きるのかと

いう全く疑問を感じるんですよ、今、当局側のほうの説明、市長の説明ですと。 

  それで、やはり子供を尊重する、子供の意見を尊重すると、そういうことも申しましたが、

やはり子供の判断能力というのが、責任能力、そういうのがないために二十まではいろんな

事件を起こしても親が責任をとると、そういうふうに子供は未熟なんですよという中から親

の責任論があるわけですが、だから私はやはり子供よりも子供を思う親の気持ちのほうのが

今の判断は小学校統廃合については大事だと思うわけです。それはどう考えますかね。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、第１点目の複式はわかるけれどもなぜ２クラスだということは、

これは議員ご指摘のとおりで、私が市長になるまでは伊豆市というのは複式学級は避けると

いうことだったわけですね。私は複式学級を避けるとか、あるいは小さな学校の弊害を論じ

ると後ろ向きの議論になってしまう、それを避けたかったんです。では、伊豆市の中で一番

最適な学校というのはできるのかできないのか、それを議論していただきたい。そうすると、
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教育振興審議会の中では、このような社会環境の中でクラスがえをしたい、クラスがえがで

きるような学校が一番望ましいと。 

  そして、私も現場の先生方にいろいろ聞いてみて、私が聞いた範囲内ですよ、私が聞いた

範囲内の先生方で小規模校のほうがいいとおっしゃる先生はいらっしゃらない。やはりクラ

スがえはしたほうがいい。それが伊豆市でできるかとなると、やればできる。ただ、問題は

通学距離が長くなり、地域と少し離れたところになる、そこの問題はわかっているわけです。

その学校と地域との距離が長くなる、そこはデメリットは承知して、それ以外で学校の内容

を比べたときに、小規模校のほうがいいというメリットがありますかと確認をすると、ほと

んどそれはやはりいろんな行事ができたりクラスがえができる２クラス、３クラスだという

ことになっているんですね。 

  ですから、そこの距離のところはデメリットは承知しているけれども、全体として比べる

と、せっかく伊豆市でクラスがえができる学校ができるんだから、そちらをつくったらどう

だろうかというのが教育振興審議会の答申で、私はそのとおりだと今考えているわけでござ

います。 

  それから、親御さんのご要望ですが、これはもちろん親御さんによって子供を地域に残し

たい、あるいはいわゆるいい高校、いい大学に行ってもらって子供の夢を果たさせてやりた

い、それは親御さんいろんなご要望があるんだろうと思います。そこで、教育というのは小

学校、中学校は、プロ野球選手にするとか学者にするとかいう目的を持った学校ではなくて、

将来の子供の選択肢を可能性を広げることが教育で私は一つのポイントだと思っていますの

で、なるべく可能性というのは広くとれるような教育環境というのをつくってあげたいと。

それがまた親御さんのご要望でもあろうというように考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 最初の答弁のところで、市長は日本一の学校というのは人それぞれ

によってという話をしましたが、その中で市長が地域の特性を生かしたという学校づくりと

いうのがそれも一つの大事な要素なんで、私なんかもまさにそうだなと。そこで育った子供

のにおいがする、地域のふるさとのにおいのする、そういう子育ては非常に大事だなと。だ

から、やはり地域の皆さんもかかわって、学校の行事にはなるたけ協力しようとか、そうい

う中で子供が育っていくというのは非常に大事だと。そういうことを考えますと、やはりこ

の統廃合は逆行しているのかなと、そんな気もするわけですが。 

  その辺、ただ子供の教育、今、市長の言う子供を大勢集めればそこで子供の成長がと、何

か競い合いを、やはり競い合いのためには大勢必要だという、どっちかというとそういうふ

うに聞こえますが、人間は競い合うというのも大事かもしれませんけれども、親が求めてい

る学校というのはどういうものを求めているかというと、いじめもないような暴力もないよ

うな安全な学校で、一定の教育、体力も身につけてという、それで人間性も社会に出ても恥

ずかしくない人間をつくっていただきたいと。それ以上を望む人はやはり特別な学校に、私
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立なりの学校に通って特殊教育を受けるということになるでしょうが、そういう今言ったよ

うな基本的な人づくりのためにどうしても合併しなければできないというふうに、そうお思

いですか。私はそうは思わない。矛盾を感じるから質問するわけですが、お伺いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まさにご指摘のことなんですね、ポイントは。私も現場の先生方に伺

いました。何で２クラスがいいの。幾つか理由はあるんですが、大体幼稚園ごろになると、

五、六歳になって意識がわかる。小学校１年生に入る。そこで算数ができない子は、ずっと

そのクラスの中であの子は算数ができない、僕は算数ができない。駆けっこがびりの子はそ

こで決まってしまうというんです。これは現場の先生方の私におっしゃったことです。クラ

スがえができない。そうすると、この子は本当は環境を変えてやりたいなというときにクラ

スがえができない。 

  去年も、前回、あるいは前々回の議会でも申し上げましたけれども、これはあるところの

ある特殊な例なんですが、幼稚園から小学校まで親御さんも含めてなかなか関係がうまくい

かなくて、結局１家族のほうは引っ越すという形でしか結果として解決ができない。そうい

ったことはなるべく市の学校の中で子供さんの関係も解決できるような規模にしてあげるこ

とが適正だろうと、これは繰り返しですけれども、教育振興審議会の中でご議論いただいた

ことというのはやはり正しいんだろうというように思います。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 今、市長が言うデメリットというのは、私にすると学校の規模の問

題じゃなくて、いわゆるそういった問題は必ず子供のことですから起きますよね。そこをい

かに解決していくかという、そこは学校の規模じゃないなと思います。 

  これはとにかくどこまで議論をしても、ちょっとこの時間では行き着くところがないと思

いますので、質問を学校と人口の相関関係について移りますが、最初の答弁の中で、申しわ

けありませんが、人口減少危機宣言に全く逆行することだと思いますが、市長の所見を伺い

ますというところと、教育だけを切り離して考える市長の考え方は理解しがたく、この点に

ついても市長に所見を伺うと、ここに通告してあるわけですが、私にすると、最初の答弁で

ここが答えてもらっていないと思います。再度、ここを説明してもらいたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この６月に人口減少危機宣言というものを、かつては４町足せば４万

人の時代であったわけで、合併したときに３万8,000弱、今は既に３万6,000を切ってしまっ

て、伊豆市の将来にとって人口減少というのは私は一番大きなダメージなんだろうと、こう

思っています。他方、マクロの中で、日本の全体の中で人口推移というのは2050年、つまり

今から40年後ですね、40年後に日本の人口が9,000万、あるいはもっと厳しい数字では、そ
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の先には7,000万になるという全体的な流れがあるわけです。 

  私はどこが見積もったのか実は承知していないんですが、先日、熱海の市長さんに伺いま

したら、今、熱海は４万人ぐらい人口があるんですけれども、2030年で２万7,000で、2050

年になると、あくまで計算の上ですけれども、人口ゼロと、こう言われたというんですね。

つまり日本全体の人口が減っていき、そして都市部以外は激減していくという傾向の中で、

恐らく極めて高い確率で伊豆というのも人口は減り続けるんだろうと私は思っているんです

よ。 

  しかし、東京から２時間、２時間半、そしてこの環境の中で、伊豆市はそのまま流される

ままに人口が減っていくようなことを、それでいいのだろうかと。我々はまだやるべきこと

がたくさんある。それも包括的な政策の中で、ここの流れに打ち勝つ方策がまだあると、そ

れを試してみたい。これは勝率が低いかもしれません。しかし、試してみたいということで、

そこに政策を集めるということで人口減少危機宣言というものを出させていただいたわけで

す。 

  それで、その中でよく今、官僚批判が強いんですけれども、官僚の無謬性と、あと計画の

無謬性というのがあるんですね。計画は立てたんだからそのとおりやる、そのとおりなる。

確かに計画の中で目標というのは大事で、３万5,000なら３万5,000に向かっていろんな政策

を集めていく、それが計画なんですが、それが成功することだけを前提にやるという危険性

がある。やはり常に失敗する危険性、あるいは失敗した場合にどこまで振れるのか。計画と

いうのは必ず幅があります、その結果の中で。その幅の中でいい場合と一番悪い場合と、や

はり政策というのは、行政というのは、その幅の中でうまくいった場合も、あるいは残念な

がら失敗した場合も、これは将来に必ずその政策は核となって残っていく、積み重ねられて

いくという幅の中で私はやるべきだと思っているんですね。 

  それを考えたときに、将来子供さんが300人の出生まで戻ることもやりたい。しかし、今

は200、180と減っている。その中で考えたときに、２クラス、あるいは一番いいと言われて

いる３クラスのためにも、今考えておられる、伊豆市では４つ、あるいは５つの小学校とい

うのがおよそ考えられる幅の中で最適だろうということで、私は教育振興審議会の４校とい

うことに対して、４か５はわかりませんけれども、それは適正規模だろうと。それは人口減

少危機宣言の包括的な政策の中で、その箱の中に入っているのだろうと、こう考えています。 

  教育だけを切り離すなということですが、確かに教育だけをピックアップして政策という

のはできるわけでありませんが、私は伊豆市に生まれてくれ育ってくれる子供たちに、それ

によって可能性とか教育環境を狭めてあげたくはない。やはり教育環境というのは可能な限

りよくしてあげて、そして将来の子供たちの夢がちゃんと可能性が広がるような教育という

ものは、これは特別の配慮をしても私はいいのではないかと、こう考えているわけでござい

ます。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 
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○１９番（三須重治君） 最初の部分ですけれども、私が言うのは、学校をなくなすというこ

とが人口減少に拍車をかけないか、そこの相関関係を言っているわけです。例えば、今、東

駿河湾環状道路が一部開通して、けさの新聞にも函南町がこの東駿河湾環状道路の開通を第

三の夜明けだというとらえ方をして、これを機会に活性化を24年までにしていきたいという

とらえ方をしているわけですよね。それは函南に限らず、我々のほうもそうですよね。函南

まで通じて、それでいわゆる２つの有料道路が無料化されるということになれば、今度は例

えば熊坂地域から北上だとか南駿地域に通勤で通える人も本当に30分程度で行けるのじゃな

いかと。そうしたときに、やはり非常に有望なベッドタウンとして熊坂地域、また牧之郷に

しても、また大平の今度はインターができてという、そういうふうな地域も、そういう活用

の仕方が今までとは全く違う交通アクセスが充実してきて、そういうことで人は住みやすく

なる。 

  田舎に入れば当然土地も安いわけですから、そういう面では十分これから人が住んでくれ

る地域に変わり得るという希望が、私は大きく希望を持っているわけですが、そのときに例

えば熊坂に土地を求めたと、そうしたらそこにはもう学校はなかったと。やはりそこに僕は

一番、人口増加と学校がなくなるということは相反比例してしまうのかなと。あるいは、そ

こには学校があって、若い人たちが住んでくれる、そして人口もますますふえていくという、

やはり私はそういう政策というのがだれが考えても普通の政策だなと思うわけですが、学校

がなくなることはイコール人口が減少することに結びつかないと。市長の答弁は聞かなきゃ

なりませんが。 

  それと、もう一つ、うちのほうですが、やはり通告に書いてありますとおり、本当に修善

寺小学校のあたりはもう市街化区域が全部埋まりましたよ。それはもう彼らが学校と保育園

が本当に近くにあるからここへ住んだんたと。だから、やはりこれから線引きを見直しする

のも市長は非常に難しい話だと。確かに難しいですよね。しかし、人口が減ってくる実態と

いうのを解決するためには、どんどんやはり政治力を発揮していただいて、線引きの見直し

もしてもらうというようなこともしたり、昨日も質問にありましたが、有料道路の無料化と

いうのもそれこそ我々も一丸となって無料化を働きかけていくとか、そういう積極的な人口

増加策というものをまず猛烈に前へ出して、全面的に市長が引っ張っていってくれるような

ことをやはりするのが先じゃないかと。 

  それでもなおかつ、いろんな手段を講じてもやはり人口が減り続けて、もう熊坂小学校も

修善寺小学校も東小学校も複式が目前だよというようなことでしたら、今の議論が出ても私

は納得します。ただ、その前にやることがあるのかなと思いますけれども、その辺の市長の

所見を伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 結論の前に、議員がご指摘になったことは、私は全く線引きの見直し
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に代表される国と地方の関係、これは大変私も不満を持っていますし、ぜひ見直ししていた

だきたいと思いますし、これはきのうお答え申し上げましたことと関係するんですが、この

新しい政権がどのような方向に行くのか、正直言ってまだ見えてこない。ぜひ、少し時間が

かかるんでしょうけれども、国の役割、地方の役割、そして地方の権限と責任というものを

もう一回しっかり見直していただければと、これは大変期待しているところでございます。 

  ただ、確かに場所によって学校があるから職場があるから外から入ってこられる、環境も

いいしということで、当然期待し、それを誘導する政策をやりたい、やっていくつもりでは

ございますけれども、今どんどん社会的流出がおおよそ亡くなる方引く生まれる方の差が

200人、それ以外に就職と進学で市外に出られる方が200人弱ぐらいで、伊豆市の人口は減っ

ているわけです。そうすると、まず職場をつくらなければ、この市から外に出る流れはとま

らない。 

  ただ、残念ながら、大変数は少ないんですが、伊豆市から通えるのに、お隣、近傍のまち

に実は住まわれている方もいますね。そういう方を伺うと、少しでもやっぱりいい教育環境

に子供を置きたい。あるいは市内でも、実は学区はあるんですが、大変残念な申し上げ方な

んですが、境界線ぎりぎりのところはあえて私はこちらに子供を行かせたいという方もある

んですね。これは決して数は多くはありません。しかし、やはり親御さんにとっては、ある

いは子供さんにとっては、今の伊豆市の規模というのは170人しか生まれていなくて12の小

学校ですから、これは大変残念なんですけれども、子供たちの教育、将来のことを考えると、

やはり今のままの数というのは適切ではないんだろうというように考えているわけです。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 最後に質問したいと思いますが、やはり今回の計画は地域性を考慮

していないと、私はそういうふうに思います。例えば、土肥南の周辺住民の皆さんたちは、

もう我々の地域もどうしても人口はふえていく、また子供がふえていく可能性が少ないな、

無理だなという判断のもとに、やはりこの再編計画を同意したと、そっちのほうがいい選択

だと、いいんだと、それはそれで地域の選択として結構だと思います。否定も何もしません。 

  ただ、やはり自分の例のことばかり言って申しわけありませんが、例えばうちのほうでも

昔からの先祖伝来のたとえ小さな田んぼでも畑でも持って墓を守って家を守るという、そう

いう家が大半です、田舎で。そうすると、確かに今、長男がもう50過ぎても嫁をもらってい

ないという家庭が何軒もあります。しかし、現実に外へ出ている妹、弟の子供を迎え入れて

家を継がせると、現実にそういうのも出てきました。そのときに、やはり今彼らは、いや、

困るよ、そこで学校がなくなっちゃうと育てられないじゃという話が現実にあるわけですよ。

ですから、やはりこれからのこの計画を進めていく上で、今、審議会の皆さんたちがどれだ

け各地域のいろんな実情、現状を把握しているか知りませんが、地域の実情を十分踏まえて、

地域住民の意見も十分聞いた中で、やはり市長としての結論を出していただきたい。そんな

ことをお願いして、質問を終わります。 
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○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、地域の近くに学校があってほしいと、この要望はよくわかるん

です。ですから、これは私どもも教育委員会も好きで学校を減らしているわけではない。先

ほどから申し上げましたとおり、まさに子供のことを考えると、教育環境としていいものを

つくってあげたい。そのために通学だけなんです。学校が伊豆市からなくなるわけではなく

て、通学距離が遠くなることはこれは間違いない。そこで、通学については小学校であれ中

学校であれ市が、つまり伊豆市というのは大人全員が子供たち全員に対して必ず通学を確保

してあげるということで今対処しているわけでございます。 

  ２年ほど、私は友好なる平塚市に七夕で伺いまして、平塚の市長さんにこの話を申し上げ

ましたところ、市長さん、70過ぎの女性の方なんですが、お父様が九州の鹿児島で、もう70

の方ですから多分かなり以前だと思いますけれども、町長さんをされていたそうです。学校

再編成のときに大反対に遭って、町長一人でやり遂げたという話をこの間伺いまして、今に

なって大変評価をされている。あのとき町長さんが大反対の中で学校再編成を進めて、でも

今、あの後考えて見ると、やっぱり子供たちにとってよかったなというような話を平塚の市

長さんにしていただきまして、地域地域の環境というのはよくわかりますし、私もなくなっ

た狩野中学校に対する思いはありますけれども、やはりここは子供たちの将来の可能性を第

一優先に考えてあげるべきではないのだろうかと、こう考えている次第でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 最後の質問という、さっきはそうやって最後の質問をしたわけです

が、こういう答弁をもらってしまうと最後の質問にならなくなって、いや、弱ったなと思っ

て今は手を挙げさせてもらったわけですが、やはり市長の一つの、いいですよ、目標があっ

て。しかし、それを実行するときに、やはり住民の意見というのはエゴじゃないと。学校を

なくなすという、困るよと、それを地域エゴだというとらえ方をされちゃうと、全く地域は

声が出なくなりますよ。だから、地域は子育ても非常に大事ですよ。だけれども、地域が人

が住まなくなっちゃったら、子供だってそこにいない、もうそこに教育なんていうのは乗っ

かってこないわけですよ。 

  だから、やはり地域の中にある教育だけを切り離して考えるのはおかしいでしょうという

のはそこを言うわけですが、私は地域地域によって実情が違うから、そこに合ったものをこ

れから慎重に判断していただきたいという旨をさっき、その言葉で最後にしようと思ったわ

けですが、今、絶対的な自信でそれを進めていくように私も伺ったものですから、自分の意

思が、それは市長の姿勢はいいですが、そこのところではやはり住民の声も十分配慮しなが

らやっていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） これで三須重治議員の質問を終了します。 

 

◇ 西 島 信 也 君 
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○議長（飯田宣夫君） 次に、６番、西島信也議員。 

〔６番 西島信也君登壇〕 

○６番（西島信也君） ６番、西島信也です。 

  私は通告に従いまして一般質問を行います。 

  まず１番目でございますが、学校編成の真の目的は何か、教育費の削減、教職員の人件費

の削減ではないかということでございます。 

  今、市及び市教育委員会では学校再編成を進めようとしていますが、その理由として教育

長は、学校では多様な友達、あるいは教職員との触れ合いを通して全人的な教育を目指すと

いうことを考えると、一定規模を持った学校のほうがよりよい教育ができるとしています。

また、市長は、伊豆市における最適の教育環境は１学年２クラス、あるいは３クラスの学校

であり、たとえ１クラスであっても10人ではなく30人であると。そのようなことができるの

に、どうしてあえて小規模のたくさんの学校を残す必要があるのか。再編案の中では、通学

距離を犠牲にしても、結果としてそのほうが教育環境がいいのではないかという議論を再三

させていただいていると、こう言っております。まず私は、教育長、市長の言っていること

に対して非常にうさん臭さを感じるわけであります。 

  そこで、１点目の質問ですが、この学校再編成は教育環境のためとしておりますが、本当

の理由は何か。将来の教育費の費用削減の面、あるいは教職員の人件費削減等のことは全く

考えていないのか伺います。 

  ２点目、市長は１クラス10人はだめで30人なら最適の教育環境だと言っておりますが、そ

れでは20人ならどうなのかお伺いします。 

  ２番目の質問、し尿処理施設整備計画の進捗状況について。 

  新し尿処理施設基本計画策定業務委託料415万円が平成20年度から繰越明許費となってお

りますが、処理方式の方向性、用地選定等、進捗状況はどのようになっているのかお伺いし

ます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの西島議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、学校再編成につきまして、本当の理由は将来の教育費の費用削減、あるいは教職員

の人件費削減とのことは全く考えていないのか。これは全く考えておりません。 

  ２つ目の、１クラス10人なら、あるいは30人ならということですが、これはいずれにして

も土肥と土肥南小学校の場合には１クラスにしかならないわけですね。土肥南小学校は今10

人程度、10人きっちりということは10人程度、一緒になれば30人程度、これはいずれ１クラ

スしかできないんですが、これも先生方に伺いますと、同じ１クラスでも30人であれば10人
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ずつグループ分けをしたり、15人ずつ２グループに分けたり、いろんな教育のバリエーショ

ンが広がるということで、同じ１クラスでもやはり30人程度というのは有効ですよというよ

うな、これは先生方のコメント、アドバイスでございました。 

  次に、し尿処理の関係ですが、ご指摘のとおり、新し尿処理施設、私は清流化センターと

呼んでいるんですが、基本計画策定業務委託料を繰り越しをしております。その内容は、施

設整備計画と建設候補地選定業務となっております。したがって、まず建設候補地が決まら

ないことには、その計画が当然進展しないわけでございますが、まだ用地選定には至ってお

りません。今後、これから用地選定及び処理方式についての基本構想を踏襲して、私はこの

ような施設は市が一方的に決めて、ここでお願いをしますというやり方ではなくて、広く市

民の皆さんの声を聞きながら用地の選定をすることとしたいと思っております。まだ、構成

は決まっておりませんけれども、ぜひ用地選定のための特別な審議会か委員会をつくってい

ただき、私はその中にぜひ議会の代表の方もお入りいただきたいというように考えておりま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○６番（西島信也君） これは再質問といいますか、一番目の学校再編成の真の目的のことで

２点目の質問ですね。20人ならどうかということですけれども、これについてお答えがない

ので、これは質問に数えないでください。事務局長も質問に数えないでくださいよね。20人

ならどうかということにお答えいただいていないですから。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 10人はだめで30人はよくて20人ならどうかというのは、今回の学校の

再編成の議論と余りかかわりはないと思うんですが、20人は10人より多くて、30人よりグル

ープ編成はしにくいだろうなということではないでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 今の答弁ですと、まさにうさん臭さを感じるわけであります。これは

先ほど三須議員の質問にもありましたですけれども、学校があれば当然校舎がある、古くな

れば建てかえもしなければなりませんですね。そうしますと業者に仕事が来ると、そうしま

すと地域経済が活性化すると、こういうことになるわけです。また、学校再編成により教職

員が伊豆市で100人も減ってしまう。教職員が学校に勤めていれば、その家族もそこで生活

すると、地域社会が保たれていくと、こういう関係になっているわけですけれども、学校が

あるかないかということは、その自治体にとって大変大きな影響を及ぼす大問題であります。 

  教育長は教育のことだけを考えていればいいのかもしれませんが、市長は市全体のことを

考えなければいけないと思うわけでございますね。私が６月定例会の一般質問で、学校再編

成と人口減少対策とでは政策の整合性はないのではないかと、こういう質問をしましたら、
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それは分けて考えろと、今は教育のことだけ議論するんだと答弁しましたですね。先ほど、

三須議員にもそのようなことを答弁しておりましたが、人口対策は別なところでやるんだと、

これは市長としてはまさに詭弁じゃないかと思うわけでございますね。教育長ならそういう

答弁でいいかもしれませんが、それでは市全体のことを考えるべき市長の職務をまさにみず

から放棄しているじゃありませんか。このことについて、市長の職務についてどう考えるの

か、答弁を求めます。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、ご指摘のとおりであることが１つ私は思うんですが、教職員は

100人程度減ると思います、12の小学校が４つになれば。それで、先日、県の市長会のとき

に知事さんがおいでになりましたので、伊豆市はこういうことをやろうとしています、大変

厳しい選択です、教職員はこのままでいくと100人程度減る可能性があります、特段のご配

慮をお願いしたいということを申し上げたら、ご回答いただけませんで、これからもう一度

県教委のほうに、どのような特別のご配慮をいただけるのかどうなのか、確認をさせていた

だきたいと思っております。 

  人口対策政策とむしろ逆ではないかということは、先ほど三須議員にもお答え申し上げま

したとおり、人口対策というのは本当に日本の全体、伊豆の全体の将来に対する本当にもう

全力での闘いなんですね。その中で包括的な政策をやっていく、産業政策もやる、福祉政策

もやる、医療も考えなければいけないという、もう本当に全力での闘いで、その中で学校と

いうのは大切な一部ではあるけれども、その学校を全体の伊豆市の政策の中で考えるときに

は、私は子供さんのことを考えたい。 

  なぜかと申しますと、主権者と有権者は違うんですね。主権者というのはゼロ歳の赤ちゃ

んからお年寄りまで全部が主権者ですから、有権者というのは選挙権のある二十以上の方で

すけれども、私は主権者でもある子供たちの将来の可能性をなるべく広くとってあげたい、

その観点から今いろんなご議論をいただいているわけでございまして、これまで教育振興審

議会、あるいは教育委員会の中で計画を立てていたことに対して大きな誤りはないのではな

いかと、こう考えているわけでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） ただいま市長から答弁いただいたわけですけれども、知事へ伊豆市は

学校再編成で100人教職員が減るから何とかしてくれということをお願いしたということな

んですけれども、だからそういうことをお願いするんだったら、何もわざわざ減らすことは

ないんじゃないですか。私はそう思いますけれどもね。何を無理して減らすんですか。おか

しいじゃないですか。 

  それから、主権者のことを考えて言っているというんですが、じゃ主権者に話を聞いたん

ですか。何も聞いていないのに、そういうことをそれは勝手に市長が考えている、思ってい
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ることじゃないですか。まあいいです。次にいきます。 

  私は先月、三島市の市山新田、これは箱根へ行く途中のところにあります坂小学校という

ところへ、これは小規模の小学校ですね、そこへ行ってきました。そこで校長先生にお話を

伺ったわけですけれども、この坂小学校はいわゆる小規模校ですけれども、小規模特認校と

いうのに指定されておりまして、児童数は95名、１クラス平均16人弱ですけれども、その95

名のうちの16名が学区外から通学しております。これは遠くからでも坂小学校の教育を受け

たいという、子供はわかりませんけれども、親御さんのそういう願いからその16人が学区外

から来ているわけですね。 

  この小学校は、学習面でいいますと英語教育に非常に力を入れております。普通の小学校

では５・６年生が年35時間の英語の授業を受けておりますが、ここでは１・２年生が年15時

間、３年生から６年生まで普通の学校と同じように35時間、３・４年生は特別に35時間のＡ

ＬＴさんの授業を受けているということですね。そのおかげでしょうか、三島市内の中学校

での英語のスピーチコンテスト、これはここの卒業生が常に上位を占めているということで

ございます。また、放課後は児童に個別指導を行っておりまして、全国学力テストでは国・

県のレベルよりはるかに上へいっていると、こういうことを校長先生がおっしゃっておりま

した。学力テストの成績ですね。 

  学習面以外では、子供たちは２つのクラブへ入り、特に男子ソフトボール部では三島市内

の小学校の大会でクラブ員の人数が少ないのにもかかわらず毎年優勝しているということで

す。そのほか合唱団の活動をしているとか、いろいろ聞きました。外国の子供たちとの触れ

合いを年に１週間ぐらいやっているとかいろいろ聞いたんですけれども、とにかく子供たち

は伸び伸びと育っておりまして、小規模校のハンディキャップなどみじんも感じさせないと

感じました。私は、むしろやり方によっては小規模校のほうが高いレベルの教育が実現でき

るのではないかと感じたわけでございます。 

  そこで質問ですけれども、市長は前に小規模校は必ずしも悪くないとは言っていたんです

けれども、とにかく１学年２クラスのほうがもっとよいと言っているわけですね。２クラス

のほうがいいと、30人学級のほうがいいということですね。この理由というか、ちゃんとし

た理由とも思えないんですけれども、したがって統廃合せなならないと言っていたんですけ

れども、私が今申した坂小学校の例、私は坂小学校というのは小規模校にかかわらず大変い

い教育をやっていると、これは小規模校ならではのメリットが出た学校じゃないかと思うわ

けですけれども、市長は私の今の話を聞いて、小規模校への認識、あるいは偏見を改めたか

どうか、これをお伺いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は小規模校への偏見を持っているとは自分では思っていないんです

けれども、前も申し上げましたが、知・体・徳の知だけ、つまり読み書きそろばんだけなら、
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これは少人数でも１対１でも、ひょっとしたらそのほうがいいかもしれないし伸びるかもし

れないということは申し上げてきた。塾の先生と１対１でやれば、読み書きそろばんは多分

30人の１クラスよりもよくなる。つまりテストの成績は多分よくなるんだろうと思うんです

ね。 

  ただ、学校というのは、先ほど申し上げましたとおり、地域の伝統を愛する気持ちだとか、

地域の自然環境を敬愛する心だとか、知育・体育・徳育のバランスだとか思っておりますの

で、小規模校のよさというのは、伊豆市には大規模校はできませんので、せいぜい２クラス

か３クラスの中規模の学校の中で小規模のよさ、例えば中伊豆には中伊豆の特性、修善寺に

は修善寺の特性を踏まえた特別ないい教育というのはできると思うんです。それは大はやは

り小を兼ねるんだろうと思うんですが、しかし１クラス６人、子供さんが男の子が２人か３

人の中で、その中でバレーボールやれ、ソフトボールやりなさいというのはできないわけで

すから、やはり選択肢、可能性というのは一定規模が望ましいのではないかというところは、

議員もごらんになっていると思いますけれども、この適正規模と適正配置に関する答申書の

中の結論というのは間違ってはいないんだろうと、こう考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 今の質問ですけれども、教育長さんはどのようにお考えになるか。要

するに、小規模校は悪いのかどうなのかということですね。教育長さんにもお伺いいたしま

す。 

  ちょっと今のは３回目です。同じ質問ですから３回目にしてください。同じ質問なんだか

ら。 

〔「通告がないとだめです」と言う人あり〕 

○６番（西島信也君） 通告がなきゃだめ。教育長には質問できない。質問できなきゃいいで

すよ。では、いいです。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長が答えるそうですから。 

○６番（西島信也君） まだ３回目ですよ。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 坂小の話は多少僕も勉強をしてありますが、かなり無理をした行

政上の措置だというぐあいには聞いております。ただ、一定の成果を上げているという話は

もちろんあるようには聞いております。小規模校のよさという問題は、この１年再三お話を

していますので私は認めますけれども、より以上に社会性等々の発達については疑問を感じ

ているところです。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） それでは、４回目の再質問をいたしますけれども、その前に今、市長

が言った伊豆市教育振興審議会の答申ですね。伊豆市小中学校の適正規模と適正配置に関す
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る答申ですが、今、見ろと言うから私も見ているんですけれども、この５ページ目に小規模

校のメリットとデメリットと書いてあるわけですね。デメリットのほうをいいますと、多様

な価値観を取り入れる機会に乏しいため、知的刺激が少なく、また考えを深める学習ができ

にくい、学級対抗ができないなど、児童生徒間で刺激し合い切磋琢磨する機会に恵まれてい

ない、集団としての規模が小さいため、社会性などが育ちにくい面がある、こんなことが書

いてあるわけですけれども、私、こんなことをしゃべるつもりはなかったんですけれども、

今、市長が見ろというから見たわけですけれども。 

  実は私は坂小学校の校長さんにこれを見せたんです、このメリット、デメリットのここの

ところを。そうしたら、坂小学校の校長先生が何と言ったかと、笑っていましたよ。こんな

ことを書くのは教育に携わったことのない人間だと言っているんですよ、坂小学校の先生は。

だれがこれをつくったか知りませんけれども、伊豆市教育振興審議会でつくったんでしょう

けれども、とにかくそういうことを校長さんは言っていましたですね。実際に学校教育の指

導をしたことのない人がこういうことを言っているんだと言っていますよ。まあいいです、

それは。 

  市長は最適の教育環境、日本一の教育環境をつくると言っておきながら、今まで何一つ説

明をしていなかったですね。先ほどの三須議員の質問にも答えていない。こうやったら日本

一の教育環境になるんだということは言わないで、ただ２クラスと30人の学級がいいぞとい

うことを、まるでお経のように唱えているだけなんですね。念仏か、お題目か知りませんが、

まるでお経ですよ。 

  私が前定例会で言ったんですが、教育環境を構成するものが３つあると。これは実は松本

議員に教わったんですけれども、それは人、物、地域であると。人、物、地域、学校の教育

環境ですね。１つ目の人とは、これは先生ですね。優秀な教職員を確保するということが１

つ。２つ目の物とは校舎を含めた教育施設、これの充実。３つの地域というのはＰＴＡを含

めた地域の支援体制ということですね。３つあるわけです、最適な教育環境の要素というの

は。地域の支援体制を別にすれば、教職員の確保、教育設備の充実、こういうのも金が要る

のは当然であります。ところが、市長は三須議員の質問に対しても精神論で言っているんで

すよね、精神論で。これは地域の特性に応じてやらなきゃならないとか、あたかも精神論に

ね。これは昔を振り返りますと、旧日本陸軍の発想そのものですよ。物資と金も何も投入し

ないで、それで戦争をやろうという、そういう旧日本陸軍の発想じゃないですか。 

  日本一にするためには当然相当多くの市の予算を投入しなきゃならない、これは当然でご

ざいます。先生だって市の予算を使って呼んでこなきゃならない。日本一にするためですよ。

研究費負担もそこへ入れなきゃ当然足りないわけでしょう。教育施設も、例えば校舎にして

も何にしても、補助金その他をもらうにしても、それとは別に莫大な市の予算を使わなけれ

ば日本一になるわけがないじゃないですか。市長は今後、学校統合を強く言っているんです

けれども、今までより何倍の教育予算を使うつもりなのか。何倍といかなくても何割でもい
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いんですよ。それを考えているのか考えていないのかお伺いしますというのが１点目。いい

ですか。 

  ２点目、先ほど１クラス20人の学級ということで、あれじゃとても答弁にはならないと思

うんですけれども、30人がよくて10人じゃだめだと言って、20人はその中間だから、いいだ

か悪いだかよくわからないわけですけれども、とにかく市長は20人でも悪いと、統合すべき

だと、こう言っているわけですね。私どもが住んでいる修善寺の小学校、修善寺に４校あり

ますけれども、皆、今現在20人、何年か後でも、五、六年か後でも20人ですよね、１クラス。

１クラスで１学年ですね。20人なんですね。これをも統合しようとしているわけですよ、市

長は。 

  それでは、土肥小と南小が合併すれば30人の学級ができると言っているわけですけれども、

仮に合併するとして、まだ決まったわけじゃないんですけれども、合併するとしたらどうな

るかと。土肥小と南小が合併して４年後に合わせて児童数は116人なんですよ。116人、１学

年平均20人弱なんです。４年後ですよ。今は30人のクラスもありますけれどもね。これをど

う考えるんですか。では、土肥もそのときになったらどこかと合併しようというんですか。

西伊豆と合併しようというんですか。どうですか。それをお伺いします。２点お伺いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 精神論ではないかということですが、私はやはり行政を進める上では

哲学というのは必要なんだろうと思います。学校の教育、子供の教育というのはどのような

ものであるべきかという、やはり哲学というのは大事なんだろうと思っておりまして、昨年

来、教育というのは大人すべてで子供すべてを育てていくのが教育ではないかと。その中で

学校教育というのは非常に重要な地位であり、そこはプロの先生方がおられる。したがって、

私が、先ほど教育委員の話もありましたけれども、ほかの市町ではやっていない出産準備金

から子供の医療費の小学校６年生までの拡充であるとか、要するに子育て全体に大人が全部

で子供を見るという観点から、子育て支援に対して予算をつけさせていただいているわけで

す。 

  私は伊豆半島の中で他の市町に決して負けていない、大きなくくりの中で教育費というも

のはしっかり考えているし、今、来年の４月からは、地域に非常に差のある通学費負担とい

うのも市全部で負担すべきではないかということで通学費負担も今考えているわけで、これ

はもちろんこれから皆さんの予算の承認をいただくわけですけれども、必要になるわけです

けれども、やはり地域全部で子供全部を育てる、その中の学校の教育についての今の議論の

中で、そしてそこで適正規模に関する議論であるから２クラス、３クラスという話が出てく

るわけですね。 

  そこで、２つ目の土肥小学校は４年後に116人になるではないか。それは確かに１クラス

20人前後ですから大変小さな学校になりますね。では、それを単に２クラスのためにあの船
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原峠を越えてこちらまで連れてくるか、それは全体を考えたときに子供たちの負担が大き過

ぎるだろうと。４年後に今、土肥小学校をこちらと一緒にする、あるいは狩野小と一緒にす

る、西伊豆と一緒にするということは現時点で考えておりません。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 今、子育て支援に伊豆の各市町と比べて負けないほどのやっていると、

そういうお話ですけれども、私が言っているのは小学校に対する学校の教育に対する予算を

どうするのかということを言っているわけですね。そのことについて答えていないと思いま

すから、それは事務局長、４回にしてください、答えていないから。学校教育に対するあれ

ですよ。何も子育て支援全体のことを言っているわけじゃないですから。それに答えてくだ

さい。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） いいです、いいです。４回目でいいや。だから、事務局長が決めるこ

とじゃありませんので、私が。 

  では、市長、答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど来、議論の中で学校教育になったり教育になったりしているの

で、私は教育という観点から考えれば、大人すべて、子供すべてを教えるという教育だと考

えておりますので、全体の予算をつけておりますというご説明をさせていただいたわけです。

学校教育についていえば、特に教職員の問題は一定の枠がありますけれども、今まずは県教

委のほうに、この特段の環境の中で整理をすることで大変我々も苦しい選択を今しようとし

ているわけですから特段のご配慮をお願いしたいと。それがなされない場合、県の配慮がな

されない場合には、特に一番大事な先生方の加配を市単独でもやるかどうかについては、現

時点ではまだ自分で成案を得るには至っておりませんけれども、検討はしてみたいと、こう

考えております。 

  そのほか、いわゆる学校施設とか、あるいは教育器具に関する手当というものは、これか

らもしっかりしてまいりたいと考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 今、お答えを伺ったわけですけれども、私が最初の通告した質問の中

に、うさん臭いということを書いてあるわけですけれども、まさにうさん臭い答弁ですね。

学校の予算、あるいは教職員の減とか、そういう費用のことは全く考えていないという答弁

が一番最初にあったわけですけれども、それだったら考えていないというのは、じゃふやす

ということも考えていないということなんですかね。何も全然よくわからないわけですけれ

ども、とても納得できる答弁じゃないと思いますね。 

  それから、もう一つ、先ほどの土肥小が合併した場合、土肥に小学校ができると、20人に

なったらどうするんだという質問をしたわけですけれども、土肥からじゃどうやったってこ

っちへ来れないよということがあるわけですね。それはそうでしょう。だって、20キロ、30
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キロ、場合によっては40キロもあるという学校、そういう通学になるわけですから。では、

私が前定例会からも何回も言っているんですけれども、20キロの通学が考えられなくて、何

で10キロの通学は考えられるのかということがあるわけですよね。これが不思議なところで

すけれども、まずそれを１点質問したいと思います。 

  それから、もう１点、この問題について最後の質問ですけれども、その土肥の学校のこと

ですけれども、来れないと、だから土肥にはどうして残した。それは残すのは当然かもしれ

ませんけれども、それじゃ市長がいつも言っているところの公平ということはどう考えてい

るんですか。公平さ公平さ、みんな各市民は公平にしないとと言って、それでごみ袋も手数

料を値上げしたわけでしょう。何で土肥で、土肥は離れているから特別かもしれませんけれ

ども、何で土肥だけ特別にしようとするのか。公平さから考えてどうですか。さっき市長は

哲学がどうのこうの言っていましたけれども、哲学がないんじゃないですか、これには。お

かしいと思いませんか。ちょっとその２つ、答弁をお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、土肥小学校の問題ですが、これはまだ将来の議論が尽くされて

おりません。小中一貫校にするのか、あるいはこれは大変難しいと思いますけれども、小中

高で12年でやるのか。もし県のほうとが、じゃ12年というのをやってみようかということで

あれば、日本で初めてかもしれませんけれども、４・４・４制も不可能ではないんですね。

小学校４年生、中学校４年生、高校４年生。これは教育の専門家の方に伺うと、小学校４年

生10歳までというのは、やはり５年生以上と違う。ドイツなんかは小学校４年生なんですけ

れども。これは実は地域で小さな、昔、分教場があったんですね、いろんなところに。あれ

は大体２年生とか３年生までで４年生からは違っていたんですが、それは一つのやっぱり整

合性、合理性というのはあったんだそうです。 

  ただ、それがいいのか、市でできる小中一貫校でやっていくのか、あるいは中学校はやっ

ぱり大きなところにする、この議論は全くまだなされていませんので、土肥小学校の将来と

いうのはやはりもう少し大きな枠の中で考えていかないと方向が出てこないんだろうと。そ

れで、まずは土肥小学校の再編成、土肥小と土肥南小学校の合併ということを先行してやら

せていただくということでございます。 

  それから、距離の問題なんですが、これは10キロがいいか20キロがいいか、これについて

は何キロがよくて何キロが悪いという議論は多分余り合理的な議論にはなっていかないんだ

ろうと思うんですが、ともあれやる場合には、これからは既におおむねの当初の方針が教育

振興審議会からなされ、教育委員会のほうで３月25日に計画が出され、今いろんなところで

教育委員会は地域の皆さんとお話しさせていただいています。その中でいろんな問題も出て

くるでしょうし、あるいは最後まで反対が強いところもあるかもしれないし、それは教育委

員会のほうで地域の皆さんとしっかり話をして、解決できる問題なのか、あるいはどうして
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も解決できなくて計画を変えるのか、それは地域の皆さんと教育委員会のほうで、これはし

っかり議論がなされていくだろうと思っています。余り距離が何キロかというのは、ここで

ちょっと距離の議論をしてもいかがなものかと思うんです。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） もう５回目済みましたから、この質問は終わりますけれども、最後に

ちょっと私の感想を言いますと、市長はよく、保育園から考えて９年間、同じ学校というか

同じ仲間でいると、これは教育委員会がいますけれども、序列化が進んでよくないというこ

とを言っているわけですけれども、土肥をやり玉に上げるわけじゃないんですけれども、土

肥は幼保一元化で同じになると、小学校は統合で同じ、中学校は同じ、12年間じゃないです

か、土肥はね。12年間同じ子供たちと同じ仲間でやるんですよ。それで序列化が云々なんて

いうのは何だかおかしいと思うんですけれども、まあいいです。これはまた後で議論をした

いと思うんですけれども。 

  それでは、次に新し尿処理施設、これにつきまして再質問いたします。 

  この基本計画策定業務委託をしてから、これは発注してから１年近くたっていると思うん

ですけれども、１年ですよ、１年たっていると思うんですけれども、処理方式はどうするの

かさっぱり見えてこないわけですね。用地等のそういう関係もあるかとも思うんですけれど

も、この策定業務委託、これはいつまでにやるおつもりなのか。 

  それと、もう一つ、現在の業務委託の進捗状況は大体何％と見ているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは、お答えをいたします。 

  この策定業務につきましては、平成21年10月30日を一応完了と見ております。ただ、議員

さんもご存じのように、非常にこの業務、用地選定で将来的にも問題があるだろうというと

ころから、その用地の問題が解決しないと……。 

〔発言する人あり〕 

○市民環境部長（渡邊玉次君） すみません。では、最初からやりましょう。いいですか、途

中からで。21年10月30日というのが一応完了期限になっております。問題は今回の基本計画

のお願い事は施設整備計画、それから建設候補地の選定という項目になっております。これ

は大きく分けてでございます。そういった中で、進捗率がどの程度かということでございま

すが、実際10％から90％のような分類になっています。ただ、平均しますとおおむね50％か

なという状況でございます。というのは、用地選定が非常に難しゅうございまして、これを

どういうふうにするかというところに、先ほど市長が言ったように、用地の選定の委員会を

立ち上げないとなかなか絵にかいたもちになってしまうだろうということがございまして、

今回市長の答弁のように選定委員会をつくろうということでございます。 
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  なお、この業務委託については、その段階で業者と検討しまして、状況によっては途中で

打ち切りをすると、契約変更するということも考えざるを得ないというふうに考えておりま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 私、この業務につきまして、業務委託は何をやっているんだというこ

とはないんですけれども、ちょっと心配ですからお伺いするわけなんですけれども、要する

に処理方式、前に当局からまた処理方式の特徴ということで、再処理センターと再生処理セ

ンター、下水道投入施設、この３つあるわけなんですけれども、お話もありましたけれども、

用地が決まらなければやり方も決まらないというのも１つあるわけなんですけれども、10月

31日までというと、もうあと二月ないわけですよね。それで、これができるのか。 

  打ち切りというようなことも考えるということなんですけれども、打ち切りだと、この計

画は頓挫してしまうわけなんですよね。困るわけですけれども、そういうことになる可能性

が高いような気もするわけですけれども、そうしますと、し尿処理施設整備のスケジュール

ということで平成26年度までにつくるよというようなことがあるわけですけれども、これが

狂っていっちゃうわけですよね。そこら辺、合併特例債の関係もあるのかもしれませんけれ

ども、そこら辺スケジュール、これで立派なやつをいただいたんですけれども、もう初年度

から狂っているということじゃちょっと困るような気もするんですけれども、そこら辺はい

かがでございましょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） 議員のご心配のとおり、我々も実は非常に危惧しております。

現実的には柏久保のほうの連絡協議会といいますか、そういう会合でもいろいろ打ち合わせ

を５月、７月と２回ほど行いました。大変厳しい状況でございまして、これらを踏まえると

非常に難しいのかなという気はしております。 

  ただ、処理方式で、単純に言いますと３方式と言いましたけれども、大きく分けると２つ

になるわけですが、この２つの方式で考えているときに、一番早い方法で、用地がすんなり

決まれば下水道等に、いわゆる流域下水に入れる方法が一番早いわけですが、現実的には下

水道区域というのを当時の修善寺町時代からつくってありまして、その状況を見たときに、

じゃここの土地にということになりますと非常に難しいんではないかというのがこの状況の

現状なんですね。そうすると、単独でやるという方法が次に考えられます。単独でいいます

と、ある程度用地はエリア的に広がります。そういったところで、じゃここにしようという

やり方をしますと、行政主導でやってしまうと、また例の焼却場の問題と同じような状況に

なるということから、少し慎重にならざるを得ないということなんですね。 

  どちらの方法にしても、そういった用地選定に当たっては議員さん、あるいは市民の代表

の方、特に各種団体の長でないと、なかなかお願いしますよと言っても受けてくれないと思

います。そういった方々に知識のある方を入れて構成して、それでその上で用地の候補地を
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決めるようなシステムを考えていきたいと。その上で最終的な方向を市、あるいは知識人と

決定するというような方向がいいのかなと今のところは思っております。 

  ただ、これは全国的にもこういう方法が今ほとんどでして、ほとんどとは言いませんけれ

ども、こういう一般的に迷惑施設と言われる施設の工事をやる場合には、そういう方向がど

うも現在では進んでいるような状況でございます。伊豆市も同じような方向のほうが広く市

民の方に公開できますので、その方向のほうがいいのかなというように考えているところで

ございます。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） し尿処理施設の整備というのは、土地交渉といいますか、用地選定が

非常に難しいと思うわけですね。事務局のほうもそういう点、大分ご苦労があると思うんで

すけれども、私ども議員、それからその他市内の有識者といいますか、そんな方も皆さん、

これでつくらなければならないと思っているわけですから、我々も協力できるところは協力

してやりたいと思います。早期に建設できるようにお願いいたしまして、質問を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで西島信也議員の質問を終了します。 

  ここで休憩といたします。11時５分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０３分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  傍聴者の皆さんにはおしりを向けて質問しておりまして、大変申しわけありません。来年

４月になれば本庁へ議会は移転する予定ですので、そのときは皆さんの前に向かってお話し

できるようになると思います。 

  これから私の質問は、さきの三須議員、西島議員と別に諮って内容や順番を考えたわけで

はありませんが、三須議員、西島議員の質問は教育問題の大きな枠を取り上げておりますが、

これから私は３点質問します。いずれも答えが出るか出ないか、簡単な問題だと思いますの

で、ぜひ当局におきましては前向きに、傍聴者にもわかりいいようにお答えいただきたい。 

  質問に入ります。 

  遊歩道の舗装について。 

  狩野川右岸、いわゆる牧之郷寄りです。堤防上にある遊歩道について伺います。 
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  修善寺橋から野尻川、これは大仁との境までです。およそ２キロメートルの遊歩道です。

市民の散歩道、通学路、ジョギングやサイクリングなど、多くの市民の皆さんが利用してい

ます。安全な買い物への生活道路です。シニアカーも通ります。車の通行が多い県道を避け

て、市民の安全な道路としての利用が多い道路です。残念なことに、一部舗装されていない

ところがあります。ちょうど中間に当たる牧之郷樋管の上、およそ七、八十メートルが舗装

されていません。未舗装なのです。そのため乳母車やシニアカー、子供の自転車など、弱者

の通行に難渋しています。私も毎日のジョギングで靴の中に石が入ってしまうなど難渋して

います。 

  この道路は遊歩道ですが、牧之郷地区の子供たちの通学路としても利用されております。

説明不足で申しわけございませんが、小学生は余り使っておりません。中学生とご理解くだ

さい。車の交通量が多い県道を避けて、安全なこの道を通学路として利用しています。教育

長はご存じでしょうか。雨の日も、この未舗装の道を子供たちが利用しています。なぜ舗装

されないのでしょうか。いろいろ理由があると思いますが、それらの理由を伺いたい。問題

点を伺いたい。舗装する考えがありますか。問題点を解決する努力をしていますか。いつご

ろ舗装するつもりですか、伺います。 

  先ほどのお二人の議員の皆さんの議論のように先が見えない議論でなく、ぜひここで先が

見えるような内容にしていただきたいと思います。 

  次に、観光案内に移ります。 

  修善寺駅の観光案内について伺います。 

  市長さんは修善寺駅に総合観光案内所をつくりたいとお考えのようですが、それは観光案

内所が必要と考えているからだと思います。伊豆を訪れた観光客に地元の人が案内すること

は大切なことだと思います。観光客によいイメージを与えることが大切です。 

  さて、市長さんは修善寺駅に案内人がいたことをご存じでしょうか。いつの間にかいなく

なってしまいました。なぜいなくなってしまったのでしょう。理由がありましたら教えてい

ただきたい。 

  改めて、観光案内人を置きませんか。金曜、土曜、日曜日など、電車が来る、発車する時

間だけでもいいと思います。観光客の多い日だけでも置いてはいかがでしょうか。総合観光

案内所をつくるまでの間まででも観光案内人を配置してはいかがでしょうか、お考えを伺い

たい。 

  次に移ります。通学費です。 

  広報「いず」８月号に「学校再編成は今！」の中で、問い、質問ですね。通学費は無料に

なるのかという質問に対して答え、22年度から３キロメートル以上通学について全額補助で

きるように準備しています。３キロメートル未満だが、再編成に伴いバス通学が必要になる

場合、特別な補助ができるように検討をしたいと考えていますとあります。３キロメートル

以上にした根拠はなぜでしょうか、伺います。 
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  特別な補助とはどのようなものでしょうか、その内容を伺いたい。 

  再編成になる子供たちだけでしょうか。牧之郷の子供たちのように、現在電車通学をして

いる子供たちに対する通学費の補助を考えてはいませんか、伺います。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの森議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  先に、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  １つ目の牧之郷の遊歩道の件でございますけれども、狩野川堤防上部は国土交通省の管理

下にある河川施設となっており、堤防については国土交通省の管轄になっています。平成19

年11月の狩野川改修促進期成同盟会要望活動で国交省中部地方整備局に当該箇所を要望を既

にいたしました。また、ことし４月には建設課から国交省長岡出張所に打診したところ、用

地が明確でないために舗装ができないという回答でございました。現在、伊豆市役所の建設

課にて当該箇所の国土調査を進めているところでございまして、平成22年度末に境界確定で

きるものと考えております。今後も引き続き舗装されるよう国交省にお願いをしてまいりま

す。 

  次の修善寺駅の観光案内の設置について、2000年、９年前になりますが、伊豆新世紀創造

祭が開催され、修善寺駅に、わかがえるステーションを設置して、観光協会にて平成13年か

ら19年１月まで観光案内をしてまいりました。平成19年１月から、修善寺駅舎の向かい、南

側ですね。商店街入り口のところにイーラが開所したことにより、平成21年１月まで観光協

会が委託をして、営業の傍ら観光案内をしてまいりました。しかし、イーラの同所撤退に伴

い、観光案内も現在中断しているところでございます。 

  また、ことし８月から観光協会修善寺支部においても土曜日、日曜日、祭日の観光案内を

修善寺総合会館事務所で実施し、あわせて浴衣の貸し出しなど職員２名を設けております。

現在、修善寺駅再開発の計画が進む中で、伊豆市の玄関口となる修善寺駅に観光案内所を設

ける計画も含まれていることから、今の駅の構内への仮設置も含めて観光案内の検討を鋭意

進めてまいりたいと考えております。 

  通学費の問題につきましては、現在、教育委員会のほうに今詳細の検討をしていただいて

おります。私からは、子供さんたちの親御さんの負担が不公平にならないように、その中で

子供さんたちが歩く子供もできます。あるいは、距離はそんなに長くないけれども、歩道が

ないためにバス通学をせざるを得ないところも出てまいります。そのような詳細について教

育委員会で検討していただいておりますので、教育長さんから細部についてはご説明があろ

うかと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 初めに、遊歩道の件についてですけれども、修善寺南小の子供た
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ちが当地区に25名いまして、通学に一部利用しています。ただ、議員ご指摘のように、未舗

装の部分の前に牧之郷駅に電車通で向かうために、未舗装の部分は小学生は利用をしていな

いということです。中学生、修善寺中学校の子供たちが当地区には30名おりますが、15名は

電車通で、残り15名が自転車でご指摘の箇所を利用しているということであります。 

  それから、通学費の件についてお答えいたします。 

  ３キロメートルの根拠についてですが、旧町の合併前、各町で遠距離通学補助制度という

のを行っておりまして、天城湯ヶ島が３キロ、修善寺が４キロ、中伊豆町が２キロ、土肥町

は全額補助という補助をしておりました。合併するに当たり、伊豆市統一で３キロメートル

以上にという補助になったわけで、特段３キロメートルという根拠については、今言ったこ

とが前提になって３キロということになったというぐあいに聞いております。 

  先ほど市長が申しましたとおり、住んでいる場所によって通学費の負担をなるべく差がな

いように改善したいと教育委員会でも考えておりまして、平成22年４月より、３キロメート

ル以上の通学をしている子供の負担をなくす方向で今考えているところです。 

  それから、特別の補助ということについてですが、例えば土肥南小学区の通り崎周辺から

通学している小学生は、土肥小学校の位置へ通学するようになっても３キロに満たない子供

が出てきます。そういう場合、再編成に伴う特別な措置として全額補助を考えています。ま

た、現在３キロ未満の子供で公共機関を使って通学している児童生徒がおります。ご指摘の

牧之郷の電車通学の子供たちも、この特別な補助の対象になるだろうと考えております。た

だ、全体の予算との兼ね合いもありますので、今後検討していきたいというように思ってい

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 再質問させていただきます。 

  今、最後のところ、検討していきたいというお答えがあったようですけれども、検討して

いくということは、やるかやらないかというのは全く未定なんですね。最後のところですか

ら、最後にこの点は質問しますけれども。 

  まず、遊歩道の件で、質問になっちゃってちょっと僕も不満なんだけれども、確認したい。

22年度末までなんですか、境界を確定するのは。それを確認したい。21年度末じゃないの。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 今、牧之郷地区の２地区でございますけれども、この10月から地

籍調査に入ります。そして、22年度の末になります。法務局のほうへ最終的な地籍簿、地籍

図等を送り込みまして、ここで正式に境界が確定ということになります。その前に個別に境

界確定をやるとなりますと、この地域の面積が相当広いものですから、境界確定作業に非常
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に経費をかけてしまいますので、ぜひこの地籍調査の終了をお待ちいただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 質問を続けますね。 

  まず、市長、ここを歩いたことありますか。自転車で走ったことはありますか。教育長に

も同じ質問をします。お答えください。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ありません。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 一度だけ、昨年マラソンのときに通りました。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 今の建設部長の話ですと、私におきかえますよ、市民ではない。私

はこれができるかできないか考えるのは、22年末まで待たねばならない。あなた方は必要な

らば、すぐ測量をして決めているでしょう、境界確定なんて。今年度の決算書でも補正予算

の中でもあるはずだ、土地の確定なら。なぜやる気にならないんですか。市長、答えてくだ

さい。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 建設課でも大変やる気になっておりまして、ただ、全体の作業の中で、

その中で経費を組み込んであるものを、そこだけ特出しにしてまた別の予算をつけてやるよ

うな緊急性、そしてそれは工事そのものは市ではなくて国交省に対する要望ですから、そこ

は建設課は着々と進めているものと理解をしております。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） ４回になっちゃったの。 

〔「５回」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） ５回になっちゃったの。また結論出ないじゃないですか。緊急性が

ないんですか、これ。中学生や高校生がここを自転車で通っているんですよ。ここだけ舗装

していない。市長、ぜひ自転車で一回走ってみてくださいよ。僕は走っている、みんな走っ

ているから見ていないようだけれども、僕はあそこだけだって困っちゃうんだよ。痛いんで

すね、石を踏むと。緊急性なんてないなんて言っているから、今までずるずるもう何年にな

っているんですか、舗装しなくて。 

  まず、聞きますよ。何年舗装していませんか、これ。室久土橋ができてからずっと舗装し

ていないんですから、もう五、六年舗装していないんじゃないですか。ということは、それ

まで放置していたということですよ。伊豆市と国土交通省は責任のなすり合いをやっている

んですよ、ここでは。22年度で境界が確定したとしても、国土交通省は伊豆市がやれ、この

違いですよ。先ほど市長は長岡ではやるというようなことを言っていたようですけれども、
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確認をとっているんですか、長岡でやってくれると。22年度で境界が確定したって、国土交

通省と伊豆市でおまえだ、こっちだとやって、やり合うのが落ちなんですよ。あなた方がや

る気がないんだよ、はっきり言わせてもらうと。私から言えば、やる気がないんだ。やる気

を出して、すぐにやりなさいよ。 

  幾らかかるんですか。大体ここを舗装するのに幾らかかると思うの。見積もり出していま

すか、建設部長。 

  まず、何年放置されているのかということと、幾らかかるのか見積もりしましたか。国土

交通省がやってくれるとちゃんと確認をとっているのかどうなのか。その辺、５回に来ちゃ

っているからこれだけでやめますけれども、お答え願います。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ここは伊豆市議会ですので、伊豆市議会として、市のこれまでやって

きたこと、それからこれからなすべきこと、よくもう一度お聞きいただきたいんですが、私

は20年４月に市長になりましたので、その前のことは正直申し上げましてわかりません、ど

のようなことを国交省にやってきたのか。ただ、ここはもう法律上国土交通省の管轄地です

ので、ここの工事というのは国交省に責任と権限があるわけです。そこで、まさにこのよう

なことが大量に何万件と国交省に行くわけですね、全国津々浦々から。その中で、これは絶

対に必要だからやりなさいということを今仮に私が国交省に言っても、そういうのではなく

て、市は現在その当該地を境界確定してくださいと、そこが明確になったらやりますと、国

交省の出先のほうは今そういうご回答をいただいているわけですので、そこは市がやるべき

ことを着々やることが我々の伊豆市としての責務ではないのかと。 

  ただ、きのうからも同じようなことを申し上げておりますけれども、このような国と地方

の関係がこれからどうなるのか、新しい政権のやり方を見ていないと正直言ってわからない

ところもございます。したがいまして、市としては今、市がやるべきこと、つまり用地の確

定というものをしっかりやっていくことが責務だろうと考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 見積もりのお話ですけれども、これは舗装工事を我々が国土交通

省のほうへ要望していくことが我々の仕事でございまして、見積もりはとってございません。

ですけれども、４月の時点で国土交通省のほうも境界が確定できたらやりましょうというお

返事はいただいておりますので、それは偽りのない話だと思います。ただ、そういうお話を

いただいておるというところだけで、先ほど市長が言うとおり、２年後になる、そのところ

を保証できるかと言われると、それはちょっと難しいかもしれませんけれども、そういうお

話をいただいています。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 次の質問に移りたいんですけれども、議員の皆さん、傍聴席の皆さ

ん、いいですか。 
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  ２年後になったら国土交通省の担当者はかわっちゃうんですよ。いいですか、職員の皆さ

ん。常識的に考えたらかわっちゃいますよ。文書であなた方、協定を結んでいるわけじゃな

いんでしょう。担当者の話を聞いてきただけだ。私の言いたいのは、だからなぜすぐに今や

らないんだということですよ。この予算書の中だって土地の確定、何カ所あるでしょう。あ

りませんか。出してくださいよ、ちゃんと質問書を出してあるんだから。設計測量委託があ

るはずだ。あなた方は緊急に必要なところはやっているんだ。緊急じゃないとかって、自分

たちが考えてここの工事をやろうと思えばやるんだ。22年度にやりますか。22年度にでき上

がるかどうかだってわからないでしょう。わかりますか、保証しますか。質問じゃないから

あれだけれども、もう２回いっちゃったかな。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員、当初言ったように、マイクの正面でお話ししてください。 

○１２番（森 良雄君） 22年度に確定できると保証しますか。ぜひこれだけは保証してくだ

さいよ。市長、頼みますよ。あなた先ほど、川勝知事から無視されたというようなことも言

っているわけだ。今度は政権がかわったから、またわからないなんていうことを言っている

わけだ。あなた、伊豆市、８月29日に何してきたの、民主党へ行って。無視されるに決まっ

てるんだよ、新政権に。 

〔「全然話が違うよ」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） だれだ、言っているのは。塩谷議員か。全然、あんた、違わないよ。

県知事に無視され、新政権にだって無視されているんだよ。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員、質問に沿って発言してください。 

○１２番（森 良雄君） ちゃんと答えてくださいよ。いいですか。22年度までにこの土地の

境界の確定はできるのかどうかだけはちゃんと確認してください。 

〔「だめだよ、かわいそうなこと言って」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） かわいそうだと言ったって、質問の延長線じゃないか。 

  次は観光案内に移ります。 

  総合会館で観光案内をやっていますというのは、総合会館には観光協会があるんだからや

るに決まっているんですよ。私が質問しているのは、何で修善寺駅で今までやっていたのを

やらないんですかというのを聞きたい。いいですよ、補助金でそれを削っちゃったからやら

ないんですというんだったらいいですけれども、イーラではやっていたわけでしょう。イー

ラがなくなったら、そのまま立ち消えになっちゃったと。もう一度質問しますけれども、修

善寺駅ではやるつもりはないのか。新しい駅ができるまではやらないのかどうなのかね。 

  それから、新しい駅には市長は総合観光案内所をつくるということをおっしゃっていまし

たね。その総合観光案内所の進行状況はどうなんですか、伺いたい。いつごろできるかとい

うことを伺いたいんです。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 修善寺駅での観光案内については、イーラにお願いしていたときにも、

どの程度の効果があったのか、いろんなご意見があるようで、そこは少し詳細に考えてみる

べきではないのかなと。 

  それから、今の旅行に来るお客さんはかなりやっぱりネットで事前にいろんなことを調べ

ていらっしゃるんですね。そうすると、今の、あるいはこれからのお客様にとって観光案内

所というのはどのようなニーズがあるのか。よく外国の人はＩという、インフォメーション

というマークがあって、かなり数があるんですね、あちらこちらに。そういったことが必要

なのか、１カ所で伊豆半島全体に下田や伊東も含む観光情報というのが必要なのか、それを

検討した上でないと、ただそこに案内人１人を置けばいいというものではないんだろうと思

っています。 

  それで、伊豆市としては、そういう将来そこに私が出先をつくりたいのは、これから検討

なんですが、そこを通過される仕事帰りの市民の皆さんもせいぜい住民票ぐらいはとれるよ

うな行政サービスも兼ね合わせたいと思っておりますので、そういった窓口をつくりたい。

それはまだ設計段階でございますので、まだ詳細は煮詰まっておりません。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 市長さん、市長さんは先ほど西島議員からも哲学論が出ましたけれ

ども、哲学論はいいんですよ。現実論でいきましょうよ。伊豆市の人口はもう３万5,000人

台に突入しているんだ。私は、もう聞いているとは思うけれども、あなたが在任中に伊豆市

の人口は３万5,000人を割る可能性が大きいと言っている。あなたはこの間、６月議会は、

観光客を１割アップすると言った。きょうも何か哲学的なことをおっしゃっていたけれども、

今どうやって一人でも観光客をふやすかということを考えるんだったら、観光客にどうやっ

てサービスを提供するかだと思いませんか。もう一度、市長にそれを聞きますよね。観光客

にサービスを提供すると、あなたは何を考えているんだと。 

  元気もりもり商品券なんて、あれは好評だったですね。元気もりもり森良雄なんていうの

も好評なんですけれどもね。私はよく修善寺駅にいるんですよ。こういうのだって、あなた

方はこういうのを使ってやっぱり観光客に宣伝しなきゃだめですよ、一人でも連れてこなき

ゃ。現実に市長、観光客が減少しているんでしょう。必死になってあなたがやらないでトッ

プセールスなんてできませんよ。あなた今、ニーズがどうのこうのとおっしゃっていました

よね。ニーズ、全くつかめていないんですよ、あなたは。 

  私が駅にいるだけだって、何で私のところへ来るかというのは、大体皆さん想像つくと思

うけれども、修善寺はお寺はどこですかとか、バスへ乗るところだってみんな困っているん

ですよ。我々はわかるんです。中伊豆へ行くにはここ、お寺に行くのにはここ、何分後に出

るなんて我々はわかっているけれども、観光客はわからないんだ。だから、あなたが総合観

光案内所をつくりというのは僕は理解できる。だけれども、そこに心を入れるか入れないか

は、あなたが駅へ行って実際に現場を見てこなきゃだめなんだよ。バスへ乗るんだって困っ
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ている、タクシーに乗るんだって困っているんだ。 

  私も困るんですね、時々。狩野川ホテルはどこにあるんですかと聞かれて、えっ、そんな

ホテルあったっけかな。あるんですね、天城にね。ラーメン屋さんはどこにあるとか、おい

しいおそば屋さんはどこにあるとか、いろいろと質問はあるんですよ、いれば。現に、我々

はあそこへ案内人を配置していたんですね、観光協会は。それがある日いなくなっちゃった

わけだ。それで、あなたはどこに、いつ総合観光案内所ができるかも現状わからないという

ようなことをおっしゃっているわけですね。それで、そのつなぎどうするんですか。総合観

光案内所できるんですか。はっきり言うと、私、総合観光案内所なんてつくってもしようが

ないなとは思っていますけれども、しかし案内人は必要なんですよ。 

  もう一度ちょっとその辺、必要性を感じていないのか。僕は駅に必要性があるんですよと

いうことを言っているから質問で取り上げた。総合会館にはもともと観光協会がいるんだか

ら、あそこへ行って、何か、おいしいものはどこにありますかなんて聞いたって答えは返っ

てこないですけれどもね。だから、観光案内所の機能なんていうのは全くないと思っていま

すけれども、駅に必要性がないのかあるのか、市長さん。それから、総合観光案内所ができ

るまでのつなぎだったら、いつ総合観光案内所ができるのか。できないんじゃないの、ひょ

っとすると。その点だけ確認したい。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私が総合観光案内所を修善寺駅にと言っているのは２つの目的があっ

て、１つは伊豆半島の陸の玄関口、つまり伊豆市は２つ抱えているわけですから、海の玄関

口の土肥には伊豆半島の全体の情報センター、陸の玄関口である修善寺駅には伊豆半島全域

のやはり総合観光機能があったほうがいいのではないかと。 

  それから、もう一つは、そこに観光協会から出すかどうかは、そこら辺これからの制度設

計ですが、そこにはやはり市としてもパソコンを１個置いて、市民への行政サービスとして

市役所の出口の機能というものもつけたいと思っているので、市長としてこう提言している

わけです。ただ、これは今そこを設計しているところですから、どこになるのか、どういう

広さになるのか、そこはだれがつくるのかというのは、それはこれから、今きょう決まって

いないのはけしからんというお話では多分ないのではないかなと思うんですけれども。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） けしからんかどうだというのは、これは市民の皆さんが決めてくれ

ますけれども、既にあそこへ幾ら投入しているんですか、駅の計画に。下手すると１億円を

超えているんじゃないですかね。超えていなくても七、八千万は投入していますね。それで、

きょう現在、いつできるのかもわからない、それで済むんですか。いつできるんだかわから

ないんだったらいいですよ。 

  もう一回質問します。パソコンを置くんだったら、何も総合会館にある観光協会にパソコ
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ンを置いておけば、そんなの幾らでも答えは出るでしょう。観光経済部にパソコンを置いて

おいたって、そんな答えは出るでしょう、パソコンで済むんだったら。私はここに観光案内

人が必要性がないかどうか聞いているんです。もう一回答えてください。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほどから、観光案内所は必要ではないかとお答えしているんですけ

れども。必要だとお答えしている。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 私は必要なら、今のまま、先ほどのあれと同じなんですね。今のこ

のままでいくと牧之郷の舗装は恐らく永久にできないでしょう、あなた方、やる気ないんだ

から。ここまで言われてもって否定するんだったら、ぜひやってくださいね。23年度には舗

装できるようにして、ひとつ頑張ってくださいね、建設部長。そのときはおれいないなんて

逃げ出すかもしれないな。 

  私、観光案内に毎日置けと言っているんじゃないんですね。それも書かなかったですかね。

毎日置けとは言わなかったつもりだけれども。言っていますね。必要なときに置きませんか

と言っているんですよ。今のままじゃ、いつまでたっても、いつできるかわからない総合観

光案内所、恐らく二、三年できないでしょう。その間、現状のままでいくのかどうなのか、

それをまず市長に確認したい。最後の確認だな。お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 修善寺駅の構内というのは伊豆箱根鉄道さんの敷地であり、建物でご

ざいます。先ほどの遊歩道も国交省の管理下であると。第一当事者との話がないまま、私た

ちが勝手にそこを物をつくり、勝手に予算をつければ、それは違法行為であり、違法な予算

の支出になるわけですね。それを今すぐにやれ、わかりました、すぐにやりますと、違法な

行為になり違法な支出になるわけです。それを地域の要望があるから、したがって管轄者の

国交省と話をする。地域の要望があり、我々も必要性を感じている、ですから伊豆箱根鉄道

さんとお話をして今計画をつくっているところですね。ですから、そこの話し合いがなされ

計画ができるまで、すぐに着工、設置ということはできないわけですから、この話し合いを

積極的にこのまま進めさせていただきたいと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） あそこが伊豆箱根の敷地内であるなんていうことは、もう百も承知

の上ですね。しかし、今まではもうやっているわけですよ。あなたにやれと言っているのは、

あなたに直接やれと言っているんじゃないんです。あなたが、伊豆市がやるわけじゃないで

しょう。観光協会がやるんでしょう。要は、あなたは案内する気がないということを言って

いるようなものなんですよ。観光協会に一言、イーラがなくなったんだから、駅へ１人配置

しろと言えばいいんじゃないですか。回数が終わったようですから、次に移りますけれども
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ね。 

  きょういらしている方、民生委員なんですね。３キロメートルは一体どのぐらいの距離だ

と思いますか、教育長も、市長も、民生委員の皆さんも、議員の皆さんも。修善寺橋から狩

野川大橋までが３キロなんですよ。あなた方はそれを歩けと言っているのと同じじゃないで

すか。いわゆる数字上の３キロメートルと、実際に大人だって狩野川、私は走っているけれ

ども、修善寺橋から狩野川大橋まで、私はあそこを往復２回やるんですよ。これは余談にな

りますけれどもね。修善寺橋から狩野川大橋まで、大人だったらまず歩きませんよね。大体、

修善寺から大仁駅まで約2.5キロですよね。常識的な人間だったら電車に乗るでしょうね。

教育長、市長、あなた方はこれを歩けと言っているのと同じじゃないですか、お金を出さな

いということは。 

  まず、市長に聞きますよ。現在、牧之郷の子供たちのことを、いわゆる通学費を負担しな

いというんだったら、特例で負担する子たちとの公平性はどうやって確保するんだ。まず１

点、それは市長に聞きますよ。あと何分ぐらいあるの。それを確認しましょう。お願いしま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど教育長さんのほうから、いろんな特例の措置も含めて検討して

いる。なぜ決まっていないんだというご指摘があったんですが、これは実はケース・バイ・

ケースで、きっちり３キロだから、2.9キロだからということではないと思うんですね。私

の住んでいる本柿木の向こうに古屋敷という地区があって、ここは本当に３キロ、こんな小

さな子供さんがバッグを抱えて歩いています。ただ、これができるのは柿木というのはどこ

からでも通学路が見え、国道に出たときに歩道があるからできるんですね。ところが、八木

沢からですと、確かに途中まで歩道があるけれども、シーサイド桂川からはない、したがっ

てそこは歩かせられない。 

  ですから、地域とケースによって、2.9キロだから、3.1キロだからということではないの

で、個々のケースを精査するのに今、教育委員会のほうで少し時間がかかっているわけです。

牧之郷のほうも一体安全路があるのかないのか、それからこれから電車通学をどう考えなき

ゃというのは今やっているわけですので、その作業をしっかり見ていきたいと、このように

考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 牧之郷の場合ですけれども、一部歩道のない危険な箇所があると

いうことは承知していますので、この特別な場合に３キロ未満でも補助を出すかどうかとい

う今対象の地域になって検討をしているというお話を先ほどさせてもらいました。そのとお

りでいきたいと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 
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○１２番（森 良雄君） 検討しているというのは、ちょっと引き下がれないんですよ。いつ

までにこれ結論出すのかということを私は求めているんだよ。いいですか。私は牧之郷だけ

を問題にしているんじゃないんです。いいですか。たまたまこれを代表例として、代表的事

例として問題にしているんですよ、市長。確かにそうなんです、これ。何でこの子たちが電

車通学にしているんだ。あそこの遊歩道だけの問題じゃないんです。全体的に危険性がある

から電車通学させているんでしょう。子供たちを電車通学させたほうが安全だと考えている

から、牧之郷の父兄たちは電車通学させているんですよ。あなた方はそれをちょっと見失っ

ているんじゃないですか。まだいいです。まだちょっと時間一杯質問させてもらうけれども。

まず、いつまでにやるつもりなのか、結論を出すのか、確認したい。 

  それから、ほかの地区でもあるんです。例えば大見小学校へ通うのに、上白岩の子供たち

なんかやはり１年生、２年生ぐらいだとバスで通わせる家もあるんでしょう、中伊豆の皆さ

ん。いろんなケースがあるんですよ。それから、中学生になったって安全性を考えているん

だと思います。修善寺から大仁へ電車で通って、それで大仁から牧之郷の家へ帰るとか、熊

坂へ行くとかあるんですよ。それから、２キロだ、３キロだなんて言っていますけれども、

例えば牧之郷の女子中学生なんかは、これからはもう４時半になったら真っ暗になっちゃう

んですね。それで、どうやって帰るのかといったら、電車は使えない子は瓜生野を通って牧

之郷へ帰るんですよ。こういうことだってやっているんです。 

  いろんなケースを考えて、やはり子供たちの安全を考えるんだったらぜひ早急に、こうい

う大人の感覚で３キロだなんて言っていないで、バスや電車を使える人たちは通えるように

してもらいたいんですけれども、一つの代表例としてこの牧之郷を取り上げているわけです。

いつまでにこれ結論を出すか、１つお伺いしたい。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 歩くことについては、昨日、木村議員さんからはできるだけ歩か

せたほうがいいんじゃないかというお話もあったもので、ちょっと答えにくいですけれども、

来年度の予算に要求していこうと。今、来年４月から実施という方向で考えています。 

○１２番（森 良雄君） では、終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで森良雄議員の質問を終了します。 

 

◇ 古 見 梅 子 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、13番、古見梅子議員。 

〔１３番 古見梅子君登壇〕 

○１３番（古見梅子君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、２点について

市長に伺います。 

  まず、１番目、伊豆市の林業の将来構想について伺います。 

  伊豆市の山林は、杉、ヒノキが育っていて、83％が山林の伊豆市にとって、林業がビジネ
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スとして成り立つ準備体制づくりが始まったのでしょうか。過日、行われた県タウンミーテ

ィングでは、伊豆市の林業での売上高の試算が示されていました。木材利用、森林経営を始

めるきっかけができ始めていると期待しています。行政の呼びかけで、林業団体、業者など

と連携し、林業がビジネスとして成り立つように、そして伊豆市活性化のためにも強力なリ

ーダーシップで推進できませんか。伊豆市の林業の将来構想について伺います。 

  ２点目、伊豆市の企業支援策は。 

  人口減少が危機的状況であると言われております中、子育て支援に力を入れていくことも

非常に大事でありますが、若い子育て世代が働く場がないことには始まらないと思います。

雇用創出を図ることが今、特に重要で、観光関係だけでなく、企業誘致、企業拡大に対して

も積極的に行政が支援をして、若者が働く場として魅力あるまちづくりを、企業が活動しや

すいインフラ整備、環境づくりが必要と考えます。伊豆市の企業誘致、企業支援策について

伺います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの古見議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  ただいま議員からご指摘のありました県政タウンミーティングでは、東部農林事務所の専

門家の方からいろいろなアドバイスをいただき、伊豆市の、あるいは伊豆半島の林業という

のが非常に可能性があるということを改めて認識をいたしました。中には専門の方で、天竜

の林業に負けないポテンシャルがあるので頑張ってほしいというようなことで、これからも

県、特に東部農林事務所としっかり連携をし、また林野庁の出先であります森林管理所等か

らも専門的なご意見をいただきながら頑張ってまいります。 

  そのときに、いわゆる伝統的な杉、ヒノキの柱だけでは到底価格競争力がない。近い将来、

ロシアの関税が高くなったり、あるいは再び中国やインドでのニーズもふえてくると思いま

すけれども、それにしても多分柱材だけではとても追いつけない。そこで、集成材に使った

り、あるいは残りの部分をチップ化したり、あるいは間伐材を可能であればバイオエタノー

ルとしてガソリンにまぜて使うエネルギー源として、つまり柱材として、資源として、ある

いはエネルギー源としてということで、かつての日本人が鯨のすべてを使ったような考え方

に基づいて林業というものを総合的に考えてまいりたいと思っております。地元の森林組合

及び製材業者さんも交えて、今、具体的な話をしておりますので、少し一つの事業が芽を出

すまで、もう少し検討の時間をいただきたいと思っています。 

  それから、次の企業支援策、これも少し林業とは絡むんですが、やはり観光だけではなく、

林業、あるいは農業というものをグリーンツーリズムなどとも連携させながら、ここにいる

市民の皆さんの所得を上げるとともに、可能な限り、高校を卒業された方、あるいは20代で
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一たん出たけれども戻りたい方の職場として、雇用の創出をしていくということは非常に大

事だろうと思っています。 

  伊豆市には農業法人が、まだ組合は幾つかの組合があるんですが、ビジネスとして成立し

ている農業法人がなくて、受け皿がないものですから、これをぜひ行政のほうも協力をしな

がら、なるべく早く今ある組合の拡大か、新たな農業法人をつくるかということも少し視野

を広めて、ぜひ新しい職場をつくっていきたいと思っています。 

  それから、もう一つ、企業誘致に関してはいろんな方からアドバイスをいただきまして、

いわゆる昔のような工場誘致というのは非常に難しいんで当分考えないほうがいいとか、あ

るいは今現に伊豆市内にある企業の応援策を考えたほうがいい、あるいは伊豆市の食材を使

った食品加工に限定をして企業誘致を図ったらどうかと、そのようないろんなアドバイス、

ご意見をいただいております。ただ、まだ伊豆市の中でそのような際の企業優遇策がまとめ

られておりませんので、現在、企画課が事務局となっております定住促進プロジェクトの中

に企業優遇策、企業誘致のための優遇策というものを検討しておりまして、なるべく早くそ

の成案をまとめてもらえるように指示をしているところでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  古見議員。 

○１３番（古見梅子君） 昨日、杉山羌央議員の質問に、今、森林整備に３つの補助金で３つ

事業をやっていると伺いました。全部、補助金絡みでやっているわけですね。それだけ林業

には経費をかけられない。しかし、森林組合には補助金が出ていますよね。出ているわけで

すね。今、失業者が日本全体で360万人という非常に未曾有の数に達しているという、もう

危機的、失業者の数が360万人といいますと静岡県の全人口に相当する失業者があるという、

これは国を挙げて、市を挙げて、もうみんなで新しい産業をつくっていくことに力を注ぐと

きが来ている中で、林業というのは一つのチャンスじゃないか。今まで放置されてきました。

ずっと経済成長をしていくための20世紀に置き去りにされたまま農業や林業ではなかったか

と。それを今、21世紀は環境の世紀として、やはり農業にも10％アップをしよう、あるいは

林業にもいろんな補助金がついて、今現在３つの事業でやっているわけであります。 

  昨日、杉山誠議員の質問に建設業と地域の元気回復事業に補助金があるというお話があり

ました。初めて聞いたんですけれども、こういうものも山には、不況になった建設業の方が

機械を持っておりますので林道をつくるとか、こういうものでこの補助金は使えないんだろ

うか。あるいは、補助金をインターネットで調べましたら、ふるさと雇用再生特別交付金と

いうのがあって、自治体に直接実施であるか、民間企業であれ、シルバー人材センターなど

に委託する、人件費の７割以上が支給されるという、いろいろありました。中小企業庁が実

施する中小企業緊急安定助成金で実践型研修には雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助

成金とか、いろいろあるんですね。 

  もちろんプロの行政の方ですから、これのことはわかっていらっしゃると思うんですけれ
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ども、まだまだ今この360万人の失業者を助けるための政策というのは、これからももっと

出てくると思うんですね。そのときに、伊豆市の83％も林業ですので、ぜひ積極的な補助金、

もちろん補助金でなければできない現状でしょうけれども、それをぜひ進めてもらいたい１

点と。 

  先日、新聞報道によりますと、林業で伊豆市、年間５億円の試算が出ておりました。売上

高５億円なんですね。売上高５億円ということは、人工林が１万ヘクタールで、５万立方メ

ートルで、１立方メートルが１万円の換算だそうです。そうしますと、今はできなくても、

近い将来この事業を進めていけば、そういう企業としても採算がとれる林業になっていくと

きが来れると思ったわけなんです。もう補助金だけでなくて、こういう積極的な方向に持っ

ていくということをやはりやってもらいたい。 

  森林組合の拡張であるとか、きのう日吉町の話が出ましたけれども、日吉町も森林面積は

１万70ヘクタールだそうです。伊豆市の場合は２万1,000ヘクタール、倍も持っているわけ

なんですよね。これは本当に生かせば、伊豆市はすごく林業で活性化することができるとい

うふうに考えられたわけです。もうあきらめていたんですけれども、前を見ても山、後ろを

見ても山のここで、私、空気はおいしい、水はおいしい、だけれども、この山を何とか稼げ

る山に持っていくためにもっともっと林業に力を注いでもらいたいと思っております。 

  質問であります。昨日、杉山羌央議員の質問に養成所ということが出たんですけれども、

養成所というのは林業の技術を学ぶ人たちのための養成所で、実習をするのは山がいっぱい

あるからそれはできるということでしたけれども、そんなに深く答弁をいただかなかったん

ですけれども、これは今、木を切るにも機械が自分で木へ絡まって、しゅうといって刈っち

ゃうんですね、間伐を。そういうもう機械化もできているし、本当にすごい機械化になって

いるし、道路をつくるにも、よけるのにも手でやらなくて機械がやるとか、非常にそういう

ものが発達しているわけです。そういうところの養成所へ、この360万人の未曾有の数にな

っているこのときにぜひこの養成所に人を集められないか。実習場はあるわけなんですから。 

  そういう動きをしていって、そしてそこが訓練するだけじゃなくて事業をして稼げるとこ

ろまで、森林組合の下請けでしょうか、そういうものができるような体制ができればいいな

と、これは私、自分の根拠のない発想なんですけれども、こういうことをしていくことがい

いんじゃないかと思って、杉山羌央議員の養成所の件についてもうちょっと市長、考えても

らいたいと思って質問します。お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） きのうもお答えしたんですが、その養成所というのが、いわゆる教室

があって運動場があるような学校のイメージという建物ではなくて、修行の場、訓練の場と

いう機能として考えたら非常に可能性はあると思うんですね。例えば森林組合に林業養成所

という機能をつける。例えば３年なら３年の間、そこで修習生として仕事をしていただく。
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その間には収入が足りないので、直接全額ではないにしても、半分なり３分の１なり所得保

障で経済的に支援をする。もちろん期間限定でね。そのようなあり方、その間にだから所得

も保障していながら技術をつけるというような意味での養成所というのはぜひ考えてみたい

ということを申し上げたわけです。 

  ただ、その場合には、補助金の目的とか効果にもよるんですが、その先にはやはりビジネ

スとしてひとり立ちできるという前提が必要になってくるんですね。そこで、やはり伊豆の

林業の全体のビジネスとして成立するモデル、見据えた上で、そしてその一部分として若い

後継者育成も兼ねた養成所、そしてそこは当初は非常に厳しい環境の中で所得保障も一部な

されていくという、そんな関係が一番いいのではないかと今考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 古見議員。 

○１３番（古見梅子君） 天竜の天竜美林という、日本の大変美しい森の中に入っている天竜

美林というところには天竜林業高校というのがあるんですね。そこの学校は林業だけやって

いるんじゃないんですね。森林科学科、それから環境システム科、建築デザイン科、情報系

とかのＩＴのそういう最先端のこともやりながらやっている林業高校というのがあるんです

ね。もう伊豆市が学校が統合していったら、こういう高校も考えられるなと思ったんですけ

れども、高校を設立するということはそんな簡単なことではないんですけれども、養成所は

高校の年齢をもっと拡大したものでありますけれども、そういう空き学校、空き施設をこう

いうものに使っていくということは、また人口もふえていきますし、いいんじゃないかと前

からこれは考えておりました。やはり若者が住み、若者を呼び寄せるには、こういう学校が

あるというのがいいんじゃないかと思ったわけであります。 

  質問であります。先ほど、市長は柱材だけでは成り立たないとおっしゃいました。河津町

だったと思うんですけれども、市内の山の木を使うと１本につき幾ら助成金をくれる、そし

てまた図書館も全部町の山から切り出したもので図書館をつくったとかと、非常に市の材料

を大事にして補助金をくれるという、こういうことがあるということですけれども、私たち

は補助金を今いただいている立場ですけれども、この柱を使えば補助金を出してやる。今、

みんなプレハブの家で柱がない家が多いんですけれども、こういう補助金を出すということ

も木材を切って使う一つの方法かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 河津町の例、私まだ承知していなかったものですから、ぜひ勉強させ

ていただきたいと思います。今、体育館なんかでもかなり木材が使われるようになっており

ますし、伊豆市の中で地域を特定して木材建築を推奨するような施策も本当は望ましいので

はないかと考えていたりしているんですが、現在ちょっと悩ましいのは、県でやっている優

良木材の家で、ここの天城の木材が北関東に行き、ここは山梨や長野から持ってきた材を使

うというような皮肉な結果になっていて、木材建築のところでさえ優良県産材を使っていな

いようなことが起こっているものですから、その是正策も見据えた上で、もし市としてその
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ような河津町さんのような例ができるんであれば、これはすみません、まだ私、承知してい

なかったものですから、勉強させていただきたいと思います。 

  あとは、前段でおっしゃった学校というのは、私はぜひ高等教育のブランチ、分校が、伊

豆市内で高校を出て、できれば学士、できなくても専門学校として、例えば立教大学の観光

学科だとか、あるいは先ほどのような環境、その中に林業も含むような環境か農業か観光か

の分校が欲しいなとは考えておりまして、ただ、これは大変枠組みが難しいものですから、

少し勉強の時間をいただければと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 古見議員。 

○１３番（古見梅子君） スポーツで伊豆市活性化という、魅力（三力）プロジェクトもでき

ましたよね。私は、あの魅力という３つの力というのは行政と観光協会とスポーツ団体と、

この３つの力だと思っていましたら、そうじゃなかったんですね。伊豆力、人間力、交流力

という、これの３つの力で魅力（三力）プロジェクトということをしたわけなんですけれど

も、やはり観光協会とは行政が間に入るとか、そういうこれも３つの力を合わせるというこ

とで、スポーツの魅力にはその３つも入っているかなと、入ってもいいんだなと、３つが連

携するという意味ですね。 

  林業も今、市長おっしゃられました製材業者であるとか、建設業であるとか、森林団体で

あるとかと、こういうやはりプロジェクトでやらなければ、連携でやらなければ絶対森林組

合ではできないし、行政はそれを知らないじゃなくて、行政もかかわっていかなければ絶対

ならないと思うんですね。だから、このスポーツで伊豆市活性化の魅力（三力）プロジェク

ト、こういうすばらしい発想でスタートしていき、成果が出ると思います。こういうプロジ

ェクト、ぜひ林業でも伊豆市活性化に近い将来なりますことを願って２番目に移ります。い

いでしょうか。 

  ２番目の伊豆市の企業誘致の件であります。 

  優遇措置ということはないんですけれども、伊豆市にはないと伺いましたが、よそのを見

ますと、固定資産税の２分の１が５年間軽減であるとか、土地取得の助成であるとかと、そ

ういうことがインターネットであるわけなんですけれども、そんなに補助金を出すほどお金

持ちじゃありませんが、固定資産税の２分の１、５年間軽減とかというのは、こういうもの

はできると思うんですね。まだほかにできることといったら、これから統合すると施設があ

きます。あるいは来年には６月からでしょうか、議会も向こうへ行きます。そしてまた、保

健所には観光課ですか、行きますね、保健所へ。近い将来です。そうしますと、ここも企業

誘致のあれになるわけですよ。お金は出せないけれども、施設を貸して低料金とか何分の１

の補助でできるとか、そういう優遇措置もできるんじゃないかと思うんですね。 

  やはり企業誘致というのは、こういうへんぴなところには絶対来るわけないという、交通

費もかかるし、いろいろ不便なものですから来るわけがないというのは私の固定観念であっ

たわけなんですけれども、先日、新聞に東海部品という会社のことが載っていたんですよね。
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ＱＱセイバーということで、それが医療器具でねじをつくる、自動車の部品会社だけれども

医療器具にもいって、チタンの小さいねじで体の中の骨を整合するのにもつくるとか、それ

から農業事業もやっていると、こういうことがあったものですから、こんなところに、こう

いうへんぴなところへ、辺地債を使ってやらなきゃならないような地域に企業が来ている、

しかも来年にはまた次の事業を起こして10年後には250億を目指すと、こう載っていたわけ

なんです。 

  本当かどうか見に行ってきました。そうしましたら、本当に次の拡張のための土地も整地

してあったんですね。そして、前々回でしたでしょうか、決定した道路の待避所というんで

すか、道路の拡張するところどころのところのある１カ所の工事をやっていたわけなんです

けれども、そこの入り口もちょうどふるさと広場のところに上がるところと左へおりていく

ところの道路なんですけれども、入り口なんて全く狭いんですよ、道路が。ああいうところ

をこれから伸びていく会社にとって交通量もふえるので、こういうところもやはり企業とし

てインフラ整備の一つに、東海部品の肩を持つわけではありません。だけれども、若者が非

常に勤めているんですね。インターネットを見ますと、高校卒業生の募集を今もしているわ

けです。そうしますと、これから伸びていくこういう会社が現に来ているんだから、このイ

ンフラ整備というのはやはり市として、行政としてやらなきゃならないことだと、こういう

ふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど申し上げましたとおり、東海部品さんに限らず、まずは市内に

ある企業さんを支援していくことのほうが、この大変厳しい状況の中でまずはやるべきこと

じゃないかと思い、また特にあそこは立地上、新しく採用される場合には土肥から十分通え

る地域ですので、そんなこともお願いをしたり、行政として支援できることはやらせていた

だきたいと思っています。 

  それから、施設提供については、確かに固定資産税の優遇やら、あるいは用地の提供とか

言われるんですが、確かにここを含めてあり得ることと思って、今いろんな方にお話を既に

紹介いただけないだろうかと。これはできるかどうかは非常に私も自信がないんですが、例

えばここでしたら、この下の１階のところは野菜工場にして、ここで食べるようなそんな形

ができないだろうかと。あるいは、ほかのところも個々の施設をごらんになると、いや、こ

れは魅力あるねというコメントをくださる方はやっぱりたくさんいらっしゃるんですね。で

すから、その中で条件とか環境が整えば、伊豆市にある施設に限らず土地も含めて資源を活

用していただく、その結果、伊豆市の中の産業活動が高まればそれで十分なわけですから、

ぜひそれは一つ一つ具体的にいろんな方に紹介をしていただくことも含めて検討してまいる

つもりでおります。 

○議長（飯田宣夫君） 古見議員。 
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○１３番（古見梅子君） 魅力のあるまちじゃないと若者は住まないわけなんですけれども、

こういう企業があって働く場があれば若者は住んでくれると思うんですね。そして、先ほど

第１の質問で木材の利用について、例えば伊豆市のここへ住んだら、定住してくれるなら、

この木材は柱１本について幾らやりますよとかと、そういうすごい若者にメリットのある、

ここへ定住してもらう施策としてそういうものも打ち出せる。ないものじゃ上げられません

けれども、あって困っているものですから、切り出すにも販路がなくて切り出せない状態で

いるんですから、こういうものを乾燥させておいて、若者が10年後にもしかしたらどんとふ

えるときが来たときに、魅力の一つとしてそういうものもできるんじゃないか。 

  そして、子育て支援にお金とか医療費とかいろいろあるわけなんですけれども、それだけ

じゃ来ないと思うんですよ。これがあるから来る、そうじゃなくて、もっともっとこのまち

へ来ると３人目を産んだから産んだお礼に100万円くれるよとか、そういうもののほうが何

かすごく魅力が私はあります。やはり若者が住んで、若者に魅力あるものをうんと研究をし

て、あるものを生かす、無駄な補助金を使わない、こういうことでぜひ企業支援、若者が住

むまちづくりをしていただきたいと思います。 

  終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで古見梅子議員の質問を終了します。 

  ここでお昼の休憩をとりたいと思います。再開を13時といたします。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 松 本   覺 君 

○議長（飯田宣夫君） 次に、５番、松本覺議員。 

〔５番 松本 覺君登壇〕 

○５番（松本 覺君） ５番、松本覺であります。 

  今回、１点について伺います。 

  学校再編成における関係職員の増強・補充をどう考えているかについてであります。 

  この再編成の問題につきましては、多くの議員が質問をいたしております。少し視点を変

えて、再編までのプロセスについて少し伺います。 

  現在、土肥地区を皮切りに学校編成の事業が進められております。教育振興審議会の答申

を受け、教育委員会の指示に基づき、学校再編成準備委員会の審議が行われているやに伺っ

ております。現在、正式には土肥地区においては、その住民においては従前からの心の準備

もあり、さしたる混乱もなく進められていることは大変喜ばしいことと思っております。し
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かし、一方で疑問や戸惑いの声も聞こえてまいります。それはタイムスケジュールがこれで

いいのかと、つまりこれで間に合うのだろうかという疑問、それから何をどのように話し合

えばよいのかわからない、こういう声が大変私の耳にも聞こえてまいっております。それは、

つまりは主体となる教育委員会のおぜん立てが十分ではないのかということが推測されます。

これは次にいけばわかるわけですが、教育委員会を決して責めているのではないというふう

に申し添えます。 

  そこで、学校というのはだれもがそこで生活経験を持ち、保護者として、あるいは地域住

民として参画し、身近な存在なので、学校というのはこういうものだとすべてを知っている

ように感じられる、一般的には感じられておりますのではないかと思います。しかし、一つ

の学校の成り立ちは、教育基本法を初めとする諸法令、学習指導要領をもととする教育内容、

校舎や設備・備品、それから地域の歴史や特性等、ハード・ソフト両面において教育諸条件

等、多岐にわたる総合体であります。したがって、これに携わる方々はそれ相当の専門性を

必要とするのは言うまでもありません。現実を見て、そこで私はこんな提案をしたいけれど

も、どうですかという意味で３つ挙げました。 

  委員というのは準備委員を指していますが、委員等の人選については、今前述申し上げた

とおり、十分それらを配慮すること、それから事前の研修、説明も必要ではないかというこ

とであります。もっと言えば、少し足りなかったのではないかなと推測いたします。 

  ２番目に、かなめである教育委員会のスタッフは、教育行政、教育内容に精通した者２名、

物的管理に精通した者１名、事務方１名、少なくとも４人のスタッフが必要ではないかとい

うことであります。 

  ３つ目のは、これは統合後でありますが、現場の教職員の加配が必要ではないかと。これ

は県のほうから統合についての加配が２名ほどあるというのは伺っておりますが、ここに挙

げたのは、それ以上に必要ではないかということであります。 

  なお、平成21年から22年、23年は前述の学習指導要領の改訂期となっております。もう少

し加えますと、この改訂に伴って授業数、教育内容、時間数、そのほか多くの学校現場では

改訂を必要といたします。それから、教員としては、もちろん教育委員会のスタッフもそう

ですが、文部省の意向を受けての多くの研修会、自己研修、そのようなものが必要となって

まいります。教育委員会、学校現場は多忙を極める一方、編成のためのさらなる問題が山積

することは予想されます。 

  したがって、現在の教育委員会のスタッフは、通常の仕事を想定した人数ではなかろうか

と。したがって、増加が必要であると。伊豆市百年の礎のためには、さきの４名は再編のた

めの専従、つまり増員とすることが不可欠ではないかというふうに考えますが、教育長さん

のお考えは、あるいは市長さんのお考えはどうでしょうか、伺いたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの松本議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  先に、市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、ご質問の１つ目、委員等の人選についてはのところで、土肥地区の委員さん、ある

いはこれから将来他の地区においてもその地域を代表される方、あるいは教育、あるいは子

供にかかわる行政に精通された方、いろいろ配慮をして人選をなされたように聞いておりま

すし、また将来同じような委員会をつくる場合にも、そこは十分注意をして要員の選定には

配慮してまいりたいと思っております。 

  ただ、事前の研修、あるいは事前説明、どのようなものがあったのか、詳細は実は承知し

ていないのですが、そこは今回、土肥のケースは第１回目でございますので、そこに怠りな

きよう細心の注意をして、あるいは細心の配慮をしてやっておるつもりでございますし、も

しそこで足らぬところがあるとすれば、その作業の中でも見直し、また将来別の委員会をつ

くるときには必ずその教訓を生かせるようなことに努めてまいりたいと思っております。 

  次に、教育委員会のスタッフ増員につきましては、教育行政、教育内容に精通した者２名

ということが、現役の先生方、もしくはＯＢの先生方ということであれば、すぐ２名の増員

というのはなかなか難しいのかなと。当分は、まずは現時点では兼務をしていただき、そし

て将来やはりこのような作業に相当経験者が必要であるとすれば、また別のことも考えなけ

ればいけないのかなと思っております。現時点から４月までの間に、純粋に増員するのはな

かなか厳しいという感じはいたします。可能な限り、兼務の中でやっていただけないかと考

えています。 

  それから、統合後の教職員の加配、これは私はぜひ県教委には伊豆市の特性をご理解いた

だき、格段のご配慮をいただければと。もしそれがかなわぬ場合には、どの程度の支援策を

市として考えなければいけないのか。これは少し、即答できませんので、検討の時間をいた

だきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 関係職員の増強・充実についてですが、教育委員会といたしまし

ては、人事のこと、人のこと、あるいは予算面についても積極的に要望していきたいという

ぐあいに思っております。 

  土肥地区は我々にとっても初めてのことでありましたし、若干準備不足もあったかなとい

う反省は持っていますが、現在一応順調に推移しているものと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  松本議員。 

○５番（松本 覺君） お答えで十分に希望が見えておりますので、それぞれの項目について

対応していただけるということでありますので、ぜひそうしていただきたいというふうに思

います。 
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  それから、市長さん仰せのとおり、教育行政・内容についての２名というのは、もちろん

現職、ＯＢを問わず学校の教員経験者ということを想定して私は言っているわけですが、こ

れも通常二、三年を大体サイクル、３年ぐらいで現場へ戻るというのが常識といいますかね、

通常そう行われているわけですが、そこが今、参事と指導主事が１名で、これにかかわるの

は参事が大体かかわっている。そうすると、人事交代になりますと継続がわからない。そう

いうことも考えて、やはりここは専従にしていただいて、専従だけでなくてもいいんですけ

れども、ダブルスタッフでそこに途切れや食い違いがないように、それをぜひ行っていただ

きたいということも含めて言うわけでございます。 

  つけ加えですけれども、５年間で100名の教員がいなくなるわけでありますから、その面

でも教育長さんは大変頭を悩ましているんじゃないかと思います。大体ここに住んでいる地

域の人間の職場が100人なくなるわけですから、これは相当な大変なことで、あるいは県政

の教育史上、歴史に残ることであるかもしれません。百数十名から100人の職員がいなくな

るわけですから。しかも10人の校長、10人の教頭がいなくなるわけですから。 

  そうしますと、人員はたくさんいるはずですよ。人数、該当する人員はたくさんいるわけ

ですから、予算さえ手だてをすれば、これは十分可能であるというふうに私は考えますので、

ぜひそこのところは、残るのはお金の話だけなんでありますから、何とか工面をしていただ

いて、昨年の９月のこのときに私は質問をいたしました。金に糸目はつけないですね、米百

俵の考え方は生きているんですねと言ったら、教育長さんは考えておきますと、そのとおり

ですというふうな返事をいただいておりますから、ぜひ努力をしていただきたいと、そうい

うふうに思います。それが１点です。 

  多分これで終わりになると思いますから、２点目を質問いたします。 

  もう１点は、私的なことを言うのはやぼだと思ってちょっと控えていたんですが、実は今

から40年前、今のちょうど土肥南小学校の学区と同じ学区の中学校が廃校になりました。こ

れは村じゅうを挙げての大混乱になりました。村を挙げて、賛成、反対、真っ二つに分かれ

ておりまして、そのときの町議会の選挙は賛成派、反対派、片方が全員が落っこっちゃった

というくらいな大変な問題が起こりました。そのときの実は中学生の２年生、３年生が私で

ございます。賛成派、反対派から連日連夜、生徒会が動けと、何とかやれと、陳情書を書け

と。おやじじゃなくて私のところへ来た。おやじは職員、学校の教員でありまして、親戚に

は町会議員がたくさんいる、そういう渦中にありまして、それらを考えると、現在土肥小学

校で比較的スムーズに話が進んでいるのは、そのことを住民がみんな知っている、経験した

人たちなんです。 

  ですから、学校の統合問題でそんな大人たちがすったもんだするのは子供の前で夫婦げん

かをやっていると同じだと、いずれにしたっていいことはないと、そういう知恵があるから、

比較的自分の考えを抑えて大局に立って物を考えているんですよ。そのこともどこかに頭に

置いていただきたいと思うんです。したがって、この統合問題は、こういうデメリットがあ



－182－ 

る、こういうデメリットがあるというような足の引っ張り合いというのは、まさに親子げん

かを子供の前でやって見せていると同じなんですから、淡々と理論に沿って事を進めていた

だきたい。どっちに転ぶか、それは大人の知恵ですから、それは粛々とやる必要があるんで

すが、そういう泥仕合はやめていただきたい。私は身をもってそう思っておるものですから、

ここでぜひお願いといいますか、それを考慮していただきたいというふうに思っているわけ

なんです。 

  それは、前回も申し上げましたけれども、そのときの傷というのは、歴史というのは、こ

れは一生忘れない。その該当の生徒に当たる人間たちは、今でも相当強い痛手を持って生き

ているわけであります。ぜひ大人の知恵で、子供たちを惑わさないようにしてもらいたい。

それには早い審議の進め方、スムーズな審議の進め方がぜひ必要であるというふうに思うん

です。いたずらに時を延ばせば、いい結論が出るとは限らない。そのことをぜひ今後のスケ

ジュールにあわせてお考えをいただきたいと思いますし、スタッフの充実もそういう意味を

込めて、ぜひお金はかかってもスタッフの充実をしていただきたいと、こういう私の願いで

ありますが、お考えはいかがですかという質問の形式にかえさせていただきますが、以上２

点、質問いたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今初めてそのご経験のことを伺いまして、改めて教員、もしくは教員

ＯＢを含むスタッフの増強というものは、教育長さんともしっかり相談をしてまいりたいと

思っています。 

  確かに、本当は新しい学校をつくると申し上げていますので、土肥小学校も新しい校舎、

昔の天城中学校のようにできればいいんですが、その財力があるんであれば内容の充実に振

り向けたい。そんなことから、あそこも古い建物ですからいずれ近い将来建てかえは必要な

んですが、その子供たちの傷が大きくならないように、あたかも新しい学校のような外観も

整備をしたいと思いますし、今、土肥南小学校に掲げられております「ありがとう」の垂れ

幕が子供の傷にならないように、細心の配慮をして頑張らせていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 土肥地区にかかわらず、現実に説明会等、あるいは地域の方のお

話を聞くたびに、涙が出るような話も幾つかあるわけですので、十分そのことを考慮しなが

ら進めてまいりたいと、今までも思っていましたし、これからもその精神は受け継いでいき

たいというように思います。 

○５番（松本 覺君） 終わりです。 

○議長（飯田宣夫君） これで松本議員の質問を終了します。 

 

◇ 関   邦 夫 君 
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○議長（飯田宣夫君） 次に、９番、関邦夫議員。 

〔９番 関 邦夫君登壇〕 

○９番（関 邦夫君） ９番、関邦夫。 

  １、橋の管理を怠り、修繕を先送り、被害を増大させていないか。 

  前回、橋の安全対策について伺いました。１級、２級、３級市道に678の橋があり、50年

経過する橋は70で、全体の10.3％、国庫補助事業の採択条件の10メートル以上の橋の点検を

20、21年度までに完了し、修繕計画を立てる予定だと答弁されました。 

  出会い橋を例にすると、平成19年度に損傷が激しいということで委員会視察をしました。

その後、どのように改修する計画なのか説明もなく、今回突然のかけかえとなりました。木

製の橋が腐食することはだれでも推測できますが、長期間腐食しない材料使用ということを

信じ、管理を怠り、気がついたときは修復不可能になっていたのではないか。管理し、早期

に修繕すればかけかえに至らず、費用の節減ができると思われます。このようなところが他

に多くあるのではないか。 

  質問１、平成20年度、21年度で点検を終了するとしていますが、これまで点検は行われて

いなかったか。 

  ２、15メートル未満の多くの橋の点検はできているのか。 

  ３、点検結果不良の橋をどうするのか。財政難を理由に修理、かけかえの先送りを繰り返

すのか。 

  ２番目、魅力ある観光施設の充実と観光事業の活性化について。 

  この夏の観光施設の利用状況は、今までになく落ち込んでいるように感じました。不況、

天候も大きな要因だと思われますし、夏の後半、地震の風評被害もありました。企業誘致も

難しく、観光に頼る伊豆市において、観光を支える魅力ある観光誘客施設に乏しいから、少

しの社会変化で大きく落ち込むのではないか。スポーツ施設の充実、出会い橋のかけかえ、

駅前整備等は、長引く不況対策としては、やらないよりやったほうがいい程度の対策ではな

いか。期待していた静岡空港も評判が悪く、海の玄関土肥港も来客は少なく、寂しい状況が

続くものと思われます。伊豆地域の近年の観光客は全盛期の半分以下になっているようです。

市長は市役所を伊豆市最大のシンクタンクと言い、トップセールスで頑張ると言っています。

観光事業は発展どころか、後退しているように感じます。 

  質問１、経営に支障を来した施設が市内に多くあるようですが、観光事業の現状について

どのように認識しているか。 

  ２つ目、行政として観光事業の取り組みに問題はないか。 

  ３、合併浄化槽を市で設置から管理までできないか。 

  この問題は何人かの人が質問しております。点在しているところに下水道の接続は費用効

果が悪く、下水道事業は多くの自治体が見直しに取り組んでいます。個人家庭における合併

浄化槽を全部市の負担で設置から管理まで行っても、500万円近い費用のかかる下水道に接
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続するよりはるかに割安ではないか。 

  質問１、見直しを行っている自治体がありますが、財政に問題が大きい伊豆市はどのよう

に考えますか。 

  ２、水道料金は一律とし、これを平等だとし、未整備で旧町時代から一般会計からの膨大

の繰り入れの恩恵にあずからない浄化槽設置者は不平等だと思うが。 

  ４番目、学校統廃合は財政問題だけでなく、子供の幸せのために。 

  学童数の激減により統合し、統合した施設はそのまま使用し、校名を新たにしただけで、

統合でなく新しい学校ができたとしています。経費削減のため、大きなところに吸収してい

るのが現状ではないか。土肥小を例にすると、建設時、この学校には軒があり、鉄筋のない

手抜き工事で軒が落下し、危険ということで軒先を取り除き、今の状態になっていると認識

しています。子供が安全に運動や勉強に楽しく向かい合える環境を与えるのが大人の責任で

はないか。過疎地域において、学校の統合は全国的問題でもあり、国策として校舎の建てか

え等の環境整備ができるのではないか。ペンキでごまかすような統合はいかがなものかと思

います。 

  片や、人口減少に歯どめをかけることに努力し減少を阻止するとし、片や、子供の減少は

避けられない現実問題として学校統合に取り組む、この矛盾は何なのか。土肥南小、土肥小

が統合しても少人数です。少人数の弊害を挙げて統合の必要性を力説していますが、統合し

ても少人数の土肥地区の生徒は本当にだめになるのか。最初からだめとわかる統合をなぜす

るのか。 

  質問１、少数で単学級の学校の子供は人間形成に弊害があるとしたら、今まで少数だった

南小のような少人数の学校の子供は成人して皆だめな人間になったのか。 

  ２つ目、今の老朽化した土肥小の校舎の建てかえ計画はどのようになっているのか。 

  ３、たまたま土肥に生まれたということだけで、ぼろ校舎をペンキで飾り、中身は老朽化

した施設での生活をやむなくさせるのは子供にとって幸せなのか。 

  ４つ目、この一連の統合問題で、利用施設において各学校間に不平等はないか。 

  以上、伺います。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの関議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず最初に、橋の問題ですが、冒頭のところで出会い橋について管理してこなかったので

はないかというご指摘があったんですが、これは平成３、４年かけて架設し、その七、八年

後の平成11年ごろから現在まで、洗浄、殺菌、塗装、防腐剤処理など、部材の交換等のメン

テナンス事業を行ってまいりました。にもかかわらず、平成20年４月に橋梁に亀裂が確認さ

れたために、その後補修工事をしましたけれども、非常に危険な状態であるということで、
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今回のかけかえに至ったわけでございます。 

  それから、ご質問のまず１つ目で、橋梁について点検は行われていなかったかということ

でございますが、合併前の旧町時代に橋梁の耐震診断等の調査を行っており、市になって平

成16年度から19年度までは実施しておりません。平成20年度に19、21年度に60、そして来年

度、22年度に40の橋の調査点検を予定しております。 

  次に、15メートル未満の橋の点検ですが、15メートル未満の橋の多くについては点検を行

っておりませんで、道路パトロール点検や地元の皆様からの情報提供、要望等により現地の

確認を行っております。また、橋長が15メートル未満の橋はコンクリート床版橋、コンクリ

ートの床の板の橋ですが、コンクリート床版橋が多く、損傷が急激に進行するということが

考えにくいために、点検というのは５年ないし10年に一度ぐらいで大きな影響はないのでは

ないかというように考えております。ともあれ、点検の仕方についてはこれから少し検討さ

せていただきます。 

  点検結果不良の橋につきましては、今後点検が終了した段階で長寿命化修繕計画を策定し、

その計画に基づき、国庫補助により順次修繕箇所の橋梁を補修してまいります。 

  次に、観光行政についてでございますけれども、これは伊豆市に限らず、全国的に産業が

極めて経済が厳しい状況にあり、特に伊豆地区においても、例えば松原公園駐車場の駐車場

利用台数、これは７月が前年比64.5％、８月23日までの８月も前年比76.6％でございました。

ただ、海水浴のお客様は５万1,226人と、このお客様の数は昨年と同様でございます。ただ、

実際に観光に携わっている皆さんのお話を直接伺いますと、７月の長雨、それから８月の台

風と地震、それから地震の後、おおむね１週間ほどキャンセルが続き、そこから全く戻って

いないというような状況と承知をしております。大変厳しい状況でございます。 

  それで、行政として観光業の取り組み云々ということにつきましては、これも繰り返しに

なりますが、観光というのは私は宿泊業ではなくて、そこにグリーンツーリズムもある、農

産物も海産物も特産物も消費をしていただく、そのような観点から、やはり総合産業として

発展していく中で、観光というのは伊豆市の主要産業として活性化の道もあるし、将来にさ

らに雇用を創出する可能性もあるのだろうと思っています。 

  ここで伊豆市の問題点は、１つは観光協会、観光政策がなかなか一元化した観光戦略、観

光政策というものがまだなされていない。他方、非常に広い上に特性が違います。修善寺温

泉であれば、その花火大会というのはむしろ長岡の皆さんと共有することができる。土肥の

西海岸であれば、その特性というものは西伊豆の皆さんと恐らく連携するほうが効果が高い。

湯ヶ島のもみじであれば、恐らく河津町との連携のほうが可能性がある。そのような中で、

観光企画、観光政策は一元化し、事業はある意味まち境を越えていろんな提携もなされると

いう中で、どのような観光政策というものをつくっていくのか。これはぜひ、今ある状態が

必ずしもベストだとは思っておりませんので、しっかりやっていきたいと思っておりますし、

そのために今、観光協会のほう、法人化を目指して、まずは第一当事者である観光協会の中



－186－ 

で非常に真剣な議論をいただいているように聞いております。 

  次に、合併浄化槽ですが、これはきのうもお答え申し上げましたけれども、私自身は大変

問題視をしているところでございます。やはりこれだけの広い面積、それから大変残念なが

ら人口密度の低いところで、すべてを下水道でつなぐのは、あるいは計画地域の中であって

さえ、このまま下水道を整備するというのは恐らく効率的ではないのだろうと。ただ、本来

は議員ご指摘のように、合併浄化槽の設置、維持管理まで市でやるというのは、私は理論的

には整合性がとれているなと思うんですが、過去との不公平の問題でありますとか、今大き

く計画を変えることに、相当計画見直しにエネルギーがかかる、要ると思います。きのう申

し上げましたように、ここから一、二年かけて、その計画の見直しというものをしてまいり

たいと思います。 

  ただ、１つ合併浄化槽を全部市で管理すると、これは大変な事務量がふえるそうでござい

まして、そのような観点から、仮にそのような方向に検討するとした場合は、どこまで市が

やるのか、どこからはアウトソーシングでやっていくのかという見直しも必要になろうかと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、教育長。 

〔教育長 遠藤浩三郎君登壇〕 

○教育長（遠藤浩三郎君） 少人数学校の問題でありますが、土肥南小に限らず、伊豆市には

かなりたくさんの小規模校がありますが、それぞれ教職員一丸となって小規模校のよさをフ

ルに発揮して頑張っておるところであります。他校との交流等、いろんな方法を考えながら、

今、教育実践に当たっております。したがって、だめな人間になるということは考えており

ません。 

  建てかえ計画でありますが、現在、教育委員会で考えている改築計画、現在行いました修

南小体育館、中伊豆中体育館、あるいは耐震補強計画、中伊豆中の技術科棟、天城中の体育

館、天城中の技術科棟等が終了してくる、その後に実施をする考えでおります。 

  土肥小の校舎についてでありますが、50年余がたっているということでありますが、可能

な限り安全・安心な環境を実現するための計画に従って進めてまいりたいというぐあいに思

います。 

  不平等の問題でありますが、全部が全部全く同じというわけにはいきませんが、現在16校

の学校、62の施設がありますけれども、まずは安心して過ごせる施設であるよう、優先順位

をつけて改善していこうと考えているところであります。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  関議員。 

○９番（関 邦夫君） では、１番から再質問させていただきます。 
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  今、橋の点検をしているということは、点検をしていても不十分だったので点検をしてい

るのか。点検を長期間していなかったとは考えにくく、点検していて、出会い橋のようなこ

とがなぜ起きたか。 

  15メートル以上の橋の点検は、20年、21年で調査が終わると答えていますので、今までは

十分できていなかったと思われますが、どの旧町も竣工時期の記録だけで、点検記録が残っ

ていないのではないか。点検記録があるなら、伊豆市になり６年もたつのに、出会い橋のよ

うな事例がなぜ起きたのか。急に起きた問題でなく、時間の経過とともに徐々に腐敗して修

復不可能になったのではないか。多くの橋についても、点検を放置していたのではないか。 

  木製の橋を管理するのに、防腐剤の塗装を定期的にしていなかったのではないか。木製で

も、管理し手入れをすれば長期間腐食に耐えられることができます。それなりの管理をすれ

ば、50年も60年も対応できる材料で建設されていたと思われます。クレオソートをしみ込ま

せた電柱は、ねぎわの管理さえ怠らなければ何十年もの間使用ができてきました。土肥町議

会のとき、河川の管理についての質問に、職員は忙しくて手が回らないので、気のついた人

が通報してほしいとの答弁がありました。無責任な回答だと記憶していますが、橋も川も管

理ができていないことを意味しています。 

  点検を行っていたという答えでしたけれども、じゃ出会い橋のようなことがなぜ起きたの

か。旧町時代から管理台帳のようなものが引き継がれているのか。この２点について伺いま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 出会い橋に対する大変厳しいご指摘なんですが、ほかの鉄筋等で使っ

ている15メートル未満、以下等の他の橋とは異なって、出会い橋は、これは本当に私は例外

中の例外だと思っております。オランダで情報収集し、向こうで当初の工事をし、中間処理

をしてから輸入したということですが、オランダ、北ドイツというのはたまに雨が降るんで

すが、本当にちゃぶ台の上のピーナッツが１週間、２週間、全くしけないところなんですね。

ですから、もう湿度が全く違う。我々のような日本人が行くと、もう本当に肌がこんなに荒

れるかというほど、それだけ湿度が全く違うところなんですね。まして湿度の高い日本の、

まして一年中雨が降っているような湯ヶ島温泉で同じものをつくるとしたら、これは当時い

ろんな判断があったんだろうと思うんですが、そこの気候の違いというものは非常に大事な

ポイントで、当時は残念ながら、そこはやはり注意が足らなかったんだろうと私は思います。 

  特に、小説にあるとおり、湯ヶ島温泉みたいなああやってもう雨が似合うところで、下か

らも雨、上からも雨のような環境の中で、これは大変申しわけなくて、また２億円をお願い

したんですが、これは橋の中では例外であって、ほかの市の道、県の道の橋で同じように片

っ端から腐っているということではないと思いますので、何とぞそこについてはお許しをい

ただきたいと思っています。 
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  また、そのほかの橋梁の点検等について、確かに旧町のときも、あるいは今も、市民の皆

さん、気づいたらお願いしますということがあろうかと思いますが、やはり私どもの目だけ

では足りないところがございますし、私も市内を走っていて、橋に限らずいろんなところを

気がつくところがございます。職員にもそのように、なるべく外に出て報告をするようには

指示はしておりますけれども、やはり市の財産は市民の全員の共有財産であり、ぜひ皆さん

にも、恐縮ですけれども、気のついたところは市役所のほうに通報いただくことはこれから

もお願いをさせていただきたいと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 改めて点検を行わなくても、素人目でも危険だとわかる橋があり、重

量制限の標識で注意を促し、修理されないでいるところもあります。しかし、職員も入れか

わり、点検記録があいまいだと、いつ、どのような経緯で処理されたかわかりません。さっ

き、木造の橋は気候のせいで当然腐るように言われていますけれども、昔真っ黒けの電柱が

ありましたね。あの防腐剤、クレオソートを塗った真っ黒けの橋、あれは何年でももつわけ

ですよね。根際はちょっと管理していただいた。そのように、この橋は一遍に腐ったわけで

なくて徐々に腐った問題で、この間管理を十分していなかった。どこか塗装がはげたら、そ

の塗装を塗れば、雨や何かの被害はなかったはずです。それを怠ってこういう現象に私はな

ったと思いますけれども、これは仕方がなかったことで済まされる問題かどうか伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 済まされなかったかどうかについては、行政の責任と申し上げざるを

得ないと思います。確かにあの橋が、電柱は腐らないところがあるんですが、同じ建材であ

って、同じ処置をして、あれが日当たりのいい乾燥の、湿度の低いところであれば、それは

やはり違っていただろうと思います。11年以降、できてから七、八年で維持補修を始めてい

ますので、それ以降の塗装や防腐剤処理が本当に適切であったかどうかは私は検証すること

もできないんですけれども、そこにひょっとしたら瑕疵があったのかもしれません。ただ、

これはやはりあそこに鉄筋を入れない、コンクリートを使わない、すべての木製の橋という

のは、やはりそこの時点で判断は私の経験上からいうといかがなものであったかという気も

いたします。 

  大変これは大きな予算を使って恐縮なんですが、これはぜひ将来の伊豆市のいろんな事業

の教訓として、しっかり私も含め職員の中にとどめさせていただくということで、これをご

理解いただきたいというのも難しいんですが、私どもの反省材料とさせていただきたいと思

います。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 変な質問で申しわけないですけれども、出会い橋の問題は旧町時代か

らの行政の怠慢による被害拡大で、市民に多大な損害を与えたと思いますが、私のこの考え
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方にご異論がありますか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） この件につきましては、建設にもお金がかかり、また今回も２億円の

大変貴重な税金を使わせていただくということで、有用性からお願いをいたしましたけれど

も、その行政のあり方、政策判断のあり方につきましては真摯に反省をし、議員ご指摘のと

おりだと思っておりますので、私どもの教訓にさせていただきたいと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 憲法94条は、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及

び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができるとされています。

その財産を管理してと書かれていますが、それは何を指すのか、漠然として解釈は難しいで

すが、市の財産をよく管理することも含まれていると思われます。管理を怠り、短期間で腐

らせたことは憲法に記されたことに反していると考えて、こういう質問はしたくなかったで

すけれども、しました。 

  次に移ります。 

  観光事業を基盤産業としている伊豆市において、観光事業の落ち込みがことしだけの問題

で片づけられないと思います。この数年、全盛期の半分以下の客数で伊豆市の観光事業は大

変な状況の中、ことしの夏は悪条件が重なり、前年比15％減で、さらに大きな痛手だと思い

ます。全国的一律に落ち込んでいるのではなく、にぎわっているところも多くあります。大

変な状況ですが、これに対してどのような打開策を考えているのか伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、長期的な傾向、それから去年からことしにかけての特性と、２

つあろうかと思いますが、まず去年から続く景気の落ち込み、それからことしは地震もござ

いましたし、それから今ちょうど手元にデータがあるんですけれども、高速道路1,000円も、

静岡県にとってはどちらかというと平衡よりちょっとマイナスというところで、非常にいい

材料はそろっておりませんでした。ただ、これは時期を待てば自動的に２年後、３年後には

経済回復するというものではないだろうと思っております。 

  まさにここは今、天城湯ヶ島支所、湯ヶ島温泉の一角にあるんですが、昔はひなびた湯治

場のところから、60年代、70年代に急激に有数の観光地として発展した。その背景には、大

量に首都圏に集中してきた労働者、そしてそこの給料は年収は１年に１回伊豆に行けば楽し

かった、土肥に行けば楽しかった、湯ヶ島に行けば楽しかったという背景があったんだろう

と思うんです。今の皆さんはハワイも知っている、バリ島も知っている、韓国も中国も知っ

ているという中で、まさにとり合いの状況の中で、２年後、３年後に世界経済が回復しても、

自動的に伊豆にお客様が戻ってくることはないだろうと考えています。 

  そこで、では地域としてどうあるべきかということを考えますと、やはり土肥には土肥の
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よさ、修善寺には修善寺のよさ、湯ヶ島には湯ヶ島のよさがあるわけですから、そこをしっ

かり見据えた上で、自分の特性を生かした、先ほどちょっとありました、なぜ私がスポーツ

を考えたかというと、比較優位性があったからだと思います。湯ヶ島の比較優位性はどこに

あるのか、土肥はどこにあるのかということをしっかり自分たちで考えた上で、観光政策と

いうものを総合産業として位置づけていきたいというように考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 何を期待して伊豆市に観光に来るのか、また滞在するのかと、簡単の

ようで、このことを根本から考え直す必要があるのではないか。古い宿屋の時代に文豪が泊

まったとか、文豪の愛した美しい自然のあるところだとか、それも観光目玉の一部になるか

もしれません。しかし、夕鶴記念館の見学者が皆無の状態は、観光誘客方式に時代錯誤があ

るのではないか。すぐれる歴史、文化を継承し、よく学び、精神的文化向上に努めることは、

その地に住む者として当然のことだと思います。文豪が生まれ育ったところだとか、そこに

泊まったということで繁盛をしていた時代もあったでしょう。しかし、宿屋の時代は過ぎ、

大きな資本で多くの客を賄う時代になり、経営手腕が問題の時代になりました。しにせと呼

ばれるところは大きな資本をかけても魅力がなく、新たに進出したところでも経営を頑張り、

結構繁盛しているところも見受けられます。 

  行政としての取り組みの問題は、観光の目玉の充実だと思います。例えばの話ですが、天

城山が千寿ヶ原のように人気が出ないのか、前にもこのことについて取り上げました。千寿

ヶ原では、ふもとの旅館を利用し、時期によっては２時間も３時間も待たなければケーブル

カーに乗れません。この山の魅力は展望がよいことと、歩くことの嫌いな方、体力のない方

は歩かないで展望台から壮大な景色を満喫できる。歩きたい人はケーブルカー下車後、山登

りも散策もできます。天城山の自然を少しかり、美しい八丁池近くまで多くの人が行けるよ

うにシャトルバスを出し、20分、30分も歩けば目的が達成できるところに大型駐車場をつく

り、体力的にも時間的にも登りやすい魅力ある山にして、多くの人が山の魅力を満喫できる

ようにし、観光活性化を図ることはできないか。これは一例です。自然を破壊することに問

題がありますが、天城山の自然のほんの一部をかり、自然と共存する開発で活性化が図れな

いかどうか、その点について伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 特に天城湯ヶ島地区の観光に対して大変厳しいご指摘ですが、現状が

厳しい状況にございますので、そのようなご批判もあろうかと思います。ただ、例えば世界

のオペラの中で日本の作というのは、修善寺物語と夕鶴というのは希有の作品なんですね。

そこで、戯作と全く同じせりふのオペラというのは、私が知っている範囲では夕鶴だけ。で

すから、そのようなものをもう無用と見るか、あるいはぜひしたがってこれを使おうと見る

かというところは意見の分かれるところだと思いますけれども、私はそれも含めて、確かに

夕鶴会館は今全く人が入ってきておりません。それはそこに全く可能性がないのか、やり方
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が、活用の仕方が悪いのかについては、これはぜひ地元の方々で考えていただきたい。私ど

もも話を一緒にさせていただきたい。 

  また、天城の山、そして八丁池が、あそこまで含めてバリアフリーがいいのか。あるいは、

一説によると下田街道、400万人通過しているとすれば、100万から150万台ぐらいの車が１

年間に通っているとして、その皆さんが本当に天城山の山の上までご要望なのか。浄蓮の滝、

あるいは湯ヶ島温泉の中に寄られる方が非常に少なくなっている中で、そもそもそこの世古

の滝を含めて非常に魅力ある中で、国道から少し立ち寄っていただく、これは実験をやるん

ですけれども、この秋に。そのようなことで、まだまだ私どもの足りていないところがある

のではないか。そのようなことを踏まえた上で、太郎杉とか八丁池のようなところ、なかな

か健常でない方が行きにくいところは、その延長線上で考えてもいいのではないか。いずれ

にしましても、まずはこの地域のよさに磨きをかけ、そして我々の工夫として足らないとこ

ろをしっかり力をそこに注いでいくということは必要なんだろうと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 少し手をかければ誘客に成功するのではないかということで、天城山

を例に出しました。成功例として、土肥、恋人岬に人気があるのか。時間的にも距離的にも

負担が少なく、車を置いて見学ができ、また車に戻れる遊歩道だと思います。西伊豆にこれ

といった観光の目玉がないので、30年ぐらい前、釣りをする人やノリカキのなれた人だけが

通るけだもの道のようなところに手を入れ、にわかづくりの恋人伝説を創作し、試行錯誤の

イベントで今のような人気が出たと思います。この事業には土肥町も協力しました。誘客事

業を市としてどのように考えるか、またどのように市の力を、観光協会に任せじゃなくて、

もうそういうのは終わったんじゃないかと思います。市の力でアイデアを出して、そして進

めたほうが手っとり早いんじゃないかと思いますので、誘客にどのように考え、またどのよ

うに進めるか伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この日曜日に、私はほぼ一日を使って、ある中京で活動されているビ

ジネスウーマンの方を伊豆市内をご案内しました。もう本当にポテンシャルの高い、例えば

私が気になっております小土肥を見ていただいたときに、本当にきれいで、かわいらしくて

すばらしいところだと。どんどんアイデアを言っていただきまして、あるいはだるま山のレ

ストハウス、恋人岬は既にご存じなので、虹の郷とそこはご案内しなかったんですが、出会

い橋、湯道、いろんなヒントをいただきました。そこで、その方に限らず、菊地さん、もう

伊豆はあきらめたほうがいいという方は全くいらっしゃらなくて、ここのすばらしさをどう

して皆さんお使いにならないんですかということが圧倒的なんですね。そこでは、やはり私

どもの工夫と努力が足りないんだろうというところは多々あろうかと思います。 

  そこで、議員ご指摘のように、これは観光だから観光の皆さん、市は何かあったら手伝う
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よということではなくて、やはり我々のような規模であれば、３万6,000の小さなまちです

から、当事者の皆さんと行政と、それから今、例を申し上げましたような外の方の視点とい

うものを入れて、みんなで力を合わせれば、私は伊豆の観光というのはまだまだ発展する可

能性が十分にあると、こう考えています。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） しつこいようですけれども、観光協会や旅館組合ではもうどうにもな

らない状況になっているのではないかと思うわけです。市が動かないと、もうどうにもなら

ない観光事業ではないかと思いますので、その辺はどうですか。市が動かなくても市民がで

きると考えますか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほども別なところで申し上げましたとおり、今、観光協会の法人化、

それは法人化というのは単に法人格を持つというだけではなくて、それによって体質が変わ

っていくということ、あるいは政策を変えていくというために、今、法人化というものを検

討していただいているわけです。市としては、観光協会に6,000万円程度の補助金を出して

いる、非常にある意味第二当事者ですので、向こうと全く観光は観光ということじゃなくて、

まず第一当事者である観光業の皆さんに当然自助努力をしていく中で、行政とお互い足らな

いところを補い合って、そして知恵を出し合って、ある意味今までよりもっと率直に問題点

とか改善点について話し合うという、その雰囲気も含めてやはり体質改善というものは図っ

ていくべきだろと思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） では、３番に移らせていただきます。 

  長期計画により行われている下水道事業の見直しは、再三議会でいろいろな人によって取

り上げられていますが、計画変更が難しいのか、一向に改善が見られず、大きな繰り入れで

賄われています。多くの自治体で下水道の事業の見直しが行われているのに、提出した計画

にのっとり、伊豆市も変更なく実施されているようですが、不公平の多いこの事業は問題が

多過ぎます。八木沢、小下田区の整備は、他地区の工事が終わった後の20年後に着工する予

定だと前の部長は口を滑らせました。伊豆市は今のような状況では、下水道事業だけで再合

併を余儀なくされるのではと。時代は目まぐるしく変化し、政権・与党も短期間で逆転して

いるのが現状で、計画の変更においても明確な大きな節約ができる事業は計画改善が認めら

れると思われます。変更は大変だと手をこまねいているときではないと思います。 

  多くの自治体でこの問題に取り組み、同じように一般会計からの繰り入れによる運営をし

ています。多くの財政支援がなければ実現できないこの問題で、交付金に頼るため、国・県

に逆らうような変更に消極的になっているのではないか。早期に工事費のかさむ点在箇所は

合併浄化槽で解決し、一般会計からの繰り入れを少なくすることを早急に実行しなければな

らないと思いますが、このことについて伺います。 
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○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これも繰り返しになりますが、その方向性については私は全く同感で

ございまして、このような地域の中で、今計画されている地域においても、そのまま下水工

事を続けていいのかどうかについては大変疑義があり、また検討を命じているところでござ

います。ただ、これは大変大きな事業だものですから、それは単に規模が大きいというだけ

ではなくて、国が絡む非常に重たい政策でございまして、短期的にすぐ見直して、すぐに新

しい方向に歩き始められるというものではまたございません。そこで、やはり一、二年は時

間をいただいて、計画見直しのための作業をしっかりやりたいと思います。これは市民の皆

さんの公平感に相当影響が出てまいりますので、そこも市民の皆さんからも広くご意見をい

ただきながら検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 水道料金を一律にすることに異議はございませんが、旧町のときから

一般会計からの下水道事業への繰り入れの恩恵にあずからない人たちはどうなるのか。川や

自然を守るために不平等は仕方がないのか。川の水が清いとかきれいだとかの問題も、下水

道でなく合併浄化槽でも解決できるのではないか。今、多くの川は草木がはびこり、水がど

こを流れているかわからないような状態です。県の管理だから市は関係ないという問題では

ありません。清いとか美しいとかの問題以前の、現状の川についてもどう思いますか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は政策目標の中に、やっぱり清流というのをキーワードにしており

ますので、これは議員と価値観は全く共有させていただいていると思うんですが、その観点

から、やはり小さかったころの川と違って川の流域面積が少なくなり、また一部はいまだに

まだ水質がなかなか厳しいところもあり、少し心配をしているところでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 多くの問題を抱える下水道事業において、点在箇所は費用の少ない合

併浄化槽で市で設置し管理しても、下水道に接続するよりもはるかに軽減されます。浄化槽

設置者が合併浄化槽に入れかわるとき、一部負担でなく全額市で負担をし管理しても市の財

政負担は軽くなる。平等という問題もある程度解決できると思いますが、どうでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 経費も実は見積もらせました。確かに、下水道よりも合併浄化槽のほ

うが、どちらが負担するかはともかくとしても、総額としてはやはり効率的であることは間

違いごさいません。そこの方向も、あるべき向かうべきところも、議員とは私は意見を共有

していると思います。ただ、その見直し作業にもう少し時間をちょうだいしたいと思ってい

ます。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 
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○９番（関 邦夫君） ４番に移らせていただきます。 

  多数の中で育った子供と少数の中で育った子供は、それなりの違いが生じることは理解で

きます。小さな自治体が村単位で学校を建設し運営し、昭和の大合併、平成の大合併と合併

を繰り返し、学校運営も村から町になり、伊豆市になり、統合の問題が出ています。昭和の

大合併の直後、身近な例を挙げると、昭和33年、西豆中学校は火災で焼失を機に土肥中に合

併されました。さっき松本議員さんが答えたように、合併に反対した小下田地区では分校を

つくり抵抗しましたが、学童減少という時代の流れに勝てず、土肥中に統合されました。 

  合併の問題から、通学費が無料に近い助成で50年前に締結されましたが、伊豆市はこの約

束を破り、通学費を徴収しています。長期間にわたる合併条件として守られてきた約束でし

たが、伊豆市は財政難を理由に打ち切りにしました。土肥のときは約束で、ただ同様な通学

費を伊豆市は徴収するようになりました。これ以上の約束を守らない悪政はないのではない

か。政治感覚のおかしい方の決めたことで、この数年間だけの少数の方にかわいそうな支払

いをさせています。50年前に統合問題が起き、打開策の落しどころとして決められたのが、

この通学費の無料です。今度の統合も通学費無料としています。 

  約30年前に、小下田、八木沢小が学童減少により統合し、土肥南小ができました。中学校

統合反対の教訓から、この統合は問題なく解決したと思います。統合を機に、木造の校舎が

近代的な間取りの鉄筋コンクリートに建てかえとなり、今日に至っています。土肥町ででき

た環境整備がなぜ伊豆市でできないで統合するのか。子供のことを本気で考えているのか。 

  想像を超えた児童数の減少で、50年前、60人も70人もいた児童が数人になってきました。

児童数減少は土肥南小統合以前に起きていた現象で、人数不足による想定された統合がまた

繰り返されることになります。産業もなく、働き場のないこの地域の児童数減少を回避する

ことは不可能に近いと思います。地区により、さらなる児童数減少は目前です。土肥の場合、

統合するとしたら、峠を越えて伊豆市のどこと統合するのか。子供は通い切れません。西伊

豆町の学校と統合するのか。西島議員がさっき質問しましたが、回答はあやふやでした。こ

の問題はすぐに起こります。どのようにするつもりか、お答え願います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁する前に、関議員、もう１分切っていますから、ご承知ください。 

○９番（関 邦夫君） はい。 

○議長（飯田宣夫君） 教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 今度の土肥地区の統合においても、２学級にならないという現状

があります。審議会等で２学級が望ましいと言われながら、土肥地区においてはそれは望め

ないのが現状であります。しかしながら、地理的なことを考えると、峠を越えての統合は無

理だろうというぐあいに考えています。教育委員会の中の議論の中で、戸田地区、西伊豆地

区と市町を超えた組合立の学校を考えたらどうだというようなことを本気で議論をしたこと

もありますが、現実はやはり無理だろうというように今落ちついております。 

  したがいまして、先ほど市長からもありましたが、教育委員会では、高等学校は別にして、
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小中一貫教育ということを模索して、それである種の打開をできないかということで、現在

土肥地区の３学校に、仕事をしながらではありますけれども、研究をするよう要請している

ところです。この結果がどうなるかはわかりません。一つの校舎で９年間過ごすような建て

かえを考えたらどうかというような案も今あります。いずれにしろ全国各地で今、小中一貫

教育というのが始まっておりますので、それらの動向を見ながら今後考えていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 関議員。 

○９番（関 邦夫君） 土肥小統合の問題は、合併後５年経過しているにもかかわらず、校舎

の新築や大がかりの改修もなく、ほとんどもとの老朽化した施設での夢のない開校となりま

す。重ねて伺います。本当に各学校に不平等はないか。実際は老朽化した施設を金もかけず

に統合させ、財政問題でなく子供本位の考えの統合だと言われますが、恵まれた環境の南小

の子供が市の財政状況で過酷な環境に統合されるのはどのように考えるか、質問します。 

  校舎や施設の充実を図らない統合は、ソフト面さえ充実すればハード面は教育に関係なく、

日本一の学校になれるとの考えなのか伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（遠藤浩三郎君） 日本一かどうかはわかりませんけれども、さきの補正予算等でも

かなりの額を土肥小の改築に投入したところでありますし、今後もできる限りのこはしてい

きたいというふうに考えています。 

○議長（飯田宣夫君） これで関邦夫議員の質問を終了します。 

  ここで休憩をとります。10分程度、14時20分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（飯田宣夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 鈴 木 初 司 君 

○議長（飯田宣夫君） それでは、一般質問に入ります。 

  １番、鈴木初司議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） 議席番号１、鈴木初司。 

  発言通告書に従い一般質問いたします。 

  ３点伺います。 

  伊豆市の議会と首長の立場についてです。１問目。 



－196－ 

  国会では、直接選挙で選ばれた議員の中から総理大臣が選ばれるのに対して、地方議会で

は、首長も議員も直接選挙で選ばれます。よって、地方自治体では、首長と議会が相互に独

立して意思を決定できる立場にあります。私は、地方議会は行政がしっかり業務を執行して

いるかをチェックする大きな役割を担っていると考えます。議案の提出権は両者にあります

が、実際に提出された議案の９割５分は首長からの提案です。それに対して、議員は首長を

初め執行機関に質問をし、その議案を通すかどうかの判断権を与えられています。 

  国会では与野党という立場ができますが、伊豆市議会（地方議会）の場合は、首長のチェ

ック機関としての役割を担っているのですから、議会内で与野党の立場ができることはあり

得ないと私は考えます。とかく地方議会はオール与党化し、それが議会と首長のなれ合いの

温床になっていくケースがあると聞きます。議員は常に首長に対し個別案件ごとに是々非々

で臨む姿勢が必要と考えます。首長はどのように認識されているか伺います。 

  ２点目でございます。水道事業についてでございます。 

  水道事業は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の

改善とに寄与することを目的とする地方公営企業であります。電気もガスもそうでございま

す。その経営に当たっては、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である

公共の福祉を増進するように運営されなければならないという大基本原則が法に示されてい

ます。法では、企業運営に要する経費は、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充て

なければならないとされています。水道料金などによって経費を賄う独立採算制の原則を言

っています。 

  民間企業は、一般的に商品やサービスを販売して収入を得ます。赤字が続くと経営が苦し

くなり、倒産ということがありますので、収入をふやし、余計な支出を減らし、利益確保の

ために努力をします。地方公営企業である水道事業は、利益の確保が目的でありませんとあ

ります。ただし、商品である水道水の料金で必要な経費を賄わなければなりませんから、民

間と同じように企業努力が必要です。また、独立採算制の原則と経費の負担の原則にも例外

があり、災害復旧、その他特別の理由がある場合には、一般会計が公営企業に対して補助す

ることができるとされています。 

  水道部局から、議案の前でしたので、その前になりますが、議員に配付された水道料金改

正の根拠とされる経営収支の概算書（第２表）によると、平成23年度以降、水道料金収入が

６億5,300万前後を見込んであり、支出が５億4,000万で、利益が１億1,000万、常に出る計

算であります。先ほど述べたように、地方公営企業である水道事業は、利益の確保を目的で

あってはならないとあります。したがって、今回の水道料金の改正案は極めて違法性が高く、

適当ではないと思われます。 

  また、地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合には、事業年度から繰り越した欠損

金があるときは、利益をもってその欠損金を埋め、なお残額があるときは、政令で定めると

ころにより、その残額の20分の１を下らない金額を減債積立金または利益積立金として積み
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立てねばならないとあります。毎事業年度生じた利益の処分は、前記の場合を除き、ほか議

会の議決を経て定めなければならないとされている減債積立金は企業債の償還に充てる場合

のほか使用することができないとあり、利益積立金は欠損金を埋める場合のほか使用するこ

とができないとあります。民間企業でない地方公営企業である水道事業が毎年度17％近い利

益を見込むことなど論外であり、到底容認できません。 

  なぜ、このような公営企業のこの原則に反して利益を求めなければならないか。私は、当

局が勉強不足か審議不足ではないかと考えますが、当局に見解を求めます。 

  ３つ目でございます。防災対策のソフト面でございます。 

  去る８月11日、御前崎沖地震、震度６が発生いたしました。私は役に立ったなという感じ

でおりました。平成21年第１回３月定例会で一般質問いたしました「あなたのまちの安全度

 ソフト対策の実施状況」の中で、土砂災害警戒情報伝達方法、ＣＴＩ電話応答装置の整備

状況を伺っておりました。平成18年からのものでございましたが、調整中で、今後非常時に

おける全区長さんへの連絡とか職員の参集等に利用すべく考えていきたいという答弁をもら

っています。後に登録された市民の人数と件数を伺います。 

  また、今回、使用され、大変な成果が出たと思います。伺います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの鈴木議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず最初の市議会、伊豆市の議会と首長の立場ということですが、これは立場というより

も、その義務規定、義務と権限についてということだろうと思います。相互に独立して意思

を決定できる立場ということですが、意思決定する役割が違いますので、ちょっと真意が必

ずしも正確に私はとらえていないのかもしれませんけれども、国のほうは議院内閣制ですか

ら、基本的に行政権を有する内閣のほうは多数与党と話をして立案をしていく、そういった

意味では地方議会とは違っております。したがいまして、これは憲法の規定の中で、憲法の

93条なんですが、地方公共団体は議事機関として議会を設置するとなっておりまして、立法

機関ではないんですね。したがって、今回は市長のほうは与党、あるいは議院内閣制ではあ

りませんので、自分の責任で執行機関である市役所の中で立案をする。したがって、それを

議事にする。単に条例をつくる、立法をつくるだけじゃなくて、議事をしていくということ

で性格の違いがございます。 

  ただ、先ほどの独立して意思決定のところともちょっと関連があるのですが、したがいま

して同じ直接選挙で選ばれても、役割が違いますので権限が違ってまいります。地方公共団

体の議会、つまり伊豆市議会は、幾つかあるんですけれども、主要な任務としては条例を設

け、または改廃すること、予算を定めること、決算を認定すること、このような事件を議決
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しなければならない。つまり地方自治法の中での議会の任務、義務というのは議決任務なん

ですね。そして、権限が１つございまして、予算について増額してこれを議決することがで

きる。つまり増額修正は議会ができるというような規定になっております。ただし書きの中

で、首長の予算の提出権限を侵すことはできないということはあるんですが、増額修正がで

きるというような権限になっております。 

  他方、市長のほうは、地方自治法の149条の規定の中で、責務として議案を提出すること、

予算を調製し、これを執行すること等々ございまして、したがいまして確かに議員立法の条

例はあり得るんですが、法制度の中では議案を提出するのは首長の責務で、議案を議決する

ことは議会の責務というような書かれ方になっております。ただ、私はそのような法制度の

枠組みの中で、市民の皆さんに直結した自治組織である市の運営においては、意思決定の中

で重要な案件については議会にお諮りしながら意思決定をするということもあるのではない

かと思っております。 

  きょうも議論いただきました。例えば、し尿処理施設、清流化センター等につきましては、

その方式と、それに伴う必要な経費がかなり違ってまいります。あるものを選べば数億単位

で違ってくる、そのような大事な案件の場合には、意思決定の中で議会にお諮りしながらや

っていくということもあろうかと思いますので、私は法制度の許す中で、そのような議会と

の意思決定のプロセスを共有するということは、できれば議会のほうにお願いをしてまいり

たいと、こう考えております。 

  次に、水道事業についてですが、再生産というか、将来の投資のためには当然予算が必要

になってまいりまして、利益と内部留保資金が必要となってまいります。剰余金は、議員ご

指摘のとおり、20分の１は減債積立金に積み立てる、その他の義務があるわけでございます

けれども、ただ、民間企業と公営企業の違いは、利益を株主に配当するということではなく

て、将来のために活用する、再投資するということでございますので、その量が適切かどう

かについてはまたご議論をいただくと思いますけれども、そのような主権者である市民に還

元する、その再投資するための利益でございますので、一定規模の利益というのは必要なん

だろうと思っています。 

  また、伊豆市のほうは市内全体としてまだ水道の統一再整備が終わっておりませんで、今

回は料金の統一作業はさせていただきますけれども、将来、地域ごとになっている簡易水道

等の統合もあり得ると予期をしておりますし、まだまだ水道事業にはかなりの投資が必要に

なってまいります。したがいまして、なるべく私どもの責任でしっかり命の水である水道事

業を整備して、余り将来に事業を残さないように私は運営すべきではないかと、こう考えて

いるところでございます。 

  最後の防災対策のソフト面につきましては、議員ご指摘の土砂災害警戒情報伝達方法、Ｃ

ＴＩ電話応答装置、これは電話で自動的に情報提供をすることでございますが、現在は機器

にふぐあいが生じたまま、使用されておりません。県が伊豆市に設置したもので、過去何度
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か試験、あるいはソフトの修繕を行ってきたようですが、その都度ふぐあいが生じて、現在

は利用しておりません。 

  伊豆市においては、６月１日から防災フリーメールの配信をスタートしており、こちらを

新たな伝達手段として活用し、防災フリーメールを区の役員さんや高齢者や障害のある方、

あるいは要望のある方に普及することで努めていきたいと考えております。 

  登録数の詳細等については、後ほど総務部長から回答をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 防災フリーメールの登録者数ですが、８月末現在で306名の登録

者でございます。 

  なお、今回、地震関連で土砂災害のいわゆる調査隊が入る協力依頼、これを１件発信して

おります。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質問ありますか。 

  鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） まず、１番目の議会と首長の立場ということでございますが、先ほど

から市長、再三申し上げられています県会議員、また政権がかわったから伊豆市にも相当の

厳しい場面があるし、まだ判断ができないという答弁が再三あった。私もこの２つの選挙に

はかかわったものですから、県会議員は、もとのオール県民党と言われた女性候補が伊豆市

では倍の票を今の川勝知事よりとったのでございます。それで、今回の衆議院選では民主党

の議員が自由民主党の議員より倍近い投票をしているという事実があります。ここの中の議

員の方々も相当関係されているということではございましょうが、これからのそういう面も

経たところで、大変議会も行政のほうもいろいろ、先ほどから市長は言われていますけれど

も、大変な面があるではないかと。なおさら議会も行政も心してかかっていかなければなら

ないということを感じていますけれども、その辺を市長、伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は県知事と、それから政権与党がかわったから大変だということで

はなくて、まだ見えていないということなんですね。特に市長としては、国と地方の関係が

これからどうなっていくのか。マニフェストの中でも明確に、協議機関を設置するというこ

とはあったようでございますけれども、一番大切な国と地方の役割、そのためにはつまり中

央官庁の権限をどこまで整理するかということを、まさに官僚改革、行政改革イコール国と

地方との関係の見直しですので、そこの詳細な具体的な方針が見えていない。したがって、

私どもとしては、国と地方の権限にかかわるところについて少し様子を見させていただかな

いと要望しようがないというところで、まだ見えてないということを申し上げたわけです。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 
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○１番（鈴木初司君） では、観点を変えてもう１点だけお聞きしておきます、その件は。実

は、議会と行政の関係もそうですけれども、首長と今いる職員の皆さんの件に１件だけお伺

いしておきます。 

  首長は、住民との信頼関係は、同じように職員を信用し信頼関係を築くということも大事

なことと承知しています。住民の税金を預かる行政という立場の人たちが、常に住民の側を

向いて業務に当たることができるよう、公務員として職をしっかりと認識させ、一組織とし

て効率性、公平性、透明性を意識して運営していくことを望みます。このようなかじ取りを

考えられていませんか、１点伺います。 

  ２つ目に、行政の透明化ということは首長の率先した行動から始まると言ってもいいと思

います。ぜひとも市長は交際費をすべて公表していただきたいと思いますが、所見を伺いま

す。 

  ２点です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） １つ目のことは、私も含む市の職員、これは地方自治法に言うところ

の執行機関ですので、議会で承認いただいた予算と条例をみずからの、みずからのですよ、

みずからの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負っている。先ほどの関議

員からも指摘がありましたけれども、怠っているのではない。そのような観点で、実はこれ

は市長だけではなくて、市役所全員の責務と、こう規定されているわけですので、そこはし

っかり心してかかりたいと思っております。 

  それから、透明性の中で交際費は、私はちょっと実は市長交際費が公開されているかどう

か、ホームページで、承知していなかったのですが、必要であれば、去年は予算280ぐらい

の150万ぐらいを消費させていただいたと思いますが、オープンにさせていただくことに何

ら問題はございません。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） あと１つ、ちょっとこれはお願いがありまして、市長は直江兼続とい

う人をご存じでしょうか。今やっていますＮＨＫ大河ドラマの「天地人」の主人公でありま

す。これが大将、首長です、上杉景勝の右腕と言われた方でございます。これは必要な条件、

大将に、主権に、仁・義・礼・智・信であり、そして自愛を持って住民を哀れむべし、常に

市民の皆様に慈愛と思いやりの情を持って臨むべきとあり、上に立つ者は常に必要なものは

弱者への情、生活を成り立たせてあげるという思いのこととあります。今、非常に伊豆市は

厳しい困難な状況であります。水道事業でも触れさせてもらいますが、ぜひ弱者に優しい政、

行政をしてもらいたいと思いますけれども、一言感想をお願いします、意見。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 弱者の定義というのも難しいんですが、私はもちろん足らないところ
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は自分でも重々承知しておりますし、失敗もたくさん犯していると思いますけれども、恥ず

かしながら３万6,000、今足りなくなってしまいましたけれども、市民の皆さんの津々浦々

に至る生活まで考えてやらせていただいているつもりでございます。市の職員も、私は全く

同じ気持ちで公僕として務めを果たす気概は持っておろうかと思います。また、そのような

ところで、当然人間ですから足らんところができますので、そこは市民の皆さんの代表であ

る議会のほうから率直なご指摘はこれからも賜りたいと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 次に、水道事業についてちょっと質問をいたします。 

  先ほどから市長は、予算はある程度なくて、繰り越して、それが利益があらなければとい

うことの発言をされているわけでございますけれども、ちょっとそこで企業債について等、

なぜなければだめかというのが、前の答えの中で、いざというときの工事費がなくなった場

合にいかがなものかということで、そのお金をためていただくというような発言もいただい

ていますので、そこについてちょっと質問します。 

  企業債についてでございます。地方債は地方公営企業は事業運営の元手である資本金の中

に借入金、資本金という区分を持っています。これは地方公営企業特有のもので、資産形成

のための借入金を指しますと。普通であれば負債として計上される借金が資本金の中に借入

資本金という区分を持っています。これは地方公営企業特有のもので、資産形成のための借

入金を指すと言われています。普通であれば負債として計上される借金が資本金として扱わ

れるのは、地方公営企業が事業の開始や拡張の際、今で言う工事、新しい建設改良資金のこ

とを言っているわけですけれども、普通で言えば、先ほど市長が言われたとおり、株式を発

行するなどといった出資を募る方法を持たないといけないと。 

  ですけれども、地方公営企業法は、仮に企業債を発行する、つまり借金することによって

資金を調達するということになっています。水道事業による建設改良工事をやるからといっ

て、事前に市民の皆様に負担をしていただくとか、施設建設時に水道をご利用いただいてい

るお客様だけに大きな負担を強いることになってしまうため、企業債の償還費を毎月の料金

として少しずつ出資していただくことによって、負担の平等化を図るということになってご

ざいます。企業債は負債ではなく、資本金という取り扱いでございます。 

  それと、市長がよく言われていることが、今５年間に14億8,000万円ですが、３億起債し

ますから、13億8,000万を今の５年間で整備していかなければならないという発言をよくさ

れますけれども、これは僕は間違いだとはっきり言って申し上げます。というのは、今まで

に昭和60年、書いていただきました、３月25日の負債から、今もって22億5,000万の企業債

の借金を私ども今の受益者が返済をしているんでございます。22億5,000万ですよ。それは

今それで14億8,000万のうち11億を５年間、また私どもが払って、将来がということではな

くて、こういう事業をやるときには起債をして、将来、未来永劫に持っていくということが

ルールとされていますけれども、その辺をどう考えますか。お答え願います。 
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○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 企業債と資本金の考え方での何というところは必要であれば部長のほ

うから答弁させますけれども、私は５年間で全部その事業費を料金でいただいてと当然考え

ておりませんし、これだけ大きな負担ですから、ちょっと言葉の用語の使い方が違うんで申

しわけないんですが、私の古巣では後年度負担といって、国債で発行して５年、10年で償還

するということは、これは手法としては規模は違いますけれどもありますので、そういった

ものを当然使うことは承知している。ただ、それが３割がいいのか、５割がいいのか、７割

使うべきなのかというところは、私はやはり伊豆市の将来負担を考えたときに、余り大きな

規模を起債で充てるのはどうかという考え方は持っております。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 資本的収支の不足額を企業債を借りることによって充てよという

お話ですね。確かに、それも方法です。ですけれども、内部留保資金が多くある場合には、

企業債を借りることなく、内部留保資金の補てんを優先させていただきます。 

  それと、企業債を借り受けますと、翌年度から企業債利息が発生いたします。この企業債

利息が、私どもも正確な料金算定の方法、説明がちょっと不足していたかもしれませんけれ

ども、費用の総額をもって料金原価といたしておりますので、その料金原価が増額いたしま

す。そうしますと、これは給水収益の増につながりますと。 

  もう一つ、企業債を起こしますと、４条の支出に元金の償還金が発生します。これは据置

期間がありますので、翌年度からすぐ発生するということじゃないんですけれども、そうい

うものもございます。結局４条の補てん財源でございますけれども、企業債を発行すること

によりまして、補てん財源が多少なりともふえていく可能性が出てきます。ですから、我々

が前から申し上げているところは、この補てん財源のバランスですね。これが急激にふえて

いく、あるいは減っていくというような状況をバランスをとって料金を定めていく、簡単に

言えばそういうところが料金算定のポイントとなっております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 前に全協のときにお出しいたしました経常収支の概要の中で、収

益的収支と資本的収支というのがございます。収益的収支のほうに企業債の借入利息、支払

利息が載っております。そして、４条のほうに、先ほど私が今申し上げました元金の償還が

発生するといったところが、資本的収支の支出のほうに載っているのは元金のほうの支払い

です。 

  以上です。 

○１番（鈴木初司君） そこを払っているんだけれども、僕が聞きたいのは、これも払ってい

るのに、今この５年間さらに自分たちが払わなければ、これを十何億持つのはいかがなもの
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かということも聞いているんです。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 例えば14億、５年間で建設改良事業を償還するとします。ですけ

れども、それはこの間もちょっと申し上げましたけれども、５年間でその14億を支払うわけ

じゃございません。あくまでも市民の皆さんにいただくのは給水料金でございまして、これ

は、この14億の資産が発生いたします。このうちのそれぞれ耐用年数を求めて、単年度の減

価償却費が発生します。この減価償却費が３条の収支のほうへ上がりまして、それを給水料

金でいただくということなものですから、やはり耐用年数、20年なら20年に分割される、60

年なら60年に分割されて、皆さんに料金として減価償却費分だけをお支払いいただく。です

から、この５年間のときにすべて負担していただくという問題じゃありません。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） では、引き続き質問いたします。 

  先ほどから問題になっています。今回のは値上げをするわけですよね。今現在７つの料金

体系がありまして、条例にない１立米32円、57円、84円、89円、126円ということの改正案

が１立米95円ということで、６つの地区が大幅値上げになるわけでございます。今の説明で

あれば、減価償却費を払っていくんであるから、そこに大幅に値上げする問題は発生しない

というふうに僕はとらえます。というのは、なぜかといったら、先ほどから言っているよう

に、１億1,000万のお金が預貯金として積み立てたいということの思惑が裏に隠れているん

で値上げをしなければならないと。今回だって300万、400万の赤字でそれを埋めれば済むわ

けですから、今回のこと。なぜ、そこを１億1,000万を利益として繰り込んでいかなければ

ならないという理由にならないと僕は思っているわけですよ、先ほどから言っているように。

そこに到達するわけです。 

  だから、今言っている32円の地区の方と、126円、また57円の地域の方の数は全く一緒で

す、ほとんど。126円払ってやられている戸数が2,107棟、それで32円、57円でやられている

方が1,824の225の56棟ですから、ほとんど2,200に近い数字になってあるわけですよ。そう

すると、32円と120円の真ん中は幾らになりますか。そこさえクリアすれば、下げて、多少

なり上げることによって、こんな著しく１億1,000利益を上げていくなんていうことの水道

料金の算定をわからないようにやることなく、きちっとやって、その減価償却費だけ払う分

だけ下さいよという形の中で処理ができればまこといい話になって。ただ１億1,000万、と

もかくわからない利益が欲しいから値上げをするんだというようなことは、僕は論法になら

ないと思います。 

  それとあと、剰余金のところで今、地方公営企業法を読みます。地方公営企業は、毎事業

年度利益を生じた場合においては、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利

益をもってその欠損金を埋めるということであるから、もし利益があれば、前の欠損金を埋

めていけるわけですよね。なぜ１億1,000というのは、そこの前にあって、第17条の３とい
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うのがあります。地方公共団体は、災害の復旧その他特別な理由により必要がある場合には、

一般会計、または他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助することができるという

ことであって、そこにたくさんのものを積み立てておく必要がないんですよね。それはなぜ

かというと、一番大前提にもあるけれども、公営の福祉にということを地方公営企業法でう

たっているからですよ。だから、今回の大幅な値上げにする意味は、先ほどから部長が説明

されていることになるならば通用しないと僕は思いますけれども、その辺どうでしょう。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 最初、議員が申し上げられました各地域の件数による格差、これ

は平均すれば料金ができるじゃないかというような、そういうようなお話…… 

〔「下がる」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） ああ、下がりますけれども、それによって料金算定でよろしいじ

ゃないかというようなお話なんですけれども、これは議員もご承知のとおり、本来料金算定

というのは、それをもって料金算定することは決してだめだということじゃないですけれど

も、基準の算定要領をもって説明できる内容で算定しなさいということで、基本的には日本

全国、日本水道協会の算定要領を基準にやっております。ただ、過去に例えば旧町の時代、

私もちょっと調べたんですけれども、実際どういうふうな算定要領をもってやっているかは

ちょっと調べ切ることはできませんでしたけれども、少なくとも旧修善寺町のほうでは水道

協会の算定要領を基準に算定してございます。 

  それはどういうことかというと、ここで申し上げましたとおり、今後５年間の３条の収益

的収支の営業費用のところですね。主にこの営業費用ですけれども、この営業費用を推計し、

なおかつ企業としての資本報酬を加えた額、これを給水料金で賄いなさいということになっ

ていると思います。それには間違いはないと私は思っております。ですから、足し算して割

って、平均してこういう数字になるというような料金算定の仕方ではちょっとまずいんじゃ

ないかなというふうに私は考えています。 

  それから、１億の話でございますけれども、１億800万、26年度、これは今も申し上げま

したし、前にも申し上げましたけれども、激変緩和措置を行う前に、基準といいますか、原

則的にどういう料金でなければならないかということを算定いたしました。それから、22年、

23年、24年、25年と緩和措置を講じております。ですから、26年度だけが５年間の平均の、

当時求めた基準となる単年度の損益１億800万が計上されております。 

  しかも、最終的にこの経営状況を見ていくには、一番下の年度末の内部留保資金の総額、

ここをごらんになっていただきたいと思いますけれども、19年の決算では７億6,000万ぐら

いあったと思います。20年の決算を打ちますと６億3,300万、それから21年度は予算総額を

載せてございますけれども、22年度から26年度は推計値を持ってきております。これで年度

末の内部留保資金は激変緩和措置を講じてございますので４億5,000万円まで下がってきま
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す。26年度では４億5,000万円…… 

〔「４億7,000」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） 26年度の年度末の内部留保資金は４億5,000万円。年度末が決算

ですので、これを見ていってもらいたいと思います。年度当初というのは前年度のやつなも

のですから。これが減少傾向にありますと、将来的にそのまま継続したら何年か後に経営が

できなくなるという状態になります。 

  ただ、１億800万円は単年度の収支なんです。損益の収支なんです。ですから、損益より

１億800万円の利益がありますけれども、もう一つは内部留保資金という、減価償却費は現

金を支出しませんので、それが内部に保留されてきます。その総額が４億5,000万というの

がありますから、ここで建設改良なり積立金なり、すべてがここで数字にあらわされていま

すので、この増減を見ていただきたいと思うわけなんです。単年度で１億800万が多いか少

ないかという判断よりも…… 

〔「多いでしょう」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） いや、それを多く言えるかどうかは、この内部留保資金の額の傾

向を見てもらいたいんです。 

〔「17％」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） 17％というのは、それは１億800万を給水収益で割った数字です

ね。結局は内部留保資金なんです。内部留保資金の内訳は何かといいますと、それは単年度

のこの損益の１億800万円もその中に入ってきます。ですから、私の申し上げているのは、

最終的にトータルで判断してもらいたいのは、年度末の内部留保資金の状況を見ていっても

らいたいわけです。それで判断をしていただきたいということです。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 私で説明できるかどうかわかりませんけれども、この内部留保資

金が４条の収支の補てん財源なんですよ。この補てん財源には何が、補てん財源とされるこ

の内部留保資金ですけれども、どんなものがあるかといいますと、当年度の純利益、それか

ら前年度末の内部留保資金プラス当年度の純利益、それから過年度分の損益勘定留保資金、

それから現年度の損益勘定留保資金、これは減価償却費等です。資産減耗費もございますけ

れども、要するにお金を支出しないで内部へ現金としてたまっていくものなんですね。これ

らを、４条の企業債を起こすかわりに、あるその内部にたまったお金を使っていこうと。企

業債はまたちょっと性格が別なんですけれども、４条の収入に充てることができますのでね。 

  ですから、最終的、結論的に考えていただきたいのは、年度末の内部留保資金が減少傾向

になってきますと、これは行き着くところはゼロということになる。これをですから、余り

急激に上がっていくような傾向、あるいは急に下がっていくような傾向がないように、料金
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算定を持っていきたいわけなんです。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） では、もう一度聞きます。 

  先ほど、僕もここに内部留保が５億から４億になると。４億もあるんです、実は、内部留

保は。それで、１億1,000万ずつ上がれば５億8,000万ある。市民の皆さんが、事業をやるこ

とにおいて値上げをして、なおかつ利益をとるなんて、そんなばかな話はない。会社経営し

ている人ならわかります。これ投資をして、お客さんに勝手に値上がったからくれよと言っ

て、だれが納得するものですか。我々、企業をやっていれば、そこで株とか何かで集めて事

業をやって、それに見合うものをやってペイペイならいいと、会社が回れば。それなのに、

どんどん利益があって、なおなお内部留保資金は平成25年にはまだ５億あるじゃないですか。

それで、24年から25年にかけては6,000万ずつですよ。５億8,000の５億2,000ですから、

6,000万、6,000万の１億1,000ですよ。 

  みんなプラスプラスで上に上っていってそれを、私、申しわけないですけれども、湯ヶ島

の人は126円をずっと我慢してきたわけですよ。５年間、何も手をつけないから。こういう

ことをやらなくたって、別に値を上げなくたって、先ほどから減価償却費を払って、我々は

前の25億円の借金も払いながら、ずっと来て保てるわけですから、無理にそこを天城の値段

ぐらいに上げるということをしなくたって、土肥の方たちだって半分で、天城だって大体、

中伊豆、修善寺のレベルでおさまるわけですよ。 

  そして、もう一つお聞きします。今までの料金体系をなぜ完全２部制にしたかということ

を聞きます。今までの料金体系は、昭和27年当時から基本料金、基本水量、超過使用水量料

金で、条例にのっとって水道事業、先ほどから言っている、清浄にして豊富低廉な水の供給

をもって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与すると、常に企業の経済性を発揮すると、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されねばならないということをやっ

てきて、何か法的にそれを完全２部制にしなきゃならないという法があるんですか。それを

まず１つと。法的に変えなきゃならないかというの。 

  それと、もう一つ聞くのは、この今度しようとしている完全２部制をとっているのは、私

が調べたところでは、静岡県下で浜松市と静岡市、政令指定都市しかございませんね、多分。

今、調べた中だと。後に、先ほど言っているのは、ちょっとそれはわからないですけれども、

ここの市の17市町は、もともと昭和27年からのをやっている、先ほどから言っている水道事

業条例の形の中でずっとやってきているわけでございますよ。それで、なおかつ今度やろう

としていることは、浜松、静岡を見ますと、１立米から10立米までは42円とか60円とかとい

って、生活者のために物すごく低い値段を設定しています。伊豆市でやろうとしているのは

95円ずっとですから、そこに対する人たちが膨大な値上がりをしているわけですよ。 

  先ほどから言っているように、こういう法律にしなくたって、今までの基本水量で下げれ

ばやっていくことを、なぜ無理して今ここでそんなことを、３つも大きなことを一挙にやる。
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それだけのノウハウもあって、頭があられるからやるのかと思うけれども、僕はとてもつい

ていけないんで、その点をちょっと質問します。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、先ほどの部長が説明しました26年末の４億ちょっとの内部留保

資金というのは、これはその中身は正直な話、私は専門でないので承知していないんですが、

伊豆市の規模であれば最終的に内部留保として４億程度を維持をしたい。それは今回５カ年

事業の下がっていく中でそこまででとめたい。これは確かに大規模災害があれば一般会計か

ら入れることはできる、法的にはできます。ただ、伊豆市の今のこれから５年後から10年後

にかけて一般会計が激減する中で、これから将来のこともやっていかなければいけない、そ

の後のこともやっていかなければならない中で、一般会計から繰り入れられるからというこ

とではなくて、本当は別の基金というのもあるのかもしれないけれども、やはり水道事業の

中で完結するようなリザーブというのは必要なんだろうと思います。 

  ともあれ、基本的な私が指示をした考え方というのは、今、伊豆市がまだいろんな体力が

ある間に、生活にとって必要な生活水の確保という事業を可能な限り整備をしておきたい。

今、大変にいろいろなまだ簡水のところもある、伊豆市に統合しなきゃいけないところもあ

る。63％、つまり37％も水が漏れている、赤水のところもある、これも早く整備をしたい。

でも、将来は、私は人口を維持したいと思っていますけれども、極めて高い確率で人口も産

業も収縮していく中で、まず私たちは将来のために整備をさせていただきたい。それは、申

しわけないんですが、なるべく後年度負担、つまり起債とか一般会計からの繰り入れではな

くて、我々の責任で、負担のもちろん範囲内ですけれども、やっていきたいという考え方で

事務を指示したわけです。 

  これは選挙前に政治的な発言として、一番高いところに合わせるという政治的な発言とは

別に、実際に市長となって、もう一度計算をし、基準を持ち、審議会に諮りということです

ので、そこはただ一番高いからそこに合わせたということではございませんので、将来への

余り負担を持たずに、なるべく早く非常に脆弱な水道網を整備したいということで、その事

業の中で４億程度の留保はしておきたいということで事務方のほうは作業をしてくれた。基

本的な考え方はそういうことでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） では、そのほかの天城湯ヶ島町の例を引いてお話しされたもので

すから、ちょっとお話しいたしますと、天城湯ヶ島町の126円という料金なんですけれども、

この算定根拠の書類というのは、私もちょっと見ていないものですから推測でしかございま

せんけれども、多分、旧天城湯ヶ島町にも相当この問題に深い人がおりましたので、推測い

たしますと、要するに今言った料金原価を有収水量で割った金額だと思います。これが126

円です。非常に経費のかかっているときだったんじゃないかと思います。 

  それで、現在ここへ全協のときの資料をごらんになっていただきますと、平成26年度115
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円なんです。ですから、必ずしもそんなうまくはいかないわけです。旧町の湯ヶ島に合わせ

るなんていうこともなかなかいかないわけで、きのうも申し上げましたけれども、市長もこ

の老朽化した施設を見たら、早急に直さなければやっていけないよという、そういう意味だ

と思うんです。私どもはそういうふうに解釈しております。 

  それから、料金体系を変えたこと、これは鈴木議員ご存じだと思いますけれども、旧湯ヶ

島でいえば20立米までが2,520円取られるわけですね。それが今回は確かに13立米からは新

料金のほうが逆転いたします。41立米まで逆転いたしますけれども、これは料金体系を変え

たことによります。なぜこの料金体系に私、これは市のほうの政策判断と言わせてもらいた

いんですけれども、これにこだわったかといいますと、湯ヶ島が2,520円いただくというの

は、本来でしたら、これを真っすぐ下へおろしますとゼロのところへ行きます。ですから、

１立米だったら126円払えばいいところを2,520円取られているわけです。この理由は私ども

にはわかりません。これが議員がおっしゃっている水量料金制です。 

  今度の料金体系は、要するに５年間の費用を計算します。プラス、企業としての資本報酬

も加えた額なんですけれども、そのうちの約25％、23％になりますか、これを使っても使わ

なくてもどうしても、例えば検針代だとか、管渠の問題もそうなんですけれども、いわゆる

固定費なんですけれども、この23％を固定費に持っていきまして、これは皆さんに公平に負

担していただこうということです。なおかつ、これを口径別に、要するに水道の能力別に基

本料金として定めてあるわけでございます。 

  過去に私の記憶している範囲では、この基本水量制の20立米まで2,520円いただきますと

いう話なんですけれども、これは訴訟を起こされているように私は記憶がございます。ただ、

その判決がどうなったかちょっとわからないんですけれども、それは公営企業としてやむを

得ない話だということだったんじゃないかと思いますけれども、ここに不公平感があるとい

うことで訴訟を起こされたということは私は記憶しております。 

  ですから、今度の料金体系に２部料金制と申し上げましたけれども、これに変えたのは、

やはり我々はまず第一に公平感ですね。逓増制、逓減制という、そういう２種類の料金体系

もあるかもしれませんけれども、今回は全く基本料金から上は使用水量に比例した料金体系

に変えさせてもらいまして、全く不公平感はないんではないかという政策判断です。 

  生活弱者への措置がされていないという…… 

〔「浜松とか静岡は、ここのところが40円とか物すごく安くなっている

ところもあれば、今回は３万6,000人の伊豆市で全然変わっていない

のはおかしい」と言う人あり〕 

○建設部長（小川正實君） ですから、この問題もやはりいろいろ今回は料金をちょっと見直

したものも、基本料金の生活者への配慮ということで20ミリ、それから25ミリの基本料金の

調整をさせてもらいました。その料金体系につきましては先ほど申し上げたとおり、あくま

でも公平性を追求ということで、これは政策判断ということにさせていただきます。 
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○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） この後の問題は議案質疑のほうでやらさせていただきますので、この

辺で。 

  最後に、僕はもう絶対今の話の説明では納得していないことはつけ加えさせてもらいます。 

  それとあと、よく市長が言われる受益者負担という話がありまして、５年間のところの、

持ったらそこの人たちが払うんだと。例えば、僕の前回の一般質問の中に、小下田、八木沢

の問題は出てきて、これからその仕事もあるんだということの中で、もし受益者負担という

ことになりますと、３億、４億かかっているということ、そこの皆さんの飲む人たちだけで

受益を負担するから払いなさいよという論法にとりかねないという形も出てくるわけですよ。

そこでは一般会計とか、起債はするかもしれないけれども、一般会計は繰り込まないんだと

いうような論法にも聞こえて僕はしまうんですよね。 

  今回だって、全部そのときの人たちが頑張って払うと。我々は昭和五十何年からの借金ま

でずっと今までかつて払っていて、そういう考えでやっているんだけれども、前からの話だ

と、どうも受益、かえてその人たちがということになると、その論法だと、前回もそういう

今度工事が引き続きあるからということを言っておられるんで、じゃ受益受益といったら、

もう全部がかかる、そこで飲む地域の人たちが払えよと。そうじゃないと、皆さんで稼いだ

税金をやって、公共の水ですから、なるべく安くしていただきたいという形の中で運営はさ

れているというふうに理解されていますよね。その受益者の、すべてその辺だということの

説明がいまいち僕は理解ができないんです。ちょっと詳しく話をしていただけませんか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は受益者負担という言葉は、私はどこで使ったか実は記憶がないの

ですが、まずこの５年間でやらせていただきたいと地区説明会で申し上げました。これは合

併協議の中で水道、大変重要な問題であって、水道統一がなされていなかった。私はこの５

年間の事業計画であれば、これを７年、10年にしろというご意見があったんですが、今なら

５年事業を自分で決められる、自分で責任を持って事業計画をつくって料金統一というもの

をしたい。最終的なところは、私の一任権を当然超えるわけですけれども、でもぜひ自分の

責任でやらせていただきたい。 

  そして、まだ伊豆市の人口が３万6,000あって、今こういう財政力のときに、全部とは言

いません、可能な限り、生命の水である水道の整備をさせていただきたい。５年後からは、

どんどん我々の財政力は弱っていくわけですね。だから、それは全部今５年間で払うという

ことは申し上げたつもりはないんで、そこはちょっと５年間での受益者負担というのは私も

今よくわからないんですが。 

  それと、あわせて申し上げてきたことは、市が管理をして同じ水であれば、どういう過去

であれ、同じ料金にお願いをしたいということを申し上げてきたわけです。ですから、将来、

八木沢、小下田であれ、ほかのところであれ、簡易水道を統合するのであれば、市が設備投
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資し、市が維持管理し、そして同じように安全な水であれば、そこはもとが水道であれ、も

とが簡易水道であれ何であれ、同じ料金にさせていただきたいということを申し上げている

わけであって、これから将来どこかが入るときに、そこはそこの受益者負担ということは全

く考えておりませんので、そこはひょっとしたら誤解されていたら、大変私の言い方も問題

があったのかもしれません。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） ５回終わりましたので、次に先ほどのＣＴＩのことについて質問をさ

せていただきます。 

  先ほど、ぐあいが悪くて使えなかったよと初めてきょう伺って、今びっくりしていると。

それならば、その間に一般質問をしたときにそういう回答があって、やるというところの途

中の間があって、ふぐあいが生じているから困っているけれども、いやいや、どうにかなら

ないかな、１つぐらいの話があってよさそうなものを、一般質問をしたときに、いや、ふぐ

あいがあったからどうにもならないよと。では、この中に、あなたのまちの安全度の中でＣ

ＴＩを使っているところが西伊豆町、松崎町、熱海市、三島市、焼津市、磐田市、菊川市、

浜松の天竜区と、これだけは平成14年から19年までに整備をされてとあるんですが、その辺

の地域のふぐあいがあったのかどうか。 

  僕は今初めて聞いたんで、全然使われているという解釈をしてあったし、予算の中で見ま

しても、決算の中でも同報無線のほうの直したとかという項目で、決算とかは何もやったと

いうものが、僕は調べているんだけれども、ないんですよ、直したとかそういう経緯が。こ

の辺のこういう使われているところに対しての地域の市に対して、そういう状況を聞いてい

らるのか何か。それでないと、ただ伊豆市が使えなくてだめだよといったら、ただ伊豆市の

手ぬるいというんですか、何も行政として仕事をしていないという判断しかしないんですけ

れども、その辺ちょっと教えてください。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） この事業、18年から実は始めたというようなことで、私が防災関

係に入って、すぐ携帯にそのシステムを入れたわけですけれども、そこから試験を繰り返し

た中で非常にうまくいかないということで、実は当初県のほうの新しいシステムという形で

取りつけていただいたということで、いわゆる調整等は機器等については県が投資をしたと

いう経過でございます。その後、今現状は県から市のほうに管理を移管されているというこ

とでございますけれども、先ほど言いましたように、非常にうまくそれが実際として実務と

して使えないというような状況の中で、これを新たな投資をして修繕をして使えるようにす

るというにはどうかなということで、現在いわゆる使わない状態であるということでござい

まして、それにかわるべく、先ほど言いました防災メールという形で、音声はこれは来ませ

んが、いわゆるメールでそういう情報をお知らせするシステムということで始めたというこ



－211－ 

とでございます。 

〔「他の市町村」と言う人あり〕 

○総務部長（平田秀人君） すみません、他の市町村の状況等はまだ十分聞いておりませんけ

れども、あわせて同じような形でやはり市町に移管されているということだと思いますので、

その辺は調査をしたいというふうには思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） ぜひ、こういうことは地震があったからわかったんじゃなくて、僕は

地震がある前に一般質問をして、土砂災害危険箇所が何カ所あるという答弁もいただいてい

て、危ないということで、早急にそれはやるという答弁をもらっているんであるんで、もし

そのときにだめだということがわかれば、市民の財産にかかわる、生命にかかわることです

から、それはすぐにやるべきことじゃなかったですか。どう考えますか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 非常に新しい装置といいますか、難しいことがございまして、い

わゆる音声の伝達そのものに問題があるのかなと。実は、似たようなシステムで以前使って

いたこともございますけれども、緊急時の通報装置としてですね。やはり余り調子はよくな

かったということでございまして、土砂災害の場合、やはりある程度限られた情報を欲しい

方々に、その警戒情報といいますか、そういう情報をお知らせするというシステムになって

おったかと思います。実際になかなか、こういういわゆる予報といいますか、予知情報とい

うのは非常に難しい面があるというのは認識はしております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 前には、全区長さんへ即座に連絡ができる等の話をいただいているん

ですが、今、例えばそれにかわる─僕はあくまでもだめならだめでいいんですよ。前もっ

て市民の皆さんに、こういうのがあるけれども、これ皆さんに渡っていますからね、全部。

この書類は全部、回覧で回っているものですから、全部のお宅へ行っているんですよ。それ

には、市町村別土砂災害でどういうことをやっているというのは告知されている、僕だけが

知っているんじゃないです。市民の皆さん、みんな知っているわけですよ、これについては。

あるんです、これ。市にあるやつですから。それが全部回覧で１枚ずつ渡されたものが私の

手元にあるわけで、それについて前にも質問したときには、これによって一番早いところは

平成10年からちゃんときちっと動いている場所もあるんです、一見したら。それを今まで、

じゃだめだからやらなかったというのはただ単なる行政の怠慢としか思えないんですけれど

も、その辺の責任はどう思いますか。回答ください。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 現に使われていないものは事実でございますし、また周知徹底もされ

ておらなかったところでございますので、真摯に反省して、なるべく努めて早期に、これを

改修して使うという気はありませんので、その旨を市民の皆さんにお知らせしたいと思って

います。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） いろいろな答弁ありがとうございました。これで質問を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで鈴木初司議員の質問を終了します。 

  これで一般質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  次の本会議は、11日午前９時30分より再開いたします。この席より告知いたします。 

  本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２５分 
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開議 午前９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田宣夫君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、６番、西島信也議員より欠席の届けがありますので、お知らせをいたします。 

  もう一つ、私のほうから報告いたします。 

  お手元に配付されていると思いますけれども、９日に陳情書が届きまして、全議員さんに

一応お知らせしていただきたいということと、その内容につきましての原本は控室にて閲覧

できるようになっておりますので、ごらんになっていただきたいということを報告いたしま

す。 

  それでは、ただいまから平成21年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田宣夫君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第６１号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田宣夫君） 日程第１、議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  これより議案第61号の質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  なお、第１回目の質疑については議員及び答弁者はいずれも登壇することとし、再質疑に

ついてはいずれも自席にて起立の上、お願いすることといたします。 

  最初に、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  最近私も大分有名になりまして、伊豆市では有害サイトに入れられたようで、ますます元

気、もりもり森良雄でやっていきたいと思います。 

  さて、私は議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定について質問を始

めるわけですけれども、この質問の内容について大部分は私は毎回言っている。これだけの

決算書を出すんだったら、これに倍するような説明書があっていいんではないかということ

を、私は何回も言っているはずです。しかし残念ながら出てきたのはほんの数ページ、それ

もほんの一部しか載っていない。それを決算書から検証するには非常に難しい。そういうこ
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とを指摘しておいて質問に入らせていただく。 

  しかしね、私なぜこんなことを細かいことをぐずぐず言うのか、よく当局側も特に市長、

考えてもらいたい、議員の皆さんも考えてほしい。委員会で質問すればいいんではないかと

いうような意見もあるが、委員会は審議をするところだから、質問をするところではないと

いうことをね、よく認識していただきたい。先日の一般質問で鈴木初司議員からありました

ように、議会はチェックするところなんだ。チェックを受けられないような決算書を出して

どうするんだということを僕は指摘しておきたい。最近のニュースでは、千葉県では預けと

か差しかえとかいうような問題が発生している。預けや差しかえができるのは50万とか100

万とかという少額の問題なんですよ。この決算書及び今までの説明では預けや差しかえがあ

ったかどうか、チェックすることなんていうのは不可能だ。私が言っているのはそういうこ

となんだ。細かいこと、細部に至るまでちゃんと説明してください。 

  それでは、質問に入る。 

  まず、概要報告書の２ページにある平成21年度に繰り越す9,131万円は、平成21年度の決

算であります。この中の大部分は定額給付金などは初めから20年度では執行できないのは承

知していましたね。それでも20年度予算に組み入れた理由を伺いたい。 

  次に、やっぱり概要報告書の15ページにある財政指数について、実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、標準財政規模について伺います。どのような数

字の積み重ねでこういう数字が出てくるのか、伺いたい。標準財政規模は前年度より大きく

なっていますね。伊豆市の財政規模は年々縮小していくのが当たり前なんです。補正予算に

入ってしまいますけれども、そのほかの改正に入ってしまいますけれども、財政規模をふや

すには収入をふやすほかないんです。それが今回のいろいろな条例改正とかなにかも入って

くると思いますけれども、この20年度の決算の決算で標準財政規模が大きくなった。よく説

明していただきたい。 

  次、個々の問題について伺います。全部読むと時間が大変ですので、はしょらせていただ

きますけれども、決算書117ページ、修善寺保育園運営費負担金5,840万930円、説明では

1,029人という説明がありました。算出方法を伺いたい。私が知りたいのは、この保育園の

規模は何人ぐらいの子供たちを入れているのか知りたいのです。 

  131ページ、環境美化事業102万9,181円、監視員の人数、どこの事業者、撤去業務委託料、

委託先、内容、処理委託料、委託先等を説明してください。大体説明はありましたけれども、

結果は何も出ていないんですよね。伊豆市きれいになっていますか、市長。補正予算にも同

じような問題が出ていますので、またやらせてもらいますけれども、ぜひそこまで結果も出

してくださいよ。 

  次、131ページ、公害対策事業38万3,803円、これも説明ありましたけれども、その先の説

明もお願いしたい。公害の状況について説明してください。苦情があったということですが、

その内容、対策等についてもお伺いしたい。 
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  139ページ、粗大ごみ処理事業186万6,420円、消耗品費、修繕料、点検整備手数料、粗大

ごみ処理機補修工事、４つに分かれていますが、その内容、違いを説明してください。業者

はどこですか、自動車自賠責保険料、自動車任意保険料がなぜ必要なのか、詳しくご説明い

ただきたい。 

  次、143ページ、年川処分場管理事業、金額は省きましょう。残容量は５万2,328立米、平

成78年まで可能、約55年間可能ということになりますね。どのようなものを処分する処分場

ですか。そのものの年間発生量はどのくらいですか、伺います。ここの工事は堰堤をつくる

というふうに説明を伺っておりますけれども、実際は処分場の拡幅工事だったわけですね。

その辺についてもお伺いしたい。 

  次、155ページ、土地改良事業、以下ずっと同じようなことになりますけれども、どこで

何をやったのか、どんな工事をどのぐらいの大きさをやったのかということを僕は知りたい

んですよ。ただ通り一遍の説明だけではね、預けをやろうが差しかえをやろうがチェックな

んかできない。そういう趣旨で質問していますので、詳しく説明してくださいよ。できれば

説明資料をぼんと出してくれれば何も質問することはないんです。 

  次、155ページ、県単農業基盤施設整備事業、細かい数字は省きますけれども3,300万、こ

の中に測量設計委託料45万1,500円というのがありますね。測量設計、１件だったらそれで

いいんですけれども、複数あるのかどうなのかね、これも同じ個々の事業のどこで何をどの

ぐらいのものをやったのか、説明してください。事業の進捗状況についても伺います。測量

設計なんですから、もう既に本工事も終わっているのかどうなのか、これからやる予定です

よというようなことも説明してください。 

  次、157ページ、中山間地総合整備事業5,500万、これも同じ、いつどこで何をやったのか、

進捗状況はどうなのか、全部終わっているのかどうなのか、細かいところまで教えてくださ

い。 

  157ページ、県営農道整備事業2,200万、これも同じ、いつどこで何をどのぐらいの規模の

工事をやったのか、進捗状況はどうなのか、説明してください。 

  159ページ、有害鳥獣捕獲事業770万、事業の内容を伺います。捕獲数を再度説明してくだ

さい。種類別の頭数、いつ、全体の捕獲数、捕獲後の処分状況、生息数等を説明してくださ

い。有害鳥獣等被害防止対策事業補助金525万4,000円、これも事業の内容を伺いたい。全部

ちゃんとやっているのかどうなのか、効果がどうだったのか、説明してください。 

  161ページ、市単事業1,860万、これも同じ、いつどこで何をやったのか、どのぐらいの大

きさの工事をやったのか、進行状況はどうなのか、説明してください。 

  161ページ、林道整備事業2,000万、これも同じ、いつどこで何をやったのか、結果はどう

なのか。 

  163ページ、県営林道整備事業1,000万、これも同じ、いつどこで何をやったのか、結果は

どうなのか。 
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  179ページ、観光施設整備工事990万、以下、達磨山観光施設改修工事、名所旧跡整備工事、

これもいつどこで何をやったのか、ちゃんとやったのか、結果をちゃんと説明してください。 

  179ページ、測量委託料、これも同じ、いつどこで何をやったのか、どのくらいの工事だ

ったのか、これから測量委託ですから結果はどうなのか、これから工事をやるのか、それと

ももう本工事は終わったのか、説明していただきたい。 

  次、179ページ、道路台帳補正委託料393万7,500円、事業の内容、委託先について説明し

ていただきたい。 

  181ページ、指定道路台帳整備委託料194万2,500円、これも同じ、内容、委託先、どうい

う状況なのか伺いたい。 

  181ページから183ページ、市道維持補修事業１億円です。これも同じです。個々の事業の

場所、いつどこで何をやったのか、どのぐらいの状況なのか、説明してください。 

  183ページ、市道整備事業、これも１億2,500万、同じです。いつどこで何をやったのか、

測量設計委託料についても、今までの質問と同じ、どこで何をやったのか、本工事はどうな

っているのか、これからやるのか、説明してください。 

  185ページ、国・県道関連事業7,600万、これも同じです。個々の事業、いつどこで何をや

ったのか、どのぐらいの大きさの工事なのか、進捗状況はどうなのか、説明してください。 

  185ページ、緊急特定地方道路整備事業4,700万、これも同じです。いつどこで何をやった

のか、説明してください。 

  185ページ、天城北道路関連事業１億8,500万、これも同じです。いつどこで何をどのぐら

いの工事をやったのか、教えてください。進捗状況についても伺いたい。今後の事業の内容

についても伺いたい。22年度では何をやって23年度では何をやる、それで終わりますよと、

24年度から使えますよとわかっているんだったら説明してください。 

  下の187ページは天城北道路関連事業、これも同じですね、書いてあるとおりです、説明

してください。 

  187ページから188ページ、河川維持改良事業、これも同じです。事業の内容、大きさを説

明してください。 

  189ページ、急傾斜地崩壊対策事業2,700万、これも同じです。 

  189ページ、港湾整備事業、これも同じです。いつどこで何をやったのか、結果はどうな

んだ。 

  193ページ、地籍調査事業、これも同じですよ。特にこれは一般質問で牧之郷のことをや

りましたけれども、牧之郷の地籍調査は終わったのかどうか、22年度にはもう法務局で登記

できるのかどうなのか、その辺までちゃんと説明してくださいよ。 

  193ページ、修善寺駅周辺整備事業2,500万です。これも補正予算にも入っている。ここで

やる事業の内容はどうなんだと。いつどこで何をやったのか、どんな内容なのか、事業の進

捗状況はどうなのか、何もわからないですよ、私たち市民は修善寺駅周辺整備事業、今まで
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に幾ら使っているんですか、多分恐らく１億円超えているんではないかと思うんです。今後

どのぐらい、いいですか、周辺整備事業のまだ本工事には入っていないですね。本工事に入

る前にどのぐらいまだ金必要とするのか、いつまでやるのか、そのぐらいまでちゃんと説明

してくださいよ。ともかくこの事業なんてね、政権がかわった現在、公共工事の見直しをす

ると言っている政党が政権をとっているんですよ。本当に効果があるかどうか、ちゃんと説

明できなければね、はいそうですとぽんとお金くれるかと僕は思えない、できればそこまで

説明してくださいよ。 

  261ページから265ページは災害復旧、個々の問題ですけれども、これもちゃんと書いてあ

るとおり説明してください。いつどこでどんな工事をやろうとしているのかね。特にいわゆ

る私有地の工事はやらないといっているわけだ。そうでしょう。では住宅の裏山崩れたのな

らそれもやってくれるのかどうか、やってくれないんでしょう、私有地はやらないといって

いるんだから。だけれども、一方ではワサビ田の補修はやるといっているんですね。個々に

出してくださいよ、どのぐらいの、個々の家はどのぐらいの希望があるのか。できれば再質

問でしますけれども、どういう条件だったら私有地でもやってくれるのか、市民がわかるよ

うに説明してください。 

  次、265ページ、道路橋梁小災に、これも災害ですね。この中で借地料というのがありま

すね。個々の事業の今まで言ったようなあれで説明をお願いしたい。 

  最後に、278ページの一番下の行の収入未済額６億9,304万6,561円がどの数字なのかを教

えていただきたい。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  それぞれ、担当する部長から説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） それでは、初めに総務部長、次に健康福祉部長、次に市民環境部長、

次に建設部長、次に観光経済部長と、その順序で説明をお願いいたします。 

  総務部長、自席で結構です。 

○総務部長（平田秀人君） それでは、最初に確認ということで、９億9,000万余の決算とい

うことでございますけれども、これについてはいわゆるさきの６月議会、これにおきまして、

繰越明許費の計算表ということで十分ご説明申し上げておるんではなかろうかと思います。

繰越金ということで当然21年の３月議会、これに上程しまして審議いただき、この６月でそ

の細部についてのご説明を申し上げておろうかと思います。 

  概要報告書の10ページのほうに、その事業の一覧がございます。その中で20年に執行済み、

それから翌年度繰越額ということで、いわゆる21年度の決算としてあらわれてくる、20年度
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の決算としては20年度執行分ということになります。これは今回非常に多いのは金額的にも、

同じ説明になりますが、国からの交付金、地域活性化の生活対策臨時交付金でありますとか、

緊急安心実現総合対策交付金等のいわゆる追加補正によります３月へ行っての交付決定とい

うようなことを受けて、20年度予算で繰り込んでこれを事業化して21年度へ繰越明許という

形で事業執行するという形で進んでいるのが主なものでございます。 

  次に、財政指数についてということでございますが、関連しますので標準財政規模が前回

と違うではないかと、違うというか大きくなっているではないかということでございますが、

これにつきましては20年度の決算から、この内容で大きく違うのは臨時財政対策債、これを

この中に入れなさいというような国のほうの指導がございましたので、この分の異動が大き

いと。当然標準財政規模、税収等に左右されてその都度年度によって変化はするわけでござ

いますが、大きくはこの臨時財政対策債分の５億4,000万余、これをふやしたことによりま

して107億という標準財政規模になっております。 

  指数についてでございますけれども、やはり非常に細かな数字の積み上げといいますか、

でもございますので億単位で話をさせていただきますが、まず実質赤字比率、それからその

下の連結実質赤字比率、これについてはいわゆる標準財政規模を基準としますので107億と

いうのが分母になります。実質赤字については一般会計の赤字額ですので８億7,000円の黒

字でございますので数字は出てこないと。同じく連結は22億の黒字でございますので数字は

出てこないということになります。それから実質公債費比率、これにつきましてはいわゆる

標準財政規模から交付税で見るといいますか、借入金、公債元利償還が交付税で見る分があ

るわけですが、それを差し引いたものが分母になります。それが93億ということでございま

して、分子になるのはこれについてはいわゆる元利償還金、借入金の償還金から同じように

大きくは交付税でそれを将来的に見る部分を差し引いた部分ということになりまして、11億

9,000万、これが分子になります。そういうことで12.87という数字が出るわけですが、これ

の前３カ年の平均が14.4という形になります。それから将来負担比率、これにつきましても

分母は同じでございます。分子部分につきましては、いわゆる全会計部分、それから一部組

合、これらの会計を含めた将来的な負担額を、これをやはり将来見込まれるだろう交付税等

の額を差し引きいたしまして、分母が93億、分子が46億6,000ということで50.0％という形

になります。 

  以上でございます。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） それでは続きまして、健康福祉部の関係でございます。117

ページの修善寺保育園運営費負担金5,840万930円、1,029人との説明ですが、算出方法をと

いうご質問でございますが、私立の保育園の運営費負担金につきましては、児童福祉法によ

り園の定員、地域区分、園児の年齢等に応じ月額の保育単価が定められております。したが

いまして、この年齢別月額保育単価にその月の入所児童数を乗じた額が一月分の運営費負担

金となります。したがいまして、平成20年度はこの12カ月分、5,840万930円を運営法人でご
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ざいます修善寺保育園に支出したものでございます。 

  なお、入所児童数の1,029人でございますが、これは平成20年４月から翌年３月までの１

年度間における各月の入所児童数を累計したものでございます。 

  なお、この私立の保育園の定員は90名となってございます。 

  以上でございます。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは続きまして、市民環境部のほうからご質問にお答え

します。 

  まず、131ページの環境美化事業でございます。監視員はということでございますが、一

応各地区、いわゆる旧町の各地区の代表者、個人でございますが、４名の方にお願いをして

おります。ですから、事業者ではございません。それから撤去業務の委託料でございます25

万3,010円でございますが、内容としますと、不法投棄ごみの回収委託、特に家電製品等の

委託をお願いしていると。それから委託先でございますが、シルバー人材センターほか土肥

環境整備、伊豆美化企画の３事業所にお願いを今年度はいたしました。それから処理委託料

の37万9,260円でございますが、この内容は休日、祝日の業務、いわゆる犬猫等の死体処理

です。これの休日、祝日の業務を委託してございます。委託先については土肥環境整備さん、

それからアクシスさんでございます。 

  それから続きまして、４－１－５の１の公害対策費の関係でございます。38万3,803円と

いう中で、公害についての内容をというご質問でございますのでお答えします。公害につい

ては41件ということで、前にもご説明を申し上げましたけれども、その内容は大気汚染の関

係が15件、水質汚濁の関係が７件、騒音関係で６件、悪臭関係が３件、その他として10件ほ

どございます。 

  大気汚染の順序からちょっとお話ししますと、これは状況といいますか、ほとんどこれは

野焼きの関係で苦情が市役所のほうに入るという内容でございます。対応としますと、早急

に職員が現場へ出向きまして、その野焼きをされている方に指導するというようなことでご

ざいます。 

  なお、もう行ったときに既に消えていて確認できないという状況も実はございます。 

  それから、水質汚濁でございますが、これはそれぞれ内容的には異なります。河川への明

らかな影響があるような場合には、国・県へ報告し対応をしてもらっているという状況でご

ざいます。それ以外に生活排水についての問題については非常に難しくて、これについては

我々現場としても悩んでいるという状況はございます。 

  それから、騒音関係でございます。これはカラオケであるとか工事、それから工場騒音で

す。こういったものがあるわけですが、状況に応じまして対応をしていると。もしそういう

状況があればそこの方々にお願いをして、極力そういうものをなくしてほしいというお願い

をしているのが状況でございます。 

  それから、悪臭関係でございます。これもいろいろ状況としては異なります。ですので、
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現場へ行って確認できないというような状況が往々にして多いように思われます。 

  その他としては、廃棄物の投棄であるとか、あとは毛虫、虫類、それからごみ処理が悪い

とか鳥の害、こういったようなところがそれぞれありまして、それぞれ５件ずつの苦情を受

けているという状況でございます。 

  続きまして、粗大ごみの関係、139ページになります。186万6,420円の関係でございます。

これは消耗品で34万5,160円、これは消耗品というのは、粗大ごみの処理機器の部品や施設

管理用の消耗品でございます。業者は古藤田商店を初めとしまして７社ほどでございます。

それから修繕料63万1,700円でございますが、工場内の水銀灯の修理並びに粗大ごみの処理

設備センサー修理、こういったものが主な内容でございます。これは渡辺電気さん、市内の

業者ですが、ほか５社にお願いをしてございます。点検整備の手数料でございます。これは

清掃センターにはフォークリフトが３台ございます。この３台分の法定年次点検の整備手数

料ということでございます。小松フォークリフトさんほか１社ということでございます。そ

れぞれ消耗品であるとか修繕であるとかというのは、この自治法の中に規定されている分類

でそれぞれを分けているということでございます。それから粗大ごみの処理機の補修工事で

ございますが、これはゴムローラーという施設がございます。これのベルトコンベアーなん

ですが、そのゴムに穴があいたということで補修工事をさせていただきました。 

  それから、自賠責保険及び任意保険の関係でございますが、これはフォークリフト３台に

係る保険料でございます。対人であるとか対物、人身、こういったものにかけているもので

ございます。 

  続きまして、４－２－４の年川処分場の管理事業でございます。これは3,973万3,520円と

いうことで、大きくはその施設の擁壁等の流出防止工事、それから雨水の集排水設備工事、

こういったものを行ったわけでございますが、何を処理するかというものでございますが、

瓶、瀬戸物、ガラス等の安定品目の処理でございます。年間の発生量でございますが、約

140立米を予定しておるところでございます。 

  それから最後に、278ページの一番下の行の収入未済額６億9,304万6,561円は、どの数字

の和ですかと、こういうご質問でございますが、現年度収入未済額と滞納繰越分の収入未済

額の合算したものがこの数字になっているということでございます。 

  以上でございます。 

○建設部長（小川正實君） それでは、農林水産業費、155ページでございます。６－１－７

土地改良事業1,641万4,005円、農業用排水路改良補修工事743万7,290円でございますけれど

も、これは各自治会からの地区要望によります農業用施設の改修、改良、補修費でございま

す。件数といたしましては30件、地区といたしまして31地区に対応いたしました。 

  次に、基幹農道附帯工事55万6,500円、これは中伊豆地区下白岩、県道伊東修善寺線より

大見川から田代地区に向けての工事区間で、県営一般農道修善寺中伊豆地区の工事で、県が

施行できない部分の市単で行う附帯工事でございます。16工事原材料453万9,115円、これも
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地区要望によります地区への材料支給でございます。30地区の要望に対応いたしました。19

農山漁村活性化プロジェクト調査設計負担金151万2,000円、これは修善寺地区の北又農道の

計画樹立、国への申請に伴う負担金でございます。 

  続きまして、同じく155ページでございますけれども、県単農業基盤施設整備事業3,356万

2,555円、測量設計業務委託45万1,500円の内容でございますけれども、場所は県営一般農道

隣接地、中伊豆地区の冷川持越で用地境の復元測量でございます。この場所につきましては、

既に静岡県より伊豆市に移管されており、伊豆市が実施するものでございます。 

  県単農道金山日陰線開設工事1,499万1,900円、天城湯ヶ島地区金山地区の棚田に行く道路

でございまして県の補助をいただいて棚田までの道路新設工事です。総延長は500メートル

で今年度延長127メートル、幅員3.5メートルで開設いたしました。 

  次に、県単藤沢農道開設工事896万7,000円、土肥、小下田、藤沢地区のため池に行く道路

で、県の補助をいただいて施工いたしました。総延長は110メートル、幅員３メートルで開

設しており、20年度におきましては67メートルを実施し開設が終了いたしました。今年度コ

ンクリート舗装を行い完成いたします。今年度が最終年度となります。 

  次に、県単菅引用水路改良工事498万7,500円、中伊豆地区菅引地内の用水路でございまし

て、県の補助で実施いたしました。総延長は120メートル、Ｕ字溝の450を布設いたしました。

20年度の単年度事業でございます。 

  県単筏場用水路改良工事299万2,500円、中伊豆地区筏場地内の用水路で、県の補助で実施

いたしました。総延長は60メートル、300、300の現場打水路で20年度の単年度事業でござい

ます。 

  続きまして、157ページ、中山間地総合整備事業5,574万1,941円でございます。県単事業

関連工事293万6,250円でございますけれども、県営中山間事業をスムーズに実施するための

附帯工事で天城湯ヶ島地区で２カ所、修善寺地区で２カ所、中伊豆地区で１カ所を実施いた

しました。 

  次に、県営事業負担金5,232万5,000円でございます。平成20年度の県営中山間総事業費３

億3,810万円の負担金でございます。天城湯ヶ島地区におきましては事業費１億2,810万円、

中伊豆地区につきましては事業費１億500万円、同じく修善寺地区につきましても１億500万

円でございます。この負担金でございます。 

  次、同じく157ページ、県営農道整備事業負担金2,250万円でございます。土肥地区県営土

肥中央農道開設工事の負担金です。工事区間は小土肥地区旅人岬の山側でございますけれど

も、高谷城跡地というところでございますが、20年度事業費9,000万円、負担率は25％です。

総延長は1,200メートル、幅は３メートルで20年度末の事業ベースで全体からしますと23％

の進捗率です。 

  161ページ、市単事業1,867万5,815円でございます。測量設計委託料178万5,000円、県単

治山事業にかかわる測量設計の業務委託です。修善寺地区大平や大沢八ツ平、中伊豆地区下
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白岩大菅の２カ所を実施いたしました。 

  環境保全林管理委託料102万2,610円、伊豆市内の環境保全林２カ所、これは修善寺達磨山、

狩野城の跡の下刈り、草刈り及び危険木の処理を行う業務委託でございます。県単白岩大菅

治山工事896万8,050円、中伊豆地区下白岩で県営治山による谷止工を実施し、あわせて市の

県補助金を受けて流路工を設置する事業が本体工事となります。流路工の施工延長は66メー

トルでした。県単治山附帯工事99万9,600円、土肥地区天金の県営治山工事の附帯工事です。

内容は山林外まで落ちた300立米の崩土除去でございます。市単治山工事499万650円、これ

につきましては土肥地区に２件、市道天金線の崩土除去と八木沢長藤流路工の維持工事です。

それから、天城湯ヶ島地区に１件、宿の水路工事38メートルを実施いたしました。中伊豆地

区も１件、下白岩大菅の流路工を実施いたしました。 

  同じく161ページ、林道整備事業2,099万1,333円でございます。林道管理委託料228万

5,850円、林道達磨山線刈り払い業務委託を実施いたしました。この委託料につきましては

毎年実施しております。県単林道上池線改良工事496万1,250円、土肥地区林道で県費補助に

て改良工事を実施いたしました。施工延長は50メートルです。県単林道深之沢線改良工事

209万4,750円、修善寺地区北又の林道で県費補助にて改良工事を実施しました。施工延長は

110メートルです。県単林道矢熊筏場線不法投棄防止柵設置工事115万5,000円、これは天城

湯ヶ島地区の林道で県費補助にて不法投棄防止用のさくを36メートル設置いたしました。 

  それから、工事原材料でございます。795万1,145円、この工事原材料につきましても地区

要望により地区への材料支給です。土地改良費の材料支給とあわせて要望地区があるため、

作業上は窓口を一本化して対応しています。土地改良費とあわせまして30地区の要望に対応

いたしました。 

  163ページ、県営林道整備事業1,000万円、これは県営工事負担金1,000万円でございまし

て、林道土肥戸田線開設工事の事業費5,000万円の20％の負担金額です。施工延長は213メー

トル、幅員が５メートルで実施されました。 

  土木費に入らせていただきます。 

  179ページ、道路管理事業でございます。測量委託料350万4,650円、これは主に道路改良

工事に付随する市道の分筆登記料でございます。市ノ沢日影線、城矢崎線、石部平道方畑線

など８路線でございます。 

  それから、道路台帳補正委託料393万7,500円、これは道路改良済みとなった道路の認定内

容の補正業務などに要した費用でございまして、この道路台帳のデータが地方交付税の算定

基礎として必須となっているため、毎年更新するものです。 

  それから、181ページ、８－１－２指定道路台帳整備委託料、これは建築指導事務事業費

の中でございますけれども、この事業につきましては、都市計画の引かれている修善寺地区

に関係するものでございまして、平成19年６月の法改正によりまして指定道路台帳の整備が

義務づけられ、伊豆市の道路台帳システムを利用しまして調査データ化を行ったものでござ
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います。 

  それから、181ページです。市道維持補修事業でございます。１枚めくっていただきまし

て、修繕料706万5,984円、舗装、ガードレール、道路側溝等の修繕を行いました。土肥地区

につきまして７カ所、中伊豆地区につきまして10カ所、天城湯ヶ島地区について29カ所、修

善寺地区について33カ所、合計79カ所に対応いたしました。13委託料、道路草刈り委託料で

ございます。413万3,860円、市道の草刈り及び支障木の伐採を行いました。土肥地区１路線、

中伊豆地区３路線、天城湯ヶ島地区５路線、修善寺地区９路線、市内18路線に対応いたしま

した。 

  次に、維持補修工事4,815万9,300円でございます。内容といたしましては、主にガードレ

ール、歩道、道路側溝、路肩、橋梁の塗装などを実施いたしました。土肥地区につきまして

11カ所、中伊豆地区で16カ所、天城湯ヶ島地区で19カ所、修善寺地区で33カ所、市内79カ所

に対応いたしました。 

  舗装改良工事3,657万450円、舗装の維持補修工事を実施いたしました。土肥地区が１カ所、

中伊豆地区３カ所、天城湯ヶ島地区７カ所、修善寺地区11カ所、市内22カ所に対応いたしま

した。工事原材料費796万9,332円でございます。地区要望によりまして地区への材料支給で

ございます。直営にて舗装の穴埋め用に常温合材を購入しております。中伊豆地区では６地

区、天城湯ヶ島地区で12地区、修善寺地区におきましては９地区ございまして、市内27地区

の要望に対応し、材料を支給いたしました。 

  同じく183ページでございますけれども、市道整備事業１億2,569万92円でございます。測

量設計委託料1,735万6,500円、横瀬大平線湯川橋測量業務の委託を初め、橋梁点検、用地測

量、分筆登記などを実施しました。件数にして11件を委託しております。積算システム借上

料252万円、これは土木積算システム７台分の借上料でございます。 

  工事請負費、市道大平柿木線改良工事703万5,000円、天城湯ヶ島町地区で継続で実施して

きました道路改良で、平成20年度で完了いたしました。施工延長は77メートルでございます。

市道桜大通線舗装工事1,185万4,500円、道路隣接地の振動対策を目的に実施いたしました。

中伊豆地区で路盤改良とオーバーレイを実施しました。路盤改良につきまして450平米、オ

ーバーレイ1,160平米でございます。 

  市道上和田線改良工事3,846万1,500円、中伊豆地区下白岩で継続で実施している道路改良

でございます。工事延長は400メートルです。 

  市道出口平石線舗装工事397万9,500円、土肥地区小土肥で継続事業で実施している県代行

道路改良に伴う道路舗装工事です。県工事と歩調を合わせた工事で、今回は880平米の舗装

を実施いたしました。 

  市道上和田大野線改良工事1,021万6,500円、修善寺地区年川で継続して合併時より実施し

ている道路改良です。工事延長は125メートルで平成20年度で完了いたしました。 

  市道船原数沢線改良工事1,018万5,000円、天城湯ヶ島地区上船原で継続で実施している道



－227－ 

路改良です。工事延長は195.3メートルで実施いたしました。 

  市道熊坂ニュータウン線舗装工事262万5,000円、修善寺地区熊坂で継続で実施している舗

装工事です。ニュータウン内のメーン道路でございまして、施工規模は570平米で実施いた

しました。 

  市道温泉場大芝山線舗装工事252万円、修善寺で継続で実施している舗装工事です。虹の

郷公園の前の道路舗装です。施工規模は517平米で実施いたしました。 

  市道大芝山３号線舗装工事298万2,000円、修善寺地区熊坂で継続で実施している舗装工事

です。ニュータウン、かんぽの宿の前の道路舗装でございまして、施工規模は501平米でご

ざいます。 

  市道狭間立野線改良工事278万2,500円、修善寺地区本立野で継続している道路改良です。

工事延長は25.15メートルで実施いたしました。 

  市道下宿久保田２号線改良工事292万9,500円、修善寺地区大平で天城北道路代替地条件と

して実施している道路改良です。工事延長は68.5メートルで実施いたしました。市道梁見２

号線改良工事486万1,500円、修善寺地区横瀬で行われました開発工にあわせ道路改良を実施

いたしました。工事延長は65メートルで実施いたしました。 

  市道最勝院線改良工事312万9,000円、中伊豆地区宮上で用地を無償で受けまして道路改良

を実施いたしました。工事延長は24メートルでございます。 

  続きまして、185ページ、国・県道関連事業、市単道路改良工事でございます。885万

2,550円、合併支援道路県道修善寺天城湯ヶ島線に伴う日向地区の附帯工事及び改良工事で

す。主なものに、日向小川山田線改良工事、これは新しい日向公民館の前の道路改良です。

農業用パイプラインの移設工事などがありました。 

  市単の道路改良工事、これは繰越明許でございますけれども999万6,000円、合併支援道路

県道修善寺天城湯ヶ島線に伴う加殿地区の改良工事で、向原山崎船改良工事、施工延長57メ

ートルを実施いたしました。もう一カ所、天城北道路の代替用地条件での改良工事に下宿久

保田２号線改良工事を35.33メートル実施いたしました。土地購入費265万3,317円でござい

ます。日向小川山田線用地買収３件、向原山崎線用地買収３件の用地買収費でございます。 

  県単独道路橋梁整備事業負担金590万円、県道道路改良に伴う地元負担金です。修善寺戸

田線につきまして140万円、伊東西伊豆線が300万円、修善寺天城湯ヶ島線が150万円、それ

ぞれ事業費の10％の負担でございます。 

  19節県単独合併支援重点道路事業負担金4,950万円、それから合併支援道路県道修善寺天

地湯ヶ島線に伴う改良工事の地元負担金です。矢熊地内におきまして1,562万9,800円、日向

地内のほうは3,387万200円でございます。これも10％の負担でございます。 

  同じく185ページ、緊急特定地方道路整備事業4,782万4,525円でございます。地方特定道

路整備事業工事、これ繰越明許でございますけれども4,779万5,000円、天城湯ヶ島地区本柿

木の市道で、継続で道路改良を実施してきました。工事の主な内容は柿木橋の上部工です。
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ＰＣ橋で延長26.4メートルでございます。 

  その下の天城北道路関連事業１億8,572万6,702円でございます。アクセス道路測量設計委

託料368万5,500円、アクセス道路の工事に伴う道路つけかえ箇所120メートルの路線測量設

計業務です。アクセス道路新設改良工事、繰越明許でございます。7,358万500円、工事の主

なものはアクセス道路の狩野川右岸橋梁下部工１基、狩野側左岸橋梁下部工１基、道路本体

工事で路体盛り土7,800立方メートルなどでございます。 

  アクセス道路の新設改良工事6,748万3,500円、工事の主なものは道路本体工事でございま

して、工事延長66メートル、路体盛り土2,600立米及び附帯工事を実施いたしました。 

  土地購入費でございます。これも繰越明許でございまして418万4,845円、アクセス道路用

地の買収３件、これを買収させていただきました。同じく2,725万1,735円、これも３件買収

させていただきました。同じでございます。 

  立木物件補償617万6,600円、該当地権者のコンクリートブロック、それから農作業小屋な

どが物件補償の対象ということでございました。 

  続きまして、187ページ、８－２－３天城北道路関連用地事業1,338万4,101円でございま

す。この事業は天城北道路及び大平アクセス道路、市道32190号線でございますけれども、

これに関係する用地の取得に関する事業でございます。アクセス道路事業関連借地料593万

4,766円でございますけれども、地権者10名、面積にしまして１万4,130.42平方メートルで

ございます。土地購入費119万4,905円、これは天城北道路の取り合い関係で市が購入した

33.95平方キロメートルの土地購入費です。 

  また、物件補償費420万円、これは大平畑地内防災倉庫の補償でございます。皆様ご承知

のとおり天城北道路は修善寺インターから大平ハーフインターまでの1.6キロは平成20年４

月11日に供用が開始されました。市道32190号線アクセス道路も22年度完成を目指し事業を

推進中でございます。 

  続きまして、同じく187ページの８－３－２河川維持改良事業でございます。１億142万

6,106円でございます。市単河川維持補修工事1,026万2,000円、河川護岸底張り等の河川維

持工事です。施工箇所につきましては、土肥地区で３カ所、中伊豆地区で３カ所、天城湯ヶ

島地区で６カ所、修善寺地区で９カ所、市内21カ所で実施いたしました。 

  林之下排水路改修工事3,099万6,000円、中伊豆地区下白岩で継続で実施している排水路工

事で、県費補助を受けて実施いたしました。河川改修延長174.4メートル、護岸工、落差工

を実施いたしまして、平成20年度で完了いたしました。 

  長沢排水路改修工事498万7,500円、天城湯ヶ島地区市山で継続で実施している排水路工事

で、県費補助を受けて実施いたしました。河川改修延長21メートル、護岸工、落差工を実施

いたしました。 

  論田排水路改修工事599万5,500円、土肥地区八木沢で継続で実施している排水路工事でご

ざいまして、これも県費補助を受けております。河川改修延長278.35メートル。護岸工を実
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施いたしまして20年度で完了いたしました。 

  沢口排水路改修工事495万6,000円、中伊豆地区徳永で継続で実施している排水路工事で、

県費補助でございます。河川改修延長62.6メートル、護岸工、落差工を実施いたしました。 

  唐沢流路工改修工事882万4,000円、天城湯ヶ島地区月ヶ瀬で実施している工事でございま

す。国土交通省の唐沢堰堤及び流路工の流末工事でございます。直径が90センチの暗渠管、

施工延長150メートルを実施いたしました。唐沢流路改修工事、繰越明許でございます、こ

れも1,100万。これは先ほど申し上げました天城湯ヶ島地区月ヶ瀬で実施している工事でご

ざいまして、国交省の唐沢堰堤の流路工の末路工事と同じでございます。 

  池尻川改修工事175万8,750円、修善寺地区日向で実施した工事でございます。合併支援道

路の工事がスムーズに行われるためにも必要な河川工事でございます。 

  小坂用排水路改修工事1,675万7,000円、修善寺地区修善寺で継続実施している工事です。

県道修善寺戸田線と隣接しているため、県土木とともに実施しております。河川改修延長が

101.5メートル、ボックスカルバート800掛ける1,000を２個施工しております。 

  関野川改修工事286万6,500円、中伊豆地区関野で実施している河川工事で、護岸がなく県

道交差部である河川の護岸設置工事です。河川改修延長24.2メートル、護岸工を実施いたし

ました。 

  189ページをごらんいただきたいと思います。 

  急傾斜地崩壊対策事業2,772万8,377円、急傾斜地崩壊対策工事892万5,000円、修善寺地区

本立野で実施している継続急傾斜地対策工事でございます。県費補助にて行っております。

擁壁工で29.85メートル実施いたしました。県営急傾斜地崩壊対策事業負担金1,872万円、こ

れは伊豆市内、急傾斜事業は９カ所実施しておりまして、県が実施しているこの事業に対し

ましての負担金でございます。静岡県内におきましては、伊豆市内で９カ所は上位から３位

のカ所数でございます。負担率につきましては10％、５％でそれぞれございます。受益の対

象により変わっております。港湾整備事業2,421万500円、市単港湾飛砂防止柵工事106万500

円、土肥地区土肥で実施している継続工事でございます。冬季の西風に対する飛砂防止のた

め実施する工事でございまして、施工延長が232メートルです。 

  県営港湾海岸環境整備事業負担金1,500万円、小土肥海岸に設置した歩道橋の負担金です。

負担率は25％です。県単港湾改良事業負担金780万円、大藪遊歩道の整備及び海女もの漁業

にかかわる負担金です。負担率は事業費の35％から50％でございます。 

  ８－６－３地籍調査事業でございます。193ページでございます。地籍調査推進委員報酬

361万6,000円、専属で１名の立会人の１年間の報酬と65人の推進員の現地立ち会い報酬でご

ざいます。同じく費用弁償が150万5,400円となっております。消耗品費234万9,907円でござ

いますけれども、これは主に民民境の用地くいとかアルミのプレートの代金でございます。

地籍調査業務委託料3,995万2,500円、これは牧之郷、筏場、上船原、金山、平野の４地区を

地籍業務の委託を実施いたしました。 
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  それから、境界標設置委託料875万6,200円、これもこの地区の境界設置の委託を実施した

わけでございます。地籍調査事務支援システムリース料でございます153万900円、これは基

礎資料の作成、成果品の管理、それから書類及び図面の発行に使用しております。 

  続きまして、193ページをお願いいたします。 

  ８－６－５修善寺駅周辺整備事業2,592万8,230円でございます。修善寺駅周辺整備計画策

定業務委託料1,882万6,500円は、平成19年度事業の繰り越しでございまして、伊豆箱根鉄道

株式会社と協定を締結し実施したもので地質調査を３カ所、駅舎、軌道、それから拡幅線な

どの鉄道施設に関する測量業務並びに鉄道施設の基本設計業務として駅舎及び鉄道施設の現

機能を確保するための施設計画の変更計画作成及び売店、公衆用トイレのレイアウトの計画

等を行ったものでございます。 

  もう一つ、修善寺駅周辺整備計画策定業務委託料698万2,500円の内訳でごあいますけれど

も、静岡県警察本部との協議結果による交差点計画の修正、それから東海バスの事務所移転

候補地の検討資料作成、駅北広場の再検討によりまして時間決め駐車スペース、それからデ

ッキスペース並びにエレベーター棟を追加したことによる基本構想図の修正業務に336万円、

残りの315万円は、修善寺駅周辺整備の推進を図ることを目的に現計画案におけるコンピュ

ーターグラフィックの作成を行ったものでございます。 

  それから、261ページ、農地災害復旧事業580万352円でございますけれども、測量委託料

119万7,000円、これは農地被災箇所の測量業務でございまして、中伊豆地区に１カ所、天城

湯ヶ島地区に２カ所、修善寺地区に１カ所、合計４カ所の測量業務の委託を実施いたしまし

た。それから農地災害復旧工事、繰越明許でございますけれども191万1,000円、施工箇所は

天城湯ヶ島地区の猫越でございます。 

  同じく農地災害復旧工事250万50円、平成20年８月24日から28日の豪雨、及び９月19日に

発生いたしました台風13号により被災した農地の災害復旧工事費です。施工箇所は中伊豆地

区１カ所、天城湯ヶ島地区２カ所、修善寺地区１カ所の計４カ所でございます。 

  同じく261ページ、農業用施設災害復旧事業でございます1,443万724円、農業用施設災害

復旧工事、繰越明許でございます。735万4,650円、これは19年災の農業用施設災害の復旧工

事７件の工事費です。箇所につきましては中伊豆地区で２カ所、天城湯ヶ島地区で５カ所の

７件でございます。 

  農業用施設災害復旧工事580万200円、これは平成20年８月24日から28日の豪雨、それから

９月19日の台風13号により被災した農業用施設の災害復旧工事費です。施工箇所は天城湯ヶ

島地区が１カ所、修善寺地区１カ所の２件でございます。 

  続きまして、261から263になりますけれども、林道災害復旧工事290万3,250円、これも平

成20年８月24日から28日、そして台風13号により被災した５カ所の災害復旧工事です。林道

上池線で事業費で199万4,000円、その他が４件でございますけれども、林道内の崩土除去で

ございます。 
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  林道施設災害復旧工事、繰越明許でございます1,389万4,850円。平成19年災の繰り越し工

事５件の災害復旧工事でございます。 

  263ページ、委託料105万円でございます。これも台風13号による被災で３カ所を災害復旧

事業で対応いたしました。修善寺地区は大野でございまして災害箇所測量業務、それから中

伊豆地区は筏場でございますけれども災害箇所の測量業務、同じく土肥地区小下田でござい

ますけれども災害箇所の測量と設計業務、これは３件を委託いたしました。 

  道路橋梁災害復旧工事、繰越明許でございます8,834万8,000円。土肥地区におきまして５

カ所3,460万5,000円、天城湯ヶ島地区２カ所5,247万2,500円。修善寺地区１カ所127万500円、

８カ所8,834万8,000円を実施いたしました。 

  道路橋梁災害復旧工事1,013万2,500円、台風13号による被災で３カ所を災害復旧事業で対

応いたしました。修善寺地区大野でございますけれども、先ほど申し上げました箇所で362

万2,500円、中伊豆地区が178万5,000円、土肥地区が小下田でございまして１カ所472万

5,000円、３カ所実施いたしまして合計1,013万2,500円でございます。 

  263ページから265ページにわたりますけれども、河川災害の復旧工事、繰越明許1,033万

8,900円でございます。中伊豆地区内堀田川河川災害復旧工事、城でございます。450万

7,650円、河川復旧延長22メートル、工種護岸工、附帯工事が47万2,000円ございました。修

善寺地区北又川河川災害復旧工事456万750円、河川復旧延長22メートル、工種護岸工、附帯

工事といたしまして79万8,000円発生しております。２カ所の河川災害を実施いたしました。 

  265ページでございますけれども、道路橋梁小災復旧事業223万4,400円、市単災害復旧工

事223万4,400円、これも台風13号による被災で災害復旧事業にのれない市単独の災害復旧事

業分で事業で対応した工事でございます。これにつきましては、修善寺地区が市道中里湯舟

線の災害19万9,500円、のり面復旧工が４メートル、同じく修善寺の岩ノ洞川災害でござい

ますけれども28万3,500円、河川復旧が14メートル、天城地区で中の沢排水路の災害55万

6,500円、護岸工11メートル、天城地区芦沢川災害73万5,000円、底張り復旧で16立米でござ

います。中伊豆地区で市道大幡野線災害36万150円、路肩復旧でございます。土肥地区、市

道本跨沢線補修９万9,750円、路肩復旧でございます。以上６件を実施いたしました。 

  以上でございます。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 続きまして、159ページでございます。 

  有害鳥獣捕獲事業といたしまして捕獲数でございます。伊豆市の捕獲数、平成20年度でご

ざいます。狩猟で1,028頭、有害捕獲が422頭、管理捕獲で507頭、合計1,957頭でございます。

伊豆地区全体でございます。狩猟が2,644頭、有害捕獲が1,030頭、管理捕獲で1,227頭、合

計4,901頭の報告をいただいております。 

  捕獲後の処分につきましては、狩猟の場合はほとんど猟師の方々が持っていかれるという

ような状況でございますが、有害捕獲につきましてはとっていただいた方が大体半分くらい

持っていっていただいておりますが、市で確保しております中伊豆の埋め立て処分になりま
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すが、半分くらい処分してございます。 

  それから、生息数でございますが、平成15年から18年にいわゆるふん、糞粒法という、エ

リアを決めましてふんの数を調べたということで、伊豆地域約２万頭でございます。18年度

末でおおよそになるかと思います２万468頭というような計算の中で、県では特定鳥獣保護

管理計画を策定しております。これはニホンジカの伊豆地域固体群に関してございます。年

間、平成23年度までに7,000頭の捕獲が必要であるということ。それから伊豆市では、それ

を受けまして伊豆市鳥獣保護被害防止計画というのをつくりまして、平成22年まで毎年600

頭、イノシシ200頭を駆除するといった計画でございます。 

  それから、有害鳥獣等の被害防止対策事業補助金525万4,000円につきましては、市内132

件の―ほとんど農家の方でございます―電気さく、防護さく等の補助でございます。こ

の事業につきましては10万円が上限というような形になっております。 

  続きまして、179ページになります。 

  観光施設整備工事でございます。達磨山観光施設改修工事121万4,850円、これにつきまし

ては、レストハウスの補修工事、カウンターの壁、クロスの張りかえ、フローリング等でご

ざいます99万7,500円。それからケビン中継ポンプが破損しまして修理を行っております。

１台でございます。中継槽内の汚泥の引き抜き等を合わせて21万7,350円というような支出

でございます。 

  名所旧跡整備工事462万2,100円でございます。３カ所の施設６件の工事を行いました。奥

の院阿字苑のベンチ３本になりますか、木の橋になります。コケの処理、それから池の掘削

といいますか埋め戻しといいますか、堰どめを行っております。それから恋人岬ボードウオ

ークの塗装工事になります。あわせて補修工事というような形。それから天城湯道ほたる広

場の補修工事です。これは転落防止さく等をやっております。３カ所６件で462万2,100円と

いうような形になっております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 再質問をさせていただきます。 

  これだけ私からいえば不十分ですけれども、説明できるんですから最初から説明書をつく

ってくださいよ。毎回言っているんです。なぜできないの。最初に言ったいわゆる千葉県で

問題になっている預けとか差しかえなんていうのは不透明だから起きるんですよ、当局の皆

さん、特に市長さん。透明にしてくださいよ、決算。決算を間違えば伊豆市はだめになるん

だ。ここのところの企業経営者いらっしゃいますね、一番大事なのは決算ではないんですか。

ぜひしっかり説明資料をつくって出してください。まだまだわからないこといっぱいあるん

だよ。再質問させてもらいます。 

  まず確認したところでね、繰り越し９億9,131万円、６月議会で説明したというようなこ
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となんですけれども、この時点ではもうできないということはわかっていたんですよね。こ

れ３月議会ではなかったの。それをわざわざ20年度予算に組み込んでいるんではないですか。

市長ぜひ説明してくださいよ、市長が。できないことを前年度の予算に組み入れたんだから。

あなたはね、伊豆市の財政見込み、決算、21年度137億で出しているんですよ、市長。現時

点でもう９億も21年度に入っちゃっている。もうスタートの時点で伊豆市の財政見込みは狂

っている。どう考えているのか、市長にぜひ説明していただきたい。 

  次の財政支出ね、これは５億4,000万、もうこれ制度が変わったということなんですね。 

  それではこれも聞きたいですね。これからこのあれはふえてくるのかどうなのか、その辺

の見込みをぜひ教えていただきたい。 

  まあ、以下の説明についてはもう全く私の希望していることには答えていないと言ってい

いぐらいだ。何を言っているかさっぱりわからない。ちょっとここ、まず幾つか、全部やっ

ていたんではちょっときょう一日あっても足らないからね、ちょっと代表的なものをとらせ

てもらいますよ。 

  環境美化事業、不法投棄ごみを集めているというんだけれども、最初に言ったと思うんだ

けれども、きれいになっているんですか、伊豆市はこれやって、100万近い金を使って。イ

タチごっこではないかと思うんだけれども、その辺、きれいになっていますというんならそ

れでいいですから、まず一つこれ答えてくださいね、131ページの環境美化事業。 

  次、139ページの粗大ごみ処理事業、この粗大ごみ処理機２つあるんですよね、伊豆市に

ね、まずそれ１点確認しますね、市民環境部長かな。鉄の切断機とそれから上のほうのごみ

の２カ所あると思うんだけれども、どっちをやったのか、確認したい。私の思い違いなら思

い違いでも結構ですから。 

  その次、年川処分場、これも余りよくわからないんだな。確認事項、残容量5,200立米と

いうのは間違いないですね。それから、ここの埋め立ては平成78年まで可能ということだか

ら今後約55年間もつということも間違えないですね。どのようなものを処分するのかと聞い

たら瓶とかガラスとかということになっていますから、いわゆる不燃ごみは私たちは今後55

年間問題ないというふうに考えていいのかどうか。 

  それから、この3,900万というのはこの処分場の拡張工事だったんだねというふうにたし

か聞いたと思うんだけれども、聞いていないかな。聞いていなかったらそれも確認したいか

ら教えてください。 

  次、155ページの県単農業基盤施設測量設計委託料45万1,500円、この内容を聞きたいんだ

な。どのぐらいのボリュームだったのか、そういう説明はなかったと思いますのでね。 

  次、161ページの治山事業、ここでも測量設計委託料がありましたよね、２カ所だという

ようなご説明のようだったけれども178万円、この内容を、僕は個々の事業について聞きた

いと言っているんだからね、ちゃんと教えてくださいよ。どこでどういうのを測量したのか、

今後本工事はあるのかどうなのか、教えてください。 
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  それから、161ページの林道整備事業でね、矢熊筏場線でさくをつくったというけれども、

僕は先日地震の後、ここを通ったんだけれども、そんなの見当たらなかったものでどこにあ

るのかね。僕はどこでやっているかというのを聞いているんだよ、聞きたいんですよ。工事

原材料なんていうのは全く幾ら使ったか、どこで幾ら使ったのかなんてさっぱり説明にない。

今はこの預けなんて大問題になっているんだからね、個々にちゃんと説明してくれないと何

に使ったかわからないですよ、不透明ですよ、当局側の説明は。 

  次に、179ページにも測量委託料というのがありますが、これはどうも土地の測量をやっ

て登記したわけですね、どこか。どこをやったんですか、何か８路線とかというような説明

もあったようだけれども、必要ならばあなた方は測量をして登記もやっているんだね。なぜ

こんなことを聞くかというと、一般質問のときに牧之郷のあれは境界が決まっていないとい

うようなことを言ったけれども、あれなんであそこ舗装していないか皆さん承知しているん

ですか。境界が確定していないから国はあそこを舗装してくれなかったんですよ。これから

問題、22年度からどうのこうのなんておっしゃっておったけれども、国へ行けば、あれは伊

豆市の責任で舗装しなかったんだと言われますよ。まして政権がかわっているんですからね。 

〔「議事進行」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 何、だれだ、今言ったの。 

〔「おれだよ」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 何、飯田君か。 

〔「議事進行」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 質問しているんだよ。 

〔「関係ないだろう、それ」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 何を言っているんだ、測量の問題を言っているんだよ。全くわかっ

ていないんだね。私は、伊豆市は何でそこを測量する必要があったのか質問しているんだ。

いいですか、必要があったってあなた方は測量しないんだ。土地の境界を確定をしない。市

民が困っているんだ。だけれども、あなた方は当局が必要なら測量して登記しているんでし

ょう。ちゃんと説明しなさい、どういう必要性があってこれをやったのか。 

  次、181ページ、指定道路台帳整備委託料、これどこに委託したんですか、お聞きしたい。 

  次、183ページ、市道整備事業、湯川橋云々ということがありましたけれども、湯川橋の

かけかえがこれ問題になっているんですか、内容について説明してくださいよ。湯川橋のか

けかえは考えていないのか、考えているのかね。全く議会がこれだから不透明なんですよ、

伊豆市は。 

  次、185ページ、天城北道路関連事業、今のこれ全体でどこまでいっているのかね、23年

度には工事が終わるのかどうなのか、供用開始できるのかどうなのかね、そのつもりでやっ

ていますだったらそれでいいです。お聞きしたい。 

  次、187ページ、天城北道路関連用地事業、借地料いろいろ説明あったけれども、借地料
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593万円という説明があったね。１万4,130平米、ここは説明では22年度完成ということだっ

たけれども、これはいつまでこの借地料は続くのか、もう今回だけで終わりなのか、それと

も開通してもまだ使いたいからというような計画なのかどうなのかね、いつまでこの借地料

は払わなきゃならないのか、お伺いしたいです。 

  次、188、189の河川維持改良事業にしろ急傾斜地崩壊対策事業にしろ、どこをやったのか

なんていうのはさっぱりわかりませんよ。急傾斜地崩壊対策事業は県なんですから、９カ所

県の工事だということだから、まさかここでは預けなんていうことはないかもしれないけれ

ども、県と市の結託なんていうのもあり得るかもしれない。ともかくね、透明性を高めてく

ださいよ、説明してください。河川維持改良事業、全くこれ皆目どこだったかわからなかっ

たな。 

  次、193ページ、地籍調査事業、何か飯田議員から変な質問あったようでね、牧之郷のこ

こは地籍調査をやっているわけですね。またあそこ遊歩道のあれ出しますけれども、地籍く

いは打った形跡なんか全然ありませんよ。そうすると牧之郷だけに限定しましょう。地籍調

査事業、牧之郷はどの段階まで進んでいるのかね。それであの遊歩道のところはまだ全く手

つかずなのかどうか、それ聞きますからね、ちゃんと説明してくださいよ。 

  次、修善寺駅周辺整備、どうも話を聞いているとね、まだまだ実際の設計図はできていな

いんですね。できているんですか。この事業には既にどのぐらいの事業費が投入されている

のかと質問したはずだけれども、全然答えていませんよ。設計の段階ですか、まだまだデザ

インの段階なのかね、もう、いや駅舎の設計図もできていますよとか具体的に説明してくだ

さいよ。 

  次に移りますね。次はずっと災害箇所ですね。箇所がわかっているんだったら具体的にど

こかというのを出してもらっても結構ですよね、全然わからないですよ。わかるような説明

及び資料をもって、例えば中伊豆で何カ所なんて言われたってわかりませんよ。議員の皆さ

んわかりますか。 

  あと一つあったね。ちょっと待ってね。この全然わからないで困るのはね、上船原数沢線、

これ20年度初年度ですよね。これなんかちゃんとどこからどこまでどういう工事をやりまし

たからという図面でもつけなきゃわからないですよ。これまだあと３年間続くんでしょう。

続かないんですか、それも含めて説明してください。道路部署で預け、差しかえなんて行わ

れたって後からチェックのしようがない。20年度はここをやりました、21年度はここをやり

ましたと。 

〔発言する人あり〕 

○１２番（森 良雄君） だれだ、20年度の決算説明はしっかりしろと言っているんだ。だれ

だ、今言ったのは。ちゃんと名前言え。 

〔発言する人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 何ですか、古見さん。 



－236－ 

〔「委員会付託もあるんですから」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 私言っているでしょう。委員会は審議するところだと、説明はここ

で聞きたいんだよ。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員は質疑を進めてください。 

○１２番（森 良雄君） きょう、数沢線で２回目の質問を閉じますから、お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいま質疑の途中ですけれども、ここで休憩をとりたいと思います。 

  再開を11時15分にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、私のほうから一言申し上げたいと思うんですが、設計委託料い

ろんなところでご質問あるんですけれども、伊豆市は行政は公平公正、透明性で頑張ってい

きたいと思っておりまして、声の大きい方の所をあるいは声の大きい地域を優先的にやると

いうことは伊豆市の行政としては考えておりませんで、市内全域に対して客観的に市役所の

担当のほうで整理をして優先順位をつけているつもりでございます。 

  それから、冒頭ちょっと繰越金についてございましたけれども、その一部は国からの交付

金、２月下旬についたもので、これは処置についての指示等もございまして、私どもやはり

国・県・市それぞれ役割を分担しながら全体としての行政を進めておりますので、そんなよ

うな制度を必ずしも市が全部単独でできないこともございますので、そのような制約につい

てはご理解をいただきたいと思います。 

  詳細についてあとは順番に、まず市民環境部長から再度ご説明を申し上げます。 

○議長（飯田宣夫君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それでは、ご質問のございました環境美化事業につきまして、

きれいになっているかどうかというご質問だったと思います。それは議員さんの見方、それ

ぞれいろいろあろうかと思います。我々としては今の状況の中で最大限頑張ってきれいにし

ていこうという気持ちでいるところでございますので、その辺はよくご理解いただきたいと

思います。 

  それから、粗大ごみの処理事業における機械が何台あるかというご質問だったと思います

が、リサイクル関係の機械については１台でございます。それから年川処分場の関係でござ

いますが、ここに森議員さん残容量５万2,000と書いてございますが、実質的には今までの

施設が３万6,000立米ほどございました。今回の拡張に伴いまして５万2,328立米ということ
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でございますので、約１万6,000立米が残容量としてございます。この55年はもつのかとい

うご質問だったんでございましたけれども、これは140立米を毎年という、いわゆる今現在

の量を積算しているわけですので、森議員さんを初め多くの方が量を減らしていただければ、

より長くもつと、多く出していただければ短くなるということで、何ともここで55年絶対も

つということはいえないということでございます。 

  それから、基本的にはこれは拡張工事ですので、先ほど言いましたように３万2,000立米

程度から５万2,000立米程度に変わったというご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 森議員さんから再質問をいただきました。ですけれども、ちょっ

とメモがとり切れませんでした。ただ、職員も２日間の間にほとんど徹夜をいたしまして、

この大量な質問に対して回答を真摯にまとめてきました。時間の都合もあろうかと思いまし

て、そのあたりは議員さんの求められているものにちょっと足りない部分もあったかもわか

りません。そういう意味で、再質問いただきましたけれども、また別の時間をいただければ

真摯にそのあたりをすべて公開できるものは公開いたします。その折にはぜひ今申し上げら

れた再質問の内容を紙にお書きいただきまして、私どもも対処したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それで、少し答えられるものだけ多少答えておきます。 

  牧之郷の遊歩道の関係なんですけれども、これはやはり国土調査が入りますので、ぜひそ

のあたりをご了解願いたいです。これは地籍調査以外に周辺の方々を集めまして境界査定を

そのためにだけやろうというとなると莫大な費用、相当な費用がかかりますので、それはち

ょっともったいないなと。我々としましても確かに緊急度が高いとおっしゃられております

けれども、現状のままでもそれほど不都合ではないんではないかという、そういう思いもし

ております。 

  それから、駅周辺整備のことなんですけれども、今までに約8,850万円ほど委託料等で費

やしております。工事、ハード事業につきましては23年度から26年度を、今現在では予定し

ております。ですけれども、今の段階で、いずれデザインがどうのとか構造がどうのという

段階ではまだございません。将来の何ていいますか、事業計画、我々の持っているイメージ

が事業費的には17億円程度というような予想はしておるんですけれども、これも皆さんにい

ろんな意味で説明していくために使っている数字でございまして、確定というような数字で

はございません。ですから、この辺もまだやりようによっては非常に変わってきますので、

一応目安ぐらいにちょっとお考えいただきたいと思います。では、事業年度は23年度から26

年度末を今考えておりますけれども、これにしても伊豆箱根さん、東海バスさんがあること

の問題があるものですから確定とはいえませんので、その辺をご理解願いたいと思います。 

  ではまた、再質問の件につきましては、よろしくお願いいたします。 
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○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 再質問させてもらいますね。質問内容についてはちゃんと出してあ

るんですよ。どこで何をやるのか、伺いたいんです。全部もう一回よく見てもらいたい。 

  では、市長さんね、公平にやっているとおっしゃっているんですけれども、ちょっとここ

で一つ環境美化事業、これでテレビなんか回収しているんですね。捨てれば回収するけれど

も、捨てなければあとは自分で処理するというと、これちゃんとルールを守っている人は大

変だと思うんですけれども、この辺どう思います。まずは１点ね。 

  次、粗大ごみ処理事業、そうするとこの粗大ごみというのは、いわゆる資源ごみというこ

とですから、鉄筋なんかを切断しているところの機械だというふうに理解してよろしいです

ね。それで、この機械を修繕したわけですよね。修繕したんではないんですか、粗大ごみ処

理機補修工事というのは57万7,500円のっていますけれども、これはどんなところを修理し

たのか。それから、だれが修理したのか、ここだけでお聞きしたい。粗大ごみ処理機補修工

事というのをね。 

  あと、牧之郷の話が出ましたけれども、湯川橋の説明はなかったですね。湯川橋のかけか

え、市道整備事業にはかけかえについては測量設計の中には入っていませんでしたか、これ

確認したいですね。 

  あと、牧之郷のことをまた聞きますけれども、ということは22年度までに上がるというこ

とをおっしゃっていましたよね。登記が、一般質問のときに22年度までにね。ということは

21年、22年度で少なくとも牧之郷の中央部分は登記は完了するまでやるというふうに理解し

てよろしいですか、ここでは全然牧之郷とおっしゃっていながら言っていませんけれども、

以上だけにします。お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） それではまず最初に、粗大ごみの関係をちょっと申し上げま

す。 

  いわゆるそのゴムローラー、いわゆる破砕機です、破砕機の中の関連しておりますベルト

コンベアー部分のいわゆるゴムの部分、これに穴があいたということから、今回補修工事を

させていただいたと。業者につきましては、建築設計工房ワンナップという会社でございま

して、以前より当施設へ出入りをしている業者でございます。 

  それから、２点目の環境美化の関係で正直者がばかを見るような、こういう言い方をされ

ましたけれども、基本的には私はモラルのある方、森議員さんのようにモラルのある方がふ

えていただければ、非常にこういった業務は減るというふうに考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 地籍調査でございますが、牧之郷の遊歩道の付近は、これは牧之

郷の駅周辺地区になりますけれども、この緑ヶ丘の何ていいますか南側といいますか、それ
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から飯田工業のほう、そして議員さんがちょっと気になされているこの遊歩道の付近、そし

て室久土橋ぐらい、この地域の22年度末終了を予定しております。 

  それから、牧之郷につきましては、その後グラウンドがございますね。あちらと沖ノ原の

それ以後に入ってくる予定でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 湯川橋の件は。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 湯川橋の件なんですけれども、今年度は基本設計に21年度に多少

入って、地元の方たちと事業の説明等ができる範囲の資料づくりということでございますけ

れども、我々担当としましたら地権者と話がうまく進むようでしたら実施設計、詳細設計の

ほうの作業をなるべく早く進めたいと思っています。とにかく補償費の算定です。代替地に

関する補償費の算定なんですけれども、このあたりをできましたら年度内にやりたいなとい

うような考えは持っております。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  続いて、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第61号 平成20年度一般会計歳入歳出決算の認定について６点

にわたってお尋ねします。 

  まず第１、現年の住民税、滞納を入れますとなかなか状況がわからないものでそれは横に

置いておいて、いわゆる平成20年度住民税がどうなったのかということを、やっぱり私は市

民の台所事情や事業者の経営状況を把握する一つの指標になると考えておりますので、20年

度どのように見ているのか、お願いします。 

  ２つ目です。荒廃した山を守るために森林振興というのをずっとやられているんですけれ

ども、これをどのように総括したでしょうか。今もちょっと論議になりましたけれども、森

林整備、それから有害鳥獣対策、これは逆にいうと別ではなくて有害鳥獣対策そのものは、

やっぱり森林整備するに当たって私は一体的な形で考えていますのでね、その点を毎年やら

れていることなんだけれども、20年度どのように総括したのか。 

  ３つ目です。農業振興です。市民農園事業の取り組みなど、市民にとって重要な施策の一

つと私は考えておりますけれども、グリーン・ツーリズムや地産地消推進事業、それから額

そのものは本当に少ないんですけれども、耕作放棄地図作成等々いろいろと19年度から20年

度にかけてやられてきた経過がありますけれども、これらについて20年度のこの辺の地図作

成等々の活用はどうだったかなどについての総括をお願いします。 

  ４つ目です。これも同じく伊豆市にとって重要な産業の一つである観光振興事業、さまざ

まな事業をやられてきました。詳細は、大枠でとらえて質疑やりたいと思いますので、全体

として観光振興をどのように総括しているのか、お願いします。 

  ５つ目です。昨年６月議会の所信表明で、今回の決算認定というのは前市長が立てられて、
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そして新市長、菊地市長が６月からやられたということですから、その辺の当初の予算との

兼ね合いは当然あるんですけれども、所信表明のときに市長が、行政機構の効率的配置のた

め部を本庁に集約する方針ということを打ち出しました。そのときに支所機能についても言

及されましたけれども、当然支所の決算が全体として約6,880万あるわけですけれども、こ

れを執行するということに、執行したわけですけれども、当初のそういうみずからの支所機

能をどうしたいというところとの兼ね合いが当然出てくるものですからね、その辺について

お願いします。 

  最後の質問は６点目です。同じく所信表明について、子供の安全を守るために学校、幼稚

園、保育園への職員の配置、さらに通学路の改善ということを述べられました。決算書を見

ましても、詳細のことについては、いわゆる款項については議会として議決権があるわけで

すけれども、さらにこの細かなところというのは、当然それは執行側の中である程度融通が

というと変ですかね、基本はその説明欄の中に予算は積み上げられていくものですけれども、

でもそこまで１円たりとも動かすなという立場は私は持っていませんので、そういう立場か

ら見ると最後のこの通学路の改善のところはちょっと決算見る限りでは見えなかったもので

すからご説明をお願いします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答えを申し上げます。 

  詳細については各部長から答えさせますけれども、まず税にかかわるところ。当然これは

伊豆市の基礎体力のところをあらわしておりますので、特に市の場合には市民税のうち住民

税、それから固定資産税の視野が非常に高くなっておりまして、ここが下がる傾向がとまら

ないということに、特に大変憂慮をしております。 

  それから、２番目、３番目、４番目につきましては、林業、農業、それから観光業、これ

はやはり不可分でこれらを合わせた総合産業としての観光政策というものを、やはりしっか

りつくっていかなければいけないだろうと。昨年もそのつもりでやってきたつもりでありま

すけれども、まだ体制も整っていない。まさに話を始めたところでございまして、これは効

果が出るまでもう少し時間がかかるだろうなという気がしております。観光協会の法人化あ

るいは農業法人をどのようにつくっていくのか等々を今検討しているところでございますの

で、22年度からおおむね皆さんで基本方針を話し合っていただき、効果が出るまでやはりも

う少し時間がかかるだろうと考えております。 

  それから、昨年６月の所信表明で本庁及び支所機能のことについて申し上げました。やは

り本庁は全体の効率性からいって、市役所が機能的に動くためには、あるいは議会との関係

をより緊密にするためにはやはり集約させていただいたほうがいいだろうと。ただその際に、
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市民の皆さんが通常の市民生活であれば支所で事足りるということは、やはり機能として残

しておくべきだろうということで考えてまいりました。特に本庁と時間距離の大きい土肥地

区においては、やはりある程度独立的な機能をもたせざるを得ないということで、この４月

から職員を増員し、また一定の機能を付加をしてまいったわけでございますが、現時点で見

ても、やはり少し土肥は機能が足りないのかなという気がしておりまして、22年４月からま

たどのような体制でやっていくのか、今検討しているところでございます。 

  それから最後に、学校、幼稚園、保育園の問題で、これは私はまだ当時現場を詳細に見る

前に、特に幼稚園、保育園はほとんど男性職員がいないものですから、力仕事と警備で必要

だろうということで、就任早々各保育園を回らせていただいたところ、余り必要性を感じて

おりませんと、現場のほうから。というのは、伊豆の保育園、幼稚園というのは非常にいい

環境で住宅地に囲まれて、地域の皆さんから守られていると。それからちょっと力仕事を屋

根の仕事が必要なときは、市役所のこども課がフットワークがよくお手伝いいただけるもの

ですから、むしろそのときは、そういうことでしたらとにかく保育士をふやしてほしいとい

うことが、どの保育園からもご要望があって、これは別の加配が必要になりますので、そち

らのほうで今どうしたらいいのかなということを考えているところです。 

  また、幼稚園、保育園あるいは学校の通学路についても、これまだ具体的な措置はしてお

りません。ただこれから小学校を初めとして、長い通学距離をどうするか。これは教育委員

会のほうでお伺いいただいているんですが、その先はまだ実は議論は全然成熟していないの

ですが、私は伊豆市のこの地域と、それから各世帯の現状を考えますと、やはり保育所、幼

稚園の集約、それから通園というものも、本当にすべて親が送り迎えしなさいということで

いいのだろうかと。それは現行制度ではなかなか難しいんですが、伊豆市の特殊事情を考え

ると、お兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒にバス、もしくはスクールバスに乗って一緒に近郊の

保育園、幼稚園、これ方向が同じであれば、そんなことも将来的には考えるべきなのかなと、

こう思っています。ただ、これは市民の皆さんあるいは市役所の中でまだ検討しておりませ

んので、通学路については、今の学校再編成の中で検討している以外のことについては、ま

だ着手をしておりません。 

○議長（飯田宣夫君） それでは、補足説明を、初めに市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） 木村議員さんの最初の市民税の関係でお答えをさせていただ

きます。このご質問があった段階で現年度分に関するいろんな検証をしてみました。個人市

民税の納税義務者数が前年対比で、これは調定レベルの話なんですが、364人の減という状

況。それから前年度の特徴分、これ４月、５月分の税源移譲前の低税率であったということ

もあって、収納額においては20年度で2,349万2,000円の増というふうになっております。こ

れは個人の関係ですが、法人市民税は景気の悪化等によりまして前年対比55社の減と。収納

額で4,669万4,000円の減となっているという状況です。 

  ただ、この個人市民税の場合も、先ほど言った税源移譲前の税率のいわゆる４月、５月分
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の繰り越し分があるわけですが、それによってふえたという経緯はあるでしょうけれども、

今後ちょっと中身を絞り込みますと、所得割が非常に減っていく傾向になっています。とい

うことは、かなり経済状況が悪いのかなと、個人所得が少ないのかなというようなことが見

てとれるのかなと。もう一点、これは今年度の補正にちょっとお願いした経緯があるんです

が還付金です。これが非常にふえてきている今現状でございます。 

  という状況を踏まえますと、こういった傾向が今後も続くのかなという悲観的な考えで申

しわけございませんが、そんなような感じを持っております。そういった状況を踏まえなが

ら、我々としますと収納率もちょっと落ちている状況がございますので、今後担当部局とし

ては景気の動向に関連しながら、収納率の低下だけは避けたいなというようなことは考えて

おります。 

  いずれにしましても、社会情勢こういう状況でございますので、この市民税においてはか

なり厳しい状況が生じてくるんではないかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） それでは、私のほうから３点ほど。 

  議員ご存じのとおり、森林整備事業というのが今日本の国、非常に大切なことということ

の中でとらえますと、今できることは何かということを検証していきたいと思います。整備

事業につきましては、昨年度の場合、森の力再生事業、これは県のほうで届けてやります。

それから流域育成林整備事業で、静岡林業再生プロジェクト、それから伊豆市の森林整備事

業、これによりまして間伐を行っております。昨年度の実績が79.82ヘクタールということ

で処理、下刈り、造林、このほかに、間伐のほかにやってまいりました。まずは森林、美し

い森づくりをすることがまず第一の肝要かと思います。おのずと観光、それから環境と美し

い森が果たす役割というのは大きいんではないかなというふうに考えております。 

  この間伐の実施につきまして、一番問題なわけです。森林組合、それから民間の林業の従

事者、林業者です。それから建設業者が一部参入していただいております。労務班の人数と

いうのはまだまだ少ないように感じておるわけでございます。伊豆市には人工林が１万

1,600ヘクタールございます。去年の実績が80ヘクタールでございますので、かなりの時間

がまだただいな労力、多大な時間がかかるわけでございます。継続して労務班をふやしなが

ら美しい森づくりを進めなければならないというふうに考えております。 

  また、林業が林業ビジネスという形でひとり立ちすることが肝要かと思います。そんな中

で柱材、伊豆市、伊豆木材の柱材や木質バイオマスチップ、繊維、合板等々生産林業ビジネ

スをこれから検討したり研究したりしなければならない。そのためにやっぱり林家にどれだ

けのもののバックが行くかということを検討する必要があるかと思います。現在まで木質バ

イオマスという形で利用検討をしておりますが、搬入単価、それから経費を計算すると、ま

だまだ検討の余地が相当ある状況でございます。 
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  今後も伊豆美林をつくるため継続して間伐をまず実施する、間伐材の搬出事業に取り組み、

搬出木材の有効な換金化方策の研究を展開していくということが重要かと思っております。 

  おっしゃられるように、有害鳥獣事業、これも美しい美林をつくるために非常に重要な事

業でございます。先ほど数字申し上げましたが、農業に関しては132件の防護さく、個人の

方々です。これも毎年続いておりまして、もう５年目になります。まだまだ農作物の収穫期

には被害を受けております。これも継続して行っていく必要があるかと思います。 

  それから、猟友会を中心として捕獲隊が設置してございまして、先ほど捕獲頭数は申し上

げましたが、まだ4,000頭でございます。県の計画ですと7,000頭という計画、3,000頭足り

ないと。足りないということはその3,000頭の半分が腹に子を持って、その分だけふえてと

いうことで、現況数についてはほとんど変わりがない状況でございました。これらも猟友会

の方々もだんだん人数が減っております。静岡県内すべての猟友会といいますか、狩猟をや

っている方々のご協力を得ながら伊豆市、伊豆地域の捕獲適正規模というものに近づけるよ

う捕獲をしていきたいというふうに考えております。これからは銃以外の捕獲も展開をしま

す。わなです。わなの捕獲を図るべく講習会等を開催してご協力をお願いするということに

しております。 

  続きまして、農業振興でございます。平成20年度におきまして特産物の普及を兼ねまして、

弘法芋、それから大豆等々伊豆市内にある産物を使った調理実習を行いました。これには生

産者の方々も一緒になってお願いをして、特に湯ヶ島小学校の６年生ですか、調理講習会と

いうことでやりまして試食会を開催いたしました。加えて地元の食材を給食に取り入れると

いう中で、５月より月一回地元産品を使った給食献立を設けていただきました。 

  それから、特産品のシイタケでございます。きのこの総合センターできのこ祭というのを

やっているわけでございますが、継続して試食会なりアンケートを実施しております。シイ

タケの消費拡大の参考にしてこれから進めていきたいと思います。 

  また、伊豆市内に22部会の農業振興会がございます。特に特産物、それから一般野菜、振

興作物等を研究しております。その中で市内23カ所の朝市、直売所がございまして、市内の

方はもとより市外の方々にも朝どりの完熟した新鮮な野菜の販売をやっているわけでござい

ます。これらについても農業振興というんですか、農作物の換金化に向けてバックアップを

展開する必要があるというふうに考えております。 

  また、７カ所の市民農園がございまして、158区画が満杯の状態であります。遊休農地の

図面もできました。集積された遊休農地を利用しまして地域の農業者の方々、それの協力を

得て新たな市民農園なり遊休農地の活用をこれから考えていくべきではないかというふうに

考えております。 

  それから、これだけでなく耕作放棄地対策といたしまして、数字的には青地が120ヘクタ

ール、白地に関しては180ヘクタールを確認しております。本年度は緊急雇用対策事業によ

りまして、草刈り、伐根、耕運、種まき、景観作物が中心になろうかと思いますが、そうい
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うものをことしは実施しております。この実施した土地が所有者の方、地域の方々の組織が

継続して管理していただけると遊休農地の解消につながるんではないかというふうに期待し

ているわけでございます。本年度は特に国道沿いの遊休地、土肥の小下田付近が中心になる

かと思いますが、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

  続きまして、観光事業でございます。市長のほうからるる説明があったかと思います。そ

んな中で平成20年度につきましての状況を見ますと、伊豆市の入り込みとしまして358万

1,000人、それから宿泊者が86万4,000人、日帰り客が271万7,000人というような報告を受け

ております。いずれも前年対比10％くらいの減というような形になっておるわけですが、世

界的な不況の中からの落ち込みというような形で影響を受けたのではないかなというふうな

ことを考えております。市内の観光施設でも閉館したり撤退したりというような施設も見ら

れる現状であります。またやむなく事業を縮小している施設も多いわけでございますが、こ

ういうときこそ観光施設には一番大切な、お客さんをおもてなしする気持ちというのを向上

させていただいて、お客様をお迎えすることがいいのではないかなというふうなことを思っ

ております。 

  そんな中でも、新規に参入した経営者の方々、それからいろいろな工夫をして職員の醸成

をしている宿泊者の方々があります。その方々より多くの宿泊者の方を獲得しているという

ことで、そういう施設も少なくないと思っております。 

  それから、これからの観光についてでございますが、温泉を武器にコンベンション、それ

から団体旅行による誘客の方策、方法を今までとってきていたわけですが、これからは体験、

それからリラクゼーションなどのコンセプトに、ほかにはないものを演出して魅力に育て、

観光施設中心からの誘客を脱却して、自然を生かしたもてなしの工夫や農林漁業と共存した

プラン、既存のスポーツ施設の充実と高度利用、伊豆市の資源を生かし伊豆市ならではの魅

力ある商品を創造して誘客につながる工夫が必要かと思っております。 

  議員おっしゃるように、昨年度もいろんなイベントを行いました。各１年間土日はほとん

どイベントが行われたと言っても過言ではないと思います。こういうイベントが将来誘客に

つながることを期待しておるわけでございます。観光産業というのは伊豆市には重要な産業

であります。振興事業として２億円程度でございますが、まだまだ伊豆市のよいところのＰ

Ｒが必要と思っておりますし、本年度から外国からというか、特に東アジアの観光客のルー

トがつながりました。これからもいろいろな観光商品を提供して各業者、関係業者が意欲を

引き出すことで、伊豆市の観光は必ず回復できるんではないかなというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  木村議員。 

○２０番（木村建一君） 木村です。 
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  質問した順にまた再質疑をいたしますけれども、いわゆる税をどれだけ納めたのかという

ことが本当に冒頭お話ししたように、市民の生活と営業やっている方のバロメーターになる

と思うんです。それで、いわゆるそういうふうな税源以上とかって途中で住民税がふえるよ

うな仕組みになってきたんだけれども、結果的には個人のはそれほど変わらないと。法人が

落っこちちゃったと。もう聞きますと、きょう初めてわかったんですけれども、55社がいな

くなっちゃったということなもので、市単独で市民税と法人税をどう上げるかということに

相当苦労がね、今の経済状況であると思うんですけれども、１点だけお尋ねしたいのは、私

福祉環境関係やっているもので、ここでは総括質疑やらないもので、委員会のほうでやりま

すけれども、全体として結果、振り返ってみてこういうとりわけ所得割は今後ますます部長

の話でマイナスであるだろうといったときに、そう総括したときに決算というのは来年度に

向けて、では伊豆市の財政どこにどういうふうに割り振っていくかは大事なところだと思う

んです。もしそういうことがないならば、去年並みにやればいいわけですよ。財政が減れば

10％カットしていけばそんな楽なことはない。そうでなくて、やっぱり市民の生活とか営業

を守っていくというところの立場に立ったときに―極めて高度なちょっと質問ではないな、

普通どおりですけれども―どういうふうにやっぱり感じられているのか、総括して来年度

何を生かしたいのか。当然総括が中心ですから、来年度予算どうするのという聞き方しませ

んけれども、その辺はどのようにお考えになっているのか、決算を見た状況の中でお尋ねし

たいと。 

  それから２つ目は、いわゆる県のほうが森林税を取りましてね、それとの兼ね合いで去年

からですか、森の力再生事業ということでヘクタール自体は全体としてはふえてきたと、全

体としては県のあるんだけれども、私は今言われた建設業者が参入してくるのが少なかった

とかというお話なんですけれども、いわゆる今年度総括している中でどんな取り組みをして

のかということが大事だと思うんですよ。将来に当たってどうするかということは部長のお

話、中心にお話聞いて、ああこんなことを考えているのかとわかったんですけれども、実質

的にでは伊豆市としてとりわけ私は有害鳥獣との兼ね合いでいくならば、シカ、イノシシが

悪いわけではない、別にね。そういうふうにさせちゃったのはやっぱり人間だと思うんです

よね、私はね。どんどん農作物を荒らすようにしたのは。私は山を守っていくというところ

から見たときに、荒廃した山を守っていくということで全体的にはすぐできないんだけれど

も、とりわけ里山との住み分けをどういうふうにしていくのかというところが、やっぱり私

は一つの大事な要素かなというように思いながらずっと見ていたんですけれども、今年度平

成20年度にどのあたりを重点にして荒廃した山をやられてきたのかなというところが少し見

えないものですからね、その辺をお願いしたい。 

  それから、農業振興の関係についてお尋ねしますけれども、前からそうなんですけれども、

農業振興会23団体入って、去年もそうでしたがいわゆる商品開発だということの研究をずっ

とやられていると、やりたいと、市長が言われるようにいろんなものをつくり上げていきた
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いということの私は重要な要素はここに入っているんだなと。いわゆる補助金もらいながら

やっているわけですけれども、ちょっとその姿がこの20年度の総括の中で、きょう現在はち

ょっと見えないんです。では、具体的に商品開発ってすぐにできないんだけれども、では、

どんなことをこの平成20年の中でやられてきたのかお答え願いたいなと思っています。 

  それから、耕作放棄地、これもすごく額的には平成18年度耕作放棄がどれくらいなのか、

その調査するための図面を作成するために約16万円ぐらい使ったと。そして今年度は今度は

これを地図を作成するんだということで決算になっているんです、約100万ぐらいで。それ

で、地図を作成するような状況で来年度、いわゆるもう始まっているんだ、来年度21年度が

始まっている。その姿が見えているのかどうかね、どこまで来たのかちょっと見えない、そ

この地図作成がどう生かされてきたのかと、生かされようとしているのか、今後。そういう

地図がつくられたのかどうか、お願いしたい。 

  それから、地産地消というところでずっと前から言われていて、節の中に地産地消という

ことは一つの項目になりました。伊豆市としての重要産業の一つとして位置づけたなと、こ

の決算、予算見てもそうなんですが、去年も聞きました。地産地消をやっていくときに私は

大事なところは、市長も常々言われているやっぱり働き手をつくる。とりわけ若者が本当に

そこに参入できるような、いわゆる職場をつくるという意味もあるんだけれども、これは将

来に向かってですけれども、20年度を総括してお尋ねしたいのは、これは米から大豆への転

作ということで国のほうから補助金があった。でも今はないんだけれども、去年かおととし

あったからすぐに切るわけにはいかないからということで、大豆の出荷に対する補助金等々

については市のほうから単独事業としてこれ約100万円ずつやっているわけですね、毎年大

体。 

  それでは、その地域産業おこし、いわゆる地場産品をおこしていくといったときに、大豆

だけではないでしょうと去年も聞いたんですけれども、ビワがあったり弘法芋も何かなかな

か専門家のつくっている人は大変難しいらしいんですけれども、でも大豆だけではなくて、

大豆にそれだけの所得補償というか、やっぱり頑張れよということで支援しているならば、

ほかの主要農産物すべてとはいかないまでも幾つかん品目をきちっと定めて、やっぱり大豆

と同じようにやられていくのかなと思ったんですが、その辺の総括をなされていますから。

予算のときにちょっとその辺を聞いたはずなんですけれども―12時になってきましたけれ

ども―幾つか、農業おこしとか産業おこしは僕はすごく大事にしたいものでちょっとお尋

ねしたい。 

  グリーン・ツーリズムをどう評価されたのか。多分冒頭に質問していますよね、グリー

ン・ツーリズム、なかなかこれは中伊豆からは広がっていかないですね。構想は６年たって、

私が中伊豆町時代からあれはすばらしい取り組みだなと。都会の子供たちが来てお互いがよ

さをわかり合う。田舎はだめだではなく、田舎のよさもわかっていこうと、それはだれが教

えてくれるかというと、都会から来たそういう子供たち先生たちをやっぱり、もう私手記も
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読ませてもらったんだけれども、だから自信持って私は農業をやっていけるそういう素地も

できるのかなと思っているんですが、その辺をお願いしたい。 

  それから最後に、観光振興事業に去年、おととしから振り返ってみますと、全部、いろん

な事業をやったり補助事業、この中に補助金がたくさんあるんですけれども、トータルとし

て平成18年度にこの観光振興事業って8,590万なんです、決算は。それで、平成19年度8,120

万円、減っているんだけれども、この中には576万という修善寺温泉・開湯1200年記念祭と

いう事業が19年度行われた。減っているんだけれども、それだけ事業をやった。そして今年

度の決算を見ると8,617万円、３年間だけ振り返ってみると一番高いんですよね。別に高い

原因を私は今回聞くんではなくて、後でゆっくりと調査をしたいし意見も聞きたいんですけ

れども、全体としてそれぞれ補助金事業どんどんやっているときに、ではそういうさまざま

な団体が何を取り組もうとしてきたのかというところ、やっぱり私は大事なのかなと思って

いるんです。当然観光政策、きちっと打ち出しながら、それぞれの諸団体とやっぱり行政側

がその団体にできないところをさまざまな情報を持っている、行政側が専門的な立場、ほか

からいろんなことを学んできてそこと連携をとって伊豆市の観光業に役立てていくというこ

とを私はすごく大事なことだと思うんですが、その辺のところはちょっと見えないんです、

残念ながら。とりわけ市長のほうから補助金のところがどうあるべきかということで一般質

問の中で、議会側にもぜひ検討してくれというお話があったんですけれども、その辺の補助

金をたくさん、たくさんと言ったら失礼だけれども、あちこちあるんだけれども、とりわけ

観光には一つの観光立市としての重要な施策としてやっぱりやっているんですけれども、き

ちっとそれ総括していかないとやっぱり次に発展性がないというふうに私は思っているんで

す。その辺は全体としてより個々の問題でいいです。それはまた委員会のほうでやられるで

しょうから全体としてどうだったのかということ。 

  それから、ちょっと支所機能について土肥のことは述べられましたけれども、前は市長は

就任早々のときには、支所についても権限を持たせてというふうなところというふうに私は

受け取ったんですよね。そうすると、今お話、私がやった全部の支所のその額が、だれが執

行されたのかといろいろ聞きますと、支所長には権限がどうもなさそうで、それで常に、そ

れはシステムはいい悪い別に、お伺いを立てなくちゃならない。そうすると特に支所という

のは、市長言われるように市民にとって窓口もあるでしょうけれども、さまざまな要求をし

てきたときに、地区の、旧町ですよね。別にセクトではなくて話をしやすいと。ましてや現

場をやっぱり一番よく知っている方々が支所長とか配置されているわけですよね。場所はど

こだってならないわけですよね。そういったときには、やっぱり支所機能というのは私はそ

ういう意味で、地元のさまざまな事業をやってほしいことをすぐに役立てていく、すぐに実

行していくシステムという意味で、どのように総括されたのかなと思います。 

  それから、所信表明というのは私は大事にしているんです。結果としてそういうふうに就

任早々ですから、職員の配置、男性職員の配置といっているけれども、見ているとそうでも
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なかったということは当然あり得るでしょうけれども、でも私はちょっと気がかりなのは通

学路の改善というのは述べられましたけれども、その点はその後だよと、今からだよという

ことをお話はその点では重く私は受けとめますけれども、その辺はやっぱりなかなかさまざ

まな課題があって、この辺については検討はされなかったということですか、20年度の中で。

お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） １つ目の全体の経済水準といいますか財政収入が減っていく中でどう

するのかと。これは私はこういう状況で、要するに人口が減っていく、当然人口が全体とし

て減っていけば産業は収縮していきますから、それはもうやむを得ないと、それを前提条件

として全体としていわゆる優しい政策といいますか、全体に負担を少なくなるようにして将

来の人口減少、産業縮小に備えるということもあろうかと思います。ただ、私は伊豆市の立

地とか今潜在的な可能性とか魅力とかを考えたときに、まだそこで頑張る潜在的な能力、可

能性は私はあると思って、そこで大変申しわけないんですが、負担は皆さんに可能な限り公

正公平に負担をしていただき、そして将来のところに投資を集中したいと。その産業政策の

ほうはまだどこに投資をするかというのは、まだ見えてきませんので、そこで子育てにはお

願いをしたいということで、出産準備金をお願いしたり医療費をお願いしたり通学費をお願

いしたり、こうしているわけなんです。 

  ですから、今私が明らかに将来のために投資をできると自分で判断して20年度でつけさせ

ていただいたのは、その子育て支援策のところなんですよ。そのほかのところは私が市長に

なったときに一番感じたのは、４町合併のときの旧町のあつれきと不公平感が非常に強かっ

た。それから合併のときの宿題が済んでいなかった。したがって、個々の事業に行く前に、

まずは市内のあつれきと不公平感を払拭するということ、それから合併の宿題をやるという

こと、夏休みの宿題をしないと２学期に入れないわけです。そこを今一生懸命させていただ

いているわけです。 

  それで、なぜ林業とか農業とかの具体的なところがいかないかというと、その宿題が終わ

らないと将来のほうに進めないわけです。今私の脳みその中では８月30日か31日でいるわけ

です。ここで宿題が終われば９月１日に学校へ行きたいとこう思っているわけです。そうし

ないと、やはり総合政策ですから皆さんと相当話をして納得していただき、第一当事者であ

る事業者の皆さんにみずから動いていただくことはできないと思うんです。それで、なぜ農

業と林業と例えば地産地消なんかは、まさに農業観光連携なんですが、土肥のおいしいもの

は地元で使われずにマーケットに行く。狩野川の天然アユもマーケットに行ってしまって、

あるいは友だちに行ってしまって地元では買ってきた養殖のところを使っている。野菜は集

めるシステムができていないものだから、それから例えば農協さんの農の駅で一回朝持って

いくともう売り切れようがどんなに売れようが、もうわしはこれでいいということで追いか
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けてまで行くことはない。そうすると、旅館さん、飲食店さんのほうは今このダンピング競

争の中でここのいいものを買うだけの体力がなくなりつつある。それから野菜のほうはニー

ズはあるんだけれども、集めるほうの仕組みができていない。そうするとこの関係する皆さ

んに地元のいいものをまず使おうと、使うためにどういうふうに集めようかというところを

一回相談して、認識を統一していただかないとこれはできていかないんです。したがって、

それは２学期の私の宿題として今から考えて、できれば22年度の当初からは話し合い、しっ

かり話し合える場をつくっていきたいと、そういう段階でやりますということを申し上げて

いるわけです。 

  それで、グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズムのほうは非常に局所的で、そしても

う一つなかなか収益に直接つながらないものですから、少し二の足を踏んでおられるところ

があると思うんですが、それは総合産業としての観光であれ、グリーン・ツーリズム、ブル

ー・ツーリズムであれ、やはり収益につながっていかないと続いていかないと。イベントも、

イベントの目的はお客様に来ていただくことですから知っていただく。その後、ここはいい

ところだなと、ではまた来ようかというところに次の収益につながなければ、やはりイベン

トをやる意味はないというところで、そのイベントをいかがなものにすべきなのか、まちづ

くりはいかがなものにすべきかというところを、今まさに話を始めているという状況なんで

す。 

  それから、支所につきましては、支所長のところは私は今ちょうど率直に申し上げて判断

しかねているところです。やっぱり地域の皆さんの要求になるべく早くこたえたい。権限を

持っている方がなるべく即答して措置をしたい。そうすると、天城湯ヶ島、土肥はちょっと

そちらでいこうかなと思っているんですが、天城湯ヶ島支所長と中伊豆支所長を部長級に戻

すかということが出てくるわけです、組織として。それで、これは大変職員に苦しい思いを

我慢してもらって部長を減らし課長を減らした後で、もう一回１年後にまた部長の数をふや

すということに、私自身が非常に今悩んでいるわけです。ただやはりそこまで処遇等、ステ

ータスを与えないと権限も一緒に与えるというのは、その支所の例えば将来の天城支所の人

数があるかにかかわらず、やはり権限と職責というのはおおむね一致していなければいけな

いわけですから、そこを今どうしようか、どうしたら一番いいんだろうかというところで、

年内いっぱいもう少し悩まなければいけないのかなと、こう思っております。 

  通学路のところについては、正直申し上げてまだ着手はしておりません。ただ何カ所か大

変子供さんが歩くには危険な箇所があることは承知しておりますので、これも学校再編の教

育委員会のほうの作業と並行して、私どものほうでも検討させていただきたいと思っていま

す。 

○議長（飯田宣夫君） 補足説明が必要だと思います。 

  観光経済部長、振興会は何をやったかということと、放棄地図がどうなっているのかとい

う話と。 
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○観光経済部長（鈴木誠之助君） まず、林業のほうの荒廃した山林がどうなっているかとい

う中の対策でございますが、先ほど自分ちょっと間伐のことしかお話をしなかったわけです

が、いわゆる民有林の間伐事業、それから人工造林事業、それから下刈り、原木苗の植えつ

け、それから防護さく等々の事業を森林総合整備事業でやっております。これについてはシ

カと追いかけごっこになるといったイメージではなく、事前に防護さく等は植生の低いとこ

ろについては防護さく等をお願いするというような形で進めていきたいというふうに考えて

おります。 

  それから、農業振興会でございますが22部会ございまして、今までずっと振興作物という

位置づけをとって、まずは生産量の確保といいますか、増大を図っていただきたいという中

で、市特産物でありますシイタケ、ワサビ、これが中心になるわけですが、その他の作物に

つきましてご存じのとおり本年度タケノコ部会でタケノコの水煮を再度行いまして、そうい

うような中でちょっと活動が低調なところもございます。それから弘法芋につきましてはか

なりの人たちが面積拡大をしておりまして、これらについてもどうしてこれからその産品を

商品として売るかということを進めてまいりたいと思います。これは農業振興会の人たちと

一緒になって考えていきたいと思っております。 

  それから、地産地消事業でございますが、今まで協議会を開いて検討してまいりました。

これについては生産農家の方々、流通の方々、使うほうの方々を入れて協議をしてまいって

おります。特に使う方々、旅館の板前さんを中心にお願いしているわけでございますが、ぜ

ひ弘法芋、ワサビ、シイタケについてはいろんな手法がございますし、いろんな料理方法が

ございますので、消費拡大につきまして検討していっていただきたいというふうに考えてお

ります。 

  それから、地産地消の中の大豆でございますが、昨年度９トン収穫がございました。大豆

については特に遊休農地、面積的に集団化になりました遊休農地を、遊休農地というとおか

しいんですが、作付放棄地につきまして大豆を植えて有効に使うと、高度利用するというよ

うな事業を行っているわけでございます。中伊豆中心、今は田代まで広がっております。そ

んな中で輪作といいますか、隔年同じ圃場が使えないような状況に今はなっておりますので、

これも今後続けて大豆を生産し、ご存じのとおり季多楽のほうでお豆腐をやっております。

これについては農の駅、それから直売所でも使えるような形にしてありますので、伊豆でつ

くった大豆を原料にお豆腐を使っていきたいというふうに考えております。 

  それから、グリーン・ツーリズムでございます。市長からのお話のとおり、中伊豆中心に

やってきました。伊豆を売り込むといいますか、キャンペーンを張っていろんな事業をやっ

ておりますが、同時に観光事業、観光イベントとして中伊豆ではグリーン・ツーリズムとい

うような形でツアーをやっているわけですが、例えば天城地区では紅葉狩りツアーともみじ

まつりというようなことを同じような形でやっております。これもグリーン・ツーリズムと

いえるのではないかなというふうな気がします。先ほど申し上げたとおり、これからは施設



－251－ 

に呼び込むんではなくて、いろんなイベントの中で農業、林業、いろんなものを体験しなが

ら、グリーン・ツーリズムイコール観光誘客事業というような位置づけをしていくべきでは

ないかなというふうに考えております。 

  それから、イベントについての補助金、数多くやっておりますが、これをやめろとかこれ

は効果ないよというような段階ではないと、この事業が合併前残っているという意味では何

らかの意義があり、また伊豆市の観光ＰＲにはなくてはならないものだと、自分は考えてお

ります。今後も検証は必要でございますが、続きますイベントについては最大の支援をして

いきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） そうですね。 

  耕作放棄地でございます。先ほど面積を申し上げました。色塗りの地図ができております。

これは集団的になっているのか、それからこの付近に農業者の方がどのくらいいるか、それ

から地域としてのとらえ方はどうなのかというようなことを図面の中にプロットをしてあり

ます。それから、少しではありますが昨年度は農業委員会の方々の有志の方々が５カ所、遊

休農地にソバとか菜の花を植えていただきました。こういう取り組みを我々としては火つけ

役が行政になりますが、集落、それから集落の中の有志の方々、それから集落を越えた地区

の組織みたいなものをぜひつくっていただきたいというような中で、本年度主要国道になり

ますが、そういうところをまずはやっていきたいと。そういうところも分散している農地が

ございまして、それらはなかなか小さい農地でここに１畝というような形になりますので、

これは使えませんので地図をやっぱり生かして、ある程度の集団的な遊休地、集団という言

葉としてはないんですが、まとまった遊休地については何とか対処をして、今後していきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 市長が言われた、きょう私が幾つか質問した中のいわゆる関連する

のは、私もそういう意味では関連していると思うんですよね、農業、林業、地産地消という

意味では。宿題があったからと状況は市長は何を今考えているのかなという、そういう意味

では大筋のところでわかったんですが、当然今後の課題というのはたくさん解決しなくちゃ

ならない課題があると思うんですけれども、私は今回のこの質問の中心は、当然その一つの

産業おこしとか何かやろうとしたときに、市長が言われているように、例えば野菜を集める

体制とか、そういうのを消費する体制というのは当然今後の課題だと思うんですね、まだ

個々にやっているもので。 

  きょう少し、ごめんなさい、お尋ねしたいのは、もう一度確認したいのは、20年度何をや

ってきたのかということをきちっと見て、それで目標に向かって足りないところはでは来年
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度どんなことをやっていきましょうかと、将来はこうですよというようなところが、やっぱ

り私は欲しいんですね。将来はいいんだけれども、足元が見えないで総括をきちっとやらな

いで、来年へ向かってやりましょうということは、ちょっと無理なのかなと思っているんで

す。 

  それで１点だけ、いろいろ大体総括的にはわかりましたから、１つだけどうしているのか

なとわからないのは、地産地消でいろんなシイタケ、ワサビ、弘法芋とかいろんなものを３

つでしたかね、試食会をやって私もたまたまそこでお食事させてもらいました。それで学校

のほうには今やられているということなんですけれども、もっとその地産地消運動を広げて

いきましょうといったときに、そこがちょっとストップをしているのかしていないのかわか

らないんですよ。いわゆる学校給食まで一応手を差し伸べるというか、地産地消の運動をや

ったんだけれども、あのときには旅館とか飲食店まで入ってはずなんですね、目標としては。

２年ぐらい前だと思うんだけれども、去年ちょっと忘れました。そういう目標を持ったんだ

けれども、今明らかなのは学校給食には、全部ではないが幾つかのところについては提起が

できて地場産品を子供たちに食べさせてもらうと。特に弘法芋なんかおいしいですよね。と

いうことをやったんだけれども、その全体像が今なかなか難しいからストップしているのか

どうか、ちょっとお尋ねしたい。 

  それと最後に、グリーン・ツーリズムと紅葉狩りはちょっと全然中身が違うのかなと。い

わゆるグリーン・ツーリズムそのものは紅葉狩りとかは来るわけではないですか、実質的に

は。子供たちが来てそこの一つのグリーン・ツーリズムは農家の人たちと交流したり田植え

やったり云々というようなところでお互いに都会の人たちと交流し合うというのがあるんだ

けれども、ちょっと異質かなというふうに私は思ったんですけれども、再度その辺の１点だ

けお尋ねして質問を終わりたいと思いますが。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） １つ目の地産地消ですが、確かに学校以外に余り広がっていない。学

校のほうも給食センターをつくったことによって、今まで地元の八百屋さんで買っていたも

のがマーケットから買ってくるというようなことも起こっておりますので、ここはちょっと

後退したところも実はございますので、そこはしっかりやって行きたいと思います。 

  ただその利益を生むほうの旅館さん、飲食店さんのほうは財務体質が大変強いところはち

ょっと置いておいても、今その価格等の問題で非常に厳しいところがあって、一体市として

行政としてどのような枠組みができるのか、支援ができるのか。これはやはり事業者さんに

とってはもうこの厳しい状況で支出をふやす、要するに価格の高いものを仕入れてくるとい

うことをこちらからお願いするというのは、やっぱりなかなか厳しいんですね。ですからそ

れを今どういうふうしたらいいか。ただ集まって地元のものを買ってくださいと言っても、

わかりましたという状況にならないんで、これはもちろんその地産地消、一番おいしいもの
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をここで売っていって、それで観光客の皆さんに買っていただく。それも全く目標はそのと

おりなんです。その枠組みづくりに今大変時間がかかっているということでございます。 

  それで、グリーン・ツーリズムは中伊豆のように、もう相手がわかっていて子供さんがわ

かっていて長いおつき合い、これはもちろん文部科学省等でも推奨をこれからしていきます

し、それから幾つかご紹介いただくところもあるようですから、土肥や天城湯ヶ島や修善寺

でもできると思うんですが、しかし具体的に自分でできることの一つとして、スポーツグリ

ーン・ツーリズムというものをこの間考えたわけです。スポーツ大会、合宿誘致をする。そ

こに関東から子供さんが来られる、そこで半日程度、地元の子供たちと一緒にトマトをとっ

たり狩野川で一緒に遊んだり、あるいは丸山公園に来た野球合宿の子供たちが土肥の子供た

ちと一緒にトビウオスクールをやったりということのために、スポーツグリーン・ツーリズ

ムというものを、この間の魅力プロジェクトの中の一部分として位置づけさせていただいて

いるわけです。 

  ですから、今自分が考えて実行可能なものは、そのように今具体的な事業として入れさせ

ていただいたつもりでございます。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で、通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第61号については、会議規則第37条第１項の規定によ

り、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

いたします。 

  ここでお昼の休憩をとりたいと思います。 

  再開を13時15分とします。 

 

休憩 午後 ０時２２分 

再開 午後 １時１５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩を閉じ会議を開きます。 

 

◎議案第６２号～議案第７５号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田宣夫君） 日程第２、議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてから日程第15、議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済

組合会計歳入歳出決算の認定についてまで14議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 
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○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第68号、議案第69号、議案第70号、議案第71号、議案第72号、議案第73号、議案第74

号について質問書を取り下げさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） ただいま森議員より質疑の取り下げがありましたので、これを承知し

ます。 

  以上で通告による質疑は終わります。 

  ただいま議題となっております議案第62号から議案第75号までの14件については、議案付

託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 

 

◎議案第７６号～議案第８３号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田宣夫君） 日程第16、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）から日程第23、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）まで

の８議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第76号について、１番、鈴木初司議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） 議席番号１、鈴木初司です。 

  発言通告書に従いまして質疑をいたします。 

  第３回伊豆市議会定例会議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）に質

疑いたします。 

  ６款農林水産業、２項２目、ページ34、有害鳥獣捕獲事業についてでございます。 

  13の41、13の42、13の43、13の44委託料についての内容と基本構想設計の概要について説

明を求めます。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 観光経済部長より説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） それでは、84、85ページになります。 

  有害鳥獣捕獲事業につきまして補正でございます。85ページ上から３行目、13の41野生獣

肉食肉活用委託料でございます。これにつきましては、本年度11月に行いますホリデーイン

のほうで代替して、ジビエ料理展示、それから試食等を計画してございますので、それにか

えるものでございます。 

  それから、42の設計管理委託料業務でございます。これにつきましては、今の計画でござ
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いますと年間処理量600頭を目標に建物としては200平米を計画してございます。これにつき

ましては、今まで４月から各町村といいますか、先進地事例、それから現場の様子等を計画

しまして大きさ、それから処理量等を試算してございます。これにつきましては、処理施設

の設計というような形になろうかと思います。 

  続きまして、13の43基本構想策定業務委託料でございます。減額の30万でございます。こ

れについては、職員が今まで資料集め等々してございますので職員で行います。 

  13の44シカ肉検査委託料でございます。これにつきましては、浜松大学のほうにお願いし

てシカ肉の養分といいますか、どんなところに効果があるんだというようなことを調べる。

それから食肉としてこれからどういうふうな形でやったらいいかということを、実は皮むき、

そしてそれを冷凍というんですか、成熟する冷蔵庫、それから部位という形で解体して商品

にするという中で、成熟過程の肉がどんな状態になるだろうというようなことを委託して、

浜松大学のほうに委託して調べる、そういう予算でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 内容はわかりました。 

  １点だけ再質疑をいたします。 

  実はこの200平米を建築する予定箇所というのが多々変更されているかと思うんですが、

個人の問題に差し支えたら、そこまでは求めないんですけれども、何カ所ぐらい選定、予定

地とか候補地というのがあるか、わかりましたらその説明を求めます。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 今のところちょっと６カ所を候補に上げながら検討してい

るわけでございますが、市有地を最優先に選定したい。それから水道、電気等ライフライン

があればより安くなりますので、そんなことでございます。 

○１番（鈴木初司君） 了解です。 

○議長（飯田宣夫君） これで鈴木初司議員の質疑を終わります。 

  続いて、日程第16、議案第76号及び日程第20、議案第80号から日程第23、議案第83号まで

の５議案について一括して、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第76号は取り下げさせてください。議案第80号も取り下げます。議案第81号も取り下

げます。議案第76号、議案第80号、議案第81号、議案第83号は今までのあれと同じですので、

ご高配をいただいて取り下げさせていただきます。 

  それでは、議案第82号 平成21年度伊豆市湯の国会館事業特別会計補正予算（第１回）、

167ページについて質問させていただきます。 
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  173ページの土地取得費4,200万、この施設の土地の広さ、借地の広さ、借地の位置、貸主、

評価額、近隣地価を伺います。購入の必要性、購入する理由、経緯を伺います。購入しろと

言うんだったら返却するということは考えられませんかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  内容は観光経済部長から答弁をさせますが、当然いろんな選択肢を考えます。まず湯の国

会館をやめてしまうということ。そうするとやっぱり何人かの伊豆市民の声を失うわけです。

それから土地を返還する。これはいろいろ精査をしますと恐らく買うよりも高い金額がかか

る。そして施設は小さくなる、駐車場を新たに買うとすれば、私どもは最終的に決めさせて

いただいた選択肢よりも経費がかかるというようなことを総合的に考えまして、最も効率的

でかつ市民の少しでも雇用の場を維持する、そして市民の皆さんの福利厚生に寄与するとい

うことから決めさせていただいたわけでございます。その内容については観光経済部長から

説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） それでは、質問にお答えします。 

  土地の広さでございます。1,235.49平米でございます。借地の広さは同じでございます。

借地の位置でございますが、北側の駐車場でございます。一部宴会場、それからキュービク

ルが入ってございます。それから貸し主については１名でございますが、その１名の方はお

亡くなりになられまして相続人といたしまして５名の方がおられます。 

  それから、評価額でございますが、まずは評価額としまして不動産鑑定額、19年度に不動

産鑑定額、それから12年の路線価格というのを入れまして5,658万5,000円、評価額、それか

ら近隣地価額という形ですが、青羽根地区につきまして平成20年の地価、平米当たり５万

3,500円でございました。これはちょうど青羽根の中心になりますか、そこの路線価格とい

う形になろうかと思います。 

  購入の必要性につきましては、市長が申し上げたとおり購入以前の問題で、要するに返す

のかそれとも継続してお借りするのか、それとも第三者に譲渡して、その第三者の方からお

借りするのかというような手法５つございまして、その中で比較検討、それからこの湯の国

会館の必要性等々を検証した結果、やっぱり買うことが一番安上がりだろうと、一番有効的

だろうということで結論を出しております。 

  経緯につきましては、18年度に契約をいたしました後、相続という中で地主の方が購入を

希望したいということで申し出がありました。相続の土地が余りないものですから、現金に

したいということで申し出がありました。市で買ってくれない場合は第三者譲渡も考えたい

というようなお話でございました。18年の中ごろから昨年度19年度、20年度と地主の方とお
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話をしてまいったものでございます。本年７月4,200万円ということで了解を得た状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１２番（森 良雄君） 再質問させていただきます。 

  この湯の国会館の土地というのは貸し主は全体では１人しかいなかったということですね。

最初の説明だと３人ぐらいいたということではないかと思ったんだけれども、まだまだ３回

でやるんだから言わせてもらいますよ。 

  それから、最初の説明だと300坪ぐらいかなと、この4,200坪の広さというのは300坪ぐら

いなのかなというふうに理解していたんだけれども、そうではないんですね、400坪ぐらい

あるということなのかな。要は条件を正しく知りたいんですよ、私は。 

  この湯の国会館ね、部長さん説明では将来性があるようなことをおっしゃっていましたよ

ね。私はこの会館も将来性がないと見ているんですよ。たまたま20年度はふえたかもしれな

いけれども、ずっと見ると利用者が減少傾向にあるんではないですか。そこを4,200万円か

けて購入したいというんですから、やはりきちっと傾向も知りたい。 

  それと、18年度に今のお話ですと契約したんですか。契約は何年契約だったのか、伺いた

い。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 購入予定地は1,235平米、約374.4坪でございます。全体は

4,221.51平米でございまして、借り主といいますか、人数は４名ございます。 

  それから面積はよろしいですね。それから湯の国会館でございますが、利用人数について

は激減というような状況ではございませんで、天気によって多少はありますが、その中で利

用されている方々の約半分が市民であるという中で、非常に有効で市民が利用されている施

設ではないかなというような中で、営業中止ということに関しては非常に問題があるんでは

ないかという結論を出しております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 森良雄議員。 

○１２番（森 良雄君） やはり正確に言うと374坪の土地が4,200万ということですね。契約

について聞いていないね。18年度から何年契約でこれ借りているのか答えてくださいね。ま

だありますよ。 

  それからね、例えばここ本当に平米5,350円というから坪単価は１万6,000円ぐらいになる

のかなと思うんだけれども、実質ね…… 

〔発言する人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 平米ではなくて坪ですか。坪５万3,000円、平米でしょう。平米
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5,350円ではないの。 

〔「評価額」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） そうすると評価額幾らになるんですか、もう一回聞きますよ。私の

言いたいことはね、374坪ということが正しいんでしょう。なぜこれが4,200万なんだと。た

だこれ本立野で105坪で建物つきで1,180万なんだね。本立野とここは何というんですか、青

羽根ですか、もうちょっと安くなってもいいんではないかという考えなんですけれども…… 

〔「坪11万だよ」と言う人あり〕 

○１２番（森 良雄君） 坪11万でもいいですよ、私の言いたいことは。ここからわずか３キ

ロぐらいの上船原がゼロ円で売っているんだから、我が伊豆市は。全然高過ぎると。 

  それとね、４人も地主さんがいるんだよ、ここね。１人にこれ売ったら次から次へと買わ

ざるを得なくなりますよ。そういうことも考えているのかどうなのか、伺いたいです。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど部長のほうから答弁申し上げましたように評価額を5,600万円、

そこを過去の経緯でありますとか、算定方法は正確にもし御下問であればご説明はもう当然

申し上げますけれども、現在の評価額より低い4,200万円でその地主さんと調整がついたわ

けでございます。これを解体撤去、下にちょっとタンクとかもあるものですから、試算しま

すと解体撤去してもとに地主さんにお返しするだけで4,500万程度かかるわけです。そして

ここは食堂は赤字なんですが、おふろのほうはほとんどずっと黒字で来て、当初の11万より

下がってはいるけれども、しかしこの状況の中で大変評判もいいし７万以上のお客様の中で

半分ぐらいが外の方、半分ぐらいが市内いろんなところからお使いになっていて、温泉の質

も非常にいいということで、全体を総合的に検討した結果、これは存続させるほうが効果的

であり効率的でもあると、このように判断をしたわけです。 

  当然、その地主さんほかにもいらっしゃいますから、ではみんな同時にうちもと言われた

らどうかということも、当然考えたわけでございますけれども、現時点でほかの地主さんか

ら一緒に買ってくれというようなこともないわけで、まずはご要望の強かったご１名の方と

このような契約を結ばせていただきたいということでございます。 

○議長（飯田宣夫君） これで森良雄議員の質疑を終わります。 

  続いて、議案第76号について、３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） ３番、稲葉紀男です。 

  発言通告書に従いまして、平成21年度第３回伊豆市議会定例議会議案第76号、８款６項５

の１、13の40修善寺駅周辺整備計画作成業務委託料1,300万円について質疑いたします。 

  質疑１です。業務委託の内容について詳しい説明をお願いいたします。 

  質疑２、本計画に関して合併交付金を含め今まで幾ら費用をかけていますか。これは先ほ

ど森議員の質問にもありまして8,850万ということですが、これはいつからの費用なんでし
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ょうか。平成17年度からで伊豆市になってからとしますと6,220万という数字を調べてあり

ますが、その差はどこから出てきたものですか、お答えください。 

  質疑の３です。本事業計画の進め方についてでございます。本事業計画は最初は駅周辺の

商店街を中心とした活性化を目的に議会でも議論された後スタートしたものと思います。そ

れがいつの間にか、駅周辺整備事業に伴う駅施設の改修建てかえを中心とした事業に変更さ

れ、その整備を行う過程で問題となる点を、あるときは調査設計、またあるときは計画検証

業務委託として次々と一般会計予算の中で上げられているものです。今回もその一つですか。

このやり方はこれからも続きますか。一般会計の議案でたとえ本件に関して疑問や反対の考

えを持っていても、一括上程の議案としては、他の案件のことを考えると全体を反対するわ

けにもいかず、賛成せざるを得ないこともあります。 

  そもそも合併時の第１次伊豆市総合計画の主要事業、これは計画であり決して決定したも

のではないと考えますが、この名のもとに全体で17億円、市の負担としても４億円近くもか

けるこの事業とした変更の理由や計画自体の必要性、有用性、将来についての市民への十分

な説明や議会での議論合意のないまま、あたかも決定事項のごとくなし崩し的に既成事実と

して具体的な細部に関する項目まで検討を進めているように思われます。 

  また一方では、見積もりをとるために多額の費用をかけるようなことをしているように思

えてなりません。この進め方に疑問や心配を抱かざるを得ません。これでよいのですか。 

  以上で質疑を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議員ご指摘のところ問題点は私も多々感じているところでございます。

私が市長になった時点で、昨年の４月までにかなりの多額の調査費を計上しておりまして、

私はそこの内容をどういう使われ方をしたかは承知をしていないんですが、その上で改めて

修善寺駅周辺は整備すべきなのか、このままにすべきなのかということも、私自身で考えて

みました。将来のこの日本全体が人口減少する中で、伊豆はどうなるのか、どうすることが

できるのかを考えたときに、スポーツ施設でも伊豆市の優位性というものを考えたんですが、

伊豆半島の中で伊豆市の比較優位性を考えたときに、南の方からは翠眉の的である電車があ

るわけですね、鉄道を我々は持っている、２つも駅を持っている。それを使わない、活用し

ないで伊豆の将来というのはどうしても私には絵が描けない、これは修善寺駅だけではなく

て、同じまちづくり交付金をつかえるか使えないかはちょっとまだ詳細詰めていないんです

が、当然牧之郷駅も含めて駅の使い方、つまり鉄道の使い方というものを考えたときに、使

わないということは考えにくい。それから将来これだけＣＯ２削減が叫ばれている中で、駅

の付加価値をつけないということは道路に依存するということになる。そうすると将来本当

にそれでよいのだろうかと。これ推計で正確にはわからないんですが、およそ5,000人程度
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の伊豆市民が車を使って三島方向に通勤されているようです。少しでもその方たちがやはり

電車通勤を併用していただくことで通勤負担も小さくなるだろうし、環境にもよくなるだろ

うし。あるいは陸の玄関口である修善寺駅が使い勝手がよくて心地よいもの、伊豆らしいも

のということで、それだけで来るとは思いませんけれども、やはり観光の皆さんにとっても

使い勝手のよい駅にすることも意味があるだろうというようなことを考えまして、これはぜ

ひこの事業を継続をさせていただきたいと、こういうように考えたわけでございます。 

  全体像を私として、市長としてまだご説明できなくて恐縮なんですが、私は伊豆半島北部

にあるような大型のショッピングセンターではなくて、この伊豆箱根鉄道沿線で修善寺にし

かつくれないような魅力のある商店街の集まりというような、他にはないようなまちづくり

というものを、この駅整備が終わった後に着手をしていきたいと思っているところでござい

ます。具体的な御下問の費用、計画については建設部長より説明をいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） それでは、質疑の１番の業務委託の内容について申し上げます。 

  修善寺駅周辺整備事業につきましては、現在の基本構想に基づきまして23年度からの工事

化を目指し、鉄道施設や駅なか広場の整備に要する費用を事業者となる市が全額負担するこ

ととなります。この作業におきましては、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱というも

のがございまして、従来からは大変この基準が厳しくなってきました。運用の厳しさが指導

されることとなりまして、既存鉄道施設分の償却分の算出が余儀なくされたことによりまし

て、その既存施設の調査費用、これを400万円を追加するものでございます。また、900万円

につきましては平成23年度工事着工に向けまして、来年度予定した実施設計について県との

協議によりまして今年度の国への追加要望によりまして、実施設計費用をまちづくり交付金

対象として進めるよう指導がございました。伊豆市としても、来年度予定する実施設計費用

約7,000万円を国庫補助対象にしていただくため、その採択条件として必須である実施設計

と並行して進める予定であった基本設計の変更作業、それから都市再生整備計画作成費用に

ついてこのたび補正予算で予定を前倒ししてお願いするものでございます。 

  質疑の２番目の本計画に関して現在までの費用ということでございます。 

  修善寺駅周辺整備に係る費用につきましては、平成15年より平成20年度決算まで5,850万

7,500円、平成15年、16年と合併前、それと合併直後、ここで市街地性化基本計画のもとで

周辺整備基本構想を検討業務ということで、基本構想図作成業務等を行ってまいりました。

それから、平成21年度当初予算といたしまして2,575万円、これを合わせますと8,845万

7,500円の費用がかけられているということがいえます。 

  質疑３の本計画の進め方についての説明でございますけれども、商店街の活性化事業から

始まりました駅周辺整備事業につきましては、市民組織による修善寺駅前まちづくり会議及

び行政組織による検討委員会により基本構想が策定されました。この基本構想をもとにいた

しまして、駅周辺の活性化についての大きな課題であります南北の一体化と駅前渋滞解消、
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このためにロータリーの拡幅について地権者であります伊豆箱根鉄道、ロータリーはすべて

伊豆箱根鉄道でございますので、この地権者と協議を重ね、駅前広場の設置についての基本

協定を本年度８月に締結いたしました。現在はこの基本協定に基づきまして、鉄道施設の改

修などを含む駅なか広場の基本設計を伊豆箱根に委託しております。今回補正をお願いする

1,300万円ですが、伊豆箱根鉄道との基本協定の締結により事業実施が可能となりましたの

で、平成22年度事業新規採択に向けて必要となる駅北広場の構造物や交差点の基本設計、事

業認可用の書類、資料の作成のためのものでございます。 

  今後につきましては、基本設計をもとに利用者検討委員会や静岡県警察との公安委員会等

の関係機関との協議を経て、実施設計に移り工事実施となります。工事につきましては、23

年度から26年度を一応予定をしております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） まさしくそこなんですよね。やっぱりこうなると次から次へと、まず

本当に市民の要望に基づいたものであるとかいう点が１点と、今ことし８月にその基本計画

部分の、ことし８月ではなくて、もうもっと以前にみんなの合意があって、そして議会のこ

こでの議論があって、そしてこういう具体的な問題に入るというのが普通の手続ではないか

と思います。もし仮に市民の合意やあるいは議会での合意が得られないとしたら、今までの

費用は全く無駄になってしまうというおそれもあるのではないでしょうか、その点が質問の

１です。 

  それからもう一つ、今のことでは、当初の計画を変更した理由についてもう一つはっきり

したことが、いわゆるまちづくりを計画の主体にしたということから、駅のほうにもシフト

した。それには駅の周りをつかうからというような説明だと思いますけれども、何か私には

どちらが先、中心が動いてしまったというような気がしてなりません。 

  それから最後ですけれども、この点に関してはもちろん確認ですが、この点に関しては伊

豆箱根株式会社あるいは東海バス株式会社は、再度のこの合意の形成はどのようになってい

るんでしょうか。せっかく詰めても最後になって、いや今の伊豆箱根サイドあるいは東海の

サイドで問題が生じるというようなことがあるのではないかというようなことを懸念いたし

ます。その点についてお答え願います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、後者のほうの伊豆箱根さんとの合意形成、これはもう実務レベ

ルで随分当然調整をしておりまして、経営者レベルから実務者レベルまで。したがって、先

ほどちょっと予算のところでございましたけれども、もう償却分をどう見るかぐらいのもう

具体的なところまで進んでいる状況ですので、大きな方針で伊豆市と伊豆箱根鉄道さんの間
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で意思の不疎通があるということは、私は現在心配してはおりません。 

  一番大事なところなんですが、私も就任前ですので伝え聞くところに、報告を受けたとこ

ろによるとということなんですが、当初は、北側のずっとちょっと駅の中心部から北側にず

れたところに南北通路をつくろうとしたことのようで、それで進んでいたところがむしろま

た地元の皆さんから反対があって、計画が頓挫したやに聞いております。そのほかにいろん

な理由があったんだろうと思いますけれども、ただ市民の皆さんに伺いますとやはり修善寺

駅というのは、これをなくすわけにはいかないし、南北通路は絶対に必要であるし、南北通

路はやはり改札口の横がいいし、そして駅の北側に通路ができれば１分圏内にショッピング

ストアとゼロ歳児から預かっていただける保育園と、それから小児科とそろっているわけで、

伊豆の将来を考えたときに、この地域というものを使わない手はないというように考えてい

ますし、また市の土地ではございませんけれども、駅周辺には民間の駐車場がちょっと点在

はしているんですけれども、まだございますので、それをうまく活用させていただければ、

市民の皆さんから非常にニーズが高い駅に隣接した駐車場というのも確保できるというふう

に見込んでいるところです。 

  なお、この冬にことしの21年の冬に、駅周辺整備に関してまず地元の修善寺の方々の過去

の作業に関係した方々への説明会、それから駅前柏久保区の皆さんに対する説明会、それか

ら生きいきプラザで市民を対象にした説明会を行いました。もう少し、市全域からお集まり

いただいてご意見があるかと思ったんですが、そこはちょっと見込んでいたほどはお集まり

いただけなかったんですけれども、その中でこれは費用がかかり過ぎる、効果がないからや

めるべきだという声は私の記憶ではなく、少しご懸念があったのは合併特例債をどのくらい

使うのか、あるいは伊豆箱根の負担はどのくらいになるかという、財政に関するご質問、ご

懸念はありましたけれども、この事業そのものはほとんどの方がぜひ進めていただきたいと

いうようなご意向であったと記憶しております。もちろんこれから進めるに当たり、議会の

皆さんともこれから具体化してまいりますので、またいろんなご意見とかご指摘があれば、

真摯にそれは議会の皆さんとはお話をさせていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 市民の合意形成でございますけれども、私もこの駅周辺整備には

余りまだ詳しくないんですけれども、私の知る限りあの駅北土地区画整理事業が始まった折

に、やはり修善寺駅を中心とした区画整理事業ということで、駅北広場が建設されました。

ですけれども、当時の旧修善寺の方々も駅南の荒廃というものが言われるのと同時に、50年

代にヤオハンが進出したと思います。そのときになりまして、あの駅周辺の方々も駅の南北

通路というものを非常に要望、熱望された時期もございました。ただしこれには賛成者もあ

りましたり反対者もあったという時代がございました。それから平成14年、15年ぐらいから

だったと思います。駅周辺の商工会を中心としました市街地活性化を図ろうというこれは地

元のほうの団体で、そういう機運が起こってきたことを承知しております。 
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  そういうことで、確かに市民の合意形成が得られたかという、はっきりしたものとは言い

切ることができないかもしれませんけれども、そういう希望と何ですか、開発の要望があっ

たことは事実だとおもいます。 

  それから、計画が途中で変わったということなんですけれども、確かにソフト事業からハ

ード事業にかわった面もございます。一方、都市計画マスタープランのほうで修善寺駅前を

中心とした道路整備、面的整備というものを一応マスタープラン的なものが合併前にござい

まして、そのときに修善寺中学校の下を具体的にはトンネルで抜けようかというような話も

持ち上がりました。しかしながら、この話は合併以後、非常に建設費がかかるということで

断念することになったと聞いております。そういうことで駅周辺のロータリー、それから南

北への連絡、駅北側と南側の連絡通路です。それから駅前商店街のどのように整備しようか

という、そういう駅周辺に限られてきたと私は理解しております。 

  それから、議会の合意というお話なんでしょうけれども、やはりこれは議会を通して予算

を可決していただきまして、当時もこの予算について議論はあったんではないかと思います。 

  それから、先ほど市長も申し上げましたけれども、伊豆箱根とか東海、それから農協等の

合意形成、これは伊豆箱根、農協とは相当進んでおりますけれども、少し東海はおくれてい

るような状況ではございますけれども、何とかご理解をいただいて進めていきたいというふ

うに考えています。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） この件に関してはまだまだ時間をかけてじっくり議論していきたいと

思います。余り詳しいことはきょうは控えます。 

  １点だけです。この予算のあり方について、立て方について１回目の質問ではしましたけ

れども、やはりこういう大型の事業を伴う項目、こういうものは一括上程のこういうふうに

するんではなくて、やっぱり単独の議案として前の段階から上程するような方式をとれない

かと。例えば今までは何でもそうなんですけれども、大きな全体の中で一部はちょっと心配

だよ。だけれども、ほかの大きなことを通すためには納得のいかないことも含めて賛成しよ

うということも、バランス感覚の中でそういうことがあります。それも小さい案件について

はいいと思うんですけれども、このような将来にわたって大型な投資をすること、そういう

事業については前の段階からやっぱり一つ一つの案件で審議しないと、このように知らない

間に前へ進んでいく。いや、それは皆さんも前の議会で了承されたことですよという、既成

事実の積み上げの中でどんどん外堀、内堀を埋めるように進行してしまう。さあ気がついた

らばということもあり得ますもので、ぜひそういう上程の仕方を検討願いたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私が市長になってからも、特にこの半年ぐらいは相当水道のほうに集
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中していたものですから、この件で地区説明会や市民の皆さんとの意見交流というのはして

こなかったんですが、年当初から春先にかけては、いろんなご意見を聞くような機会も設け

ましたし、あるいは議会の皆さんにも説明申し上げたと思うんですが、知らぬ間にいつの間

にかということはなかったと思っておりますし、また過去頓挫したことはありながらも、先

ほど申し上げましたとおり、修善寺駅をこれから活用していかないということはないだろう

と。これは修善寺の皆さんの財産ではなくて、修善寺からご承知のとおりずっと三島から商

店街がつながって大仁でぱたっと切れているわけです。それで伊豆市に入って全く店が激減

してしまう中で、やはり大仁から修善寺にかけて職場をつくることで、湯ヶ島からも土肥か

らも通える距離に職場ができていくということは、やはり将来のことを考えるときにも必要

だし有効なんだろうと思うんです。 

  ですから、その今あり方をこれから過去の使い方は、確かに私自身も8,800関係の巨額だ

と思うんですが、そこはすみません、特に合併前後以前の支出については承知していません

ので、何とも申し上げられないんですが、少なくともこれ以降支出する部分については、当

然中身も精査し、真に効果的な使い方をさせていただきますので、それはまた予算のときに

その予算から切り離してこれだけの予算というのは、多分私は議案の出し方として難しいん

ではないかと思いますので、この事業として事業を議案として皆さんと意見をさせていただ

くということは、そういったことが環境が整えばぜひやっていただきたいと。 

○議長（飯田宣夫君） これで稲葉紀男議員の質疑を終わります。 

  続いて、議案第76号について、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第76号について質問いたします。１点です。 

  観光施設管理整備事業、その中の吉奈船原遊歩道整備というのがありますけれども、目的

は何でしょうか。つまり歩道を利用してそこの遊歩道を利用している人がいるが、何らかの

必要があるのかどうかということは、ちょっと実態が見えませんのでお願いしたい。もう一

点は補正予算に上げる必要性という。何が聞きたいかというと、通常当初予算で組むわけで

す。補正予算ということは早くやりたいから、来年よりも早くやりたいからというような意

味合いが込められているのかなと思いますので、その２つについてお尋ねします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 観光経済部長からお答えをさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 観光施設管理整備事業の件です。 

  本事業は、延長2,040メーター、伐採工事、それから遊歩道が700メーターの歩道、合計

307万9,000円で実施するものでございます。吉奈船原遊歩道は旧来からあった地域の作業道
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を利用いたしまして、天城湯ヶ島長時代に整備されまして、船原温泉と吉奈温泉、それから

月ヶ瀬の梅園、これを結ぶ遊歩道で、多目的に利用していたわけでございます。このたび国

の緊急雇用創出事業を受けまして、雇用の創出の機会を増大するために本補正で上げさせて

いただきました。整備を計画しました地域の資源であります山林への立ち入り、それからシ

イタケ原木林栽培等の作業道等も進めるものでございます。 

  なお、７月に温泉旅館組合より要望書が提出されておりまして、船原温泉、吉奈温泉、そ

して月ヶ瀬梅園が等間隔に三角形状に位置しているものでございます。その中で楽々お散歩

コースということで一つ計画を加え、現実のものにしていただきたいということで要望書が

あります。かつては、天城ふるさと広場に大勢の平塚の子供たちが見えられまして、遊歩道

というんですかハイキングコースとして使用していたものでございまして、今ならば伐採工

事、それから多少の整備で済むといったような状況でございます。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） １つは、国のほうから緊急雇用として配分というかね、予算がおり

てきたからそこでやりたいということで、補正で来年では困っちゃうということですね。ど

こかで使わなくちゃならない。そこはわかったんですが、当初の説明ですとね、森林組合委

託ということなんですが、緊急雇用対策というのはもう詳しく言いませんけれども、あくま

でも緊急雇用なんです。今ある仕事を持っている人からさらにお仕事をふやしますというん

ではなくて、雇用をふやすという意味合いかなと、私はそういうふうにとらえているんです

が。そうすると、森林組合に委託するとなると、そこを森林組合が何ていうのかな、今まで

例えば職のない方というのを雇用するという条件で委託しようとしているのか、お願いした

いんです。そのあたりがよくわからない。 

  それからもう一点は、よくわからなかったもので、つい先日担当職員にちょっと連れて行

ってもらいました。正直言ってね。ずっと歩いてきたんですが、ああこういう状況かなとい

うのがわかったんですが、そのときに今部長がお話なされたように、平塚と提携したときに

平塚の天城山荘からずっと山道を通って月ヶ瀬の梅林まで行っていたとか、吉奈へ抜けてい

るとかいうことで、こういうように利用していたんですよという話があったんですが、２つ

目にお尋ねしたいのは、そういう旅館組合ですか、観光協会のほうからそういうコースを整

備してほしいということで出たということはわかりましたけれども、大事なことは今まで何

も利用していないですよね、基本的にはね。要は作業道的な形、シイタケやっている。そう

すると、今度これだけのいわゆる歩きやすいような環境をつくっていく、枝打ちやったりと

かね、そんなに大きな作業ではないのかなと私は思ったんですが、そうするとここを利用す

るというようなことがただ字面ではなくてね、具体的に整備しましたけれども、また人が来

ませんということになると、何のためにやるか。また草ぼうぼうになっちゃう。草ぼうぼう

ではないですね、枝がたわんではうというようなことで、あくまでもどれだけこの整備をし
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たことによって利用する人がふえるのかということが大事だと思っているんですね。 

  そのあたりの計画、将来ですから見えませんが、当然のことで。あしたから始まるもので

ね、未来というのは。その辺はどのようにお考えですか、これすごく大事なところなんです

よね、そこは。わかりますか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 後ろのほうを私からご説明申し上げます。 

  確かに、今湯ヶ島温泉関係者でその散策路を、いろんなところの散策路をつくるという計

画があって、これはもう少しまとめると皆さんにもご説明しやすいんですが、ただこの船原

から吉奈、月ヶ瀬にかけてはぜひ応援したいと思っていますのは、まず当事者からなんです

ね、動きが。ご承知のとおり、月ヶ瀬の梅林もまず地元の皆さんが草刈りから始めて、そし

て県のご支援をいただき、あそこまでにつくり上げられて、県の関係者とも話をして非常に

支援のしやすい、地元主導型の事業であると。今回も船原温泉に今２軒旅館さんがあるんで

すが、１軒は船原小学校の跡地のところをカワニナをとっていたところの、あの奥にみずか

ら炭焼き小屋をつくられて、それでそこの旅館さんのお客様の散策路になっているんだそう

です。そんなことをご自分でやりながら行政の少し助けもいただきたいということで、もう

一軒の旅館さんのほうも天然のアユを使われた創作というんですか、新しい料理を随分工夫

をされて、アユ釣りではなくてアユの料理のメッカにもしたいということで、やはりそれな

りのご努力をされていて、そのようなまず第一当事者の皆さんの工夫と努力の延長線上に、

これが月ヶ瀬と船原を結ぶ新しい、新しいというか遊歩道の再現ということで、私はぜひ応

援をさせていただきたいと、こう思っています。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 雇用創出という中で、ハローワークのほうにも雇用者の検

討をしてまいりました。ただ工事の内容といいますか、委託の内容につきまして少し木を切

ったりという中で、のり面の土どめあたりも木を使ってやりたいというよう計画がございま

して、森林組合が適当ではないかというふうな計画をしてございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 最後の、ちょっと考え方を聞かせてください。 

  繰り返しますけれども、緊急雇用というのはあくまで緊急雇用なんですね。今働いている

人がどうのこうのと、さらにプラスアルファしてやるんですよということではないですね。

これ今聞きますと、いわゆる森林組合がだめというんではないですよ。森林組合で働いてい

る人たちにさらにここにいわゆる300何万を出してやっていただこうということでの緊急雇

用というふうになるんですか、その考え方をちょっと聞かせていただきますか。森林組合へ

出す、今言った土どめをやるとかなんとかというのはわかりますよ。普通の職安に来た人が、
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さあやりなさいとできない状況というのはある面ではわかるんですけれども、その辺はどう

ですか。例えば枝を打つとかね、若者がどうのこうのではないんだけれども、その専門的な

分野を森林組合でやるんだけれども、森林組合としてやっぱり今就職先に困っている人とか

等々を雇うという、そういう間口を広げていくというようなところでの委託契約をしようと

しているのか、お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 議員おっしゃるとおり、森林組合がその方々の雇用ができ

ればいいかなというふうには考えておりますが、なるべくそういう方をちょっと募集してい

ただきたいというふうなことも同時に考えております。またこれだけではなくて、４月に議

決されました事業につきましても種々ありますので、森林組合がお手伝いできるものもあろ

うかと思います。そういう中で雇用の拡大ができれば最良かと思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） これで、木村建一議員の質疑を終了します。 

  続いて、19番、三須重治議員。 

〔１９番 三須重治君登壇〕 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について質問いたします。 

  ただいま木村議員からの質問、これと同様のものになりますが、私は私なりに質疑をした

いと思いますのでよろしくお願いします。 

  この吉奈船原遊歩道整備事業委託、この目的と採択根拠ということで今少し説明がありま

したが、少し角度を変えてまた再質問したいと思いますので、こういうところからスタート

させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 後ほど具体的なことは観光経済部長からまたお答えをさせますけれど

も、先ほど私が申し上げましたとおり、観光協会天城支部ではまだきれいに製本されていな

いんですけれども、湯ヶ島の生き残り策として、やはり快適な散策路を整備していこうとい

うことで幾つかの湯道だけではなくて、幾つかの散策路というものを今念頭に置いておられ

ます。その中の１カ所として、当時関係の皆さんが既に草刈り機で刈り払いをやったり、ダ

ニに食われてここはダニが多いとか、ここは蛇がいるとかいうことの延長線上でちょっと足

りないところは行政側からお願いしたいということで、全体としては湯ヶ島に少しでも、あ

の地区に少しでも快適に時間を過ごすお客様に来ていただきたいというようなことで、その

一環としてこの事業を市と一緒に考えてきたということでございます。 

  少し詳細について、もしありましたら観光経済部長から説明をさせます。 
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○議長（飯田宣夫君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木誠之助君） 特に遊歩道を設置して皆さんに使っていただくのが本当に

ベターな方法だと思っております。また月ヶ瀬梅園につきましては、梅びとの郷ということ

で大変整備が進みます。来年度も整備が進みますので、船原側からそこに行けるような中で、

天城といいますか下田街道沿いではなくて、国道沿いからも誘客が図れるといった点で、少

し歩きますがその中にまた修景の木を植えながら、遊歩道として管理するには有効な手だて

ではないかなというふうに考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑。 

  三須議員。 

○１９番（三須重治君） 再質問をお願いします。 

  最後の臨時会で議決しました活性化であるとか、こちらに対する臨時交付金が出たわけで

すけれども、その中でもやはり産業に対しても非常に偏った予算の出動の仕方で偏っている

と、私もそういうふうに非常に感じていました。大きくスポーツを利用した観光あるいはい

ろんな事業も非常に予算の大半が観光に結びついている事業だったと思います。ですからそ

こはまだ本当に事業着手にはいかない、この間ただ可決したばかりにやはりきょう午前中の

質疑のようなあったわけですが、やはり森林に対する手のかけ方がおくれているといったこ

とだとか、水田の遊休農地の有効利用もまだまだとても図られていないとか、そちらに対し

て、幾ら観光立市でありながらも、余りにもやはりちょっと偏り過ぎているんではないかと。

それはこれらも非常にここに上げるほど最優先に上げてくるほど効果が見込まれると、また

利用者も非常に期待できると、多いというようなものがここで明らかに目に見えているもの

であったら、やはしそういう投資は私も別にやぶさかではありませんけれども、今まで聞い

ていると平塚と姉妹都市提携をやっているときには有効に利用されていたんだと。しかし今

荒れているということは、それ以降は利用されないから荒れてきているんだと思うんですよ

ね。 

  だから、それなりにシイタケ林道とか、何かほかのそういう山の事業にも利用できるとい

うようなこともありましたが、今シイタケ屋さんなんかが山を買って自分たちの作業道とい

うのは自分でつくりますよね。市が作業道をつくるなんていうケースは全くないではないで

すか。それはちょっと僕もとってつけたような説明だなとしか受けとめられないわけですが、

その辺のバランスというか、もう少しお金の予算の立て方がもう少し公平性があってもいい

ではないかと、そんなふうに感じますけれども、その点のところはどんなふうに説明してい

ただけるか、お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 当然、公平公正、透明性というのは行政にとって一番大事なことなん

ですが、同時期に全部に公平にということはむしろ私は非効率だと思うんです。潤沢な財力
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があればどこにでも厚くできるんですが、今はやはり資源が極限される場合には、選択と集

中で、ある時期にはどこに出すのか、次にはどこに出すのか、これがやはり合併した目的の

一つだと思うんです。旧４町であれば全体として同じ金額でも全部ルーティーンしかできな

い。しかし、４つが市になったことによって、当然しばらく置かれるところもあるけれども、

優先順位の高いところに集中をして、より大きな投資ができるということが合併の大きな目

的の一つだったと思いますので、全体としては中伊豆から冷川沢口から小下田小峰まで、私

は全体を考えて、そして優先順位を考えてやっているつもりでおりますし、地域の偏在性と

いうのはたびたび指摘されるんですが、先ほども申し上げましたとおり、修善寺駅では10億、

最終的にはひょっとしたら20億近くなるかもしれません。牧之郷くらいまで合わせて、それ

から修善寺温泉場の整備も、それから議員の下の北又のところの農道も橋梁も今実際に着手

しているわけですし、私としてはいろんなところをバランスよく考えているつもりでござい

ます。 

  ただ今回の件については、夏に大変厳しく皆さんからご指摘いただいた天城の観光事業者

というのは自分たちでやっているのかということの、ある意味ゼロからの反省、教訓の中で、

自分たちでどうやってお客様に喜んでいただくのかということで、やはりあの自然の中で散

策をしていただくことだろうということで、当事者の皆さんも自分でできることも当然され

ていますし。 

  ただ今回は、先ほど部長からありましたけれども、本当は森林組合がどなたか職がない方

をちゃんと１人確保していただけるともっといいんですが、それがあるべき姿なんですが、

雇用も含めてこのような事業をさせていただきたいと、こう考えているわけです。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 私の言っているのは地域の偏りではなくて産業の偏りだと、それほ

ど優先順位が高いものだったら、なぜその５億1,200万円のその事業のときに採択しなかっ

たのかと。補正でやる必要は何もないと思いますけれども、そのときに入れればいいと思う

し。それと先ほどの最初の、先ほどの木村議員の答弁に対して、２つの旅館さんの要望、そ

れらもあったんだという、やはりそういうことで予算の使い方をしていいのかなと。災害の

ときに個人の裏山が崩れたと、災害ですら個人の財産に対しては応援できないというような

ものがありますよね。そこのところが２つの旅館の要望だったんだという、その理由で採択

するというのはいかがなものかと思いますが、その辺の存念を伺います。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は２つの旅館からの要望ということではなくて、船原温泉にある２

つの旅館さんも、先ほど紹介申し上げましたように頑張っていると。何も２つの旅館から要

望があったわけではなくて、あそこは船原と月ヶ瀬を結ぶ観光資源、要するに観光のインフ

ラストラクチャーだと判断して、こういう事業をやっているわけでして、またその、確かに
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私もついきょうもさっきから職員から余り農業、農業と言わないでくれと、ほかのところか

ら怒られているということがあったんですが、これも私も当初申し上げましたとおり、トッ

プセールスというのは特産と観光だけではないと申し上げているんです。 

  それで、メーカーさんも市長としてできることはぜひ応援したいと。ただ伊豆市内のメー

カーさん、非常に100％下請が多いものですから、なかなか行政として支えるものが。その

中で普遍的な、どこにでもお売りすることができる商品については、みずから売って、売っ

てというか紹介に上がっているところもあるし、市内で今使おうとしているものもあるわけ

です。ただ残念ながらこれは全体のパイの中で非常に小さい。あるいは今商業を、つまり市

内の小売店さんを応援するために商品券もやってきたわけです。 

  ですから、観光に別に100％集中しているわけではなく、ほかの産業も当然意識して応援

申し上げているわけですけれども、今回の件については確かに来年度の当初でもいいんです

けれども、ただ担当がここまで準備してくれたものをこれを半年待たせることはないのでは

ないかと、こう判断し計上させていただいているわけでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で三須重治議員の質疑を終了します。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第76号から議案第83号までの８件については、議案付

託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

  ここで休憩をとります。 

  10分間、３時10分ということでお願いします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩を閉じ会議を開きます。 

 

◎議案第８４号～議案第９５号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田宣夫君） 日程第24、議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正について

から日程第35、議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正についてまでの12議

案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第88号、議案第93号、議案第94号の３議案について一括して、１番、鈴木初

司議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） １番、鈴木初司です。 
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  発言通告書に従い質疑をいたします。 

  初めに、第３回伊豆市議会定例会議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部

改正について、195ページになります。３点お願いします。 

  １つ目が、修善寺老人憩の家は、当初どのような構想と事業目的があって建築されたのか、

説明を求めます。 

  ２つ目に、費用対効果の説明を求めます。 

  ３つ目に、市内の入浴施設また60歳以上の費用負担状況の説明を求めます。 

  第３回伊豆市議会定例会議案第93号、議案第94号、伊豆市給水条例の一部改正について、

伊豆市簡易水道等条例の一部改正についてを質疑いたします。 

  伊豆市水道事業条例改正（平成20年12月24日条例第34号趣旨第１条）この条例は地方公営

企業法の規定に基づき、伊豆市の経営する水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるもの

とする。上記を大前提に質疑します。また、先ほど閲覧をしてきましたけれども、1,201名

の皆様の意見を私は重くとらえたいと思います。 

  １番目、上水道の統合について、現在料金体系が７地区に分けられています。修善寺地区

6,517棟、中伊豆地区2,959棟、天城地区2,107棟、土肥1,824棟、小土肥225棟、土肥新田56

棟、飲料水供給施設77棟、伊豆市第１次総合計画2006から2015年では３地区の上水道の統合

と土肥地区の統合をしてからと答申されている。多くの先輩の方々からの最良の知恵を絞っ

て答申されています。「人あったか まちいきいき 自然つやつや」がモットーです。なぜ

答申のとおり統合しないのか、説明を求めます。 

  ２つ目に、今までの料金体系を完全２部制に改定する理由について質問します。 

  今までの料金体系は昭和27年当時、約半世紀以上にわたり基本料金プラス基本水量プラス

超過使用水量料金で条例にのっとって水道事業、清浄にして豊富、低廉な水の供給を図り、

もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること。常に企業の経済性を発揮すると

ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとい

う大原則が法に示されています。今までの料金体系では何か法的に不都合な点がありますか。

また完全２部料金制基本料金と水道料金を提案したのか、説明を求めます。 

  ３つ目です。上水道公共料金の値上げについてでございます。 

  先ほど述べたように、現在７つの料金体制があります。条例になり１立米32円、ここから

条例があります57円、84円、89円、126円です。改正案では１立米95円です。６つの地域は

大幅値上げです。１地区は料金体系案が変わるので、生活用水といわれる40立米までの使用

の方が値上がりになります。そもそもなぜ今値上げなのですか、説明を求めます。 

  大きい４つ目です。建設改良費についてお伺いいたします。 

  前回当局が提出いただいた書類では、５年間で17億5,000万、今回議案の説明では５年間

で下水道関連工事費を入れなければ14億8,000万です。莫大な工事資金の調達方法の説明を

求めます。 
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  大きい５つ目です。企業債についてでございます。 

  今まで水道事業で、当年度までの未償還残高がある４地区別の発行総額と未償還残高につ

いての説明と経常収支の概算の支出、営業外費用、支払利息及び企業債取り扱い諸費用、企

業債利息、これはすみません、22年から26年までが３億1,965万5,000円の内訳についてと６

億1,457万9,000円、企業債償還金、これも22年から26年間の説明を求めます。 

  最後、上水道給水料金等改正案で、給水人口、給水戸数、年間配水量について説明を求め

ますということでございますが、これはきのう議長にお願いしたように、私が前回の一般質

問の中で返答をもらっていなかったものですから、あえてここに書かせていただきました。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、老人憩の家につきましては、後ほど健康福祉部長から説明をさせます。 

  水道の件ですけれども、まずどうして総合計画にある３地区と土肥からやらないのかとい

うことなんですが、これは合併協議の中にはご承知のとおり、なるべく速やかに統合する。

そして総合計画の中では３つと土肥というように、この次には実は国の基準でハードをつな

げなければ水道料金の統一ができないというところで、18年ですか法律改正があったんです。

それで今は料金体系をハードの連接とは別に統一できるというようなことになっております

ので、こちらのほうをとらせていただいているわけです。 

  それで、２部料金制につきましては、これは私はどちらがよくてどちらが悪いかというこ

とではなくて、どちらを採用するかのことだと思うんです。私どもとしては設備投資のほう

は基本料金でいただき、水はほかの商品と同じように、これをほかの商品と同じようにと考

えるか基本水量が必要だと考えるか、それは私は考え方ではないか。やはり基本水量をやる

と使わない方にとっては責任水量として未使用のものをお支払いいただくわけですから、こ

の考え方は私は一定の合理性があるんだろうと考えております。 

  そしてまた、なぜ今値上げなのかということなんですが、まさにそこでして、やはり嫌な

んですね、正直言って。値上げなんていうのは人気もないし怒られるし、なかなかやろうと

することは難しい。したがって、それを抑えるためにやはり設備投資ができない。その結果、

今ある地区にはこの５年間の総額の本当半分以上の設備投資を今しなければいけないわけで

す。ですから、あるいは統一という作業も正直いってこれは政治的には大変嫌な作業で、や

はり一番瞬時にやらなければいけなかった。私はその厳しいところをやっぱりこれ以上避け

ても後ろのほうに精神的、経済的負担が残るだけですので、やはり今１年検討させていただ

いて、いろんなその料金水準のところでいろんなご意見、ご批判はあろうかと思いますけれ

ども、やはり今必要な事業はやり、後ろに憂いを残さない、ここでしっかり合併のスタート
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地点に立つということをご理解をいただきたいと思います。 

  企業債について等は、後ほど建設部長から説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 先に、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） ３点ほど、憩いの家の関係でご質問いただいております。 

  まず、１点目の修善寺老人憩の家は当初どのような構想を云々でございますが、条例の設

置目的にありますとおり、高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養

の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、49年３月に旧修善寺町

で建設がされたものでございます。 

  ２点目の費用対効果でございますけれども、議員ご承知のとおり、当施設の維持管理費は

過去３年間の平均で年に680万円ほどを要しております。当然この財源はすべて市民の皆さ

んの税金で賄われているということです。ご質問のこの施設の設置及び維持管理等に対する

効果についてでございますが、議員ご承知のとおり、この施設はさまざまな高齢者が利用し、

またそれぞれ生活環境や健康状態などが違うことなどから、この効果を説明することは大変

無理でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

  なお、一般的にはこの温泉施設を利用することにより、介護保険給付費や国民健康保険、

また後期高齢者保険の医療費において、ままこの抑止・抑制効果はあるのではないかと思っ

ております。 

  ３点目でございます。さきに議員にご案内してございますとおり、市内には公営３、民営

17、合計20の有料の温泉入浴施設がございます。またこれら有料施設における60歳以上の利

用者に対する費用負担等の状況でございますが、一番安いところで200円からとなっており、

特に高齢者に対しまして無料としている施設はございません。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 私のほうから、それでは４番の建設改良費について、それから企

業債についてということでお答えをさせていただきます。 

  建設改良費でございますけれども、この莫大な工事費の調達方法はどういうものかという

ことでございますけれども、一般的には内部留保資金、積立金、これは積立金には減債積立

金と建設改良積立金が充てられます。それから企業債、出資金、補助金等がございます。 

  それから５番の企業債についてということですけれども、少しちょっとわからない部分が

あるんですけれども、企業債については今までの企業債は平成20年度決算書の一番後ろに記

載してございます。 

  それで、営業外費用の支払利息と企業債取り扱い諸費ということなんですけれども、支払

利息というのはこの企業債の利息でございます。また、平成22年から26年度の支払利息につ

きましては、要するに前年度までの利息と24年、25年に借り受けた企業債の利息を計上して

ございます。少なくなっていく分とふえていく分を足してございます。元金の６億1,400万
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でございますけれども、これも同じことでございます。 

  以上でございます。 

  それから、６番でございますけれども、議員に言われまして、私のほうでちょっとその算

定の根拠となるデータというようなふうに解釈してよろしいでしょうか。 

  まことに申しわけありませんでした。不覚にもちょっと出すのを忘れてしまいました。た

だいま申し上げます。給水人口につきましては、平成20年度の決算値３万1,581人で給水戸

数として…… 

〔発言する人あり〕 

○建設部長（小川正實君） 給水人口が３万1,581人、それから給水戸数が１万1,740戸でござ

います。有収水量が546万6,700立方メートル、それから平成26年度の推計をいたしまして、

平成26年度の給水人口が３万643人、それから給水戸数が１万1,389戸、それから有収水量に

つきましては536万9,280立方メートルでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 議長、１つずつというか、議案ごとでいいですね。 

○議長（飯田宣夫君） 88号は88号でありますから。 

○１番（鈴木初司君） はい、やらせてください。 

  まず、88号の老人のほうで出させていただきます。 

  説明のほうは承知はしていますが、当時の目的が老人クラブ等あの趣旨です。教養の向上

や市民レクリエーション等の場を供給し、もって高齢者の心身の健康増進を図るということ

を目的と、老人クラブ等の団体や趣味の会、入浴施設を利用する老人の心身の健康や増進が

図られ、友人と過ごすことで閉じこもりや認知症の予防につながると、全くそのとおりだと

私は思っています。というのは、都会のほうにですと、やはりこういう施設が多くあります。

施設がありなおかつ施設がないところですと、田舎になればなるほど病院があったり診療所

があったりすると、そこが談話の場になってしまうと。それでどこに集まるかというと、診

療所とか病院に集まって、国民健康保険とかそちらのほうに行ってしまうということがある

というのを、ちょっといろんなところで調べた結果、かなりあるという事実がございまして、

でしたら逆に費用対効果でそちらのほうが、まだ調べてもらうのはいいんですけれども、そ

ういう状況になる可能性があるということがあるんであるならば、これから老人の人がふえ

るわけですから、そういうようなものを求めると。 

  それで、上白岩、前になぜ上げるかと言ったら、ほかのところも取っているからという説

明を言ったときに、白岩の湯というのがありまして200円取っていると。それで小川共同浴

場がその横にあって200円だよということであるならば、逆に費用対効果、ここでまちあっ

たかという大前提の、市長、前から言っているあったかの気持ちがなきゃいかんというとこ
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ろを考えた場合、逆に60歳以上の方にあったら白岩も無料券を出して平等にして、そういう

人たちのために貢献したほうが、僕はいいと思うんですけれども、その辺の見解をちょっと

どうでしょう。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 老人に優しい政治でありたいという鈴木議員のその基本姿勢は、私は

全くそのとおりだと思い同感するんですが、目的がありますそのレクリエーションの場、あ

るいは老人クラブの場、これはそのままなんです。そういった会のときにはただにできるん

です。そのために数字を設けたわけです。それは人数何人の制限はないわけですから、どこ

かの地区の老人が５人で私らがこう行って御飯食べたいと言ったら、それは市長としてそれ

は無料で結構ですということができるわけです。それは熊坂の方に限らず中伊豆の方だろう

と天城湯ヶ島の方だろうと。ただ変な話、自宅のおふろがわりの方であれば、小川も湯の国

会館も400円、200円はお支払いいただいているわけですから、そのような場合には補修費、

年間維持費の半分程度を負担いただくことのほうがやはり公平ではないかと。そうすると、

他方今議員ご指摘のように、ではこちらもあちらもただにすればいいではないかということ

は、これはまずやはりそこまで伊豆市の財政で見切れないということと、やはりそれもどう

しても地域の偏在、不公平がつきまとってまいりまして、その金額だけで言うのはちょっと

品位がいかがなものかとも思うんですけれども、全体として等しく老人クラブの支援という

ことでは、もう財力を超えて伊豆市は突出して実は補助が多いんです。 

  したがいまして、その全体としてのお年寄りへの配慮というのは、私は伊豆半島で周辺市

町に、これ比較もさせていただいたんですけれども、決して負けていないことを市民の皆さ

んが負担をいただいている中で、このように一部の方が使われるところについては、そのコ

ストの一部をご負担いただくというのはやむを得ないかなということでご理解をいただきた

いと思います。 

○１番（鈴木初司君） 費用対効果のこの国民健康保険等のことがちょっと…… 

○議長（飯田宣夫君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（渡邊玉次君） 国民健康保険の中で前期高齢者、こういった部分ではある程

度の影響はあるのかなというふうに思いますが、ただ後期高齢者の場合は実際のところこれ

はわかりません。これは県のほうのいわゆる広域連合で試算をして、その中での保険料等に

なってきておるわけでございまして、実際その把握というのは今の段階では後期高齢の制度

というのは去年から始まったものですから、ことしの20年度から始まったものですから、そ

の辺の内容はきちっと把握できていないというのが実情でございます。 

  それで、細かい数値については健康福祉部長が持っているようですので、もしあれでした

らお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 市民環境部長に振られたものですから、持っているデータの
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中で少しご説明をさせていただきたいと思っております。 

  当部につきましては、介護保険を担当してございます。したがいまして、一つの見方とし

ますれば介護保険の認定率があろうかと思います。これで少し見てみたわけでございますが、

市の20年度のこの介護認定の認定率は13.4％となってございます。そしてこの憩いの家を６

月分でございますが、使われている方の地域別をちょっと見てみました。そうしますと、や

はりあるその施設の近いところの方が約34％ぐらい使われておりまして、この地域の方がこ

の市の認定率と比べていかがかということで見ますと、14.3％ということでコンマ９ポイン

ト高いんです。ということはその人にもよる、先ほどちょっとお話しさせてもらいましたが、

効果って逆かなということでございます。 

  それともう一方が、後期高齢者の医療費の状況で20年度の状況で見させていただきました。

これはやはり特定の方で、その多く使われている地区の男女６名の医療費の１人当たりとい

うことで、まず見させていただきまして、１人当たりが71万5,000円の医療費がかかってい

ると。一方、県の平均で申しわけございませんけれども、県の平均は１人当たり67万4,000

円、71万5,000円の67万4,000円です。 

  それともう一つが、では伊豆市のこの施設がないところの方の17名の１人当たりの医療費、

これを見ますと47万6,000円ということで、やはりこの施設のあるところの方のほうが高い

医療費になっているんですよね。これは本当に作為的にしたわけではなくて、こういうデー

タもあるということの中で、効果がいかがなものかということで、これは大変難しいいろん

な要件がございますので一概に言えませんが、そんなところをちょっとご報告させていただ

ければと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） ありがとうございました。 

  またこの議論、ここで決まるわけではなくて一応どのような形でということでお聞きした

まででございまして、いろんな考え方があって公平感、不公平感ってあると思いますので、

それはそのように私はとらえております。ありがとうございました。 

  では、続きまして、今議会の最大の懸案であると私は考えております水道事業条例のほう

の質疑をさせていただきます。１番目というか全部で何回かなんですけれども、平成17年11

月28日に第１次伊豆市総合計画というのが、これは合併協の後にやられたものでございます。

伊豆市長に対し答申をしております。市議会を代表して３名の市議会議員も策定メンバーに

入ってございます。伊豆市総合計画審議会条例の規定に基づき慎重に検討審議を行い、本計

画案は合併後の状況を踏まえ、激しい財政への対応、必要性の高まる市民との協調などの観

点からと。それで新総合計画の策定及び推進に当たっては十分尊重されるようにやっていた

だきたいという文言がきちっと入ってございます。 

  それとあと引き続きですけれども、この上から３つ目の上水道の統合についてと、今まで

の料金体系をなぜ２部制にするのかというのと、上水道公共料金の値上げを一挙にやると。
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これは半世紀前、半世紀以上２部制で来ていて、料金も一部触っているところがあり、合併

から何もやっていなかった。それを実は審議会に答申して、このでかい問題を６億6,000万

ありきで６回で処理をしてしまっていると。６回の審議会の中で処理をしてしまっていると

いうのが、何かちょっとそんなに軽いものではないんではないかなという僕は気がしまして、

それでまず料金の関係ですけれども、今の５つ６つある6,517棟89円が修善寺、2,959棟84円

が中伊豆、1,824件57円75銭が土肥、湯ヶ島が2,107件の126円、小土肥と土肥新田両方が281

件の32円でございます。トータルしますと大体概略で、それを今の料金で普通に払うと88円

28銭なんですよね。どこの地域も満遍なく平らにして。88円28銭で今度の95円という案を今

のままにやっていきますと5,269万8,800円の利益が出るんですよ。5,260万の利益が出ます、

95円でやると。 

  それでなおかつ、20立米までの基本水量の人たちが今のままの生活用水を守っていける、

それでなおかつ先ほど言っている14億8,000万の事業もでき、ここに私資料を持っています

けれども、今までにかかっている先ほど部長言われなかったので言いますけれども、31億

4,010万の負債をしていました、今までで。31億4,010万、この内訳が修善寺が15億3,000万、

天城が５億6,500万、中伊豆が８億7,750万、土肥が１億6,760万という中で31億4,010万で、

今ある負債が22億6,000万です。９億、昭和60年３月から払って終わっているということの

中であるわけでございますから、今そのお金を払いながら負債もでき95円でやって基本水量

でやれば、先ほど言った5,300万の剰余金も生まれるということであるならば、無理に２つ

の完全２部制にすることはないということをいろいろ調べましたら、ここに落とし穴があり

ました。95円で完全２部制のところにして定減制、定増制って部長ご存じですよね。それを

しないからそこの40立米までの生活用水を使う人が5,500万をさらに払うんですね、これ。 

  それで１億1,000万の利益を上げるというところですから、一番の負担をさせるというと

ころが生活用水の人にどっと来てトリックなんです、これ。２部制のトリックを使ってそこ

をしたと。今のままだって５億3,000万あって、明らかに１億1,000万欲しいから２部制にす

るという、そこに大きなトリックがあったということを私は発見しました。計算すると今そ

のまま95円でやって全部すれば5,300万の、今は300の赤字ですよ。95円に平均上げて合わせ

てくれれば5,300万の利益が出るんであるから、無理に２部料金制に持って来なくてもいい

はずだと思うんですよ。それを１億1,000万に持っていきたかったら全員の平均を20立米ま

でを今のままにして、あと７円上げる。102円にして今のままのやり方であれば１億1,000万

までの利益が出るということであるんで、半世紀にもわたってやってきた料金体系はだれに

説明しても市民の方わからないですもの。それを前回６月の議会に上げなくて説明してくる

よと言って説明していないから、今も1,200円、相当湯ヶ島の人は多いですよ、勘定したら。

ですから、いきなり２部ではなくて、２部にしてあげたかったら100何円取りますよと言っ

てやったほうが、それはなぜかというと、20立方までの給水量がいいわけですよ、その人た

ちは、一番生活用水ってそこが守られるのに何でそういうふうにするかというところが私は
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わからないので、だからあくまでもきのうの討議から続いていますけれども、１億1,000万

にこだわり過ぎていると。 

  なぜかというと、６億6,000万の水道審議会でも６億6,000万ありきだから５回の審議しか

していない。あの審議内容を見ますけれども、なぜそんなにこだわるんだという、そこのや

り方だけなんで、その辺はどういうふうに考えるか。もろもろ言いましたけれども、ちょっ

とその辺答えてもらえたいです。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、一番最初のそもそも３地区と１つ、当分２つで２つのシステム

ではなかったかということなんですが、確かにその総合計画ではまだ先ほど言ったようにハ

ードの連接がないとだめという状況だったので、総合計画では分けたんですが、その後の議

論の議会の議事録を見ますと、それはずっと別のシステムということではなくて、あるとき

に統合させるときの段階的な措置という意味で議論されているんです。あの平成17年度以降

の伊豆市の議会では。それで大城市長もそのような答弁をされています。 

  ですから、２元制、ツーシステムでいくというのはずっと別の料金体系ということではな

くて、同じ目標に向かって３町はすぐに統合し、土肥は段階的に上げるということで、総合

計画の理解が当時共有されていましたから、伊豆市議会の中では。ですからそのやり方につ

いては今のやり方はいずれも踏襲しているんだろうと思います。 

  それで、審議会は確かに６回なんですが、軽いということはなくて、これは横で見ていて

審議会の皆さん本当に、私が１年半見ている中で一番厳しい審議会で、もう何度も何度も自

分たちは選挙で当選したわけでもないのに、何でこんな苦しい選択をさせるんだということ

で、もう大変にご苦労をおかけしました。それで、いろんな議論があった中で１月になって

全員賛成ということで、当時の審議会の成案が得られたわけでございまして、それの事務局

としての運営の仕方が伊豆市として反省すべき点がなかったかと言われれば、それはもちろ

んいろいろあるんだと思いますけれども、審議会の皆さんは真剣な厳しいご議論をいただい

たと思っています。 

  それで、２部制のところは鈴木議員ご指摘のところは、我々も初めて、ああなるほどそう

いう考え方があるのかということで、全くそういったことを実は予想だにしなくて、すごく

単純に考えたんです。私は正直言っていまでも基本水量がいいのか２部制がいいのか、どち

らが理論的に正しいのか正しくないのかというのはわからないんですが、ただ考え方だと思

うんです。 

  それで、基本水量はこれスケールが違いますから一概に言えないんですが、例えば今熱海

の市長さんなんかは、県に対して基本水量があるので物すごいご負担になっているんですね。

これはやはり個々の家庭でも同じように使われないところにとっては、それを10にするか30

にするかによっても違うんだけれども、やはり未使用のところもいただく制度ですので、当

時これを私はこちらでいっていいんではないかと思ったのは、大変に市の中に不公平感、い
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ろんな意味での不公平感が充満していたちょうど折でしたので、設備投資はインフラ整備は

基本料金でいただいて、あとは１立米なら１立米、２立米なら２立米というのが一番公平性

を担保するのにベストの方法なのではないかと、こう判断をしたわけで。先ほど議員ご指摘

のような、40立米前後のところから取るからということで考えたわけではございません。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） １億1,000万の話もそうなんですけれども、最初に６億6,000万あ

りきというお話がありました。これは何度も申し上げてきましたけれども、６億6,000万が

ありきで計算していないことは何回もご説明いたしたと思います。水道料金につきましては、

あくまでも５年間の料金原価、費用のほうです。支出のほうを算出いたしまして、それから

料金以外で入ってくる収入を恒常項目として引きまして、その引くことによって出ました収

益的支出からその恒常項目を引きましたものを料金原価といたしまして、それを水道料金で

徴収させていただきたいという、そういう話なんです。 

  その料金原価というものを次の段階といたしまして、水量料金と基本料金にわけたわけで

ございます。その水量料金と基本料金の分け方が、今議員ご指摘の完全２部料金制でトリッ

クがあるというお話なんですけれども、逆に私が基本水量制をいいますと、例えば言ってい

いかどうかはわかりませんけれども、きのうもちょっと、きのうではないな、湯ヶ島町の例

をとって申し上げました。121立方メートル120円という水道、あれはあの表を見てもらいま

すと、使用水量がないとゼロ円です。ですけれども、20立米のところから横へ行って、いき

なり2,520円使わなくても払ってくださいというやつです。一体…… 

〔発言する人あり〕 

○建設部長（小川正實君） そうなんです。 

  一体それはどこに根拠がありますかと言われたときに、我々は答弁ができません。そうい

うことで日水協のほうでも推薦しているのは、この私どものやっている基本料金と水量料金

制なんです。これにつきましては、今市長が申し上げましたとおり、固定的経費といたしま

して皆さんで負担していただくものは基本料金としてまずお支払いくださいと。その後は皆

さんだれでも１立方メートル使ったら、今回の場合は95円お支払いいただきたいという。私

はっきり申し上げましてどこにこの、我々は今この料金体系を提案しているわけです。基本

水量制ではないものですから、ぜひ今この２部料金制といいますか、これに対してのどこか

法的な問題があるということならご指摘願いたいと思いますけれども、正直言いまして、今

鈴木議員のご説明は私にはちょっとよく理解できませんでしたので。 

  要するに収入を幾ら取りたいからというふうに始まっている料金算定ではないんです。そ

このところをご理解願いたいと思います。 

  １億800万につきましては、これは前にも申し上げました、何ていいますかね、まず最初

にこの料金算定、今の申し上げました方法でやっているんですけれども、最初にこれは建設

改良事業というのは平成22年から26年あるわけではないんです。先ほどの統合の話が出まし
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たけれども、その統合認可をいただくときに、既に10年間だったかな、ちょっと記憶にない

んですけれども、長期にわたっての建設計画があるわけであります。そのうちのワンスパン

５年間をとって料金計算をしているわけです。ですから、５年間毎年上がったり下がったり

という料金はないように、５年間ワンスパンでやっているわけです。おわかりいただけます

か。 

  そして、その減価償却等が発生します。これは費用に影響します。起債を借りれば利息が

発生します。それが費用に影響します。そういうものもろもろを入れた費用です。そこから

料金が発生しておりまして、給水収益は結果的に基本料金と１立方当たりの単価が決まりま

す。その単価から有収水量に掛けまして、最終的に給水料金が出るんです。その給水収益か

ら費用を引いたのが１億800万円になっておるという、こういう仕組みになっております。

ですから、頭からそれをいただこうとしてつくっているものではございません。 

  以上です。 

○１番（鈴木初司君） 5,269万円の利益ではやっていけないのかということに答えていない。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 申しわけありません。その5,269万円の根拠が私もう一つ理解で

きなかったんですけれども、損益ですね、収益的収支の損益が5,200万だったらどうなのか

ということなんですけれども、それをやってみなければ、ちょっとこの経常収支の概算の中

へ入れてみるといいと思いますけれども、これは４条の収支というものがございます。ここ

に補てん財源、これは必ずこの収入が温泉事業なんかも場合にはゼロです。ここで上水道の

場合には企業債と下水道の出資金を設けてございますけれども、こういう収入があっても、

資本的収支の場合にはマイナスなわけです。それで、ここへ補てん財源を投入して建設なり

を行っていくわけなんです。企業債なんかを投入してここで行っていくわけです。 

  それで、5,200万円でやっていけるかどうかというのは、年度末の内部留保資金の残高を

見ていってもらいたいんです。5,200万では私の勘というか、ここへ入れてみなきゃわかり

ませんけれども、これは限りなくゼロに近づいていくと思います。そういう経営の仕方はま

ずいだろうと。そうしますと、行く行くは26年から以降にはずっと企業債を投入しなきゃな

りません。企業債を起こすということです。そうすると、また今度は逆に利息、借りたもの

には利息がございますので利息を計上することになります。ですから、今度はその26年以降

の料金算定にこの企業債の利息が加わってくるということ。でも今申し上げたような単純な

話なんですけれども、実際にやってみなければちょっとよくわかりませんけれども、ですか

ら、5,200万でやっていけるかどうかという判断は私は無理だと思います。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。24年度のその収益と25年度の収益がどういうわけかと。 

〔発言する人あり〕 



－281－ 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 5,200万円でやっていけるかやっていけないかというお話は、３

条の損益のところのお話なんでしょうか。収益から費用を引いた…… 

○１番（鈴木初司君） 収益から、収益があるではないですか、営業収益、給水収益、給水収

益の計のトータルから…… 

○建設部長（小川正實君） その金額ですと、今の建設改良の状況を見ていきますと、補てん

財源が内部留保資金がどんどん減ってきます。だからゼロになるまでいいんではないかとい

う感覚なのか。我々は今一定の額、５億円程度の内部留保資金を維持しようという目的でや

っております。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） ５億がいいのか４億5,000万がいいのかという、そういう議論は

ちょっとできないんですけれども、いずれにしても、今の伊豆市の水道事業の施設内容でご

ざいますと、経営的にはこの内部留保資金を５億円程度保持したいという考えでいます。 

〔発言する人あり〕 

○建設部長（小川正實君） この５億がどうのというよりも、５億ずっと上っていったり下が

っていったりという状況をつくりたくないということなんです。要するに下がっていくとい

うことは、二、三年後にはゼロになって経営ができなくなって設備投資ができません。それ

を安定的に持続させるためには、これは建設改良をやりますと翌年度に減価償却が発生しま

す。この減価償却費がこの内部留保資金の中へ繰り入れてこられます。それでそういう関係

の中で一定の額を保持することが経営の安定につながるという、そういう考え方なんですけ

れども、ゼロまでやれるという、そういうことではないんですけれども。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） そういう意味ではわからない。 

○市長（菊地 豊君） 私が発言することはないけれども、内部留保を５億ぐらい確保して経

営をしていきたいという簡単な答えがそうだと思うんですけれども。 

○１番（鈴木初司君） 実は今僕が言っているのは、はっきりきちっと言わせてもらえれば、

２部料金制ではなくて今の基本水量プラス先ほど言いました基本料金の基本水量制をとって

95円でやれば、95円ですよ、95円にしてやれば今88円28銭で全部トータル、土肥の人たちか

ら湯ヶ島の人たちまで全部やると88円28銭で経営ができて、ことしでいうと398万円の赤で

すよね。出たと、それを計算すると88円28銭だとさっき言っている。それを今回の議会に95

円にして２部料金制をとらなくて今までどおりやって5,300万円きちっと残るんです、計算

すれば、ことしのでは。 

  それで、5,300万残れば無理にそこを、だから先ほど当局がやろうとしている完全２部制

にして、はっきり言うと先ほどから２部料金制がいいかどうか、日水協かと、日水協は別に
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日水協は公益法人の本ですから、我々がやっているのは、あくまでも地方公営企業法にのっ

とってやっているわけですから、違法性がない違法性があるというのは、またちょっと議論

しますけれども、この中で。そうではなくて２部に完全にしちゃうと95円が浜松とか静岡、

42円とか60円なんですよ、その10立米が。それで少ないところを安くしてその人たちには恩

恵を預けているではなくて、生活用水に配慮していいと書いてあるんです、そこの日水協の

本には。 

  だから、僕が言っているのは今のままでやって95円でやって、今までどおり20立方を皆さ

んに上げたって、先ほど言った5,269万8,000円はプラスになる、95円にしただけで。それを

今はそっちまで完全２部制で弱者から、弱者はごめんなさい、生活用水の30立米のところを

取ろうとすると１億1,000万利益が出ちゃう、１億1,000万。そこで弱者ではなくて、その20

立米の人たちから金を全部、今のこれだと取っていなくて配慮しているのが配慮しなくなる

から5,000万多くなるから、これは僕は違法性がないと言ったけれども、違法性があるから

僕は言っているんですよ、前の一般質問でもしたけれども、そんなに１億1,000万利益を取

っちゃ、地方公営企業法ではだめだと言っている、17％になるんですから、利益が。そう取

らなくなってやれるものを、何で無理にして、半世紀ですよ、56年間やってきたものを今な

ぜ６回、先ほど市長が言われて水道審議会の人が頑張っていただいて、僕も内容見れば頑張

っていただいて１年間繰り延べるとかという内容あるから、それは承知はしていますけれど

も、なぜそこのところに何も配慮ができないと。 

  だって、政令指定都市ですよ。熱海を抜かして、浜松と静岡は。それでもそこの人は42円

とか60円の配慮をしているわけ。ここは３万6,000しかいなくて１万何千戸のところなのに、

そこばかりばんばん上げて何の配慮もしなくて、周りの17市町が、前は市長はその辺を見る

と言ったけれども、17市町は全部従量、20立米とか30立米、10立米までをちゃんと配慮して

いるわけではないですか。基本料金、基本水量を超過水量でやっているから、なぜ今のまま

でやったら本当に大増税ですよ、これやったら。 

  だから、僕はそんなに利益を取ることは、先ほど法律の問題になって取っちゃいかんとい

う地方公営企業法があるのに、何でそういうことをやろうとしているかわからないから聞い

ているわけですよ。 

  それと、先ほどから言っているように、我々は14億8,000万の工事もやりますよ。やっち

ゃだめなんで言っていない。どうぞやってください、この中でできるんだから。そのかわり

我々が今までやってきた、先輩たちがやってくれた31億4,010万のもとの企業債を発行を払

っているんです、今も１億、皆さん１億1,000万ずつぐらい年間払っているんですよ。払っ

てなおかつ自分たちの14億8,000万を起債もしないで頑張るというんなら値上げしかない。

だったら、95円のをせめて5,300万円の利益でやりましょうぐらいの配慮をしないと、だか

らきょうだけで1,201名ですけれども、もっとたくさんの反対者、僕行ったところだって理

解していないですから、その半世紀以上続いたものを。だから６月から今までかつて説明し
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ていないからだれもわからない、反対が出ちゃうということだもので、その辺をどう考えま

すか。さっき違法性がないと言った。違法性があるから言っているんですよ、そこが。１億

1,000万の利益が上がるなんていうのは、地方公営企業に違反している。もしね、これでや

ってしまって結果が出たら、1,200人の人の中で何人かが行政訴訟しちゃったら負ける可能

性もあると僕は思っていますから。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 基本水量制を戻して下のほうの少量の使用者に配慮をということなん

ですが、今伊豆市の現状を見ると、確かにそこも負担は厳しいけれども、しかし大変大規模

に使う旅館さんは、中にはある意味そこよりも厳しいところもあろうかと、正直言って思っ

ています、特にこの夏以降の状況を見ますと。ですから、全体に優しくしろと言ったら、も

う全体の水準を下げるしかないと私は思っているんですよ。 

  先ほど言いましたように、基本水量を言えば例えば老人世帯で10立米しか使わないところ

も30立米分払うということだって起こり得るわけですから、私はその支払い能力に比して高

過ぎるということであれば、もう全体のレベルを下げるしかないと思うんです。ただ他方で

は事業を繰り延べてこれを料金体系を維持しようとする、低く抑えようとすれば、今度は今

でさえ必要な事業がまた先送りになるわけですから、そうすると起債しか一般会計の繰り上

げ、繰り入れしか私は論理的にはないだろうと思っています。 

  確かに起債すると、今３割程度が起債なんですが、これをふやせばですけれども、これは

せっかくここまで公債費を抑えてきて、伊豆市の財政の中で比較的成果が出ているところを、

また起債でというところもやはり将来のことを考えると不安は残りますし、それから一般会

計からの繰り入れも、これは起債と違って利息は生じないけれども、これはこの厳しい財政

の中で将来投資に選択と集中で今振り向けようとしているところを、またそこが抑制をされ

てしまうと。そういうことを全体として考えると、私はもうこの水準はやはりお願いせざる

を得ないだろうと思いますし、これまでやっぱり大分地域によって抑えてきたんです。その

結果もうこういう苦しいことが起こるし、今やっぱり我々がどこかで踏み込まないと、やは

り将来またこんな苦しい議論、苦しい選択を迫られるというのはやはり避けておきたいと、

こう思っているわけです。それで、４億、５億の内部留保のところは、正直言って私も会計

の仕組を知らないものですから、今だに４億、５億、私自身も自信を持って申し上げられな

いですが、これは一般企業で言うそのいわゆる定期貯金として５億持っていて、それはこち

らでリザーブしている、いつでも使えますということではなくて、やはり中を見ると違うよ

うなんです。それで周辺も私急なことで調べさせたんですが、やはり８億とか10億とかある

んですね、内部留保というのは。ですから、例えば利益を5,000万円にして内部留保をこれ

試算していませんけれども、多分２億程度に落ちていくと思うんですが、なかなか周辺の水

道の事業を見ると、内部留保が２億とか１億でやっているところがないものですから、うち

の倍程度皆さん積んでおられて、やはりそこまでぎりぎりというのは多分この水道会計の中
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ではリスクが大き過ぎるのではないかと、こう思っているところです。 

○１番（鈴木初司君） 違法性があるということにないと言ったから、私は一応言ったんです

が、違法性があると。１億2,000万取っちゃだめだから違法性があるんだよと、それに答弁

してください。どこに違法性があると。取っちゃだめだと言っているのに、地方公営企業法

では。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） いや、私はそこに違法性はあるとは思っていませんので、あると

したらちょっと教えていただければいいと思います。 

○１番（鈴木初司君） 地方公営企業法で。 

○議長（飯田宣夫君） いいよ、まだ。うん一応まだもう一回認めるから、いいですよ。 

○１番（鈴木初司君） だけどほら、先ほど言ったけれども、市長に一つはなしをしておかな

きゃまずいのは、水道企業の地方公営企業法では、地方公営企業法の中の水道事業の中の内

容は、一切公債費が上水道からもらってくる金額は入れているけれども、ほかからの地方交

付税とかでやりくりをしているという事実はないですから、水道事業だけはこれは皆さんか

らいただいている水道で留保金でやったりという形で運営されているもので、その辺は違う

んで、一般会計に入れる国の金でこの水道料金の穴埋めはしているということで、ただ下水

道からは来ている金があるけれども、それは使っているという事実はあるけれども、調べた

中ではすべてこの中で地方公営企業法の水道事業でやっているという事実があるから、公債

費の話はされてもこれには該当しないというのは理解しておいてもらいたい。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） これで鈴木初司議員の質疑を終わります。 

  続いて、議案第85号から議案第88号及び議案第91号から95号までの９議案について一括し

て、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄。 

  議案第85号 伊豆市立幼稚園預かり保育条例の制定について。 

  保育の時間とは何時から何時までをいいますか。保育園と比較し父兄の負担はどのように

見込んでいるのか、お伺いしたい。 

  議案第86号 伊豆市保育所条例の一部改正について。 

  この条例は、大東保育園を廃園とする条例改正ですね。確認したい。廃園の目的、根拠を

伺いたい。 

  議案第87号 伊豆市立学校設置条例の一部改正について。 

  この条例は、さくら保育園に幼稚園を併設するものですか。目的、根拠を伺いたい。 

  議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について。 
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  この老人憩の家の設置目的は介護予防です。無料の目的は介護予防にあります。有料化の

目的を伺います。有料化でどのくらいの収入が見込まれますか。伊豆市は介護予防にどのく

らいの財政を投入していますか。利用者の意見は聞きましたか、意見の内容を伺います。 

  議案第91号 伊豆市下水道条例の一部改正について。 

  この条例は、下水道料金の値上げですか。増収はどのぐらい見込まれますか。値上げの目

的を伺いたい。営業温泉汚水はどうして修善寺地区のみですか。市長の言う公平性に反しま

せんか、伺います。 

  議案第92号 伊豆市農業集落排水処理施設条例の一部改正について。 

  下水道料金の値上げですか。増収はどのぐらい見込まれますか。値上げの目的を伺います。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について。 

  これは上水道料金の値上げです。増収はどのぐらい見込まれますか。前回の値上げ案との

違いを説明してください。値上げの目的を伺います。天城湯ヶ島地区の一部では値下げされ

ます。理由は何ですか、伺います。 

  議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部改正について。 

  値上げですか。どのぐらいの増収を見込みますか、地区ごとの新料金と急料金の差はどの

ぐらいになりますか。 

  議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正について。 

  増収が見込まれますか。どのぐらいになりますか。大野の富士見平もこれが適用されます

か、伺います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  議案第85号は、これは後ほど健康福祉部長から、議案第86号、それから議案第87号、議案

第88号は部長から、今随分議論になりました議案第93号、給水条例については森議員さん、

どうしても値上げという言葉をお使いになりたいようですが、これは何度も申し上げました

とおり統一なんです。水道料金を統一をするという合併協議を今果たしたいということでご

ざいます。したがって、新しい水道料金が今我々が提案している水道料金が今より低いとこ

ろは値上げになり、今より高いところは値下げになると、こういうことでございます。 

  その他は各部長から説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） それでは、答弁願います。 

  初めに、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） それでは初めに、議案第85号の伊豆市立幼稚園預かり保育条

例の制定についてのご質問２つございます。これについてお答えさせていただきます。 
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  まず１つ目が、保育の時間についてでございますが、この時間につきましては、さきの議

案の補足説明で既にさせていただいてございますが、改めてご回答させていただきますが、

幼稚園の教育課程が終了する午後２時から午後６時までの４時間となってございます。それ

から料金でございますけれども、これは施行規則で定めますが、園児１人について利用時間

２時間まで１回300円、それから２時間以上４時間までが600円とさせていただく予定をして

ございます。 

  なお、預かり保育は保護者の都合で緊急的、一時的に保育ができないときに利用するもの

でございます。このために保護者の負担については保育園と比べて軽い負担としてございま

す。 

  以上でございます。 

  次に、議案第86号 伊豆市保育所条例の一部改正についてでございます。 

  大東保育園の廃園のことについてのご質問でございます。この廃園の目的、根拠をという

ことでございますが、大東保育園には現在12名の園児が在園してございます。保育園では遊

びを中心に集団の中で自立心や社会性を養うところでございます。小規模な園では、園児の

遊びの種類や人間関係が限られてしまい、保育の目的が達成しにくい環境になっています。

また、園運営におきましても合理・効率的な運営が大変難易な状況となっております。した

がいまして、このような状況を回避し適正規模といわれる園の確保を行うために、この保育

園を廃園しようとするものでございます。 

  なお、この取り組みにつきましては、何回か関係保護者の皆さんと説明会を開くなどして、

既にこのご理解はいただいておりますので、ご報告させていただきます。 

  次の議案第87号 伊豆市立学校設置条例の一部改正についてでございます。さくら保育園

に幼稚園を併設するのですかという、この目的、根拠についてでございます。現在中伊豆地

区には幼稚園が設置されてございませんが、合併前から幼稚園の設置を望む声がありました。

また、市で行いました次世代育成支援行動計画のアンケート結果でも、幼稚園の設置を望む

意見が多くございました。このため、これら就学前の教育や保育のニーズに対応すべくさく

ら保育園に幼稚園を併設し、県が認定するこども園の開設をしようとするものでございます。 

  なお、この取り組みにつきましても、既に関係保護者の皆さんに説明会を実施するなどし、

この開設に向けた取り組みのご理解をいただいておりますことをご報告させていただきます。 

  それから、最後でございます。議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改

正についてでございます。３点ほどご質問いただいております。 

  まず１点目の有料化の目的、それからどれくらいの収入を見込んでいるかということでご

ざいます。これにつきましては、これもやはり議案の補足説明をさせてもらってございます

が、改めてお話しさせていただきますが、当施設の利用者は年々増加傾向にありますが、施

設の老朽化が進み、修繕を要する箇所もふえております。また、当施設はすべての市民が利

用する、また利用できる状態にないことから、この憩の家で特別な施設であります温泉入浴
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施設の利用について受益と負担の公平性を図り、将来にわたり健全な施設維持をしていくた

めに、この温泉入浴施設を利用する方から市内にある類似施設と同じ程度のご負担をいただ

こうとするものでございます。 

  なお、この有料化による収入の見込みでございますけれども、有料化に伴い利用者の減少

が見込まれることから、過去３年平均の入浴利用人員のおおむね60％、１万5,500人を見込

みまして200円という想定をしてございますので、年間の使用料は310万円程度かなと考えて

おります。 

  それから、２つ目の市の介護予防にどれくらいの財政をというご質問でございます。伊豆

市の介護予防に係る財政の支出の状況でございますが、平成20年度介護保険特別会計の決算

でご説明申し上げますと、４款に地域支援事業というのがございます。ここに介護予防事業

と任意事業というものがございまして、これでご説明をさせていただきますが、20年度の決

算額4,834万8,000円でございます。したがいまして、65歳以上１人当たりの事業費は4,518

円ということです。 

  それから最後になりますが、３点目の利用者の意見は聞きましたかと、意見の内容という

ご質問でございます。利用者の意見聴取についてでございますけれども、市の老人クラブ連

合会長さん、それから修善寺地区内の20の単位老人クラブの会長さん等に、この有料化に向

けた説明、それからアンケート調査を行いまして、また加えては地元の熊坂、瓜生野区長さ

んにも説明とご意見を伺っております。また、少人数ではありますが、施設において利用者

の出口調査も実施しております。 

  なお、このアンケートの内容でございますが、開館、閉館の時間、それから休館日、それ

と入浴施設の有料化について、それから入力料金等の項目について実施してございます。こ

の結果でございますが、22の団体等のうち21の団体等からご回答いただいてございます。こ

の入浴施設の有料化の是認、また料金は200円程度とのご意見をすべての団体からいただい

ております。 

  なお、少数意見といたしましては、部屋の使用料の無料の継続、それから閉館時間の延長

を望むご意見も若干ございました。 

  また、出口調査における利用者の意見におきましては、総じて有料化の是認のご意見がほ

とんどでございました。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 次、建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 議案第91号でございます。補足説明で申し上げましたが、基本的

には料金は前年度並みといたしまして、料金単価、料金体系の統一を基本方針としておりま

す。一部の地区については値上げになりますし、一部の地域については値下げになります。

例えば一般家庭であれば、４人家族が50立方メートル使用したと仮定します。新料金では２

カ月で4,987円になります。 
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  これを各地区で比較してみますと、修善寺の現在の料金が4,725円ですので、262円の値上

げになります。中伊豆におきましては人数制ですので４人家族ですと5,400円です。413円の

値下げになります。天城湯ヶ島地区では現在の料金は4,400円ですので、587円の値上げにな

ります。土肥においては現在の料金は5,764円ですから、777円の値下げになります。 

  料金を改定するとどれくらいの増収になるかということですが、22年度は調定ですが、３

億3,031万5,000円を見込んでおります。21年度の予算額の当年度収入が３億1,000万円であ

り、予算ベースでは約2,000万円多くなります。営業温泉汚水は現在のところ伊豆市では修

善寺だけであります。修善寺地区の汚水は狩野川流域下水道で処理しておりますが、この建

設当時において営業温泉汚水は当時の大仁町、伊豆長岡町、韮山町、函南町の５町によりま

す５町で営業温泉汚水は狩野川流域で処理することで計画され進めてまいりました。土肥、

中伊豆、天城湯ヶ島につきましては、営業温泉汚水は取り込まないという設計のもとに建設

されてまいりました。こういうことで、この地区においては温泉汚水を取り込んではおりま

せん。温泉汚水を取り込めばいいのでございますが、施設改良と新たに下水道使用者の同意

が必要となります。 

  今後の課題といたしましては、１市１町、伊豆の国市、函南町と協議を重ねまして検討し

ていきたいと考えております。 

  議案第92号でございます。農業集落排水事業でございます。農業集落排水事業は、修善寺、

天城湯ヶ島、中伊豆でありまして、農業集落排水施設使用料の改定については、基本的に下

水道と同じでございます。一部の地区については値上げになりますし、一部の地域について

は値下げになります。料金体系は下水道と同じです。 

  料金改定の目的でございますが、農業集落排水施設におきましても料金体系の一元化、統

一でございます。 

  料金改定をするとどのぐらいの増収になるかということですが、下水道に合わせましたの

で、22年度は調定ですが3,082万9,000円を見込んでおります。21年度の予算額の当年度収入

が2,760万円であり、予算ベースでは約320万円多くなります。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正でございます。 

  増収はどのくらいになるかという質問でございます。平成20年度に比べて平成22年度は

1,306万3,000円、平成23年度813万6,000円、平成24年度5,930万8,000円、平成25年度5,426

万1,000円、平成26年度１億450万5,000円を各年度に見込んでおります。算定年度を平成21

年度より平成25年でしたけれども、料金改定作業がおくれまして、平成22年度より26年度と

１年シフトいたしました。また給水件数を平成17年度実績より平成20年度実績といたしまし

た。 

  料金改定の目的でございますけれども、料金の一元化と老朽化施設を改良することにより、

供給を安定化させることです。天城湯ヶ島地区の料金が下がったのは意図したわけではござ

いません。料金算定をした結果下がったものでございます。今までが高かったかもしれませ
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んけれども、客観的な数字でございます。 

  議案第94号 伊豆市簡易水道条例の一部改正でございます。 

  簡易水道は上水道に準じた料金体系をとっていますので、上水道と基本的に同じです。た

だし、天城湯ヶ島地区の飲料水供給施設については、２カ月で2,520円定額の料金でござい

ました。修善寺では値上がりしますし、天城湯ヶ島では飲料水供給事業以外には値下げ、飲

料水供給事業もそうでございますけれども、値下げになります。 

  増収につきましては、平成21年度予算ベースで2,126万5,000円です。22年度は新料金とし

て1,796万6,000円を見込んでおります。予算ベースでは329万9,000円少なくなってございま

す。 

  地区ごとの新旧料金の差は次のとおりです。修善寺、21年度現年度予算366万5,000円が平

成22年度予想調定424万円で、差が57万5,000円になります。天城湯ヶ島、21年度現年度予算

1,760万円が平成22年度は1,372万6,000円となり、差が387万円の減額です。 

  議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正です。 

  分担金に関しては増収等は見込んでおりません。毎年同じぐらいの加入者がありますので、

通年同じ金額といたしました。大野の富士見平に関しましては、今年度徴収に入りますので

新しい加入分担金の条例は適用しませんが、改正条例が旧修善寺の条例を基本といたしまし

たので金額的には同じでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） これも一つずつやらせてください。お願いします。 

  議案第85号については、保育園より軽くなるということですので期待しております。 

  議案第86号について再質問させていただきます。 

  12名在園だったと。利用者の意見を聞きましたかという質問をすると、当然聞いたという

ことになるんでしょうけれども、全員賛成したんでしょうかね、お伺いしたい。 

○議長（飯田宣夫君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 保護者にご説明申し上げまして、現在在園する保護者と生ま

れたばかりのお母さん方にもお集まりいただきまして、廃園にご意見をいただきました。最

初がやはり１名の方がいかがかというご意見ございましたが、この間行った説明会では了解

いただいたと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 保育園を利用する方の心理としてね、近くに保育園があるのが僕は

一番のメリットだと思うんですけれども、全員賛成したと。私にとっては信じられない。ど

んな説明したんですか。今聞いているとね、大人数のほうがいいというような説明している

らしいですね。どこにそんな理論的根拠があるんですか。市長にまず聞きたいね。保育園な
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んていうのはね、１人保育だってあるんですよ。１人の先生が、先生というか何か知りませ

んけれども、見られる人数なんていうのは少なければ少ないほうがいいんです。それを大人

数、何人先生をつけると思っているのか知りませんけれども、大人数がいいなんていう理論

的根拠は僕は信じられない。お伺いします。これもう３回か。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 市長というご指名でしたので、先般別件で土肥小学校のエアコンの件

がございましたし、今も子供はどうなんだという話がありましたけれども、ぜひ皆さんで見

にいきたいと思います。やっぱり私の耳に入ってくるところは同じ年の子が１人になったと。

もう子供が最近行きたがらないと言っている。そんな親御さんからの声もありますし、小学

校等に関してもあるいは保育園でも、もちろん近くがいいんです、お母さん近くに預けたい

んだけれども、だけれども、そういう状態を越えて子供さんが残念ながら少なくなってきて

いる。ぜひ今の大東保育園は実はもう皆さんご了解いただいたんですが、それでもやはりそ

の意思決定をした行政あるいは議会として現状をごらんいただき、学校もできるだけごらん

いただき、土肥小学校もごらんいただき、その上でやはりまた何か改善点があればそこでお

話をさせていただくことが一番いいのではないでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） 議員ご承知でないかもしれませんけれども、やはり学校の統

合でもそういうお話が若干されてございますが、やはり集団の中でという、その保育の基本

的なものがございますよね。それで、また正式にできればと思っていますが、伊豆市の幼稚

園と保育園のその教育指針、今度は統一してこれらもつくっていって、その子供たちの幼児

教育やら保育をしようということにしてございます。そのやはり基本となるものがやっぱり

ある程度の子供さんが集団的な遊びをしたりとかというところが一番大事なところになって

ございますので、それはこうしなさいという法律の根拠はございません。しかし、やはり現

場の保育士さん、それからそういう専門書にも書いてございます内容ですと、やはりその程

度の人数が一番望ましいでしょうということです。 

  それから、決してこれは我々が保護者に押しつけたものではなくて、こういう方法はござ

いますよと、こんな形でいかがでしょうかというものを保護者の方に丁寧にご説明させてい

ただいてご理解をいただいてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） もう３回いっちゃったんだよね。 

  次へ移りますけれども、これはもうともかく統廃合ありだったですね。大人数がいいなん

ていう保育行政ってあり得ませんよ。子供が嫌がるというのはそれはそこにいる先生が悪い

と僕は言いたい。いや、本当ですよ。 

〔発言する人あり〕 
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○１２番（森 良雄君） 失礼ではないよ。先生連れてきなさい、僕言ってやるから。 

  次に移ります。 

  議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について。 

  ここは利用者の意見は聞いていませんね。まあ失礼だと言うかもしれないけれども、私が

聞いた範囲では、いいなんて言う人はいませんよ。聞いているのは近隣の区長さんの意見を

聞いているとかね、それから何ですか、老人会の会長さんの意見を聞いたとか、直接ここを

利用している人の話は聞いていないではないですか。これ私が今ここでずっとやっているや

つはね、すべて値上げありきなんですよ。市長、よく聞いておいてくださいよ。増収ありき

なんです。たかだか年間315万の値上げかもしれませんが、利用者にとっては死活問題なん

ですよ。 

  もう市長に言いますよ、はっきり。あなたには愛がない。心がないよ、あなたの行政には。

どういう人が利用しているか考えましたか、見ましたか、現場を見てきましたか、利用者を

見てきましたか。何も見ていないんだ、あなた。 

  さっき、まあ話変わっちゃうんだけれども、船原の遊歩道なんてあるけれども、あなた見

ました、歩いてみましたか、見ていないんだよ、あなた、行政を。ここをどういう人が利用

しているか。一生懸命リハビリやっている人が雨の日も風の日もつえ突いて歩いてここに通

っている。だれだ笑っているの。君も愛がないね。飯田正志君。 

  毎日毎日介護予防を実施するために歩いている。地区言っちゃうとわかっちゃうからね。

２キロも３キロも歩いている人もいるんですよ。おふろがないからここへ毎日通っている人

もいるの。ご婦人方が一緒になって毎日ここへ通っている。来るだけでも介護予防になって

いるんですよ。あなた方に介護予防なんで言う資格ないよ。一体幾ら財政負担しているんで

すか、介護予防のために。さっき4,800万って言ったんでしょう。何％ではないですか、315

万なんていうのは。隣の大仁町はすぐそばで水晶苑は無料でやっているの。なぜ315万増資

のために値上げしなきゃいけないの。利用者を全く無視している。まず質問しておくから。

利用者の声を本当に聞いたのかどうか、伺いたい。 

○議長（飯田宣夫君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木俊博君） アンケートをいたしましたのは、先ほどお答えさせていただ

いたとおり、市の老人クラブの連合会長さん、それから修善寺地区の老人クラブの会長さん、

それから20ほどありますかね、単位老人クラブの会長さんということで、先ほどの項目でお

願いしたところでございます。したがいまして、その会員すべてに会長さんがお聞きして回

答くれたのか、これは定かでございません。一応職命でお願いしましたので、よく考えれば

会員の皆さんに皆さん聞いてこういう結果が得られたのかなとも思いますけれども、これは

定かでございません。 

  それからあと、市長にも現場へ行ったことがあるのかどうかというお話もありましたけれ

ども、私も余りなくて、これがために２日ほどあそこで丸一日はちょっとおつき合いできま
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せんでしたけれども、少しの時間ですが利用される方のご意見聞いてまいりました。やはり

それは議員も同じだと思いますけれども、ただにこしたことはないわけでございます。され

どそれらも理解した上で、やはりこういう状況であればいたし方ないねという声が、先ほど

もお話しさせていただきましたとおりの状況でございます。そういうことでしております。 

  それからもう一つ、ちょっとデータが古くて６月の状況なんですけれども、６月にどうい

う地区の方がよく使っているかというふうなこともちょっとしてみました。６月は223名の

方がこの温泉を利用されておりまして、約32.3％、これがやはり施設に一番近いところで、

かつこれをもう少し見てみますと、月に11日から25日の間利用されている、ほとんど毎日の

方が25日ですよね。という方が52％ぐらいおられるんです。それともう一つが、地区別で修

善寺地区はというと、94.6％がこの修善寺のご老人の方が使われているということで、先ほ

どもお話しさせていただきましたが、どうも地域でそこのところだけにしか利用がされてい

ないということ、そういうことも踏まえてお願いしたいということでございます。 

  それからもう一つ、議員のお話の中でリハビリにこの温泉につかっていると。いいことだ

と思います。できればそういう状況であれば、ちゃんとした専門のリハビリを受けて治療し

たほうがいいのかなと思っております。これは余談でございますが、以上で終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 全く愛のない政治ですよ。菊地市長、あなたに答えてもらいたいよ。

リハビリでちゃんと、リハビリやるなんていう人はちゃんと病院行っているんだ。何とか病

院の費用を減らそう、元気になりたい、だからつえ突いてここへ来るんですよ。あなたそう

いうのを無視するの。年金でふろもないような人だってここへ来ているわけですよ。毎日来

ているなんていう人はね、そのうちの何人かはふろもないんだよ。その人が利用しているん

ですよ。あなたはここの、私がずっとこれからやる条例、みんな値上げ値上げ、増収増収を

見込んでいる条例ですよ。ぜひ愛のある市政をやってもらいたいですよ。その根本はここに

あるんです。たかだか315万かもしれない。たかだか200円かもしれない。しかしただだから

ここへ来ているんですよ、みんな。どう考えますか。 

  またね、こういう弱者に対する何か恩恵を考えていないのかどうか、お聞きしたい。市長

にお聞きしたい。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会の場ですから、できれば私の答弁をよくお聞きいただきたいんで

すが、私は繰り返し申し上げているんですけれども、日本の国民は国民として高負担高福祉

を求めていない、決めていないんです。ですから、私はただということにすごくこだわるわ

けです。私になってから無料化をすると言っているのは、小学校、中学校の通学費なんです。

これ学校へ行く義務があるんです。場所を行政が決めているんですよ。ですから、ここは私

はただはありきだと思っているんです。でもほかのことはやっぱり一定の、例えばやむなく

病気になられたお子さんもいるかもしれないけれども、やはり親の過失もあるだろうし、こ
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こにいらっしゃるお年寄り、ただにしてあげたい気持ちはわかるけれども、でもこれは義務

でやっているわけではないので、やはりそこは日本としては中福祉中負担ということを国民

の総論として今選んでいるんだろうと思うんです。 

  ですから、私は特段の背景がない限りは無料の政策というのは余り進めるべきではないの

かなと。そして私に愛があるかないかは皆さんのご判断にお任せいたしますけれども、全体

として伊豆市から老人クラブへ補助交付をさせていただいているんですが、伊豆市はことし

の予算、当初予算で744万円で、これは去年と変えておりません。５％カットしていません。

伊豆の国市が429万円、函南町が141万円、これは他の伊豆半島の市町でも突出して伊豆市は

老人クラブには配慮させていただいていますし、これは頑張って来年もその５％カットをし

ないで頑張っていただこうと思っています。 

  ですから、その中の使い道はね、やはり老人クラブの皆さんでお話しいただいて、こうい

った個別なことについてはやっぱり全体に提供できないサービスですので、全額とは申しま

せんけれども、維持補修費の半分程度は利用者の方にご負担をいただきたい、こう思ってお

ります。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 議案第88号はもう終わりだね。 

  次に移りますけれども、何となく市長の本心がわかりましたよ。あなた介護予防に4,800

万も投入しているんですよ、伊豆市は。 

  それで、議案第91号、これはもう増収だなということだから、それはそのまま受けとりま

すが、2,000万円の増収なんですね。わかりました。 

  次、議案第92号、これも320万円の増収ですね。私の理解に間違えがあるようでしたら訂

正してください。 

  さて次、議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正についてお伺いします。 

  いろいろ鈴木議員などからも質問を受けておりますので、違う視点から質問させていただ

きます。どうも施設の改良が必要だから値上げをしたいんだなと。これはもうはっきりして

いますね、値上げが目的だと。まずこれ確認しますね。目的は値上げなんですね。それで施

設改良、そのなぜかといったら施設改良したいということですね。ではまず、瓜生野の赤水

対策なんていう話があったけれども、瓜生野のどこで赤水が出ているんですか。大体検討つ

きますけれども、教えてくださいね。 

  それから、施設改良でいろいろやりたいというようなことが書いてありましたけれども、

伊豆市は既に耐震化をどんどん進めていると思うんですけれども、耐震化の進行状況はどう

なっているのか、どういう耐震化を進めているのかを伺いたいですね。これが２つ目ね。 

  それから３つ目、議案第95号では質問しないからここで答えてください。富士見平の改良

ものっていますね。富士見平の改良というのはいつ持ち上がったんですか、ここら辺は市長

に聞きたいな。少なくとも修善寺町のときには富士見平の改良なんていう話はなかったし、
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大城市長のときもそんな話はなかったです。突然浮上してきたというようなあれがあります

けれども、16億だったか14億の設備投資が必要だということですから、こういうのがどうし

て出てきたのか、お伺いしたい。 

  以上。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） お気持ちはわかりますけれども、我々はこの過去５年間やってこられ

なかったその合併の一つの宿題、もう８月31日になってもできるかできないかもわからんよ

うな宿題をこれ以上先送りはできない。もう料金統一に反対されている方はいらっしゃらな

いんですね。先ほどの鈴木初司議員のご指摘はご指摘で理論的にはよく理解できるんですが、

ではどの水準に森議員は計算を、試算をしご指摘されようとしているのか。ただ全部値上げ

だからと言われても、我々もやっぱり一定の積算根拠を出してお示ししているわけで、正直

に申し上げまして、これまで維持補修が十分になされてこなかった。 

  そしてこの広いこの急峻な地形の中で、それからまだ簡易水道もこれから統合もしなけれ

ばいけない。まだまだ八木沢、小下田地区のように水そのものに不安を持っておられるとこ

ろがあって、近い将来必ず多額の設備投資が必要なところであって、そして市内で５年間、

これだけの格差を継続してきて、ここでこの事業、統一事業をしないという選択肢は私はな

いんだろうと思うんです。この伊豆市役所及び伊豆市議会として。ですから、その水準をど

こで求めるかという議論にぜひ入っていただきたいと、こう思うわけです。 

  それで、富士見平の話は去年区長さんからご要望いただきまして、そして条件も話をさせ

ていただき、それから負担金をまとめてお支払いいただき、それで伊豆市のほうに管理を移

すということになってまいりました。これからこういった市への移管はもっともっと進むだ

ろうと思います。やはりいつまでも組合だけあるいは地域だけで維持補修をするというのは

ね、多分難しいだろうと思いまして、私はこういった市への移管というのはこれからも続く

だろうと予期をしているわけです。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 赤水のことなんですけれども、私もどこがと言われると困るんで

すけれども、瓜生野から熊坂への管渠の付近にやはり鉄管等が存在しているということで、

瓜生野のその方たちの水道がちょっと濁るという、そういうものがございます。ですから、

どこの場所が古いのかちょっと私はわかりませんけれども、そういうふうに承知しておりま

す。 

  それから、耐震化につきましては、これは今施設が非常に古くなっておりまして、土肥の

水源につきましても湯ヶ島の水道施設につきましても、なかなか耐震化ということになりま

すとちょっと時代的にもう古いものですからできておりません。ですが、これをすぐに変え

るというのはできませんので、料金改定のときにお示しさせていただきましたこの事業計画
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の中で、できるものからやっていこうと思っております。 

  そして富士見平の話は、これは私知る限りでは、修善寺ニュータウン、これが平成６年か

な７年、上水道に統合されました。そのときにも既にもう富士見平地区から同時に陳情が上

がってまいりました。これは富士見平のばあいには企業等が存在していないことと、当時旧

修善寺町もなかなか苦しかったものですから、負担金というものをいただいたわけなんです。

それが富士見平のほうではとてもそんなものは用意できないということで、我慢しようとい

うことでそのまま継続してもらってきたわけです。 

  その富士見平の経営の仕方というのは、元メーターで一括旧修善寺町の皆さんと同じ料金

を徴収してもらって、それでいながら中の管理は一切しないという、そういうちょっと地区

の人に言わせればひどいやり方だったかもしれませんけれども、富士見平が１軒の家という

ふうに考えたわけです。だからその辺はちょっとやむを得ないんではないかと思います。そ

れで、工事費は今上がっているのは１億6,000万円、その１割程度を負担していただくとい

うことで決定しております。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） これはね、５年後には１億6,000万と言いましたっけ、の値上げな

んですよ、我々から言えば、市民から言えば。この辺が当局側と一般市民との理解の差なの

か。 

  耐震化については全くやっていないんですか。ダクタイルの鋳鉄管に取りかえている工事

をずっとやってきたんではないの。やっているんでしょう。どのぐらいの割合かぐらい説明

してくださいよ。やっているんだからね。当然16億の中のことはやっていないのかもしれま

せんけれども、どこの地区が耐震化をやったのか。だけれども、やっていないところもあり

ますから16億かかりましたと。耐震化の現状についてお伺いします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 数字を申し上げろと言われますと、今までの耐震化率、これはい

ろんな管の問題、それから配水池の問題、そのあたりの数字を今ここで申し上げろと言われ

ましても、ちょっと申し上げられませんので。ただこれは当然着々と進めてこなければなら

ない事業でございますので、今後も進めていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） これで森良雄議員の質疑を終わります。 

 

◎会議時間の延長 

○議長（飯田宣夫君） 時間ももう５時になりますけれども、会議を延長して行いたいと思い

ます。ご了承ください。 
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  ここで10分程度、５時まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午後 ４時５１分 

再開 午後 ５時００分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、議案第91号から議案第94号の４議案について一括して、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 同じように、また水道関係が中心ですけれども、まず最初、議案第

91号 伊豆市下水道条例の一部改正について質疑をいたします。 

  これを見ますと、天城地区では使用水量が30立方メートルから値上げ、中伊豆地区では60

立方メートルから値上げになるわけですね。そしてそんな資料をいただきましたが、上水道

料金もここのところは値上げになる。いわゆるさらなる値上げの世帯が出るわけですね、上

下水道とも。本当に我慢を求めるのかなと。この使用水量をやっている家庭の方々、いわゆ

るダブルパンチです。受けるのはそれぞれの地区で何世帯ですか、ご回答願いたいと。 

  議案第92号の農業集落排水の施設条例の一部改正についても、今質疑した下水道の条例の

一部改正と同じですから、同じ質問です。 

  議案第93号の給水条例の一部改正について、５点にわたって質問いたします。 

  まず第１です。改定案によって上水道料金は幾らふえますか。暫定時と書いてある、暫定

時ではない激変緩和とそういうように言葉をかえますが、その分は除いて結構です。上水道

料金は幾らふえるのか、それぞれ口径13ミリ、20ミリ、そしてすべて、全部のこの３つの料

金を示してください。 

  ２つ目です。天城地区において激変緩和、暫定期間中も含めて現在の水道料金よりも値上

げになる使用水量の分岐点があると思うんですけれども、それはそれぞれ暫定期間も含めて

何立方メートルからでしょうか。実質的にここのところは値上げになるわけですけれども、

公益企業法の基本原則というのはありますけれども、この立場から見てここのところの市民、

この値上げをどういうふうに判断されますか。 

  ３つ目です。現在の料金体系は20立方メートルまでを基本料金としています。今回は基本

料金は基本料金として徴収して、１立方メートルから使用料金として徴収するという提案で

す。前も一般質問行いましたけれども、どの家庭でも家事用、浴槽用という生活用水は必要

ですけれども、今回の料金体系を変えたことについて、この生活用水という立場から見てど

のようにお考えでしょうか。 

  ４つ目です。建設改良費の財源はどこから持ってきていますか。前の鈴木議員のときに部

長一般論としてその建設改良費の調達方法について内部留保資金だとか積立金、企業債等々

言っていますけれども、私がお尋ねしているのは、今回の建設改良費、その財源、いわゆる
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調達方法はどこからかという質問ですから、具体的にお答え願いたい。 

  ５つ目です。小土肥の簡易水道合併に伴う協定書というのを私拝見しましたが、この件に

ついてはさまざまな歴史があるものですからね、関係住民とこの辺のことについても話し合

いをして、一定の合意を得て今回提案されているのか、お尋ねします。 

  最後の質問。議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部改正についてです。 

  平成22年から平成24年まではその使用水量をすぐに上げないで32円とすると。それ以降の

２年間、平成24年から26年までは60円という数字、どこから導き出してきたのか、説明して

いただきたい。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 具体的なことは建設部長から回答させますけれども、全体として半分

以上の方が負担がふえると。ここで我慢させるのかということなんですが、これも繰り返し

になりますけれども、そもそもこれだけ広い伊豆市の中で市が責任を持って水道設備投資を

しなければいけない。そしてそれも維持補修しなければいけない。そしてちょっと申しわけ

ない言い方かもしれませんけれども、これまで必ずしも十分に維持補修がなされずに、４割

近い水がひょっとしたら漏れているのかもしれないというような状況の中で、ではだれが最

終的に負担をするのかと。確かに我々今苦しい苦しい議論をしているのは、ということもあ

って、歴史があって、今我々この苦しい状況にいるわけです。 

  それで、この負担を軽減すればやはり将来どこかでやっぱり負担を担う世代が出てくるわ

けですよね。ですから、私はやはりここは合併の宿題ですから、ここで一たん負担を我々責

任を持とうと思うんです。それがやはり合併を進めて、そして合併の整理が終わっていない

我々の責任だろうと私は思うんです。ですから、起債するとかあるいは一部繰り入れとかあ

るいは事業先延ばしということで、何らかの措置をとらなければ全体のその水道料金の負担

軽減にはならないわけですから、それはいずれの場合でも何らかの形で将来に負担を残すわ

けですから、私はやっぱり合併の宿題は合併に携わった世代で解決すべきだろうと、こう思

っています。 

  具体的なことは、建設部長から説明させます。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 議案第91号におきまして、ダブルパンチを受ける地区世帯数でご

ざいます。 

  中伊豆地区が人数制でございますので、うまく比較ができるかということがございますけ

れども、担当のほうから比較してもらいましたので数字を申し上げます。中伊豆地区につき

ましては186件、これは60立方メートル以上の使用者を抽出いたしました。それから天城湯
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ヶ島地区182件、口径13ミリの場合に13立方メートルから41立方メートルの方たちでござい

ます。それから50ミリにつきましては１件、244立方メートルから718立方メートルの方でご

ざいます。合計183件という数字になりました。 

  それで、議案第92号、農業集落排水のほうでございますけれども、同じくダブルパンチを

受ける地区、世帯数ということですけれども、それぞれ21年度の４月の調定の件数で申し上

げました。中伊豆地区につきましては、やはり同じような状態でございまして54件、60立方

メートル以上の方を対象にいたしました。天城の場合には125件、13ミリの場合には13から

41立方メートルで同じでございます。20ミリの場合には１件、60から62立方メートルの方で

ございます。合計天城の場合には126件でございます。 

  それから、議案第93号の①番の上水道料金は幾らふえるかというところでございますけれ

ども、これも担当のほうから出していただきましたので申し上げます。データは平成20年度

の実績数字でございます。をもとに比較してございます。13ミリの平成20年度調定額３億

426万円、平成20年度の総調定件数7,100件、平成20年度総使用量292立方メートル、改定後

基本料金、合計３億6,874万6,326円ということで、21.2％の増になります。20ミリの場合に

は平成20年度の調定が３億9,049万2,000円、件数につきましては6,336件、総使用量41万

5,127立方メートル、改定後の合計でございますけれども、5,166万5,000円ということで

30.8％の増になります。 

  それから、平成26年度完全実施時の推定水量比較でございます。平成20年度の調定額５億

4,030万1,000、総調定件数７万9,614件、総使用量といたしましては536万9,280立方メート

ルです。改定後の料金につきましては６億1,910万円ということで、14.6％の増ということ

でございます。これは私もちょっと注意してこなかったんですけれども、税抜の数字だと思

います。 

  それからその次の②です。 

  天城湯ヶ島地区におけます分岐点、どうなるかということでございます。申し上げます。

口径13ミリの場合は、先ほども申し上げましたけれども、13立方から41立方の間の方、20ミ

リの口径の方は60立方から62立方、立方メートルでございますけれども、25ミリの方は119

立方から124立方、40ミリの方は163立方から493立方、50ミリの方は244立方から718立方、

75ミリの方は517から1,667立方メートルの使用者、これはすべて料金体系の変更によるもの

です。 

  それから、基本料金に基本水量制を採用しなかった理由はなぜかということでございます

けれども、この間も申し上げましたけれども、鈴木議員のときにもお話がありました。まず

は、２部料金制にした理由でございます。水道の今までの考え方は施設の利用、公の施設の

利用でございますけれども、施設の利用であると考えられていました。極端なことを言えば、

水そのものはただである。では、何に対する料金かといえば、管路の利用、配水池、ポンプ

などの利用料であるという、そういう考え方でございました。このことから平成16年までは、
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水道料の時効は公の施設の利用であるということから５年でございました。これが裁判所の

判例によりまして、平成16年度以降は水道は水の売買である、ものの売り買いであるという

ことで時効は２年ということに判決がおりました。 

  このことから、水がものであれば原則１立方メートルの水はだれが買っても同じ値段であ

るはずです。基本料金などなければ一番公平であるはずですが、水道においては時間帯、季

節により需要の変化があります。常に需要のピークに対する施設でなければなりません。平

常時と需要のピーク時の差の部分も基本料金として加入時の方に負担してもらうというのが

改定案の基本料金と水量料金の考え方です。それを口径別にしたのは施設の大きさは需要に

より、需要に比例して大きくしていかなければなりません。口径が大きくなると設備投資も

大きくしなければなりませんので、使い勝手がよい大きい口径ほど負担も多くなるというこ

とが負担の公平性から見て合理的であるとされています。 

  次に、建設改良費の財源はどこから持ってきましたかということですけれども、どういう

答え、先ほど鈴木議員にお答えした答えでは不足だというようなことだと思いますけれども、

もう一度後でご説明いただけますか、お答えいたします。 

  それから、土肥町時代に小土肥簡易水道組合と取り交わした協定についてでございますが、

この問題は小土肥地区だけでなく、新田においても協定書がございます。料金改定の説明に

は20年11月と本年５月説明に伺っており、料金改定についても説明をしてまいりました。一

定の合意の上の提案ですがということでございますけれども、確かな合意を生かしたと、そ

ういうものは特にございません。ご理解をいただいていると考えております。 

  ４番、簡易水道について天城湯ヶ島地区飲料水供給施設について、緩和料金はどう導き出

されたかというご質問でございます。湯ヶ島地区の飲料水供給施設につきましては、２カ月

で2,520円という定額であります。これは言いかえると、ほかの湯ヶ島地区の基本水量によ

ります定額料金と同じでございます。この考え方から推測いたしまして、超過の水量料金は

あり得ないということです。よって、この地区の使用水量はゼロ立方メートルであるので、

水の量による料金はゼロ円から始まるという考えで出発しました。それを３段階で行おうと

いうことで、当初案といたしましては96円を提案しておりましたので、最初が96円の３分の

１で32円、次が96円の３分の２で64円とするのが３段階で目標の95円に達するという考え方

を、土肥地区の緩和措置の考え方を踏襲しているつもりでございます。 

  以上です。 

○２０番（木村建一君） 細かいところいいですか、ちょっと。 

○議長（飯田宣夫君） 木村君。 

○２０番（木村建一君） 改良費の件については一般的には現金であったりとか公債費でやっ

たりとか内部留保資金でやったりとかというふうな説明されたんですね、出資金だとかとい

うことですね、これ一般的に言われている。今回のところについてはどこを使うのかという

ことですね、そういうことです。どこを使うのかわからないのに建設改良費出るわけないか
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ら、何をもってこの改良費を充てようとしているのかということをお尋ねしているんです。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 全く同じでございます。内部留保資金を補てん財源として流用い

たします。決算書の４条の不足財源の補てんの内容がございます。あれでございます。 

  以上です。 

○２０番（木村建一君） すみません、一つ欠けている。 

  いわゆる激変緩和を含めて天城地区において使用水量の分岐点、これは今お話なされたの

は2014年以降の分ですね。その前２年間調べましたでしょうか、お答えください。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） この数値は平成26年度の数値です。その１段階目、２段階目の分

岐点はちょっと数値を持ってきませんでした。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 話すと酷だからよしますけれども、質問は簡潔に、簡潔にしていま

すよね、私ね。ので、調べませんと、持っていないということはね、ちょっと今後のことを

考えて、次のときには本庁までとりにいってもらうかもしれませんから、よろしくお願いし

ます。やっぱり質問しているんだから、何のために質問しているのかという趣旨がこちらに

あるものでね、きちっと調べてください。別にここで持ってこいと言えませんから、今回は。 

  議案第91号と議案第92号については関連しますのでね、一緒にしたいと思っています。 

  こういう実態ってちゃんとつかんでいますかね。今言われたようにそのダブルパンチにな

るのが出てくるんです。今の生活状況を見たときにこういう人たち、一部で全部ではないん

ですよね。私も市長言われるように全部を低いところに下げろということは何も考えていな

いです。上がるところもあるでしょう。当然のことですよ、今回統一しようとする、余りに

も差があるので。そこは認めているんですよ。今の料金体系はいいのかどうかということで

質問しているんですけれども、こういう実態ですよね。下水道とこのプラスされるところが

幾つか上げてあるんですけれども、どのくらいあるかというと、天城の場合は上水道30リッ

ター使うと負担増2,136円プラス下水40円プラスされるんですよね。さらにですよ。それか

ら中伊豆は60立方メートル使うと7,896円プラス48円、こういう実態もね、本当に私はつか

んだ上での提案なのかということでクエスチョンマークです。市のほうにとって、部長にと

ってみれば職員にとってみれば、全体の収益がどうなるかと。それでもつかもたないかとい

うことで、当然それは当たり前のことなんだけれども、この改定によって市民のところにど

こにどのような形で影響してくるのかということもちゃんとやっぱり調べる必要があるのか

なというふうに思っていますので、ダブルパンチのところはよくわかりました。質問するこ

とありませんから、状況わかりましたので。 

  議案第93号の給水条例の一部改正についてお尋ねします。ちょっとわからなかった。 

  全体としては幾らなんですか。答えていたけれども、ちょっと私書き切れなかったもので、
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すべてひっくるめて幾ら上がるのか、幾ら上がるのかだけ答えてください。いっぱい数字を

言うとわけがわからなくなる。 

  それから、分岐点について今お話しなされたように回答されたように2014年、いわゆる本

格的にちゃんと取りますよと。１カ月単位ですると643円、２カ月で徴収しますからね、２

カ月の基本料金は1,286円プラス95円掛ける何立方メートルですよということが始まったと

きに、値上げ分は13立方メートル使う人から41立方メートルふえたんですよね。 

  それからもう一点、私もちょっと調べてびっくりしたんだけれども、その前の段階、2012

年から2013年までので２カ月で計算しますから、これのがわかりやすい。840円基本料金を

掛けたときにまさか天城なんか出てこないだろうと私は思ったんですよ、今よりも上がると

いうのは。そうしたら、ところがどっこい18立方メートルから27立方メートルの方々は上が

るんですよ。その中で最大どこが上がるかと。２カ月間ですが、20立方メートル使う方が年

間ですけれども1,320円ですよ。もとに戻って2014年も同じ20立方メートル使う人が年間約

4,000円ですよ、3,996円ふえるんですよ。だから天城の方々は全体下がると思ったら、なぜ

ここが上がるのか、おかしいではないかということなんですよ。わかりますか。上が下がっ

て下が上がるだろうというふうに６年間じっと我慢してきたと。一番高い水道料金でずっと

我慢していたと。でもふたをあけたら何なのという。確かに天城地区では下がる地帯もある

んですけれども、こういうところを置いてけぼりにしてしまうんですよ。そこまで調べたの

かどうかをお尋ねします。 

  それから、今回の基本料金は基本料金、水道料金は水道料金取る、その原則はものだとか

ということをお話しなされていますけれども、お尋ねしますけれども、地方公営企業法、こ

れ一般質問のときにもちょっとお尋ねしましたが、経営の基本原則の一つですよ。経営をち

ゃんと成り立たせましょうねと、これあるんだけれども、公共の福祉の推進というのがある

ではないですか、公共の福祉の推進、そのためにほかの多くの自治体はこの料金体系をとら

ないですよ。基本水量、いわゆる生活配水、生活にはお金を取りません、取りませんという

か安くします。取りませんというと誤解ですね。公衆衛生向上のために生活用水としての家

事用、浴場用、ふろ場使うときについてはここのところはなるべく負担を少なくしましょう

と配慮をする、ここがあるから地方公営企業法である公共の福祉の推進というのをこの中に

うたわれるんですよ。 

  それともう一つ、経営をきちっと成り立たせなさいというから、前の質問でやったんだけ

れども、これやれと言っているんではない、考え方の問題を私言っているんだけれども、や

れと言っているんではないですよ。多く使えば使うほどどんどん水道料金を上げますという

のが一般的なんですよ。それで多く使うところ、これをやれと言うんではないですよ、繰り

返し言うけれども、旅館サイドも大変だからわかるんですよ。では、どんどん立方メートル

当たりの料金体系を取れとは一言も言っていない、考え方はこうですよということはしっか

りと受けとめてほしい。一つの例として、失礼ですけれども、旅館さんは水道を使えば、使
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っていただける人たちが多く入れば、それは利益に反映されるんですよ。水というのはそう

いうことで工業用水もそうですよ。だから特に工場地帯なんかは定進制と多く使うところと

いうのはたくさんの料金をいただきますよと。１立方メートルいつまで使ったって同じです

よなんてしないんですよね。だからそこのところの根本的なところをやっぱり私は考えなく

ちゃならないのかなと。 

  それから、建設改良費の件についてわからないです。市長もこんなことを話していますよ

ね。今年度公共投資するとまた借金がふえるから云々というような話ししていて、そして今

のこの市に体力のあるときに整備したいということなんです。それはわかるんだけれども、

ではその改良費14億円というのは一体全体どこから持ってくるんですか。普通例えば車を買

って何か商売しようとしているときに、では車の自分の現金を出す、あとはローン組んでそ

れでやる。友達から借りるとかということで、100万あるうちの50万は自分のお金、20万は

借金する、30万はだれかから借りるということで運転し始めるんですよね。水道の施設だっ

て同じではないかなと。それを全部内部留保資金でやりますということを言うから、それを

どうしたって安定的にためたいから、やりたいからお金がないと困るではないですか、借金

を余りしないんだから。だからこれだけのやっぱり高いところに合うような形にならざるを

得ないのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、私のほうからお答え申し上げますけれども、これも繰り返しに

なりますが、確かに生活用水としての性格もあるんですが、他方、今伊豆市の産業全部きつ

いわけですから、全部の負担を軽減しようと思ったら全体の水準を下げるしかないと私は思

っているんですよ。確かにお年寄りの家庭が多いのできついけれども、しかしやはり大量に

水を使っているところがそういう元気なときはそれくらいの水道料金は耐えられるけれども、

それを全体に苦しいところに全部優しくしようとすると、全体の水準を下げなきゃいけない

と私は判断しております。 

  それから、結果として今回の水道の改定案のと現状の差というのはもちろん掌握をしてお

ります。天城地区でどうなっているか、中伊豆地区でどうなっているかというのは承知をし

ている。しかし、それを前提に制度設計はとても私はできないと思うんです。今７つの種類

があってそれぞれ制度が違う。修善寺では事業別もあるし中伊豆は人数別もあるし、これを

それぞれの状況に特別な配慮をしながら制度設計をするということは、私はできないしやる

ためにゆがんでいくと思うんです。したがいまして、一番シンプルな水道料金体系をとりた

い。 

  実はその２部制をとったというのも、これ一番シンプルなんです。設備投資はみんなでも

ちましょう、あとは商品、生活用品といったって米だって同じように１キロは幾ら２キロは

幾らということですから、同じように使った分だけの料金にしようということで、それ以外
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の制度設計をしようとすると地域ごと、水道ごとの利害調整、現状との調整は私は多分、多

分というかこれはもう間違えなくおさまりがつかない。そこで制度設計についての時点では

いろんなところとの差額、だれがどんだけ上がるかだれがどんだけ下がらなきゃいけないか

という配慮は、正直言っていたしませんでした。結果としてどうなるかはもちろん承知して

います。だからそこを見て決めなかったのかと言われますと、それは正直言ってそれを前提

にはやってきませんでした。あくまで伊豆市全体で水道料金を負担するとしたらどのような

事業が必要か、それはどのような公平な制度でやっていくべきか、その結果幾らの料金水準

になるのかということで今お話をさせていただいているわけです。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 全体で幾ら上がるかということですけれども、約7,900万円ぐら

い26年度では上がると思います。 

  それから、建設改良の話なんですけれども、建設改良は４条の資本的収支の支出のほうに

建設改良費というのが載っております。でもこれはいわゆる収益的収支のようにお金を払っ

て消耗品を買うとか何とかと、そういう話ではないです。建設改良というものの例えば

1,000万円の工事費は事業の内部へ残った、要するに３条のほうで減価償却費として支出に

計上してあるんですけれども、ただ実際の現金の支出はないわけですよね。ですから、そう

いうものを３条の収入のほうへは載せてございませんけれども、内部留保資金の中では補て

ん財源となるわけなんですけれども、その現金というものが企業の中に残ります。これを４

条の支出に充てていいですよということなものですから。 

  それと毎年上がる、26年に１億880万という金額になるんですけれども、これも内部留保

として上がります。この１億880万につきましては一部は建設改良積立金、減債積立金、そ

れから利益積立金というふうに積み立てられます。これは鈴木議員がご指摘されたそのとお

りです。それで欠損金がある場合はそれを積む。それで残りが未処分利益剰余金として残り

ますので、そういうもろもろの企業の中に残った現金です。これを建設改良の支払いに充て

ることができます。 

  ただし、これは収益的収支が言っている収入とか支出ではないです。予算決算では収入支

出に仕分けますけれども、会計上は現金という流動資産は固定資産に変わっているだけなん

です。それで、その減価償却費分が３条の費用のほうへ計上されていきます。それでなおか

つそれは現金の支出がないと、そういうものの繰り返しなんです、要は。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員。 

○２０番（木村建一君） 私は繰り返しますが、全体の水道を統一するときにどうしようかと

いうところは、当然そこから出発するかもしれませんよね、考えるときには。でも現実には、

私天城出身だから別に天城地区の肩を持って言うわけではない。天城の方々全体として下が

るであろうというふうに繰り返して期待していたのに、なぜここの分上がるんですかと。全
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体をやったんですが、これ結果としてしようがないんではない。結果こうなるよということ

を見ながらも計算するときにはやっぱりどの、この料金を統一することによって市民の皆さ

んがどこでどういうふうな状況になるのかということは、私はやっぱり把握する必要が今回

だってあるんではないかというふうに思っているんですが。 

  もう一点お尋ねしますね。今のその建設改良費のお話、３条予算とか４条予算、支出がど

うのこうのといってわかるんですよ。お尋ねしたいのは、そうすると内部留保資金でやるん

だと、基本的には。ということですよね。そうしたらお尋ねします。過去の何十億ものお金

っていうのは一体全体あれは何ですか。借金たくさんやって今鈴木初司議員も言ったけれど

も、今現在いる人が水道使っている人が今の水道料金は維持管理費プラスずっと昔の借金を、

その利子も含めて元金も含めてプラスして返すというかね、実質的にはそれを市に納入して

いるんだけれども、その水道水の料金の中身を見ると、維持費とプラス今までの借金の公債

費をプラスして払っているんではないですか。 

  そうしたら、今の部長のお話ですともう基本的には内部留保資金だと、それでやりくりし

ないと14億もたないからというふうになっちゃうんではないですか。そうであるならば違う

と言っているので、違うなら違うでちゃんと説明してください。14億のうちに、前にも言っ

ていたけれども、３億円しか借金しないんですよね。本来の平等って何なのと言ったときに、

今現在使っている人たちが恩恵をこうむるんだったらそれを全部払っていいですよ。もう繰

り返すけれども、将来にわたっている人たちだって使うんだから、この今回の５年間の施設

改良費をやろうといったときに。そこをなぜ後年度を長くしてやるのが本来の平等でしょう

というのが、そこが狂っちゃうんですよね、全然。今あるうちに。では、体力がなくなった、

10年後にではだれが払うの、それ。とにかく現金で全部５年、６年ではないと言いましたよ

ね、建設改良費分なんていうのは。では何年でその３条予算、４条予算を含めてだけれども、

返そうとするのか、ペイにしようとするのか、質問します。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） ４条のその補てん財源を不足額ですね。４条の支払いに充てる内

部留保資金だと、私はそういうふうに申し上げていないはずです。そこの内部留保資金とい

うのは、先ほども申し上げましたけれども、４億5,000万がいいか５億がいいかという、そ

の辺の判断は私にもちょっとできませんけれども、燃料計のメーターのように常に一定のと

ころで保ちたいわけです。だから、企業債を借りて、建設当時内部留保資金がなかったとき

には、積立金がなかったときには企業債を借り受けて工事を実施したと思います。ただ、こ

の場合には借り受けた企業債の利息と減価償却費が３条に計上されます。借りたお金には必

ず利息がつきます。ですから、これは料金に大きくはね返るわけです、逆に。ですから、そ

の辺私が申し上げているのは、内部留保資金のその上がり下がりを常に見ておりましてね、

内部留保資金が下がるようでしたら企業債を借り受ける、内部留保資金がふえるようでした

ら、これは一定の額は使ったほうがいいということです。こうやって後年度の人たちにも平
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等な負担をしてもらうというのはここにあるわけです。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 木村議員、議案第94号のほうはいいですか、もう。 

○２０番（木村建一君） すみませんね。簡易水道なんですか、聞くと単純にただ割っただけ

ですか、根拠はないのね。それで96円ではなくて、今回の時点で95円でやっているでしょう。

でもこれはもう前立てたから、この辺は払ってもらうんだという理解でよろしいですか。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） そのとおりでございます。考え方としたら水量料金はなかったと

いう、何かに根拠を持っていくしかございませんので、それで非常に第１段階なんかが安く

なりましたけれども、３段階に均等に割らせていただきました。 

○議長（飯田宣夫君） これで木村建一議員の質疑を終わります。 

  続いて、議案第94号について、５番、松本覺議員。 

〔５番 松本 覺君登壇〕 

○５番（松本 覺君） ５番、松本覺です。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、特に附則の３、４、５、223ページに

ついてお伺いをいたします。 

  私は、今までに水道委員会に属していたということもありまして、事前の説明会等出席を

させていただきました。その機会あるごとに、水道料金改定に当たって激変する地域につい

ては特に丁寧な説明をする必要がありますよということを訴えるといいますか、発言をして

きたつもりであります。ご記憶にあると思います。それで、外から何も事情を知らない者に

とっては大変不自然な数字、例えば１立米32円というような数字は、どこからそんな数字が

出てくるんだと、大変不自然に思うこともあるかもしれません。私も一時そう思ったことも

あります。 

  しかし、過去の経緯やいきさつをそれぞれに持っていて、そして言い分もあるわけであり

ます。したがって現在の料金を払っているわけですから、行政に当たる者としては、それぞ

れに十分耳を傾けていかなければならないと思います。同一料金、同一サービスの大義名分

のもとに改定案の変更等丁寧な説明を欠くと、それこそ泣く子と地頭には勝てんと言われか

ねません。理にかなった配慮や思いやりを持った行政の手法が必要と思います。 

  私ごとですが、議員になる前に議会って何をやっているんだと、こう聞かれましたので即

座に富の再配分と市民の拡声器になると。まああと幾つかありますけれども、そういう政治

姿勢はこれだれでもお持ちだろうと思います。 

  そこで、それに沿って３つ伺います。 

  １つは、経過措置について該当地区、特に３つと思いますが、該当地区に対する十分な説

明が行われたか、納得、了解を得られていますか、これが第１点目です。先ほど木村議員が

同じことを言われましたが、部長さんはいるものと思うと、こういう声をはっきりと私聞き
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取れましたのですが、もう一度聞きます。納得、了解を得られていますか。 

  それから２番目に、これは単純な説明でちょっと私がわからないから単純に聞きますけれ

ども、修善寺地区で水圧が低いので13ミリも20ミリも同じ料金だから、20ミリでもいいんで

はないかとあいまいな根拠で実際には20ミリを引いていると、引いている地区があると、聞

いたら芙蓉台のようですが、そういう地区に対して実質的には今度は20ミリは値上がりする

わけですよね。およそ倍ぐらいになりましょうか、基本料金と１トン当たりの水量は20ミリ

よりも安くなりましたから、ざっと倍の値段になったわけですが、そこら辺への説明と納得

は得られているでしょうか、それが２つ目です。 

  さらに、私は聞くところによると何人かの人に、相当信頼の置ける人たちに特に小土肥地

区、新田地区について事情を聴取してあります。これは、これ言っていいかどうか、行く行

く最終的には市に協力したいという意思は持っていると。しかし、特に旧町と取り交わした

先ほどは協定書といいますか、通称覚書と今までは言っておりましたけれども、それらがあ

る。それから要望書も出ているということについては、これは納得、了解が得られていない

と解釈したほうがいいんではないかと思います。それでここに至って、では今さら何をする

かと、こういうことになるわけですが、私はそれらについてはこの会期で可決されるか否決

されるかはともかくとして、将来にわたって今言った覚書とかあるいは政治的温かい配慮と

かというような話し合いを今後も持っていただきたいと、私は思っているわけですよ。その

担保がとれるかどうかが私の意思決定にかかわっている、私はそう思っているわけですが、

ぜひそうしていただきたいと思っておりますが、市長のご所見を伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず基本、ちょっと大事なことなんで一番最初に議員おっしゃった富の再配分のところで、

大事な政治の役目なんですが、これに対して私はちょっと危機感を持っておりまして、幾つ

かの特定財源で県の中でもあるところからは負担と利益がずれがあると、これは当然ですよ

ね、富の再配分をやっているわけですから。そういったことに対する不満もありますし、川

勝知事もまずそこが汗をかかないところは支援をしないという、つまり汗をかくという意味

はよくわからないんですけれども、とにかく自動的に再配分は行わないということなんだろ

うと私は理解しているんです。したがいまして、当然財力のないところあるいは我々のよう

に環境を維持しＣＯ２を吸収することによって貢献しているわけですから、それはどうどう

と主張すればいいと思うんですが、ただ自動的に富が再配分されるということはなかなかな

いんだろうと、それを覚悟して私はやはり行政に臨まなければいけないんだろうと、こう思

っております。 
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  それを前提に、まず１つ目の経過措置については十分な説明が行われ納得、了解が得られ

ている、これはもちろん全員から納得、了解は得られていないんだろうともちろん思ってお

ります。先般もご質問の中でありましたけれども、議員内閣制をとっていない地方自治体に

おいては行政のほうに議案を上程する責任があるわけです。ただし、地方自治法あるいはそ

の他の説明書を見ますと、極めて例外なときには住民投票という形で住民の意思を直接問う

ことがある。例外的な場合に重要な案件についてタウンミーティング、地区説明会等で市民

の利益を直接吸収することがある。そのほかの場合にはまず議会に、当然のことながら議会

にお諮りをして、そこで承認をいただく。私はその例外的な重要案件だとは思っております

ので、市民の皆さん新たな負担をし、お願いするごみの有料化であるとか、この水道料金に

ついては地区説明会等をやりご説明申し上げたわけです。その中で論点が整理され、どこが

課題かということは掌握したつもりでございまして、その時点で全員のご理解、ご了解が得

られなくてもこれはやはり行政の責任として提出すべきではないかと、こう判断をしたわけ

です。 

  その中で、その３番目とリンクするんですが、料金についてはこれは申しわけないけれど

も、私は特例措置というものを認めたくないと。これはもう収拾がつかなくなりますし、や

はり皆さんそれをわかって合併に臨まれたわけですから、やっぱり合併協議の協議事項を後

でほごにするというのは、これは新たな伊豆市の行政としてすべきではないであろうし、そ

れは結果として一部に負担の低いところが残っても、やはり逆にその市民の感情が分離して

しまうことになりかねないということで、私がお願いしたのは料金の統一はご理解お願いし

たい。ただその地域のまちづくりあるいは別の形でのまちの支援策は必ずお話をさせていた

だきますということで申し上げてまいりました。 

  したがいまして、現時点で一部の地域あるいは市民の皆さん全員からご理解、ご同意を得

ているとは思いませんけれども、もし仮にこの料金を議会で承認いただくことになれば、ま

ずそういったところから説明を申し上げ、そしてそのまちの、その地域のまちづくりについ

て料金とは別の形で真剣に議論をさせていただきたいと、こういうふうに思っておりますし、

その場合にはその地域のご要望、現状に基づくご要望というのを最大限に配慮させていただ

きたいと考えています。これはお約束をさせていただきます。 

  それから、20ミリの件ですが、これは当初20ミリが３倍、基本料金のほうですね。25ミリ

が６倍ですか、確かにこれはみずから好んで使い勝手のいいものということではなくて、地

域によってはどちらかというと行政からの指導で、あるいは何となく自動的に20ミリという

ことはございましたので、基本料金の差を当初の半分、20ミリで1.5倍程度、25ミリで３倍

程度に、これ全部一緒にすることも考えたんですが、やはりそこは設備の使い勝手等で差が

ありますので、ただ全体としては基本料金だけですので1.5倍、２倍というのはご理解いた

だける折衷案ではないかと考えております。 

○議長（飯田宣夫君） 松本議員。 
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○５番（松本 覺君） 最初の利益の分配については、これは基本的姿勢でありますので、総

数を単純に分母で割って平均値で全部ならせと、そういう意味ではありませんので、汗もそ

の中に入るということはもちろんのことであります。私が言うまでもなく政治の中にはそう

いう要素もあるだろうというふうに思っておりますので、持てる人から取って持たざる人に

分けると、これが政治だろうと思いますので、基本的にはぜひお願いしたいというふうに思

います。 

  それから、修善寺地区につきましては、地区から特に要望書とか反対の声は上がっている

ということは私はキャッチしておりませんので、今言ったような説明をやっぱり事後であっ

てもきちっとしてやるということが、これが丁寧な政治姿勢だろうというふうに思います。 

  ただ通ればいい、通ったらそれでおしまいだではないわけですから、まだ採決する前に時

間があるわけですから言ったっていいわけですから、ぜひそういう地頭さんが来たよと言わ

れないように、少なくとも丁寧な丁寧な政治手法をやっていただきたいというふうに思いま

す。 

  一番肝心の私の質問は３番目であります。確約をするというようなことでありましたので、

私が聞いた限りでは土肥の人たちも料金の改定というのは、一律にそろえるということは、

これはしようがないとは言わないんですけれども、できれば協力したいという意向が圧倒的

に多いと私は感じています。ただしその間がまずいと。 

  もう一つ言いますけれども、基本的にはわかりましたんですけれども、もう一つは、今小

土肥の人たちは暫定で、ここ段階的なというのがありますね。小土肥の方々は説明不足か誤

解かは知りません。現状は32円から始まって71円に３段階、もしくは２段階というふうにそ

う思っています。それで、それは言った言わないではなくて、やっぱり説明が足りないんで

すよ。そこら辺もこういうわけだからという説明がやっぱり必要だと思います。それで、木

村議員さんがちょっと言いましたのでタブーではなくなったと思いますので、32円というの

は根拠がないと、条例にないと、こういう論理は私は本当にいかがかと思う。では今まで市

が55円の請求書を出してそして、いや、これはこういうわけだから32円しか払わないと、そ

ういうことがあったことはないはずですよ。請求書はちゃんと32円の請求書を出しているわ

けですから、条例にあろうとなかろうと、そんなことは言いわけにしないほうがいい。でも

それもこういうことですから、ぜひ納得していただきたいというようなそういうやっぱり中

間の何ていうんでしょうかね。説明といったらいいんでしょうかね、心のこもった説明をし

ていただきたいと、こういうふうに思います。まだ遅くないわけですから、ぜひやっていた

だきたいというふうに思います。この辺はいかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） したがいまして、その７段階にならないとか人によっては10年だ20年

だということも段階的な措置の中で土肥地区であったんですが、そこは私はもう何度も何度

も自分が市長でいられる事業計画、つまりこれからの５年間の事業計画の中で統一のことは
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決めさせていただきたいと。その中で５年５段階と５年３段階はそんなに差がございません

し、それは皆さんも後で試算してご理解いただきたいと。ただし、そこでその後で他の３地

域等も含めて基本料金も段階的にさせていただいたわけです。これによって200円、400円、

643円ですから、これによって土肥新田、それから小土肥地区の方々もその５年５段階にす

るよりも、この基本料金も段階的に実施したほうが効果が私はあると思っておりますので、

結果として手法は違いますけれども、結果として私は、当時タウンミーティングで説明させ

ていただいた皆さんのご要望に、全部とは申し上げませんけれども、こたえたつもりでおり

ます。 

  ただ、ここまで論点を整理し、その課題がわかった上でこれはやはり行政の責任として議

会にお諮りをしたいと。その後で必ずこれは各地区にご説明に上がり、これはやはり議会が

ありますので、先に全市民に説明して理解をしてというよりも、やはり議会にお諮りして、

その後実施要領とか新たな料金についてご説明に回るというのが行政の責任ではないかと思

っております。 

○議長（飯田宣夫君） 松本議員。 

○５番（松本 覺君） 一応わかりました。 

  今言ったように５年間５段階だというようなことに固執している人は、個人的に私はこう

なると実際には変わらないんだよというと、わかったとわかるんですよ。だけれども、みん

なのところへ行って私が説明するわけにはいきませんので、だから繰り返しますけれども、

そういうことを丁寧にしてくれれば、していけば圧力が少ないんではないかなと。市民の

方々も大変だけれども、何とかという意識はあるんですよ。大変払うから高くなるからおら

反対だという人ばかりではない。例えば土肥が一番激変地区ですから言いますけれども、土

肥の旅館組合の方々も最初は、おらやっていけないと、もうこれでは土肥の旅館は全部だめ

だと。要するに純益から水道料金を引いたらもう赤字になっちゃうと、こういう状態だと言

ったわけですが、その後何回かの話し合いでやむなしと。これは組合長さんが私にやむなし

と。これは一人の考え方ですよ。だから丁寧に説明していけば、全部がそうではないと私は

思っているので、ぜひ今市長さんの言われるとおり、言われることを実行していただきたい

というふうに思います。信頼をしています。 

  以上で終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで松本覺議員の質疑を終了します。 

  次に、議案第88号について、19番、三須重治議員。 

〔１９番 三須重治君登壇〕 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家の設置条例の一部改正について質問いたします。 

  何人かの議員さんがやっておりますので、私の答弁書のとおりですと返ってくる答えがも

う先ほどあったということで、少し基本的な政治姿勢を市長さんに伺います。 
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  昨日のことですが、私の住まいより大分離れた市民の方から電話がありました。それで会

いたいと、それで会いました。そうしたら一つのメモ用紙を渡されました。そこには、私は

見なかったですが、何か数日前に北海道の赤平市のテレビを見たんだと。それでメモってあ

りました、いろいろ。行財政改革、そのうちには人件費も25％カットしてあるとかそんなこ

ともいろいろ書いてありました。そこでその方が、やはり本当に苦しいんだったら、そうい

ったことが市民負担より先に必要ではないかと。それが伊豆市の場合はごみ、また水道、そ

れでこの老人憩の家のことだと。すべてそういうものに負担を求めてくるのはいかがなもの

かと、そういう私に、私に苦情を言っているわけではありませんが、そういうことでいいも

のですかという問いがありました。そのことをまずお伺いしておきます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 確かにここのところ公共料金、しかもごみとか水道とかいうように皆

さんがお使いになるものですから、これは基本的に消費税と似た全員に対する負担がふえる

ということになるわけです。そこで私は市の職員の給料というのは、やっぱりこれは生活保

障のこともありますので、管理職からということで部長を半減し、そして課長は課長相当の

職は残しておりますけれども、課長のポストを整理し、また６月のこれは１回のボーナスだ

けですけれども、特別職が国の基準以上にボーナスを下げて、少なくともそれが多いか少な

いかは皆さんのご判断にお任せいたしますけれども、姿勢だけは見せさせていただいたとい

うことでおります。これ以降は特段経費も相当切り詰めて今頑張っておりまして、いわゆる

予算を全部使い切って、よく国で批判されるような、余れば年度内に使い切ってということ

ではなくて、ご承知のように大体毎年数億残すような経費の効果的な使用にも努めておりま

すので、ぜひそこはご理解をいただきたいと思います。 

  また、この熊坂の憩の家が数カ所ある、あるいは市のおおむね中心部にあって、おおむね

皆さんが使っているような施設であれば考えないでもないんですけれども、これは当時修善

寺町としてあの場所につくり、伊豆市になったときにやはり等しく皆さんがお使いいただけ

る、個人として、状況にはない。それから、その本来の目的であります老人クラブあるいは

老人会の私はどんなグループでもいいと思うんですが、その皆さんが友達と一緒に行って、

そこで囲碁をやったり話をしたり折り紙やったり、そのプログラムとしておふろに入るとい

うときには、これは無料でやらせていただきたいと思っておりますので、そこはぜひその趣

旨はご理解をいただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 市長が６月のボーナス、特別職手当カットしたという、それがその

ときに市民に公共料金の値上げをお願いする。それには自分も痛みをということで、それは
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私らも聞いております。しかし、やはりそれだけで今のやはり官民格差というものが市民に

は理解しがたいという部分がやはりあると思います。その辺のリサーチもぜひ首長として、

また今後していただきたいと思います。 

  老人のそこの施設に限っていえば、今市長はそこが中心街になくて、多くの広い住民がサ

ービスを受けているわけではないという、ですから、先ほど鈴木議員が言いましたが、私は

年齢が60歳でなくても５歳ぐらい年齢が上がっても、やはり市民全員が公共のおふろで入る、

65歳とかそういった老人が伊豆市にある公共のおふろへ入るときには全員無料だというぐら

いの、何か今聞いていますと、やはり先ほども、人あったからという言葉も出ましたけれど

も、合併のときでもサービスは高いほうに負担は低いほうにという一つの原則があったわけ

ですが、今やもうそんな言葉ってどこへとんでしまったかなという、そんな気がするわけで

すが、やはり一番はそういうお年寄りという部分が、そこに一番まず最初にそういった心が

入っていく、政治が入っていく部分ではないかなと思うわけですよね。ですから、そこの部

分がやはり今回のようなことにするんだったら、もう少し時間をかけていただいて、やはり

では全域を先ほど言ったような形をとるんだったら、市の財政負担はどういうふうになるの

か、やはりその辺のところも十分研究した中で、やはり老人の福祉という面をもう一度考え

直してもらいたいと、そのように思いますが、いかがでしょう。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） お年寄りの福祉は私は決して軽視しているわけではありませんし、自

分の母も81で、本当にまだガス炊飯器も何もなかったころをかすかに覚えているくらいです

けれども、大変苦労して我々の世代を育ててくれたことは、それが自分の母であれあるいは

ほかのお年寄りであれ、それは十分考えているつもりでございます。ただ、そのときにお金

でお年寄りの福祉をやる。そのいわゆる現金給付をするということが本当にそのお年よりに

対して正しいやり方なのか、私はどちらかというと、この乏しい財政の中でやはりそこは将

来のむしろ子供たちのために使わせていただき、お年寄りには我々の手間でその気持ちをあ

らわさせていただきたい。 

  そこで、この周辺市町と比べて恐縮ですが、市を挙げての敬老会がどんどんなくなってい

る中で、私は市で統一して５年置きだったものをご要望どおりに各地区で75歳以上の方お集

まりいただき、そしてやめる市が多い中で大変少額になりましたけれども、敬老祝い金もお

渡しして、これは実は今1,000円ですからやめようかと思ったんですが、去年ある方から、

これはな金額ではないんだと、こうやってもらうのがうれしいんだと言われて、ああそこま

でやってはいけないのかなと、そういったことを先ほどの老人クラブへの補助等々を考えま

すと、私は比較していただければ客観的に伊豆市の老人福祉というのは、決して伊豆半島の

中でそのように責められるものではないと思いますし、この特別な地域に対する個人で行か

れる方のおふろ代も、果たしてこのまま払い続けるのがいいのかどうかについては、やはり
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疑問を感じざるを得ない。 

  それで、私が自分で確認をし、担当の部に確認をさせたところでは、これはとんでもない

話だから絶対に許さないというような声はほとんどやはり聞かれませんで、むしろほかの方

からは同じ地区の中でも、これはやはり取るべきだという声が多々ございまして、ぜひ議会

のほうでもご理解を賜りたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 三須議員。 

○１９番（三須重治君） 市長の心が老人に対して冷たいなんていう、だれも思っていません

ですよ。ただ一つの形がこういう形で、修善寺町時代の福祉政策がやはりほかに比べたら手

厚いと見ますよね、この施設があることが、ほかにないわけですから。そうしたらやはりそ

ちらに合わせてやるというのが、そこまで伊豆市が苦しい財政であったら我々も議員削減も

しましたよ。議員報酬まで考えなきゃならないんではないかと。もちろんそのときには市長

もその中もいろんな財源を捻出するそういうことも考えると。僕は年寄りに負担を求めたり

サービスを低下させるということは、最後の最後の手段ではないかなと、自分ではそんなふ

うに感じますからね、こういう質問をさせていただきました。答弁は別に結構です。 

○議長（飯田宣夫君） これで三須重治議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題になっております議案第84号から議案第95号の12件については、会議規則第

37条第１項の規定により、議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をいた

します。 

 

◎議案第９６号及び議案第９７号の質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第36、議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更について、

日程第37、議案第97号 市道路線の変更についての２議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  議案第96号、議案第97号の２議案について一括して、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更について質問させていただきます。 

  変更の理由を伺います。詳しく説明してください。 

  議案第97号については、時間も時間ですので取り下げます。 

○議長（飯田宣夫君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長から答弁をさせます。 
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○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更についてでござい

ます。 

  これは土肥浄化センターの改築更新に関する協定契約でございますけれども、平成20年９

月12日に議会承認をいただきまして、日本下水道事業団と本協定を締結いたしました平成20

年、21年の債務負担行為でございまして、協定金額は６億200万円でございます。 

  協定内容は、土肥浄化センターの汚泥脱水施設と水処理設備に係る計装設備の設置でござ

いました。施工の効率化を図るために脱水設備の更新に引き続いて水処理設備の更新を行う

ことになりました。これによりまして汚泥乾燥機と電気機器の撤去及び中央監視制御は水処

理設備更新後に行うように工程を変更いたしました。これによりまして設計額で7,600万円

の減額となりました。 

  また、日本下水道事業団が執行した本工事の入札の結果、約6,300万円の入札差金が生じ

ました。あわせて本協定においては１億3,900万円と日本下水道事業団の管理諸費を合わせ

た１億1,200万円が減額されることになったわけでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） また、時間をかけてじっくり質問したいと思ったんだけれども、当

局の皆さんも議員の皆さんもよく考えてもらいたいんですよ、これ。これ随意契約なんです

ね、これね。そうですね。それで６億200万円、率でいうと、４億5,000万円になると

74.75％、単純にいって75％になっているわけです。25％も節約できているんですよ。それ

で何と設計料金は7,600万だ。本工事は6,300万円だ。私は常々言っているのはね、伊豆市の

契約は業者の見積もりがそのまま予算になって、それがそのまま設計価格になって、それが

そのまま予定価格になって、それがそのまま契約価格になっているんだと。十分な吟味がさ

れていないんですよ。それで本体工事にしたって6,300万も下がっているということはね、

変更前の金額６億からいったら約１割下がっているわけでしょう。これが私はこの伊豆市の

契約、入札にしても随意契約にしてもすべてきちっと競争が導入されればこうなるんだよと、

少なくとも１割ぐらいは浮いてくるんだと、わかっていないのか、おまえ。これが現実なん

ですよ、伊豆市の入札の。 

  この辺について市長どう考えています。これだけ差額が出てくると。この下水道事業団が

恐らくきちっと入札やっているはずなんですよ。伊豆市は入札しないでこれは随意契約でや

っている。おかしいと思いませんか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議員ご指摘のように、制限のない一般競争入札、すべて公共事業をや
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った場合には伊豆市の財政は極めて軽くなります、１年間だけは。その間に伊豆市の事業所

は壊滅状態になりますので、２年目、３年目以降はもう壊滅的な状態になり、それが今の日

本ですから、我々もまさにそうやったらどうかというのを目の前で見ているわけです。した

がって、私は伊豆市の行政を預かる人間として、伊豆全体が伊豆市全体が一歩でも二歩でも

明るくなるような行政を遂行する責任があるんだろうと思っております。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） あなたその前に市民が参っちゃいますよ。あなた業者のことしか考

えていないんだ。そうではありませんか。市民のことを考えてくださいよ。これが今度のあ

れが全部ここに集約されているんだ。値上げ値上げ、そうではありませんか、答えてくださ

い。業者を大事にするのは結構だけれども、市民を大事にしてほしい。 

○議長（飯田宣夫君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 伊豆市の事業者が、それ議員が余り好きではないかもしれないけれど

も、建設業者さんでも水道業者さんでも伊豆市役所の職員でも私もみんな伊豆市民なんです。

ですから、伊豆市民イコール伊豆市の産業であり、伊豆市の事業者であり、議員の皆さんも

そうですけれども、これを全体のバランスをとっていくのがこの行政の難しいところで、そ

の難しい仕事にこれからもチャレンジをさせていただきたいと、こう思っています。 

○議長（飯田宣夫君） これで森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第96号、第97号の２件については、会議規則第37条第

３項の規定によって委員会付託を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより議案第96号、議案第97号について討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更について、反対討論

をさせてもらいます。 

  今言ったように市長の姿勢は全く業者寄りなんですよ。業者を守るためにね。私は常々言

っている。制限つき入札というのは官製談合だと。伊豆市の随意契約、私はルールを守れと

常々言っている。随意契約にはルールがあるんですよ。ちゃんと相見積もりをとりなさいと、

予定価格をとりなさいと、ルールを守らないのが伊豆市の随意契約だ。その結果がこれが６

億円の随意契約が行われた。結果は１億5,000万円の節約できているというんです。これを
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証明しているんです。 

  飯田正志君みたいに何もわかっていない議員もいるけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○１２番（森 良雄君） よく真剣に考えなさい。１億円の１割倹約できれば1,000万なんだ。

老人憩の家で325万円の値上げをする。増収のために値上げをせざるを得ない我々がね、真

剣に入札制度を考えなさいよ。笑っているところではないんだ。随意契約を考えなさいよ。

もう多くの方が業者の代表で来ているのかもしれないけれども、それで済むわけではないん

だよ。市民の生活を守るためには何をしなければいけないのか、我々は真剣に考えなきゃい

けない。これがこの建設工事委託に関する協定の変更なんですよということを私は訴えたい。 

  反対討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） ほかに討論はありますか。 

  13番、古見梅子議員、賛成討論ですか。 

〔１３番 古見梅子君登壇〕 

○１３番（古見梅子君） 議案第96号ですね。 

  この金額は上がった金額ではないんですよね。下がったんですよ。何も反対する理由はな

い。まことにありがたいことだと。よって、賛成いたします。 

○議長（飯田宣夫君） ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） 討論なしと認めます。 

  以上で討論を終わります。 

  これより２議案について順次採決を行います。 

  初めに、議案第96号 建設工事委託に関する協定の変更についてを採決いたします。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第97号 市道路線の変更についてを採決いたします。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 
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  次の本会議は、９月25日午前９時30分より再開いたします。よって、この席より告知いた

します。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ６時１９分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田宣夫君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成21年第３回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田宣夫君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第６１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第１、議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本案については、今定例会初日の２日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。 

  最初に、総務教育委員会委員長、三須重治議員。 

〔総務教育委員長 三須重治君登壇〕 

○総務教育委員長（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出

決算の認定、総務教育常任委員会の所管科目について、主な審査の経過と結果をご報告申し

上げます。 

  当議案の審議において、質疑のありました主なものを取り上げてみます。 

  委員より、決算書75ページ、地域づくり推進事業のコミュニティ施設整備事業等補助金

2,953万円の内容は、また、算定基準はとの質疑に対しまして、土肥入谷地区に884万円、柏

久保コミュニティ施設に2,069万円です。建物の大きさにもよりますが、入谷地区は基礎額

が700万円に１世帯２万円の世帯割、人口１人当たり１万円を合計して算出しています。柏

久保は、基礎額200万円に世帯割、人口割を合計していますとの説明がありました。 

  続きまして、委員より、決算書81ページ、自治会活動事業の地区運営交付金が出されてい

る地区数はいかほどか、その算出基準はとの質疑に対し、121地区に交付されています。１

地区に均等に交付される１万5,000円に、世帯当たり300円を合計した額となりますとの説明

がありました。 

  続きまして、委員より、決算書207、225ページ、小学校及び中学校のコンピューター借上

料について、各学校への設置基準は、また、使用時間は定められているかとの質疑に対し、
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文部科学省からの指導により、授業で１人が１台ずつ使用できるようになっています。中学

校では、技術科の授業として行われます。小学校にはコンピューターの授業はありませんが、

総合的な学習の中で、情報に関する教育を年間で何時間取り入れましょうという指導があり

ます。そこで身につけた力を、算数や理科、社会で使ったりして、授業に取り入れるという

ものですとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして討論、採決を行った結果、付託されました議案第61号につきま

しては、反対、賛成の討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

  以上、総務教育委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、福祉環境委員会委員長、杉山誠議員。 

〔福祉環境委員長 杉山 誠君登壇〕 

○福祉環境委員長（杉山 誠君） ただいま議長から報告を求められました議案第61号 平成

20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定、福祉環境委員会所管科目について、審査の経過

と結果をご報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしまして、市民環境部関係では、決算書

の15ページ、税の収入未済額がふえているが、市税の滞納徴収体制はいかがか、また、徴収

体制の強化は考えていますかとの質疑には、まず滞納者に督促を行い、最終的には差し押さ

えなどの事務をとっています。徴収体制の強化は、景気の状況から、今は考えていませんと

の答弁でした。 

  さらに、今の経済不況の中で滞納者の状況をよく把握して対応していますかとの質疑には、

不況の中、リストラとか派遣切りに遭う人が多く、それぞれの状況に応じて対応しています。

分割納付を望む方もふえており、滞納繰越に回る場合もありますとの答弁がありました。 

  137ページの一般廃棄物収集運搬委託料がふえた理由は何かとの質疑には、前年までは資

源と可燃を別々に委託していたものを20年度から統一して、資源と可燃を合わせて委託した

ためですとの答弁でした。 

  また、ごみ処理量が減ってきている要因分析はとの質疑には、人口や観光客の減少とリサ

イクルの推進など、ごみ減量化策の効果が要因と思いますとの答弁がありました。 

  さらに、土肥地区のごみ処理について今後どうする考えかとの質疑には、焼却施設につい

ては、新焼却施設の稼働が始まった段階で撤退をしたいとの答弁でした。 

  また、ごみの有料化を来年４月から実施するに当たって、市民へのサービス施策を準備し

ていますかとの質疑には、不法投棄ごみの回収とかあるが、現在、柏久保の焼却施設におい

て灰が飛ぶなど具体的被害もあるので、改善策を検討中ですとの答弁でありました。 

  次に、健康福祉部関係では、決算書99ページの在宅介護支援センター委託料減額の理由は

何かとの質疑には、20年度から土肥地区については土肥ホームに包括支援センターを委託し

ました。修善寺地区と土肥地区については窓口業務、天城と中伊豆地区については窓口業務
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と電話受け付けですので、事業量は少なくなっていますとの答弁でありました。 

  また、103ページの障害福祉サービス費がふえた要因は何かとの問いには、本来利用者の

１割負担であったものが負担軽減されたことによるものですとの答弁でありました。 

  また、福祉タクシー券について、利用状況や対象年齢を下げる意向を問う質疑には、対象

者数は2,131人で、券の発行率は44.67％です。病院等の通いに利用されており、昨年よりふ

えています。対象年齢の引き下げは、財政状況から考えて厳しいですとの答弁でありました。 

  次に、高齢者の生活保護がふえているが、どんな理由かとの問いには、病気になり、年金

だけでは生活できなくなってしまうとか、高齢になるまで働いていても、年金をかけていな

い方も少しふえていますとの答弁がありました。 

  次に、０歳児保育についての現状と今後の施策に対する質疑には、０歳児については、私

立の柏久保保育園しか受け入れていません。要望はかなりあるので、今後検討していきたい

との答弁でありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第61号、福祉環境委員会所管科目に

ついては、挙手多数で原案どおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、福祉環境委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、経済建設委員会委員長、杉山羌央議員。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） ただいま議長から報告を求められました議案第61号 平成

20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定に係る経済建設委員会所管科目について、審査の

経過と結果をご報告申し上げます。 

  初めに、建設部所管科目についてですが、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  当議案の審議の過程における質疑の主なものといたしまして、土木使用料の道路占用料及

び河川占用料は調定額のおよそ半分しか入っていない。また、市営住宅使用料も大変高額で、

1,550万円の未収です。入るものが少ないというのは、何か理由があるのかの質疑に対し、

昨年、道路・河川占用については条例の改正があり、特に、過年度分がほとんどだという実

情の中で、100万円単位の大口の滞納等もあります。きちんとした手続がなされていないと

かいろいろな状況がありまして、それについて、今原因の調査をしている状況です。また、

市営住宅ですが、滞納額が1,552万3,300円で、そのうちの過年度分が約1,200万円と、約

77％を占めています。非常に難しい面もありまして、市営住宅の入居というのは、いわゆる

低所得者が入れるように法的な制限がなされているという背景があります。連帯保証人制度

も、昨年の10月に条例改正によって、実質的には入るときだけの世話人的要素であり、保証

人として、滞納があった場合にその人たちにしょっていただくとか、そういうことができな

い状況になっています。さらに、ことしの４月から国のほうの法律が変わり、収入の上限が

大変厳しくなりました。当然、我々も過年度の金額が大きいものですから、分納していただ

くとか、努力させていただいている状況です。また、低所得者、いわゆる家賃を滞納してい
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る方というのは、ほかの料金等にも同じようなことが見受けられるということで、市として

全体で今後とも検討していかなければならない大きな課題ととらえていますとの答弁があり

ました。 

  次に、急傾斜地崩壊対策事業がありますが、現在予定はどのくらいあるものか、計画、件

数、場所がわかりましたらという質疑に対し、伊豆市が直接工事を行っている工事は１カ所、

本立野一町というところで実施しています。ここについては、あと２年はかかる予定でいま

す。また、県営事業で９カ所をお願いしており、県内で３番目に多い数を実施しています。

県営事業の負担金というのは1,800万円ほどありますが、負担率は幹線道路が受益になった

場合には５％、通常のところですと10％になっています。予定箇所は幾つかありますが、こ

れらについても、我々の判断ではなく、県の判断で次にどこをやっていくということが決ま

ってきますとの答弁がありました。 

  次に、市の管轄の河川について、地域の要望があるからやる、ないから手薄だというのは、

本来間違っているのではないか。道路、橋についても、管理者が見て、これは必要である、

ないというのが本来であり、要望があるからやる、強いからやるということではないと思い

ますが、この辺はどうでしょうかという質問に対しまして、そのとおりであり、道路、河川

管理者である以上、危険や個人の財産を侵すようなことのないように、我々は我々の目で見

させていただいています。市民からの要望がなくても、当然やらなければならないところと

いうのは、やらなければならないと思いますとの答弁がありました。 

  次に、観光経済部所管科目についてですが、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審議の過程における質疑の主なものといたしまして、天城ドームの改修工事5,638万円で

すが、どういう内容かとの質疑に対し、主にアリーナ屋根の防水塗装工事、エントランス屋

根の塗装工事であり、仮設工事としての足場、サッシの調整工事、付随する鉄骨の塗装工事

等ですとの答弁がありました。 

  次に、水産業費の項目を見ると、上部団体の負担金がほとんどです。漁業は一つの基幹産

業であり、振興のための助成や補助は必要だと思います。また、土肥の漁協は伊豆全体の漁

協になって土肥支部という形ですが、土肥の独立した伊豆市の漁協でなくなり、今まで、総

会とか理事会とかいうのがあったのですが、どこでそういうことを考えるのかというと、特

別につくらない限り機関としてはないわけで、今、土肥支部なり八木沢の一つの漁協という

まとまりがありますから、つくらなければならないというような機運は細々と出てきました。

あえて手を差し伸べる必要があるのではないかと思うが、所感はどうかという質疑に対し、

ご存じのとおり、伊豆地域、伊豆西海岸から東海岸まで一緒になり漁業組合ができたわけで

す。その中で、おさかな普及協議会、それからマダイ等々、駿河湾という単位でやっていま

す。今、農業には農業振興会というのがありますので、そのような形の中で漁業の方々が何

らかの動きがあれば、補助と言わず、お話を聞かせていただき、具体的なものがあればお手

伝いしたいと考えておりますとの答弁がありました。 
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  次に、観光振興事業の中の観光協会の補助金が7,450万円出ているが、これについて任意

団体だということで、我々議員サイドでこれに対する決算内容を一度もまだ見たことがない

し、観光協会の総会に出た方は資料等はもらえるけれども、過去に１回も議会にそういった

ものが提出されたことがない。法人とか指定管理者の場合は我々のところへ決算の内容が来

るチャンスがあるが、その辺はどうなのかと思います。何で観光事業ばかりにそんなにお金

をつぎ込むのだという意見が議員さんからも出ているが、それは使い道に対する透明性がな

いということも含めてそういう考え方が出てくると思います。この辺は、早く何らかの形で

もって透明性を増すような会計方法ができるようなことを議会なら議会に示さないと、今後

なかなか厳しくなってくると思うし、それでなかったら早く法人化したほうがよいと思うと

考えるがどうかとの質疑に対し、観光協会の決算については、総会資料の中で年度決算がわ

かると思いますし、市の監査委員による監査も受けています。何といっても人件費に占める

割合が多く、主にソフト事業を観光協会にやっていただいているといったような状況です。

また、法人化の件は今進めているところですが、会費の件でなかなか難しいというようなこ

とで、まだとまっているような状況らしいですとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、付託されました議案第61号につきまして、全

会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告

書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前 ９時４９分 

再開 午前 ９時５１分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩を閉じ、会議を開きます。 

  質疑の通告がありませんので、質疑がないものと認め、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  先に反対討論。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  平成20年度伊豆市一般会計について、反対討論をさせていただきます。 

  歳入総額15億円、歳出総額は14億円に及ぶ決算でございます。しかし、この決算書内容に
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ついて再三質問をしておりますが、十分な説明が行われたとは思えません。私は常々、これ

だけの決算書を出すなら、これに倍する説明書が必要なはずだと申しております。しかし、

ほとんどの質問に対する説明は行われていない。 

  皆さん、どこでどんな事業が行われたのか理解しておりますか。ほとんどの説明は行われ

ていないと断言してもよいような状況です。説明が行われたのは、この概要書に載っている

程度のものです。これが伊豆市の決算報告の実情なんです。まず、第一に事業の説明が不十

分だと。皆さん、出会い橋の建設が補正予算で決められましたが、出会い橋の腐食調査はこ

の決算書でもう行われている。ご存じでしたか、議員の皆さん。私はそういうことは知りま

せんでした。20年度の予算で執行されているんです。これが伊豆市の決算書の実情であり、

我々市民に対する不透明さの実際のものなのです。 

  事業の随意契約や入札における状況も同じです。伊豆市には契約事務規則があります。そ

れにのっとって随意契約が執行されるべきですが、契約事務規則を無視する随意契約は、過

去は年間400本近くありました。20年度は200本を割りました。しかし、まだまだ200本近い

違法な随意契約があるんです。伊豆市契約事務規則を無視した随意契約が存在するんです。

入札に至っては、制限つき入札、数えるのも嫌になるほどの本数です。伊豆市は19年度から

電子入札を導入しているんです。なぜ電子入札を導入したんですか。入札における透明性を

確保するためではありませんでしたか。一般競争入札を充実させるために電子入札を導入し

ようとしたのではありませんか。制限つき入札によって一般競争性はほとんど無視されてお

ります。これが決算書の実情なんです。契約の実情です。 

  反対討論をするに当たり、私は決算書の不透明性を指摘したいと思います。さきの委員長

報告で監査委員の監査を通っているというような報告もありましたが、監査委員の監査と議

員のチェックとは異質のものだと思います。少なくとも、監査委員の監査は、法令にのっと

った監査手法をとっているはずです。我々議員は、その裏をチェックする責任があるはずで

す。不透明な決算について、私は賛成することはできません。 

  終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 木村建一でございます。 

  議案第61号 平成20年度一般会計歳入歳出決算認定について反対討論を行います。 

  前市長が新年度の予算編成をして、そして、年度途中から菊地新市長が執行してきました

けれども、この１年間を総括して、来年度予算など将来の伊豆市を見据える足がかりにする

のが決算であります。地方自治体の財政は、政府は地方分権と言いながら、この間やられて

きたことは三位一体改革による地方交付税など地方財源の大幅削減でした。 

  伊豆市も厳しい財政状況ですが、将来に向けた明るい展望を切り開き、行政水準の向上と

豊かな市民生活の実現を目指して全力を尽くしてきたのかどうか、とりわけ格差社会が進み
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生活困窮者が増大する中で、地方自治体が市民生活を守るために必要な役割を果してきたの

かどうか。また、少子・高齢化への対応や安全・安心の確保は地方自治体の基本的な責務で

あることを深く認識し、そのための事業展開に努めてきたのかどうか。１年間を振り返って、

市当局も、市民の家計が厳しいこと、とりわけ事業所は厳しいという総括をされていました

が、それに対するソフト面での支援策はなし、もともと当初予算が提案されたときに何を重

点に予算編成したのかわからないから無理もありません。強いて言えば、国の通達で妊産婦

健診の公費負担を２回から５回にふやしたことです。 

  ２つ目に指摘しておきたいことは、職員の残業についてです。公務員の給与と民間の給与

をどう見るのかについては今回は触れませんが、残業する職員への許可体制がずさんであり

ます。この件については長年気にしていたことですが、一向に改善がされていませんので、

初めて反対討論の中で触れます。上司が知らないのに残業していた、残業稼ぎをするという

職員がいること、一部の職員ですが、市民から見れば、それがすべての職員という見方をす

るのです。国の行き当たりばったりのご都合主義の政策によって長時間の残業を余儀なくさ

れた部署があったことは、私は承知しております。そこの残業費が多いから問題だという指

摘をしているのではありません。残業するかどうかは上司の許可をもらってから、これが世

間の常識です。上司の管理能力が問われる問題でもあります。 

  ３つ目に、当初予算のときにも触れましたが、基幹産業の重要な一つとして、観光は大事

と言っておりますが、総合計画を実現するために、期間がそれも少し短い３年、５年の政策

をつくるべきだというふうに思います。菊地市長がスポーツと宿泊を結びつけた計画などを

掲げていることや、観光情報や地域産業、地場商品、地元商品などの情報を幅広く扱う伊豆

市観光情報ホームページを開設しているということを承知の上での要求であります。個々の

政策を有機的に結びつける観光戦略は必要です。また、市の観光予算、その中の補助金とも

絡まってくることです。単年度で成果が見えてくる分野でないことは、だれもが認識を一致

するところだからこそ、３年、５年の計画・政策づくりが求められていると思います。また、

地産地消と観光をどう結びつけるのかという、すぐに解決できない難しい課題もありますが、

結びつけば活気のある地域になると思います。 

  橘保育園の園舎耐震補強工事、八岳小学校体育館など各学校の施設改修整備など、安心・

安全の教育環境整備などの予算執行は評価します。子育て支援策は、この決算に大方含まれ

ていませんので詳細は述べませんが、今後伊豆市長がどんな総合的な子育て支援策を出すの

か、来年度予算編成を注目しております。 

  このことを述べて討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これで討論を終結いたします。 

  これより本案を採決いたします。 

  議案第61号 平成20年度伊豆市一般会計歳入歳出決算の認定についての各委員長の報告は



－327－ 

認定であります。 

  委員長の報告どおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第61号は原案のとおり認定されました。 

 

◎議案第６２号～議案第７５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第２、議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得特別会計歳入

歳出決算の認定についてから日程第15、議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済組合

会計歳入歳出決算の認定についてまでの14議案を一括して議題といたします。 

  本案についても、今定例会の初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますの

で、各委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第62号、議案第75号の２議案について、総務教育委員会委員長、三須重治議

員。 

〔総務教育委員長 三須重治君登壇〕 

○総務教育委員長（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業

特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済組

合会計歳入歳出決算の認定については、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案の

とおり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上、総務教育委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第63号及び議案第68号から議案第74号までの８議案につい

て、経済建設委員会委員長、杉山羌央議員。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） ただいま議長から報告を求められました議案第63号及び議

案第68号から議案第74号について、審査の経過と結果を報告申し上げます。 

  初めに、議案第63号 平成20年度伊豆市天城北道路用地取得事業特別会計歳入歳出の認定

については、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審議の過程における質疑の主なものといたしまして、天城北道路ですが、現段階での市が

持ち得ている情報だとどのような進捗状況か、わかれば教えていただきたいとの質疑に対し、

今の状況ということですが、本年度国のほうで補正予算がつきそうであり、また、昨年から

他の事業との関係でお金がついてきたというところで、今やっていますのが、いわゆる日向

から天城湯ヶ島へ抜ける本線のところです。用地買収については、大体８割方完了している

と聞いていますが、工事に向けましては、本年度３カ所の工事、本線の工事に入るための取

り合い道路を整備しようということで、日向、それから矢熊、雲金、その３カ所の説明会
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等々をやってまいりまして、まずは地権者のみに説明をするという段階が終わりました。そ

の後、10月になると思いますが、例えば、日向の今の火葬場の横の道路は一番入りやすいと

ころから考えているようで、今後は用地に係る分の幅ぐいを打ったり、直接地域の方々に立

ち会ってもらい、お願いしていくようになるかと思います。当然、その中で一番注意しなけ

ればならないのが地権者の同意ですが、山へ入る道ということで、湯ヶ島地区に入りますと

ワサビ沢が奥にあったりとかしますので、そういう方々の漏れがないように配慮していきた

いと考えていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第63号は全会一致で原案のとおり認定す

べきものと決定いたしました。 

  次に、議案第68号 平成20年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、補足説明はなく、審査の過程における質疑の主なものといたしまして、簡易水道協会負

担金ですが、簡易水道協会というのはどういう団体が加入しているのか。また、協会の事業

としてはどのような事業をしているのかとの質疑に対し、全国の自治体の簡易水道が加入し

ており、民間は加入していません。また、簡易水道協会の事業内容ですが、情報提供や補助

事業などの歩掛かり等を作成し、配布していますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第68号は原案のとおり認定す

べきものと決定いたしました。 

  次に、議案第69号 平成20年度伊豆市下水道事業会計歳入歳出決算の認定については、補

足説明はなく、審議の過程における質疑の主なものとしまして、公債費の借換債をしたため

に償還額が減ったという説明があったが、こういう方法でやっていくというのはまだあるの

ですか。以前の説明は、借りかえをしてはいけないという説明を聞いたことがありますが、

もういいことになったのですかとの質疑に対し、19年度からたしか行ってまいりまして、20

年度も続けてやったわけですが、借りかえをしてはいけないのではなく、するのには厳しい

条件が実はあったわけです。例えば、３年間は起債を起こせないとか、そのようなことで一

部ちゅうちょしているようなところがあったのですが、借りかえができるのは行っているわ

けですとの答弁がありました。 

  次に、８億6,000万円の一般会計からの充当ですが、下水道審議会のほうからも、一般会

計からの歳入が多過ぎるからそこのところを考えるべきだというような答申が来ているよう

に記憶しています。やはり、特別会計に下水道料金より倍くらいのお金が一般会計から入っ

ていますので、これは特別会計という性質から不自然だと思います。そこを今後どう考えて

いくのかとの質疑に対し、本来でしたら、当然受益者負担の原則からいえば負担していただ

くのですが、下水道というのは水道と違い付加価値がつけられないものです。これにつきま

しては、環境美化、あるいは環境整備に協力していただいているということをもちましても、

一般会計からの繰入金もやむなしということでやっていますので、ご理解をお願いしたいと

思います。また、下水道の起債については、国の下水道建設推進の方向性もあり、45％程度
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の交付税をいただいており、一般会計からの繰入金の中に含まれているという、そういう仕

組みもありますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第69号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、議案第70号 平成20年度伊豆市農業集落排水事業歳入歳出決算の認定についてです

が、補足説明はなく、審議の過程における質疑の主なものといたしまして、収入済額ですが、

金額が418万円であり、全体から見て多いのではないかとの質疑に対し、これについては、

大きい事業所がありまして、そこの分が結構大きいものです。分納していただける方につい

ては相談に乗って、分納をさせていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第70号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、議案第71号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、補足説明はなく、審議の過程における質疑の主なものといたしまして、収支は何とか

プラスになっている湯の国会館ですが、料理の出し方とか、味とか、従業員さんたちの認識

や教育も含めて、もう少し何とかならないのか。せっかくこれだけお客さんが来ていて、こ

れだけの売り上げしかないというのはいかがなものか。もう少し努力する必要があるのでは

ないかとの質疑に対し、本施設は、持ち込みが無料ということもありますが、食堂は地元の

方々を初め、市外の方々にも昼食等利用していただいています。施設を整えながら、メニュ

ーにつきましても今後工夫、検討していきますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第71号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、議案第72号 平成20年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計歳入歳出の決算の認定に

ついてですが、補足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、天城温泉会館の中に歴史

ある夕鶴記念館というのがあるわけですが、市民を初め、多くの人に知ってもらうというこ

とが大事ではないかと思いますが、どのようなお考えですかとの質疑に対し、夕鶴記念館の

中の40人のシアターをもう少し多目的に使えないかと考えていたのですが、今のままだと目

的限定ですからかなり厳しい。指定管理や市の直営で残すなど、地元の考え方や動向も見な

がらこれからの活用の仕方を考えていきたいと思っていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第72号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、議案第73号 平成20年度伊豆市上水道事業会計決算の認定につきましては、当局の

補足説明の後、質疑を行いました。質疑の主なものといたしまして、資本的収入及び支出の

うち出資金2,950万円の内訳はの質疑に対し、2,500万円が下水道からの出資金で、残りの

450万円は電源立地交付金です。下水道出資金については、下水道工事に上水道管が当たる

ところは、全部上水道管を布設がえをしなければなりませんので、補償的なものでいただい
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ています。また、電源立地交付金は、天城湯ヶ島の茅野地区に発電所がある関係で交付金と

いうことでもらっており、これを優先的に水道に回していただいていますとの答弁がありま

した。 

  次に、有収水量の見通しというのが年々だんだん減っていくと認識しているが、資料だと

21年度でふえているが、理由は何かとの質疑に対し、20年度から21年度の比較ですが、21年

度は予算の数字で目標値です。実際につきましては、21年度も20年度も同じぐらいに減って

きていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第73号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、議案第74号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計の決算の認定につきましては、補

足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、この温泉事業特別会計というのは、特に土

肥関係のものであり、今、相当数字的にはいい数字だと思いますが、本来の姿は、地域でも

って事業をしたほうがよいのではないか。黒字のうちに地域の人たちに任せてはどうかと考

えますが、いかがかとの質疑に対し、安定して一定の事業を継続するだけの利益が出るので

あれば、組合等でやっていただいてもいいのではないか。ただ、皆さんは、やはり将来の維

持補修費等がかなりかかることが想定されていますので、現時点では市でこのままやってい

ただきたいというようなことでした。関係者全員とはお話をさせていただいていませんので、

いずれかの時点で再度お話をして、意見交換をさせていただきたいと思っていますとの答弁

がありました。 

  次に、新規に入りたい方があるものか、また、入る場合及び脱退する場合には加入金はど

うなるのかとの質疑に対しまして、この温泉事業に関しましては土肥地区限定ですが、配湯

量に余裕がないため、新規の加入というものは認めていません。その中で、個人間の売買は

されています。また、脱退する場合ですが、平成16年度にもう要らなくなったから返すとい

うのがありましたが、加入金は返還しませんとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第74号は原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  以上で議案第63号及び議案第68号から議案第74号についての委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第64号から議案第67号までの４議案について、福祉環境委

員会委員長、杉山誠議員。 

〔福祉環境委員長 杉山 誠君登壇〕 

○福祉環境委員長（杉山 誠君） ７番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第64号から議案第67号まで、審査の経過と結

果をご報告申し上げます。 

  初めに、議案第64号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てですが、審査の過程における質疑等の主なものとしまして、資格証明を発行する場合にど
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のような根拠で悪質滞納者と判断しますかとの質疑に対しては、まず、短期保険証をという

ことで来ていただき、滞納の理由を伺います。来ていただけない方については、所得状況等

を見させていただき、子供については短期の６カ月保険証に切りかえますが、所得があって

も納税せず、なおかつ弁明通知をいただけない方については、資格者証にする対応をとりま

すとの答弁でした。 

  また、国民健康保険税の徴収体制はどのようにとの問いには、収納事務に１人の専任職員

がおり、資格者証と短期証の判断までしており、滞納の徴収まではできませんが、分納約束

等をしていただいている加入者宅には回るようにしていますとの答弁でした。 

  また、平成20年度に国民健康保険税の減額・免除に該当した人はいますか。さらに、減

額・免除の制度があることを知らない人もいるので、市民に周知することをしましたかとの

質疑には、20年度は減額等の該当者はいません。周知方法として、現在ホームページに掲載

しています。国の制度がリストラ等の対応ということも出てきたので、今後は広報等により

お知らせしていきたいとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、反対討論があり、採決の結果、議案第64号については、挙手多数で

原案どおり認定すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第65号 平成20年度伊豆市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

  当議案の審査において、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第65号については、全会一

致で原案どおり認定すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第66号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について、審査の過程における質疑等の主なものとしまして、軽減を判定するのに世帯合算

でやるので保険料の矛盾が起きるが、この会計の中にそれはありますかとの質疑には、この

収入金額の中にも入っています。一人一人の課税でありながら、軽減の判定は世帯判定にな

ることと、いろいろな状況の方が移ってきたので、保険料の開きがありますとの答弁があり

ました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第66号は、挙手多数で原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第67号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、審査の過程における質疑等の主なものとしまして、居宅介護サービス等

の額の特例の認定は具体的にありますかとの質疑には、規則の18条の中にはうたってありま

すが、数字的な根拠はありません。他市町の状況等を勘案して素案をつくってあります。減

免の表はないので、規則のほうは極力早目に直していきたいとの答弁がありました。 

  また、99ページのアクティビティー事業委託の具体的説明をとの質疑には、認知症予防と

か閉じこもりやうつ病予防等を含めて、生活の活発化を目的に対象者を選んで行っています。

実際の内容は委託先に任せていますとの答弁でした。 
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  また、基金が多くたまっている理由はどう分析していますか、また、利用料の軽減対策は

考えませんかとの質疑には、基金がふえた理由の一つは、事業計画見込みより第１号被保険

者のいる世帯が111人ふえたことによる保険料の増加とか、要介護認定者数が計画より減っ

たことにより保険給付費が下がったこと、また、介護従事者の処遇改善のための2,200万円

ほどの交付金を積んであることなどが理由です。利用料の軽減対策は、今の段階ではあくま

でも計画ですので、ここで減免等を考えることは難しいと考えますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第67号は、挙手多数で原案どおり認

定すべきものと決しました。 

  これをもちまして、議案第64号から議案第67号までの委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  なお、この休憩中にただいまの各委員長の報告に対し質疑、討論のある議員は、通告書を

議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時３３分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  討論は、議案順、議案毎、通告順に行います。 

  まず初めに、議案第64号について、賛成討論を２番、梅原泰嗣議員。 

〔２番 梅原泰嗣君登壇〕 

○２番（梅原泰嗣君） ２番、梅原泰嗣です。 

  議案第64号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成

討論を行います。 

  平成20年度の国民健康保険特別会計決算は、２億9,399万7,000円の収入超過となっており

ます。これは次年度での返還金などの精算前の結果であり、この決算額から前年度繰越金、

支払準備基金の取り崩しを除いた単年度決算では4,312万円の収入超過となっております。 

  制度改正に伴う混乱の中、医療費の状況につきましては、平成20年度は比較的に落ちつい

た状況となり、適正な事業運営が行われた結果の決算と判断するものであります。事務の執

行につきましても、一般被保険者と退職被保険者の比較において適正化が図られたことは、

今後の財政運営や負担の適正化に寄与するものと評価します。ただ、１点、地域経済悪化の

影響とはいえ、収納率が悪化したことは、少なからず国保財政に影響を与えることから、な
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お一層収納改善の努力をお願いして、賛成討論とします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第66号について、反対討論。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第66号 平成20年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、反対討論を行います。 

  新しい政権が誕生しまして、このことが国政の場でどうなるのかということは私も注目し

ておりますけれども、制度そのものが、ほとんどが、国が地方自治体にやれという制度なん

です。したがって、地方自治体の裁量権というのは本当に狭いという制度であるということ

は、予算編成のときにも前もってそういうようなお話をいたしましたが、政治的な立場に立

ったときに、この制度そのものを１年間やってきたわけですけれども、私は、やはり認定す

るわけにいきません。具体的な討論に入っていきたいというように思います。 

  今後の国の政治動向によってどうなるかわかりませんが、この制度は、存続すればこれだ

けの害悪があるということについて、３点にわたって討論に参加したいというように思いま

す。 

  １つ目は、上がる保険料です。法律で２年ごとに引き上げを決めております。このままい

きますと、来年４月にまた上がります。75歳以上の人口がふえればふえるほど、それに応じ

て保険料を上げるために、際限ない引き上げになってくるということです。 

  ２つ目の害悪、医療制限も拡大です。患者が担当医を１人選ぶと、どんなに検査や診断を

しても、担当医には一定額、現在では毎月6,000円ですけれども、これしか支払われない仕

組みです。将来の投薬や手術にも拡大しようということが検討されているということです。 

  ３つ目の害悪です。メタボで罰則です。40歳から74歳のメタボ健診に基づく罰則も始動し

始めました。受診率やメタボ改善状況が悪い保険者は、すなわち、それぞれの保険者は自治

体、事業所ですけれども、その悪い保険者は医療費をふやしたとみなされて、後期高齢者医

療制度への支援金をふやせということなんです。まさに、医療費がふえれば「おまえのとこ

ろは努力していないからもっと払え」という自己責任を伊豆市にも問われてくるということ

です。 

  それから、最後に、委員長報告の中で若干触れておりますけれども、年度途中で、前の政

府・与党が出してきた後期高齢者医療制度の低所得者への保険料軽減改定というのをやりま

した。同一収入世帯なのに保険料負担の格差が、その制度が、すなわち保険料軽減改定が行

われる前までは６倍だったのが、保険料を軽減しますという制度が始まったら、何と13倍に

も拡大していた事例がありました。なぜこんなことが起きるのか。そもそも、後期高齢者医

療制度が個人で加入させられる保険であるのに、軽減制度は世帯所得で算定されるためであ

ります。極めて矛盾した制度というのは一日も早く地方自治体のためにも撤回をすべきだと

いうことを述べて、討論を終わります。 



－334－ 

○議長（飯田宣夫君） 次に、賛成討論を行います。 

  ２番、梅原泰嗣議員。 

〔２番 梅原泰嗣君登壇〕 

○２番（梅原泰嗣君） ２番、梅原泰嗣です。 

  議案第66号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、

賛成討論を行います。 

  平成20年度後期高齢者医療特別会計の決算は242万5,000円の収入超過であり、１年目の混

乱した制度の中で適正に処理されたものと判断します。この制度の是非や負担のあり方など

につきましては賛否両論はありますが、国の定めた制度で、本会の決算認定の審査に当たっ

ては、収入支出について適正な事務及び事業の執行が行われたかを審査するものと考えます。

一部に還付未済が発生したとの説明がございましたが、これは年金からの特別徴収制度の中

で保険料収入後に死亡するなど、制度そのものの中で生じたものと判断します。したがいま

して、平成20年度の伊豆市後期高齢者医療特別会計決算につきましては、適正であると認め

ます。 

  以上で賛成討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第67号につきまして反対討論。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第67号 介護保険特別会計決算認定について反対討論を行いま

す。 

  訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、短期入所生活介護の利用料の

軽減を求めます。生活費には税金をかけない、日本の税制度の原則、基本であります。住民

税非課税世帯を基準にした利用料の軽減の検討を要求いたします。そうすると制度を維持す

ることができないということをよく言われるのですが、基金が減っているならともかく、こ

の20年度決算を見ますと、基金、すなわち貯金がふえているのですから、１割負担のままと

いうことはないでしょう。 

  合併した年度の高齢者の生活保護世帯40世帯が、５年後、今年度の平成20年度の決算では

70世帯、75％もふえています。生活保護世帯以下の年金で生活している世帯、生活保護の予

備軍が増加していると私は判断をいたします。戦争中はお国にために命を捧げて、戦後はす

きっ腹を抱えながら日本国のために生き抜いてきたお年寄りの方々に、介護を利用したけれ

ば１割負担だと冷たくするのではなくて、ほかの多くの自治体でも行っているように、利用

料を安くするのが人の道ではないでしょうか。 

  伊豆市介護保険条例施行規則に居宅介護サービス費等の額の特例の認定があります。以前

この問題を指摘しましたが、委員長報告にありましたが、これを実行していきたい、条文化

していきたいということがありました。どういうときに利用料が減額・免除できるのか、介
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護利用者のために活用できるように規則をつくるという約束を当局は担当常任委員会で表明

いたしましたので、今後見守っていきたいと思います。 

  以上で討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、賛成討論を行います。 

  15番、室野英子議員。 

〔１５番 室野英子君登壇〕 

○１５番（室野英子君） 15番、室野英子です。 

  議案第67号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計の決算認定について、賛成の立場で討論

を行います。 

  歳入総額25億9,330万5,000円、歳出総額25億7,534万4,000円、差し引きによる実質収支

1,795万1,000円、介護給付費準備基金積立金は20年度末現在高２億9,130万3,279円でありま

す。介護従事者処遇改善臨時特別基金積立金についても、2,225万2,395円は国からの介護従

事者処遇改善臨時特別交付金となっております。 

  歳入の内訳は、総収入の約25億9,000万円のうち保険料が約４億7,000万円、国保から約６

億円、支払基金交付金が約７億3,000万円、県からの交付金が３億6,000万円、一般会計から

３億8,000万円、あとは繰越金などから歳入としていて、基金からの繰り入れはありません。

歳出につきましては、保険給付費として介護サービス費や特定入所者介護サービス等に24億

円と大部分を支出しています。地域支援事業として、介護予防事業や包括的支援事業に約１

億円支出しています。 

  高齢化がますます進む中、介護保険を受ける高齢者、居宅介護の方、入所している方を初

め、自立している高齢者にもきめ細かい介護予防などの施策を用意されています。介護給付

費準備基金として積立金が約３億円近くあり、介護給付費を値下げしてはどうかという意見

もありますが、伊豆市において今後介護給付費を受ける高齢者の増加は自明の理であり、二、

三年後の今後の動向を見て検討したいとの当局は、公正な判断であると考えます。 

  以上の理由により、賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第69号について、反対討論を行います。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  平成20年度伊豆市下水道事業特別会計について、反対討論をさせていただきます。 

  歳入総額は16億円、歳出は15億6,900万円になる事業費です。いろいろ問題を指摘したい

のですが、数が多くなりますので、私は、この特別会計に絞って反対討論をさせていただき

ます。すべての事業について説明が不十分であるということを指摘しておきます。これだけ

の決算書を出すのだったら、これに倍するような説明書があっていただきたい。 

  その中で、下水道特別会計についてなぜ指摘するのか。一番わかりやすいから。皆さん町
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の中を歩いていて、これだけの事業を行う伊豆市が、どこで何をしているかわかる事業とい

うのは少ないと思います。マンホールのふたの取りかえ、道路を歩いていてわかるんです。

なぜマンホールのふたの取りかえが必要なのか、本当に必要なんでしょうか。土肥のマンホ

ールについて調べてみました。温泉ガスによってさびが発生するという説明がありました。

職員はしっかり調査して、報告書もつくっているようでした。まじめに仕事をしているなと

いうことは実感しましたが、それでは、同じようなことが修善寺地区でも行われているんで

す。 

  なぜこの道路マンホールのふたを取りかえなければいけないのか、本当に必要なんでしょ

うか。お金がない、お金がない。お金がないんではないんです、何に使うかなんです。マン

ホールのふたの取りかえに私たちの税金が本当に必要なんですか。皆さん、くさりしろとい

う言葉をご存じですか。はっきりして、これは専門用語です。鉄がさびて使えなくなるまで

どのぐらいのくさりしろを確保しようか、これは大きな設計上の問題になります。少なくと

も、マンホールのふたの取りかえについて、私は取りかえが必要だとは思いません。さびた

なら、ワイアブラシでさびをかき落とし、黒いペンキを塗っておけば十分使える。なぜそれ

を取りかえまで必要なんですか。 

  今千葉県では、いろいろ税金の使い方で問題になっておりますが、このような不要と思わ

れる税金の執行を私は見逃すわけにはいかないんです。たまたまこれは目についている事業

だから指摘できるんです。目につかない事業がやたらたくさんあるではないですか。説明し

ようともしないんです。私は、しないというのではなくて、説明できないんだと思っていま

す。説明すればするほど森良雄にあら探しをされてしまう。それだったら最初から説明する

のをよそう。これが伊豆市の実態ではありませんか、皆さん。私は、この事業はなぜ必要な

のかこれからどんどん追求していきますよ。下水道事業特別会計、目につきましたもので、

このような無駄な事業の執行を承認するわけにはいきません。 

  以上、反対討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第71号について賛成討論を行います。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第71号 湯の国会館特別会計決算認定について、賛成討論を行

います。 

  地域住民のいやしの場として、また、伊豆市を通過する旅行者や仕事帰りの方の仕事の疲

れをとる場としても貴重な施設であります。観光業は極めて厳しい状況の中で、前年度より

1,281人の入館者をふやしたことは、臨時職員の方々を含めて、そこで働く職員の奮闘に敬

意を表したいと思います。 

  私は、この会計が赤字になったから、ならなかったからということで評価はいたしません。

市民も含めて多くの方が心と体をいやすにふさわしい施設にするのかどうかという立場で、
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今後とも臨んでいただきたいと思います。その結果としての入館者数だと思っております。

今後、レストランメニューの要求も委員長報告にありましたけれども、そのことも含めなが

ら、施設内だけでなくて施設の周りの景観にも気を配り、気持ちよく訪れたくなるような施

設となるように支配人を先頭に奮闘することを期待して、討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、通告による討論は終わりました。 

  これで討論を終結いたします。 

  これより議案第62号から議案第75号について分割採決をいたします。 

  まず、議案第62号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて採決をいたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告どおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第62号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第63号 平成20年度伊豆市天城北道路用地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第63号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第64号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第64号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第65号 平成20年度伊豆市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第65号は原案のとおり認定されました。 
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  次に、議案第66号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第66号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第67号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第67号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第68号 平成20年度伊豆市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第68号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第69号 平成20年度伊豆市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第69号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第70号 平成20年度伊豆市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第70号は原案のとおり認定されました。 
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  次に、議案第71号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第71号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第72号 平成20年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第72号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第73号 平成20年度伊豆市上水道事業会計決算の認定についてを採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第73号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第74号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計決算の認定についてを採決いたし

ます。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第74号は原案のとおり認定されました。 

  次に、議案第75号 平成20年度田方地区交通災害共済組合会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は認定であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第75号は原案のとおり認定されました。 
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  ここで休憩をとりたいと思います。 

  11時15分まで休憩をとります。 

 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（飯田宣夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第７６号～議案第８３号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第16、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）から日程第23、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）まで

の８議案を一括して議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果につ

いて各委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第76号について、総務教育委員会委員長、三須重治議員。 

〔総務教育委員長 三須重治君登壇〕 

○総務教育委員長（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算

（第５回）総務教育常任委員会の所管科目について、主な審査の経過と結果をご報告申し上

げます。 

  当議案の審査において質疑のありました主なものがありますので、ご報告を申し上げま

す。 

  委員より、議案書57ページ、電波遮へい対策事業等補助金について、地上デジタル放送の

関係で、共聴組合には補助金が出て個人には出ないと、組合に入っていない人は不安である。

対策はとの質疑に対し、国の施策なので、今の段階では個人への補助制度は考えていません

が、国や県の動きを見ながら検討する必要があると思います。過日、市内全域に調査が入り、

見えない地区が非常にあるということがわかりましたので、見られない地区がないように、

個人負担の問題も並行して考えていきたいと思っていますとの説明がありました。 

  続きまして、委員より、議案書109ページ、地すべり調査委託料とあるが、天城中学校の

グラウンド部分は切り土か盛り土かとの質疑に対し、そのあたりは明確ではありません。現

在のものが地すべりなのかも明確ではないものですから、仮復旧しているものがいいものか

も含め、調査します。その結果により、改めて本格的な復旧方法を考えなければならないと

思いますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして討論、採決を行った結果、付託されました議案第75号につきま

しては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
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した。 

  以上、総務教育委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第76号から議案第79号までの４議案について、福祉環境委

員会委員長、杉山誠議員。 

〔福祉環境委員長 杉山 誠君登壇〕 

○福祉環境委員長（杉山 誠君） ７番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第76号から議案第79号までについて、審査の

経過と結果について報告申し上げます。 

  初めに、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）福祉環境委員会所管

科目について報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしまして、まず、市民環境部関係では、

以前20枚入りであったごみ袋を10枚入りにした理由はとの質疑には、高齢者や単身世帯の

方々に配慮したものですとの答弁がありました。 

  また、新旧のごみ袋の交換について詳細に説明をとの質疑には、10枚以上が交換対象とな

ります。10枚、20枚、30枚と10枚単位で持ってきていただければ、その半分の新しい袋と交

換いたします。交換する場所は本庁と支所ですとの答弁がありました。 

  次に、健康福祉部関係では、住宅手当緊急特別措置事業について、この制度を受ける方が

住宅だけの手当を受けられても、職につけるまでの生活に困るのではないですかとの質疑に

は、解雇されて、アパート代に回す資金が苦しいということがあるので、その部分だけの手

当です。喫緊に生活に困っている方が対象ではありません。生活保護に至る前の一つの手当

と考えてくださいとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、挙手多数で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  続きまして、議案第77号 平成21年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）に

ついて報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑としまして、介護従事者処遇改善臨時特別交付金を受け

て、国民健康保険料・介護分の引き下げということですが、今回の補正の中にそれはありま

すかとの質疑には、本来ならば上げなければ足りないところを、この交付金が入るために据

え置きました。すべてのところが３％下がるということではありませんとの答弁がありまし

た。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第77号は全会一致で原案どおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第78号 伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）及び議案第

79号 平成21年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第１回）については、質疑、討論とも

になく、採決の結果、議案第78号、議案第79号については、全会一致で可決すべきものと決
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しました。 

  これをもちまして、議案第76号から議案第79号までの委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第76号及び議案第80号から議案第83号までの５議案につい

て、経済建設委員会委員長、杉山羌央議員。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） ただいま議長から報告を求められました議案第76号及び議

案第80号から議案第83号について、審査の経過と結果を報告申し上げます。 

  初めに、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）経済建設委員会所管

科目について、補足説明後、質疑を行いました。 

  質疑の主なものといたしまして、治山事業の委託料の200万円ですが、この工事費はおよ

そどのくらいになるのかとの質疑に対して、この委託料で現場を測量し、その後県で見てい

ただき、工法が決定します。流路工の延長によって大体の事業費は決まってきますが、場所

が馬いらずというような急傾斜地の場所であり、この測量でお金がはっきりするということ

でご理解願いたいと思いますとの答弁がありました。 

  次に、シカ肉加工センターの基本設計料350万円が計上されているが、シカ肉をどの程度

引き取るのか。精肉、ジビエ料理にするのに恐らく５％ぐらいで、あとの肉はペットフード

の缶詰やミンチにしてドッグフードにするのかどうか。また、加工ラインというのはどのよ

うに考えているのかとの質疑に対し、ペットフード等の利用ですが、これも当然検討してい

ます。私たちが見に行ったところでは、残渣をそのまま廃棄物として処理しているようです

が、かなりの肉が出てきています。そういった肉を加工してくれるところを今考えておりま

して、商工会の中にもやりたいというような人がいますので、そういう人にやっていただき、

支援をしていけばと思っています。ラインですが、富士河口湖町の例ですと、まず、各部屋

は全部仕切らなければいけないということで、搬入、洗浄、皮はぎ、冷蔵、解体、加工、冷

凍庫へ。それから、販売するかどうかによって、その販売ケースに入るかというようなぐあ

いで、細長い3.6メートル、およそ２間ですが、それを２ラインつくっています。そうすれ

ば、シカも、イノシシも当然その中で同時に処理できるような形ですとの答弁がありました。 

  次に、吉奈船原遊歩道整備委託料ですが、現在どのくらいの使用頻度ですかの質疑に対し、

今、利用者はほとんどいないというような状況ですが、これから天城梅びとの郷というよう

な中で月ヶ瀬梅園がいろいろな方々に使われてきます。観光素材として使われるという中で、

船原のほうからも行っていただくというような道になろうかと思います。船原のほうにも車

をとめたり、旅館さん、それから日帰り温泉の方々もおられるものですから、ぜひ梅びとの

郷として誘導していきたいと考えていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第76号は、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第80号 平成21年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第１回）ですが、補
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足説明はなく、質疑、討論もなく、採決の結果、議案第80号は、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第81号 平成21年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）につ

いて、補足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、100万円の処理場管理事業という

のが出ていますが、簡水のどこのところでしょうかとの質疑に対し、管渠維持補修工事とい

うことで、これはマンホールとかの補修、あるいはマンホールポンプの修繕とかに使います。

15節につきましては、実は、もう既に80％ぐらい使っており、今後不足するのではないかと

いうことで補正をさせていただきましたとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第81号は、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第82号 平成21年度伊豆市湯の国会館事業特別会計補正予算（第１回）につい

て、補足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、３名の地権者のうちのお一人さんの

要望のための補正のようですが、いろいろとこうした借地に対して買い入れていかなければ

ならないというような面もあろうかと思いますが、この辺の考えを聞かせていただきたいと

の質疑に対し、地主の方から買ってほしいというご要望があったときに、本当にやめてしま

うことから、全部買い取って事業をしてしっかりやるかというところまで、いろいろな選択

肢を考えてみました。これをお返しした場合、あそこは一番隅っこの休憩所から地下まで改

修すると4,500万円ぐらい、少し附帯工事をすると5,000万円ぐらい、お返しするのにかかっ

てしまうわけです。それから、駐車場が相当なくなって、これでいいか悪いかの判断が難し

いですが、その際には、食堂をやめてしまって、あそこに駐車場をつくらざるを得ないかも

しれない。いろいろなことを考えてみました。その中で、あれだけのお客さんがお使いにな

り、半分ぐらいは、地元の皆さんにとって、これは福利厚生施設としても機能しております

し、それから周辺も、これからもしお客さんをふやすとすれば、もう少し駐車場の場所が必

要なのかもしれません。そんなことも考えながらやっていく価値があるだろうということで

判断させていただきましたとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第82号は、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）について、補足

説明はなく、主な質疑といたしまして、大野の富士見平地区のこれからの管渠の延長はどの

くらいを予定しているのですかとの質疑に対し、ことしの分につきましては100トンの配水

池の整備をします。次年度以降、管渠工事、布設がえに入っていく予定ですとの答弁があり

ました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第83号は、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  以上で、議案第76号及び議案第80号から議案第83号についての委員長報告を終わります。 
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○議長（飯田宣夫君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告

書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１１時３２分 

再開 午後１１時３５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから、日程第16、議案第76号、平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）か

ら日程第23、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）までの８議

案について、質疑、討論、採決を行います。 

  これより各委員長報告に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、質疑は

ないものと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  初めに、議案第76号について、反対討論を12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について反対討論をさせてい

ただきます。 

  この補正予算は、歳入歳出それぞれ７億円を増額し、総額151億2,909万2,000円とする予

算案です。まず最初に、市長にお伺いしたい。あなたは、今年度の３月議会での予算案を提

出するときに、伊豆市の財政見込を発表しているはずです。21年度の決算予測を137億円と

しておりませんか。これが伊豆市のこれから進むべき財政の予測値であったのではありませ

んか。今、私たちは20年度の決算を承認しました。21年度の予算はそれよりも大幅に増額さ

れた151億円になっておるんです。なぜトータル、総額が問題になるんですか。私たちの町

の予算規模、適正規模は107億円ではありませんか。それの1.5倍に達しようとする予算案が

今計上されているんです。 

  毎度毎度私は言いますが、これだけの予算案を出すんだったら、これに倍する説明書を出

してほしいと言っているんです。何もわからないまま、我々は承認するんですか。ただいま

経済建設委員長から、討論の末、全会一致で採択したというような言葉がありましたが、

個々の事業は承知しておるんですか。予算の内容は、全く説明不十分です。市民の前で、皆

さんどのように説明できるんですか。 

  ごみ袋の交換比率の問題がありました。条例改正のときは２対１で交換できるようなこと



－345－ 

を言っていませんでしたか。ところが、条例が通ってしまえば９枚は無駄になってしまうん

ですよ。これが伊豆市のやり方なんですよ、市長。隣の奥さんと相談しながらごみ袋を交換

し合う、できる人はいいですけれども、夫婦共稼ぎでアパートに入っているような人は、隣

の方との相談もままならないというようなことをぜひ理解してもらいたい。この予算の中に、

ごみ投棄されたもの84万9,000円、計上されております。84万9,000円だけではないんですよ、

伊豆市は、いわゆるごみ掃除に使っている金額は。捨てられたごみは片づけるが、どうやっ

たら捨てないようにするかというようなことは全く考えていない。 

  市長及び幹部職員、しっかりしてもらいたい。市長は、川勝知事から汗を流せと言われて

いるはずだ。その意味を理解を全くしていない。民間では、汗を流せと言われる前に言葉が

あるんです。知恵を出せ、知恵を出せないなら汗を流せ、これが民間の言葉だ。市長、今月

初め、あなたはどこへ行っていましたか。横須賀あたりへ行って遊んでいたようですが、遊

んでいるような場合ではありません。我々は、これから水道料金の値上げについて汗を流さ

なければならないんですよ。 

  治山事業、いろいろ行われております。設計料200万円計上されている。どこをやるのか

説明が一つもない。観光事業、吉奈船原遊歩道307万9,000円計上されておりますが、どこが

吉奈船原遊歩道なんですか。船原から吉奈まで行く線と途中から梅園へ行く線は交差してい

るはずです。しかし、委員長説明では梅林のほうへ行く道をやるような錯覚を受けてしまい

ますよ。この道は、Ｙ字路を整備するんですね。そういう説明が全くされていない。私は、

伊豆市ではよそ者です。よそ者の森良雄でさえ、この道はどういう道路かぐらいは判断がつ

くんです。地元の皆さんはもっとしっかりしてもらいたい。 

  修善寺駅周辺整備計画1,300万円が計上されております。この事業は、既に１億円以上私

たちの税金が投入されているんです。今政府は、鳩山さんは、あの八ッ場ダムでさえ見直す

と言っているんですよ。この事業が実行できるかどうか、市長及び幹部職員、皆さんは県当

局及び国当局と相談したことがあるんですか。ただただ、いたずらに私たちの税金を投入し

ていて、本当に伊豆市の発展のためになる事業だという説明を県当局にできますか。まず、

市長以下幹部職員がしっかり汗をかいてもらいたい。私は、合併する前に、県及び総務大臣

の説明会に、合併特例債の事業は申し入れれば取れるのかということを確認したことがあり

ます。それは、私の質問のそばに大川議員がいたから承知しているはずだ。「大変な努力が

必要だ」というのがそのときの説明です。これから20億円近い費用がかかる事業を一体どこ

まで県当局と話し合っているのか、国と話し合っているのか、全くの未知数だ。 

  以下いろいろありますが、災害復旧事業、農地災害1,000万円、農用施設災害280万円、林

業用施設災害560万円、応急災害復旧事業1,260万円、どこで何をするのか全く不明だ。これ

が、皆さんは知っているかどうか知りませんけれども、私の現在の心境です。 

  船原吉奈線一つとっても、全くどこでどれだけの事業をやるのか不明だ。この事業は、以

前道路があったというではありませんか。それが廃道同然になってしまった。本当に必要な
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らば、なぜ観光事業者が整備していかなかったんですか。現在300万円近い税金を投入して

も、恐らくこの事業はまた廃道同然、草で覆われてしまうでしょう。このような山道を整備

するには、毎年何十万円かの整備費用がかかるはずです。この道路一つとっても、魅力ある

観光道路になりますか。人を呼ぶため、この道路にどんな魅力がありますか。市長、自分で

歩いてみましたか。 

  繰り返しになりますけれども、川勝知事は汗を流せとおっしゃった。私はよく箱根へ行き

ますけれども、箱根の町長は、休みに子供たちを連れて植林したり何かしていますよ。神奈

川県の松沢知事は、芦ノ湖の西岸を開発したい。自分で西岸を歩いているんです。市長が、

この吉奈船原線一つとっても、自分でお歩きになって「よし、これは観光資源として重要

だ」と、そう考えてこの予算計上をしたのだったら私は反対しません。しかし、あそこにど

れほどの観光資源が眠っているのですか。よしんばないとしても、どうやって観光資源を育

てていくか、そういう努力をしていかない限り伊豆市の観光の町としての将来性はおぼつか

ないと思います。 

  この事業、この補正予算、大変不透明です。このような予算を承認するわけにはまいりま

せん。反対討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、賛成討論を行います。 

  まず初めに、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第76号 平成21年度一般会計補正予算について賛成討論をいた

します。 

  きょうは、市長提案に対してどういう判断を下すのかということがそれぞれの議員に投げ

かけられております。第１日目は提案があり、その後、それに対する質疑を行い、自分の疑

義のあるところはそこで尋ね、自分が賛成か反対かの判断材料を得る。それでもまだ少ない

ものですから、各常任委員会に付託されたところに委員外議員は傍聴という立場でそこに臨

んで、委員外議員としての質疑をやるという経過のもとで、きょうを迎えました。 

  今回の補正予算の多くは、人事異動に伴う人件費の異動が主でありますけれども、私は、

１点だけ賛成討論の中身としてやっていきたいと思っています。 

  臨時議会に引き続いて、観光振興のための予算300万円が提案されました。今討論のあっ

た吉奈船原遊歩道の問題でありますが、私は天城地区に住んでいる一議員として、どこにあ

るのかわかりませんでしたので、現場に出向いて、どこからどういうふうな道をたどってい

く、そのための整備をやっていくのかということがわかりました。 

  当初提案されたときに全く分からなかったものですから、草ぼうぼうのところをやるのか

なと、人が歩いては何だというふうな疑問があったのですが、草ぼうぼうではなくて、この

吉奈船原遊歩道は枝が結構出ているものですから、それに対する枝打ちを含めた整備委託料

と、森林組合に緊急雇用対策として、ここに国からのお金を100％充てたいという当初の提
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案でしたけれども、この道は、この十数年間ほとんどハイキングコースとして利用していな

かったという状況も見受けられました。歩いてよくわかりましたが、その利用していなかっ

た道を歩けるように整備しようというのですから、私は、それなりの覚悟と計画があると判

断をいたしました。 

  したがって、今後どうなるのか注目し、また期待をしています。担当部は、その点もしっ

かりと把握をしながら事業展開を、当然枝打ちはすぐ終わるでしょうけれども、その後が極

めて大事なことだと思います。しっかりと、本当に、ハイキング等々も含めて地元の人たち

も整備されれば登りたくなるような遊歩道にしていただくように心から願って、討論を終わ

ります。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、賛成討論を行います。 

  19番、三須重治議員。 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について賛成の立場で討論を

いたします。 

  59ページの修善寺駅周辺事業の当初の計画は駅前商店街の活性化事業でしたが、何らの説

明もなく、いつしか駅舎建てかえや駅前広場整備といった当初計画には盛り込まれていない

事業着工に向けてまっしぐらに動いております。この計画を進めるのであれば、議会とも十

分今後議論をいただきたいことを要求いたします。 

  また、91ページのその他の観光事業においても、将来当局側もこの事業に対する有効性に

ついても、十分な内部検討がなされたとは、私には思えません。経済建設委員会でも、今後

の利用について追跡調査をしていくという意見が出たそうですが、私も、この事業について

の、今後どのように観光の中でこの事業が活性に結びつくかというものを見守っていきたい

と思います。 

  ただいま申し述べましたこの２件につきましては100％了解はできないわけですが、本議

案には地デジ電波障害解消、失業者支援事業、子育て応援手当、さらに災害復旧等の重要な

事業が盛り込まれていますので、賛成をいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 続きまして、賛成討論、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） 稲葉紀男です。 

  議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について、賛成の立場から討

論いたします。 

  補正予算は、歳入歳出にそれぞれ７億70万円を増額し、予算の総額を151億2,909万2,000

円とするものです、歳入は、普通交付税、国庫補助金、地方特別交付金等の国からの補助金
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及び県からの補助金をあわせて、総額７億7,700万円が主で、ほかに繰入金及び臨時財政対

策のための起債です。 

  歳出の主なものは、現在伊豆市が抱えているいろいろな課題や生活支援、緊急対策のため

のものです。主な項目は、子育て応援特別手当事業、出産育児一時金、地デジ対応電波遮へ

い対策事業補助金及び今回の静岡地震被害復旧のための予算、天城中学のグラウンドの地す

べり等々をあわせて3,800万円等があります。 

  歳出で一番大きい項目は、平成20年度の実質収支の２分の１に相当する約4.4億円を将来

のための基金として積み立てる項目です。これには、環境衛生整備、ごみの焼却炉の整備の

ために３億円とか、臨時調整基金1.4億円がございます。 

  以上の補正予算を円滑に執行し、所期の目的が達成され、安心・安全な市民生活を送るこ

とを願いまして、賛成討論といたします。 

  しかしながら、今回の一括補正予算の中には、疑問を抱き、賛成しかねる項目も幾つかあ

ります。一括採決方式ですので、この反対のために他の重要な事項が不成立になることを恐

れての、いわば仕方なしの賛成でございます。 

  その中の一つに、修善寺駅周辺整備計画策定業務委託料の1,300万円がございます。この

計画は、平成16年の合併当初は駅周辺の活性化を目的としたものですが、それがいつのまに

か伊豆箱根鉄道の駅舎移転、建てかえ工事を主体とした事業に変更したものです。この計画

案の検討作成のため、今回の1,300万円とあわせて、既に１億円を超える予算が委託料とし

て使われています。しかしながら、その内容は、ブラックボックスのように実態がつかめま

せん。 

  そもそも、駅舎の移転、建てかえは伊豆市にとって本当に必要か、17億円もの多額の費用

をかけて行う駅の整備が伊豆市の経済の活性化にどのような効果をもたらすかの十分な検討

をすることもなく、なし崩し的にこの計画が進行され、このようなことに疑問と心配を抱か

ざるを得ません。「伊豆市への陸の玄関口」、このワンフレーズだけでは納得できません。

今や、国や県も大きく変わろうとしています。この種の、いわば箱物事業は、より慎重に進

めるべきです。この事業に関しては、市民の合意形成と議会での十分な審議を目的に、特別

委員会等を設置することも必要かと思います。 

  以上の疑問、意見も含めて、本議案に対して賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第82号について、反対討論を行います。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第82号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計補正予算について、反対討論をさ

せていただきます。 

  この事業は、歳入歳出総額１億3,321万2,000円とするものです。その大半は、4,200万円
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の借地の取得をしようとするものです。坪当たり11万円で取得しようとするものです。私た

ちが今承認した決算書では、本庁からわずか700メートル、本立野の60坪の土地を坪10万円

で売却しているのです。湯の国会館は本庁からどのくらいあるのですか。四、五キロあるの

ではないですか。それが坪11万円で購入しようとするのです。同じ本立野の土地約100坪が、

1,000万円では売れなくて、業者が減額しようとしているのが現状です。お金がない、お金

がないと言っている伊豆市において、相手の言いなりで土地を購入するということが許され

るのでしょうか。これは、私にとっては非常に有利な話でもあるんです。ここからわずか３

キロメートル先の上船原は、ほぼゼロ円で売却しているんです。 

  もっともっと慎重に、市民が納得するような値段交渉をしていただきたい。ここでも、市

長以下幹部職員は汗を流してください。相手の言いなりで土地を購入するような時代ではあ

りません。まだまだ土地の値下がりは見込まれるかもしれません。しっかり汗を流して値段

の交渉をしていただきたい。そういう思いで反対させていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で通告による討論は終わりました。 

  これで討論を終結いたします。 

  これより議案第76号から議案第83号について分割採決いたします。 

  まず、議案第76号 平成21年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第77号 平成21年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）について

採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第78号 平成21年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につい

て採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 
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  よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第79号 平成21年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第１回）について採決

いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第80号 平成21年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第１回）について採

決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第81号 平成21年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回）につ

いて採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第82号 平成21年度伊豆市湯の国会館事業特別会計補正予算（第１回）につい

て採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第83号 平成21年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第１回）についてを採決

いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 
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  よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

  ここでお昼の休憩をとりたいと思います。再開を13時といたします。 

 

休憩 午後 ０時０６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第８４号～議案第９５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 日程第24、議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正について

から日程第35、議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正についてまでの12議

案を一括して議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありますので、審査の経過と結果につい

て各委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第84号から議案第88号の５議案について、福祉環境委員会委員長、杉山誠議

員。 

〔福祉環境委員長 杉山 誠君登壇〕 

○福祉環境委員長（杉山 誠君） ７番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第84号から議案第88号までについて、審査の

経過と結果を報告申し上げます。 

  初めに、議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正について報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑としまして、出産育児一時金の引き上げは23年３月まで

の期間限定ですかとの質疑には、期間限定ということで法律改正を行っています。この後の

金額や方法については、23年３月までに国で整備を検討するそうですとの答弁でありました。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第84号は全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第85号 伊豆市幼稚園預かり保育条例の制定について報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしまして、預かり保育は、幼稚園の授業

が終了した後、先生は見ているものの、自由に遊ばせるのですか。また、申し込みや保育料

の支払いはどうしますかとの質疑には、国の通達で、預かり保育の時間についても、教育的

配慮が求められておりますので、今教育課程を組んでいます。申し込みは原則３日前までと

し、料金は翌月の10日までに納付書により納めていただきますとの答弁でした。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第85号は全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第86号 伊豆市保育所条例の一部改正について報告申し上げます。 
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  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしましては、大東保育園では、地域の

方々の意見は聞きましたかとの質疑には、大東保育園を廃止するに当たり、保護者説明会を

３回と地域の人を対象に１回行いました。最初は少し反対もありましたが、最終的にはご理

解いただきましたとの答弁がありました。 

  また、交通の便について保護者の意見はいかがかとの質疑には、今のところが近くて利用

しやすいとの意見もありましたが、ある程度の規模の園が子供のために望ましいことを理解

していただく中で、距離が長くなって大変という声は聞かれなくなっていますとの答弁でし

た。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第86号は全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第87号 伊豆市立学校設置条例の一部改正について報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしまして、これはさくら幼稚園を新しく

つくるということですか。月ヶ瀬幼稚園の廃園について保護者や地域の意見はどうでしたか

との質疑には、現在のさくら保育園を、今度は認定こども園に開設する関係で、幼稚園を開

設する必要があり、同じ場所にさくら幼稚園を開設すると、新設するという条例改正になり

ます。また、月ヶ瀬幼稚園の廃止については、昨年度、学校教育課のほうで保護者の方に説

明会を開きました。初めはかなり反対も激しかったのですが、３月の説明会で保護者側から

市としての態度を示してほしいと言われ、22年３月をもって廃止したい旨を伝えたところ、

その場でご理解いただきましたとの答弁がありました。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第87号は全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について報告申

し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものとしまして、入浴を有料とするのであれば、

老人憩の家でなく、すべての市民が使えるようにしてはいかがかとの質疑には、一定の地域

の人が多く利用していることから、立地的な問題で、すべての人に利用できる施設となれる

のか懸念されますとの答弁でした。 

  また、老人福祉施設の有料化は福祉の後退ではないかとの質疑には、老人憩の家の目的に

合った集会等で入浴される場合は、地域にかかわらず、減免規定で無料とします。ただ、通

常の生活にかかわる利用については、他地域との公平性の面からも、一定の負担はお願いし

たいとの答弁がありました。 

  また、有料化することに対しての意向調査はどのようにしましたかとの質疑には、意見を

聴取したのは市の老人クラブ連合会の会長さんと修善寺地区の単位老人クラブの会長さんで

す。また、直接利用者の方にもお聞きしましたとの答弁でした。 

  以上、審査した後、反対討論があり、採決の結果、賛成多数で議案第88号は原案のとおり



－353－ 

可決すべきものと決しました。 

  これをもちまして、議案第84号から議案第88号までの委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第89号から議案第90号の２議案について、総務教育委員会

委員長、三須重治議員。 

〔総務教育委員長 三須重治君登壇〕 

○総務教育委員長（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第89号 伊豆市民文化ホール条例の制定につ

いて、主な審査の経過と結果について報告させていただきます。 

  委員より、生きいきプラザという名前はこれからも使うのか、使用料の値上げはあるのか

との質疑に対し、伊豆市民文化ホールという新しい名称にしていきたいと思っています。公

民館の規制を解除し、利用勝手のいい多目的な施設の有効利用と文化振興に努めていきたい

というもので、基本的に、料金設定は現在使用されている公民館施設での料金と同じにして

あります。減免項目については、施行規則や規定により定めますが、従来どおりですとの説

明がありました。 

  続きまして、委員より、市内にはホールを持つ修善寺総合会館や天城温泉会館があり、利

用が余りされていない。既存の施設を遊ばせておいて新しいことをやろうというのはいかが

なものか。また、公民館だから市民が利用しやすい状況だと思うが、公民館活動が制約され

るのではないかとの質疑に対し、生きいきプラザのホールに関しては、ラウンジの環境のよ

さと中規模ホールとしての使い勝手のよさというものがあり、収益事業をやる方に、その可

能性を広げたということです。今までの活動と同じことをやった場合に、負担がふえること

はありませんが、多少のデメリットは考えられます。しかし、それを甘受しても、ここを使

ってもう少し文化活動が活性化したり、ビジネスとしての選択が広がるのであれば、そちら

のほうが市民全体の利益と判断していますとの説明がありました。 

  続きまして、議案第90号 伊豆市公民館条例の一部改正について、主な審査の経過と結果

について報告させていただきます。 

  委員より、保健所が生きいきプラザの２階に移動するとのことだが、ずっと利用するのか

との質疑に対し、沼津と下田の間に何もないというのは県としても問題視しており、東部保

健所の修善寺支所を引き揚げる意思はないようですので、生きいきプラザを利用していくと

思います。会議室が不足する分として、新たに修善寺図書館の視聴覚室を公民館とさせてい

ただきたいと思います。ここは今まで余り利用がないのですが、四、五十人の集会にはよい

施設なので、もう少しご利用をいただきたいと思いますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第87号につき

ましては、反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上、総務教育委員長報告を終わります。 
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○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第91号から議案第95号までの５議案について、経済建設委

員会委員長、杉山羌央議員。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） 10番、杉山羌央です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第91号から議案第95号について、審査の経過

と結果をご報告申し上げます。 

  初めに、議案第91号 伊豆市下水道条例の一部改正についての審査の過程と結果について

ご報告いたします。 

  議案第91号について、補足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、この基本料金と

水量料金に改正された場合、旧４町の中で、下がるのは土肥で、あとは上がるのですかとの

質疑に対し、今言われたとおり、土肥地区については下がります。ただ、中伊豆地区は、今

人数制をひいており、一概に上がったり下がったりということは言えない状態です。例えば、

どのくらい使っても、人数が４人だと5,400円かと思いますが、今後はたくさん使われる方

については、当然ふえますので上がっていきますとの答弁がありました。 

  以上のような質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第91号は全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第92号 伊豆市農業集落排水処理施設条例の一部改正について、当局からの補

足説明はなく、質疑の主なものといたしまして、改正の根拠は何かとの質疑に対し、今回の

改正は、旧町ばらばらな料金を統一していくということですとの答弁がありました。 

  以上のような質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第92号は全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、補足説明の後、質疑を行いまし

た。 

  質疑の主なものといたしまして、統一というのは、本来、１回統一して、その後に値上げ

をするというのが市民の皆さんには一番わかりやすい方法だと思いますが、確認ですが、５

年後にこれを一区切りとして内容を精査して、これでもし結果がよかったという場合には、

値段が下がるとか、そういう可能性もあるわけですから、一応５年をめどに精査して改正す

るということでよろしいでしょうかとの質疑に対し、まずは統一という作業で、そこの水準

は当然なるべく低く抑えたい。しかし、他の手段、例えば、起債だとか一般会計からの繰り

入れだとかで、それをこの５年間でやってしまうと、もう明らかに５年後、次の５カ年事業

のときには相当上げざるを得なくなります。今ご指摘ありました５年後にどういう方法で見

直すかというときに、５年後にまたぐっと上がらないような対策をしっかりとらせていただ

きたい。また、そういう方向に向けて頑張りたいとの答弁がありました。 

  次に、14億8,650万円から企業債借入金３億5,000万円を引いた11億3,650万円の資金はど

こから調達してくるのかとの質疑に対し、減価償却費と資産減耗費、損益、当年度純利益、
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それから、実際に支出のなかった消費税、これらの５点財源と言われるものをこれに充てま

すと答弁がありました。 

  それから、地方公営企業法を遵守するということがまずもって重要なことだと思いますが、

いかがですかとの質疑に対し、経営の基本原則で、公共の福祉の増進をするよう運営されな

ければならないということで、公共の福祉とは、安全で安心な水を供給するということであ

り、なおかつ安定的な経営をしなければならないということだと思います。利益を見込みな

がら、それをためて拡張ではなく、今ある古い施設を更新していこうということで、これだ

けの利益を内部留保してやっていこうというつもりでこの表をつくってありますし、そうい

う料金体系にさせてもらったつもりです。また、大規模災害があったときには、他の会計か

ら入れられるのではないかということは、法律的にはそのとおりです。ただ、伊豆市の地域

特性を考えますと、大規模な地震や台風によって崩壊とか災害が起こり、それと同じように

水道もダメージを受けるということが、確率的には非常に高いと思います。そうすると、な

るべく水道はある程度の災害には対処できるものも自分で持っておきたいと思いますし、や

はり、常に一定量を蓄えるということが料金の安定のためには必要であると考えますとの答

弁がありました。 

  以上、質疑の後、委員より、第93号の料金改定条例については、審議が十分でなく、市民

の皆さんにも説明責任の責務があるという意味で、閉会中の継続審査とされたいという動議

が提出されました。 

  この動議を議題とし、採決の結果、賛成少数で本案を継続審査とすることは否決されまし

た。 

  討論はなく、採決の結果、議案第93号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部改正について、補足説明はなく、質疑を

行いました。 

  質疑の主なものとしまして、飲料水供給施設において77件の人はメーター器がないが、ど

うするのか。また、この費用は幾らぐらいかかるのかとの質疑に対しまして、飲料水供給施

設のメーター器がついていない方々に対しましては、当然市でメーター器をつけ、その費用

についても、すべて市の負担で行います。金額に関してですが、場所によって違いますので、

今、一概に幾らだということは言えませんとの答弁がありました。 

  次に、市のほうで負担を全額するということであれば、当然そうしたことも条例等で明記

されているのかとの質疑に対しまして、もともと既存の加入者であるととらえていますので、

加入金等の費用は発生しませんし、設置費用も発生しません。当然、条例に載せなくてもい

いと考えていますとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第94号は賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決しました。 
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  次に、議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正について、補足説明はなく、

質疑の主なものといたしまして、水道料金の基本料金はおおむね基本的には施設に充て、水

を分配するその直接の経費は料金でいただくという位置づけをしました。では、この加入金

はどういう位置づけ、どういう意味で取るのかという質疑に対し、加入金というものは、そ

もそも、今入っている方たちが料金で施設整備とかをしているわけです。その方たちがつく

ってくれたものに対し、新しく入ってくれる方が一部を負担する、そういうものであると考

えています。原因者の適正負担、新旧事業者間の負担の公平ということですとの答弁があり

ました。 

  次に、根拠としたら、過去の話を現在に公平にやっているということだが、ある一地区は、

現在加入金が３万円ですが、今回８万数千円になる。過去のいきさつで、過去の設備投資に

対し現在の人が加入するというのに、いきなり３倍とかになるが、そこはどう考えたらいい

のかとの質疑に対しまして、これは、やはり行政の継続性ということで、今、富士見平分譲

地を編入するに当たって、協定の中で受託工事費等加入金で10万円という協定を結び、一括

お支払いいただくというような方法をとっています。これは、あくまでも当然こういう分担

金をもらわないという選択肢もあるわけです。伊豆市として、行政の責任として、市内全域

に対し市が管理し、そして、市が提供する同じ安全な水であれば同じ料金をいただく、この

事業を将来も継続しなければいけない。そうすると、どう考えても負担が大きい。これを水

道事業の中で可能な限り完結するためには、やはり、この分担金というものを残させていた

だき、このインフラを維持するため一定の負担をしていただかざるを得ないということで、

賦課をさせていただきましたとの答弁がありました。 

  以上、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第95号は賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上で、議案第91号から議案第95号までの委員長報告を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告

書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午後 １時２４分 

再開 午後 １時２９分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正についてから議案第95号 

伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正についてまでの12議案について、質疑、討論、採

決を行います。 
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  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  まず、議案順に行きます。 

  議案第93号について、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正についてお尋ねします。傍

聴もしていまして、やったんですが、ちょっと不明確なところがあるので確認のため質問い

たします。 

  今回提案されている基本料金と水量料金を決める数字の大もとというか、基礎になるのが

議会に資料として出された上水道給水料金等改正案だと思うんです。そこにナンバーを打っ

ていますので、質疑がちゃんとわかるように一つ一つやっていきたい。 

  １つには、改正案のページ、ナンバー４に給水単価というのがあるんです。これを見ます

と税抜きで94円とか105円となっているんですけれども、この供給単価というのは税抜きの

数値をあらわしている、そのような解釈のもとで条例案を審議したのかどうかお尋ねします。 

  もう１点です。 

  同じくナンバー４のちょっと上のところ、費用の建設改良費というのがあります。この左

側のところを見ますと、やはり、資本的収支のところに（税込み）、いわゆる資本的収支の

建設改良費が含まれているものですから、これは、税込みの数値と解釈しての審査を委員会

でやられたのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  杉山委員長。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） 答弁申し上げます。 

  ただいまの木村議員からの質疑でございますけれども、委員会当日は、その質疑は出てお

りませんでしたですけれども、皆さんにも配られました伊豆市上水道給水料金等改正案とい

う書類の中で、ナンバー４、ナンバー５、いろいろあるわけですけれども、この中で税込み、

税抜き、いろいろ資料が入っております。それで、何でこういうふうに分かれるのかという

質問をされた方がおりまして、その答弁は、総額で見るときのために税込みの金額を載せた。

それと、予算編成等でもって比較するときには税抜きでもってここに記載したという、余り

理解が、私のレベルでは余りわからなかったのですけれども、そういう答弁がございました。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  木村議員。 

○２０番（木村建一君） 木村です。 

  わかったらで結構でございます。今後の給水条例をどういうふうに見るのかということで、

一つの参考としてお尋ねしたいのは、今お話しされた中で確認ですけれども、冒頭お聞きし
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たナンバー４の供給単価を税抜きで、例えば、平成20年、21年とこうやっているのが、その

数値が94円ということで供給単価なんです。ちょっと振り返って、ナンバー１の左側の表を

見ると、ここには水量料金１立方メートルにつき税込み95円とあるんです。ちょっとその辺

がわからなかったものですから、１円違いです。その５パーセントがちょっとわからない。

わかったらで結構です。 

  それからもう一つ、建設改良費、これは税込みですと書いているんですけれども、例えば、

平成22年度の建設改良費は税込みで２億409万5,000円と、こうなっているんです。それで、

その詳細、ナンバー５のところを見ると、同じ平成22年度の建設改良費が載っているんです

けれども、こっちは税込みだとこうなって、２億1,430万円。ちょっとわからないですね。

数字が、お互いが税込みなんだけれども、ナンバー４の数値とナンバー５の数値が違うもの

で、もしわかったらで結構です。数値が違うということはわかりましたよね、お願いしたい。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  杉山誠議員。 

○経済建設委員長（杉山羌央君） 杉山です。 

  答弁申し上げます。 

  その点のところにつきましては、審議をいたしませんでした。指摘されました事項につき

まして、私もそうだなというふうには感じますが、詳細、もし必要でありましたら、後日建

設部長のほうへ回答を求めたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  次に、議案第93号について質疑を行います。 

  ６番、西島信也議員。 

〔６番 西島信也君登壇〕 

○６番（西島信也君） ６番、西島信也です。 

  杉山委員長の報告に対する質疑を行います。 

  市長は、上水道料金の改正案については周辺市町を参考にして決めたいと、これは何度も

明言しております。それでは、近隣市町はどうなっているかといいますと、17市町すべてが

20立方メートルまでが基本水量となっておりまして、一定の使用水量までは従量料金がかか

らない基本水量料金制となっております。今回の改正案は、近隣市町の計算方法とは全く異

なり、基本料金と従量料金の二本立てで、水道料金はこの２つの合算という方式にしてあり

ます。これでは、お年寄り世帯などの水を余り使わない世帯に対し、より多くの料金がかか

ることになってしまいます。 

  そこで、１点目の質疑ですが、近隣市町との関係で、この料金算定の仕組みについてどの

ような審議がなされたのかお伺いします。 

  次に、２点目の質疑です。 

  これは近隣市町との比較での料金の高い安いということをお伺いしたいわけですけれども、
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今、伊豆市の現行の料金体系のうち、旧４町それぞれが違うわけですけれども、仮に修善寺

地区を平均としますと、50立方メートル当たり4,652円です。これは、伊豆市を含めた近隣

の18市町中、高いほうから数えて11番目、中間よりちょっと下ということになります。ちな

みに、一番安いところは伊豆の国市の大仁地区で、50立方メートルで2,205円、一番高いと

ころは南伊豆町の6,940円、今度の伊豆市の改正案では、26年ですけれども、50立方メート

ル当たり6,036円で、これは高いほうから数えて３番目になります。 

  市長は、伊豆市は面積が広くて施設配管に費用がかかるので、料金が高くなるのは当たり

前だとこうおっしゃっておりましたが、例えば、富士宮市は伊豆市と面積がほぼ同じなんで

すけれども、水道料金は50立方メートルで4,515円と、旧修善寺町とほぼ同じ金額となって

おります。したがって、面積と料金は比例していないということがわかると思います。 

  ２番目の質疑です。このように近隣市町との関係で、料金そのものをどう考えて審議され

たのか、議論されたのか、あるいはされないのか、お伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  杉山委員長。 

〔経済建設委員長 杉山羌央君登壇〕 

○経済建設委員長（杉山羌央君） お答えいたします。 

  ２つほど質疑されたと思いますけれども、近隣市町との金額の差というものについて議論

したかというふうな質問があったと思いますけれども、委員会では、その質疑に対してござ

いませんでした。 

  ２つ目の、高いというふうなことでございますけれども、質疑の中で、その前に、全協と

かそういうことではいろいろ意見が出ておりましたのは承知しておりますけれども、当委員

会でそのことに言及されて質問をされた、また、それに対して答弁があったというふうなも

のはございませんでした。 

○議長（飯田宣夫君） 西島議員。 

○６番（西島信也君） 今の答弁ありがとうございました。 

  市長は、公共料金を考える際には、常に周辺市町を参考にしていると常々言っておるわけ

でございますが、今の議案につきましては、どう見ても近隣市町を参考にしているとは思え

ないわけでございます。また、委員会のほうも周辺市町の制度について、伊豆市への応用は

十分に解明できなかったということでございます。 

  わかりました。以上で質疑を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、通告による質疑は終わりました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時４４分 
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再開 午後 １時４５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまお手元に配付したとおり、議案第93号、議案第94号につきましては、鈴木初司議

員外１名から修正の動議が提出されておりますので、提出者の説明を求めます。 

  １番、鈴木初司議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） 議席番号１番、鈴木初司です。 

  議案第93号、議案第94号の給水条例について修正議案の提出の理由を説明いたします。 

  今回条例が出たわけですけれども、実は、前回の定例会に出すというような当初の目的が

ありまして、私もその前から精査をしてきたわけでございますけれども、どうしてもこの変

更で改正案であれば、市民への負担が多くなるということがありましたので、修正の動議を

出させていただきました。 

  第１番目です。 

  旧４町時代から実行されていない水道料金、公共料金の統合は、私も全くそのとおりでご

ざいます。ただし、合併以来今日に至るまで、１立米32円の水道料金から１立米126円の水

道料金の地域まで、７つですけれども、多く言えば５つの料金体系が存在します。合併当初

から、料金統一は速やかにすべしと合併協議会等報告書並びに第１次総合計画にも記載され

ております。市当局は、この後、なおかつ４年もの間、経過措置を盛り込んでおります。す

べて統一料金になるのは５年もの歳月がかかり、４年間の経過措置のツケが、５年後、合併

後10年にならなければ料金統一がされないわけでございます。10年後には、ここに記されて

いる大幅値上げになります。私の修正案では、経過措置の初年度料金より低額になり、市民

の皆さんへの負担を軽減し、公平・公正・平等にします。これが大きな第１番目でございま

す。 

  第２番目でございます。 

  地方公営企業法の基本原則にのっとり、本来の目的である公共の福祉を増進するように運

営されなければならないという大前提がございます。また、水道事業は、清浄にして豊富低

廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善等に寄与するともあります。

地方公営企業である水道事業は、電気事業、ガス事業と同じ法律による公共料金で、あくま

でも利益の確保が目的ではありません。ただし、料金で経費を賄わなければなりません。私

の案は、一般会計からの繰り入れもなく、健全な料金体系を提案いたします。 

  第３番目でございます。 

  給水料金と生活用水の配慮についてでございます。半世紀以上も続いている一月10立方メ

ートルの基本水量が基本料金に含まれ、10立方メートルから40立方メートルまで一番使用水

量が多い生活用水に配慮しました。一定の使用水量が従量料金がかからない基本水量制に今
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の基本料金、基本水量制、料金制にそのままします。先ほど西島議員からお話がありました

けれども、近隣17市町もすべてこの方式をとってございます。 

  第４番目でございます。 

  各地域別に５年間現行制度の料金と当局案、また、私と数名で出させていただきました修

正案の料金の違いを明確にしたいと思います。皆さん、もしできたらペンをお持ちください。

すべて天城から高い順に言っておきます。２カ月、20立方メートル、13ミリの場合でござい

ます。 

  天城湯ヶ島地区は、５年間で、現行７万5,600円払ってございます。市当局の料金提案は

７万9,836円でございます。今、一番高い湯ヶ島の料金よりも4,236円、５年後に高くなって

ございます。修正案は６万7,500円で8,100円安くなります。当局と修正案の違いは、５年後

に比べますと１万2,336円の違いが出ます。よろしいでございましょうか。 

  次に、中伊豆地区でございます。中伊豆地区が今払っていただいている金額は、６万

9,300円でございます。市当局が出してございますのが、先ほど言いましたように７万9,836

円でございます。修正案は６万7,500円。中伊豆の方ですと１万536円多くなります。修正案

は1,800円のマイナスでございます。トータルでいいますと、当局より１万2,336円マイナス

の修正案でございます。 

  次、修善寺地区でございます。申しおくれましたけれども、修善寺地区が6,517戸の方の

水道の加入がありまして、一番多いのでございます。今、修善寺地区がお支払いいただいて

いる金額が５万9,220円、当局が出してございますのが７万9,836円でございますから、２万

616円負担が多くなります。私どもの提案させていただいている６万7,500円ですので、

8,280円の値上がりになります。トータルで１万2,336円マイナスは変わりございません。 

  土肥地区でございます。土肥地区の一番多くお支払いしている家庭が1,824戸ございます。

５年間で３万4,650円でございます。当局が示されているのが、激変緩和がございまして７

万1,436円、３万6,786円の増でございます。激変緩和をされても、私どものほうは６万

7,500円ですので、３万2,850円の増でございます。3,936円も違います。 

  小土肥地区でございます。小土肥地区が、使われている水量が同じ条件で１万7,010円で

ございます。激変緩和がされますので７万1,436円から１万7,010円を引かせていただいて５

万4,426円ふえます。５年間の期間中にふえるわけです。私どもの案は６万7,500円でござい

ますから、５万490円で済みます。3,936円提案より安くなります。 

  以上、違いでも、私どもの修正案のほうが市民の皆様に負担はかけないということは明白

でございます。 

  第５番目でございます。 

  先ほどから問題になっています伊豆市給水料金等改正案のほうを、議員の皆さんお開きに

なっていただけますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

  先ほどから問題の４表を見ていただきたいと思います。先ほど木村議員がご指摘になりま
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した改良費のところの税込みと書いてございますけれども、幾ら計算しても税抜きではない

かというふうにしか思えません。その裏が1.05を掛ければ22年度の委託予定一覧表の数字に

なるものですから、先ほど委員長から説明になって、ちょっと後でということだけれども、

私もわからないものですから、一応これは解釈で、税込みと書いてありますけれども、税抜

ではないかなというふうなとらえ方をして話をしてよろしいですかね。 

  それで、一番の大きいところは、当局との違いは、給水収益についてでございます。もし

よろしかったら、またメモをしていただけますか。大変申しわけございません。１番の給水

収益の平成22年度から26年度までの給水収益の金額を述べていきますので、メモをしていた

だければありがたいでございます。 

  １番です。平成22年度、当局の案は５億2,765万8,000円ですけれども、私どもの出す修正

案は収益５億6,447万8,000円でございます。平成23年度、５億5,871万8,000円でございます。

平成24年度、５億5,295万8,000円でございます。平成25年度、５億4,719万8,000円。平成26

年度、５億4,143万8,000円でございます。このトータル、１番の合計のところが、今当局は

28億1,224万8,000円に対して、修正案は27億6,479万円でございます。その差が4,745万

8,000円でございます。５年間でです。 

  ナンバー11のところをよろしゅうございますか。トータルでございます。当局が今ありま

すのが28億7,742万9,000円、ここが28億2,993万1,000円になります。 

  それで、申しわけございません、次に27番を見ていただけますか。損益の前でございます。

これが当局も一番重要視していたところでございます。５年間に26億4,979万9,000円の支出

があるわけでございます。そうしますと、当局で言っているのは２億2,763万円利益が上が

るから、改良資金にも回せるし、すべてクリアできるからこの料金体系をというふうに私は

受け取ってございます。私のほうも、26億4,979万9,000円、全く工事もやっていただきなが

ら、すべてやっていただいても、１億8,013万2,000円の黒字が出ます。私の案でいっても、

当局が言っている内部留保金を崩さず、なおかつ、工事も赤水等を出さなく、土肥の方たち

の工事も、これでいいますと22、23年度は当局のは利益が出ないわけですから、工事にもす

ぐかかれないと。私のほうの案ですと、すぐに4,000万円ずつの利益を計上できますので、

土肥の方たちに迷惑のかからないような工事もすぐ着工できます。これは事実なので、述べ

させていただきます。 

  最後です。 

  水量料金も、当局が提案している１立米95円を92円にいたします。この提案により、当局

が５年間で予定している建設改良委託料等、私どもも一切見直しをいたしません。赤水が出

ないように、すぐさま工事に入ってください。当局には、豊富低廉な水の供給をお願いする

ものでございます。また、この案に多くの議員の皆様のご賛同を願えるよう、よろしくお願

いいたします。 

  以上で修正提案理由を終わります。 
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  議案第94号の金額の提案についても、今の議案第93号と同じなので、以上とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で修正案の説明が終わりました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  この休憩中に、ただいまの修正案に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長に速や

かに提出願います。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

再開 午後 ２時１１分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、先ほど修正案の説明をいたしました鈴木初司議員から発言の申し出がありますの

で、これを許します。 

  鈴木議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） 大変申しわけございません。議案の提案の場所を発言してございませ

んでした。理由だけでしたので朗読いたします。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部を改正する条例案に対する修正案。 

  第93号 伊豆市給水条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。 

  第23条の改正規定を次のように改める。 

  料金。 

  第23条 料金は１月につき、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額とにする。 

  区分。 

  専用給水装置・共用給水装置、口径、基本料金、基本水量、料金、超過料金、１立米の順

で読みます。 

  13ミリメートル、10立方、1,125円、92円、20ミリメートル、10立方、1,125円、25ミリメ

ートル、10立方、3,024円、30ミリメートル、10立方、5,250円、40ミリメートル、10立方、

8,762円、92円、50ミリメートル、10立方、１万2,691円、92円、75ミリメートル、10立方メ

ートル、２万7,922円、92円、100ミリメートル、10立方メートル、４万4,373円、92円、125

ミリメートル、10立方メートル、５万2,911円、92円、特別給水装置、13ミリメートル、10

立方メートル、1,239円、165円。 

  附則第２項中、「（以下「新条例」という。）」及び「以下「水道事業条例」という。」

を削る。 

  附則第３項から附則第５項までを削る。 

  議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部を改正する条例に対する修正案。 
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  議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。 

  附則第２項中「（以下「新条例」という。）」を削る。 

  附則第３項から第５項までを削る。 

  提案理由です。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で修正案の説明が終わりました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  この休憩中に、ただいまの修正案に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長に速や

かに提出願います。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

再開 午後 ２時１８分 

 

○議長（飯田宣夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 修正動議について質疑いたします。 

  今、修正動議提案者のほうから、13ミリについてはいろいろと数値がいっぱい出たんです。

ですが、やはり、我々が判断するのに、一般家庭、13ミリ、20ミリも当然あるのですが、13

ミリと20ミリで60立方メートルを２カ月間で使った場合に、大体２カ月でやるものですから、

やった場合に、そういうふうに使いましたよといったときが、ある程度、50と60があるので

すが、２つ並べると私もわけがわからなくなりますので、60立方メートルに限って、市が提

案する13ミリの額、それから13ミリの市が今提案している額、多分どこかで出てくるでしょ

うけれども、わからない。ちょっと資料を全部見切れていないものですから。修正案の額、

それから、同じく20ミリの市が提案する額、修正案として幾らなのか、繰り返しますが、60

立方メートルで幾らになるのかお尋ねいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  鈴木議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） お答えいたします。 

  先ほどお配りした改定案の参考資料の修正参考資料の２というのが、けつから２枚目にご

ざいます。上のところを見ていただきますと、60立米が13ミリですと、こちらなんですと

5,930円、当局案が22、23年度が6,120円、24、25年度が6,540円、26年度になりますと6,986

円になります。20ミリのほうも下にあります。これは、前までは違いましたけれども、生活



－365－ 

用水に配慮ということで木村議員にお答えします。金額的には13ミリと全く同じようにさせ

ていただきました。ですから、60ミリがこちらなんですと5,930円、22、23年度の当年度が

6,330円です、改正案。24、25年度が6,960円、26年度になると7,630円で、1,700円の違いに

なります。ご理解していただけましたでしょうか。あとのトータルのほうは、またやってく

ださい。ちょっとここでできかねないので。 

○議長（飯田宣夫君） では、次に杉山誠議員。 

〔７番 杉山 誠君登壇〕 

○７番（杉山 誠君） ７番、杉山です。 

  修正案ということで、私も時間のない中で見させていただいているのですけれども、基本

的なこととして１つ心配になるのは、土肥の段階的な激変緩和措置がとられていないという

ことなんです。一応５年間では負担は少なくなるという説明を受けたんですけれども、やは

り、非常に負担額の増加が激しいものですから、この辺のところが、今まで説明会を何度も

市が行って、土肥の方たちには、激変緩和ということで段階的に負担をしていただくという

ことで説明を何度も何度もしてあるものですから、その方たちに理解が得られるのかどうか

ということがちょっと心配になるということ。 

  あと、非常に市民の負担が少なくなるということは、これは結構なことなんですけれども、

５年間事業を継続して、それから先のこともあるわけですので、よく言われている内部留保

資金、これが、今まで執行部の説明では、一定規模を蓄えていかないと災害時とかの対応が

できないということで、その辺のところがちょっと手薄になるというか、その辺の心配があ

るものですから、その辺をどのようにお考えでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  鈴木議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） まず、１点目の土肥地区の激変緩和ということについてお答えいたし

ます。 

  今、土肥地区にこの給水をやっていただいている件数が1,824戸でございます。それで、

小土肥地区が281件、トータルの１万3,688件の中の2,000件ということになりますと、大体

７分の１ぐらいになります。先ほどから私が申し上げているように、４年間激変緩和をやっ

て、５年後になったらぎゅーっと上がるんです。そうすると、その年からまたずっと上がっ

ていくと一番上がりが厳しい。この普通のやり方でやらさせていただいても、５年トータル

しても、土肥地区、小土肥地区にしても、当局の出しました案より4,000円ずつ下がってい

るわけでございます。そこには私も十分配慮した数字という気持ちではおります。あとは、

皆さんのご理解を得られるか得られないかというところに限られますが。 

  ただ、あと一つ、先ほどから私が申し上げているように、当局の案ですと、22、23年度に

対しては剰余金が１銭も出ないんです。利益が出ない中で、改良資金、この工事に、逆に皆
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さんの考えの中でオーケーを出されますかということです。これだけ話をされていて、大変

だ大変だと言っている中で、議員の皆さん、赤字なのに工事をやらせてくださいよと言った

ら、僕は賛成できないです。ですから、私は、当年度から利益を上げて、早くこちらで出て

いる赤水とか水質悪化、もう長年やっているところにかかりましょうと。なおかつ、５年後

に下がりますよということでございますので、その辺は、私は理解を得られるように考えて

ございます。 

  それと、今指摘がございました６年後の後についていかがなものかということでございま

すけれども、先ほど申し上げましたように、私どもの案も、当初の当局が出している起債、

これ借入資本金というんですよ。借入資本金を出さないんです、当局と一緒に。普通は、工

事をやれば、借入資本金といって起債をするわけですよ。だけど、私の案でも起債をしない

よと。ですから、内部留保金はそのまま維持できます。６年、５年後も同じです。それで、

なおかつ、当局が２億2,763万円の利益が出るにもかかわらず、私どもの案でも１億8,000万

円の剰余金が出ます。もしかしたら、５年後に行ったときに余っていれば、私の考えだと、

また料金改定をやったときになおかつ下げられるんではないかというぐらいの感想がありま

す。なぜかというと、内部留保金にさわりません。それで、起債は当局がやる起債と全く一

緒の考えでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  それでは、次に、梅原泰嗣議員。 

〔２番 梅原泰嗣君登壇〕 

○２番（梅原泰嗣君） ２番、梅原泰嗣です。 

  旧４町が同一料金になる、水道料を統一する、また、なおかつ、各家庭の水道料が下がる

というのは、皆さん統一の認識だと思いますが、ちょっと今心配といいますか、実は、私は、

正直申しますと、鈴木議員から先日この説明を受けたんです。 

  そのときに、この税抜きで88円、税込みで92円という金額の算出方法なんですが、今まで

私どもは、いろいろな答申からずっと経過がありまして、この資料の３ページ、料金原価分

析表というのに基づいて説明を受けてきました。この中で、90円51銭、これに消費税1.05を

掛けまして95円04銭になるから95円でいきましょうということで納得をしてきたんですが、

鈴木議員のこの88円、消費税を入れて92円というのは、皆さんの今のお手元の資料に配られ

ていますか、20年度使用水量です。鈴木議員、ここですよね。20年度の使用水量が546万

6,769トンですか、実は、ここをベースに逆算をしているんです。そうですね。逆算をして、

そして、ここの表の、今まで皆さんに説明をしてきました経営収支の概算のナンバー４の一

番上にあります給水収益１です。ここの合計に合わせているというか、そういう形だという

ように説明をお聞きしました。 

  ところが、確かに、20年度の使用水量、これは直近でいいんですけれども、これが、例え
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ば、水量が変化していくわけですから、22年度、23年度、24年度、25年度と変化していきま

すよね。この変化していく変数でもって逆算して88円、92円を求めたものですから、この変

数が変わっていくと、この88円の根拠が崩れるのではないかというので非常に心配しており

ますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  鈴木議員。 

〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） お答えいたします。 

  この88円に５％掛けたものが92円だということできょうの提案になっているわけですけれ

ども、この88円の根拠は、当初私どもに資料が来たのは、この３表の表がなかったものです

から、これを一番初めに僕は当局からとったと、資料の中で計算させていただきました。 

  修善寺地区が6,517、中伊豆地区が2,959、土肥地区が1,824、湯ヶ島地区2,107、小土肥地

区、申しわけない、この小土肥地区と上のところを足させていただきましたが、足して、ト

ータルで281。トータルが１万3,688の給水者がいるというお話の資料を提供。当時、４月ご

ろですか、もうずっとやっていましたので、そのときに、修善寺の超過料金１立米の13ミリ

の方が89円をお支払いいただいていると。あと、中伊豆の方が84円、土肥の方が57円75銭、

湯ヶ島の方が126円、小土肥の方が32円、そうしますと120万8,379円が１立米超過料金のと

きにいただくお金だよと。 

  それを全く、いろいろな７つの給与体系がありますから、これを一挙にやるというのは当

局でも相当な難儀な仕事だと思うので、私どもも難儀だったものですから、単純にこれを平

均させていただきました。そのときに出た数字が88円28銭でございます。これをベースに、

いろいろな考え方の中で、私どものほうも、私も、相当のいろいろなケースを考えながら、

１立米ではなくて、当初の基本料金プラス基本水量の数字を出させていただきました。あと

の基本料金のほうのは、これはいろいろな中で考えた試案でございますので、これといって

難しく説明は控えさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 再質疑ありますか。 

  梅原議員。 

○２番（梅原泰嗣君） まさしく、今鈴木議員がおっしゃったのが、20年度の実績に基づいた

ものなんです。ですから、私の言っているのは、20年度の実績でやっていくとどうですかと

いう質問なんです。 

  もっと言えば、当局から出されていますナンバー３の料金原価分解表のずっと下の中段な

んですけれども、５年間の総有収水量というのがございます。これは22年度から26年度の合

計で、伊豆市の市民の皆さんがどのぐらい水を使うかという量なんです。それも、実は、こ

れはかなり甘い数字というか、オーバーに見ているなという気がしているのです。ですから、

20年度の実績でやっていると、どんどん人口が減るということもございましょうし、水量が
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減っていくと考えて、危惧しておるわけでございます。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 今、平成20年度の収益の５億1,459万5,000円のことを多分梅原議員は

言っていると思われます。 

〔「水量だよ」と言う人あり〕 

○１番（鈴木初司君） だから、水量が546万6,769立米に対して、一番最後のページに、だか

ら、546万6,769立米です、これ546万6,769立米ですから、これに対して、こちらの、今、表

のことを言われていると思うんですよ、一番裏の参考資料。これは、私どもが1,072円とこ

こに書いてあります88円にしたとき、これを比べるのは、当初から言っているように税抜き

でやれということだったものですから、税抜き表でございます。当局が税込みと書いてある

のは間違いもあるかと思いますけれども、これで、税抜きで1,072円を入れていただいたと

きと、先ほど言った88円28銭の88円を切ったときの総トータルが合計５億5,131万3,436円に

なるわけでございます。うちの案だと。それが平成20年度の実績ですから、５億5,131万

3,436円を見ていただくだけで、当年度から4,000万円の利益が出ているよということの、先

ほどは平成20年度でお話しできなかったものですから、平成22年度をその料金に合わさせて

言わさせていただいただけで、これは当局の水量に合わせた原価でございますので、甘いと

いうなら当局が甘いのではないかということしか僕は言えないので。だから、先ほどから見

て、今言っていただいている表は、この表の20年度の利益、これが、改定案が５億5,131万

3,436円というのが、私どもが出した88円対1,072円からの計算した先ほどの表の数字を入れ

させていたんで安心ですということを述べさせていただいています。 

  だから、去年の実績ではない、平成20年度の中で、データで入れてもらうしか表ができな

いものですから、当局が。ですから、僕が言っているのは、当局と実績に対して入れてもら

ったということですから、平成22年度からの数字も、当局の表と換算で合わせることしかな

いので、当局の数字に合わせて入れさせていただいたということでございます。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいでしょうか。 

  梅原議員。 

○２番（梅原泰嗣君） 今の説明でわかったんですけれども、実績で５億5,131万3,436円とい

うのは１年間ですよね。これを積算してですよね。だから、僕が言いたいのは、１年間では

変動があるからと言ったんですけれども。１年間で１年間でと言っているから。そういうこ

とです。僕は、１年間では、どんどん変わっていくから、変数だからだめではないですかと

言っているんです。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） ですから、先ほども申し上げているように、22年度から26年度までの

売り上げた金額を一つずつ売り上げ数字を言わさせていただいて、トータルが27億6,479万

円ということのデータになりますから大丈夫ですということを先ほどから何回も申し上げて
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いるのですが。わかっていられる方はわかっていると思うんだけれども。平成22年度の利益

が５億6,447万8,000円というのは、先ほど全部申しさせてあげて、いいですか、ちょっと書

いてください。最終的なところが28億1,224万8,000円というのが当局の出している数字です

よね。１番の最後。そこが全部の当局の出した数字で、私どもの変えた金額を充てますと27

億6,479万円になりますということを申し上げているわけでございます。ですから、１年間

を見ただけではなくて、当年の５年間を見て全部の、先ほどから工事も大丈夫だと申し上げ

ているわけでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。これで梅原議員の質疑を終わります。 

  次に、松本覺議員。 

〔５番 松本 覺君登壇〕 

○５番（松本 覺君） ５番、松本覺です。 

  ３つばかりお尋ねをいたします。 

  まず、激変緩和措置については、これはしなくても十分に足りるというご意見で、数字は

並べません。そういう話でしたので、数字は追いませんが、激変緩和措置というのは、そも

そもどういう意味があるかというのをおわかりいただいているかどうかが大変疑問でありま

す。 

  私は、土肥の住民だから、土肥の味方をして水を引っ張るという意識は全くありません。

32年間は修善寺に住んでおりました。８年間は湯ヶ島に住んでおりましたから、土肥は５年

ですから。 

  この激変緩和は、議員もおっしゃっているとおり、小土肥地区においては約４倍の値上げ

になるわけです。空気と水は同じだとよく言っているけれども、水がなければ生きていけな

いという最低限の生きていくあかしなのですから、それが４倍に膨れ上がるということはど

ういうことであるかといったら、これは安心ではない生活ですよ。市の政治に対して安心で

きないとこういう話で、そういうことで激変緩和措置がとられているわけです。 

  私は、たびたびこのことについては機会あるごとに、議会でも、あるいは学習会でも申し

上げたとおりです。その土地の方々に丁寧な説明をしてください、納得、了解をさせてくだ

さいと。そういうことが積み上げられて、この措置が最終的な案としてここへ出されている

というふうに承知しておりますが、その措置についての、そういう意味合いを持って、いや、

措置なんてなくても住んでいけるからというような発言があるかどうかというのは、市の政

治姿勢として大変問題がある。そこについてどう思いますか。まず、質問の第１点です。 

  それから、もう一つの理由については、当初出された市の原案を聞いて、例えば、土肥の

旅館組合はどう言ったかというと、土肥の旅館の純益から値上がり分を引く勘定になる。こ

れは試算をしたら100万円単位だと。土肥の旅館で100万円以上の、数百万円の利潤を上げて

いるかといったら上げていない、これは旅館そのものの死活問題であるというふうな意見が
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圧倒的で、その代表の方は、私のところへわざわざ「我々の首を絞める気か」言ってきた。 

  でも、この激変緩和措置といろいろな話し合いによって、さらには下水道の料金までも含

めると、何とか５年やってくれれば企業努力でやってみようと、こういう話になったわけで

す。ですから、この激変緩和というのは、単純に数合わせではない。企業としては大変苦し

いけれども、市のほうのそういう方針に協力しないというわけにもいかないと、だから、何

とか企業努力をしてみるから、言葉は悪いけれども、やむなしという結論を得ましたよとい

うことであって、総会の後、私ら議員が呼ばれて行ったときに、そこの組合長からそういう

話を聞いてきた。風評ではない。こういうことも含まれております。そのことを考えて修正

をしたかどうか伺っておるわけです。 

  第２番目に、１番目の補足と考えていいです。１番目は緩和措置の考え方について聞いて

いるわけですから、緩和措置の意味合いについて、旅館についてはその一例を出したわけで

すから。 

  それから、もう一つは、これはちょっとよくわからないというのは、今出された数字を見

て、私が理解不足は否めないですが、よくわからないので質問いたします。 

  修正案は、基本水量を設けて、その中に10立方までは一律に取って、そこからが水量料金

ということですね。それはかなり低いけどね。このことについて、この考え方は、少量の使

用者についての救済措置と言ったら悪いけれども、こういう措置だというのが一つ大きな理

由ですね。でも、例えば、ゼロのことを考えてみてください。使わない人を考えてみてくだ

さい。そうしますと、使わなくてゼロの人も高い基本料金を払わなければならないわけで、

相当高い。要するに、10立米分は払っているわけですから。そうすると、一番の弱者といっ

たら悪いけれども、配慮しなければならない家庭については高い金を取るという、そういう

数字がこの中に含まれている。それでいいんですかということが第２番目の質問です。 

  第３番目です。13ミリと20ミリの基本料金は同じになりましたね。水道料金というのは、

例えはいいか悪いか知らないですけれども、仕入れ値段というのは、水はただなんですよ。

水道料金というのは、水源地から家庭の蛇口までの水の運搬料と考えればいいんです。原価

がゼロですから。そうすると、当然10トントラックで運ぶのと軽自動車で運ぶのと、１ccの

原価は同じなんですよ。けれども、そこには太い鉄管のほうが利便さがあるということは前

に説明したので、ここでは繰り返しません。太い管のほうが利便さがあるんですよ、圧力が

強いから。そうすると、軽自動車の維持費と10トントラックの維持費と同じだと、こういう

論理になっていないかということです。 

  数字だと間違えますから、数字を並べますと私なんてすぐ隣を見てしまう、そういうおそ

れがあるので、こういう意味合いからの３点の質問をどう考えるかをお尋ねいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  鈴木議員。 
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〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） お答えいたします。 

  １については、後で感想だけということにさせてください。 

  ２番の基本水量がゼロ立米の人に高い金額が行くのではないかという松本議員のお話がご

ざいまして、これは当局も当初から言ってございました。私も、多少それはいかがなものか

ということは十分配慮したつもりでございます。というのは、先ほど何回もデータを見てい

るのですけれども、１万3,000件何がしの人たちの、今回の560万立米使った戸数の平均をと

りますと、大体一月に使ってくださっているのが39立米でございます。そこがほとんどの、

70％、80％以上を占める人たちのところが39立方使っていただいているわけでございます。 

  ゼロ立米の人は、この間も、これは当局にお願いなんですが、休止ということをしている

ところがあります。函南なんていうのは、使わない人には休止という措置でゼロ円にしてご

ざいます。私どもも、給水装置を５カ所、６カ所持っているところは休止にしてございます。

そういうこともできるので、そういう人たちについては、逆に当局がその辺はよく勉強され

てやっていただきたいと思います。私の今言っている、松本議員の言うゼロ立米の人という

のはほんの少しではないのかなというところの中の提案でございます。 

  次に、13ミリと20ミリというお話がございました。これも、絶対出てくるんだろうなとい

うところの中の範疇で、13ミリが１万2,000件でございます。20ミリの方が1,055件でござい

ます。それで、これはなぜかといいますと、北のほうへ行きますと、沼津あたりは25ミリま

でが同じ料金でやってございます。それと、私ども、今回当局が提案しました従量料金プラ

ス水量料金の話をされたときに、やっているのは静岡、浜松という話をさせていただきまし

たけれども、静岡、浜松も、既に20ミリまではみんな一緒でございます。それと、前回当局

からお話がありまして、開発行為とか大きい分譲地のときには、市の指導の中で、25ミリを

通して中に20ミリを引き込みなさいという指導を、もう開発行為等で土地利用等でもしてい

る事実がございますので、伊豆市も、1,055件を別の料金にしなくて１万1,904件の中に入れ

ても十分採算が合うということは、僕もここの人たちは生活用水だなというふうに考えまし

たので、その金額にさせていただきました。 

  それと、あと一番難しいところでございまして、一番目の激変緩和についてどうだという

ことは、当局のほうもいろいろお話をして、僕が簡単に同じではないのですけれども、１つ

だけは、その人たち、旅館等に配慮したかということでありますけれども、配慮しました。

実は、ウイリアムヘーゼンという計算式でいきますと、相当の25ミリ以上が大きな金額にな

ります。それで、私は、当然当局も個々の大きな旅館さんとかに承知を得ているんだろうな

と、それでないと私どものほうも簡単に大型のを変えるわけにいきませんので、この25ミリ

以上125ミリまでは、当局の案に1.05の消費税を掛けただけで計算しています。それ以降に

ついては３円ずつ下がりますので、そこのところにも配慮はさせていただきました。 

  あと、一番の激変緩和ライフラインのところをどう思うんだということは、僕も私見では、
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それは当然そうあるべきだなとは思うんですけれども、公平・公正・平等ということの中で、

その辺の討論はちょっと控えさせていただきたいと思います。ただし、先ほども言っている

旅館等の水量の料金等には当局の案と同じにしていますので、配慮は十分してます。それ以

降についてのあれは３円ずつ下がりますから、金額的には下がると思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田宣夫君） 松本議員。 

○５番（松本 覺君） 私の３つの中で一番聞きたいのは第１番目で、感想で流されては困る

ところであります。 

  それから、旅館の件については、１番目の補足というふうに何回も言ったはずです。そこ

でつまり、５年間の猶予で段階的にやるなら企業努力も何とかやってみようということで納

得しているわけで、マル１番のことですよ、旅館のところは。だから、そこのところを「私

もそう思いましたけれども」という話ではない。今回の料金の改定については、たびたびそ

こが非常に大きな問題になっているわけですから、そこを流されては困る、私はそう思いま

す。もうちょっと納得いく、そこについての配慮はないというならないで、質問ですから、

それは構わないですが。 

  この間もきざな言い方をしたですね。利益の再配分とか公平性、今、公平性という言葉を

そこでおっしゃいましたけれども、ただ分母で割るのが公平性なのか、事情を勘案して負担

はできるだけ軽くするということを考えての公平性でなければならない。それを公平という。

いや、たかだか300件の分だから目をつぶってもらうというのが政治の姿勢ではないと私は

思います。両方を合わせて280件で片づけられては困る話。 

  それから、土肥、旅館でも緩和があるんですよ。50円の倍になるんですから。緩和地区で

すよ、旅館も。そこのところもちょっと違っているのではないかと思いますが、そこを見解

を。配慮をしていなかったら、してないで結構です。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 答弁します。 

  実は、これ、私も先ほどから言っているように、土肥地区にはすごく配慮しているとか配

慮していないという話ではございませんで、今やられているこの案は、一般会計予算から繰

り入れも何もない純粋な水道料金の案でございます。それで、これが来年３月までに予算措

置はされるわけでございますけれども、今ここでそのようなところを配慮しろということの

中であれば、また次の議会のときにでも、それは十分、95円が高いということであって、配

慮がないということであれば、私は配慮してもいいとは思います。ただ、今回修正案に出す

のには、そこまでの準備が足りないと考えましたけれども、そこまでどのように個々の人た

ちの考えを入れていいかというのはわかりませんので、もし、先ほど来皆さんの、土肥の

方々の理解をあえてこういう形ならのめるよということであるならば、それは大いに変えて

もいいのではないかと、私はそう思っています。 
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  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいでしょうか。 

  松本議員。 

○５番（松本 覺君） 終わりますけれども、変えるなら変えてもいいというような修正案の

出し方というのはあるのかどうかというのは、私は１年生議員だからよくわからないけれど

も、そういう議案の出し方というのはあるのかな。 

  もう１点確認したいのは、一般会計からの充当はないということを確認してこれを出して

いる。さっきちゃんと確認している。一般会計からの充当はない。だけど、そういうことが

あるなら一般会計から充当しろというのは、そもそも基本がおかしいと、私はちょっと思っ

ているんです。全部の案を否定しているわけではないんです。そこのところだけ非常に気に

なっているからしているわけですから、いや、そこのところは配慮はないということなら、

それを考えて採決しますので、そこははっきりしてください。そういうことです。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 私の言っているのは、一般会計から入っていないものですから、予算

措置は時間的に余裕があるので、水道会計についてはそこをいろいろいい提案をしていただ

いて、修正案より最良のものがあれば、それを使っていただいたほうが、それは、まだ私も

小僧っ子ですから、全部にはできませんので、それは先輩方のよい案をそこについては入れ

させていただくことは、全然やぶさかではないと私は思っている。だから、先ほど言ったよ

うに、一般会計から繰り入れるのではなくて、一般会計からの予算が入っていないのですか

ら、予算編成はまだ時間があるからということを述べさせていただいたので、その辺はちょ

っとはき違えないでいただきたいと思います。 

  すみません、終わります。 

○議長（飯田宣夫君） これで松本議員の質疑を終わります。 

  次に、３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） 稲葉紀男です。 

  ちょっと感覚的で申しわけないですけれども、96％を占める一般市民の13ミリ、20ミリの

ほうは原案より安くなりましたと。そして、トータルの金額は平成26年度までに原案に比べ

て約4,700万円少なくなりましたと言いましたね。そうすると、その4,700万円の中で、一般

家庭以外の方、これは勘定すれば96割る４ですから、４％ですけれども、恐らくこの方たち

は、水をいろいろな商売の道具として使っていると思います。そういう人たちへ何か負担が

重くなるのではないかと、この不景気なときにそういうことを心配するわけですけれども、

その点についてどう配慮をされたかということを１つお聞きいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  鈴木議員。 
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〔１番 鈴木初司君登壇〕 

○１番（鈴木初司君） これも、当初当局が出してきていただいた25ミリ以上の表があります。

ナンバー７からナンバー８、ナンバー９までですか、ここに何立米使ったら幾らだという表

がきっちり出てございます。 

  先ほどから申し上げていますように、1,072円の計算でいきますと、ウイリアムヘーゼン

でやりますと、相当な差が出ます。やりました。その人たちに、これより2,000万円ぐらい

負担がかかります。それをなくするがために、25ミリ立方3,024円と、20のところですから、

倍していただくといいんですが、6,048円。5,758円ですけれども、これに消費税がかかって

いるものでございますから、一応そこのところが、こちらでいくと5,758円が5,250円という

ことになります。 

  ですけれども、修善寺の使われている観光等は、工業用は9,849円と使われていまして、

そういう数字から見ましても、もう10立方以下は、当初から言っていますように95円が92円

でありますから、３円ずつ、使えば使うだけ安くなるということがありまして、30ミリにし

ても、こちらに書いてございます5,250円、それを倍にしてもらいますと１万100円ですか、

改正案等の数字にしてございますということで、この辺も十分配慮させていただいて、当初

より2,000万円ぐらいその25ミリ以上の方たちに配慮した数字になっているということです

から、使えば、使っていただく３円分ずつは安くなるということでご理解いただきたいと思

います。 

○議長（飯田宣夫君） 稲葉議員。 

○３番（稲葉紀男君） そうしますと、基本料金だけの比較で見るというと、当局の案より今

回の修正案のほうが若干高いんですけれども、その中には、今回は10立米の量が込みである

ということが１つ。 

  それから、口径の大きい方は多量に使うので、その95円と92円の３円の差でもって、そこ

は緩和されるのではないかというお考えでしょうか。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） 稲葉議員から指摘のとおりでございます。そのような考えでおります。

それで93円、消費税込みを提示して、88円ですけれども、消費税の92円ということになりま

す。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  以上で、議案第93号の通告による質疑を終わります。 

  次に、議案第94号の修正案につきまして質疑を行います。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終わります。 

  ここで休憩をとりたいと思います。３時15分まで休憩をとります。 

 

休憩 午後 ３時０２分 
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再開 午後 ３時１５分 

 

○議長（飯田宣夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  引き続き、議案第84号から議案第95号の討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  議案順に議案毎、通告順に行います。 

  初めに、議案第88号の反対討論、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について、反対討論をさせて

いただきます。 

  そもそも、熊坂にある老人憩の家の設立の目的は何なのでしょうか。この条例案は、設立

目的を無視した、料金収入を目的とした改正案です。この老人憩の家は、なぜ毎日100人近

い人たちが来るのでしょうか。無料の温泉があるからなのです。設立目的を十分に果たして

いると言える伊豆市の施設です。私たちは、これからいかにお年寄りに介護予防を勧めるか、

大きな目標があるはずです。これを、今公平という名のもとに料金を取れば、設立目的は無

視されたと同じです。すぐそばに伊豆の国市の同じような施設があります。伊豆の国市は施

設を新しくし、そして、介護予防のために努力をしているのではありませんか。私たちは、

これをたとえ200円といえども、公平という名のもとに料金を取れば、現在一生懸命病気の

リハビリに努力している方たち、介護予防のために率先して参加している人たちの努力を無

視することになるのではないでしょうか。 

  鳩山首相は、新政権になって友愛という目標を掲げております。私たちの町は、今ここで

愛という名前を、愛という看板を取り外すのではないでしょうか。ぜひこのような非人間的

な条例改正はやめていただきたいと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、賛成討論を行います。 

  14番、塩谷尚司議員。 

〔１４番 塩谷尚司君登壇〕 

○１４番（塩谷尚司君） 議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正につい

て、私は賛成の立場で討論をいたします。 

  今回の改正は、第９条の使用料の徴収と第10条の使用料の減免の２点でございます。公の

負担はなるべく公平であるべきだと私は思うわけでございまして、中伊豆にある交流センタ

ーにおいても、お年寄りの方々にお願いをして少しの負担をしていただいております。そう

いった施設があるわけでございますので、今回緩和措置等、いろいろの問題もございますの

で、そういった意味での有料をお願いできたらと思っております。 

  また、入浴料を有料にするということにおいて、修善寺地区の老人クラブの会長さんや老
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人会の方、また、入浴に来られる方にもお話を聞いたということでございまして、ある程度

の負担はしようがないだろうというような意見を聞いているという話でございます。 

  また、第10条で使用料の減額または免除についての、本条例が平成22年４月１日からとな

っておりますので、特別の理由があったり、また、いろいろの利用者の使い方の理由があろ

うかと思いますが、そのときには善処していこうというような当局からの返事をいただきま

した。また、老人クラブとか、そういった会合のときには、やはりこれは免除するというよ

うな当局のほうの答弁もございました。確かに、今まで修善寺の地域の方々は無料でござい

ましたが、ぜひ、この際そういった形で、お困りの方には免除または減額ということで申請

していただいて、ぜひ、この条例で200円の徴収の賛成をいただければと思っております。 

  以上で私の賛成討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、反対討論を行います。 

  19番、三須重治議員。 

〔１９番 三須重治君登壇〕 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一部改正について、反対討論をいたし

ます。 

  温泉を売り物にした観光立市を名乗る住民がその恩恵に授かることは、何もぜいたくなこ

とではないと思います。しかし、いろいろな事情で、なかなかそうはいかないのが現状です。

しかし、せめて老後ぐらいは、その恩恵を受けてもよいではと私は思います。修善寺の一部

の老人だけが利用するだけで不公平だというのであれば、伊豆市全域の老人に対しまして温

泉入浴サービスを提供したらいかがですか。例えば、年齢等の条件を定め、一定金額、一定

枚数の利用券を交付し、公共の湯へ入ったり、民間の湯でもその利用券の額の値引きを受け

るといったように、方法は幾らでもあると思います。 

  合併以来、サービスを高いほうへ合わせた政策は、私の記憶では何一つなかったと思いま

す。せめて老後ぐらいは、湯の町の恵みを享受してもらう政策があってもよいではないでし

ょうか。今まさに、各地で敬老の式典の最中ですが、その中で今日の社会を築いてくれた功

績に対し美辞麗句を並べても、このような政策を見たとき、空蝉のごとくむなしさを感じる

ばかりです。老人に我慢をしてもらう政策から老人に喜んでもらえる政策転換を求め、反対

討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、反対討論を行います。 

  ６番、西島信也議員。 

〔６番 西島信也君登壇〕 

○６番（西島信也君） ６番、西島信也です。 

  私は、三須議員に引き続きまして、議案第88号 伊豆市立修善寺老人憩の家設置条例の一

部改正について、反対の立場から討論を行います。 



－377－ 

  修善寺老人憩の家、これは合併前には熊坂老人憩の家と呼ばれておりましたが、昭和40年

代後半に開設以来、多くのお年寄りに利用されて、老人福祉の向上に大いに役立ってきたわ

けでございます。特に、入浴施設につきましては、お年寄りに大変喜ばれるとともに、温泉

治療や介護予防を推進するという観点から、老人医療費の削減等についても大きな効果を発

揮してまいりました。生活弱者である年金暮らしの老人にとっては、皆さんまことにありが

たい、修善寺町から伊豆市に引き継がれた善政だと、よい政治であると思っておりまして、

大変今まで感謝してきているとのことでございます。また、週に一度の憩の家周辺の掃除等

のコミュニティをお年寄りがやっておりまして、新たな交流の輪も生まれております。 

  それをこれから有料化するという、１人200円取るという、そういう提案がここになされ

たわけであります。私は、先月憩の家で約100人のお年寄りからお話を聞きました。この100

人は、中伊豆から天城湯ヶ島、いろいろな地区から来ておりました。そのお年寄りが口々に

言うのは、「お金を取られるだったら、もう私はここには来れない。年寄りの唯一の楽しみ

を取らないでほしい」という切実な訴えが大変多うございました。有料化すれば、年二、三

百万円の収入はあるかもしれません。だけど、それ以上のものを失うことになりはしません

か。金、金、金、金の亡者となって、豊かな人間関係は失われ、また、地域コミュニティも

同時に失うことになるのではありませんか。これは老人福祉のまさに切り捨てです。ぎすぎ

ずした金勘定ばかりしている伊豆市にしたいんですか。 

  私は、ほかの市町と比べて伊豆市が福祉で何が進んでいるかと考えたことがありますが、

ほとんどありません。唯一あるとすれば、この36年前からやっている老人憩の家の無料入浴

くらいだと思います。もしこれをなくせば、ただでさえ若者が寄りつかない伊豆市から、年

寄りまでも逃げ出してしまうということになるのは間違いありません。議員の皆さんには、

伊豆市の将来に思いをはせていただきまして、お年寄りから無理やり金をむしり取る、そう

いうのに加担するのか、あるいは豊かな老人福祉の向上へ力をかすのか、ぜひここで選択を

していただきたいと思います。 

  以上で反対討論を終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第89号の討論を行います。 

  まず、反対討論、12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第89号 伊豆市民文化ホール条例の制定について、現在の生きいきプラザのホール部

分を公民館から市民文化ホールとして、使用料を取って活用したい、考え方は非常にいいと

思います。ただ、伊豆市には、修善寺総合会館、中伊豆にも公民館、天城にはドームが２つ

もあり、温泉会館が２つもある。利用しようと思えば幾らでも利用できるはずです。ただ、

新しくて、設備の整っているこの生きプラのホールを利用したい。気持ちはわかりますが、

ないものねだりではありませんか。新しいものを欲しいのはだれでも同じなんです。しかし、
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今ある施設をいかに有効利用するか、今ある施設を利用しないでこっちの新しいほうを使え

るようにしたい、こういうのをないものねだりというのではないでしょうか。 

  市長以下幹部職員の皆さん、職員の皆さんに伺いたい、ここは皆さんの仕事場のはずなん

です。もっともっと一生懸命仕事をしていただきたい。そのど真ん中でイベントなどをする

ような必要はあるんでしょうか。仕事の邪魔になるとは考えませんか。ぜひ、修善寺本庁の

中心部をホールなどとして利用するのではなく、もっともっと仕事に活用していただきたい。

市長以下幹部職員、あなた方は率先して仕事に邁進していただきたい、そういう場所にして

いただきたいと思いまして、反対討論とさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、賛成討論を行います。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第89号 伊豆市民文化ホール条例の制定について、賛成討論を

行います。 

  通称生きいきプラザ内の座席のあるホールとラウンジを市民文化ホールとして営業団体に

も利用してもらおうという提案であります。 

  市民が利用したいときに営業団体がここを押さえたのでは、市民の利用の妨げになるので

はないかと危惧を、私もしました。だれしもそうでしょう。そこで、平成20年度なんですけ

れども、その利用状況を調べますと、この１年間、10団体が使っておりました。使用回数は

90回です。１年間で約２カ月の利用状況です。したがって、例えば営業団体がこの施設を利

用したとしても、ほとんど市民の利用には影響ないと判断をしております。市民が前もって

申し込みをする時期と営業団体が申し込む時期を市民に有利なように設定すれば、さらに危

惧することはなくなるのではないかと思います。施設が遊ばないようにするための提案とし

て、私は賛成いたします。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、賛成討論を行います。 

  ３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） ３番、稲葉紀男です。 

  議案第89号 伊豆市民文化ホール条例の制定についての賛成討論をいたします。 

  この条例は、伊豆市公民館、通称生きいきプラザの各部屋のうち、ホールとラウンジを分

離し、あわせて新たに市民文化ホールとして設置するものです。これにより、市民の文化の

向上及び地域の活性化の促進を図る目的です。さらに、公民館法により現在規制されている、

１、営利を目的とする活動、２、宗教活動、３、政治活動を目的とする使用も可能となり、

その使用料は伊豆市の財政への寄与も期待できます。財政状況がますます厳しくなることが

予想される現在、市民活動を妨げないことを前提に、施設の有効活用は今後ともとるべき政

策と思います。 
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  以上の理由により、賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第90号に対する討論を行います。 

  賛成討論を行います。 

  ３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） ３番、稲葉紀男です。 

  議案第90号 伊豆市公民館条例の一部改正について、賛成討論を行います。 

  これは、東部保健所の公民館２階への移転に伴う各室の編成がえであります。従来の会議

室を４つの部屋に細分し、そのうちの２部屋を東部保健所の移転先として使用し、残りの二

部屋を会議室として使用します。２つの和室及び工作実習室は従来どおり公民館の施設とし

てそのまま使用します。また、新たに公民館の一部を公民館の視聴覚室として使用します。

施設使用料は、新たに設けた視聴覚室も含め従来と同じ料金で、市民または市内の事業所に

勤務する者以外の者が利用するときは２倍の料金を取ります。 

  今回の変更により、公民館の利用範囲が拡大し、施設がより有効的に使用されることを期

待しまして、賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第91号の討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第91号 伊豆市下水道条例の一部改正について。 

  私たちは、きょう多くの時間を割いて値上げ条例を審議してまいりました。金、金、金、

金、きわめつき、金額は少ないけれども、この下水道条例も下水道料金の値上げ案なのです。

恐らく、多くの市民は、きょうここで下水道の利用料金が値上げされるとは信じてもいなか

ったのではないでしょうか。議員の皆さん、この後給水条例についての修正案の審議が行わ

れると思いますけれども、ぜひ値上げはこれを最後に、ここで値上げを決めることのないよ

うにお願いして、反対討論とさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第93号、議案第94号についての討論に入りますけれども、

討論の順序でありますが、初めに原案に対する反対討論、次に、原案の修正案に対する反対

討論、次に、原案に対する賛成討論、次に、原案の修正案に対する賛成討論となります。 

  初めに、原案に対する反対討論を行います。議案第93号です。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、反対討論をさせていただきます。 
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  この後修正案がありますもので、修正案に対しては賛成討論をしたいと思いますので、先

ほど言いましたように、値上げ、値上げ、値上げ、値上げが目的の給水条例については反対

させていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、原案に対する賛成討論を行います。 

  16番、飯田正志議員。 

〔１６番 飯田正志君登壇〕 

○１６番（飯田正志君） 議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、賛成討論をいた

します。 

  平成16年４月１日をもって伊豆市が誕生しました。本来ならば、各事務事業などすべての

ことを解決して合併すべきだったと思いますが、合併の特例期間が切れるということで、多

くの課題は「合併後速やかに」とか「合併時に調整し統一する」などの文言で合併協定書が

作成され合併がなされたことは、周知のとおりです。今回の給水条例もその中の一部である

と考えます。 

  それと、過去４年間、議会からの提案があったにもかかわらず、何もしてこなかった行政

にも責任の一端があると考えます。それは、合併直後であれば市民に対しても説明しやすく、

あめとむちで表現されたとおり、多少の負担もやむなしという覚悟があったからです。 

  さて、今回の改正についてですが、旧４町がそれぞれの料金体系を持ち、それぞれの考え

方で行政を運営してきたことを考えれば、新たに誕生した伊豆市として新たな料金体系を構

築するのは当然のことであり、市民の皆様も理解していることだと思います。安全な水を安

心して利用でき、安定的に供給するためには、日ごろのメンテナンスや水源の確保、消耗品

の定期的な交換、災害時等の対応と、それは大変な経費と時間がかかることだと認識してお

ります。古来、日本では空気と水はただであると思われてきました。現在では、空気も水も

安心・安全を求めるならば、それ相当の金額を払わなければなりません。一定の金額を基金

などの形で内部留保をしておき、これをうまく運用し、起債などを起こさず必要な工事をし

ていくことが、将来にわたって安定的に経営していくために最善の方策だと考えます。 

  以前よりも高くなるとか安くなるかということにばかり関心が行きがちですが、水道料金

を統一するということに対して反対する人はいないと思います。後々の安全・安心な水を安

定的に供給する観点からすれば、今回の改正案は市民の皆様にも受け入れられると考えます。

これからも住民のために、赤水対策や濁りなど、住民からの苦情に対しては今までどおり良

心的に対応してくように望み、賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、原案の修正案に対する賛成討論を行います。 

  19番、三須重治議員。 

〔１９番 三須重治君登壇〕 

○１９番（三須重治君） 19番、三須重治です。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正についての修正案への賛成討論を行います。 
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  当局案は、13ミリと20ミリを分け基本料金に差をつけていますが、この20ミリは、修善寺

町時代に差をつけていなかったために、現在でも1,055戸の皆さんが20ミリに加入している

と伺っております。しかし、多くの自治体は13ミリと20ミリは統一基本料金と伺っておりま

す。ですから、差をつける必要はないと思います。 

  また、修正案は基本料金へ水量10立方メートルを加味したために、実質的な基本料金は当

局案に対し400円強安くなっています。さらに、水量料金も立米当たり３円ほど修正案のほ

うが安く、不況の中で生活している市民の皆さんにとってどちらがよいかは比べるまでもな

いと思います。 

  また、この修正案が今後の改良工事の進捗を妨げる心配は全くなく、むしろ修正案のほう

が早期に工事着工も見込めるとの提出者の説明ですので、私はそれを信じ、市民の皆さんに

とってよりよい選択は修正案だと思いますので、修正案に賛成をいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第第93号の原案についての反対討論を行います。 

  ３番、稲葉紀男議員。 

〔３番 稲葉紀男君登壇〕 

○３番（稲葉紀男君） 稲葉紀男です。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、反対討論をいたします。 

  上水道設備の建設改良は、中長期的な計画に基づき行わなければなりません。また、これ

にかかる費用は企業債により賄われ、その返済は、水道料金により30年近くもの長い月日を

かけて、２％程度の低い利息と元金を返済する仕組みになります。この方法は、過去から現

在、そして将来も行われるであろう、全国的に一般的な方法です。 

  伊豆市は、今までに31億4,000万円を起債し、そのうち８億8,000万円を返済しました。残

りの22億6,000万円は、私たちやこれからの人たちが担います。また、これからの人たちも、

さらにその後の人たちの負担をいただくことになります。順送りに利益と負担を同時に行う

方法です。水道設備は耐用年数の長い設備で、建設後、これからの人たちも長く利用するこ

とができますので、起債は一概に将来への負の遺産とは言い切れません。問題は、本当に必

要な設備を効果的に、また経済的に執行するかです。また、日常の設備の維持管理が正しく

行われているかです。 

  ところが、伊豆市は、平成16年合併以来起債による建設改良工事はほとんど行われておら

ず、上に述べたサイクルが中断しました。その結果、水道管の老朽化による漏水が急激に進

行し、有収水率は、平成16年の81％から平成20年には63.3％まで低下しています。これは県

下でも類を見ない漏水の程度です。 

  そして、今回の改定案も、これから３年間もの間、起債という有利な借金はせず、せっか

くためた多額のお金を一度にどっと出し、壊れた設備を直そうとするものです。その結果、

内部の蓄えは減ります。今回の料金の大幅な値上げは、この減った部分を補おうとするもの
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です。重ねて言います。水道設備の建設改良は、市民への一時的な負担の少ない起債で行う

べきです。 

  平成20年度の事業会計は、収益的収支は有収水量が６％減りました。これにより860万円

の赤字です。資本的収支も建設改良費の大幅な増大、19年度の２倍の５億2,000万円をかけ

ております。これにより、収支不足金は急増しています。このような状況下でも、合併以来

の重点課題である水道料金の統一化と水道事業の健全化のための料金の値上げは必要なこと

だと思います。私は、決してこのこと自体に反対ではありません。問題はその方法です。 

  まず、水道料金の２部料金制の基本料金についてです。基本料金は設備の建設改良に充て

られる費用ですが、基本料金に一定の水量料金の含まれない提案の料金制度は、静岡県下37

自治体で静岡市と浜松市の大きな人口の政令指定都市のみです。ここでは事業は効率的に運

営され、有収水率も90％前後と高い市です。この両市では、設備費を多くの戸数で負担する

ことができるため、１戸当たりの基本料金は全体的に低く、また、口径別で見ると、一般市

民の生活用水である13ミリと20ミリの差は、静岡市ではございません。浜松市では月にわず

か42円、年間500円の程度です。一方、伊豆市のように人口が少なく、しかも面積の広い効

率の悪い田舎の市でこの制度を採用すると、結果として、最終的に使用量の少ないひとり暮

らしや老人世帯、従来の基本料金内の使用水量の方は２倍前後の値上げとなります。さらに、

口径別では、13ミリと20ミリの差で、年間1,113円だったものが1,360円程度に開きます。こ

のサイズは96％の一般市民が日常生活に基本的に使用する水ですので、その差はより少なく

すべきと思います。 

  ２番目に、水道料金を決めるときの１つの科目である資本報酬ということについてです。

伊豆市の水道事業の自己資本金は32億円ですが、この32億円の４％に当たる１億3,000万円

は、毎年報酬分、資本に対する報酬分、銀行でいえば利子に相当すると思いますが、これは

設ける仕組みになっております。具体的には、市民の水道料金の中で徴収するやり方でござ

います。この資本報酬分の割合を幾つにするかにより、水道料金は変わってきます。例えば、

１立米当たりの料金で見ると、提案の４％で95円ですが、３％にすると90.5円、２％にする

と86円と大幅に安くなります。このことについては、水道審議会からも低くするよう努力す

ることを答申とされております。しかしながら、残念ながら、我々議会の間では十分に審議

されておりません。 

  最後に、激変緩和措置についてです。今回の料金改定は、最終的には、まさに激変です。

激変緩和とは、言いかえれば、向こう５年間の間に３回も値上げをすることにほかなりませ

ん。公共料金の値上げは、激変ではなく、できるだけ小幅に行うべきです。特に、３回目の

平成26年度からは、毎年１億円を超える純利益が出ることになります。しかも、一方では

1.5億円もの企業債を発行します。これは、明らかにもうけ過ぎです。３回目の値上げは、

そのときになって情勢により見直すべきです。今から決めることはないと考えます。 

  以上、今回の議案は、まだまだ問題がたくさんあると思います。水道料金は市民生活に密
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着した重要な問題です。喫緊の課題ですが、先の見えない不況の最中、急いで決めることは

誤った結果を出すことになりかねません。市民の負担をできるだけ少なくするため、行政・

議会としてさらなる審議、修正を図るべきとの立場から、反対討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、原案に対する賛成討論を行います。 

  ９番 関邦夫議員。 

〔９番 関 邦夫君登壇〕 

○９番（関 邦夫君） ９番、関邦夫。 

  議案第93号 伊豆市給水条例の一部改正について、賛成討論をします。 

  この議案は６月議会に上程される予定のようでしたが、市民によく理解されていないとの

理由なのか、９月議会に上程されました。しかし、先送りの間、反対の署名もありましたが、

市民の理解を得る会合等は行われていないようでした。 

  値上げに反対の市民の多い中、勉強会、議会、委員会で検討されましたが、市民の負担増

になるこの議案の賛否には、多くの問題が残ります。なぜ95円にしなくてはならないかとい

うことが問題です。旧町は、それぞれの料金でそれなりの運営をしてきて、それなりの問題

を抱えていても、それぞれの料金体系ができていたと思われます。旧修善寺町、中伊豆町に

近い85円に設定し、それで賄えるような事業計画を進めるのも一案だと思いまして、私は委

員会で質問しました。内部留保金を多く残さず、料金に見合った整備事業を進めるなら、こ

の85円の料金設定で成り立つと思います。整備事業は今からやることで、未知の費用です。

大きく変わることがあり得ます。 

  しかし、市では95円の妥当性を主張していますが、資料も小出しで、委員会の席で新たな

資料が配付されている状況で、わかりにくく、同じ説明で先に進みません。委員会で継続審

議の動議が出されましたが、話が進まないことと、その間に市民の了解を得られる料金を決

めたらどうかという意味で賛成しませんでした。署名は重く受けとらなければなりませんが、

これを市民の声だとの判断にしにくく、この高額増の水道料金は、多くの市民が関心を持っ

ています。土肥地区が値上げ幅が最も多いが、土肥の水道事業には問題があります。 

  修正案が出されていますが、それを議会で受け入れても、行政が認めなければどうにもな

らない状況が続くと思われます。料金統一については、どなたにも問題はありません。料金

算定方法に問題を残していると思われます。問題は残すが、解決は時間があるので、基本料

金と使用料金を別にし、使用料金95円が正しいのか、基本料金と含め10立方まで一定の料金

にする修正案でいいのか、よく検討して決めたらよいのではないか、修正案を今ここで決め

るのは、余りにも時間が短いと思います。そのような考えで、原案で進めることに何ら問題

がありませんので、賛成し、賛成討論とします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、原案の修正案に対する賛成討論を行います。 

  12番、森良雄議員。 

〔１２番 森 良雄君登壇〕 
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○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄です。 

  既に、発案者の鈴木初司議員、稲葉紀男議員の討論から、修正案についてのご理解は、ま

たこの給水条例の改正についての問題点は十分におわかりいただけたのではないでしょうか。

余りにも、市民の理解が不足したまま給水条例を決めるのは問題が多過ぎるのではないでし

ょうか。簡単ですが、修正案の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、修正案に対する賛成討論を行います。 

  ６番、西島信也議員。 

〔６番 西島信也君登壇〕 

○６番（西島信也君） ６番、西島信也です。 

  私は、本修正案に賛成の立場で討論を行います。 

  この修正案の料金を全体的に見まして、執行部案と比較するならば、この修正案の金額は

相対的に低く抑えられており、市民に優しい適切な料金設定となっていると思います。口径

13ミリで50立方使う家庭で、執行部案では6,036円、修正案では5,023円、ここに約1,000円

の差があるわけでございます。この１世帯1,000円という差は、まことに大きいと思います。 

  また、水道工事等、同じ事業を同じように計画して、なぜこのような差が出てくるのかと

いうことでございますが、それは、私が考えるところによりますと、執行部案では平成26年

度以降は内部留保資金がどんどんとたまっていくわけでございます。当局側は、大規模災害

に備えるため内部留保資金をなるだけ多くとっておくんだと、こう言っておるわけでござい

ます。委員長報告もそのような報告がありました。私に言わせれば、執行部案の水道料値上

げこそ、これは市民にとって大規模災害であると言わざるを得ないと思います。来るか来な

いかわからない大災害のために値上げをするのか、また、たとえ大災害が来たとしても、

国・県の支援で何とか賄える、こういうふうに思うわけでございます。大災害に備えて、現

実的に値上げすることこそが、市民にとって私は大災害であると思うわけでございます。 

  大地震などの災害は50年、100年に１回あるかないかでございますが、原案の水道料値上

げは、二月に一遍、将来にわたって延々と続く災害ではないかと思うわけでございます。し

たがって、私は執行部案と修正案を比較した場合、修正案のほうが市民にとってよりベター

であるということで、賛成討論といたします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 続いて、修正案に対する賛成討論を行います。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 給水条例の修正案に対して賛成討論を行います。 

  具体的な賛成討論に入る前に、我々議員は、やはり市民の負託を受けてここで審議をして

いるわけですから、市民の声を幾つか紹介いたします。 

  ６月議会で市民への説明不足だったとして上下水道料金の値上げは断念した。その後、９
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月議会まで何ら説明責任は果たしていない。まさか９月議会に提出しないだろうと思ってい

た市民は、市議会に提出することがわかってから10日足らずで陳情署名が集められた。陳情

署名は1,201名にもなっている。 

  人口減少に歯どめをかけると言っているが、中伊豆のある方は、伊豆市は学校もなくなる

し、公共料金も上がるし、住みづらくなったので引っ越すと言って他の町に引っ越していっ

た。何が人口減少に歯どめをかけることなのか。 

  いろいろあるわけですけれども、私は、市民の負託を受けて、今回このどちらの案が本当

に市民のためになるのかどうかということを本当に真剣になって考えることが必要だと思い

ます。一般質問及び質疑でも述べましたけれども、今回の水道料金を統一するに当たって、

何を基準にすべきなのか、このことがぶれてくると全く違った道を市民がたどらなければな

らなくなるということを、市民から負託された議員は心して当たらなければならないと考え

ます。なぜなら、水は、日々繰り返される生活を、人が人として生きている限り欠かせない

からです。 

  地方公営企業法は、一見すると相矛盾する２つの原則を述べているかのように見えます。

１つは独立採算制で、企業の採算性を求められます。もう一つは公共の福祉です。他の公共

の福祉は、採算が合うかどうかを度外視してでも市民のための事業をするわけですが、水道

事業は原則としてそれが許されません。しかし、水道事業は何を重視すべきだと目的で言っ

ているのか。清浄にして、すなわち清らかで汚れのないこと、豊富低廉、値段の安い水の供

給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する、いわゆる役立てること、

これが目的です。水道経営をするには、経営を考えなさいと、同時にその本来の目的である

公共の福祉を増進するようにしなさい、このように言っております。 

  さて、この観点から、私は原案と修正案を対比しながら修正案の優位性を述べていきたい

と思います。 

  まず、第１の違いは、原案は、今まで何十年も行ってきた料金制度を変更して、使用する

水の量は一切考えないという基本料金、これに使用する水の量に応じて料金をいただくとい

う制度です。今、平均的な家庭、２カ月50立方メートル使うとどうなるかということを討論

の中で述べられていますけれども、6,036円。修善寺地区は、これが１年間でやりますと

8,268円現状よりも上がります。中伊豆地区は7,236円上がります。天城地区だけが1,584円

下がります。土肥地区は１万8,888円上がります。修正案では、その値上がり分をなるべく

抑えていこうということで、年間にするとそれよりも6,000円安くなります。市の案では、

６年間、４地区で一番高い水道料を払っていた天城地区で13立方メートルから41立方メート

ルを使う家庭は、さらに高い水道料金を払えというやり方であります。公共の福祉を増進す

るどころか、けがをした市民の傷口に塩を塗り込むようなやり方であります。他の地区だっ

て大幅値上げではありませんか。 

  誤解されては困りますが、私は、一番料金の低い土肥地区に合わせるべきだと言っている
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のではありません。天城地区の方々も、私は天城ですから別に味方するわけではないですが、

天城地区は、６年間、いわゆる過料、余分な金を払ってきた、こういう感覚なんです。では、

それに対してどうしてくれるんだという意見もあるということを、ぜひ心の中にとどめてお

いていただきたいというふうに思います。 

  それに対して、修正案は、10立方メートルを基本料金とする今までどおりの料金制度の提

案であります。台所の料理やふろ用の水道については、公衆衛生向上のため生活用水として、

どの家庭でも基本的に必要と思われる一定量の水の量は基本水量として、ここには従量料金

はいただかないというのが修正案の料金体制と私は理解いたしました。市当局は、こんなこ

とも言っております。きょうも少し議論になりましたが、水を１滴も使わないのに10立方メ

ートル分お金を払うのは不公平という、そこまで市民に優しい水道事業をやりたいならば、

さらなる値上げを要求している天城地区の市民に納得のいく説明をしてからにしていただき

たいものであります。当局提案と修正案とどちらが市民の生活を考えた内容なのか、冒頭述

べた水道事業の目的から見て、どちらが市民に正しい選択の道を指し示しているのか、既に

答えは明らかだと思います。 

  さて、とはいえ、目的のもう一つ、平たく言えばお金は大丈夫なのということですが、市

の提案は、５年間の給水収益を28億1,200万円と見ています。一方、修正案では、提案者も

言いましたように27億5,700万円です。その差額は5,500万円です。使用水量は修正案のほう

が約８万4,000立方メートル少なく見積もっておりますので、今言った市の提案よりも5,500

万円マイナスという問題については、私はさほど問題ないだろうというふうに思っておりま

す。 

  原案と修正案の違いは、修正案では激変緩和措置をとっていないということです。とらな

くても、修正案のほうが全体として料金が安くなっています。なぜ、市当局は激変緩和とい

う措置をとろうとするのか。最初から市が願う料金を示すと余りにも大き過ぎる水道料金に、

市民の抵抗を少しでも和らげよう、痛みを少しずつ味わっていただくと、年ごとに来る次の

痛みが余り感じなくなって麻痺してしまうということをねらっているのかなと思えてなりま

せん。なぜなら、年間の有収水量が少しずつ、５年先まで減ると予測をしている。というこ

とは、市内の産業振興及び人口の先細り、景気もよくならない先細り傾向と予測しているの

に、水道料金だけは２年ごとに上がり続ける、まさに公共の福祉の原則はどこかに吹き飛ば

して、市民全体への目先の対策、とりわけ、大幅に上がる土肥地区にむしろ旗が上がらない

ように括弧つきの気配りをしたとしか考えられません。 

  私は、今お話ししたように、どこの水道料金を合わせていくのが本当に市民のためになる

のかということを深刻に考える必要があると思います。そもそも、水道料金というのは、一

般質問でも述べましたけれども、ここでは取らないんですけれども、難しさがあるから、水

道を使えば使うほど、その料金を高くしていくというのが一般的なんです。なぜか、事業所

等々、工場は、その水道を使って利益を生むからです。生活者はあくまでも生活のために使
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うのであって、利益を何も生まない。だからこそ、逓増制といって、多く使えば使うほど料

金を高くするという仕組みをとっている。このこともしっかりと踏まえた上で、かといって、

やってしまいますと、今の伊豆市内の事業所は大変なことですから、それは正しい選択では

ないと思いますけれども、そういうことを前提にしながら今回の水道料金の統一問題という

のはぜひ考えていただきたいと思いまして、修正案に対して賛成討論といたします。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第94号について討論を行います。 

  原案に賛成の討論を行います。 

  13番、古見梅子議員。 

〔１３番 古見梅子君登壇〕 

○１３番（古見梅子君） 13番、古見です。 

  議案第94号 伊豆市簡易水道等条例の一部改正について、賛成の立場で討論させていただ

きます。 

  今回の条例改正については、審議会においても審議を重ねてまいりましたし、また、議会

においても、経済建設委員会においても意見が多く出され、そして、審議会の答申を尊重し

ながらも修正を加えて上程されたものであります。 

  上水道と同じ基本料金と水量料金の二部制になり、平成26年度に水道料金をすべて統一す

るまでに段階的な措置を設けています。緩和措置をとっておることは非常に大事なことであ

ります。いきなりの統一には、たくさんの抵抗があろうと思います。合併時の約束事である

水道料金の統一は、やっと方向性を見出すことができ、結論が出ようとしているところであ

ります。しかも、既存の簡易水道加入者には加入金なし、負担金なし、伊豆市がすべてメー

ター器の負担をするということになっております。料金が低いことにこしたことはありませ

んが、安くすることだけでは設備の維持が不可能であります。面積が非常に広い伊豆市の事

情を考えますときに、安全・安心な飲み水の提供は行政の義務であると思っております。 

  財政が厳しく、地方交付税は20年度の決算でも50億円近くなっておりますが、この地方交

付税も、平成25年度まで合併前の旧町ごとの算定した額で交付されることになっております

が、それ以後、平成26年度から30年度までに段階的に引き下げられることになっていること

であります。一般会計からの繰り入れで簡易水道は今維持しているわけでございます。給水

人口は少なく、給水戸数1,299戸、給水人口3,562人、そして、平成20年度も歳入決算額が

8,300万円のうち使用料は３分の１以下であります2,300万円、一般会計からの繰入金が

4,900万円を超えております。平成21年度になりましても、予算を見ますと、その使用料は

繰入金の半分以下であります。 

  給水人口が非常に少なくなっていく中でありますが、設備投資をし安定供給をするという

ことは、非常に大事なことであります。どうか、安心を与え、理解を求める説明会をお願い

したいと思います。加えて、少子化であります将来にツケを残すことは許されません。よっ

て、審議会の意見を入れ、議会の意見を入れましたこの条例案に賛成いたします。 
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  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 次に、議案第95号の討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  20番、木村建一議員。 

〔２０番 木村建一君登壇〕 

○２０番（木村建一君） 議案第95号 分担金徴収条例について、反対討論を行います。 

  提案されているのは、新しく家を建てたり何かしてメーター器をつけるとなると分担金を

いただきますという条例の統一案なんですが、いろいろ説明を聞いていますと、過去の当時、

今まで入っていた人がやったんだから、少しは新規に入る人たちは公平性を考えてお金を出

しなさいよということなんですけれども、今回の提案を見ますと、旧町ばらばらでしたんで

すけれども、13ミリから125ミリまで、どこをとってきたかというと、一番高い旧町のとこ

ろをどんどんとってきたんです。一体全体これは何ですかと、何を基準にとったのかさっぱ

りわからない。 

  高く取ればいいという問題ではない。ましてや、人口増対策をしていきましょう、新規に

入りましたといったときに「はい、一番高い料金のお金をくださいよ」というのが本当にい

いのかどうか。それは余りにも、新しく伊豆市に住みたいという人に対する気持ちがちょっ

とないのではないかと思います。反対いたします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、通告による討論は終わりました。 

  これで討論を終結いたします。 

  これより分割採決を行います。 

  まず、議案第84号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者全員。 

  よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第85号 伊豆市幼稚園預かり保育条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第86号 伊豆市保育所条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第87号 伊豆市学校設置条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第88号 伊豆市修善寺老人憩の家設置条例の一部改正についてを採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第89号 伊豆市民文化ホール条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第90号 伊豆市公民館条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第91号 伊豆市下水道条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第92号 伊豆市農業集落排水処理施設条例の一部改正についてを採決いたしま
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す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第93号について採決を行いますが、採決につきましては、先に原案の修正案を、

次に原案を採決することとなります。 

  それでは、初めに、議案第93号の修正案について採決をいたします。 

  本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立少数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者少数。 

  よって、修正案は否決されました。 

  次に、議案第93号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第94号について採決を行いますが、採決につきましては、先に原案の修正案を、

次に原案を採決することになります。 

  それでは、議案第94号の修正案について採決いたします。 

  本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立少数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者少数。 

  よって、修正案は否決されました。 

  次に、議案第94号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第95号 伊豆市水道事業分担金徴収条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程の追加 

○議長（飯田宣夫君） お諮りします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、この３件を日程に追加し、追加日程とし、議題

としたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 異議なしと認め、３件を日程に追加することと決定いたしました。 

 

◎報告第１２号の上程、説明、質疑 

○議長（飯田宣夫君） 追加日程第１、報告第12号 専決処分の報告について（交通事故に伴

う和解及び損害賠償の額の決定）を議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第12号 専決処分の報告について、提案理由を申し上げます。 

  今回報告するものは、交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について報告するもの

でございます。 

  詳細につきましては総務部長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） 本件の報告について、補足説明の申し出がありますので、これを許し

ます。 

  総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、追加議案、報告第12号の補足説明をいたします。 

  ３ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  専決処分書ということで、交通事故に伴います和解及び損害賠償の額の決定ということで

ございまして、交通事故の今般和解が調いましたので説明させていただきます。 

  損害賠償の額でございますが、８万8,000円でございます。 

  相手方につきましては、伊豆市内の市民の方でございまして、こちら側はいわゆる業務員、

職員でございます。 

  発生の日時でございますが、本年の６月22日ということで、場所につきましては、日向

495番地付近というようなことで、４ページの図面を見ていただきたいと思いますけれども、

県道の修善寺天城湯ヶ島線の日向の公民館より天城湯ヶ島側といいますか、ここでの事故で
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ございます。業務で中伊豆の支所に夕方帰るときに、相手方の車が大きくこちらに入り込ん

で事故を起こしたという形でございまして、そのときには相手側に相当の、いわゆるもらい

事故的な、内側に入った事故でございまして、損害賠償としまして、20対80というようなこ

とで、８万8,000円という形で決まりましたので、今回その損害賠償の額についてお支払い

するという形でございます。 

  事故の概要につきましては、かようでございます。走行中に相手車が内側に入ってきたた

めに接触の事故を起こしたというものでございます。 

  以上、専決処分についての報告の補足説明といたします。よろしくお願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） これは、どういう仕事の最中の事故なんでしょうね。例えば、自分

が走っても非常に危険を感じるところなんですけれども、公務中、例えば、支所と本庁の間

の往復はこの道路を使うなとか、何か対策は立てているのかどうかお聞きしたい。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 天城方面で業務をして、この職員は中伊豆支所に勤めております

ので、そこに帰る途中でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 毎度毎度、議会が開かれれば専決処分が行われる。それもほとんど

交通事故だ。以後十分に注意するようにひとつお願いしたいと思います。 

  終わります。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） これで質疑を終わります。 

  以上で報告を終わります。 

 

◎議案第９８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 追加日程第２、議案第98号 工事請負契約の締結について（市道

32190号線橋梁上部工工事）を議題といたします。 

  提出者から説明を求めます。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第98号 工事請負契約締結について、提案理由を申し上げます。 

  この工事は、市道32190号線、大平インターから川を超えて日向の消防署の横に隣接させ

る市道のアクセス道路でございますが、これの橋梁上部工工事でございます。 

  平成21年９月18日、制限つき一般競争入札を電子入札によって入札した結果、綿半株式会

社が消費税を含め１億7,304万円で落札し、仮契約を締結いたしました。工事請負契約の締

結につきましては地方自治法第96条第１項の定めるところにより議会の議決を必要といたし

ますので、提案するものでございます。 

  詳細につきましては建設部長にさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありましたので、これを許します。 

  建設部長。 

〔建設部長 小川正實君登壇〕 

○建設部長（小川正實君） 詳細の説明をいたします。 

  この契約は、今市長が申し上げましたとおり、日向の南署の前のアクセス道路の橋梁工事

でございます。 

  工事名といたしましては、平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道32190号線橋梁上

部工工事でございます。 

  制限つき一般競争入札で行われまして、２社が参加いたしました。予定価格は２億3,874

万7,950円、契約予定金額といたしまして１億7,304万円ということになりました。請負比率

といたしましては72.5％となりました。 

  落札者につきましては、所在地が静岡県三島市松本150－１、綿半インテック株式会社三

島営業所でございます。 

  履行期間といたしましては、議決の翌日ですけれども、あす、あさっては土日でございま

すから、この土日を含まず、月曜日になると思いますけれども、これから平成23年１月31日

を期間といたします。 

  工事概要を申し上げます。 

  橋梁上部工製作及び架設でございます。橋長につきましては88.5メートル、けたの長さ

88.1メートル、全幅12メートル、２継間連続非合成箱桁橋でございます。鋼材の質量といた

しましては219.8トン、それから、床板工290立方メートル、免震支障工15基、車道舗装工

655平方メートル、歩道舗装工263平方メートル、伸縮装置一式ございまして、落橋防止装置

につきましては12組、高欄工が195メートルありまして、照明灯を２基設置いたします。道

路といたしましては、片側歩道でございまして、下流側に歩道をつけまして、２車線でござ

います。 

  以上でございます。 
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○議長（飯田宣夫君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 説明を受けたのですけれども、さっぱりわかりません。なぜ、いつ、

どこで、どういう契約をしたのか資料を出せないんですか。市長、笑い事ではないですよ、

あなた。一般競争入札ではないんですね。まず１つ、なぜ資料を出さないのかと建設部長答

えてくださいよ。 

  それから、市長、あなたは一般競争入札に制限をつけてしまっているんですね。どういう

制限をつけたんですか、答えてくださいよ。参加企業が２社だ、どことどこですか。電子入

札をやった。私はきょうたしか言ったんですね。電子入札の目的とは何なんですか。競争性

を高めるために電子入札を導入したんではありませんか。市民環境部長、あなたが電子入札

導入を積極的に進めてくれたはずです。目的は何だったんですか、競争性を高めるためでし

ょう。市長、あなたはそれに対して制限をつけてしまったんです。ちっとも競争が高まって

いない。 

  それから、もう一つお聞きしたい。たしか、これはアクセス道路の橋ですね。消防署の前

の橋をつくろうということですね。たしか、今回の補正予算で設計変更をするという話はし

ていませんでしたか。しているかしていないかお聞きしたい。私の聞き間違いかもしれませ

んので。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど私のほうから提案理由の中で、いつ入札をしましたかというこ

とについては９月18日と申し上げていますので、既にご説明してあったと思います。 

  入札にいろいろな制約をつけるのは、これは、私は当然の責務だと思っております。 

  それから、その他につきましては建設部長から説明をさせます。 

○議長（飯田宣夫君） 建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 制限つき一般競争入札における制限につきまして、入札公告を出

してございますので、それを読み上げさせていただきます。 

  入札参加資格要件でございますけれども、基本的要件といたしましては、地方自治法施行

令第167条の４第２項各号のいずれかに該当しない者、それから、伊豆市における建設工事

競争入札参加資格の認定を受けている者、対象工事の工種に係る建設業法第15条の規定に基

づく特定建設業の許可を受けている者、対象工事の工種に係る経営事項審査結果通知の総合

数値が一定以上の者、これは800点以上でございます。それから、対象工事に配置を予定す

る主任技術者、現場代理人及び管理技術者が適正である者、公告の日から本工事の入札まで

の間、伊豆市建設工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている
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期間中でない者、こういう条件でございます。 

  それから、企業の所在地といたしましては、静岡県内に本店または年間委託を受けた支店、

営業所ということになっております。 

  設計変更は、今回が発注するものですから、設計変更はないと思います。補正の話ではな

いでしょうか。それは、この部分のもっと手前の部分です。この場所、橋梁ではございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） 森議員。 

○１２番（森 良雄君） 今回の補正で、93ページの天城北道路関連事業2,150万円という補

正が出ていますね。このときの説明にアクセス道路新設改良工事、1,930万円増額補正して

おります。アクセス道路測量設計委託料の220万円増額していますけれども、このときの説

明に橋梁設計の見直しがあるとおっしゃいませんでしたか。 

○議長（飯田宣夫君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（小川正實君） 橋梁設計の見直しという説明はいたしておりません。 

  それから、この1,930万円でございますけれども、ここで申し上げることかどうかあれな

んですけれども、この内容につきましては、新たに土地を譲り受けた部分がございまして、

これでアクセス道路、すべての用地の買収ができました。その部分の道路改良費が当初予算

にのせていなかったものですから、今回その部分を補正したものでございます。これは、橋

梁の部分ではございません。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 設計変更の件については、後で議事録をゆっくり見させていただい

て対処させていただきます。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  本件は会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） 討論なしと認め、これで討論を終結いたします。 

  これより議案第98号について採決をいたします。 

  お諮りします。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 

  よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田宣夫君） 追加日程第３、発議第５号 地方自治の継続性を守るための予算執行

を求める意見書についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  杉山誠議員。 

〔７番 杉山 誠君登壇〕 

○７番（杉山 誠君） ７番、杉山誠です。 

  今回、地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書の提出を提案させていただ

きます。 

  内容について朗読させていただきます。 

  新政権の発足とともに、民主党のマニフェストに示された政策・制度への変更が進められ

ることになります。 

  一方、前政権下において、わが国が直面している未曾有の経済危機を克服するために、平

成21年度予算及び同年度第１次補正予算が可決成立しています。総額で14兆円を超えるこの

予算には、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、経済

対策関連の自治体に交付される15の基金などの創設等が計上されており、各地方自治体は、

当該基金などの活用を前提に、経済危機対策に資する事業を計画し、補正予算の議決と事業

の執行を目指して、準備を行っているところです。 

  新政権によって、前述の経済危機対策事業についての予算執行が見直されることになれば、

すでに、関係事業を執行中あるいは、執行準備が完了し、当該事業の広報・周知が済んでい

る地方自治体にとって、誠に憂慮すべき事態の発生が懸念されます。 

  万一、関係事業を中止せざるを得ない事態になれば、地方自治の混乱を招くだけでなく、

地域雇用情勢にも深刻な打撃を与え、経済対策の効果によって、景気底入れから成長に転じ

る兆しの出てきた日本経済に悪影響を及ぼしかねない恐れがあります。 

  上記の状況を考慮し、政府におかれましては、政策の見直し、税制の改革、制度の変更に
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あたっては、平成21年度予算及び同年度第１次補正予算によって、地方自治体の進めてきた

施策や事業について財源問題で執行に支障が生じることのないように行われることを強く求

めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 

  という内容でございますので、ご審議の上、これを提出させていただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（飯田宣夫君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  木村議員。 

○２０番（木村建一君） 私の考えは、伊豆市にとってどうなのかなということを把握したい

のでお尋ねします。 

  真ん中ほどに、既に関係事業を執行中だとか、執行準備が完了しているというところにな

ると、確かに伊豆市も困るんですよね。意見書を上げましょうということですから、トータ

ルではなくて、具体的に伊豆市にとって起きている事案というのはつかまれているでしょう

か。お願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 私も財政課のほうで様子を伺いました。まず、21年度予算の中には、

現在下水道事業の補助金を、まだ確定はしていないですけれども、この補助金に使えるかも

しれないという言い方はおかしいですけれども、使うことが可能であるような予算も含まれ

ているということです。 

  また、補正予算については、現在のところ対象となる事業はないそうでありますけれども、

いずれにしても、この問題は、伊豆市だけでなく、全国の地方自治体にとっても非常に関心

が深いことでもありますし、ぜひ新政権としても、せっかく日本の経済が回復軌道に向かっ

ているところに水を差さないようにお願いしたいということで、伊豆市に直接かかわる事業

については、確定はしていませんけれども、現在執行をしばらく待ってくださいと言われて

いることはあるそうでございます。 

○議長（飯田宣夫君） よろしいですか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 私も、質問の内容はほぼ同じところなんです。「関係事業を執行中

あるいは、執行準備を完了し、当該事業の広報・周知が済んでいる地方自治体にとって」と

いうようなことが書いてあるわけですが、例えば、今新しい民主党政権が誕生して、3,000

億円とか4,000億円とか執行した八ッ場ダムでさえ、民主党はやめようと言っているわけで

す。それだけの決意のもとに成り立った政権が新しく誕生したんですよ。それに対して、関

係事業執行中だ。私は、これは新政権に対する挑戦状でもあるなというふうにとらえておる
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んですが、これは、我々が議会として責任をとるべき問題ではないのですか。私はそう思う

んです。 

  例えば、継続事業、いわゆる補助金対象外だけでも我々は継続事業をやっているわけです。

船原数沢線なんかいい例ですね。あれは、道路待避所をつくっているんだと言いながら、４

年間やっていけば、そのうち２車線道路ができてしまうんではないですか。アクセス道路も

そうです、継続事業です。これからやろうとする修善寺駅周辺整備事業も継続事業です。こ

れなどは、確実に国の予算頼みですよ。我々が責任を問われているんです。僕は、これは必

要ないと思いますが、どうですか。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 国の政治のことに関しては、ここで議論するのはどうかと思うのです

けれども、民主党はマニフェストの中で国と地方とのあり方について見直すということをう

たっております。ですから、やはり、地方の声をしっかりと伝えるということが重要だと思

いますので、必要だと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木議員。 

○１番（鈴木初司君） お尋ねします。 

  ここで選出された渡辺周議員は総務副大臣、細野豪志議員は民主党の副政調会長という要

職になられたそうでございます。ここに書いてあるマニフェストの、前回私どもが補正予算

で新たな金額を出させていただいたものについての、今回、何か先ほども言っていただいた

のですけれども、具体的にそれがだめになるとかと、前回、橋とかいろいろやりましたけれ

ども、その辺の情報があるかしっかり教えていただければと思います。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 具体的にはありません。ただ、そのようなことがないようにというこ

とを求める意見書でございます。 

○１番（鈴木初司君） 了解。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか。 

  西島議員。 

○６番（西島信也君） 西島です。 

  今、意見書が出ているわけですけれども、この出どころはどこから考えたのかお伺いいた

します。杉山さんが独自に考えたのかどうなのか。そうでなかったら、どこから出たのかお

願いします。 

○議長（飯田宣夫君） 杉山議員。 

○７番（杉山 誠君） 原案は公明党のほうでございます。 

○６番（西島信也君） 了解。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 
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○議長（飯田宣夫君） これで質疑を終わります。 

  それでは、お諮りいたします。 

  ただいま議題となっている件は、会議規則第37条第３項の規定によって、委員会付託を省

略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田宣夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  森議員。 

○１２番（森 良雄君） 12番、森良雄。 

  地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書に対して反対させていただきます。 

  今の質疑にもありましたように、出どころは公明党だ。自公政権の継続を図る意見書にほ

かなりません。新政権は、予算を徹底的に見直そう、事業を見直そうという政権なんです。

公共工事主体の予算を教育や福祉、医療、いわゆる愛のある市民本位の国づくりを進めよう

としているときに、相変わらずの箱物事業主体のまちづくり、国づくりをしようとしている

にほかなりません。ましてや、渡辺周さんは随意契約を見直そうとまで言っているんです。

事業のあり方を見直そうとしている。そういうときにこのような箱物主体の意見書を出すと

いうことは、私は賛成できません。 

  終わります。 

○議長（飯田宣夫君） 鈴木初司議員。 

○１番（鈴木初司君） 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書に賛成討論を

いたします。 

  出どころが公明党であろうが、民主党であろうが、どこの党であろうが、私は、どこから

出されてもいいものはいい、悪いものは悪いということを自分で判断するのが議会であると

思っていますので、今回のこれは、私は賛成できるので賛成をします。 

  以上です。 

○議長（飯田宣夫君） そのほか討論ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田宣夫君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  これより発議第５号について採決いたします。 

  お諮りします 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田宣夫君） 起立者多数。 
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  よって、発議第５号は提出することに決定いたしました。 

 

◎閉会宣告 

○議長（飯田宣夫君） 以上で、本議会の日程はすべて終了いたしました。 

  皆様には長期間慎重にご審議をいただき、まことにありがとうございました。 

  ここで、私から、各委員会の視察研修の日程が決まったようですので、視察研修について

お願いを申し上げます。各委員会とも視察先の議会及び関係団体にお世話になり実施するこ

とと思いますが、くれぐれも相手方に失礼のないようお願いするとともに、視察中の伊豆市

議員としての品位ある行動を重ねてお願いいたします。 

  これをもちまして平成21年第３回伊豆市議会定例会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時５９分 
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